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議長（竹山耕平君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２４人であります。会議は成立いたしました。（午前９時３０分） 

 これから，平成２９年第１回奄美市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程に入ります前に諸般の報告をいたします。 

 地方自治法第１８０条第２項に基づき，専決処分４件の報告がありました。その内容はお手元に配布

いたしました文書のとおりであります。 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 日程に入ります。 

 日程第１，会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員に与 勝広君，関 誠之君，里 秀和君の３名を指名いたします。 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 日程第２，会期の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期をお手元に配布いたしました議事日程表のとおり，本日から３月２４日までの３２日

間とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本定例会の会期は本日から３月２４日までの３２日間とすることに決定いたしました。 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 日程第３，議案第１号 平成２８年度奄美市一般会計補正予算（第４号）について

から，議案第１４号 大島農業共済事務組合規約の変更についてまで，一括して議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。ただいま上程されました議案第１号から議案第１４号までの

提案理由を御説明申し上げます。 

 まず，議案第１号 平成２８年度奄美市一般会計補正予算（第４号）の主な内容につきまして，御説

明いたします。 

 第１表，歳入歳出予算補正について，まず歳出の主な内容を申し上げます。 

 総務費につきましては，総務管理費において地域振興基金積立金３億９，６２２万６，０００円や過

疎地域自立促進特別事業基金１億９，１８０万円を積み立てるとともに，国の地方創生拠点整備交付金

を活用したあやまる岬の観光施設整備工事費として５，９００万円を計上いたしております。民生費に

つきましては，生活保護費において医療扶助費を１億２，５００万円追加計上するほか，社会福祉費及

び児童福祉費においては事務事業の確定見込みに伴う減額が主な内容でございます。衛生費につきまし

ては，保険衛生費において海岸漂着物地域対策推進事業費の追加計上や水道事業費において平田浄水場

整備に伴う出資金１億８，７００万円の追加計上などが主な内容でございます。労働費から消防費まで

につきましては，事務事業の確定見込みに伴う減額が主な内容でございます。教育費につきましては，

保健体育費において名瀬・住用地区学校給食センター建設事業に要する費用，１，７００万円を追加計

上いたしております。公債費につきましては，市債借入利率の低下による利子償還金の減額を行うもの

でございます。 

 次に，歳入の主な内容について申し上げます。市税につきましては，今年度の見込み額に対する所要

額を計上いたしております。国・県支出金につきましては，主に歳出予算の事務事業確定に伴う所要額

を計上いたしております。また，財産収入につきましては基金運用収入として１億６，６５１万２，０

００円を計上するとともに，寄附金については教育費寄附金３，０００万円を計上いたしております。

市債につきましては，過疎地域自立促進特別事業債２億２，８４０万円や一般会計出資債１億８，７０
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０万円を追加計上するものでございます。 

 以上が歳入歳出予算の主な内容でございますが，今回の補正で７億６，０６５万４，０００円を増額

することにより，平成２８年度奄美市一般会計予算の総額は３４２億１，２２２万６，０００円となり

ます。 

 次に，第２表，繰越明許費につきましては，庁舎建設事業や末広・港土地区画整理事業など，翌年度

に繰り越す事業及び金額を計上いたしております。また，第３表，地方債補正につきましては，補正予

算債の追加や事業費の確定等に伴う起債限度額の変更を行うものでございます。 

 次に，議案第２号 平成２８年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）の主な内容に

つきまして御説明いたします。 

 歳出につきましては，総務費及び保険給付費につきまして，報酬，出産育児一時金，葬祭費の不用見

込み額をそれぞれ減額計上いたしております。また，共同事業拠出金におきまして事業費の確定額を計

上し，諸支出金におきまして国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金を増額計上いたしておりま

す。 

 歳入につきましては，国民健康保険税において，収納見込額をそれぞれ追加計上し，共同事業拠出金

及び繰出金の増減分に相当する国庫支出金，県支出金及び共同事業交付金を追加計上いたしておりま

す。また，一般会計繰入金におきまして，基盤安定事業繰入金の増額及び出産育児一時金繰入金の減額

をそれぞれ追加計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ１億７４０万１，０００円の減額となり，平成２８年度

奄美市国民健康保険事業特別会計予算の総額は８１億１，４０２万５，０００円となります。 

 議案第３号 平成２８年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第４号）の主な

内容につきまして御説明いたします。 

 歳出につきましては，総務費で内科業務の見込み額を増額計上いたしております。 

 歳入につきましては，総務費の内科業務費の増額に伴い，外来収入及び国民健康保険事業特別会計繰

入金について増額計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ４２万４，０００円の増額となり，平成２８年度奄美市

国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算の総額は２億６，７９７万４，０００円となります。 

 議案第４号 平成２８年度奄美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の主な内容につきまし

て，御説明いたします。 

 歳出につきましては，後期高齢者医療広域連合納付金におきまして，本年度の保険料率の決定及び保

険基盤安定事業負担金の確定に伴う見込み額を減額計上いたしております。 

 歳入につきましては，保険料及び繰入金におきまして，歳出補正に係る相当額を減額計上いたしてお

ります。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ１，９７５万１，０００円の減額となり，平成２８年度

奄美市後期高齢者医療特別会計予算の総額は４億２，５８２万６，０００円となります。 

 議案第５号 平成２８年度奄美市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）の主な内容につきまし

て，御説明いたします。 

 歳出につきましては，総務費におきまして介護保険事務システム改修負担金を増額計上いたしており

ます。保険給付費と地域支援事業費におきましては，これまでの実績をもとに見込み額を計上いたして

おります。 

 歳入につきましては，国庫支出金，支払基金交付金，県支出金及び繰入金におきまして，歳出の補正

に係る相当額を負担割合にて計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ１億９，９０５万４，０００円の減額となり，平成２８

年度奄美市介護保険事業特別会計予算の総額は４７億５，４４９万２，０００円となります。 

 次に，議案第６号 平成２８年度奄美市訪問看護特別会計補正予算（第１号）の内容につきまして御
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説明いたします。 

 歳出につきましては，委託料におきまして当初見込みより訪問看護サービス利用の減少が見込まれる

ため，１４０万円を減額計上いたしております。 

 歳入につきましては，訪問看護収入におきまして，歳出と同様に見込み額を見直したことに伴い，相

当額を計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ１４０万円の減額となり，平成２８年度奄美市訪問看護

特別会計予算の総額は３，２８０万２，０００円となります。 

 議案第７号 平成２８年度奄美市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）の主な内容につきまし

て御説明いたします。 

 まず，歳出につきましては，総務費の一般管理費におきまして，消費税確定により公課費を減額計上

いたしております。事業費の特定環境保全公共下水道建設費におきましては，処理施設建設工事を汚水

管路施設工事に組み替え，併せて工事請負費を増額計上いたしております。公債費におきましては利率

変更等に伴い，利子を減額計上いたしております。 

 次に，歳入につきましては前年度剰余繰越金の確定による繰越金，消費税の確定による消費税還付金

及び工事請負費の増額による市債をそれぞれ増額計上し，一般会計繰入金を減額計上いたしておりま

す。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ３３６万円の増額となり，平成２８年度奄美市公共下水

道事業特別会計予算の総額は２２億２，４１５万６，０００円となります。また，第２表につきまして

は翌年度に繰り越す事業に係る繰越明許費を計上いたしております。 

 議案第８号 平成２８年度奄美市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）の主な内容につきま

して，御説明いたします。 

 第１表におきまして，翌年度に繰り越す事業に係る繰越明許費を計上いたしております。 

 次に，議案第９号 平成２８年度奄美市水道事業会計補正予算（第４号）の主な内容につきまして，

御説明いたします。 

 収益的収入につきましては，過年度分消費税の還付金１，２１８万３，０００円を増額計上いたして

おります。また，収益的支出につきましても，平田浄水場の固定資産除去に係る支出金７，１１３万円

を増額計上いたしております。そのほか，資本的支出の建設改良費において，平田浄水場更新事業の増

額などにより，６億１，６４０万４，０００円を増額計上いたしております。このことに伴いまして，

資本的収入において国庫補助金，企業債，出資金など５億４，０４８万１，０００円を増額計上いたし

ております。 

 今回の補正によりまして資本的収入額が資本的支出額に対して不足する７億６，０４９万９，０００

円は過年度分損益勘定留保資金１億８，５２７万４，０００円，当年度分損益勘定留保資金４億１，３

４１万５，０００円，消費税及び地方消費税資本的収支調整額１万円，建設改良積立金１億６，１８０

万円で補填いたします。 

 次に，議案第１０号 奄美市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例の制定につきましては，行政手続きにおける「特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律」が改正されたことに伴い，行政事務で利用する特定個人情報の範囲を追加するなど，所要の規定

を整備しようとするものでございます。 

 議案第１１号 奄美市税条例等の一部を改正する条例の制定につきましては，消費税率の引き上げの

延長に伴う地方税と，地方税法等の一部改正によりまして，軽自動車税新制度創設の実施時期を変更す

るなど，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 次に，議案第１２号 奄美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例の制定につきましては，農業委員会等に関する法律が改正され，委員報酬について，１

年の成果実績に応じて報酬を加算して支給する制度が創設されたことから，所要の規定を整備しようと



 

- 24 - 

 

するものでございます。 

 議案第１３号 奄美市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましては，平成２

９年度から朝日幼稚園において預かり保育を実施することに伴い，保育料の上限を規定するなど，所要

の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第１４号 大島農業共済事務組合規約の変更につきましては，同組合の構成団体の追加に伴い，

同組合規約を変更することについて協議したいので，地方自治法第２８６条第２項の規定により議会の

議決を求めるものでございます。 

 以上をもちまして，議案第１号から議案第１４号までの提案理由の説明を終わりますが，何とぞ御審

議の上，議決してくださいますようお願いいたします。以上です。 

 

議長（竹山耕平君） これから質疑に入ります。 

 通告がありますので，順次質疑を許可いたします。 

 はじめに，社会民主党 関 誠之君の発言を許可いたします。 

 

１５番（関 誠之君） 議場の皆さん，市民の皆さん，おはようございます。私は社会民主党，社民党の

関 誠之でございます。早速，質疑に入らさせていただきます。 

 今回の総括質疑は予算の執行等補正予算編成のあり方を質すことが目的であります。議案第１号，平

成２８年度奄美市一般会計補正予算（第４号）について，６ページ，７ページの２表，繰越明許費，①

４款３項水道事業費水道事業会計出資金４億２，９００万円。②７款１項商工費森と水のまち住用プロ

ジェクト事業１億９，０４９万１，０００円，歴史回廊のまち笠利観光プロジェクト事業１億３，６０

８万円。③番目，１０款６項保健体育費名瀬・住用地区学校給食センター建設事業３，８００万円につ

いて，１から今述べました３につきまして事業の内容と内訳，なぜ繰越明許になったのかの説明をお願

いをいたしたいと思います。４番目に，繰越明許の額，件数ともに多いように思われますが，当局の見

解と会計独立の原則からして，あまり望ましくないと思いますが，少なくする努力はどのように行われ

ているのかお答えいただきたいと思います。 

 次に，２１ページ，３款１項社会福祉費，４目１９節負担金，補助及び交付金の６０９万８，０００

円，お達者ご長寿応援事業，当初予算が２，９９４万円についてであります。今回の補正減額の要因と

実績と総括，今後の課題と対応，対策について見解をお示しください。 

 （３）２１ページ，２２ページ，３款２項児童福祉費，①３目保育所費７節賃金９９０万円の減額の

内容と来年度の保育士の対策はどのようになっているのか，お示しください。②９目地域型保育費１９

節負担金，補助及び交付金３００万円の具体的な内訳，事業内容と人件費が確実に保育士等に払われて

いるのかの確認はどのように行われているか，御説明をお願いいたします。 

 （４）２４ページ，６款１項３目農業振興費，７節賃金，地域連携推進員２０８万８，０００円，２

８０万８，０００円の減額の要因と事業の内容を示すとともに，１９節負担金，補助及び交付金，農林

水産物輸送コスト支援事業補助金が１，０６４万４，０００円減額となっているが，その要因と当初の

予算の約５０パーセントの減額についての見解，または来年度のへの課題対策などがあればお示しをい

ただきたいと思います。 

 ５番目に，２６ページ，６款４項２目水産振興費，１９節負担金，補助及び交付金６次産業化サポー

ト事業，１，８３３万１，０００円の事業中止，全額の減額に，事業費全額が減額なっておりますが，

そういう意味で事業の中止ということを使わさせていただきますけども，その理由と予算の計上の反省

点があればお示しをいただきたいと思います。 

 ６番目，３０ページ，１０款６項２目学校給食運営費１，７００万円について，国の補正予算との関

連はないと思われますが，最終補正で予算を計上する理由をお示しください。 

 七つ目，３３ページ，当該年度中起債見込み額５５億９，７００万円について，特殊要因と特別会
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計，公営企業会計の起債見込みをお示しいただきたいと思います。平成２８年度現在高見込みが３９２

億７８９万２，０００円となり，前年度より２０億１，０５９万４，０００円増加しているようです

が，起債残高の縮減目標，１０年で６０億円以上という縮減は達成可能なのか，将来の見通しについて

見解をお示しいただきたいと思います。 

 次に，議案第９号 平成２８年度奄美市水道事業会計補正予算（第４号）について。 

 一つ目，１１ページから１２ページ，資本的収入及び支出における１款１項２目簡易水道整備費の給

与が６４６万１，０００円の減額が行われ，７目朝日地区簡易水道区域拡張事業に財源振替がなされて

いる理由と，歳入としては自衛隊施設基地水道施設に伴う負担金で５４４万２，０００円しか計上され

ていないが，この理由は何であるのか。 

 二つ目，自衛隊施設基地水道施設を新たに設置する事業であるにも関わらず，当初予算で措置された

職員の給与をなぜ振り替えるのか。新規事業であるので，新たな人員を配置し予算措置を賃金ですべき

ではなかったのか。 

 三つ目，今補正の歳入５４４万２，０００円はどこから，いつ歳入として収納されるのか。６４６万

１，０００円との差額はどうなったのかをお示しいただきたいと思います。以上です。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

水道課長（山下一弘君） おはようございます。それでは，議案第１号 水道事業会計出資金についての

お尋ねにお答えいたします。事業の内容につきましては，平田浄水場更新事業に係る出資金となってお

り，事業費の内訳としましては事業費の３分の１を国庫補助金，３分の１を一般会計からの出資金，３

分の１を水道会計からの負担としております。本事業の当初予算としましては，事業費ベースで約１４

億６，０００万円の事業を予定しておりましたが，補助内示額が５割減となったことから，内示額に合

わせた事業費，約７億３，０００万円の事業を進めておりました。しかし，その後国から補正予算の打

診があり，２９年度事業分も前倒しで予算計上可となったことから，２９年度事業分を前倒しして，約

１２億９，０００万円増額要求し，事業費総額として約２０億７，０００万円の内示を昨年１１月に受

けたところでございます。それに伴いまして，一般会計からの出資金も事業費の３分の１を増額したと

ころでございますが，工事としては当初内示額相当の約７億３，０００万円の計画で進めていたことか

ら，国の補正予算に対応する約１２億９，０００万円の事業につきましては繰越することとなり，同じ

く出資金４億２，９００万円についても同様に繰越することになったところでございます。 

 続きまして，水道事業会計補正予算（第４号）における１款１項２目簡易水道整備費と７目朝日地区

簡易水道区域拡張事業との給与の振替についてお答えします。まず，歳入につきましては，現在防衛支

局との協議において，事務費を６パーセントと了承を得ておりますので，その比率で算出した５４４万

２，０００円を計上しております。対しまして，水道事業の歳出につきましては，職員の給与分として

２名分の６４６万１，０００円を計上しております。本事業に関しまして正確に言いますと，担当職員

だけではなく，部課長や係長なども関わることになりますが，予算の立て方としてはこのような立て方

となることでの，この差額は生じるものであり，必ずしも歳入，歳出が一致しません。また，簡易水道

整備で予定していた職員２名，２名分相当の人件費を振り替えることで費用縮減に努め，歳入との差額

は水道事業の単独費で対応することとしております。 

 続きまして，自衛隊施設整備に関する人員の配置等へのお尋ねにお答えします。熊本防衛支局から正

式に本市へ水道施設設置の依頼があったのは，２８年度に入ってからであり，２８年度当初予算編成の

際には人事配置について検討できず，今年度の職員定数内で事業を進めることとなったことにつきまし

ては御理解いただきたいと思います。また，正式に本市へ依頼があったあとにつきましても，工事が本

格化するのが２９年度以降で，今年度は委託設計業務等を総合的に判断し，今年度については現行職員

で対応することとし，新たな人事配置はせず当初予算で措置された職員を振り替えることで費用の縮減
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に努めたものであります。職員の仕事量の負担軽減のために，補正予算にて臨時職員を雇用しまして対

応したところでございます。 

 続きまして，資本的収入１款２項１目工事負担金５４４万２，０００円についての収納先と収納時期

についてのお尋ねにお答えいたします。歳入としましては，防衛支局から収納されます。また，その時

期につきましては，年度内の工事負担金は年度内で負担いただくことで協議いたしておりましたが，２

８年度の自衛隊基地関連予算の内部での配分の都合により，年度内の支払いが難しくなっていると聞い

ております。私どもとしましては，引き続き今年度内での収納を調整していただいておりますが，仮に

年度内での支払いができない場合は未収金として処理されることとなります。しかし，その際でも年度

を明けましたら早急に収納していただくように，調整をお願いしております。なお，その差額につきま

しては，先ほど申し上げましたとおり，多少の差額は生じますが適切な事務費を確保するよう，今後も

信義則に沿ってしっかりと協議してまいりたいと思います。以上，終わります。 

 

産業建設課長（茂木幸生君） 関議員の御質問に対してお答えいたします。７款商工費，１項商工費森と

水のまち住用観光プロジェクト事業１億９，０４９万１，０００円の繰越明許費についてお答えいたし

ます。平成２８年度森と水のまち住用観光プロジェクト事業内容につきましては，住用町摺勝地区にト

イレ施設，中核施設を計画しております。繰越分の内訳としましては，中核施設の工事費が１億８，６

５９万６，０００円，事務費分３８９万５，０００円となっております。なお，これまでの執行状況に

つきましては，トイレ施設を平成２８年８月８日に発注し，平成２９年１月２３日に完成いたしており

ます。中核施設につきましては，２月末に入札を行い，この事業費については繰越明許費として計上い

たしております。繰越明許の理由につきましては，中核施設全体の整備計画の中でトイレ施設を先行し

て発注する必要がありまして，同時に既存施設，販売所，休憩所，トイレ施設等の解体工事も順次実施

しておりますが，中核施設本体工事につきましては年度内の完成が難しいと見込まれたため，次年度へ

繰り越す形となっておりますので，御理解をいただきたいと思います。 

 続きまして，補正予算書２６ページの６款４項２目水産振興費，１９節負担金，補助及び交付金の６

次産業化サポート事業，１，８３３万１，０００円の事業中止の理由と予算の計上の反省点ということ

での御質問にお答えいたします。農林水産業の６次産業化とは製造，加工，販売を一連の流れとして一

つの事業者が手掛け，より利益率の高い産業を目指すということだと認識しております。本件の６次産

業化サポート事業につきましては，住用町内の水産業者が平成２７年５月に６次産業化地産地消法に基

づく総合化事業計画で国から事業所として認定を受けました。６次産業化ネットワーク活動交付金事業

を申請していましたが，今回，国のほうで不採択となったために歳入歳出同額の１，８３３万１，００

０円を減額計上するものでございます。県におきましても，３月県議会で同様に減額計上する旨の連絡

を受けております。市といたしましても，６次産業化の採択を期待していたわけでございますが，不採

択ということで残念な思いをしております。なお，不採択の理由につきましては，県にも確認をいたし

ましたが，事業を所管する国，農政局からは具体的に示されておりません。予算計上の反省点について

でございますが，県は鹿児島６次化サポートセンターにおいて認定事業者への総合化事業計画の策定や

計画に即した経営確立について支援を行い，認定を受けて事業申請を行っておりますので，県や事業者

とも今後も連携を図ってまいりたいと存じます。以上です。 

 

産業振興課長（栄 広久君） おはようございます。歴史回廊のまち笠利観光プロジェクト事業１億３，

６０８万円の繰越明許について御説明いたします。平成２８年度歴史回廊のまち笠利観光プロジェクト

事業内容につきましては，あやまる岬台地にトイレ休憩施設，展望デッキ，駐車場，園路の整備を計画

しております。繰越分の内訳としましては，工事請負費１億３，２８１万８，０００円と事務費分３２

６万２，０００円となっております。繰越理由についてでございますが，まず執行状況を申し上げます

と，あやまる岬台地全体の実施設計については６月に発注し，１０月に完了しております。その後に，



 

- 27 - 

 

トイレ新築の実施設計を１０月に発注し２月に完了しております。あやまる台地の整備につきまして

は，全体的に発注する必要があるため，今後３月以降に工事発注，契約を行う予定となっており，どう

しても単年度での事業実施ができないために次年度に繰り越す形というふうになっております。何とぞ

御理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

教育委員会総務課長（徳永恵三君） 議員御指摘の教育費１０款６項保健体育費，名瀬・住用地区学校給

食センター建設事業費３，８００万円に係る繰越明許費につきまして御説明いたします。なお，６問目

の補正予算計上理由の質問内容が給食センター事業費に関しており，重複しておりますのでまとめて答

弁させていただきます。 

 今回の繰越明許予算の内容は名瀬・住用地区学校給食センターの付属施設である車庫を２８年度に発

注するものでございます。内訳は設備も含めた車庫建設費用として３，８００万円となっており，現年

度予算で併せて１，７００万円を補正予算計上するものでございます。今年度業務委託しておりました

給食センターの基本設計が終了し，本体と分離している付帯施設の車庫の整備が可能となり，今年度予

算と補正予算により財源も見込まれたことから，事業全体の進捗を見据え今年度中に発注し繰り越すも

のでございます。また，造成工事が当初見込みより１か月程度早めに完了，完成したことにより，３月

で付帯施設を発注することで来年度の本体工事発注からの事業進捗を図るものでございます。 

 

財政課長（國分正大君） おはようございます。それでは，財政課のほうから繰越明許費の全体について

の御質問ですので，お答えさせていただきます。一般会計予算書６ページ，７ページの第２表，繰越明

許についてございますが，昨年度の繰越明許費の額及び件数と比較いたしますと，件数に関しましては

１件増の３３件でございますが，額に関しましては１１億９，７３２万８，０００円の増額となってお

ります。増額の要因につきましては，国の経済対策による前倒しにより，今回の一般会計補正（第４

号）で計上しております海岸漂着物地域対策推進事業２，１６５万円。平田浄水場の整備に係る水道事

業への出資関係で４億２，９００万円。奄美北部地域観光拠点整備事業６，５１０万円，これは地方創

生関連事業でございますが，のほかにですね，事業規模の大きなものとして，ただいまやっています本

庁舎の建設事業５億２，４０５万円などがございます。会計年度独立の原則から申し上げますと，１会

計年度の歳出予算の支出のすべてをその年度内に終わらせて次年度に関係させないことを理想とするも

のと考えておりますが，１会計年度の歳出予算の経費の金額は原則としてその年度内で使用し，終わる

べきものであって，使用し終わらなかった経費の金額については，これをすべて不用とするのが建前で

ございます。しかしながら，国の補正予算の成立など年度途中の予算措置など，年度内の事業完了が困

難であるというケースがあるという現状も御理解をいただきたいと思います。また，繰越制度につきま

しては，国においても本来ならば不用とすべき歳出予算の経費を一定の条件のもとで翌会計年度に繰り

越して，使用する道を開くことで予算の経済的，効率的な執行を期待するものであるとしております。

市としましても，繰越制度は会計年度独立の原則に対する特例をなすものでありますから，これを無制

限に認めるとは考えておりません。関係部局に対しては機会あるごとにですね，公共工事の円滑な事業

の執行を行うよう確認し，繰越を安易にしないよう意識付けているところでございますので，御理解を

賜りたいと思います。 

 次に，質問の１の（７）です。起債の現在高について説明いたします。はじめに，一般会計予算書３

３ページの当該年度中，起債見込み額５５億９，７００万円についてでございますが，御承知のとおり

この起債額には２７年度から２８年度への繰越事業の起債額４億１，２３０万円が含まれております。

この額を差し引いた２８年度の起債見込み額は５１億８，４７０万円となります。このうち，特殊要因

につきましては平田浄水場関係で６億７，２２０万円。名瀬・住用学校給食センター関係で６，８３０

万円。本庁舎建設関係で１１億８，８３０万円。地域総合整備基金貸付事業債，こちらのほうで１億

円。臨時財政対策債，こちらのほうで７億８４０万円。合計で２７億３，７２０万円でございます。先



 

- 28 - 

 

ほど申し上げた起債見込み額５１億８，４７０万円からただいま申し上げました特殊要因額２７億３，

７２０万円を除いた一般会計の起債見込み額は２４億４，７５０万円となります。次に，特別会計の起

債額を申し上げます。特別会計全体の起債見込み額は１０億９，３００万円でありますが，こちらのほ

うも２７年度から２８年度への繰越事業に係る見込み額２億１，９００万円が含まれております。これ

を差し引いた起債見込み額は８億９，１１０万円となります。次に，企業会計，水道事業ですが，こち

らの起債見込み額は７億１，６３０万円です。これも一般会計同様に平田浄水場の特殊要因というふう

になっておりますので，４億８，１３０万円を除いた企業会計の起債見込み額は２億３，５００万円と

なります。繰越事業に係る起債と特殊要因を除いた，ただいま申し上げました一般会計，特別会計，企

業会計の全会計の起債見込み額は３５億７，３６０万円となりまして，財政規律の３６億円の枠内とな

ります。 

 続きまして，一般会計の平成２７年度末の起債残高３７１億９，７２９万８，０００円に対し，平成

２８年度末の現在高は３９２億７８９万２，０００円となり，２０億１，０５９万４，０００円増加し

ている要因についてお答えいたします。増加している要因は特殊要因としている庁舎建設や水道事業会

計の出資金であり，平成２８年度末現在高見込み額のうち，平成２８年度起債の特殊要因分を除きます

と３６４億７，０６９万２，０００円となり，実質７億２，６６０万６，０００円の減額となります。

また，御承知のとおり第２次財政計画で示しております起債残高の１０年で６０億円以上の縮減目標に

つきましては，今後もですね，実施計画の毎年度の見直しや起債枠３６億円の財政規律の堅持など，計

画的な財政運営を行うことで本財政計画が順調に推移するものと考えておりますので，御理解を賜りた

いと思います。以上です。 

 

高齢者福祉課長（永田孝一君） おはようございます。質問の１の（２）２１ページ３款１項４目お達者

ご長寿応援事業についてお答えいたします。お達者ご長寿応援事業につきましては，平成２７年度に実

施いたしました高齢者交通機関利用ニーズ調査を受け，平成２８年度から実施しているものです。本事

業では４月１日を基準日として，７５歳以上の方全員及び７０歳から７４歳までの運転免許証自主返納

者を対象とし，交通機関及び健康増進施設の利用補助券の発行を平成２８年７月から平成２９年３月末

までの期間実施するものです。今回の補正につきましては，当初は全体の９割を見込み，対象者の方へ

直接葉書を送付し，また広報紙や新聞広告等により広報を行ったところでしたが，１２月末時点で全体

の６５．７パーセントの発行であり，また発行した方のうち，実際に利用された分は６８．４パーセン

トとなっており，現段階で全体の７割程度と見込まれるため，今回減額を行うものです。その要因につ

きましては，本券の発行が申請方式であること，自動車の保有があり，本券を必要としない，また施設

入所，入院などにより必要としないなどが考えられます。本年度は健康増進施設での利用も可能とし，

利用拡大を図ったところですが，現時点では当初見込んだ利用者が得られておらず，利用者の増加が課

題と言えます。その課題の対策として，今年１月から３月にかけて市の広報紙と新聞広告等により市民

の方へ更なる周知を行いたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと思います。以上です。 

 

福祉政策課長（上野和夫君） おはようございます。お答えいたします。通告書の１の（３）の①３目保

育所費７節賃金の９９０万円の減額補正についてお答えいたします。この内訳につきましては，小浜保

育所の臨時職員の賃金の減額が４９０万円，赤木名保育所の臨時職員の賃金の減額が５００万円となっ

ております。小浜保育所につきましては，一般非常勤職員を１４名雇用する予定でしたが，１年を通し

て雇用できたのが１２名，半年間の雇用が１名と予定していた人数の保育士を確保することができなか

ったこと，及び職員や一般非常勤職員が連休を取得したときの代替職員の雇用が当初の見込みよりも少

なくてすんだことが主な理由でございます。 

 次に，来年度の保育士確保対策についてお答えします。保育士の確保については全国的な問題となっ

ており，国も来年度予算で保育士の処遇改善に取り組む方針を示しております。本市としましても，国
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の制度を踏まえて保育士が働きやすい環境を整え，保育士確保に向け取り組んでまいりたいと考えてお

りますので，御理解くださいますようお願いいたします。 

 続きまして，（３）の②，９目地域型保育所費，１９節負担金，補助及び交付金３００万円の具体的

な内容，事業内容についてお答えします。地域型保育所費の増額補正３００万円は国が地域型保育事業

所に支払われる給付費について，平成２８年度人事院勧告に伴う国家公務員給与改定に準じた引き上げ

を平成２８年度第３次補正予算に計上したことに伴い，本市においても地域型保育給付費の増額見込み

分を計上したものでございます。 

 次に，人件費が確実に保育士等に支払われている確認の方法についてお答えいたします。民間保育所

等が行う職員の賃金改善等の取組に応じて，給付費に人件費の加算を行う仕組みが処遇改善等加算であ

ります。これは，職員１人当たりの平均勤続年数による基礎的な加算を行うことにより，賃金改善を実

施する事業所には給付費が上乗せ加算されるという内容のものでございます。賃金改正を実施するため

に上乗せ加算された給付費については，職員の賃金改善に確実に充てられることが条件となっておりま

すので，これを確認するために賃金改善実績報告書を提出してもらい，これにより確認することになっ

ているところでございます。御理解賜りますよう，お願いいたします。以上です。 

 

いきいき健康課長（東 浩一君） はい，おはようございます。先ほどの①，３目保育所費，賃金９９０

万円の減額のうち，いきいき健康課所管分についてお答え申し上げます。５００万円の減額につきまし

ては，赤木名保育所の保育士の賃金でございます。減額理由につきましては，当初予算で有資格者１０

名分の予算計上をいたしておりましたが，ハローワーク等を通じても応募者がいなく，保育士３名分の

予算額が不用になったものでございます。保育業務につきましては，日々雇用の職員により対応してお

り，国の基準は確保しているところでございます。御理解を賜りますようよろしくお願いいたします。

以上です。 

 

農林振興課長（山下仁司君） 質問の１の（４），地域連携推進員の２８０万８，０００円の減額につい

てお答えいたします。昨年の４月に農業委員会等に関する法律の改正に伴い，農地法の利用の最適化の

推進が業務として位置付けられ，農業委員会に新たに農地利用最適化推進員の設置がなされておりま

す。この推進員の設置に伴い農地集積協力金交付事業，通称人・農地プランと言いますが，において地

域連携推進員の活動支援業務が重複することから，住用地区と名瀬地区で設置を予定しておりました推

進員が対象外となりまして，国からの通知により減額をするものでございます。 

 次に，奄美群島農林水産物輸送コスト支援事業については，御承知のとおり農林水産物を奄美群島外

へ出荷する場合に，本土における陸上輸送費に加えまして海上輸送費が必要となります。この流通条件

の不利性を解消することを目的に，輸送費の一部を補助するために平成２６年度から実施をされており

ます。お尋ねの１，０６４万４，０００円の減額につきましては，内訳としまして農産物が５万７，０

００円の減額，林産物が３３８万８，０００円の減額，水産物が７１９万７，０００円の減額となって

おります。減額の主な要因としまして，まず林産物についてはスダジイ等奄美産材と木材チップの２品

目が対象となっております。当初予算作成時には出荷団体からの出荷計画に基づき予算計上しました

が，当初計画しておりました伐採等がなくなったことによりまして，計画変更に基づき減額するもので

ございます。来年度への課題と対策としましては，出荷団体と連携を強化し，実態に即した出荷計画等

の作成に取り組んでまいりたいと考えておりますので，御理解をお願いしたいと思います。 

 

商水情報課長（髙 一也君） それでは，同じく水産物について関連しますので，お答えしたいと思いま

す。農林水産物輸送コスト支援事業補助金につきましては１，０６４万４，０００円の減額のうち，約

７２０万円が水産物の減額であります。主な減額の要因は天候不良による漁獲量の減少，夏場の水温上

昇による養殖クルマエビ，海ブドウの出荷の減，更には当該補助事業を利用していただいた１団体にお
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いて，より有利な国の補助事業の認可を受けたことから，当該輸送コスト支援事業との併用ができなく

なりまして，当初１２か月間の実施計画が４か月間で終了したためでございます。来年，今後の課題と

しましては，水産物の出荷量について，天候や気温などに左右されることも多く，正確な把握が困難で

はございますが，事業の利用団体との連携を強化し，より実態に即した出荷計画などの把握に努めてま

いりたいと考えておりますので，御理解をよろしくお願いいたします。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁漏れはございませんね。再質疑は。 

 

１５番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。今，質疑をしましたとおり，大変予算段階では

そのとおり，計画ですから当然年度末までに完成をさせ，執行すると思って立てます。いろんなこと，

あると思います。しかし，結果としてですね，このような形でかなりの事業が繰り越しになったり，ま

た減額をされたりというのが事実でございます。そういう中で，職員も含め一生懸命頑張っていること

は認めますけれども，このような，決算が出れば一目瞭然だと思いますけれども，そういう，先ほど財

政課長のほうから丁寧に説明がありました会計独立の原則，いわゆる単年度主義，一般会計は単年度主

義でありますから，このことを基本にしっかりやっていただきたいというふうに思っております。 

 あと少し，再質問をさせていただきたいと思いますが，（１）繰越明許につきましては，この繰越明

許がちょっと私も調べておりませんが，昨年とか過去にこの明許費が執行できなかったという事態はな

かったのかどうか。もし，この執行できなかった場合，その財源はどのように扱われるのか，お示しを

いただきたいと思います。それと，まだ決算出ておりませんけれども，大体の予想で，平成２８年度の

実質収支は幾らぐらいで，何パーセントぐらいになるのかなということがもしお分かりになれば，予想

でありますから，そういうことでお願いをしたいと思います。 

 （２）のことについては，いろいろ課題と対策があるようですので，是非今述べたことを来年度予算

に生かしていただきたいというふうに思います。 

 （３）の，この児童福祉費の関係ですけども，待機児童解消ということで，昨年の第１回定例会のと

きに質問しましたら，いわゆる待機児童は完全に解消できるというような答弁があったと思いますけれ

ども，このことも待機児童の一環だというふうに思いますが，先ほどの報告の中でも保育士が足らない

ということで，保育，恐らく保育の需要の予測もなかなか難しいんではないかというふうに思いますけ

れども，来年度の待機児童の解消はできるのかどうか。小規模保育所を，また家庭的保育所を合わせて

七つほど拡充をいたしましたけれども，それでも８０名，５０何名でしたか，１２月の段階で，１１

月，１２月でもう８０名ぐらいなってるかもしれませんが，この待機児童の解消ができるのかどうか。 

 （４）のこのものは，奄美振興交付金の目玉でこの農林水産物輸送コスト支援事業，そして予算増額

を国にお願いをしている立場から，やはり多額の予算減額というのは好ましくないんではないかと思い

ますが，この辺のところについて見解があれば，お示しをいただきたいと思います。 

 ６次産業化サポートについては説明があったとおりでありますけれども，やはり予算の計画時に，も

ちろん県の事業で，奄美市をトンネルしてわたると，事業者にはわたるということでありますけれど

も，当該奄美の中で事業をやるわけですから，やはり責任を持ってですね，一緒に業界とやっていただ

きたいなというふうに思いますが，結果的に計画が甘かったのかなというふうにも思いますけれども，

その辺，もう一つ踏み込んで，国・県の事業のあり方について，国からは何も不採択の示されてないと

いうふうに，今見解をお示していただきましたけど，本当にそうなのか少し疑問に思いますので，その

辺の見解も含めてお願いをしたいと思います。 

 学校給食費の運営費１，７００万円，先ほどから申し上げているとおり会計独立の原則から言って

も，こういった１，７００万円と非常に大きなことだし，給食センターに関わる大変な重要なことでも

あります。そういう中で，来年度の当初予算で計上して議会で審査をし市民に知らせて進めるというや

り方が適当ではないかというふうに思いますけれども，こういった最終補正に予算計上をして，またば
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たばたっと契約して繰越を新年度にするという予算のあり方について，見解があればお示しをいただき

たいというふうに思います。 

 起債の関係は先ほど言ったとおりですから，そのとおりだというふうに思いますので，しっかりと取

組をお願いしたいと思います。 

 二つ目の，議案９号，水道事業会計補正についてでありますが，先ほどいろいろ説明がありました。

事務費が６パーセントと，いつ組んでたのかも分かりませんが，定数内で進めるため，費用削減のため

と，雇用，臨時雇用で対応したと。年度内困難のときは未収金として処理をするというようなことを答

弁ありましたが，朝日地区簡易水道事業拡張事業の予算，今で１億４０５万１，０００円となっており

ますが，この執行状況を事業ごとにお示しをいただきたいというふうに思います。それと，なぜこの時

期に給与の振替となったのか。当然，費用を節約と言いますが，この自衛隊の給水関係の事業というの

は新たな事業でありますから，これまで質疑をさせていただきましたとおり，新たに人を配置をして新

たに予算を組むというのは原則ではないかなというふうに思います。今の，当初予算で組んだ職員の給

与をこの拡張事業に振替をするということは，その職員がその事業を担当するというふうに見えます

が，そういった中でしっかりとそういったことをやっていただきたいと。なぜ，この時期に給与の振替

となったのか，今まで私は賃金がない，これは自衛隊の給水関係の事業を，いわゆる職員に，言葉は悪

いですけどもただで働かせるのかと。もっと言えば，自衛隊のために職員を働かせるのかというような

ことでありますけども，これはあともってあれをしますが，地方財政法の１２条というのがあります。

そういう中で，国に利益供与していかないというような精神の条項でありますけども，そういう中から

すると，いくら振替をしたと言っても新たに自衛隊から取るわけじゃないわけですから，その辺の考え

方は私は少しおかしいというふうに思います。７目，この拡張事業の予算，先ほどの話では年度内困難

であれば未収金として処理をするというような回答がありましたけれども，これはですね，そこの覚書

には水道事業奄美市長朝山 毅というのが甲で乙が熊本防衛支局の支局長増田浩之さんとの覚書と，覚

書というのがどういう効力を発揮するか分かりませんが，あります。その中で支払い方法については本

給水施設整備に係る費用の支払い方法については予算措置の関係から，平成２８年度分を含めて，平成

２９年度及び平成３０年度に負担するものとし，その割合，支払時期については後日協議ということ

で，この覚書を見ますと年度内にこの１億９，０００万円の事業費は入らないということが確定をして

おりますが，このことについて見解があればお示しをいただきたいと。そして，供用開始の時期だけは

平成３１年２月末ということで，もちろんこの甲というのは水道事業が管理者ですけども，責に期さな

い事由により供用が遅れる場合はこの限りではないという項目もありますが，供用開始は平成３１年の

２月末というようなことで，この辺のことも本当に協議をしたとは思いますが，現実として３１年２月

末にすべての給水施設整備が行われるかどうか，この辺についても見解をお示しをいただきたいと思い

ます。はい，お願いをいたします。 

 

議長（竹山耕平君） はい，答弁を求めます。 

 

財政課長（國分正大君） ２点，御質問がありましたので，お答えいたします。 

 まず，１点目，繰越明許費の執行状況です。過去から現在まで，執行はなされなかったことがあるか

ということですが，それはございません。 

 ２点目，実質収支の見込みということでございますが，今年，ただいま今回上程しました４号補正は

限りなく決算に近い予算ではございますが，ただいま執行中でございます。今しばらくお待ちいただき

たいと思います。以上です。 

 

農林振興課長（山下仁司君） 奄振事業の目玉であります，農林水産物輸送コスト支援事業における予

算，予算増額の要望に対する見解についての御質問でございますが，農産物を例に挙げて申し上げます
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と，現在カボチャと実エンドウとインゲン，タンカン，スモモ等が本事業での支援の対象と，本市では

対象となっております。出荷数量が今少ない中で，関係機関一丸となって，農家指導，生産量向上に努

めてまいりまして，支援の増額に努めてまいりたいと考えております。また，全体的に申し上げますと

１次産業につきましては天候など気象条件に左右されることから，出荷団体等の関係機関と連携を図り

ながら，生産量の増額について努めてまいると考えておりますので，御理解のほどよろしくお願いした

いと思います。 

 

福祉政策課長（上野和夫君） 待機児童の解消見込みについてお答えいたします。奄美市では平成２７年

度に子ども子育て計画というのを作りまして，これに基づいて子ども対策を行っております。これによ

りますと，平成２８年度までは待機児童がいて，２９年度にはゼロという計画になっております。現状

を申し上げますと，２月時点の待機児童が４２名となっております。これは，昨年の同じ時期が１１５

名でしたので，待機児童は減少，去年と比べると減少はしておりますが，依然として存在するのは事実

でございます。この子どもたちにつきましては子ども子育て会議というのがございまして，これで総合

的な対策を決めていくとこでございますが，今後，新年度に向けて保育需要の見込みなどの見直しが必

要なのかどうかも含めて対応策を考えてまいりたいと思います。以上です。 

 

水道課長（山下一弘君） お答えします。まず，朝日地区簡易水道区域拡張事業の現在の執行状況です

が，本年度は水源さく井業務，認可申請業務，実施設計業務の大きな三つを予定しておりまして，水源

さく井業務については２月１５日に完成を，竣工をしております。また，認可申請業務につきまして

も，２９年１月に発注をして，現在業務を進行しているところでございます。実施設計業務につきまし

ては，３月発注を予定をしまして，今鋭意準備を進めているところでございます。 

 また，次にこの時期に振り替え，なぜ振り替えたかとの御質問ですが，昨年１２月１日に私ども，議

員御承知のように熊本防衛支局長と覚書を交わしましたが，事務費についてはまだその段階ではお互い

協議の段階でありまして，この事務費の率，その後，１２月・１月と協議を進めたところ，概ね了承を

いただいたということで今回歳入に計上しまして，その分について振替をしたところでございます。 

 次に，供用開始，２９年度につきましては，現在新たな人員配置を要望して，現在しているところで

ございます。 

 次に，供用開始時期が守られるのかということについては，私たちはやっぱり覚書に記した部分は信

義則で順守するところで現在事務をやっているところでございます。御理解をよろしくお願いいたしま

す。 

 

産業建設課長（茂木幸生君） お答えをいたします。６次産業化サポート事業の不採択の理由が本当に示

されていないのかということと，責任を持って業界と連携すべきではないのかということについてでご

ざいますが，採択の理由につきましてはこちらに示されていることはございません。ただ，推測される

ことではございまして，６次産業サポート事業にかかわる公募要領というものがございます。平成２８

年度に出されました。その趣旨におきまして，都道府県域を超える広域的な取組を行う農林漁業者等の

各種相談に対応する民間の支援ということになっております。そのあたりの圏域を超えるという取組が

評価されなかったのか，あるいはまた，それも考えれますし，また事業規模が事業者の規模に対して大

きすぎたのかということも考えられます。申請事業計画では総額で６，１１０万６，０００円の対象経

営に対しまして，１，８３３万１，０００円の１０分の３の金額の補助率でございますので，この総額

の事業費のほうが大きかったのかということも一因として考えられます。それで，事業実施に無理とい

うふうに判断されたのかなという思いもありますけれども，今後とも，先ほども申し上げましたとお

り，県，その他事業者との検討も含め連携してまいりたいと思いますので，御理解を賜りたいと思いま

す。 
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教育委員会総務課長（徳永恵三君） 御質問の学校給食センターの車庫建設事業について，最終補正で繰

越対応でなく，来年度当初で進めるべきとのことにつきまして，先ほどもお伝えしましておりますが，

予算の面から財源が認めた，認められたこと，また基本設計の中で本体と分離している車庫の整備が可

能であること，更に土地造成工事の完成が１か月ほど早めに完成したこと，併せて３月に発注すること

で２９年度７月まで現場対応がスムーズにでき，本体工事へつなげられること，このようなことを総合

的に判断し，事業の継続性を持った繰越事業とさせていただきました。よろしくお願いします。 

 

議長（竹山耕平君） 再々質疑はございますか。答弁漏れがございますか。 

 

１５番（関 誠之君） １億４０５万１，０００円の歳入は，本当に今年度入るかどうかの確認を，いつ

入るのかっていう。協議中っていうことだったわけですよね。 

 

議長（竹山耕平君） 水道課長，答弁。 

 

水道課長（山下一弘君） 今年度分に計上した歳入については，現在，まだ３月まで協議を進めておりま

すが，先ほども答弁しましたように，もし入らない場合は未収金として，年度明けて速やかに納付をし

ていただくというところで，現在協議を進めているところでございます。御理解をよろしくお願いしま

す。 

 

１５番（関 誠之君） はい，今課長から答弁ありましたが，先ほども申し上げましたとおり，覚書には

２９年度・３０年度に２８年度分も含めて負担をすると，その割合については支払時期等について，後

日協議，割合，支払時期ですね。ということは，この１億円っていうのは，私が前にも申し上げたとお

り，水道が一時立て替えをするのと同じですよね，これね。恐らく，水道から言えば，公営企業会計で

あるので，先ほどから申し上げてるとおり会計独立の原則，単年度主義はここには通用しませんよ，だ

から未収金であげますよというようなふうに私には聞こえますが，それではいけない。やはり，議会の

中で審議として今年度中に入りますと言ったことについてですね，私も１０月の２７日，調べました

ら，熊本防衛局建設計画官に電話をしております。担当官の名前までは申し上げませんが，１０月の２

７日に電話をして，昨年の，１０月の３１日月曜日，担当官から返事がありました。三つのことをお聞

きをいたしました。予算の裏付けはどうなってますかと。概算要求中ですと言いましたので，どの委員

会で予算を，国会であれば概算要求をしてるんですかと聞きましたが回答がありませんでした。人件費

は計上されてありませんが，どういうふうにお考えですかと聞きました。奄美からの請求があればとい

う言い方をしておりました。そして，地方財政法，先ほど１２条，国に対して地方公共団体が勉強をや

っちゃいかんと，これまさに金を入らない，人も職員で使っている，便宜供与的に私には思えますけど

も，この担当官は分かりませんので勉強しますと１２条については話をしておりましたが，そういう中

で，市長裁量ですので是非お答えいただきたいと思いますが，今までの質疑を聞いてですね，水道事業

管理者としてどのようにお考えになられたのか，是非考え方をお聞かせいただいて，私の質疑を終わり

たいと思います。ありがとうございました。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） 私にということでありますので，私の知る限りを申し上げたいと思います。議員が

今お話になりましたとおり，私どもの一般会計並びに大半の特別会計は歳入歳出同額であります。そこ

で，当該年度において事業がやむを得ず執行できなかったものを次年度に繰り越すということで，議会
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の御同意をいただいてそのような会計処理を行っております。今，議員がおっしゃった水道会計につい

てはいわゆる企業会計であります。歳入と歳出が違います。利益が発生します。売掛金が発生します。

未収金が発生します。また，未払金も同じように発生するような企業システムになっております。そう

いう中において，この水道施設についての財産権はどこが持つのか，市なのか，自衛隊なのか，それに

よって投資した経費についての責任の所在が出てくるものと思います。私が今感じるところにおいて

は，水道施設敷設，それらの投資的経費については，市の，言わば公の財産，私どもの財産だと。自衛

隊の財産ではないだろうと私は思っております。そういう意味において，やはり財産を持つ人が施設は

して，それに投じた経費は請求すると，そういう覚書であると思っております。従って，国と地方公共

団体，公と公の覚書でありますので，私は厳正にして，確実な覚書であると思っております。当然，国

の予算においても，議員がおっしゃるように歳入歳出同額の，使った経費，必要な経費については計上

してやっていくわけです。その時期がいつかとなりますと，やはり国でありますので，補正予算を含め

予算が成立しないと事業執行できないであろうと思います。従って，そのタイミングが私どもの請求

権，向こうの支払い義務の中において，いつなのかということは私も事務作業の中，はっきり分かりま

せんが，確実に議会にお願いして議決をいただくであろうこの経費については請求をいたします。も

し，その請求の数値に違いがあった場合には，また補正をしたりしていただいて，国のほうに理由を求

めてやってまいりますので，その点はどうか御理解と，信じていただければと思っております。この事

については，しっかり責任を持って，議会にお願いをした案件については当然の責務として相手方に申

し伝え，そして御理解を得て，市に損失を招くようなことがないようにやっていきたいと思いますの

で，よろしくお願いします。 

 

議長（竹山耕平君） 暫時，休憩いたします。 

 １１時５分，再開いたします。（午前１０時５５分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午前１１時０５分） 

 

財政課長（國分正大君） すいません，少し時間をいただきたいと思います。先ほどの関議員の２回目の

質問の際に，これまで繰越事業の執行の未執行はないかという質問がございましたが，私のほうで先ほ

ど，未執行はないというふうに断言的な発言をしましたが，ただいまですね，ちょっと調べたところで

すね，まだ未確認なとこがございますので，報告させていただきたいと思います。以上です。 

 

議長（竹山耕平君） よろしいですね。 

 次に，日本共産党 三島 照君の発言を許可いたします。 

 

１６番（三島 照君） こんにちは。日本共産党の三島 照です。 

 すいません，緊張した，今ので。私はあと，引き続き常任委員会，また一般質問等も入ってきますの

で，それとも絡みも含めて，ちょっと２点について総括を質疑させていただきます。 

 先の関議員の答弁の中でも，私は議案第１号 平成２８年度奄美市一般会計補正予算（第４号）につ

いて，第２表，繰越明許費，８款５項都市計画費の４事業の繰越の理由と原因について，まずお聞きし

たいと思います。これは，今になってこの都市計画事業が停滞し，更に遅れるようなことがあっては困

るという思いがもうありまして，そういう点では先ほどの答弁で繰越明許については不用とせずに予算

の効率的かつ円滑に活用するためにも，事業の継続がというような答弁だったと思いますので，そうい

うことも含めてですね，是非その原因等について示していただきたい。この都市計画費だけで，この４

事業で約６億４，５８５万円という膨大な事業です。この事業は本来２８年度には完成の予定だった事

業です。しかし，延びて３０年まで延びたという点では，まず繰越の理由と原因について示してくださ
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い。 

 二つ目は，歳入の面，ところで６款地方消費税の交付金が６，６２５万３，０００円の減額。この減

額の原因についてどのように見ているのか。消費税ですから，８パーセントに引き上げてなおかつ減額

となれば，その原因をどういうふうに見ているのか，まず示してください。よろしくお願いします。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

都市整備課長（武下義広君） おはようございます。それでは，都市計画費４事業の繰越理由と原因につ

いて御説明いたしたいと思います。まず，末広・港土地区画整理事業費の補助１億７，０５１万５，０

００円と単独７，３０３万円，合計２億４，３５４万５，０００円の繰越についてまとめて御説明いた

します。繰越の主な内容としましては，補助分が建物１棟の移転補償費と末広・港線の道路改良工事と

なっており，単独分は建物１棟の移転補償費と電柱，水道等の移設補償費となっております。建物２棟

の移転補償については，交渉に時間を要しているため繰り越すものでございます。末広・港線の改良工

事につきましては，当初計画では通常工事分を末広・港土地区画整理事業費で，景観等に配慮した部分

につきましては都市再生整備事業費で行うこととしていました。都市再生整備事業費の補助率は１０分

の４となっており，末広・港土地区画整理事業費の１０分の７よりも低かったため，補助率の高い末

広・港土地区画整理事業費で景観等に関する工事等も施工できるように，国・県と協議を行ってきてま

いりました。事業計画の変更に時間を費やしているため，工事費や電柱，水道等の移設補償費を繰り越

すものでございます。 

 続きまして，都市再生整備事業，ハード事業の繰越額１億３，６５０万９，０００円と，ソフト事業

の繰越額２，２２５万１，０００円の繰越理由と原因について御説明申し上げます。繰越の主な内容と

しましては，ハード事業では末広・港線の街灯等整備に関する工事と，朝日公園整備に関する工事費と

なっております。ハード事業の工事費を繰り越す理由としましては，先ほど末広・港土地区画整理事業

費で説明しましたように，当初予定していた景観等に関する工事の一部を，末広・港土地区画整理事業

費へ変更しております。変更に至るまで，国・県との協議に時間を要し，補助事業費の確定が遅れたた

め，末広・港線の街灯工事等を繰り越すものでございます。また，朝日公園の工事費につきましては，

できるだけ地域からあった要望に応えるため，補助事業で行える範囲について国・県とこれもまた協議

を行っています。これも，協議に時間を要したため，繰り越すものでございます。ソフト事業につきま

しては，都市再生整備事業の評価を行うための業務委託費等が主な繰越となっています。都市再生整備

事業は平成２８年度が計画の最終年度となっておりますが，工事費等を翌年度へ繰り越すため，事業の

評価業務を翌年度へ繰り越すものでございます。 

 以上が都市計画費４事業の繰越理由と原因となります。 

 

財政課長（國分正大君） それでは，歳入６款地方消費税交付金の６，６２５万３，０００円の減額の理

由と原因についてお答えいたします。地方消費税につきましては，各事業所が国に納付しまして，その

後国から県へ払い込みが行われます。その後，県はその２分の１を市町村へ地方消費税交付金として交

付する仕組みが地方消費税交付金でございます。この交付金の見込み額の算出に，積算につきまして

は，平成２８年度当初予算におきましては，平成２６年度と２７年度の交付額から試算をしまして，地

方消費税交付金の額４億９，４２８万７，０００円を計上をしていたところでございます。この地方消

費税交付金につきましては，支払時期が６月・９月・１２月・３月の４期に分けて交付されます。今年

度６月から１２月までの県からの交付状況から，当初予算額よりも減額が見込まれまして，また県にお

きましても現在開会中の３月議会におきまして，この地方消費税交付金の減額を予定していることか

ら，今年度の交付額及び昨年度の交付額から再三，再度試算をしなおしまして，６，６２５万３，００

０円の減額を計上させてもらったものでございます。また，減額の原因といたしましては，今まで述べ
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たとおり現況の歳入状況から判断し，当初の伸びからしまして緩やかではありますが，推移が落ちると

いうことで予想されますことから，今回減額としたところでございます。なお，消費税ですので，現在

の消費動向につきましてはこちらのほうでは情報がありませんので，御理解いただきたいと思います。

以上です。 

 

議長（竹山耕平君） 再質疑はございますか。 

 

１６番（三島 照君） 恐らく，この事業の都市計画４事業のその理由はいろいろ述べた，さっき回答も

らいましたけど，その事業が進捗しないその原因を本気でどう見てるかということなんですよ。そん

な，時間がかかった理由は何やと，何ですかっていうことなんです。結局，景観事業や道路整備事業も

含めてですね，この間いろんなところで聞くの，地区，中身からやっぱりしっかりその関係者や商店街

や，そういう人たちと議論をして，しっかりとした計画を立てて，そうしてやっぱり計画どおり事業が

進むようにできなかった，時間がかかった理由は何ですかっていうのをお聞き，聞きたかったんです。

それが１点。それは，やっぱり商店街からいってると，景観事業についても都市整備についても，一つ

だけ言うとその街灯の設置，歩道の設置についてもどういう歩道にすんのかとか，どういう街並みの景

観をするかいうことも含めてですね，もっともっとしっかりその関係者との議論ができてないために，

こういうふうに事業が遅れてきてる。これは，業者にも影響していくと思うんです。ですから，その辺

はやっぱりもう一度その関係者との景観事業や整備事業について，ハード，ソフト両面からの議論がど

ういうふうになっていんのか，聞かせてください。 

 そして，消費税については，非常にあのこれを出したのは，その市民の消費力が低下してきてるのか

なと。今，いろんな意味で市民の一人ひとりの所得の低下や，そういう中で，もし市民の消費力がね，

低下してきてるとなれば，それに対してどのような対策，市民の消費，消費力を上げるための対策をど

のように考えているのか，いうことも，その検討してる中身やらがあれば示してほしい。県や国が示す

んじゃなくて，奄美市が，奄美市民のそういう消費動向などもどこで，どのように調査し検討されてん

のか，６，６００万円いうことなれば，やっぱり相当な額，市民消費が低下してるということにつなが

るんちゃうんかな。そのとこがちょっと気になったので，この質問しましたので，もし分かれば示して

ください。そうでなければ，もうあとでもいいですけど，はい。 

 

都市整備課長（武下義広君） それでは，まずはお尋ねの繰越がですね，頻繁に末広・港については出て

いると。その付近についてはどのように感じているのかということだと思いますので，まず末広・港土

地区画整理事業につきましては，実は９割が移転，移設補償費となっております。事業費の９割は移

設，移転補償費と。では，事業内にはですね，鉄筋コンクリート造りの建物が数多くなっております。

移転方法につきましては，やはりそこが商店街の機能をできるだけ維持するために，先に建物を解体す

るのではなく，建物ができてから，できたあとに建物を解体するという工法を選択しております。従い

まして，やはりその工期につきましては，やはり鉄筋とかが多いですので，その工期自体がやはりかな

り長い工期が必要になってくるというのが実情になっています。従いまして，そのような形で交渉が若

干遅れたりしたらですね，もうすぐ繰越を頼らざるを得ないというような状況になっていること，まず

一つ御理解いただければと考えております。そのような中で，移転，区画整理事業ですね，できるだけ

早期に終わらすようにということで取り組んでまいる，頑張ってまいりたいと考えておりますので，御

理解いただきたいと思います。 

 それから，先ほどの工事の景観の件についてです。これにつきましても，当然ここに至るまで，民間

の方などの意見を聞きながら，また市のほうでもデザイン会議っていう組織を立ち上げながら，そして

その中身は通り会の代表者の皆さん，そしてその地権者の代表者の皆さん，さまざまな方が入っていた

だいてそういう構想をまとめてます。その構想をまとめるに至って，当然その中に通り会の皆さんの意
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見を聞いたり，その住民の皆さんですね，意見を聞きながらやってきたつもりです。今後についても，

今工事実施にあたっては，当然住民説明会を設けて再度説明をして，工事を実施したいと考えておりま

すので，御理解をお願いします。 

 

財政課長（國分正大君） 地方消費税交付金ですが，御質問の消費税の件でございますが，この今回の補

正予算に関する制度，先ほども説明を申し上げましたが，もう一度説明しますが，この地方消費税交付

金の制度そのものはですね，国・県・市町村で行っている交付金の減ということで説明させていただい

たところでございます。この，先ほどの質問の消費税全体につきましては，市全体にかかわることでご

ざいますが，今私のほうでは手持ちのちょっと資料等もございませんので，御理解をいただきたいと思

います。以上です。 

 

議長（竹山耕平君） 再々質疑を。 

 

１６番（三島 照君） はい，消費税はまたあとで。確かに，移転やね，建物の状況やいろんなんがあっ

て大変とは思いますけど，まだ下手すれば時間かかっていく部分も何件か残ってます。やっぱり，しっ

かりね，当事者の声を聞いて，ほんでさっきも言いましたように商店街の関係者やいろんな人に，街並

み景観や，そういう話も聞いてると言ってますけど，関係者から見ればただ聞いてるだけ。本当に言っ

ていることを真剣に，我がこととして受け止めて，その人たちの思いがやっぱり施策につながっていか

なければ，聞いたことにならないと思うんですよ。その辺もしっかり受け止めて，進めていって，まだ

残ってる移転補償の問題らもあると思います。その人たちがなぜね，ここまで遅れてるのかいうことも

含めて，しっかり話を聞いて，やっぱりそれを我がこととして受け止めて対応していっていただきた

い。よろしく。もう一回，答弁はいりません。終わります。 

 

議長（竹山耕平君） ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 ただいま，上程されました議案第２号 平成２８年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）についてから，議案第６号 平成２８年度奄美市訪問看護特別会計補正予算（第１号）につい

て，議案第１３号 奄美市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第１

号，平成２８年度奄美市一般会計補正予算（第４号）中の関係事項についての７件はこれを文教厚生委

員会に，議案第７号 平成２８年度奄美市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）についてから，

議案第９号 平成２８年度奄美市水道事業会計補正予算（第４号）について，議案第１２号 奄美市特

別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について，

議案第１４号 大島農業共済事務組合規約の変更について及び議案第１号 平成２８年度奄美市一般会

計補正予算（第４号）中の関係事項についての６件は，これを産業建設委員会に，議案第１０号 奄美

市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について，議案第

１１号 奄美市税条例等の一部を改正する条例の制定について及び議案第１号 平成２８年度奄美市一

般会計補正予算（第４号）についての関係事項についての３件は，これを総務企画委員会にそれぞれ付

託いたします。 

 本定例会において受理いたしました陳情は，お手元に配布してあります文書表のとおり，所管の常任

委員会に付託いたしましたので，御報告いたします。 

 お諮りいたします。 

 常任委員会審査及び報告書整理のため，明日２２日から２３日までを休会としたいと思います。 
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 これに，御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，明日２２日から２３日までを休会をすることに決定いたしました。 

 以上で，本日の日程は終了いたしました。 

 ２月２４日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。（午前１１時３０分） 



 

第 １ 回 定 例 会 

平成 29 年２月 24 日 

（第２日目） 
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議長（竹山耕平君） おはようございます。ただいまの出席議員は２３名であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 日程に入ります。 

 日程第１，議案第１５号 平成２９年度奄美市一般会計予算についてから，議案第３９号 奄美市消

防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの２５件に

ついて一括して議題といたします。 

 この際，市長に新年度に臨む施政方針並びに各会計予算，その他議案等に関する提案理由の説明を求

めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。平成２９年第１回奄美市議会定例会が開会し，ここに平成２

９年度奄美市一般会計及び各特別会計予算案並びに関連議案の提案を行い，市政運営に臨む所信の一端

を申し述べ，市民と議会の皆さんの御理解と御支援を賜りたいと存じます。 

 平成２１年１２月に市長に就任して以来，早７年が経過いたしました。これまでを振り返りますと，

平成２２年の豪雨災害をはじめとする自然災害やミカンコミバエ再侵入など，さまざまな困難を乗り越

えながら，市民の皆様にお示しいたしました公約を推し進めることができました。具体的には，奄美群

島１２市町村で奄美群島成長戦略ビジョンをまとめ上げ，平成２６年の奄振法の歴史的な改正，延長に

おいて交付金制度が創設され，群島民が長年望んできた輸送コスト支援や航路・航空路運賃低減事業を

実現することができたほか，医療費助成などの子育て世代への支援や高齢者の交通機関利用助成，公立

学校の耐震補強の推進，財政の健全化など一つ一つ着実に成果が表れてきているものと認識いたしてい

るところであります。これも，ひとえに市民や議員の皆様をはじめ，多くの関係者のお力添えによるも

のであり，改めて感謝申し上げる次第でございます。とりわけ昨年を振り返りますと３月２０日に市政

施行１０周年を迎え，記念式典において本市の発展に寄与された方々の御功績を称え，多くの市民の皆

様と１０年の節目を迎えた喜びを分かち合うことができました。これまでの歴史を積み上げてきた先人

たちに思いをはせるとともに，奄美市の更なる一歩を踏み出す決意を新たにしたところでございます。

また，７月にはともに世界自然遺産登録を目指す沖縄との交流を促進する事業が開始されるとともに，

１１月には市民サービスや災害時の拠点となる本庁舎建設に本格着手いたしました。１２月には，政府

において平成２９年度予算案の閣議決定がなされ，特に奄美群島振興交付金は制度創設以来前例のない

概算要求満額の２４億円，平成２８年度補正予算の３億７，０００万円と合わせると２７億７，０００

万円が示されました。また，奄美群島国立公園指定が中央環境審議会による答申を踏まえて，近日中に

は正式決定に至ることが見込まれるとともに，世界自然遺産としての推薦書がユネスコへ提出されまし

た。更に，年始早々にはこれまで要望を続けてまいりましたＬＣＣの関西路線就航という，大変嬉しい

ニュースもあり，４月の関西奄美会創立１００周年記念大会等も併せて今後ますます関西地区との交流

が進むことが期待されます。このように，昨年は台風など大きな自然災害もなく，穏やかに経過する中

で，奄美群島の更なるステップアップにつながる環境が着実に整ってきたと思うところでございます。

特に，国立公園指定と奄振予算につきましては，奄美群島に対する国の大きな期待の表れであります。

昨年末に決定された世界自然遺産推薦地包括的管理計画において，奄美大島を含む推薦地については地

域の自然資源を利活用した文化や産業が育まれており，その中で顕著な普遍的価値が維持されてきたこ

とが特徴であり，この普遍的価値を損なうことなく，持続可能な利用を行うことを前提に，地域産業の

振興との両立を図っていくことが管理にあたって必要な視点と位置付けられています。豊かな自然だけ

に限らず，先人たちが自然とともに築き上げてきた歴史や文化，生活様式も我々奄美群島民共有の資産

であり，これらを保全，活用し，世界の人々や未来の子どもたちへ伝え，繋いでいくことが我々に課せ

られた責務であります。奄美群島振興交付金の概算要求満額確保につきましても，地元に対して国がそ
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の責務をしっかりと果たしてほしいという期待の表れだと受け止めているところでございます。これら

の期待に応えるべく，今後とも奄美群島成長戦略ビジョンの実現に向けて，群島１２市町村をはじめ，

鹿児島県や沖縄県との連携を更に緊密にして，奄美群島の更なるステップアップにつながる施策を積極

的に推進してまいります。一方で，昨年発表されました平成２７年度国勢調査結果によりますと，本市

の人口は４万３，１５６名と５年前から約３，０００名，率にして６．４パーセントの減少となりまし

た。昨年度，策定いたしました奄美市攻めの総合戦略，奄美大島総合戦略の取組は緒に就いたばかりで

はありますが，人口減少問題はあらゆる施策に影響を及ぼす喫緊の課題であります。結いの精神を引き

継ぎ，支え合い，安全・安心で魅力ある地域づくりを実現するための基礎は，やはり人であります。集

落一つ一つ，一人ひとりにきめ細かい施策を進めていくことが，我々基礎自治体に課せられた使命であ

り，また住民との距離が近い基礎自治体だからこそできることであります。観光振興や移住，定住促進

など他町村との連携によってスケールメリットを発揮できる広域事業を引き続き推進しながら，その成

果を一人ひとりの雇用に結び付けていく，あるいは子育てなどの福祉環境や教育環境，住民が安心して

生活できる生活環境を充実させていくきめ細かい施策の推進が地域を支える人づくりにおいてますます

重要となってまいります。今後の市政運営にあたっては，これら広域的な視点ときめ細かい視点，ある

いは自然環境を保全する視点と活用する視点など，さまざまな角度から課題を捉えつつ，バランス感覚

を持って施策を推進してまいる所存であります。取り分け，平成２９年度につきましては，その先に控

える世界自然遺産登録やかごしま国体の相撲競技開催，本庁舎建設事業や末広・港土地区画整理事業，

マリンタウンプロジェクト，各種観光プロジェクトなど本市が進めてきた大きな事業の完遂につなが

る，大変重要な時期となります。奄美市長としてその責務を全身全霊で全うし，市民一人ひとりが世界

に誇る奄美市の創造に自ら先頭に立ち，力強く邁進してまいります。 

 以上の基本姿勢を踏まえ，平成２９年度における重点施策について御説明申し上げます。 

 まず，第１点目は健康で長寿を謳歌するまちづくりの実現についてであります。少子高齢化の進展に

伴い，福祉分野を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。本市におきましても，結婚，妊娠，出

産，子育てに関する課題に対しきめ細かに対応するとともに，包括的に少子化対策に取り組んでまいり

ます。併せて，子どもからお年寄りまで障害のある方々など，すべての市民が健康で安心して暮らすこ

とができ，子どもを産み育てやすい環境づくりに取り組んでまいります。児童福祉の向上と子育て支援

につきましては，子ども・子育て支援事業計画に基づいて，各種施策を推進してまいります。その中

で，引き続き子ども医療費の助成を行うとともに，出産祝い金を引き上げるなど更に子育て世帯の負担

軽減策を拡充いたします。待機児童の解消につきましては，認定こども園について検討を進めるほか，

保育環境の整備に取り組んでまいります。また，子育て，健康増進，高齢者福祉が一体となった拠点施

設の整備につきましては，平成２８年度に策定する基本構想を踏まえて，新たに基本設計に取り組んで

まいります。子は島の宝の考えのもと，行政はもとより，市民，事業所，関係団体が連携して働きなが

ら子育てしやすい，地域全体で子育てを支援する環境づくりに積極的に取り組んでまいります。ひとり

親家庭の自立支援につきましては，就業支援などを通じて生活支援策を行うとともに，医療費の助成申

請手続きの簡素化を図ってまいります。障害者福祉につきましては，障害のある方々の生活支援の充実

に関係機関と連携して取り組むとともに，第５期障害者福祉計画を策定いたします。青少年問題や児童

虐待，ＤＶ関係につきましては早期発見に努めるとともに，地域や学校，関係機関と連携を図りながら

対応してまいります。また，子育て支援員など関係機関からの情報提供により，養育に関する相談，支

援や育児，家事援助を実施いたします。新たに保護者が一時的に子どもを養育することが困難になった

場合に対応するため，児童養護施設などで保護を行う子育て短期支援事業を実施いたします。高齢者福

祉につきましては，今後も健全な介護保険制度の運営に努めるとともに，進展していく高齢社会に対

し，介護保険事業が円滑に実施していけるよう，第７期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を策

定いたします。また，地域包括支援センターの業務の強化，介護予防，日常生活支援総合事業の実施な

ど，市民とともに地域づくりに取り組んでまいります。更に，高齢者が交通機関などを利用する際の補
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助として，お達者ご長寿応援事業を継続するとともに，１００歳到達者への敬老祝い金を拡充いたしま

す。生活保護行政につきましては，関係機関と連携しながら，生活保護受給者の自立支援と永住帰国の

中国残留邦人の支援のほか，生活困窮者自立支援制度においては新たに一時生活支援事業，家計相談支

援事業及び子どもの学習支援事業などの事業を実施し，自立支援に努めてまいります。また，平成２９

年度より健康管理支援事業を実施し，生活保護受給者の生活習慣病及びその重症化予防に努めてまいり

ます。市民の健康づくりに関しましては，健康あまみ２１に基づき，誰もが健康で住みやすい地域づく

りを推進いたします。特に，妊娠期から出産，産後早期における支援につきましては，子育て世代包括

支援センターによる相談支援の充実を図り，産後ケアなどの妊娠，出産，包括支援事業を推進いたしま

す。また，不妊，不育治療費などの助成を継続するとともに，新たに新生児聴覚検査機費の助成や子育

て応援メールによる情報支援を開始し，妊娠，出産，子育てにかかる施策を重点的に実施してまいりま

す。加えて，健康づくり事業につきましてはすべての市民を対象とした各種保健事業や受診率向上と早

期発見に向けた各種がん検診事業，更に感染症予防対策として小児から高齢者までの各種予防接種事業

を実施し，健康増進と早世予防に努めてまいります。医療費の適正化に向けて，特定検診の受診率向

上，各種保健事業による疾病予防の推進，レセプト点検の強化，ジェネリック医薬品の利用促進，重

複，頻回受信者への保健指導に取り組んでまいります。国民健康保険事業特別会計につきましては，キ

ャッシュカードによる口座振替受付サービスを新規導入し，市民の利便性の向上を図るとともに収納率

の向上に努め，国保財政の健全化を図ってまいります。併せて，平成３０年度からの国保事業の都道府

県単位化移行への対応を進めてまいります。後期高齢者医療制度につきましては，県や広域連合など関

係機関と連携して医療費の適正化や保健事業の充実に努めてまいります。 

 第２点目は，観光立島を目指した多様な産業連携のまちづくりの実現についてであります。農業，観

光交流，情報の奄振重点３分野を基軸とした産業の振興に取り組み，相互連携による新たな価値の創

出，産業経済の全体的な底上げ及び各産業の自立的成長を促すことで雇用の創出を図ってまいります。

特に，幅広い産業への効果が期待される観光産業につきましては，受入態勢とプロモーションを充実

し，交流人口を拡大させることで産業全体への波及効果を高めてまいります。農業基盤の整備につきま

しては，県営畑地帯総合整備事業や農業基盤整備促進事業などを実施するとともに，住用地区において

は県と連携し中山間地域総合整備事業による基盤整備を進めてまいります。また，農地の有効活用を図

るため，人・農地プランに基づく農地中間管理事業による農地の流動化と併せ，多面的機能支払交付金

を活用し農村集落の環境保全などの取組を推進してまいります。農業の担い手育成につきましては，農

業研修事業の充実を図り，新規就農者の育成に取り組むほか，青年就農給付金を活用した就農後の定着

を図り，担い手農家や認定農業者の確保に努めてまいります。サトウキビの振興につきましては，農地

集約化や機械導入による省力化を推進するとともに，病害虫の防除対策や堆肥，薬剤の助成などを行

い，単収アップと生産量の拡大を促進してまいります。タンカンやカボチャなどの重点振興作物につき

ましては，耕作放棄地の解消，鳥獣被害防止対策，防風対策を推進するとともに，各種研修会を通して

生産性の向上と組織の育成，強化を推進してまいります。併せて，流通条件の不利性を軽減し本土との

競争力アップと販路拡大に向け，輸送コスト支援に取り組んでまいります。また，ミカンコミバエ被害

の再発防止に向けて，関係機関と連携を深めるとともに，特殊病害虫に対する侵入警戒の強化に取り組

んでまいります。畜産の振興につきましては，草地造成による飼料作物の増産や，畜産基盤の整備とと

もに，巡回指導や研修会を通して防疫体制の徹底を図るなど，子牛の品質や生産性の向上に取り組んで

まいります。林業の振興につきましては，関係機関と連携し，松くい虫被害の拡大防止に取り組むとと

もに，生産基盤の整備と森林環境保全に努めてまいります。水産業の振興につきましては，今後も漁場

の保全，漁業後継者の育成，鮮度保持の徹底による魚価の向上，県本土及び沖縄向けへの輸送コスト支

援を継続し，販路拡大に取り組んでまいります。また，新鮮な水産物の安全で効率的な供給に資するた

め，生産，流通などの拠点となる漁港の整備を促進してまいります。併せて，漁業集落の活動を支援す

るなど，魚食普及を図りながら水産業の振興に取り組んでまいります。商工業の振興につきましては，
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奄美大島商工会議所，あまみ商工会，奄美群島振興開発基金などと連携し，商工業の活性化に努めると

ともに，本議会に上程しております奄美市中小企業，小規模企業振興条例の理念に基づき，中小企業者

の健全な育成及び経営の安定に取り組んでまいります。また，中心市街地の活性化に向けて，中心市街

地活性化基本計画に基づき，空き店舗活用による家賃補助や新規出店のリフォームへの補助制度の拡充

など各種施策に取り組み，賑わいのある中心市街地の形成を推進してまいります。併せて，関係機関と

連携しあまみ創業塾の取組を通じて，創業希望者に対する支援を行ってまいります。地場産業の振興に

つきましては，一般社団法人あまみ大島観光物産連盟や奄美ふるさと１００人応援団をはじめとする関

係機関との連携を強化し，特産品の島外への販路拡大などに取り組んでまいります。本場奄美大島紬に

つきましては，関係機関とともに策定した本場奄美大島紬産地再生計画に基づき，伝統技術の継承と業

界の自立的発展に努めてまいります。奄美黒糖焼酎につきましては，地元消費の気運醸成に努めるとと

もに，奄美の夕べなど各種イベントを通じて黒糖焼酎の魅力を広く島外に発信してまいります。観光の

振興につきましては，新たなＬＣＣ路線の開設や国立公園指定など，更なる交流人口の拡大が期待され

ることから，魅力的な観光地づくりに向けた施設整備や受入体制の構築などに取り組んでまいります。

また，引き続き航路・航空路運賃軽減や官民一体となったクルーズ船の寄港促進に取り組むとともに，

沖縄との観光連携，交流を強化してまいります。施設整備につきましては，大浜海浜公園の総合的な整

備や森と水のまち住用観光プロジェクトを進めるとともに，新たにあやまる岬台地の観光拠点施設整備

などを進め，地域資源を生かし地域と一体となった観光地づくりを推進するほか，奄美空港につきまし

ては奄美群島のハブ空港として機能強化を促進してまいります。受入態勢につきましては，着地型観光

メニューの造成や情報発信など，あまみ大島観光物産連盟を推進母体とし，地域おこし協力隊を活用し

ながら奄美大島５市町村連携のもと，多様化する観光ニーズに対応するため，観光情報のワンストップ

サービスの強化に取り組んでまいります。また，世界自然遺産登録を見据えた自然と文化の体験観光の

構築に向け，一般社団法人奄美群島観光物産協会など関係機関と連携し着地型観光の充実を図ってまい

ります。併せて，大型クルーズ船の寄港増加などによる外国人観光客に対応するため，特例通訳案内士

を活用した体制づくりを推進してまいります。スポーツ合宿につきましては，引き続き誘致活動と受入

態勢の充実を図るほか，平成３２年の東京オリンピック，パラリンピックの事前合宿誘致に地元の競技

団体や受入関係団体と連携して取り組んでまいります。平成３０年のＮＨＫ大河ドラマ西郷どんは奄美

における時代にも焦点が当てられることから，奄美の魅力を発信する更なる好機と捉え，歴史や観光面

へのＰＲに県や他町村と連携し取り組んでまいります。情報通信産業の振興につきましては，引き続き

人材育成事業を推進するとともに，情報通信産業における仕事誘致の拡大を図ってまいります。また，

光ブロードバンド整備につきましては，住用地区の一部と名瀬下方地区で事業を推進するとともに，新

たな働き方やビジネスの創出に向けてＩＣＴを活用したフリーランス支援などに取り組んでまいりま

す。雇用施策につきましては，高卒ルーキー雇用奨励補助事業など本市独自の地域雇用サポート事業の

実施に加え，地域の創意工夫を生かした雇用対策事業を推進し，更なる雇用機会の拡大に努めてまいり

ます。また，市内への企業進出や企業の高度化を支援するため，県や東京事務所，産業創出プロデュー

サーとも連携を図りながら，企業誘致，仕事誘致に取り組んでまいります。産業連携につきましては，

農林水産資源，観光資源，地場産品，文化資源をはじめとする奄美の恵まれた資源を活用した商品開発

などを支援してまいります。 

 第３点目は，自然に恵まれた快適な暮らしのまちづくりの実現についてであります。人と自然が共生

し，市民が安心して快適な暮らしができる生活空間を創出するため，豊かな自然環境を保全し，生活基

盤，交通体系を整備するとともに，防災，防犯体制と消費生活相談体制の強化に取り組んでまいりま

す。水道事業につきましては，平田浄水場の更新，笠利西部地区の整備に取り組み，安全で安心した生

活用水の供給に取り組んでまいります。公共下水道事業につきましては，新たにストックマネジメント

計画を策定するほか，名瀬終末処理場の改築更新，大笠利地区，赤木名地区の整備，更には農業集落排

水事業におきましては，佐仁地区，用安地区の整備を推進してまいります。都市計画事業につきまして
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は，これまでの計画を見直した奄美市都市計画マスタープランを策定し，土地利用及び市街地整備にお

けるまちづくりの指針としてまいります。また，末広・港土地区画整理事業につきましては，引き続き

建設事業推進担当を配置し，事業の早期完了に向けて着実に事業を推進してまいります。市が管理する

都市公園につきましては，公園施設長寿命化計画に基づき，順次改修を進め，快適に利用いただけるよ

う努めてまいります。小宿土地区画整理事業の導入につきましては，引き続き地域の皆さんの合意形成

に取り組んでまいります。名瀬港本港地区マリンタウン整備事業につきましては，土地利用検討委員会

の報告を踏まえ，埋立後速やかに都市機能用地の基盤整備に取り掛かれるよう，国・県との調整を進め

てまいります。市営住宅につきましては，住宅マスタープランや住宅等長寿命化計画に基づき，外壁改

修や水洗化などの改善を進めるとともに，住宅の計画的な整備を推進してまいります。民間住宅につき

ましては，市民のニーズの高い住宅リフォーム等助成事業を引き続き実施するとともに，耐震診断や改

修への助成制度を継続し，安全で快適な居住環境の整備を促進してまいります。景観への取組につきま

しては，世界自然遺産登録を見据え，新たに景観計画の策定に着手し，市民が住みたい，観光客が訪れ

たいまちづくりを推進してまいります。地籍調査事業につきましては，境界紛争の未然防止や土地取引

の円滑化，更には災害復旧への迅速な対応や公共事業の円滑な実施を図るため，継続して事業を推進し

てまいります。道路整備につきましては，災害に強い道路網を形成するため，国道５８号おがみ山ルー

トの早期整備を県に対し強く要望してまいります。併せて，市道につきましては，伊津部勝・名瀬勝・

小湊線や手花部・節田線などの改良事業３２路線の道路舗装，修繕などを実施するとともに，橋梁３３

４か所の安全点検及び補修に取り組んでまいります。港湾整備につきましては，引き続き国・県と連携

しながら，名瀬港整備を促進してまいります。離島航路や航空路につきましても，住民の利便性向上，

交流人口の拡大，物流の効率化，運行経営への支援制度の充実に国・県と連携し取り組んでまいりま

す。地域公共交通につきましては，廃止路線代替バス運行事業を実施するとともに，将来にわたって持

続可能なあり方について検討を進め，新たに地域公共交通網形成計画を策定いたします。世界自然遺産

登録への取組につきましては，２月１日にユネスコへ正式推薦書が提出されたところであり，今後国・

県並びに近隣町村や関係機関との連携を更に強化し，必要な取組を着実に推進しながら実現に向け全力

で取り組んでまいります。また，国立公園指定を記念した関連イベントを実施するなど，住民の気運醸

成に努めてまいります。野良猫，野猫の繁殖抑制を図るため，飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条

例の一部改正を行うとともに，野猫を捕獲し一時収容する施設の整備やマイクロチップ装着の助成事業

などの施策を展開してまいります。また，外来種の駆除及び国・県指定の天然記念物をはじめとする希

少動植物の保護に取り組んでまいります。生活環境につきましては，ごみの減量，分別の徹底を推進す

るとともに，海岸漂着物の回収を実施してまいります。墓地管理につきましては，墓地台帳の整備，無

縁化対策に取り組んでまいります。奄美市地域防災計画に基づいて，災害に強いまちづくりを推進する

ため，地域との連携強化を図るとともに，地元ＦＭラジオと防災行政無線の連携を強化することで，災

害関連情報の迅速かつ確実な伝達手段の確保に取り組んでまいります。また，名瀬測候所など関係機関

との連携による防災訓練の実施や出前講座を通して，自主防災組織率を高め地域の防災力向上を推進し

てまいります。併せて，空き家，廃屋対策につきましては，防災，防犯，衛生管理の向上を図るため，

関係機関と連携して対策に取り組んでまいります。陸上自衛隊の配備につきましては，南西諸島におけ

る防衛上の意義や奄美地域における災害への迅速な対応など，地域の安全・安心の確保のため，引き続

き国との協力，連携を図ってまいります。防災対策事業につきましては，急傾斜・砂防事業などの土砂

災害対策を推進するとともに，河川の寄洲の除去などを実施いたします。また，住用川の改修事業と併

せ，西仲間，石原地区の内水対策に取り組み，総合的な防災，減災対策を推進してまいります。消防，

救急体制につきましては，奄美ドクターヘリとの連携を強化するため，ＩＰ無線を整備し，救急救命体

制の強化を図ってまいります。また，赤木名消防団車庫や集会施設機能を併せ持った朝日町消防団車庫

のほか，各種緊急車両などの整備や職員，団員の研修充実などを図り，消防救急体制の強化に取り組ん

でまいります。交通安全，防犯対策につきましては，警察などの関係機関と地域防災体制の強化に努め
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てまいります。また，交通安全教室を通して，啓発，広報を強化するとともに，交通災害共済制度への

加入促進に取り組んでまいります。安全な市民生活の確保につきましては，多様化する消費者問題に対

応するため，消費者生活相談員の資質向上を図るとともに，市民が被害に遭わないよう啓発活動や弁護

士会との連携に取り組んでまいります。 

 ４点目は，地域の中で教え，学ぶ教育，文化のまちづくりの実現についてであります。さまざまな課

題に直面している教育環境の中，本市の教育理念である地域に根ざしたふるさと教育，奄美の子どもた

ちを光にのもと，子どもたちの情操育成事業を通して，児童・生徒と教師が一体となった花の香り広が

る学校づくり，市少年少女合唱団活動による歌声響く地域づくり，島口伝承する世代づくりなど，学

校，地域，世代間が連携した教育行政を推進してまいります。確かな学力の定着，向上のために学力向

上対策授業改善五つの方策の実践や，家庭教育の充実，更には小・中学校のＩＣＴ機器を整備すること

で，教員の授業力の向上を図ってまいります。また，きめ細かな指導を徹底するため，特別支援教育支

援員，理科支援員の拡充や，市独自の小学校５・６年生での３５人以下学級の推進を図ってまいりま

す。併せて，特認校制度の継続，小規模，複式校の教育の充実，幼・小・中の連携や小中一貫教育の推

進を図るほか，ＡＬＴの積極的な派遣などにより小学校外国語活動や中学校英語科学習の充実に努めて

まいります。朝日幼稚園児を対象とした民間の預かり保育施設閉鎖に伴う受入先として，朝日幼稚園に

おきまして預かり保育を実施してまいります。豊かな心を育むために，花づくり，花いっぱい運動や歌

声の響く学校，地域づくりなどを通して，心に届く生徒指導を推進するとともに，健全な自尊感情の育

成や共感的な人間関係の構築を図ってまいります。また，スクールカウンセラーなどの配置やふれあい

教室の活用などにより，いじめや不登校などの問題への対応に努めてまいります。併せて，名瀬・住

用・笠利地区それぞれに学校司書，巡回学校司書を配置し，児童・生徒の読書習慣の確立や多様な読書

活動の推進に努めてまいります。郷土を愛する心を育むために，ふるさと学習を通じて島口の伝承活動

などの一層の充実を図り，生まれ育った奄美に誇りを持つ児童・生徒の育成に努めてまいります。健や

かな体を育むために，一校一運動やあまみっ子運動遊び，体育教室などを推進し，園児や児童・生徒の

体力向上を図ってまいります。また，市独自に栄養士を配置し，奄美の食材を生かした食育の充実を図

るとともに，保健，安全，給食指導の充実に努めてまいります。更に，防災意識の向上や主体的に行動

する態度の育成，通学路安全推進会議などを通して，安全・安心な学校づくりに努めてまいります。教

育施設などの整備につきましては，学校施設の耐震化事業が完了したことから，今後は老朽化した学校

施設の改修を進めてまいります。また，名瀬・住用地区におきまして，学校給食衛生管理基準に基づい

た安全・安心な学校給食の提供に向け，学校給食センターの整備を進めてまいります。高等学校への取

組につきましては，魅力ある学校づくり支援事業を実施するとともに，大島北高校については通学費補

助を継続し，学校の活性化に向けた支援を行ってまいります。また，島内の医療，福祉分野の人材育成

や定住促進のため，奄美看護福祉専門学校への支援を行うほか，包括連携協定を締結している大学によ

る公開講座やインターンシップを行う大学生との交流などを通して，知の資源を奄美に還元する取組を

行ってまいります。併せて，平成２８年度の大学設立可能性調査の結果を踏まえ，大学設立について議

論を進めてまいります。生涯学習の推進につきましては，市民一人ひとりが生き生きと健康で豊かに暮

らしていくため，生涯を通して学習できる支援体制の確立に努めてまいります。公民館活動につきまし

ては，講座の充実や自主事業の展開，県立奄美図書館との連携，移動図書館車の市内巡回を通して，多

様化する生涯学習ニーズへ対応するとともに，新たに名瀬公民館に代わる施設の建設に向け，基本設計

に取り組んでまいります。社会教育の推進につきましては，県立奄美少年自然の家などの施設を活用す

るとともに，関係団体と連携しながら青少年教育やＰＴＡ活動などの充実に努めてまいります。また，

小・中学校を沖縄に派遣し，沖縄こども環境調査隊との交流を図る奄美・沖縄こども環境調査隊交流事

業を実施してまいります。島学の振興につきましては，先人の教えを学ぶ島唄半学や島口の伝承を推進

するとともに，島の歴史，自然，文化などの地域資源の活用を図り，魅力あるまちづくりと地域の活性

化につなげてまいります。奄美の歴史的，文化的資源を次世代へつないでいくために，文化財の保護や
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遺跡出土品の普及啓発に取り組んでまいります。文化活動の振興につきましては，市民文化祭や市美術

展覧会を開催するとともに，奄美振興会館の開館３０周年を記念した新民謡コンサートの開催など，自

主文化事業の充実を図ってまいります。また，地域に残る集落行事や伝統文化を映像に記録すること

で，地域文化の保存，継承を図ってまいります。併せて，奄美振興会館の長寿命化に向けた取組を進め

るとともに，新たに駐車場を整備し利便性の向上に努めてまいります。社会体育の振興につきまして

は，名瀬運動公園や太陽が丘運動公園などの施設の充実を図るとともに，市民が広くスポーツに親しむ

機会を，機会づくりを推進するため，各地区の体育協会と連携し，市民体育祭やチャレンジデーなど各

種スポーツ事業を実施してまいります。また，スポーツ少年団競技別交歓大会，県民体育大会大島地区

大会につきましては，各種団体と協力，連携し，大会の円滑な運営に努めてまいります。併せて，小・

中学校のスポーツ競技力や文化活動の向上を図るため，全国大会などへの大会出場助成を実施してまい

ります。更には，平成３２年度の第７５回国民体育大会相撲競技の開催に向けて取組を強化してまいり

ます。 

 第５点目は，魅力ある地域づくりに向けてについてであります。本市には世界に誇れる豊かな自然や

多様な文化，お互いを支え合う結いの精神が存在します。これらを生かした魅力ある地域づくりを行う

ため，市民や企業，他自治体との連携をはじめ，国際交流など内外にわたる協働により多様な知恵とノ

ウハウを結集し，島嶼地域のモデルとなる地域づくりを推進してまいります。市民と行政の協働につき

ましては，地域の行政協力員などと連携を図るとともに，市長とむんばなしなどを通して市民と直に語

り合い，ともに協力し合う協働のまちづくりを推進してまいります。地域コミュニティの強化を図るた

め，集会施設の改修をはじめとする自治会，集落会などへの支援を行い，活力ある地域づくりの推進に

努めてまいります。また，紡ぐきょらの郷づくり事業や一集落１ブランドづくりなどを実施し，市民の

知恵と工夫を生かした取組や意欲ある集落の活動を応援してまいります。更には，地域住民同士の交流

などを促進するため，撚糸工場施設跡地に地域の集会機能や避難所機能を備えた多目的交流拠点施設を

整備してまいります。男女共同参画社会の実現につきましては，男女一人ひとりの人権が尊重され，個

性と能力を発揮することができる豊かな社会づくりに向け，男女共同参画基本計画後期計画に基づき各

種施策を推進してまいります。定住促進施策につきましては，定住促進住宅の整備に取り組むほか，

Ｕ・Ｉターン者への住宅購入費リフォーム助成制度を推進するとともに，空き家バンク制度や移住支援

情報の充実を図り，積極的な移住，定住施策を展開してまいります。このほか，奄美群島広域事務組合

や他町村と連携した，広域的な受入体制の充実，強化や情報発信に取り組んでまいります。幅広い視点

を持ち，将来の奄美を担うグローカル人材を育成するため，ナカドゥチェス市や長野県小川村，群馬県

みなかみ町との交流事業のほか，地域おこし協力隊による人材育成活動を推進してまいります。また，

ともに世界自然遺産登録を目指す沖縄県や友好都市である兵庫県西宮市，大阪府豊中市との地域間交流

を推進するほか，新たに西宮市の児童・生徒を受け入れるなど，交流活動に取り組んでまいります。市

民サービスの向上への取組といたしましては，市民への正確で丁寧な対応が不可欠であることから，各

種研修を実施しスキルアップや接遇の実践に取り組むとともに，人事評価制度を推進し公務能率の向上

を図ってまいります。マイナンバー制度の情報連携開始に伴い，更なる情報セキュリティ対策の強化を

図ってまいります。健全な財政運営につきましては，収納率向上対策などにより自主財源の確保を図る

とともに，歳出においては財政計画を踏まえつつ地域の活性化施策を計画的に実施するなど，財政規律

の堅持に努めてまいります。ふるさと納税につきましては，お礼品の更なる充実や寄附金を活用した取

組とその成果についてＰＲに努めるとともに，企業版ふるさと納税につきましても積極的な取組を推進

してまいります。公有財産の管理につきましては，公共施設等総合管理計画に基づき，適正な管理と計

画的な改修に努めてまいります。職員の定数管理につきましては，定員適正化計画のもと，定数の適正

化に向け取り組んでまいります。指定管理者制度につきましては，指定管理者と連携し管理状況のモニ

タリングを行いながら，施設管理の充実と民間事業者などによるサービスの向上に努めてまいります。
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市政情報の発信につきましては，広報紙やホームページ，ＳＮＳなどを活用し，広く市内外への情報発

信を行うとともに，市政モニター制度などを通して市政に市民の声を反映してまいります。本庁舎整備

につきましては，本格的な建設工事に着手しており，着実な事業の執行を推進してまいります。広域行

政の推進につきましては，５市町村が一体となって策定した奄美大島総合戦略に基づき，観光交流や産

業振興，移住，定住施策の推進を図るほか，次期奄振法の改正を見据えた奄美群島成長戦略ビジョンの

改定に向け，奄美群島広域事務組合や他町村とも連携しながら，各種施策を積極的に推進してまいりま

す。 

 ここまで，本市の主要施策を申し述べさせていただきました。続いて，これらの主要施策の推進にあ

たり編成いたしました，平成２９年度予算案の概要について申し上げます。 

 国は，平成２９年度予算編成の基本方針において，引き続き経済再生なくして財政健全化なしを基本

とし，経済再生と財政健全化をともに達成しつつ一億総活躍社会の実現に向け，少子高齢化という構造

問題に立ち向かい，成長と分配の好循環の実現に向け取り組むといたしております。こうした国の動向

を踏まえ，本市の平成２９年度当初予算は一般会計においてミカンコミバエ被害補償に要した経費や水

道事業会計出資金が減少したものの，普通建設事業費などが伸びたことにより，過去最大規模であった

前年度当初予算と同規模の予算編成となりました。また，地方創生関連予算として，一般財源ベースで

３億５，０００万円余りを確保し，雇用，人の流れ，結婚，出産，子育て，地域づくりなどに重点を置

いた予算としたほか，新たにふるさと納税を活用して世界自然遺産登録推進や子育て環境の整備などの

事業に取り組む予算を計上しております。加えて，平成２８年度の国の補正予算と連動した本市の平成

２８年度３月補正において，地方創生関連予算として６，５１０万円を，また経済対策関連予算として

４億５，０６５万円を計上し，本市一般会計予算を１５か月予算とした切れ目のない予算として実行す

ることとしております。一方，歳入においては自主財源である市税の増額などが見込まれるものの，

国・県支出金の減額や公共事業の伸びに対応した市債が増加することから，今後とも引き続き地域経済

の活性化と財政の健全化の両課題に取り組み，中長期的に持続可能な財政構造を確立することが重要と

考えております。 

 続きまして，平成２９年度各会計の当初予算案について概略を申し上げます。 

 まず，議案第１５号 平成２９年度奄美市一般会計予算は普通建設事業費の増額や物件費，出資金の

減額などにより前年度並みの３１７億６，４０５万円であります。 

 議案第１６号 平成２９年度奄美市国民健康保険事業特別会計予算は前年度並みの７３億２，２５３

万５，０００円であります。 

 議案第１７号 平成２９年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算は診療収入の減額な

どにより，対前年度１０．８パーセント減の２億４，６８２万６，０００円であります。 

 議案第１８号 平成２９年度奄美市後期高齢者医療特別会計予算は広域連合納付金の減額などによ

り，対前年度２．１パーセント減の４億３，５３７万８，０００円であります。 

 議案第１９号 平成２９年度奄美市介護保険事業特別会計予算は前年度並みの４８憶２７０万６，０

００円であります。 

 議案第２０号 平成２９年度奄美市訪問看護特別会計予算は訪問看護収入の減額により，対前年度

４．５パーセント減の３，２６７万８，０００円であります。 

 議案第２１号 平成２９年度奄美市公共下水道事業特別会計予算は建設費の減額などにより，対前年

度５．６パーセント減の２０億８，２９６万７，０００円であります。 

 議案第２２号 平成２９年度奄美市農業集落排水事業特別会計予算は建設費の減額などにより，対前

年度１４．６パーセント減の３億２，７７９万８，０００円であります。 

 議案第２３号 平成２９年度奄美市ふるさと創生人材育成資金特別会計予算は奨学生貸付金の減額に

より，対前年度２０．６パーセント減の２，４５８万５，０００円であります。 

 議案第２４号 平成２９年度奄美市と畜場特別会計予算は前年度並みの８４１万円であります。 
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 議案第２５号 平成２９年度奄美市交通災害共済特別会計予算は前年度並みの７１６万円でありま

す。 

 議案第２６号 平成２９年度奄美市水道事業会計予算は建設改良費の減額などにより，収益的収入と

資本的支出の合計額は対前年度３１．２パーセント減の２３億４，５１１万円であります。 

 以上，一般会計，特別会計及び企業会計予算を合わせた予算総額は４９４億２０万３，０００円とな

り，対前年度２．８パーセントの減であります。 

 引き続き，議案第２７号から議案第３６号までの提案理由を御説明いたします。 

 議案第２７号 奄美市一般職非常勤職員等の任用，勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例の

制定につきましては，一般職，非常勤職員等の通勤手当に相当する費用弁償を見直すため，主要の規定

を整備しようとするものでございます。 

 議案第２８号 奄美市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定につきましては，鳥獣による農産物等の被害防止のため設置する鳥獣被害対策実施隊員の

報酬を新たに制定するため，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第２９号 奄美市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定，議案第３０号，奄美市

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例及び議案第３１号，奄美市企業

職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては，国の法律改正に

伴い扶養手当の見直しに関して所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第３２号 奄美市ふるさと応援基金条例の制定につきましては，奄美市ふるさと納税寄附金等を

適正に管理し，寄附金を財源として行う事業の推進を目的とする新たな基金を設置するため，所要の規

定を整備しようとするものでございます。 

 議案第３３号 奄美市出産祝い金条例の一部を改正する条例の制定につきましては，世代間を担う子

どもの出生を祝福し，その健やかな成長を願い贈ることとしている出産祝い金を拡充するため，所要の

規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第３４号 奄美市敬老祝い金条例の一部を改正する条例の制定につきましては，これまで長年に

わたり郷土の発展のため貢献された高齢者の福祉の増進と敬老思想の高揚を図るため，特別な節目であ

る１００歳に達した高齢者に対する祝い金を拡充するため，所要の規定を整備しようとするものでござ

います。 

 議案第３５号 奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につき

ましては，市民の動物愛護の意識を高めるとともに，希少な野生生物への被害防止及び地域生活環境の

向上を図るため，所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第３６号 奄美市中小企業・小規模企業振興条例の制定につきましては，中小企業基本法，小規

模企業振興基本法に基づき，中小企業振興の基本方針及び施策のあり方について規定するため，所要の

規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第３７号 奄美市笠利大島紬共同のり張場条例の一部を改正する条例の制定につきましては，笠

利町佐仁大島紬の共同のり張場の老朽化に伴い，当該施設を廃止するため所要の規定を整備しようとす

るものでございます。 

 議案第３８号 奄美市定住促進住宅条例の一部を改正する条例の制定につきましては，移住希望者等

に対する定住の支援と地域の活性化に資するため，新たに整備された住宅におきまして所要の規定を整

備しようとするものでございます。 

 議案第３９号 奄美市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例の制

定につきましては，奄美市消防団の団長，副団長及び各地区の分団長の報酬を見直すため，所要の規定

を整備しようとするものでございます。 

 以上，平成２９年度の市政運営における基本姿勢及び予算編成を申し上げさせていただきました。厚

生労働省の発表によりますと，昨年１２月の全国の有効求人倍率は１．４３倍となり，平成３年以来２
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５年振りの高水準とのことであります。一方，名瀬公共職業安定所管内におきましても，昨年１２月は

０．９２倍と全国の水準には至らずとも，過去最高を更新したとのことであります。市長に就任して以

来，産業活性化による雇用の創出を重点施策の一つとして継続して取り組んできたことが少しずつでは

ありますが着実に実を結んできているのではないかと感じているところでもございます。行政とは地域

に潜在化する課題を顕在化し，解決に向けていくことだと言われております。改めて，本市の持つ多様

な財産，資源を再認識し，誇りと自信を持って暮らせる町の構築に向け，市民の皆様とともに市政運営

に取り組んでまいる所存であります。今年は酉年，酉は時を告げ，朝を迎える神聖なものと言われてい

るほか，取り込むという言葉から商売に縁起がよいとされています。まさにこの縁起のよい年にＬＣＣ

の関西路線就航や国立公園指定など，更なるフォローの風が吹く時宜をしっかりと捉え，引き続き奄美

の発展に着実につなげていくため，これからも全身全霊で取り組んでまいることを改めてここでお誓い

申し上げ，私の施政方針とさせていただきます。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で，市長の新年度に臨む施政方針並びに各会計予算，その他各議案等に関する

提案理由の説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 報告書整理及び議案等調査のため，明日２５日から３月５日まで休会としたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，明日２５日から３月５日まで休会とすることに決定いたしました。 

 以上で，本日の日程は終了いたしました。（午前１０時３８分） 
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議長（竹山耕平君） おはようございます。ただいまの出席議員は２４名であります。 

 会議は成立いたしました。 

 これから本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 本日の議事日程は一般質問であります。 

 日程に入ります。 

 日程第１，一般質問を行います。 

 この際申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたしま

す。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように，質問者において御配慮をお願

いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう時間配分をよろしくお願いいたします。更に，当

局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔明瞭に行われますよ

うに，あらかじめお願いをしておきます。 

 通告に従い，順次質問を許可いたします。 

 最初に，自由民主党 平川久嘉君の発言を許可いたします。 

 

２２番（平川久嘉君） 議場の皆様，奄美市民の皆様，おはようございます。 

 会派自由民主党の平川久嘉です。今回の一般質問通告してあります３件をお尋ねし，問い質したいと

思います。開会初日の１番目先陣を切っての登壇であります。光栄に思っているところであります。よ

ろしくお願いをいたします。 

 質問の前に少し時間をいただき，所見を述べたいと思います。 

 国際情勢についてです。アメリカの大統領選挙では，報道機関の予想を大きく外れる新人で政治の経

験のないトランプ氏が当選し，世界の情勢を揺るがすような発言，トランプ旋風が巻き起こっておりま

す。アメリカ大統領の就任後初めての施政方針演説では，強いアメリカづくり，２，軍事力の増強，同

盟国への応分の軍事費の負担などを明らかにしております。日本の安倍総理大臣が早速日米同盟の関係

を強固なものとするため，早い段階から渡米し，トップ外交を実施しております。トランプ政権になっ

ても，今後の日米の良好な体制づくりに積極的に活動しているものと思います。シリアやイスラムなど

中東においてなかなか絶えない紛争やテロ事件，近隣諸国の急激な軍事力増強による海洋進出，核開発

などは脅威となっています。そのような情勢にあって，我が国は世界の一員としての国の主権や平和と

安全を守るために防衛大綱，中期防衛力整備計画に基づいて，必要な防衛力の維持整備に当たっている

ものです。極めて重要で，当然のことと思うものです。近隣国の覇権主義で，隙があれば領土拡張を狙

う不透明で不穏な安全保障環境にあって，防衛上の空白地域で弱点となっている南西諸島の奄美大島に

陸上部隊が抑止力として配備されることは，国策として必然のことと思い，歓迎するものです。今防衛

省が推進してる奄美市への部隊配備のための土地造成や，施設建設を円滑に推進するためには，地域住

民の理解と協力が大切で，欠かせないものと思うものです。 

 国内情勢についてです。今国は地方の少子高齢化が進み，福祉充実や経済振興が強く求められており

ます。国の政策として推進する国民１億総活躍や地方創生の施策が，奄美群島への追い風となって，奄

美群島国立公園指定が明日３月７日には実現する運びになっております。また，早ければ平成３０年に

は奄美大島，徳之島，沖縄島北部，西表島世界自然遺産登録，世界自然遺産登録の実現が高くなってま

いりました。奄美市長は施政方針で，平成２９年度は更に一歩踏み込んで新年度における重点施策を堅

実に積極的に取り組み，推進することを明示しておられます。実現を大いに期待するものであります。

先月の２４日に市長が，２９年度の施政方針と予算編成の概要を説明されました。施策の柱の一つで，

自然に囲まれた快適な暮らしのまちづくりのうち，安全な地域づくりの推進では，初めて自衛隊の配備

に関することを明記し，南西諸島における防衛上の意義や奄美地域における災害への迅速な対応など，

地域の安全・安心の確保のため，引き続き国との協力，連携を図っていく旨を述べられております。円
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滑な部隊配備が行われることを願うものとして心強く思ったものであります。奄美群島の国立公園指定

や世界自然遺産登録，奄美市への陸上自衛隊の配備が，将来の奄美市の少子高齢化対策，福祉充実や経

済振興に寄与して，多くの市民から支持され，喜ばれる事業になることを念願し，大いに期待するもの

であります。 

 それでは質問に入ります。 

 最初に，市長の政治姿勢についてであります。 

 市長の平成２９年度の施政方針の説明では，各施策の実現に向けて基本的な考えや取り組む姿勢を述

べられています。主要施策，事業５項目を示し，具体的な事業に予算の裏づけを確立し，実現を図って

おられます。市民の長年の願望に応える輸送コスト指針，航路航空運賃低減実現や福祉の面では，子育

て世代への医療費助成や高齢者の交通機関利用助成，公立学校の耐震補強の推進，財政の健全化など地

道な成果を上げてこられたと理解するものであります。これまでの任期を振り返り，平成２２年の豪雨

災害の適切な対処，ミカンコミバエ侵入による農作物被害などの困難などを乗り越えながら，市民との

公約の実現であったと思います。飛び地合併の特異性を克服し，３市町村の特性を生かしながら，均衡

ある発展に努め，市政執行１０周年の節目を迎え，市民とともに祝賀の記念式典を迎えたのも意義深い

ものがあると思います。奄振法の改正もあり，今年の奄美群島振興交付金の概算要求満額と前年補正予

算を超えた２７億７，０００万円は，市長の多くの人脈や豊富な経験と，各種事務組合管理者との卓越

した統率力の覇気の一端であろうかと，大きいものと思います。今格安航空機ＬＣＣの成田に次ぐ関空

にも運行が予定があり，奄美群島国立公園指定，更には奄美大島，徳之島，沖縄島北部，西表島世界自

然遺産の登録の推進書がこの２月１日にユネスコに提出され，早ければ来年秋頃には判定を受ける重要

な時期であります。加えて，本庁舎建設事業や末広・港土地区画事業，各種観光プロジェクト事業など

市が進めてきた大きな事業があり，その事業の完成につながる重要な時期であると思います。奄美市長

として引き続き就任し，その責務を完遂し，市民が世界に誇れる奄美市創造に先頭に立たれて市政運営

に当たられることを切望するものであります。 

 （１）の質問に入ります。 

 １１月には市長としての２任期８年が終了します。市長の３任期へ向けてのお考えを伺います。 

 次からの質問は発言席で行います。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。 

 ただいま平川議員の御挨拶を質問を賜りました。御案内のとおり，私は市長就任７年目を迎えており

ます。そして先般，８回目の施政方針並びに予算編成方針を申し上げ，そして今，議会のほうで予算の

審議をいただいてるところであります。振り返ってみますと，突発的な事案の発生や，既に継続してお

ります重要な奄美市の抱える諸施策があったことは事実であります。それも市民の御理解と議会の御協

力と職員の努力によって艱難を越えてきたような感がいたしております。これもひとえに市政の中心は

市民であるという基本認識の下，自らこそまずその市民の輪を求め，輪をとれるような，そして明るい

奄美市を建設していくことが最も肝要であるという姿勢の下で今日まで参ったつもりであります。その

間において皆様方には大変お世話になりました。お蔭様で奄美市の抱える各種課題の大型プロジェク

ト，そしてその事業の裏づけとなる財政環境についても，いささか落ち着いてきたような感がいたしま

す。議員がただいまお話になりましたとおり，従来から抱えておりました末広・港区画整理事業，マリ

ンタウン事業等々多くの市民の皆様方の御理解をいただきながら，当初計画に比べますと遅れた期間は

否めない事実でありますけれども，この場にない深い御理解と御協力の下進んでいると自負もいたして

るところであります。そのように，従来から抱えてきた奄美市の課題，また，時期に応じた奄美市の市

政の運営ということについては，議員がお話になりましたとおり，災害等を通して，やはり市民共有の
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財産を預かっているまず庁舎の安全・安心な環境整備，そして市民の約８割近くが供与しております平

田浄水場の整備，３庁舎の整備はもとより，あらゆる施策を講じてまいったつもりであります。これひ

とえに全ての皆様の御理解の賜物であるということを，この場を借りて厚く御礼を申し上げたいと存じ

ます。また，議員がお話になりましたとおり，対外的なものも含めて，私は広域事務組合の管理者とい

う立場にもございます。平成２６年のあの画期的な奄振法の改正，その中においては，長年の念願であ

りました航路航空運賃の改正，創設，そして農産物等の支援コストの拡充等々，あらゆる課題が１２市

町村，そして多くの立法府の皆さん，行政，官僚の皆さん方の御理解をいただいて，今現実のものとな

っております。そしてその法律も今年で折り返し点になってまいります。したがいまして，奄振法の改

正，延長に向けた動きがにわかになってまいります。併せて，私どもが作り上げました奄美群島成長戦

略ビジョンにつきましても，改正，また内容の充実等について，今やらなければいけないまさに時期を

迎えておることも事実であります。その中において議員がお話になりました世界自然遺産登録，法の延

長継続，そしてなお内容の充実については，喫緊の課題であるとともに，今後の奄美群島の発展するま

ず基礎となることであろうと思います。それら課題を抱える時に，私もその責任ある一端を担う者とし

て，いかがなすべきかと逡巡したことも事実でありますが，今与えられたこの期間あと８箇月余ありま

すが，まず職員と共々にこの責任を全うしていくことは第一義でありますが，その置かれた現況，そし

てこの１，２年後の状況を考えます時に，私なりの責任の所在を自覚しながら全うしていくこともまた

与えられた責務ではないかと思うところであります。いつの世であれ，いつの時期であれ，行政課題は

常に山積し，継続しているものであります。とは申しますものの，その責任の延長として，私がその責

めを果たしていくこともまた市民の皆様，議会の皆様，そして職員の皆さん自らの責任の所在の証では

ないかと思うところでもございます。したがいまして，市民の皆様の御理解や議会の皆様の御協力や，

そして職員共々の団結が結集できますれば，私もあと残された課題解決にそれぞれの皆さんのお力をい

ただきながら全うしてまいりたいと考えているところでありますので，もとよりその御理解，御協力，

努力が得られるように，最善の努力をやっていくことは当然のことでありますが，そういう意味におい

てどうか御理解を賜りますようによろしく申し上げまして，私の平川議員に対する出処進退に関する答

弁にさせていただきたいと存じます。よろしくお願いします。 

 

２２番（平川久嘉君） はい，ありがとうございました。市民の心を心とされて，責務を感じながら全身

全霊で引き続き任務にまい進されると。出馬をされてまい進をされるというふうに理解をいたしまし

た。これでよろしいでしょうか。私の質問の仕方も具体的な質問に入れなかったんですけれども，３任

期に向けての決意を伺う所存であったのですけれども，この２９年度の施政方針の決意表明にとどまっ

たのかなと思ったりして，ちょっと皆さんになんて言いますかな，疑問に思われたんですけども，その

辺のところもしっかりお伺いしたいと思って質問をしております。よろしくお願いします。 

 

議長（竹山耕平君） 質問，質問は，具体的な質問をお願いいたします。 

 

２２番（平川久嘉君） 市長のですね，任期が１１月で終了いたします。前言で申し上げましたように，

最も重要な時期だと。現在それに全力で取り組んでおられる市長に再度出馬をされて期待をする，ある

いは双肩にかかってる責務を遂行していただきたいと，そういう質問であります。その辺のところを教

えていただきたいと。 

 

市長（朝山 毅君） えん曲的な答弁をして大変申し訳ありません。直截に申し上げればもっと良かった

かも分かりませんが，議員のエールもいただきながら，勇気をいただき，元気をいただき，あえて挑戦

させていただきたいと思います。以上です。 
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２２番（平川久嘉君） ありがとうございました。はい。この時期に大変本日の議会の冒頭からこういう

質問で大変恐縮であります。以下は施政方針にもありしまたように，計画がそろっておりますし，施政

方針でも明確に示されております。私の方の質問は，今言われた姿勢を念頭に置きながら，実現を期待

しながら質問させていただきたいと。多くの事項がありますけれども，大きな５本の柱となる事業があ

りますけれども，私が申し上げたいことは，今この時期追い風となって推進をされております地方創生

事業で，重視施策で特に成果を評価する事業ということで質問をしたいと思います。奄美群島の国立公

園指定，奄美大島，徳之島，あるいは沖縄島北部，西表島世界自然遺産登録の進展，格安航空運賃の就

航など，先ほどお話いただきましたけれども，市長が奄美の現状をよく把握され，将来を見据えた中長

期の構想に基づき策定した奄美市総合計画，奄美群島成長戦略ビジョンなどを堅実に熱意をもって取り

組んでこられた施策の一つであると敬服をしているものであります。しかしながら，依然として少子高

齢化，産業振興，安心・安全の基盤整備など多くの課題は継続して取り組まなければなりません。重複

されるかもしれませんけれども，特に中心施策で成果を，特に成果を評価する事業としてお答えいただ

ければお願いいたします。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それではお答えいたします。先ほど市長のほうから少し述べられております

ので重複するかもしれませんが，お許しをいただきたいと思います。通告の１期目からの通しての評価

する事業ということで答弁をさせていただきます。現時点までの特に成果を評価する事業ということで

お答えしますと，大きな成果ということで申し上げれば，平成２６年３月の奄振法の歴史的な改正，延

長が挙げられるんだろうというふうに思います。郡島１２市町村でまとめあげた成長戦略ビジョンを国

や県，議会の皆様にも御理解と評価をいただいて交付金制度が創設をされました。従来の７億円程度だ

った非公共予算が２０億円規模に拡充したことは，画期的なことであったというふうに考えておりま

す。その結果ですが，郡島民が長年望んできました農林水産物の輸送コストの支援，あるいは航路航空

路の運賃低減が実現できたことは，大きな成果であったというふうに考えております。また，医療費助

成対象の拡充，高齢者の交通機関の利用助成，合併以降の財政健全化に伴って実現することができたと

いうふうに考えております。更には，公立学校の耐震補強の推進によって今年度耐震化率が１００パー

セント達成できたということも大きな成果だというふうに考えております。また，地域の顔であります

支所の庁舎，あるいは本庁舎の建設が市民や議会の皆様の理解のもと計画的に整備されたこと，こうい

ったものが特に評価できる事業であるというふうに考えております。以上です。 

 

２２番（平川久嘉君） はい，よく分かりました。自ら評価するというのはなかなか難しいと思いますけ

れども，目に見えてと言いますか，奄美市にＬＣＣの利用した観光客等若い人たちがどんどん来島して

るということで，その成果というのは市民の人も感じているものと思います。 

 ２に入ります。課題として継続して取り組まなければならない主な事業はお伺いいたします。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 課題ということで申し上げます。引き続き課題として継続して取り組まなけ

ればならないものということで，まずは先程来話がありましたが人口減少の問題，あるいは少子高齢

化，産業振興，安心・安全なまちづくりのための各種インフラ整備などが挙げられるというふうに考え

ております。特に人口減少問題は，あらゆる施策にこれは影響を及ぼしますので，奄美の貴重な文化資

源を後世に残すための人づくり，こういった点においても喫緊の課題だというふうに考えております。

このことについては，昨年度に策定いたしました奄美大島の総合戦略，あるいは奄美市の攻めの総合戦

略に基づいて，国の支援制度などを活用しながら，現在取り組んでいるところでございます。人の流れ

を変えるという大きな課題を含んでおりますことから，他町村とも連携しながら長いスパンで継続的に

取り組んでいきたいというふうに考えております。また，近日中に正式決定が見込まれます奄美群島の

国立公園の指定に関しては，その先に世界自然遺産登録が控えております。そのためにも住民啓発やエ
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コツーリズムの推進などが課題として上げられるだろうというふうに考えております。その他各種観光

プロジェクトや先ほど申し上げた本庁舎の建設がまだ引き続き残っておりますので，本庁舎の建設事

業，あるいは末広・港都市区画整理事業，マリンタウンプロジェクト，更には平田浄水場の更新事業，

こういったものも引き続き課題として取り組まなければいけない大きな事業だというふうに認識をして

るところでございます。以上です。 

 

２２番（平川久嘉君） 少子化，少子高齢化で子どもの後継者育成と，子どもの産み育てられる，あるい

は事業等中に入ってくると思いますけれども，保育所の，あるいは子育ての支援に市のほうで補助をさ

れておりますけれども，その補助の実施状況と言いますか，あるいは保育所の建設の予定，朝日幼稚園

と総合的な福祉，あるいは保育等を含めた総合的な保育所，計画をされておりますけれども，その辺の

現状と課題等についてお伺いをいたします。 

 

議長（竹山耕平君） 通告にはありませんけど，質問の内容で少子化対策という形で答弁もありました。

そういう意味で今平川議員がおっしゃったように，現状の保育所への補助支援制度並びにということで

と思いますが。 

 答弁を求めます。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 質問には，通告書にはなかったんですが，子育て支援関係で御質問でござ

います。現在子育て支援はいろいろな点で議論されているところです。例えば幼稚園で３歳児以上の預

かりはできないかとか，認定子ども園の創設ができないとか，いろんな計画をしております。現在保育

所の建設事業の確定はしていないんですが，一応今議論の段階で進めておりますので，御理解を賜りた

いと思います。 

 

２２番（平川久嘉君） はい，分かりました。 

 ②のほうに入っておりますけれども，課題として継続して取り組まなければならない事業ということ

で， 

 

議長（竹山耕平君） 今のは先ほど総務部長が答弁されましたが。 

 

２２番（平川久嘉君） 今子育ての件をお伺いしました。 

 次に，施政方針についてのほうに入ります。地方創生事業で追い風を生かす主な計画と現状，課題と

いうことで，受け入れ態勢の現状と整備計画ということで伺います。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 観光面での受け入れ態勢の整備ということでお答えいたします。まず，世

界自然遺産登録に向けましては，自然資源を活用したエコツアーガイドの資質向上と受け入れ態勢づく

りが重要であることから，奄美群島エコツーリズム推進協議会においてエコガイド認定制度を構築し，

本年度中には奄美大島で約６０名のエコツアーガイドが認定される見込みとなっております。また，観

光客の形態が多様化してる中，世界自然遺産登録効果による観光客の増加を一過性にしないために，奄

美大島５市町村の地域連携による観光客の満足度向上を図るため，ＤＭＯ事業として着地型観光事業の

構築に取り組んでいるところです。この取組におきましては，観光関連事業者のみならず，集落や地域

団体が参画する受け入れ態勢を構築し，観光客と地域の方々との交流による奄美ファンづくりにつな

げ，持続性のある観光振興を目指して進めております。また，奄美市におきましても，地域の生活，文

化などを活用した体験メニューの造成に取り組んでおり，笠利，住用，名瀬の３地域が，それぞれの特

色を生かした着地型観光の商品化に向けた事業を計画しております。併せまして，観光拠点施設の整備
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につきましては，現在笠利のあやまる台地や住用の内海公園，名瀬の大浜海浜公園の整備を進めている

ところでございます。以上です。 

 

２２番（平川久嘉君） 今説明のありました中で，あやまる公園の整備事業，これが推進をされていると

いうことでありますけれども，現在のその推進内容，地域の人たちに説明が，あるいは理解ができるよ

うな説明をいただきたいんですけれども。説明をお願いします，それぞれの。 

 

笠利事務所長（元多政重君） それではあやまる岬関係の事業ということでお答えいたします。 

 まず，歴史回廊のまち笠利観光プロジェクト，これは現在までに観光公園内のトイレ，それから休憩

施設整備，それから台地の駐車場，ロータリーなどの舗装を行っております。今後につきましては，台

地に展望デッキ，次に北部観光拠点整備事業というのを行っておりますけれども，あやまる岬台地へワ

ンストップで立ち寄れるサービスエリアの機能を持った施設整備を行い，来訪する観光客等へ観光情報

等の発信や地元食材を活用した飲食店の整備を計画しております。これらの事業につきましては，検討

委員会を２年かけて行うとともに，来訪されるお客様のアンケート等を元に整備を行っているところで

ございます。以上です。 

 

２２番（平川久嘉君） 施設の今計画については概要分かりました。で，周辺環境ですね，歴史回廊のま

ちということで笠利ありますけれども，あやまるの近くに土盛海岸があります，土盛海岸ですね。あや

まる公園，その周辺地域の関係で，あやまる公園に付随する観光地と，その辺の関係もですね，連携し

たその地域と，奄美の観光拠点として含めて整備できないかどうか。あの中にありました特性としてあ

るソテツ園ですね，ソテツ園，あそこの中のソテツの場所というのもまたあそこで体験できるような，

体験できるような公園で，一度訪ねたらまた来たいと，あるいは他のリピーターを作るというような公

園の施設になると思うんですけれども，その辺のお考えはないかどうか。 

 

産業振興課長（栄 広久君） 今土盛海岸とあやまる岬観光公園のソテツジャングルの整備の件について

の御質問だと思います。今年度のこの歴史回廊のまち笠利観光プロジェクトと北部観光拠点整備事業に

つきましては，あやまるの台地の整備を目的として事業化をしております。そしてですね，あと予算的

にあと土盛海岸とかそのソテツジャングルについては，足りない状態ですので，今後整備計画を今立て

ておりまして，今後整備を検討してまいりたいというふうに今考えております。以上です。 

 

２２番（平川久嘉君） これは龍郷町の話なんですけれども，何て言いますかな，「かがんばな」という

ところが夕日がちょうど今頃ですけれども，そのトンネルの中にちょうど夕日が入ると。ちょうど春分

の日，秋分の日をはさんだその２週間ぐらいですけれども，そのように何か一つですね，あるいは関連

したような施設でなれば，その拠点観光地として利用が利用価値が高まると。あるいは地元の人たちに

もその関心を持って訪れるということができると思うんです。それにそういうものが目玉になるような

ものがこの観光拠点としてですね，笠利地区には作れないものかどうか。今申し上げたあやまるだけで

なくてですね，できないかどうかを伺います。 

 

市長（朝山 毅君） 総論的なことになるかと思いますが，議員御案内のとおり，３地域が合併した時

に，一番笠利地域において要望したことは，合併をして空港以北，いわゆるあやまる台地を含め用岬，

その地域が廃れることのないように今後その地域を一つの起点として笠利北部が廃れないようにするこ

とということが大きく掲げてあります。そういう意味において，合併当初国民宿舎でありましたあやま

る荘を取り壊しました。そしてこの台地を更に老朽化した施設でありましたので，その台地を有効に活

用していく観光資源として生かしていこうということで，あらゆる事業を展開しながらも約１０年過ぎ
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て，その間にあやまるの下のほうにグラウンドゴルフ場を整備いたしました。そして先ほど言ったよう

に，利用される皆さん方が，来訪する皆さん方が安全・安心してまた楽しく遊べるようにトイレやいろ

んな駐車場などを整備してまいりました。そして最も肝要なことは，奄美十景の景勝の地であるあやま

る台地，ただ通ってそのままお帰りいただくだけではなく，その台地に少し足をとどめていただきなが

ら眺望を楽しんでいただき，そのためにはやはり少し休憩する施設や場所が必要だということで，今回

そのような事業を展開していくということであります。そこでこのあやまる地域も北部景勝の一つであ

ります。そういうことを含めて，奄美大島域圏が一つの観光資源となるように，それぞれの市町村にお

いた文化資源，観光資源，教育資源を有効に生かしながら，点を線で結び面として奄美大島全体が一つ

の資産になるようにという理念の下にやったのが，奄美大島総合戦略であります。その中にはあやまる

や蒲生崎や龍郷の今おっしゃったかがんばなトンネルですか，そしてウラバの方，大和村の直川智のあ

の景勝の地，そして海岸，宇検，瀬戸内，加計呂麻含めて，お互いで一つの形を整えていこうと。その

ことが御来訪いただく皆様方にとって奄美をよりよく理解し，ＰＲすることではないかと。しかも，こ

の小さなエリアの中において文化や慣習や風習や言語が違うこの多様性の奄美地域，これを売りに出そ

うと。奄美群島１２市町村も奄美群島成長戦略ビジョンを作ってますが，もっと複合的に重層的に奄美

域圏，徳之島はどこの島，そのオンリーな文化を生かしていくことも大切ではないかという意味で，今

議員が御提言，御提案いただいたことも一つの核として，奄美全体をやっていこう。これが奄美大島戦

略ビジョン。五つの５市町村でやっております。その事務局を奄美市が預かってる。そしてその結果で

きてきたのが地方創生１０分の１０事業の中のＤＭＯ事業など，今「奄美景（あまみっけ）」という事

業などをやっておりますが，あのウラバのサンセットビーチを巡る事業，かがん鼻，東海岸は割と朝日

の上がるところ，西海岸は夕日の沈むとこそういうところも奄美にはこう文化資源や観光資源があるん

だということで，それをつないでいこうというのが今一つの事業で，この２００万円余りかな，お金は

後ほど調べれば分かりますが，そういう意味で龍郷も含めてこの事業を展開してるところで，こういう

ことも有効に生かしながら奄美群島成長戦略ビジョンをしっかりと現実実現するように努力をしなが

ら，今地方創生と言われる域圏を含めた奄美大島を構築し，そしてもとよりそれぞれの市町村において

総合計画を議会の承認を得て策定いたしておりますのはその実現のために奄振法や地方創生法を有効に

活用しながら，その地域地域の課題を少しずつ時間はかかるかもしれませんが，やっていこうという中

であります。あやまる台地についても，北の一つの標としてやっていこうということでありますので，

あやまる台地の件については，その一つの北の起点，拠点になるというふうに御理解いただければと思

います。その整備をやって，おっしゃった龍郷にも大和村にも宇検にも瀬戸内にも広めていって，これ

を結んでいこうという基本的な考えの下，今その事業を昨年から進めてるところでありますので，その

ためには議員の皆さんの御理解と御協力がいやが上にも重要でありますので，そういう意味において御

理解いただければと思っております。議員の意図する御質問にはお答えなかったかも分かりませんが，

総じてそういうことだということを御理解いただきたいと思います。 

 

議長（竹山耕平君） 平川久嘉君に申し上げます。一般質問は個人質問であります。しかしながら，会議

規則に則りですね，通告制となっておりますので，御配慮をお願いしたいと思います。 

 それでは質問をお願いいたします。 

 

２２番（平川久嘉君） 今市長から波及すると言いますか，拡大するその観光事業の整備についてお話い

ただきまして，私の質問の至らないとこもありますが，ありがとうございました。限定してその地域の

受け入れ態勢の現状と整備計画というんでその辺の準備がなされてるかどうかということを質問してる

つもりでありました。で，実際は多くのホテルの，あるいは宿泊客の多くの課題とか，その体制の整備

が必要なこと多々ありますけれども，申し上げたいのは印象に残るような視点ですね，それを何とかし

て考えて整備をしてもらえないかと。笠利今あります奄美十景のうちの一つの笠利についてもう少し掘
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り下げて質問しようと思っての質問でありました。で関連するように，それぞれ拠点があって，それを

つないで，あるいは点と点を結んで，あるいは面にして奄美に来て観光を一遍の自然遺産とか，自然海

とか山とかだけではなくて，後で出てくると思いますが，次の質問になりますけれども，それに至る観

光拠点と交通網の整備状況はどうかと。案内はできるかどうかとか，その辺のところも整備状況につい

ても伺います。また，独自の伝統芸能文化，食文化の活用はどう考えてるかということであります。そ

れは今回の自然国立公園，この中身は特異と言いますか，世界にあまり例のない文化とか含まれてる芸

能とか，含まれてるそういう広く面になれるような自然遺産の登録になるであろうという考えで，そう

いう準備を今からしないといけないと思うんですが，今言った独自の伝統，芸能文化，食文化の活用等

も含めましてですね，どういう準備をされてるか，伺います。 

 

笠利事務所長（元多政重君） 観光拠点というお話でございます。先ほどから申しておりますように，あ

やまる岬を拠点といたしまして，笠利をどうやって周遊するか，その内容につきましては先ほどお話が

ありましたとおり，土盛海岸，それから用岬，それから蒲生，打田原に今県の魅力ある観光地づくりで

トイレシャワーを整備しておりますけれども，その周遊することによって着地型観光を目指しておりま

す。目玉として市独自の事業ではございませんが，来年度以降，土浜のほうに県の魅力ある観光地づく

りで朝日を見るような整備が計画されております。その笠利地区内の道路環境のことにつきましては，

案内板，それからバス停等を計画しておりますけれども，案内板につきましては，平成２６年度に笠利

地区全域観光地と各集落２９集落において地図，それから観光情報及び案内板を整備しております。バ

ス停の整備につきましては，今後また土木関係との協議も必要になるかとは思いますけれども，観光プ

ロジェクトの中で何か所か整備できればと考えております。以上です。 

 

２２番（平川久嘉君） 準備をされてるというのは分かりました。で，何と言いますかな，そう連絡する

交通網と言いますかな，今畑の畑とかキビが刈られて景観が展望がいいんですけれども，キビの成長し

てる時などは自転車を，リースの自転車を借りて周遊するとか，あやまる公園までちょっと時間がある

から行って来るというようなのができないというような話もあって，そういうのもできないかというこ

とも含めての質問であります。また，連絡網としますと，先ほど市長が言われましたように，それぞれ

奄美群島全域の連絡網の道路標示とかですね，もっと言いますと，名瀬崎原ですか，崎原と戸口につな

がる道路，ああいう道路もですね，これは戸口の龍郷町の道路で市道でありますけれども，その辺の連

携も取りながら計画をして，奄美を訪れる人たちが十分にと言うか，奄美を満喫できるような態勢をし

てほしいと。特に次の質問になりますけど，地域住民の意識の啓発というのが大事だと思います。いろ

んな事業がありますけれども，今言った観光拠点に関係するようなことに関しての地域の住民の意識を

どう啓発するかということを深く，深くと言うかな，検討されているかどうか伺います。 

 

市民部長（前田和男君） 地域住民の意識啓発ということで，私の方，観光地ということで質問の範囲ご

ざいましたが，今回国立公園世界自然遺産登録を目指す中での取組みということで答弁させていただき

たいと思います。間近に迫った国立公園指定，世界自然遺産登録による効果を持続的なものにするため

に，自然の保護とその利活用のバランスについて市民の皆様の御理解，御協力が必要不可欠なものにな

ると認識しているところです。今回の国立公園の指定でも，群島の自然や人と自然との関わりを示す文

化が国内でも傑出した地域であるとの評価を受けたものであろうと思っております。我が国既存の世界

自然遺産登録地域においては，登録後に入込客数が増加しており，屋久島においては全国の地方におい

て人口が減少してる中，人口推移が現状維持を続けているということも聞いております。先例地を参考

にしながら，本市においても世界自然遺産への登録と併せ，出前講座や住民説明会，環境省とも連携し

て意識の啓発に取り組んでまいりたいと思います。以上です。 
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教育委員会事務局長（森山直樹君） 先ほど伝統芸能や食文化についての保存，継承というお話がござい

ましたので少し触れさせていただきますが，活用ということにつきましては，先ほど笠利の事務所長で

すとか，商工観光部長がお答えをしてますように，着地型観光ですとか，それから町歩き，それから体

験型の観光というところで活用があるかとは思いますが，それにいたしましても，この保存，継承とい

うことがまず問題になろうかと思います。議員も御承知のことと思いますけども，今回の自然遺産登録

は，生態系の管理型と併せて環境文化型ということで，奄美独自の文化，あるいはそれと一緒になった

集落などの継承，そういったことも評価をされたというふうに理解をしております。これらの文化等の

継承につきましては，各集落，あるいは各団体でも取組みを行っているところでございますが，教育委

員会といたしましては，映像記録での保存でありますとか，あるいは学校教育におきまして児童・生徒

への継承活動，それから地域行事への積極的な参加，そういったことを推進をしているところでござい

ますので，御理解をいただきたいと思います。 

 

２２番（平川久嘉君） もう時間がなくなってしまいましたけれども，何て言うんですかな，その地域住

民の意識と言うんですか，今回の審査においても地域住民の意識というのは重要視されると思います。

で今言ったような普及で徹底を図ってもらいたいと思います。 

 その２番の質問でありますが，基幹産業の振興ということで，これもですね，考えてるのは地元の一

次産業，どうしても基本になるものでありますから，それを観光産業にできるようにやってるかどうか

ということを質問しようということでやりました。是非そのキビとか，あるいは紬等の育成，これを鋭

意頑張っていただきたいと。 

 それから商品化の開発も同じですね。農産物の６次産業化ということで努力してほしいという思いで

質問を計画をいたしました。 

 あと２番になりますけれども，その記念したイベント，是非先ほどいい機会ととらえましてですね，

あれはＮＨＫの大河ドラマの西郷どん，全国版，あるいは世界に広報できる，情報発信ができる機会だ

と思いますので計画をされておると思います。後のほうに質問が委ねられる格好になりますけれども，

私の時間の配分が悪くて申し訳ありません。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で自由民主党 平川久嘉君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時３１分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午前１０時４５分） 

 引き続き一般質問を行います。 

 自民新風会 里 秀和君の発言を許可いたします。 

 

２３番（里 秀和君） おはようございます。自民新風会の里 秀和でございます。 

 一般質問に入る前に一言だけ所見を述べます。 

 今日本は多発する大地震，集中豪雨，更には大津波，放射線汚染と自然の猛威の前に私たちの生き方

が改めて問い直されております。奄美市は人口減少が続いており，人口減少対策は喫緊の課題でありま

す。 

 一般質問に入ります。 

 １，市長の政治姿勢について。（１）１０月の市長選の進退について。（２）政治姿勢について。

１，農林水産業，特産物，情報産業の活性化の推進。観光・交流事業の推進と施設整備の充実に努め

る。３，空と海の交通ネットワークの充実と利便性向上。４，シマを売り込むため先頭に立つ，大島紬

再生，黒糖焼酎販売促進，企業誘致のための１００企業訪問。５，児童保育充実，延長保育の拡充，市

長と語る会，「レディース２１」設立。６，ドクターヘリ導入，高齢者医療，福祉制度充実。７，教育



 

- 62 - 

 

文化のまちの推進。８，自然保護活動の推進。９，市民提言型公共事業の推進。１０，財政規律を確立

し，財政の健全化実現，市民のための奉仕する市役所にと公約を掲げ当選。２１年１２月に就任し，２

期目の最後の年となりました。市長は，政治は夢と希望を語らないといけないが，難問は山積してい

る。市民一人一人の思いを政治に反映する環境づくりが私の責務であると語っております。先に申し述

べました１０の項目を各年度の施策，総合計画等に盛り込まれていると存じますが，公約を検証し，実

績，成果，または今後の課題，展望などをお示しください。また，継続して行わなければならない事業

も多く見受けられます。今後，５年間は大事な時期であります。１０年，２０年後に向けての将来像を

含めて，１１月の市長選の出馬のお考えを改めてお聞き申し上げます。 

 次項からは質問席で行います。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

農政部長（奥 正幸君） おはようございます。里議員の御質問，市長の政治姿勢についての①ですけど

も，農林水産業，特産物，情報産業の活性化推進の中でですね，農業に関する市長のマニフェストを含

めて取組み状況についてのお尋ねでございますので，お答えいたします。農業につきましてはですね，

２点ほどございまして，１点目が新規就農支援，サトウキビ対策の強化，農産物のブランド化の推進

と，２点目が農林水産物の輸送コスト支援の取組についてという２点がございます。まず，新規就農支

援といたしましては，御承知のとおり，公益財団法人奄美市農業研究センターと連携をいたしまして，

青年就農給付金の準備型を活用し，農業研修事業の実施による新規就農者の確保育成に取り組んでいる

ところでございます。また，就農後は同じく国の青年就農給付金経営開始型を活用いたしまして，新規

就農者の支援を行っているというところでございます。 

 次に，サトウキビ対策の強化についてでございますけれども，生産回復，管理作業軽減，病害虫駆除

等の生産拡大への取組みを支援いたしまして，また，県の事業を活用した優良種苗の確保の支援を行っ

ております。 

 次に，農産物のブランド化の推進といたしまして，奄美大島選果場を活用し，出荷基準の統一，一元

出荷を行い，ブランド化の推進に努めているところでございます。 

 ２点目の農林水産物の輸送コスト支援の取組みでございますけれども，御承知のとおり，平成２６年

度から本土との輸送コストの格差をなくす目的で支援を実施しております。その輸送支援コストの対象

品目といたしましてはですね，農産物が４０品目，水産物が３品目，林産物が３品目，水産物が１２品

目で，合計５５品目が対象となっております。農業については以上でございます。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 私のほうから①から④について総括してお答えいたします。なお，順番は

前後すると思いますが，御了承いただきたいと思います。 

 まず，本場奄美大島紬の再生につきましては，市職員を派遣して取り組んでまいりました紬組合の財

務状況が改善しつつある他，今年度創設いたしました大島紬購入費等助成事業や在庫対策事業などが成

果を上げております。更に，今年度からは奄美大島商工会議所を中心に，ＪＡＰＡＮブランド育成支援

事業による大島紬の海外販路開拓についても支援を行っております。また，現在本場奄美大島紬産地再

生計画の策定作業を進めており，地域の宝である大島紬を後世に継承するため，今後計画的に施策を展

開していく予定でございます。黒糖焼酎につきましては，黒糖焼酎の日に開催されている地元愛飲の気

運を高めるイベントを支援している他，物産展などに合わせて奄美の夕べを開催し，全国的にＰＲに努

めております。これらの取組みや，近年の観光客増加に伴い，直近の酒造年度で黒糖焼酎出荷量が１０

年ぶりに増加に転じるなど，回復の兆しが見えつつあるところでございます。特産物の活性化推進につ

きましては，奄美群島観光物産協会など，関係機関と連携して，様々な取組みを進めております。特に

販売促進については，全国の奄美会や奄美ふるさと１００人応援団などの人的ネットワークを活用させ
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ていただいております。また，可能な限り市長のトップセールスに努めており，ドイツ，アメリカ，台

湾の海外を含めて市長が先頭に立って奄美の魅力をＰＲしてるところであります。情報産業の推進につ

きましては，インキュベート施設として整備したＩＣＴプラザかさりで現在の入居企業６社の支援育成

を行っており，これまで４社が市内で新たに事業所を構えました。更に，旧大島工業高校の校舎を活用

し，奄美情報処理協同組合に加盟する１９社の共同受注の作業スペースとして無償提供を行っておりま

す。現在６０名余りの方々が雇用され，ＩＴ関連の仕事に従事されております。また，情報通信を活用

した新たな働き方として注目されておりますフリーランスの支援として，ＩＴ企業３社と分野別の連携

協定を結び，人材育成を行っているところです。現在３年計画で進めております光ブロードバンド基盤

整備事業と併せ，奄美市内での情報通信整備と情報産業の支援に更に推進してまいりたいと考えており

ます。それから観光交流事業の推進と施設整備につきましては，平川議員の質問にもお答えいたしまし

たが，世界自然遺産登録に向け，自然資源を活用したエコツアーガイドの資質向上など，受け入れ態勢

づくりをはじめ，奄美大島５市町村連携のもと，観光客増加に向けての奄美満喫ツアー助成事業や，多

様化する観光ニーズに対応するため，観光情報のワンストップサービスの強化に取り組んでおります。

更に，歴史回廊のまちづくり笠利観光プロジェクト，森と水のまち住用観光プロジェクト，奄美の魅力

満喫海エリア総合整備事業など，それぞれ３地区における観光拠点施設の整備と併せて，着地型観光メ

ニューの造成にも取り組み，３支所が連携のもと，観光客の増加と地域の活性化につながるよう進めて

いるちところです。 

 それから，空と海の交通ネットワーク充実と利便性向上につきましては，長年にわたり取り組んでま

いりました航空航路運賃軽減事業が，平成２６年度から奄振交付金を活用して実現できたことにより，

離島住民の移動コストの軽減が図られました。更に，同交付金の活用により，平成２６年７月にはＬＣ

Ｃバニラエアが成田－奄美間に就航し，就航後２箇年で乗降客数が２０万人を越えるなど交流人口の拡

大につながり，奄美大島の観光と産業振興の発展に大きく寄与したものと考えております。なお，今月

の２６日からＬＣＣバニラエアが関西－奄美路線に新規就航することは御案内のとおりでございます。

また，平成２８年度には鹿児島県と沖縄県が連携し，奄美・沖縄連携交流促進事業が実施され，奄美・

沖縄間における移動コストの軽減が図られることで，歴史的・文化的に結びつきの深い両地域の交流が

一層促進され，交流人口の拡大に寄与しているところです。 

 企業誘致に関しましては，平成２２年度以降東京での活動に産業活性化推進員を配置し，延べ１６０

件以上の企業，仕事誘致活動を進めるとともに，平成２４年度以降は，産業創出プロデューサーを配置

し，情報通信技術を使った仕事の誘致などに効果があったものと考えております。以上でございます。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） それでは５番，６番のほうに，保健福祉部にかかる４点ございますが，順

を追ってお答えさせていただきます。 

 まず，学童保育充実，延長保育などの拡充についてであります。放課後児童クラブについては，平成

９年に朝日小学校の保護者会が主体となって設立され，平成１３年には名瀬市街地の５校区に設立され

ました。その後平成２３年度に大川小学校区，平成２６年に東城小学校区，平成２８年に赤木名小学校

区にクラブが増設されております。現在合計で９つの放課後児童クラブに約３３０名の児童が入ってい

る状況でございます。当初は保護者会の独自財源で運営されていましたが，平成２２年からは各クラブ

に運営費の補助を行うことにより，放課後児童クラブの充実に努めてきたところでございます。延長保

育については，現在認可保育所と地域型保育事業所で実施しております。通常の保育時間は，夕方６時

までですが，保護者の勤務時間に合わせて夜７時まで実施しているところです。休日など認可保育所な

どで対応できない時間帯については，ファミリーサポートセンターなど多様な保育ニーズに対応できる

よう努めてきたところでございます。 

 次に，高齢者医療など高齢者に関する施策の取組み状況についてお答えいたします。高齢者の住宅で

の生活支援につきましては，一人暮らし高齢者への給食サービス，緊急通報システムの設置の他，交通
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機関利用助成事業等を実施いたしました。介護保険分野におきましては，住み慣れた地域での介護サー

ビスを円滑に提供するため，認知症対応型グループホームの増床及び小規模多機能型居宅介護施設の整

備を行うとともに，高齢者がいつまでも元気であり続けることを目指して，健康づくりや介護予防に関

する普及啓発及び各種健康教室を各地域で実施し，高齢者元気度アップ事業を活用して，高齢者の健康

増進，社会参加の促進に取り組んでまいりました。高齢者の医療分野におきましては，後期高齢者医療

制度の円滑な運営を図るとともに，長寿検診やいきいき教室等の保健事業の実施や，肺炎球菌ワクチン

の助成拡大等を行ってまいりました。一方，課題といたしましては，高齢化がピークを迎える２０２５

年を見据えた高齢者を支える地域包括ケアシステムの構築が上げられます。高齢者が住み慣れた地域で

安心して暮らし続けることができるよう，医療や介護のみならず，様々な福祉や生活支援サービスを適

切に提供できる態勢を今後関係機関や地域住民と連携を図りながら推進してまいりたいと考えておりま

す。 

 ４点目に，福祉制度の充実についてお答えいたします。 

 はじめに，子育てに関する経済的な支援といたしましては，児童手当，児童扶養手当，子ども医療

費，ひとり親助成，出産祝金の支給などを行っているところでございます。また，子育て支援のために

保育所や学童保育などで保育サービスを提供を行っているところでございます。保育所入所希望が増え

る傾向にあることから，施設の改修や地域型保育事業などを実施し，児童受入れの拡充に努めたところ

であります。その他にも，子育てしやすい社会づくりを目指して，様々な事業を実施しているところで

ございます。障害者の経済的な支援として，障害者医療費の助成や特別障害者手当，介護人手当等の支

給を行っています。障害者の身体的な支援といたしましては，障害者の居宅での介護や施設での介護，

また，就労のための訓練等の支援など，様々なサービスを実施しているところであります。目標達成に

向けた事業着手も含めますと，長寿子宝の島宣言，分野における各種施策はほぼ実施されており，マニ

フェストは概ね達成されているところでございます。 

 

市民部長（前田和男君） それでは私のほうから市長マニフェストのうち，市民部関係として５番と８番

のほうについてお答えさせていただきます。 

 まず，レディース２１の設立ということでございますが，この趣旨につきましては，女性の声を市政

に反映させ，女性の社会への参画を促進することであると考えているところでございます。本市では男

女が社会の対等な構成員としてあらゆる分野において共に参画できる社会の実現に向け，奄美市男女共

同参画基本計画を作成し，これに基づき各種施策を推進しているところでございます。現在男女共同参

画あまみ会議とともに，市民交流カフェやフォーラムの開催，市主催講演会への参加の呼びかけなど，

市民多数の参画を促しているところでございます。また，施策の立案等に関しましても，市の審議会，

委員会への女性の登用率３０パーセントの目標を掲げ，女性の声を市政に反映できるよう取り組んでい

るところでございます。今後もあらゆる機会をとらえ，女性の参画を呼びかけ，女性の声を施策に反映

できるよう取り組むとともに，更に女性参画の機会拡大を図ってまいりたいと考えております。 

 次に，自然保護活動の推進ということで，マイベストの小項目で，自然環境を守り活かすまちづく

り，天然記念物の保護，生息環境の保全，固有の動植物，昆虫の保護，生息環境の保全というのが掲げ

られておりますが，これにつきましては，明日３月７日に国立公園に指定がなされる，また，世界自然

遺産についても，去る２月１日にユネスコ世界遺産センターへ推薦書が提出されるなど，一定の成果が

あったものと考えているところでございます。また，今後の課題といたしましては，地域における稀少

動植物の保護，増殖や外来種対策が大きな課題と考えているところでございます。現在奄美大島５市町

村連携して取り組んでおりますが，この連携を更に強化し，継続して保護活動に取り組んでまいりたい

と思います。 

 次に，自然エネルギー，太陽光・風力などの有効活用宣言というのがございますが，これにつきまし

ては市内に２，０００キロワット級の風力発電が１基，１，０００キロワット前後の太陽光発電が２か



 

- 65 - 

 

所建設されていること，また，公用車へのエコカーなどの導入を段階的に実施という項目につきまして

も，既に集中管理車１９台のうち１７台が，低燃費車を含むエコカーとなっているなど，いずれも着実

に成果が上がっているものと考えております。 

 最後に，ごみの分別徹底やリサイクル有効活用などによるごみ減量化につきましても，ごみの分別，

リサイクル等により，クリーンセンターの延命化が１５年程度可能になったことなどを含め，一定の成

果があったものと考えております。今後更なるごみの分別徹底やエコ活動推進によるリサイクル，有効

活用によりごみの減量化を図るべく継続した取組みを実施してまいりたいと考えております。以上で

す。 

 

総務部参事（小松和行君） 奄美ドクターヘリ導入についてお答えいたします。奄美ドクターヘリは，昨

年末の平成２８年１２月２７日から運行されております。奄美ドクターヘリの運行範囲は奄美地域及び

十島村でございまして，今年２月末現在６０件出動しており，大島地区消防組合管内では３３件，奄美

市においては１５件出動しております。奄美ドクターヘリが運行されたことに伴いまして，奄美市にお

きましても救命救急医療体制が充実し，救命率の向上，後遺症の軽減につながることから，当消防組合

としましては，その効果が十分発揮されるように，更に関係機関との連携強化に努めていきたいと考え

ております。以上です。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは７番目の教育文化のまち推進ということについてお答えを

いたします。 

 まずはじめに，学校教育におきましては，指導力の向上として学力向上対策，授業改善５つの方策を

策定しました。それにつきまして教職員が共通して授業改善に努めているところです。その結果につき

ましては，小学校におきましては鹿児島学習定着度調査では，県平均を上回るようになってきておりま

す。中学校におきましては，今後更にこの取組みを徹底してまいりたいというふうに考えております。

更にふるさと教育の充実を図るために，あまみっ子ふるさと学習を推進し，今年度は屋仁小学校のウミ

ガメの取組みが認められ，環境大臣賞を受賞したところでございます。島口や島唄の取組にきまして

は，学習発表会で方言劇を演じたり，あるいは自分の夢を方言で発表したりと効果は着実に現れている

というふうに感じているところです。 

 次に，児童・生徒のスポーツ活動の支援ということでございますが，全国大会及び九州大会への出場

補助として２００万円を，また，中学生の鹿児島県中学校総合体育大会，これへの参加補助として３９

７万７，０００円の予算を計上したところでございます。 

 次に，伝統文化の活動の充実強化，保存伝承，国内外交流事業の実施ということでございますが，平

成２７年度に鹿児島国民文化祭が開催をされました。その際，民謡・民舞日本一フェスティバルや１万

人広場での八月踊りの様子などがテレビで放映されるなど，全国に奄美の伝統文化の魅力を発信できた

ものというふうに考えております。また，八月踊りなど地域の伝統行事，伝統文化を映像で保存し活用

する伝統文化保存継承事業，これを平成２３年度から取り組んでおりますが，現在２２集落の収録を終

えているところでございます。今後も奄美市文化協会をはじめ，各種団体の活動を支援するとともに，

自主文化事業の充実に努め，文化スポーツの薫り漂うまちづくりに努めてまいりたいと存じます。 

 次に，生涯学習の充実ということでございますが，名瀬，住用，笠利地区の公民館や奄美文化センタ

ーで行っております生涯学習講座には，毎年２，６００名余りの方が受講をされております。生涯学習

に対する意識が高まってきております。今後も講座の内容の充実を図り，市民の皆様のニーズにお応え

できるよう努めていきたいと考えております。 

 最後に，学校施設の整備についてですが，平成２８年度で耐震化事業が完了をいたします。今後は老

朽化した学校施設の改修を計画的に進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 
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建設部長（元山末男君） それでは９番の市民提言型公共事業の推進，なぜまちづくり宣言についてお答

えさせていただきます。 

 はじめに，末広・港土地区画整理事業につきましては，権利者の意見が事業に反映され，公平に事業

が執行されることを目的としまして，法で規定されています土地区画整理審議会を設置し，審議員の意

見を聞き，また同意を求めながら事業を進めております。また，通り会との意見交換会や地域住民への

説明会を開催しながら，事業の推進に努めてるところでございます。都市計画道路であります末広・港

線の道路整備につきましては，平成２６年度に通り会や地権者の代表者で構成する末広・港線道路デザ

イン会議を立ち上げ，奄美らしさをコンセプトに，魅力的な町並みの形成に向け，提言もいただきなが

ら意見調整を行っております。 

 次に，マリンタウン整備事業につきましても，土地利用の需要調査を行い，各団体代表者で構成する

土地利用検討委員会を立ち上げ，委員の意見を聞きながら，土地利用計画の見直しを図り事業を推進し

ております。おがみ山トンネル事業につきましては，県が事業主体でありますが，市民の声を聞きなが

ら事業を進めているものと理解しております。市民からの国道整備の再開の声も大きくなっており，事

業の必要性からも中断してる事業の再開に向けて，引き続き県へ要望してまいりたいと考えておりま

す。以上です。 

 

笠利事務所長（元多政重君） 市民提言型公共工事の推進ということで，かさりまちづくり宣言について

は６項目ございます。まず，赤木名まちづくりの推進と，歴史的環境をつなぐ道路網の整備につきまし

ては，赤木名地区住民によって赤木名景観保存協議会が設立され，その協議会において赤木名景観保存

協定を策定いたしまして，ワークショップ等の語る会を行い，活動を行っております。また，赤木名地

区街なみ環境整備事業で，街なみ景観路線の美装化，カラー舗装等を実施しております。 

 次に，あやまる岬の景観整備につきましては，市民へアンケート調査を行い，その結果や笠利地区ア

ドバイザー会議での協議内容をとりまとめ，基本計画策定をいたし，整備を進めているところでござい

ます。また，文化財を生かしたまちづくりと優れた伝統・芸能等の継承につきましては，笠利地区が多

数の文化財を有しており，これらを保護，継承し，観光資源や教育資源として活用するとともに，地域

づくりやまちづくりのため，集落からの提案を活かす取組みとして，一集落一ブランド事業などを利用

して行っております。 

 最後に，大島北高等学校の存続の取組みといたしましては，大島北高教育振興協議会への補助金，そ

れから通学費補助，部活動指導者補助等の支援を行っており，今後とも学校，同窓会，大島北高教育振

興協議会と連携を図りながら，存続に向け努力していく必要があると考えております。以上です。 

 

住用事務所長（松原昇司君） 同じく市民提言型公共事業の推進ということで，市長マニフェストにおい

てすみようまちづくり宣言５項目を掲げておりますが，総じて世界自然遺産登録へ向けた事業推進とし

てお答えいたします。本市といたしましては，毎月開催の定例嘱託員会や地域協議会等の集落の代表

や，町内各界各層からの代表者会で事業説明を実施し，その都度各委員からの提言，提案をお聞きして

いるところです。特に，世界自然遺産登録が現実味を帯び，住用地域は群島の中でも自然豊かな地域で

あり，核になる地域として注目されていることが住民意識にもあるのではないかと感じております。 

 それでは，まず自然観察の拠点施設として，平成２５年度の町内の有識者や観光業者とともに策定し

た森と水のまち住用観光プロジェクトの観光振興計画を基に整備しております。その中で内海の中核施

設やマングローブパークの整備を進めており，今後スタルマタ展望台なども計画しているところです。

併せて住用町の特色ある自然生態のリュウキュウアユの保全活動については，住民や教育機関の協力を

得て進めてまいります。自然遺産保全，保護のための生活環境整備では，下水道に関しまして山間地区

の水洗化率が６９．８パーセントとなっております。他の集落につきましては合併浄化槽の設置を進め

ておりまして，１２９基が設置されてるところでございます。 
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 次に，国道５８号の整備促進につきましては，城集落からも安全対策の強い要望が出されておりまし

て，引き続き関係機関への要望を行いたいと考えております。豊かな森と水，自然景観を活かしたまち

づくりにつきましては，拠点施設の整備と同様に，森と水のまち住用観光プロジェクトを基に地域協議

会や嘱託員等の御意見聞きながら進めてまいります。 

 柑橘類の質の向上と販路拡大につきましては，生産者の技術向上のための情報交換会や研修会の実施

を行います。販路拡大につきましては，東京などでの物産展やＰＲ活動を取り組みたいと考えておりま

す。なお，地域協議会の意見としまして，住用町の振興は，ＮＰＯや青年団，住民，嘱託委員等総出で

取り組んでほしいとのことでした。そのことを基本に，今後もハード，ソフトで相乗効果が得られるよ

う，事業の推進に努めてまいりたいと思いますので，御理解よろしくお願いいたします。以上です。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 私のほうから，マニフェストの最後の１０番の財政規律を確立して財政の健

全化を実現する。そして市民のために奉仕する市役所にという点でお答えをいたします。 

 まず，財政規律の確立と財政の健全化についてということでございますが，もう御承知のとおり，合

併当初厳しい財政状況にありました。早期の財政健全化を実現するということで，財政健全化計画を第

一次財政計画ですが，策定をしました。その結果，人件費の削減や公債費の抑制などにつながったとい

うところでございます。併せて各種施策の推進に当たっては，これはローリング方式による方法です

が，実施計画，これは１５年計画ということになります。財政計画と突合させたセット方式ということ

で進めてまいりました。その結果ですが，財政状況のほうは徐々にではありますが，好転に向かってい

るというふうに認識をしているところでございます。特に，市民の皆様に分かりやすいということで，

預金に当たる基金，それと借金に当たる起債残高について申し上げますと，合併当初と比べて基金の増

加と起債の減少を合わせますと，１１７億円の財政効果を生み出してるというふうに考えております。

また，平成２７年度には第一次財政計画を検証総括した上で，新たな財政規律や数値目標を示しまし

た。これが第二次財政計画ということになりますが，今後１０年間の財政運営の指針を示したというこ

とになります。引き続き財政規律を遵守しながら，財政の健全化に努めていきたいというふうに考えて

おります。 

 ２点目の市民のために奉仕する市役所ということですが，市民サービスの向上は，市民への正確で丁

寧な対応が不可欠ということになります。そのため，職員への各種研修，接遇やスキルアップの実践に

取り組んできたというところでございます。また，社会情勢の変化に対応した機構改革，あるいは男女

協働の観点から，積極的な女性職員の登用にも努めてきたところでございます。今後も職員の研修の充

実，あるいは人事評価制度の推進によって，市民の奉仕する市役所を目指していきたいというふうに考

えているところでございます。以上です。 

 

市長（朝山 毅君） ただいま行政の各般にわたる実績並びに計画等について答弁を委ねました。そのよ

うに多岐にわたる行政の範疇があり事業があるということであります。それではそれらを賄う裏付ける

財政力はいかがかという時になった時に考えてみますと，今年も昨年とほぼ同様の３１７億円の一般会

計予算を編成いたしました。その中における主要な財源は１２０億円相当が国の交付税であります。そ

して１９パーセント程度の財源が税収等による自主財源であります。そのように，全ての経費を賄うよ

うな体力のない自治体でありますので，国・県の委託金を導入し，また，有利な起債，利率の安いもの

をできるだけ導入してこれらの需要にニーズに応えているつもりであります。同時に，今奄振法という

有利な起債，また，特別措置法があります。それを活用して市の総合基本計画を実現，具体化していく

ということを基本に，また，地方創生法案等もできておりますので，それらを重層的にとらまえなが

ら，我々が皆で作った奄美市総合計画の実現に向けて努めているところであります。したがいまして，

今それらの有利な条件下にある奄振法が現在もう折り返し点にくる。しかも，市は県の総合調査検証が

ある。併せて私どもが作りました総合戦略ビジョンにつきましても，毎年ローリング改訂改善をしなが
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ら，次期奄振の継続，そして改訂に向けて今鋭意取り組んでいる最中でありまして，非常に私にとって

は責任の重い状況下にあると。そのような状況下において議員がおっしゃったように，政治は夢を語

る，語らなければいけない，私は申し上げたことがあります。夢を語り，夢を実現していかなければい

けないが，その夢を実現するためには，裏づけとなる財政力，経済基盤，財政基盤が必要であるという

ことも併せて申し上げたつもりであります。今そのような中において，緩やかではありますが，少しず

つ安定をした財政状況にあるんではないかというふうに考えているところであります。更にその夢を追

いかけ実現していくためには，継続して事業を継続し，また新たな新規事業を導入してやっていく知恵

と工夫が求められてる昨今であると。そういう状況下において奄振法をとりまとめている広域事務組合

の管理者としての私の置かれた責任，そして奄美市の財政を，また奄美市民を平和な安定した暮らしを

守っていく責任を考えた時に，私は今８箇月余りを残したとこで一生懸命職員と共々に基本計画に基づ

き，また，本年度の予算も御審議いただいておりますが，その予算を全うしていく責任はもとよりであ

りますが，引続いて皆様方の御理解がいただきますれば，次の夢に実現に向け努力をしていきたいと考

えておるところでありますので，どうか御理解と御協力をよろしくお願い申し上げまして，私の議員の

質問の答えとさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

２３番（里 秀和君） 各部長から局長，市長，お答えありがとうございました。施策の推進に向けて誠

意努力していただきたいと存じます。 

 ２番目に，まちづくりについて。港・末広地区区画整理事業，名瀬港マリンプロジェクト事業，国道

５８号，おがみ山バイパス事業について現況をお示しください。 

 

建設部長（元山末男君） それでは三つの事業につきまして現状現況を答弁させていただきます。 

 まず，末広・港土地区画整理事業につきましては，平成１８年度に事業計画を決定し，これまで道

路，公園，換地などの整備について推進してまいっております。具体的な進捗状況につきましては，平

成２８年度末で事業費ベースで約８１パーセント，建物移転契約ベースで約９１パーセントを見込んで

おり，残事業につきましてもしっかりと精査を行い，滞りなく事業を完了できるよう鋭意推進してまい

りたいと存じます。名瀬港本港地区マリンタウン整備事業につきましては，平成１８年１２月に公有水

面埋立免許を取得し，平成２７年度より埋め立て工事に着手しております。新年度の平成２９年度から

平成３０年度に道路築造工事，河川切替工事，上下水道等の整備を行い，平成３１年度から土地の公募

にかかる事務作業を開始する予定としております。事業の進捗状況につきましては，埋立着手から概ね

順調に進んでおり，今後も引き続き国・県と連携をしながら，着実な整備が図れるよう努めてまいりま

す。 

 続きまして，国道５８号，おがみ山バイパス事業につきましては，市街地での災害時における避難道

路や代替道路として，現国道を冠する必要なバイパスであると認識しており，これまでも事業主体であ

ります県に対し要望してまいりましたが，現在大島地区土木事業連絡会におきまして，事務レベルでの

県との協議を進めてるところでございます。今後はこれまでの事業促進に係る要望書や意見書などの経

緯を踏まえ，地域の思いや事業の必要性などを強く要望してまいりたいと考えております。以上です。 

 

２３番（里 秀和君） ただいまの説明で概ね理解できましたが，マリンプロジェクト，末広・港区画整

理事業は，遅れた部分もありますが，概ね順調に推移してると存じます。しかし，おがみ山バイパス事

業は，工事に入って中断をしております。この中断はいつまで続くの。今年度は市はどのように考えて

いるのか。県の意見はどうであるか。この事業が完遂しなければ末広・港もマリンプロジェクトも完成

しないのと同一だと思います。おがみ山のトンネルは開かなければあそこは隘路になってしまいます。

今年度の事業計画がありましたらお示しください。 
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建設部長（元山末男君） おがみ山バイパスにつきましては，今後また要望等を上げていく計画にしてお

りますが，今までどおり要望を上げるということだけではなくてですね，大島支庁，県とですね，事務

レベルでのやはり検証とか今後の進め方を事務レベルの作業を行い，その完了しましたら整いましたら

また要望するという形で，結果が出やすいような形で事務作業を進めておりますので，御理解いただき

たいと思います。 

 

２３番（里 秀和君） 分かりました。一生懸命努力されてください。 

 ３番目の世界自然遺産について。外来種問題について。１，生物多様性を担保するためには，駆除，

根絶が必要と考えられますが，現況はいかがでしょうか。 

 

市民部長（前田和男君） 外来種対策についてお答えします。希少種の保護と外来種の排除は表裏一体を

成すと考えております。世界自然遺産登録を目指す上で大きな課題となっているところでございます。

これまでも野生化したノヤギの被害防除対策事業，奄美固有の生態系への支障となる外来生物，移入水

生生物と外来植物の駆除を継続して実施してるところですが，新年度におきましても引き続きヤギ被害

防除対策など５市町村で取り組む外来生物，外来植物の駆除や移入水生生物の駆除対策事業を実施して

まいりたいと考えております。更に事業実施の際に，奄美大島５市町村で組織する奄美大島自然保護協

議会において専門家の意見を参考にしながら，広域的な外来種駆除を国・県と連携し，取組みを強化し

てまいりたいと考えております。以上です。 

 

２３番（里 秀和君） この外来種問題は，早急に対策を講じなければ，目に見えて自然遺産登録とかも

う目の前に見えてる。これに担保する能力ある措置をしなければ，もしかしたらでけんということにも

なりかねないと思います。これはもう早急に対策を講じるようにお願いをしておきます。 

 続いて２番，奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例についてお尋ねします。今年の夏から

秋にかけてＩＵＣＮ国際自然保護連合が現地視察を予定しておるそうですが，現在の奄美には奄美大島

が５市町村で現行の飼い猫の適正飼養や管理に関する条例について罰則規定などを盛り込んだ実効性の

ある条例の制定作業を進めているとのことで，３月１日の地元紙に報道がなされておりました。この実

効性のある条例をというのは罰則規定だと思うんですよ。小笠原，やんばる，国頭を含めて，西表，竹

富町，徳之島町は既に罰則規定が入った条例になっております。奄美大島だけが罰則規定がない条例が

出てきたら，そのＩＵＣＮの査察の際に，これがマイナス，不可の条件にならないかと危惧しておりま

す。速やかにその査察の前に，我々はこういう条例を作って，その自然固有種等を担保しますようとい

う姿勢を見せなければ間に合わない，これも間に合わないと思います。専門家，外部の学者，行政の職

員等々含めまして，早急な検討会議をもたれて条例の改正に持っていっていただきたいと思いますが，

いかがですか。 

 

市民部長（前田和男君） 今回の条例改正の内容につきましては既に上程しておりますが，飼い猫のマイ

クロチップの装着の義務化など，主に努力規定を義務規定に改正した内容となっております。また，餌

やり禁止の項目では，今まで市民が対象であったものを観光客や通過する方々も対象にしたこと，更に

新たに多頭飼養制限の規定を設けたところでございます。今回改正案の中では罰則規定は設けておりま

せんが，多方面から条例の実効性という意味で必要であるという御意見をいただいております。世界自

然遺産登録に向け早急に取り組むべきではないかという御提言につきましては，大変重く受け止めてい

るところでございます。既に奄美大島５市町村で構成する奄美大島ねこ対策協議会の中で，罰則に対す

る理解は図られつつあります。今後専門家や市民の皆様からも御意見を伺い議論を進め，早急な対応を

考えておりますので，御理解をお願いいたします。 
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２３番（里 秀和君） 部長の答弁を嬉しく思います。早急なという言葉は私の認識でよれば，６月議会

までには上げていただければ，その査察に間に合うんじゃないかと思いますので，よろしくお願い申し

上げまして，私の質問を終わります。 

 

議長（竹山耕平君）) 以上で自民新風会 里 秀和君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１１時４０分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引続き一般質問を行います。 

 無所属 松山さおり君の発言を許可いたします。 

 

３番（松山さおり君） 市民の皆様，議場の皆様，こんにちは。無所属の松山さおりでございます。 

 質問に入らせていただく前に少し所見を述べさせていただきます。 

 奄美には追い風が吹いてきているのは皆様周知のことと思います。明日３月７日は奄美の自然保護担

保措置となる国立公園に指定されます。来年の世界自然遺産への登録に向け，群島民からの大きな期待

が寄せられているのではないかと思います。先日のテレビでも，ブラタモリという番組で奄美が放映さ

れていました。南国の楽園奄美大島，奄美の生物，大島紬，黒糖づくりなどメディアに奄美が取り上げ

られる機会が心なしか多くなってきたように思います。そんな中，果たして群島民の市民が抱える課題

は少しでも良い方向に向かっているのだろうかとの疑問にかられます。奄美大島は日本で２番目に大き

い島で，鹿児島から南へ約３８０キロメートルに位置しています。離島のハンデという言葉がいまだ使

われているのは，市民の中では思う根強い格差があるからだと思います。昨年の１２月の定例会におい

て私は子どもたちの県大会遠征助成について質問しました。また，長崎のスポーツ合宿所の例を挙げ

て，鹿児島本土で低額で宿泊できる施設を確保できないかとの質問もさせていただきました。先日私は

実際に長崎へ足を運び，長崎県体育協会スポーツ合宿所を見てまいりました。公益財団法人長崎県体育

協会が運営，管理している県の施設です。１泊１，０００円の低額で宿泊でき，洋室，和室合わせて収

容人数は１５０名と多くの人数が宿泊できる施設です。食事をする食堂も，１２０人分の席があり，そ

こでミーティングができるほどの広いスペースでした。この施設を利用しているほとんどは，離島地区

の高校生以下の生徒だと伺いました。つまり，６割から８割が離島地区の子どもたちが利用していると

のことになります。そこで管理人をされている女性のほうにお話を伺いました。おっしゃったのが，離

島の子どもたちのお陰で本土の子どもたちの力が伸びている。だから長崎の子どもたちは元気なのよ

と。私は衝撃を受けました。思わず３年前の大島高校ナインが甲子園のマウンドに立った時を思い出し

ました。２１世紀枠で奄美群島から初の甲子園出場を果たした大島高校ナイン，その試合の開始時間奄

美では道行く人もなく，車もなく，皆がテレビに釘付けになっていました。甲子園アルプスには大島高

校の応援団がたくさん駆けつけ，大きな声援を送っていました。奄美大島が一つになった瞬間です。皆

さんも実際に体感されたと思います。奄美出身で奄美に残る人もいれば，関東，関西，九州に在住して

いる方もいます。しかし，奄美の子どもたちが頑張っている勇姿に心震わされ，励まされ，故郷を思

い，声を振り絞り，声援を送ったしまんちゅがたくさんいたのではないかと思います。二日前に今年就

職という２１歳の女性と話す機会がありました。彼女自身も中高と部活動をしていたこともあり，話題

の中心は部活動のことでした。なぜ高校から本土に行ってしまう子がいるのかなとの話題でした。本土

で活躍してる中心にいるのはほとんど島の子だから，島の子が高校を本土に行かず皆島で残ったら，県

でも上に行くのにねと。市長の施政方針で，この５年間で人口が約３，０００人減少したとの言葉があ

りました。その背景には，高校進学に伴い本土に行く子どもたち，移住する保護者も多いのではと思い

ます。私はこの島に生まれ育ち，そしてこの島で子育てをしてまいりました。この自然豊かな奄美で地

域で子どもたちを育む環境を是非とも作っていかなければならないと強く思います。前回も申し上げま
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したが，改めて子どもたちが胸を張って誇れる故郷奄美を作っていくことが私の母親，女性の代弁者と

しての使命であると思っております。 

 それでは，通告に従い質問に入らせていただきます。 

 中高生の県大会参加助成についてです。昨年１２月に島外遠征費助成，１７年度導入との記事が掲載

されました。知事が離島の児童・生徒が全力でプレーできる環境も必要，１７年度の導入に向けて何が

できるか検討したいとの答弁がありました。それにより，今年度県予算で離島生徒大会参加費助成事業

がスタートすることになりました。保護者としては喜ばしいことではありますが，今までの助成と合わ

せて具体的な予算をお伺いいたします。 

 次の質問から発言席にて行います。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは，ただいま議員のほうから御質問がありました鹿児島県が

２９年度に予算計上をしております離島生徒大会参加費助成事業ですが，総額としては１，５５２万

７，０００円が計上されているということでございます。その中身についてでございますけれども，県

教育委員会に確認をいたしましたところ，県内離島の各学校所属の運動部と文化部が県本土の大会に参

加する際，船舶運賃の２割程度を補助をするということでございます。運動部につきましては，中学校

総合体育大会，あるいは高等学校総合体育大会の県予選など全国大会につながる大会について，１部活

動につき年２回以内を考えているということでございます。で，支給方法につきましては，中学校体育

連盟，あるいは高等学校体育連盟を通して支給を検討しているということでございます。次に，文化部

につきましてですが，新規事業でございまして，県教育委員会でそれぞれの助成内容について関係法令

等と整合性を含めて，今その内容を検討中ということでございます。原則としては，中学校，高等学校

とも学校の部活動に対する助成ということで，その額については，運動部と同様の支給を考えていると

いうことでございました。以上でございます。 

 

３番（松山さおり君） はい，２割程度の運賃の助成ということなんですが，今ですね，船で行きますと

往復１万５，０８０円となってると思うんですね。で，２割というのは，約運賃が１万円とすれば２，

０００円程度の助成になるのでしょうか。その辺お聞かせください。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） そうですね，往復の運賃ですと１万５，３９０円でございますの

で，それの２割程度ということになりますので，３，０００円ぐらいになりますかね，そういうことに

なると思います。以上です。 

 

３番（松山さおり君） もう一度お聞きしたいんですが，船の運賃が１万５，９８０円ですかね。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 名瀬，鹿児島間の往復ですと１万５，３９０円というのが今の通常

の運賃でございます。 

 

３番（松山さおり君） では約３，０００円ほどの助成が出るということで認識してよろしいでしょう

か。 

 ではですね，２番目の質問なんですが，県が離島生徒大会費助成で２割補助ということで３，０００

円ですね，それを踏まえて市独自での補助，助成の拡充はないのか，見解をお示しください。 
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教育委員会事務局長（森山直樹君） その前に申し訳ございません。先ほどの助成額の件ですが，中高生

の場合ですと，１万５９０円が，違いますね，通常運賃で１万４，４８０円が８，４７０円になるとい

うことでございます。ですので，この場合ですと６，０００円ぐらいの補助が出るということになりま

す。そうです。ただいま御質問がありました市独自の助成ということですが，県を代表して九州大会や

全国大会へ出場する小中学生に対しましては，今市のほうで上限を定めた上で交通費，宿泊費の２分の

１の助成を行っております。県大会につきましては大島地区を代表して県中学校総体，あるいは県の吹

奏楽コンクールなどに参加をする生徒に対して一部を助成をしております。交通費につきましては，航

路航空路運賃低減事業や，ただいま話題に出ました県の離島生徒大会参加費助成事業，これにより負担

が軽減されることになりますけれども，やはり宿泊費等で遠征に伴う保護者の負担が，依然大きいとい

うことは認識をしております。現在のところ，県大会への参加につきましては，各競技において直接参

加ができる大会，あるいは団体，個人などで人数に大分差があるという現状もございますので，今後各

競技における県大会への参加の状況ですとか，あるいは個人の負担状況，そういったことを調査をした

上で検討をしてまいりたいというふうに考えておりますので，御理解をいただきたいと思います。 

 

３番（松山さおり君） 答弁いただきまして，ありがとうございます。ある保護者のお話なんですが，私

も先ほど所見のほうでも述べさせていただきました。やはり離島のハンデという言葉か未だにあるとい

うことでのお話なんですが，ある保護者から聞いた話です。兄弟で地区大会に勝ち抜き，夏休み県大会

に行くことになったそうです。親は喜んで，子どもたちをこう称えたそうなんですが，現実問題，兄弟

で行くとなると，野球，スポーツで言ったら野球なんですが，３０万円遠征費がかかるということに気

づいて，素直に大会に勝ったのは嬉しいんですが，素直にそれを喜べなかったという話も聞きました。

昨年の暮れにも，地元新聞で同じような話が掲載されていたと思います。またですね，ある高校生なん

ですが，実際に会った高校生です。野球部に入ってると言ってたので，部活はという話を私はしまし

た。いや，部活はあるけど，休みとかちょっと言ったんじゃないかなと思うんですけど，よくよく聞い

てみますと，冬休み，夏休みの間にある一定期間アルバイトをして，遠征費を稼ぐためにバイトをして

るということを聞きました。本人は何か部活に行きたがった，行きたいんだけどという話をしてたんで

すが，それでもやはり遠征費をちょっと工面という部分では１週間ないしちょっとアルバイトをして自

分で工面をするということを言ってました。本当のどの学校でも，こういうふうに子どもたちがです

ね，ほしいものを小遣いを稼ぐためにアルバイトをするということはあっても，実際にこう遠征費をこ

う捻出するために子ども独自でアルバイトをするって，部活をやりながらというのは，これはもうちょ

っと大変なことですし，県本土ではなかなか考えられないことだと思います。もう是非ですね，奄美市

教育大綱にもありますが，子どもたちはもう地域の宝です。そして奄美の未来をですね，担ってくれる

宝です。そしてその環境を作ることはもう大人に責任があるということは，皆さんよく分かってらっし

ゃるとは思うんですけれども，是非ともですね，県が今回予算を付けたということで，奄美市も是非と

も前向きに検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 次の質問です。県大会で本土に上った時に，本土内に宿泊施設を確保できないかとの質問です。１２

月の定例会でも質問させていただきましたが，長崎県は，元女子寮だった建物をそのままスポーツ合宿

所として運営しています。利用者の６割から８割が離島の子どもたちです。この問題は奄美市のみでは

なく，奄美本島，徳之島，喜界島，沖永良部，与論，奄美群島の子どもたちにも関係することでありま

す。沖縄県の例を見ると，児童・生徒の各種大会派遣費を助成することにより，子どもたちが持つ多様

な能力，才能を発揮する機会を提供し，保護者の経済負担の軽減を図るとし，航空運賃，船賃，実費を

補助。宿泊費１泊６，０００円を上限として実費を助成と，１自治体で取り組んでいます。奄美市でも

このような計画を検討できないのか，お伺いいたします。 

 



 

- 73 - 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 鹿児島市内に宿泊施設を確保できないかということでございますけ

れども，離島を抱えております先ほど話に出ました長崎県，それから沖縄県のほうに状況を確認をいた

したところですが，市町村単独でそういった施設を所有しているというところはないということでござ

いました。で，長崎の方の施設ですが，これにつきましては旧短期大学校の跡地をスポーツ合宿所とい

うことで，この場合は離島に限らず県内の児童・生徒に提供をしてるということでお聞きをしておりま

す。で，沖縄のほうにつきましてはですね，地元に高校のない離島のほうから県本土へ進学をする場

合，その生徒さんたちを受け入れるために施設を持っているということはお伺いをしております。奄美

市といたしましては，１２月の議会でもお答えをいたしましたけれども，先ほど議員のほうからもお話

がありましたように，これは広域的な課題になるというふうに考えております。したがいまして，奄美

群島広域事務組合や，それから関係町村と協議を行い検討をさせていただきたいと考えておりますの

で，御理解をお願いいたします。 

 

３番（松山さおり君） ではですね，先ほど申し上げました本当に離島のハンデはたくさん多くありま

す。是非ともですね，こう本土内にその新しく造れということではありませんので，検討をするとおっ

しゃってくださったんですけれども，本土に渡る機会というのが，県大会ではやっぱり多くありますの

で，どうにかその場所というのをですね，探して，そういうふうなこう前向きに考えていただきたいと

思いますので，よろしくお願いいたします。 

 続いてですね，２番目の教職員の資質向上についてお伺いしたいと思います。教職員の方々が奄美に

転勤して来た際に研修を行っていると思いますが，どのような研修を行っているのか，お示しくださ

い。 

 

教育長（要田憲雄君） お答えを申し上げます。本市の学校教育の四つの柱の一つに，郷土を愛する心

と，異なる文化を尊重する心の醸成を挙げております。この中では奄美の自然，文化，歴史等に触れ，

奄美の良さを実感する児童・生徒を育成することや，奄美の先人や歴史について学びを深める。そして

先人の生き方や歴史を語ることのできる児童・生徒を育成することを目標としているところです。した

がいまして，教職員の奄美の自然や文化，歴史などについて研修を深めることも，当然大変重要である

というふうに考えているところでございます。市内小中学校で奄美の文化，伝統の内容を校内研修に位

置づけまして，計画的に実施している学校が１８校ございます。２８校のうちの１８校です。その中で

校区内で史跡巡り，自然観察，講師による歴史の講和，八月踊り，島唄，郷土料理などの内容で研修を

実施しているところです。また，全ての学校で学校行事や総合的な学習の時間などを取りまして，郷土

教育を実施しているところです。八月踊りですとか，島唄ですとか，あるいはサトウキビ栽培をして黒

糖づくりをするという学校もございまして，多種多彩に研修が進められているというふうに考えている

ところでございます。その際は専門家や地域の講師を招きまして，児童・生徒も一緒になって，教職員

も奄美の文化に触れたり，伝統を学んでいるところでございます。本市では毎年４月の合同着任式はや

りますが，その中で全職員全ての先生方に観光リーフレットを配布したり，あるいは唄者による島唄を

鑑賞していただいたりということもやっているところです。また，初任者研修の社会教育研修において

も，奄美の歴史や文化，伝統について具体的に講話などを実施していることもあります。更に，教職員

には積極的に地域の行事には参加するように毎回校長研修会，教頭研修会のほうで私のほうから具体的

に指導しまして，先生方にもそのことは十分認識していただいて，奄美の地域に文化に触れていただく

ということを進めているところです。実際に奄美の伝統的な行事を肌で感じて，しかも直接地域の方々

から学ぶことができることは大事ですし，そういう意味では常に地域と連携して，地域に根ざした学校

教育を進めていただくということをしているところです。今後も奄美のことをよく知り，奄美のことに

ついて自信を持って指導できる先生方であってほしいということを考えておりますし，このためには研

修の充実も大事になってくるわけでございまして，私自ら地域の行事に直接的に参加していただくとい
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うことで，校長，教頭さんにも指導を継続して進めているということで御理解ください。 

 

３番（松山さおり君） 奄美の転勤で奄美にいらした先生方に研修をしてるということでしたのでちょっ

と安心しました。通常のね，研修というのはもちろんこう全体であるかと思いますが，やはり奄美はも

う鹿児島本土とは異なる文化がありますので，先ほどね，おっしゃって，教育長もおっしゃいました伝

統，文化ということで考えると島唄，島口，そういうこともですね，子どもたちに故郷教育を教えて教

育していくのであれば，教える教師のほうにも，来れられた方にはそのことをこうお教えをしてこう子

どもたちに接してもらうというのが一番じゃないかなと思ってましたので，その辺聞いてちょっと安心

しました。ありがとうございます。 

 次にですね，２番目の部活動顧問の勤務体制について伺います。今年１月末の地元新聞に，部活顧問

負担重く，中学教員在校１２時間という記事が掲載されました。民間企業の労働者の職場にいる時間は

９時間１５分に比べ，２時間も多く労働していることになります。その背景には部活動の顧問をしてい

ることが要因にもなっているようです。平日朝練習がある部活であれば，朝７時以前に出勤し，帰りは

夜の８時。また，土日も部活動顧問としての対応があるとすれば，休養する時間がないのではと思いま

すが，勤務体制がどのようになっているのか，お伺いいたします。 

 

教育長（要田憲雄君） 部活動の勤務体制についてお答え申し上げますが，奄美市には中学校が１２校ご

ざいます。各中学校では運動部を中心に活動を行っておりますが，特に大規模校においては文化部や同

好会も設立して随時活動しているところでございます。まず，部活動数でございますが，５６の運動

部，９つの文化部，２つの同好会がございます。これらの部活動や同好会で活動する生徒の体力技能向

上，豊かな心を育むために１１６名の職員で指導を行っております。また，職員の指導の支援に携わる

ために外部コーチもお願いしておりまして，１１校２６名の方に御協力をいただいているという現状が

ございます。次に，休養日についてでございますが，各学校の部活動で必ず週１日は休養日を取っても

らうというふうに設定しているところでございまして，設定曜日についてでございますが，平日に設定

してる学校が７校，休日に設定してる学校は５校になっております。また，１２校のうち休養日を平

日，休日のどちらにも設定している学校も２校ございます。練習時間についてでございますが，平日は

おおよそ１６時３０分頃から２時間程度練習を行っているというふうに御理解ください。ただし，冬場

は練習時間が３０分から１時間ぐらい短縮されるんですね。また，休日に部活動実施してる学校は，午

前，または午後の時間帯に３時間ないし４時間ぐらい練習する学校もあるもしれません。これらのこと

から，私ども教育委員会としましては，生徒が家庭，地域で情操豊かな心を育まれる態勢や家庭学習に

十分な時間が確保できる環境づくりを進めなきゃならんということをかねがね考えているところでござ

います。また，指導者の負担を軽減するために，第３日曜日は清掃活動がございますが，そういうこと

も含めて午前中に練習を位置づけないとということもお願いしておりますし，大会１箇月以外は，以外

は，休日に休養日をゆっくり取るように，こういうことも指導しているところでございまして，更に指

導していかなきゃならんというふうに考えておりますので，御理解をいただきたいと思います。 

 

３番（松山さおり君） 指導の方もしっかりされてるように認識いたしました。また，顧問の先生がです

ね，不在の場合なんですが，副顧問の先生もいらっしゃる部活もあると思うんですね。もしかしてその

部活動にかかる一般の指導者も，先ほど２６名ですね，いらっしゃるということだったんですが，一般

の指導者がどのような形態で採用されているのか。その規定はあるのか。その辺までお伺いしたいと思

います。 

 

教育長（要田憲雄君） 部活動の運営につきましては，各学校に部活動規定というのがございまして，そ

の規定に沿って進めるということになります。今御質問の外部コーチにつきましては，校長がこの方で



 

- 75 - 

 

あれば協力していただけるという認定をした方についてお願いをしていると。いわば顧問のサポート的

な役割もあるでしょうし，あるいは顧問が指導するだけの力がなくて，今はそういう方が多うございま

すから，技術的に指導ができる方を招聘して，顧問は責任者としておるが，指導は外部のコーチにお願

いすると，いろんなケースがあると思いますので，そういうふうに進めているということで御理解くだ

さい。きちんと校長が認めた者がコーチをするということでございます。 

 

３番（松山さおり君） 校長先生が認めた方が指導されるということでは，もうとても安心して子どもた

ちを任せることができると思います。勉強も含め，健康な体を作るためにも，部活動は児童にとって大

切な経験でもあります。しかし，大会間近であっても，顧問の先生の都合で子ども独自での練習をしな

ければならない時もあると思うんですね。顧問の先生の負担軽減にもなると思うんですが，地元にいる

一般の指導者が１１校中２６名ということだったんですが，一般の指導者の採用をどんどんこう地域に

密着して根ざしていく。子どもたちを地域で育て育成していくという，育んでいくという中では，一般

の指導者の採用というのをどんどん行うべきでもないかなとはちょっと思うんですけれども，その辺は

いかがですかね，すいません，分かりますかね。 

 

教育長（要田憲雄君） 大事なことだと思っています。これはかなり前から日本体育協会もそのことを進

めているところでございますし，最近は採用する新採の先生方にも部活動の顧問ができない方もたくさ

んおられるわけですし，そういう意味ではこれからまただんだんだんだん増えてくるであろうというこ

とは予想されます。ただ，私どもが考えなければならないことは，外部のコーチとその学校との連携，

意志の疎通，共通理解，そういうものがきちんとできるということが大事になってくるでしょうから，

そういうことも含めながらまた今後そういうことを是非進めていきたいというふうに考えております。 

 

３番（松山さおり君） 顧問の先生もね，もちろんこう大事なことではありますし，子どもたちをやはり

先ほどと同じなんですけど，子どもたちを見てるという部分では，見てもらってるのはすごく有難いこ

とだと思うんですが，スポーツによってたくさんいろんな指導者がいらっしゃると思うんですね。地元

でもたくさんこういい指導者がいらっしゃると思いますので，そしてそれをこう学校で教育委員会が，

何ですかね，こう音頭をとってと言うか，それでそういう流れと言うか，そこも構築していくべきでは

ないのかなと思っています。なので，地元にいてやっぱり地元の子どもたちを見て，あ，この子たちを

ね，育てたいという大人と言うか，はい，たくさんいらっしゃいますので，そういう人たちにも目を向

けていただいて，どんどんこう採用して，地域で子どもを育てていくという姿勢を取っていただきたい

なと思うところです。よろしくお願いします。 

 続いて，高校の存続について伺います。本土の高校進学に伴う生徒の減少についてですが，５年間で

人口が３，０００人減少している要因の一つは，本土に進学する子どもたちも多いのではと思います。

先ほど所見のほうでも伝えさせていただきました。過去５年間の本土の高校に進学した生徒の人数をお

示しいただきたいと思います。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それではただいま御質問のありました島外への進学者の実態につき

ましてお答えをいたします。平成２４年３月から平成２８年３月までの卒業生のうち，島外進学した者

は何名かということでお答えをさせていただきます。平成２４年度５２４名のうち４１名７．８パーセ

ントになります。次に２５年度４７４名のうち４４名９．２パーセントになります。２６年度４５８名

のうち３６名７．８パーセントになります。次に２７年４４３名のうち５０名１１．２パーセントにな

ります。２８年度４６９名のうち４２名８．９パーセントということになります。以上でございます。 

 

３番（松山さおり君） ありがとうございました。やはりですね，高校進学に伴ってこう生徒が減ってる
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ということが高校を選ぶ段階で子どもたちがスポーツでいくのか，勉学でいくのかというところでの比

較だと思います。でも，子どもたちがこのパーセンテージを見ると７．８パーセント，９．２パーセン

トといろいろおっしゃったんですが，この分減ってるというのは現実なんですが，それに伴って保護者

が移住するということも聞きます。例えばスポーツで推薦があって本土のほうに行きました。そうする

とお母さんが付いて行くとか，あとはそうですね，家族で一緒にこう引越しをしてしまうとか，そうい

うこともありますので，こちらのもっと魅力ある学校づくりというのを後でまた質問させていただきた

いと思いますが，そこのこう減少の要因にもなってるということは認識していかれた方がいいのではな

いかなと思っています。 

 そして次の質問ですが，大島北高校の存続の件はいつも話題になりますが，奄美市では三つの高校が

あります。生徒減少には北高校だけの問題でなくなってきていると思います。現在行っている奄美市の

３高校の連携，取組についてお伺いいたします。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） ただいまありました魅力ある学校づくりということでお答えをさせ

ていただきます。奄美市といたしましては，市内にあります三つの高校に対しまして，魅力ある学校づ

くり事業ということで年間５００万の予算で事業を実施をしております。この事業は，奄美市内の高等

学校それぞれが，自分の学校の魅力を発信する事業を提案をしていただいて，学校独自の色ですとかの

打ち出し，あるいは広報の充実，こういったことを図って学校のＰＲに努めていただきたいという意味

も含んでいるところです。今年度は特に魅力ある学校づくり事業の中で高等学校のほうにお願いをいた

しましたのは，小中学校との連携，そういったものを図ってくださいと。島内の市内の小中学校の児

童・生徒へ自分の学校の良さをアピールできる，そういった事業を組み立てていただきたいというふう

なお願いをしてきたところです。平成２６年度から島内の高校への進学は横ばいということになってお

りますが，今後ですね，先ほどおっしゃいましたようにスポーツの場合もありますし，島内の高校に自

分が目指す学科がない場合というのもあるということでございますが，そういった進学の現状把握とい

うことで，どういう理由で島外の高校を選んだのか，そういったことの把握分析というのも必要ではな

いかというふうに今考えているところです。先ほど話に出ました大島北高校につきましては，平成２４

年度の在籍者が１９０名に対しまして，２８年度が１１２名ということで，大変人数が減ってきている

状況です。今後更に学校，行政，地域，それから大島北校の学校教育振興協議会というのがございます

が，そちらの方と連携をして課題に取り組んでいく必要があるというふうに考えているところです。 

 

３番（松山さおり君） 朝の平川議員の質問により，総務部長が答弁されていました人口減少が一番の課

題だと言われていました。本気で考えなければ人口減少を止めることはできないと思います。高校進学

に伴い，先ほども申し上げましたが，保護者も移住していく場合もありますので，本当にこれからどの

ような取組みをしていくのかというのを本当に本気で考えていっていただきたいと思います。 

 続いて，スポーツ，文化の島について伺いたいと思います。スポーツに関して言えば，奄美市はスポ

ーツアイランド構想を掲げ，たくさんの実業団やプロの方が来島され，子どもたちに指導したニュース

が連日新聞に掲載されています。スポーツで癒す島ということで多くの人が島外から訪れています。小

さいころから一流の選手と触れ合うのはすばらしいことです。また，本土から今年大島高校に進学する

生徒もいるとの話も聞いております。野球をするために大島高校に進学するそうです。私は高校進学で

奄美に来たいと思う施策も必要なのではと思います。よい指導者を置き，小さな頃から地域で大人も関

わりながら子どもたちを育んでいくスポーツで癒す島と併せて，スポーツで光る島も作っていくべきだ

と思いますが，何かお考えがあればお示しください。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） スポーツや文化活動の充実ということにつきましてですが，先ほど

お話をいたしました魅力ある学校づくり，これで大島北校のほうではカヌーの強化練習を行ったりして
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おります。で，大島北校はそのカヌー部が九州大会への出場を果たしたりしております。また，これも

魅力ある学校づくりの事業として行っておりますが，聞き書きサークルというのがございまして，聞き

書き甲子園への出場，あるいはその聞き書きサークルの活動自体が地域の中に出て行って，地域の方の

お話を伺うということもありまして，地域活性化の一端を担っているというふうにお聞きをしておりま

す。今後とも本事業が地域活性化や学校の活性化に貢献をしていければと思っているところでございま

す。今後島唄ですとか，奄美の魅力あるこの自然ですとか，あるいは独自の文化，こういったことの広

報につながるような事業の掘り起こしですとか，そういったことを行って，高等学校，そして地域と連

携をしながら，島内のみならず島外からの人の呼び込みも含めて対策を検討してまいりたいというふう

に考えております。 

 

３番（松山さおり君） 朝の里議員の質問でも，教育事務局長が，文化，スポーツの香るまちになるよう

に努力していくと答弁されていらっしゃいました。文化ということで言えば，奄美には先ほども申し上

げましたが，島唄という伝統文化もあります。島の文化は島唄とつながっているとある島出身のアーテ

ィストが言ったそうです。民謡民舞全国大会という大会があり，予選大会が鹿児島本土と奄美群島と別

に行われ競われ，予選大会で上位入賞者が東京で全国大会に出場します。奄美から出場した子どもたち

はほとんど上位入賞を果たしています。中学校日本一になった子も何人かいます。それほど奄美の子ど

もたちの資質は優れていると思います。是非とも文化，スポーツの島となるよう努力していただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 続いて，次の質問に移らせていただきます。ふるさと納税について伺います。ふるさと納税の提供事

業者のほうから伺った話ですが，奄美市はＪＴＢに委託しているとのことで，ＪＴＢと業者とのやり取

りで行政は窓口との認識ですが，全く業者には情報が入らないとのことでした。業者同士の横の連携を

行政が作っていくと言うか，音頭をとっていくという考えはないのかお示しいただきたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それではお答えをいたします。ふるさと納税の返礼品参加事業者との連携と

いうことでございますが，昨年７月から新しくＪＴＢと契約を結んで事業を導入いたしました。７箇月

が過ぎたということになります。年末のふるさと納税の集中する期間を過ぎましたことから，これまで

の検証を踏まえてこれからの取組みを強化するという目的で，個別相談会を計画したところでございま

す。先月２月ですが，中旬にＪＴＢの西日本さんと合同で個別相談会を開催して，２８の事業者が参加

をいただきました。その中で幾つかの事業者のほうから他社とのコラボなどのアイデアの提案がござい

ました。今後ですが，これらの提案の中からということになりますが，例えば製品と農産物のコラボ，

あるいは国立公園指定や世界自然遺産登録などのイベントと連携した商品の開発，あるいは共同でシー

ルを作成したＰＲや返礼品のパッケージ用のシールの作成，こういったのが提案でありましたので，改

めてですね，関係事業者の方々と協議を進めながら今後充実を図っていきたいというふうに考えていま

す。 

 

３番（松山さおり君） 業者の方とその個別相談会が開催されたということでちょっと安心しました。 

 続いてなんですが，ふるさと納税の人材育成の使途計画について伺いたいと思います。前回もこの質

問をさせていただきまして，その後人材育成という件ではその３番の児童の遠征費，遠征費を充当でき

ないかということで前回お伺いいたしました。その辺なんですが，検討はどのようにされたのでしょう

か。検討していただいたのかどうかもお伺いしたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それではですね，検討を含めて通告の２番と３番まとめて回答させてくださ

い。今年度にですね，新たにふるさと納税寄附金を活用するための今回条例を制定し，活用する事業を

８項目ということで明確にしたところです。当初予算のほうではふるさと納税等の活用事業ということ
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で計上させていただいております。で，これらの事業を決めるに当たってということですが，まずは庁

内で要望の調査を行ったところです。この各課からですね，提案のあった事業については，ふるさと納

税を活用して実施するにふさわしい事業かどうか。市の定めた総合戦略に合致するものであるのかどう

かというのを関係課とですね，協議を進めたところでございます。その上で決定したということです

が，人材育成に関する事業ということで申し上げますと，教育関連分野に幾つかの提案があった中か

ら，世界自然遺産登録推進の機運を子どもたちにも培っていくための一環として，奄美，沖縄子ども環

境調査隊交流事業，二つ目が，ＩＣＴの教育環境整備の推進には必要不可欠ということで判断した学校

教育現場からの要望があった電子黒板やプロジェクターの配置等ということで二つの事業を採択したと

いうところでございます。で，２点目の，遠征の費用に充当できないかという点でございますが，先ほ

ど申し上げたとおり，各事業の中で２点を採択をいたしましたが，今回の児童・生徒，保護者の遠征費

用の負担の軽減ということでは，先ほど議員が質問されておりましたが，必要性は十分に認識をいたし

ております。今後ふるさと納税のあり方，あるいは返礼品の見直しなどで国のほうではいろいろ制度の

見直し等も予想される可能性があります。継続的な支援ということになりますので，そういう必要な事

業の財源等には，今の段階ではちょっと慎重にならざるを得ないというところがございますので，その

点については御理解をいただきたいというふうに思います。以上です。 

 

３番（松山さおり君） 先日のふれあいフェスタですね，何か表彰された方がいらっしゃいました。長浜

の８０代の女性の方が，奄美市の子どもたちの教育のために使ってほしいということで３，０００万を

寄附されたという話をお伺いしました。やはりこれはもう生きたお金と言うんですかね，こう活用して

ほしいということで寄附をされてると思うんですね。ふるさと納税もやはりそういうふうな何ですか

ね，趣旨があると思います。こう積み立てるだけではなくて，使っていくというところではこう生きた

使い方と言うんですかね，そういうふうなこともやっていかなければいけないかなとは思います。で，

ふるさと納税の実施する事業の中では，やはり子育て支援，そして人材育成に関する事業も，今年から

たぶんスタートするのではないかなと思いますので，確かにこの時のこの時期の子どもたちに遠征費を

補助するということは難しいのかもしれないんですけれども，大変こう保護者と言うよりはもう子ども

たちが本当にこう大変な思いをして部活動，そして文化に一生懸命取り組んでるということも思ってい

ただいて，是非とももう前向きに人材育成というとこでは検討を今一度お願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 続いてですね，ＬＣＣ格安航空についてお伺いいたします。奄美・福岡の格安航空についてでござい

ますが，今年３月，今月の２６日から関西，奄美が格安航空ＬＣＣが開通になります。で，奄美出身の

子どもたちというのが関東，関西，そして福岡も多いと聞いております。この先ですね，奄美・福岡間

の格安航空についてのことでお伺いしたいんですが，その前に３月からの奄美－関西格安航空開設によ

っての交流人口の見込みについてお示しください。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 近年観光の形態が，これまでの団体旅行から個人旅行へとシフトするな

ど，奄美大島の観光を取り巻く環境も変化してまいりました。そのような中，平成２６年７月の成田－

奄美線のバニラ就航により，新たな観光需要が掘り起こされることで，新規顧客が開拓され，就航後１

年間の乗降客数が１０万人を超えるなど交流人口の拡大に大きく寄与しております。御質問の関西地区

におきましては，２５万から３０万人とも言われる奄美関係者が居住し，４月には関西奄美会１００周

年の記念式典が控えるなど，ＬＣＣ就航を待望する声が高まっておりましたことから，本市におきまし

ても，折を見てバニラエア社に新規路線の開設を要望していたところでございます。今回関空－奄美線

が３月２６日に就航する運びになりましたことは，地元だけではなく，関西圏に居住する奄美出身者に

とりましても朗報であったものと考えております。関西地区からの交流人口の見込みでございますが，

バニラエア社におきましても，搭乗率８０パーセントを目指すと意欲を示していることと併せまして，
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国立公園化や平成３０年の世界自然遺産などに向けて，更なる観光客の増加が見込まれることなどか

ら，成田便と同程度，あるいはそれ以上になるんではないかと期待をしてるところでございます。以上

です。 

 

３番（松山さおり君） では，奄美－福岡線の格安航空の開通の計画はないのかお伺いしたいんですが。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 奄美－福岡線のＬＣＣ就航につきましては，現在新規路線の計画はお伺い

いたしておりません。なお，直接ＬＣＣの就航とは関係ございませんが，先日ＪＡＬグループから今年

の８月１日に定期運行中のＪＡＣから運行主体がＪ－ＡＩＲに代わりまして，機材がジェット化される

ことが発表されたところでございます。新規路線開設に伴う交流人口の拡大や経済効果につきまして

は，大きな期待をいたしますが，既存の定期路線を安定的に確保する中で，交流人口の拡大に向けた取

組みを進めることが重要であると考えております。 

 

３番（松山さおり君） 先ほども申し上げましたが，関東，関西について奄美出身者，奄美から出た子ど

もたち，児童・生徒，生徒ですね，というのがやはり福岡にも多く就職で，進学で行ってる子どもたち

が多くあります。なかなか帰りたいけど，こう運賃が高くて帰れないという話も聞きますので，関西就

航ということではもう嬉しい話なんですが，またしばらくちょっと検討をいただいて，福岡－奄美とい

うのもちょっと検討いただけたらなと思います。よろしくお願いします。 

 続いて，市民後見人制度についてお伺いいたします。市民後見人の活動について，現在市民後見人と

して活動している人数についてお伺いいたします。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 後見人の活動してる人数についてですが，２７年に実践編３０名，平成２

８年には２５名修了者がいらっしゃるんですが，実際に後見人として選任されて活動しておられる方

は，現在のところいらっしゃらない状況です。しかしながら，後見人としてではありませんが，受講生

の活動の場として，社会福祉協議会が行っております福祉サービス利用支援事業，金銭管理において

は，同講座修了生５名が現在支援員として活動してる状況でございます。以上です。 

 

３番（松山さおり君） 市民後見人として講座を受けたと思います，研修を受けたと思いますが，その活

動ができてないということは何か要因があるんでしょうか。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 要因でない点はですね，市民後見人になるには裁判所からの選任される必

要がございます。財産管理だの行う制度の性格上，弁護士などの専門職や親族が選任されるケースが多

く，今現在そういう状況でありますので，裁判所の選任が優先になるところであります。 

 

３番（松山さおり君） はい，ありがとうございました。もう時間となりましたので，はい，一般質問終

わります。ありがとうございます。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で無所属松山さおり君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時３０分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午後２時４５分） 

 引き続き一般質問を行います。 

 社会民主党 関 誠之君の発言を許可いたします。 
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１５番（関 誠之君） 議場の皆さん，市民の皆さん，こんにちは。私は社会民主党，社民党の関 誠之

でございます。 

 まずもって今年度で市役所を退職されます職員の方々に，幾多の困難等を乗り越えすばらしい歴史を

作り上げてくださいましたことに感謝と敬意を表します。退職後は健康に留意され，引き続き大所高所

よりの御指導をお願い申し上げます。 

 さて，平成２９年第１回定例会一般質問に当たり，若干の所見を述べさせていだきます。私は市議会

に当選した二度目の定例会となる平成２０年第１回定例会の一般質問で市当局に対し，雇用や所得を上

げるための核となる政策を明確にし，それぞれの事業が単発的にならないよう，核となる施策にしっか

りとリンクするよう提言をいたしました。具体例として観光による島おこしというのであれば，農林業

の振興におけるサトウキビの増産はもとより，焼酎の原料である含みつ糖をどう確保し，より高級なス

ピッツラム酒などの開発や果樹園芸のポンカン，タンカン，スモモ，パッションフルーツ，マンゴー，

島バナナ等亜熱帯の果樹が一年中を通じて食べられる観光都市奄美市の実現をどう図るかとか，まちづ

くりも市民が憩える環境づくりを基本理念に，公共事業を集中させ，新川や永田川の両岸を親水性のあ

る緑陰道路化し，渇水期には湧き水や地下水を利用して流水を確保し，いつも水が流れている美しい河

川にするとか，おがみ山，蘭館山などを景観に配慮し，お年寄りや障害者も登れて楽しめ，癒される公

園にするとか，奄美の顔として名瀬港は亜熱帯植物で緑があふれ，観光，産業，住居，レクリェーショ

ン機能を持ったマリンタウン等しっかりとした整備をすること。遅れている広域観光道路である太平洋

バイパス，崎原，戸口間の早期整備を図ることなどハード面に加え，大島紬，郷土の文化，芸能，料理

などに併せて，地域資源を活用する中で奄美ブランドの確立や特に福祉関係の施策とのリンクなど，今

日まで実行された全ての政策が観光による島おこしに結びつくよう，予算の重点配分が必要だと提案を

いたしました。平成２６年３月に改正された奄振法では，雇用創出の重点産業として農業，観光，交

流，情報の振興を図りながら，奄美群島の強みとしての文化と新たな産業振興や地域づくりを牽引する

ため，人材確保に向けた定住の２分野についても積極的に活用推進することにより，産業の活性化を図

っていくことを基本的な方針と定めています。今日ほど奄振重点３分野を基軸に個々の施策を十分に吟

味し，選択と集中で観光による島おこしの政策に結びつくような予算編成が徹底されなければならない

時期であると考えております。 

 次に，施政方針の結びで市長が述べております更なるフォローの風が吹く時宜をしっかりととらえ，

引き続き奄美の発展に着実につなげていくため云々という記述がありますが，これについては私も同感

であり，そのように思っております。そのフォローの風を確実にするためには，日頃から職員に研究研

鑽の場を与えていることが重要であり，フォローの風が到来した時には，待ちの姿勢ではなく，市長自

らが先頭に立ち，日頃から研修研鑽をしている職員の英知を最大限に生かし，そのフォローの風を帆い

っぱいに受け止めて職員と一丸となり，努力していただくことをお願い申し上げ，通告に従って順次御

質問をいたします。 

 まず，市長の政治姿勢についてであります。一つ目の質問は，今回の予算編成は市長２期目最後の予

算編成となりますが，市長の公約であります九つの宣言や重点事項等で積み残しした施策があれば，お

示しをいただきたいということであります。併せて，市長が積み残したと思う施策は，今回の予算編成

でどのように措置されたのか。また，措置されなかった施策があるのか。併せて今回の予算編成の評価

を含め，お示しをいただきたいと思います。午前中に市長の３期目への力強い決意がなされたところで

ありますが，そういったことも含めて，今回の予算編成に対する評価をよろしくお願い申し上げ，後の

質問については発言席からさせていただきます。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは早速関議員にお答えさせていただきます。議員がお話になりましたとお
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り，２期目の私が就任に向けてもっと一汗，更に一汗と表して，市民の皆様にお示しをし，１４項目の

宣言につきましては，皆様や市民の皆さんの御理解と御協力によりまして，計画的に施策を進めてまい

ったところであります。今回の予算編成に当たりましては，積み残した施策はないかとの御質問であり

ますが，施政方針の中でも申し上げましたとおり，平成29年度は大型プロジェクトの完遂に向けて大変

重要な時期であると位置付けております。その上で，奄美の空と海の玄関を有する奄美市として，訪れ

る皆様をお迎えする体制整備や各種観光プロジェクト，世界自然遺産に向けた取り組み，また，本庁舎

建設，末広・港土地区画整理事業，マリンタウンプロジェクトなどの大型事業，福祉，教育の充実に向

けた取組みなど，財源の裏付けを確保した上で，昨年の最大規模の予算であります同程度の予算編成を

させていただいたところであります。特に新たにふるさと納税を活用した事業を計上したほか，このこ

とについては先ほど松山議員にも担当者より答弁したとおりでありますが，そのほかに地方創生関連予

算として，一般財源ベースで約３億５，０００万円を確保して雇用の確保，交流人口の拡大，子育て支

援，教育環境の充実，防災対策，世界自然遺産登録推進などに重点を置いた予算としているところであ

ります。合併当初の厳しい状況の中，奄美市総合計画に基づき公約の実現に向けた施策を進めるために

は，予算の裏付けが必要でございます。そういう意味では，２期８年目の中で財政の健全化に努めなが

ら，掲げた公約を予算化し，各種施策におおよそ取り組めたものと認識をいたしてるところでございま

す。御理解を賜りたいと存じます。 

 

１５番（関 誠之君） ありがとうございます。市長が今話されたとおり，私もおおよそという表現をし

ましたけども，そういう意味からはかなりの点数が上げられるではないかというふうに自分では思って

おりますけれども，そういう中で，今回この２番目に取り上げたことについては，午前中も両議員取り

上げておりましたけれども，やはり一番この左，名瀬のまちづくりということに関して少しやはり夢を

描いたその夢と違ってきているんではないかということを市民の皆さんも感じておるんではないかなと

いうことで，この３番目を③を取り上げさせていただきました。なぜかと言いますと，まちづくりとい

うのは御承知のとおり，トータルでやらなければいけないと。ただ末広の中心市街地，商店街だけ良く

なればそれで良くなるもんでもない。やはり中心市街地全体，また，奄美の市の都市化している市街地

市全体の中でどういう位置づけがなされるかということが重要であるんだろうというふうに思います。

市長が平成２５年の１１月２５日のインタビューで，３地区の均衡ある発展に取り組んだが，現状は課

題は山積をしているということも申し上げておりますが，特にこの末広・港土地区画整理事業の推進，

名瀬まちづくり，名瀬港本港地区タウン，いわゆるマリンタウン地区の整備事業，そしておがみ山バイ

パス，これはもう切っても切り離せない３セットでありまして，どこが遅れても，また，中止をしても

いけないというようなことで作ったんだろうというふうに思っておりますので，そういったことで質問

をさせていただきますが，その３事業の現状認識と，今後の見通しについて再度お聞かせをいただきた

いと思います。 

 

建設部長（元山末男君） 午前中の里議員の御質問にも答弁させていただきましたが，重複する部分があ

ると思いますが，再度御答弁させていただきます。 

 市長２期目の予算編成の総括ということでございますが，まちづくり事業の現状について御説明いた

します。まず，名瀬港本港地区マリンタウン整備事業につきましては，市街地への人口集中による土地

不足や中心市街地の活性化という課題に対処するため，中心市街地とマリンタウン地区が密接に結びつ

き，それぞれの機能を相互に補完し，かつ相乗的な効果を発揮するような一体性の高い広域的な拠点づ

くりを目指して，みなとづくりとまちづくりの連携を図るべく整備を促進することとしております。平

成２７年度より埋立工事に着手しており，平成２９年度からは陸域部を含め道路築造工事等も整備を行

うこととしております。今後につきましては，奄美の海の玄関口にふさわしい港として，また，快適で

安全・安心な生活空間づくりを目指し，新しいまちの魅力，機能性を高めるべく国・県と連携しなが
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ら，着実な整備が図れますよう努めてまいります。 

 続きまして，末広・港土地区画整理事業でございますが，平成１８年度事業計画決定後，本年度末を

もって事業費におきまして８１パーセントの進捗率，移転保障費におきましては９１パーセントの進捗

の見込みとなっております。今年度からメイン道路となります都市計画道路も着工され，目に見えて事

業の進捗も御覧いただけるものと考えております。 

 続きまして，国道５８号おがみ山バイパス事業につきましては，現在永田橋交差点の混雑緩和を図る

ため，右左折レーン等の整備が完了しております。トンネルを含めましたおがみ山バイパス事業につき

ましては，市街地での災害時における避難道路や代替道路として現国道を補完し，交通混雑を緩和する

意味においても必要なバイパスと認識しており，また，先ほど御説明いたしました末広・港土地区画整

理事業や名瀬港本港地区の整備事業とも連動してまいります。これまでおがみ山バイパス事業促進に関

わる要望書や意見書などの経緯を踏まえまして，事業の早期着工に向け，事業主体であります県に対し

強く要望してまいります。ただいま御説明いたしましたいずれの事業にいたしましても，本市のまちづ

くりの根幹を成す大きな事業でございます。また，各々の事業が結びつくことにより，市民の皆様に対

しより一層の効果を期待できるものと考えているところでございます。全ての事業が完了するまでには

様々な課題がございますが，今後も着実に事業が推進していきますよう努めてまいりますので，御理解

をお願いいたします。 

 

１５番（関 誠之君） 一番事業で大切なことは，かたやこういう夢を描いたら，その夢に少なくとも８

０点もらえるように近づくということが大事であって，この事業費が８１パーセントで，建物の移転が

９１パーセントということで，進捗しているからいいとは思ってはないだろうとは思いますけれども，

そういう感性ではこのまちづくりというのはいかがなもんかというふうに思いますので，奄美らしい景

観の整備とか，都市機能の集積，そして若い人，いわゆる高齢者が共に住めるまち，で，徒歩圏内にあ

るいろんな医療，福祉，ショッピング，そういったものが徒歩圏内にあるコンパクトシティ，これが目

指すべきまちの姿だというふうに皆さん書いておるわけですから，その中でですね，末広・港と連動し

た商工地区の整備を推進するということで，是非こういったことを実現をするために，もう一頑張り，

もう一汗出していただきたいというふうに思います。それで非常に奄美市中心市街地活性化基本計画と

いう案がいただきましたけども，読ませていただきました。非常に分かりやすく，そして過去の事業の

反省点も書いてあります。読むと大変ですけれども，時間がありませんが，骨子だけ読ませていただき

ます。旧基本計画のやはり行き詰った反省点というのが書いてあります。いわゆる抜本的な対策を打た

ないまま現在に至ったとか，総合的な連帯体制が図られておらず，各部署の役割分担も明確でなかった

と。そして行政，民間による取組みが活性化に向けてのシナリオに基づいた戦略的な取組みではなかっ

たと。実施された取組みは単発的で，自己満足的な取組みの展開にすぎなかったと。また，行政と一緒

になって自分たちのまちを自分たちの手で活性化する一体感が希薄で，行政サイドの計画面が強く，地

域や商店街を巻き込んだ取組みが不十分であると。そして目標達成状況の把握できる数値目標等設定が

されていなかったというふうに非常に明確に書いてあります。まだあと２年ありますので，この反省を

しっかりいたして，じゃあどういう課題かあったかと言いますと，中心市街地における商店街機能の低

下が見られる。増加する観光客への対応が不足していると。利用者賑わいのある中心街の形成がされて

いるかどうか疑問であると。そして目指すべきまちのことも書いてあります。これはですね，賑わいに

満ちた活力のある中心市街地の形成。訪れたくなる中心市街地づくり。多様な都市機能が集積した魅力

的な中心街の形成。前段私が申し上げましたけれども，この計画にもですね，これから政府の認可を受

けてやろうということでしょうけども，本来なら末広まちづくりと両輪でですね，いくことが望ましか

ったんではないかと思いますが，今からでも遅くはないと思いますので，４３ヘクタールの中心市街地

の計画をしっかりと前に進めていただきたいということをお願い申し上げたいと思います。 

 次に，平成２９年度施政方針予算編成について少し具体的に質問をさせていただきたいと思います。
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地方創生の６億３，６０８万５，０００円と当初予算で，それに補正が６，５１０万円加わって，７億

１，０８５万円のすごい金額が示されております。そういった中で少し点検を自分なりにいたしまし

た。雇用，人の流れ，結婚，出産，子育て，地域づくりなどに重点を置いた予算というふうには認識は

しておりますけども，まだまだこの雇用関連の事業が弱いように思われますけども，これについての見

解をお示しいただきたいということと，地と知の交流拠点整備事業１，５７０万円計上されております

けれども，これは地元町内会との意見交換はどのようにされているのか。集会，交流，避難所機能を備

えた集会施設ということが説明されておりましたけども，もう少し具体的に教えていただきたいという

ことと，これ単独事業となっておりますが，今防災関係のはすごい補助メニューもあると思います。そ

ういう中で補助事業ですることはできなかったのかどうかについて教えていただきたいと思います。そ

れとあと郷友会の交流事業３００万計上しておりますが，関西奄美会先ほど１００周年という話があり

ましたけど，その負担金のようでありますけれども，奄美市民，議会，行政等の関わりは費用対効果と

言いますか，そういったものはどうなっているのか。また，３００万円の算出根拠，出すことに大いに

賛成であります。私も全国奄美郷友会の連合会の設立をということで提案をさしていただいております

が，そういう中で３００万というものは非常に大切なものだというふうに思ってはおりますが，その主

なものは何であって，算出の根拠があればお示しをいただきたいと。また，各町村も負担金を出すのか

どうか。出しておるとすれば，その具体的なものもお聞かせをいただきたいというふうに思います。 

 ＡＩフェスティバル，何だろうと思って，この横文字が出ると分かりませんが，地域文化の新たな創

造と異文化交流についてというふうに書いてありますが，具体的な説明，補助事業のようであります

が，今回単発で終わるのかどうか，そこらも含めてお願いをしたいと思います。 

 後のそれぞれの事業については，それぞれ質問をさせていただきます。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 私のほうから２点先に答弁をさしてもらいます。 

 まず，雇用の関係でございますが，本市においては有効求人倍率が０．２８倍という最も厳しい雇用

情勢であった平成２１年度から国の緊急経済対策の一環として行われてきた緊急雇用創出事業を活用

し，平成２７年度の事業終了まで２７７事業を実施し，９４５名の新規雇用を創出してまいりました。

このことにつきましては，昨今の有効求人倍率の推移からも一定の効果があったものと考えておりま

す。議員も御承知のとおり，多大な事業費を要する大規模な雇用対策は，市単独での実施が困難である

ことから，これまでも国・県の補助制度を積極的に活用してきたという経緯でございます。一方，市単

独での雇用対策につきましては，平成２３年度から地域雇用サポート事業を実施し，平成２７年度まで

事業所，新規雇用者インターンシップ生に対する補助を行い，これまで７５名の雇用を確保してきまし

た。なお，当該事業については来年度以降も継続を実施する予定でございます。また，平成１７年度か

ら今年度まで緊急雇用対策事業とは別に，地域提案型の雇用対策事業，これは厚生労働省所管で補助率

１００パーセントでございますが，この事業の採択を受け，事業主向け，求職者向けのセミナーや合同

企業面接会等を実施してるところでございます。この事業は，本市が事業構想書を国へ提出し，事業採

択となった場合には，地域の行政，経済団体等で組織する協議会と国が直接委託契約を締結し，事業を

実施する仕組みとなっており，本市の予算には計上されませんが，これまで計４回の事業採択を受け，

１２年間で８３８名の新規雇用を創出いたしております。なお，この事業につきましては，今年度で事

業が終了することから，来年度以降も事業の採択を目指し，継続実施できるよう準備を進めているとこ

ろでございます。なお，今私どもが申し上げてるのは，直接的な雇用にかかる事業について私どもは申

し上げましたが，産業振興全般で言うと，そのものが雇用対策でもあるんじゃないかと御理解いただき

たいと思います。 

 それから郷友会の交流強化事業３００万でございますが，４月１６日に尼崎市で開催されます関西奄



 

- 84 - 

 

美会１００周年記念大会につきましては，本市を代表して出席する旅費のほか，芸能発表大会に出演す

る団体の旅費の支援等にかかる費用として計上しております。芸能大会につきましては，関西奄美会か

らの要請により，群島内から９団体が出演することとなっており，本市からは県指定無形文化財の佐仁

の八月踊りの皆様に御出演いただく予定でございます。３月２６日にＬＣＣが就航して間もないタイミ

ングでございますので，今後の交流人口増加につながるよう，関西奄美会との連携を深めていきたいと

思います。３００万の根拠につきましては，ほぼ市が代表して行く旅費と出演団体の旅費ということで

す。それから他町村は他町村それぞれに予算計上するということでございますので，御理解を賜りたい

と思います。以上です。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 私のほうから，地と知の交流拠点整備の関係をお答えいたします。幾つかご

ざいました。まず，１点目の地元町内会との意見交換ということでございますが，昨年の４月に撚糸工

場跡地が安勝町の第一自治会，これは奄美地区の集会場の建設推進委員会という皆様でございますが，

の方々が来庁されまして，旧撚糸工場の解体後の敷地活用についての意見交換をさせていただきまし

た。この中で奄美地区の長年にわたる懸案事項ということで集会施設，これは避難所付きの建設に関す

る御要望をいただいたところでございます。一方で，攻めの総合戦略の中でグローカル人材の育成を掲

げております。近年都市部の学生を中心にインターンシップの学生が増加をしております。市街地の活

性化計画の中で移転の必要性がある鹿大の分室がございますが，これの含めて知の財産を有機的に活用

した知の還元方法についても検討をしたところでございます。これを踏まえてということになります

が，コンセプトということになります。当該撚糸工場跡地に地元の世代間による地域と知恵の交流の

場，あるいは災害時の滞在可能な避難機能を備えた集会施設と併せて，大島高校，奄美高校，名中，奄

美小学校の各学校と近接する立地条件にあることから，地元の学生と島内外の各種団体による地域と知

識の交流の場ということでの整備を考えているところでございます。 

 補助事業の件でございますが，要件として最も合致すると考えられますのが，今回の地方創生の拠点

整備交付金が挙げられます。ただ，この交付金が平成２８年度の補正予算だけで措置をされておりまし

て，平成２９年度は国のほうで予算化されてないという状況がございます。こういうことから，今回補

助の対象とならないということで理解をしましたが，しかしながら，来年度以降の交付税の措置のあり

方もまた出てくると思いますので，そういう中で財源の確保に努めていきたいというふうに考えており

ます。以上です。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それではＡＩフェスティバルのことについてお答えをいたします。

これはＡＩと言いますのは，島の英語でありますアイランドと愛するというアイとを掛けた造語でござ

いますので，御承知おきいただきたいと思います。本予算は昨年６月に採用されました地域おこし協力

隊の谷よう子さんのこれまでの経験，それから人的な交流，それとＬＣＣの就航ですとか，大型観光ク

ルーズ船の寄港，こういったことで国内外からの観光客が増えるということが予想されております。ま

た，世界自然遺産登録，こういったものを見据えまして，奄美全体を芸術・文化の島という位置づけを

し，世界的にも貴重な奄美の伝統文化の継承，それと世界的な一流アーティストの皆さんとの芸術を通

した国際交流の場を設けたいということでの発案でございます。これは観るだけのイベントではなく，

参加することで外海離島で暮らす奄美の子どもたちに島で暮らしながら一流の芸術に触れること，島を

離れても生まれた島を誇りに思ってもらえるように，それから伝統文化を受け継ぐことの大切さを体感

してもらうということも目的に掲げております。具体的な内容につきましては，再来週になります今月

１９日に奄美文化センターのほうで行われますＡＩフェスティバル「ガジュータ」という催し物がござ

いますが，これを見ていただくとその意図するところがよく理解できるものだと思います。この事業

は，鹿児島県が一昨年ありましたこの国民文化祭，この活動が一過性のものにならないようにというこ

とで，今年度新規事業ということで創設をし，奄美市で開催が採用されたものです。県内初の開催とい
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うことになります。これは谷さんの指導の下９０人を超える奄美の子どもたち，青年団，高齢者が出演

する創作舞踊劇でございます。その中に奄美の伝統文化であります八月踊りですとか，伝説のケンムン

などの話も取り入れてございます。これをこういったこの取組みを更に継続するためということで，平

成２９年度に自治体国際化協会というものがございますが，そちらが募集をした平成２９年度国際交流

支援事業，これに応募をしたところでございます。総事業費は５２５万４，０００円，助成の申請額は

２０２万７，０００円となっているところです。この事業は，伝統文化の継承に向けた大切な取組みの

基礎になると考えております。更に継続していくための地元指導者の育成，こういったことも視野に入

れた内容となっております。今後もこうした事業を継続をしていきたいというふうに考えているところ

です。以上です。 

 

１５番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。安勝の集会場についてはですね，私も平成２６

年第１回の定例会で災害施設を兼ねた複合福祉施設と子ども子育て支援集会施設などが考えられないか

ということで提案をしておりますので，是非また財源についてもそういった形でお願いをしたいという

ふうに思います。 

 併せて次に，ふるさと納税活用事業と，その他の主要事業の概要についてお伺いをいたします。ふる

さと納税，今度基金の条例が出ておりますが，８項目ほど使途目標が掲げてありますが，その優先順

位，基準はどのように決定をするのか。毎年度の財源，事業にかかる財源は寄附金の何割とかいうふう

な基準を決めておいた方がよろしくはないかというような思いがありますが，そのことについてお願い

したいと思います。 

 二つ目は，学校ＩＣＴ環境整備事業，教育寄附金学校ＩＣＴ整備事業であります。これは平成２７年

度に新規事業で１２９万１，０００円学校ＩＣＴモデル事業ということで計上されておりましたけど

も，次の年に廃止と言いますか，計上がなくて，今回またこのように計上されておりますけれども，そ

ういった中で二つの事業はＩＣＴ機器と関連備品等の整備について具体的に示すとともに，整備する学

校の選択基準はどのようになされたのか。また，現在のＩＣＴの機器，関連備品の配置状況，そして受

け入れる側の学校の職員の意見，研修はどのようにされたのか。また，次に今後の計画等があればお聞

かせをいただきたいと思います。その他の主要事業について，マスタープランが都市計画のほうで出て

おりますけれども，このマスタープランについて旧名瀬市の平成２９年度までのやつがありましたけれ

ども，その関連についてお答えをいただきたいということと，査定業務の日程と手法についてどのよう

になっているのかと。特にですね，議会基本条例，私ども作ってありますけども，その１０条２項にこ

ういった重要な計画については，提案される予算案及び決算の審査に当たっては，前項の規定に準じて

政策説明資料を作成するよう求めるものとするというのがありまして，是非ですね，議長のほうからそ

ういう形で，幾つかの具体的には書いてありますけども，求めていただきたいというふうに思います。

そのことに対して見解があればお聞かせをいただきたいと。 

 二つ目は，景観計画策定業務７００万，奄美市における景観策定の概要，赤木名，いわゆる笠利地区

で先行しておりましたけども，なかなか進んでいないようでありますけれども，条例の取組みの現状，

そしてこのものが奄美市の景観条例制定につながっていくのかどうか。この３点についてお聞かせをい

ただきたいということと，もう一つは，地域公共交通形成計画策定事業１，０００万というのがありま

すけれども，概要について示していただきたいと。それから今これが出てきたことはなぜなんだろうと

いう疑問がありますので，それについてお答えいただきたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 私のほうからは２点，まず，ふるさと納税の関係ですが，これは先ほどの松

山議員の時にもお答えしましたが，今回活用する基金条例の提案をしております。その中で活用の項目

を８項目規定しております。もう項目については少し控えさせていただきますが，特に８項目の中で申

し上げますと，地域文化の保存と伝承，世界自然遺産ですね，それと観光の振興，子育て支援，こうい
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ったものを追加させていただいてるということになります。その中で今回どの項目に優先して財源を充

当するかということについては，現段階では定めてはおりません。寄附者からの意向を反映するという

ことが最も大切なことでございますので，その意向の指定の多い項目について基金を財源として実施す

るのにふさわしい事業かどうか，関係各課と協議の上，計上していきたいと，予算のほうに計上してい

きたいというふうに考えております。また，事業にかかる財源についての寄附額の何割かという枠の決

め方でございますが，これについても，基準としてはこれは前年度の基金積立額の範囲内で翌年度の財

源として取り崩していきたいというふうに考えているところでございます。 

 もう一つ，赤木名の景観の関係ですね，景観策定の関係ですが，奄美市の景観計画の概要ということ

でございますが，世界自然遺産登録に向けて奄美の良好な景観を保全，形成していくことは，国立公園

の方針の一つでもある環境文化型を維持することや，観光資源として活用する上で貴重な課題であると

いうふうに考えております。そのようなことから，まずは市全体の大きな景観形成方針を定め，それを

基本に今後住民や関係機関と協議をしながら，景観法に基づいて計画を策定しようとするものでござい

ます。 

 ２点目の赤木名地区についての現在景観条例はございませんが，赤木名地区の景観の維持及び形成を

図るためということで，赤木名地区まちづくり景観要綱を制定し，街並みの環境整備に取り組んでいる

ところでございます。取組みの現状をちょっと紹介いたしますと，地域住民の御理解と協力のもと，住

民の塀のサンゴ石張りや道路の景観舗装などを推進してるところでございます。これについては平成２

９年度も引続き進めていきたいというふうに考えております。また，景観計画が市の景観条例制定につ

ながるかという御質問ですが，当然ながら，計画策定に合わせて条例制定にしたいというふうに考えて

おりますので，御理解を賜りたいと思います。以上です。 

 

建設部長（元山末男君） それではマスタープランにつきましてその計画と関連，そして日程について御

説明させていただきます。名瀬市都市計画マスタープランにつきましては，旧名瀬市において将来の交

通体系や土地利用及び市街地整備の方針などを定め，都市計画における総合的な指針として役割を果た

すべく，平成１０年３月に策定された計画でございます。計画期間といたしましては，平成２９年度ま

での２０年間を目標年次としており，次年度新年度での目標期間が終了しますことから，次期計画とい

たしまして奄美市都市計画マスタープランを平成２８年，２９年の２箇年間で策定準備を進めていると

ころでございます。次期計画につきましては，旧名瀬市のマスタープランを検証した後，今後の奄美市

を見据え次期計画に活かし，策定していくものでございます。本年度におきまして，計画の素案となる

骨子を検討し，次年度におきまして外部の有識者や専門家，または地域の代表などで構成いたします策

定委員会におきまして計画の詳細について協議していくこととなっております。これらの作業を踏ま

え，マスタープランの原案が作成されましたら，都市計画審議会への報告を行い，平成２９年度末には

次期計画であります奄美市都市計画マスタープランが策定される予定となっております。 

 次に，議会への説明等につきましてですが，奄美市都市計画マスタープラン次期計画都市計画マスタ

ープランにつきましては，２箇年にわたり作業を進めてまいりますが，その作業の中におきましても，

市民アンケートや地域ごとのワークショップなどを開くなど，広く地域の方の御意見をいただく機会を

用意してございます。また，マスタープランを策定していく中におきましては，議員の皆様方に対しま

しても，経過を含め計画内容を説明いたし，最終的な原案が策定されましたら，パブリックコメントを

実施するなど，島内外問わず多くの方の意見を聞く予定でございます。これらの奄美市のまちづくりを

推進する指針となる重要な計画でございますので，しっかりと地域の皆様方の御意見を賜り議論を進め

てまいりたいと考えておりますので，御理解をよろしくお願いいたします。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは学校ＩＣＴ環境整備事業，それと寄附金の一部を活用いた

しました教育寄附金学校ＩＣＴ等整備事業につきまして御説明いたします。この事業におきまして，市
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内の小中学校へ具体的には電子黒板とプロジェクターを配備する予定にしております。整備対象の学校

は，現在の整備状況を踏まえて学校の規模等も考慮に入れ，３地区偏りがなく均等に配置をするよう計

画をしているところです。文部科学省の第２期教育振興基本計画で，ＩＣＴ機器の整備の目標とされる

水準が示されております。これは各学級に電子黒板等のＩＣＴが１台配置されるようにということが目

標となっております。先ほど議員のほうからもありましたが，教育委員会としましては，平成２７年度

に奄美市ＩＣＴモデル事業，これを実施をしております。各学校から募集を募りまして，応募のありま

した１０校の中から小中学校合わせて６校を指定をして電子黒板などを配置をし，ＩＣＴ機器を活用し

た授業に取り組んでいただいているところです。それを受けまして，平成２８年度はその検証を行うと

ともに，学校訪問や校内研修などを通しまして，効果的な機器活用についての授業参観を行い意見を収

集し，来年度以降ＩＣＴ機器の整備活用について検討をしてきたところです。管理職研修会や進路指導

研修会，生徒指導主任研修会，校内研修において指導主事が電子黒板を活用したプレゼンテーションな

どを行い，指導をしてきたところでございます。また，８月には学習支援ソフトウェア研修会も実施を

したところです。今後の計画といたしましては，各学校へのＩＣＴ機器整備につきましては，平成３１

年度には国の振興計画を達成できるよう年次的に整備を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。その上で分かりやすい授業の展開を工夫し，学力向上につながるツールとして活用していくことが

大事であるというふうに考えているところです。そのためにも，今後は使いやすい機器の選定，それか

ら教職員の資質の向上を図る必要があると考えております。教職員の研修につきましては，管理職の研

修会でありますとか，学力向上推進委員会などで研修を実施し，校内で有効的にＩＣＴ機器を活用した

授業ができるよう改善を図り，分かりやすい授業へつなげられるように実施をしてまいりたいと考えて

おります。また，奄美市ＩＣＴ教育推進委員会を設置をし，機器の選定でありますとか，あるいは教職

員の研修，それから各学校で行っております効果的な活用事例の収集，紹介，こういったものを行って

いきたいというふうに考えているところでございます。以上です。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 地域公共交通網形成計画でございますが，平成２６年度に改正された地域

公共交通の活性化及び再生に関する法律により，地方公共団体が策定できるようになった計画でござい

ます。この計画は，地域公共交通の現状や問題点，課題の整理を踏まえて，地域全体の公共交通の在り

方，住民，交通事業者，行政の役割を定めるなど地域にとって望ましい公共交通網の姿を明らかにする

マスタープランとしての役割を果たすものでございます。計画策定に当たっては，地域公共交通活性化

協議会を設置し，交通事業者などとの協議や，まちづくりと連携した面的な公共交通ネットワークを再

構築するために必要な施策を取りまとめる予定にしております。新年度に実施する理由といたしまして

は，中心市街地やマリンタウン地区のまちづくりが進む中で，公共施設の再編や新たな道路網の整備が

予定されており，まちづくりと連携した路線の在り方を検討する必要があること。また，増加が見込ま

れる観光客への対応として，分かりやすく利用しやすい地域公共交通はどうあるべきか検討しなければ

ならないものと考えているところです。更には，バス路線の維持にかかる行政負担の増大もあり，住民

の利便性を確保しつつ，行政負担の増加を抑制しながら維持するための総合的な検討を行う時期にきて

いるものと考えているところです。以上です。 

 

１５番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。時間が大分押しましたので，次にいきたいと思

います。 

 教育長の基本的考え方ということで，平成２９年度教育予算編成をどのように評価し，重点施策事業

は何か具体的にお示しをいただきたいということであります。 

 二つ目に，教育予算，給食センター事業についての７億１，２８８万７，０００円と計画の当初見積

りより大分低い事業費になっているように思われますけども，原因をお示しいただきたいと。 

 二つ目は，平成２８年度への繰越明許４，７５１万３，０００円ありましたけども，執行状況を事業
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別に示していただきたいということと，共同調査研究，学校給食における持続可能な食材の流通システ

ムの構築ということでありますけども，なぜこの時期になっているのか。 

 ３番目についてはお答えいただきましたので，割愛をさせていただきます。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは平成２９年度の当初予算の編成につきましては，地域の中

で教え学ぶ教育文化のまちづくり，また，魅力あるまちづくりの実践の取組みが重要と位置づけ編成を

したところでございます。重点施策の事業としましては，先ほど答弁いたしました学校ＩＣＴ環境整備

事業，それから教育寄附金学校ＩＣＴ整備事業を実施をし，学力向上につなげてまいりたいというふう

に考えております。 

 次に，更に来年度は名瀬・住用地区学校給食センターにつきまして，本体建設整備に入ってまいりま

すので，全体の事業の進捗を図りながら，地場産物活用や食育等といった運用面も計画的に進めてまい

りたいと考えております。特に地場産物の安定的な活用や持続的な流通組織の確立につきましては，学

校給食地場産物活用推進協議会で検討を重ねてまいる予定になっております。また，新たに名瀬公民館

に替わる市民交流センターの建設計画について，昨年９月の議会で皆様にも説明をさせていただきまし

た。中心市街地活性化基本計画に位置づけた事業として計画をしております。本事業は，地域住民の相

互交流を目的とし，地域活性化の拠点として文化交流等の都市活動，コミュニティ活動を支える中核的

施設の整備を図るものでございます。財源となります都市再生整備事業の計画策定中で，今年度中に基

本構想，基本計画の策定に取り掛かる予定にしております。広く市民の皆様の御要望や御意見を集約で

きるよう，各団体を中心としました基本構想計画策定委員会を立ち上げ，協議を進めることとしており

ます。今後のスケジュールとしましては，平成２９年度に基本設計，３０年度に実施設計，平成３１年

度から本格的な工事を始め，平成３２年度中の完成を見込んでいるところでございます。 

 次に，給食センターの件ですが，名瀬・住用地区学校給食センターの予算につきましては，平成２９

年度に７億１，２８８万７，０００円，それと債務負担行為５億円，合計１２億１，２００万円を計上

をしております。現在２７年度からの繰越しを含め，敷地の測量，設計，土地の造成工事，基本実施設

計，地質調査業務など計画どおりに施工をされております。事業費につきましても，ほぼ計画に近い形

で推移をしているところでございます。 

 それから共同調査，この事業につきましては，昨年の７月に一般財団法人地方自治研究機構から全国

の自治体へ募集がありまして，市教育委員会としまして学校給食に連動した地産地消，食材の流通の地

域活性化に関する調査研究ということで応募したところでございます。この共同調査研究事業は，地方

自治研究機構が地方公共団体と共同で調査研究に当たるもので，地方公共団体が抱える諸課題に関する

調査研究を行い，活力ある地域社会に向けて取り組む事業ということになっております。費用負担につ

きましては，総事業費が８００万円でございまして，機構の方が６割負担ということで４８０万円，奄

美市が４割３２０万円の負担ということになっております。２８年度まで当機構が各自治体で取り組ん

だ事例といたしましては，３６０件ほどの実績があるということでございます。今回のこの具体的な事

業の内容としましては，現在各学校で対応をしてます食材の取引業者や，活用可能な地場産物の内容や

総量の把握，必要な供給，流通体制，あるいは生産者の体制，こういったものの事業者の掘り起こし，

そういったものも含めまして，持続可能な食材流通システムの構築をしたいというふうに考えておりま

す。期待される効果として，地場産物の安定的な需要を確保し，地元雇用，それから資源の活用などの

振興が図られるとともに，安全・安心で栄養バランスを考慮した学校給食の提供と食育，食文化の継承

に期待できるというふうに考えております。以上でございます。 

 

議長（竹山耕平君） 関議員，関議員，もう一度質問のほうお願いします。 
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１５番（関 誠之君） 平成２８年度への繰越明許費が４，７５１万３，０００円ありましたが，執行状

況を事業別にお願いをしたいということですが。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 繰り越しの４，７００万円ですが，これは地質調査業務委託料とい

たしまして６２８万６，０００円，これを既に執行済みでございます。それから基本実施設計の委託料

としまして２，４６８万６，０００円が執行予定ということになっております。 

 

１５番（関 誠之君） 時間がありませんので，またどこかの機会で聞きます。 

 一つだけ奄振，大事なことですから，次期奄振法の課題，私なりに言います。法の中で目的規定に定

住の促進を図るという趣旨を追加をしております。その中で介護，医療，防災，自然環境保全，エネル

ギー対策，教育にかかる事項を配慮規定ということで追加をしております。２９条あったものを６６条

に増やして，大変厚みのある法律としたというのが前の改正だったというふうに思います。この配慮規

定の条項をどのように活用し生かしているのかというのが１点です。お聞かせください。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それでは配慮規定の活用ということで，事例ですが，まず天城町における医

療施設保健センター整備事業，防災関連の施設整備事業，あるいはサンゴ礁の保全事業，奄美ドクター

ヘリ基地ヘリポート整備事業がございます。具体的には主な例としてはそういう事業を実施してるとい

うことでございます。以上です。 

 

１５番（関 誠之君） 議論する場があると思いますので，あと残っておりますけれども，自衛隊の関係

はどこかでできるんだろうと思いますので，１点だけお聞きをいたしたいと思います。事務費の６パー

セント，これは登記書があるのかないのかということ。予算を組んだ水道拡張事業１億４０５万１，０

００円，歳入の時期はいつかということだけお聞きをしたいと思います。 

 

上下水道部長（上島宏夫君） 事務費割合の６パーセントについては，実際まだ協議書は交わしておりま

せん。あとまだ協議事項がまだ支払い方法，維持管理等残ってますので，その協議事項が整った段階で

契約を結びたいと考えております。 

 もう一つの１億４０５万１，０００円の歳入時期でありますけども，歳入時期については現段階自衛

隊から新年度早々に支払える体制を整えると回答を得てます。以上です。 

 

１５番（関 誠之君） 大変時間がなくて，頑張った諸君には大変失礼でしたけども，どこかで必ずやり

ますので，よろしくお願いしたいと思います。１点だけ，この１億円が新年度に入るということで，今

年は入らないということが今確定をしましたので，そのことだけ強調して，私の御質問を終わりたいと

思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で社会民主党 関 誠之君の一般質問を終結いたします。  

 暫時休憩いたします。（午後３時４５分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午後４時００分） 

 引き続き一般質問を行います。 

 自民新風会 師玉敏代君の発言を許可いたします。 
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１８番（師玉敏代君） 議場の皆様，こんにちは。会派は自民新風会 師玉敏代でございます。一般質問

の初日５番目ラストになりますが，当局におかれましても，初日でありますので，今あまり疲れていな

いと思いますが，簡潔明瞭な御答弁をよろしくお願いいたします。 

 では，平成２９年度第１回定例会の開会に当たり，一般質問に入ります前に少し所見を述べさせてい

ただきます。 

 平成２６年７月バニラ格安航空の就航，そして３月２６日は関西－奄美間のバニラ格安航空の就航が

決定されております。大変いいお話が奄美に吹き続いております。東京オリンピック開催後の国体，鹿

児島県大会の相撲会場が住用町，トライアスロンが天城町の開催に決まり，昨年の１２月には念願の奄

美ドクターヘリが就航し，想定を上回る出動要請は，住民の期待の高さの表れであり，救命率向上に大

きな期待が寄せられています。また，昨年は奄美群島国立公園の区域案が示され，環境省は３日奄美群

島国立公園として新たに指名することを決めました。明日７日国内で３４番目の国立公園に指定され，

世界自然遺産登録の実現へと一気に弾みを付けました。１月にユネスコに正式推薦を決定。２月１日に

推薦書が提出され，今夏にはＩＵＣＮが現地調査に入る予定であります。これまでの世界自然遺産登録

に向けて度重なる基調講演，シンポジウム，研修会等の中で専門家によるマングースバスターズの取組

みは大変大きく評価されてきました。今夏現地調査に訪れる予定のＩＵＣＮは，生態系，生物多様性の

保護に対して多頭存在するノネコ，ノラ猫の問題，飼い猫の飼養に関する及び管理に，広域的にどれだ

け行政が取り組む覚悟があるのか，行政の本気度が試されている，また，問われている重要な調査の一

つであります。県は１月３０日に外来種対策基本方針案を発表しました。外来種対策は不可欠とし，県

民に入れない，捨てない，広げないの被害予防３原則を定めました。自然保護と地域の産業興し，共に

生かし繁栄することにどれだけ心を砕き，進めていけるかは，単に楽観的を許さない状況にあることを

私自身も肝に銘じて様々なことを取り組んでいきたいと思っています。 

 では，一般質問に入ります。この時期になりますと，徳之島のバレイショ春一番，沖永良部のバレイ

ショの春のささやきの共販計画合計２６億円の１万３，０００トンが出荷されると予想されます。２６

年度より実施された輸送運賃コスト支援事業費が大台に上がる勢いを見せています。今期は大きな台風

の被害もなく，サトウキビ，園芸作物，果樹の生産高は近年にない伸びを見せていることと思います。

主要な作物の昨年に推移した生産高，重点作物振興作物とするタンカン，カボチャの販路をお示しくだ

さい。 

 次の発言からは発言席にて行います。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

農政部長（奥 正幸君） それでは師玉議員の御質問にお答えをしたいと思います。御質問内容が，重点

作物の昨年と比較した生産状況やその販路についてとの御質問でございますが，サトウキビやタンカ

ン，カボチャなどの園芸作物につきましては，平成２８年度は全体的に台風などの被害もなく，適度の

高温にも恵まれたことや，病害虫による被害も少なかったことにより，順調な生育で生産量も増加傾向

にございます。まず，サトウキビにつきましては，平成２７年度の１万９，０３１トンの生産量に対し

まして，２万４，２００トンと大幅に増加する見込みとなっております。 

 次に畜産につきましては，規模拡大が進み，１戸当たりの飼養頭数の増加，子牛価格の高騰など生産

意欲が高まっており，平成２７年度の飼養頭数は１，２６１頭で，生産頭数は６０３頭となっており，

本年度につきましては現在調査中でございますが，１戸当たりの飼養頭数の増加に伴い，生産頭数も増

える見込みでございます。今年の１月の子牛競り市の実績といたしましては，メスの価格平均が８０万

円，オスが９１万１，０００円，総平均で８６万７，０００円となっておりまして，最高値で雌が１０

４万９，０００円，雄が１１７万１，０００円と高値を維持しているところでございます。今後は粗飼

料の単収向上や優れた凍結精液の確保と受胎率の向上の推進を図り，更なる子牛の商品性向上に努めて
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まいりたいと考えております。 

 タンカンの販路につきましては，ＪＡへの共販，地元市場，個人販売があり，ＪＡへの出荷といたし

ましては，今年の選果場での取扱い量２５８トンに対しまして１９２トンが共販量でございます。ま

た，議員御承知のとおり，今年産は豊作となっておりますが，平成２６年産の生産量が６７４トン，平

成２７年度が廃棄量で７８６トン，今年度は出荷途中で集計されておりませんが，増加する見込みでご

ざいます。 

 次にカボチャの販路につきましては，全てＪＡの共販でくみあい食品へ出荷しております。面積につ

きましても，平成２６年度が栽培面積１７ヘクタールで，平成２７年度の栽培面積が２０．１ヘクター

ルと拡大傾向にございます。以上でございます。 

 

１８番（師玉敏代君） 今回はですね，先ほども申し上げましたように，台風も来なかった。タンカンに

しても樹勢の回復がよく，台風被害もなくて，今回は近年にない豊作なんですね。その中でやっぱり重

点作物と言われるカボチャとタンカンというのは，農協の共販体制ですよね。要するに農協共販体制と

いうことは，販路が安定はしてるんですよ。その中でですね，輸送運賃コスト支援事業が５５品目の中

で約２０品目が野菜なんですね。その中で質問するんですけども，今定例会の総括質疑の中で５５品目

を対象とした農林水産物の輸送コスト支援事業の減額について質疑がありました。水産業が主で，悪天

候不漁のための水揚げが悪かったことと理由説明がありました。昨年もこの事業は減額補正されていま

す。条件不利性の克服を後押しする支援事業です。５５品目のうち２０品目が野菜等が対象。その中で

重要振興作物のカボチャのですね，過去３年間の取扱い量ですね，できれば奄美市全体笠利地区です

ね，笠利の地区がすごい伸びてるんですね。以前は住用大変作ってたんですよ。この間笠利の選果場も

見て来ましたけども，昨年ですね。大変カボチャが規格外別に並べられて，あ，すごいなと。やっぱり

カボチャというのは供給も安定ですけど，やっぱり実績経験があるんですよ。そういった意味を含めて

質問するんですけども，この３年間のカボチャの実績とですね，あとその支援，助成，また，販路が安

定しているカボチャ生産高のですね，拡大のための農家育成，更に営農指導体制についてお伺いいたし

ます。 

 

農政部長（奥 正幸君） まず，カボチャ過去３年間の取扱い量について答弁いたします。過去３年間で

すね，平成２５年度の実績といたしましては，奄美市全体で栽培面積が１２．１ヘクタール，共販量が

８３．３トンとなっております。特に笠利地区におきましては，面積が７．４ヘクタールの共販量が５

２トンと，全体の６１パーセントを占めております。平成２６年度は，奄美市全体で栽培面積が１２．

５ヘクタール，共販量が７６．２トン，で，うち笠利地区の面積が８ヘクタールの共販量が４６トンと

なっております。平成２７年度につきましては，奄美市全体で栽培面積が１３．７ヘクタール，共販量

が８９．１トンで，うち笠利地区の面積が８．９ヘクタールの共販量が５９．７トンとなっておりま

す。このように，栽培面積，共販量ともに伸びているということでございます。カボチャは市の重点作

物として研修生などの新規就農者が取り組みやすく，幅広い年齢層での栽培も可能であるため，面積，

生産量，生産額ともに増加傾向にございます。輸送コストの話でございますが，奄美群島農林水産物輸

送コスト支援事業で取り扱ってる農産物につきましては，カボチャをメインにインゲン，実えんどう，

スモモなどがございます。平成２６年度の輸送実績につきましては，輸送量が７万８，６９４キログラ

ム，輸送コスト事業金額につきましては１２９万８，０００円でございます。そのうちカボチャが全体

の約９０パーセントを占めております。また，平成２７年度の実績につきましては，輸送量が９万１，

６８６キログラム，輸送コスト事業金額につきましては１７４万８，０００円でございますが，カボチ

ャが全体の９９パーセントを占めております。平成２８年度につきましては，現在調査中でございま

す。この数字でも示されているとおり，カボチャは今後更に増える見込みですので，この事業を積極的

に活用しながら，市としましてＪＡと連携し，継続的に種子代，トンネル資材，防風資材購入への助成
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を実施し，産地拡大を図っていきたいと考えております。カボチャのその増産に伴う市の支援，カボチ

ャ支援の補助率でございますが，種子，トンネル資材，防風資材の助成につきましては，補助率は１０

分の４を助成をしております。営農指導につきましては，関係機関と連携し，定期的な巡回指導や適期

に栽培管理を行うための研修会の実施に努めているところです。今後面積拡大を図る上で市の広報紙や

春秋野菜栽培研修会などで支援内容を広く広報し，増産に努めてまいりたいと考えております。以上で

ございます。 

 

１８番（師玉敏代君） 私もカボチャは集落営農で作ったことがあるんですね。一時期はもう集落園の役

場職員も作ってました。それぐらい作りやすいと言うか，安定してるんです。要するに引き取ってくれ

るところがある。販路がある。値段もですね，秋カボチャ，春カボチャとあるんですが，春もすごく値

段がいいんですよ。ある意味抑制しながらある程度時期を，市場のね，動きを見ながらカボチャを出し

ていく。カボチャって結構日持ちもあるんですね。管理も冷暗所に置いとくと長くもつもんですから，

やっぱりカボチャのですね，これだけずっと長年実績があるんですよ。私は一応輸送運賃コスト支援事

業でね，一番その中でカボチャが一番占めてると。そういう中でできれば実績のあるそういった作物を

ですね，やっぱり耕作放棄対策も兼ねてですよ，笠利がどんどん伸びてます。住用が高齢化，担い手が

いないということでもう作付け面積が減ってます。でも，今でも現在は作っています。やはりこういっ

た支援事業をですよ，助成，トンネルの資材だったり，種の支援もあるわけですよね。そういったこと

をもうちょっとここに乗せてですね，やっぱりいろんないろんな野菜研修部会とかもあるわけですよ。

そういったところでしっかり工夫しながらできる作物をやっぱり奨励していく，これは一番危険はない

ですよ。作ったら売れるんですから。だからそういったことをね，してほしいということで，私はでき

ればこの輸送コスト支援事業というのは国が１０分の７ですか，県が１０分の１．５，市が１０分の

１．５で全額補助ですよ。陸路からそして海上，港の荷捌きまでもつわけですから。こういったせっか

くの支援事業があるにも関わらず，ものが島外に出ていかないというやっぱりこれをですね，やっぱり

行政もですね，やっぱり農家育成とは言いながらも，遊休地対策，そのカボチャをですね，やっぱり今

できる作物，リスクが少ないと思いますよ。そういった作物を積極的に是非進めていただきたいと思っ

ています。是非もう輸送コスト支援事業を大いに活用してですね，島外で戦える作物として是非生産拡

大してほしいと思います。 

 次に，２番目の耕作放棄地と振興作物の奨励はということなんですが，農地利用最適推進員が昨年度

から設置，担い手の農地の集積，集約化，耕作放棄地等の発生防止や解消，農地等の利用の最適化，有

効利用を進め，農業経営の更なる発展を目指すとしています。農家への栽培意欲を促進し，耕作放棄地

の流動化をどのように図っていくのか。更には営農センター横の平張りハウス，研修用のハウスで新た

な作物の試験的栽培，振興作物の奨励を積極的に行う施策をどう考えるか，お示しください。 

 

農政部長（奥 正幸君） 耕作放棄地対策，現在実施してる状況と，振興作物の奨励，現状で実施してる

対策についての御質問でございますが，答弁いたします。農地利用最適化推進員につきましては，議員

御承知のとおり，平成２８年４月１日から設置をされまして名瀬地区で２名，住用地区で２名，笠利地

区４名の合計８名の委員が配置されております。各地区における担い手の農地の集積，集約化，遊休地

の発生防止，解消，新規参入者などの促進などの推進を行っているところでございます。お尋ねの耕作

放棄地対策について現在実施してる状況についてお答えいたします。耕作放棄地につきましては，人力

での草刈りにより直ちに耕作することが可能な土地が，平成２７年度末で名瀬地区で４５ヘクタール，

住用地区で２３ヘクタール，笠利地区で４５ヘクタール，合わせて１１３ヘクタールございます。国の

耕作放棄地再生利用緊急対策事業を実施をいたしまして，耕作放棄地の解消に努めているところでござ

います。事業内容といたしましては，荒廃した耕作放棄地を引き受けて，作物生産を再開する農業者な

どが行う再生作業，土づくり，作付け，加工，販売の試行，必要な施設の整備などの取組みを支援する
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事業で，補助率につきましては２分の１と定額補助がございます。本市における事業の実績といたしま

しては，平成２７年度実績で０．１４ヘクタールを実施いたしました。で，平成２１年度からの合計で

約１４ヘクタールの解消に努めているというところでございます。 

 次にお尋ねの新興作物の奨励，現状で実施してる対策等についての御質問でございますが，年内に収

穫ができるポンカンに代わる品種として「津之輝」の生産振興を図っているところでございます。特徴

といたしましては，果皮は艶がありやや赤みがかっており，皮は比較的むきやすくほとんど種がなく，

果実は１８０グラム程度で病害虫にも強いといった特徴がございまして，本土においては年明けの出荷

となりますが，奄美大島での露地栽培で１２月に収穫が可能とされ，お歳暮などの贈答用として期待の

持てる品種でございます。この品種の選定につきましては，若手農家を中心として，数種類の柑橘類の

中から試験栽培をし，検討会を重ね奄美大島の気象条件や食味等を考慮し，「津之輝」を選定をしてお

ります。栽培面積の拡大を図るために苗木の導入に対する支援を平成２５年度から平成２７年度までの

３箇年を実施いたしておりまして，約５ヘクタールの面積拡大を図ったところでございます。以上でご

ざいます。 

 

１８番（師玉敏代君） 耕作放棄地対策もですね，何を作るかというところで，耕作放棄地が流動化され

ていくと思います。やっぱり今度の農地利用最適推進員というのも設置されたわけですよ。いろんな準

備はできてるわけですよ。あとは何を作るか。やっぱりそういったものをですね，また今言ったよう

に，振興作物は津之輝と申し上げましたけど，やっぱり津之輝もですね，先ほど申し上げましたよう

に，１２月はポンカンに代わる贈答用として大変おいしいという評判を得ております。私も大変期待し

てるところであります。それはそれでいいんですよ。また新たにですね，園芸作物もですね，やはり営

農センターの横の平張りハウス棟２棟建てましたよね。そういったまた新たにもハウスの建設があると

思うんですが，新規就農者用の研修用としても要ると聞いてます。やっぱりどういった作物がいいか

ね，やっぱり作ってみるのも今後の奄美市の農業にとっては大変いいことだと思うんですよ。今回瀬戸

内がですね，県の振興資金を利用してですね，国産アボガドの潜在的需要の高いことから，今後の生産

技術確立を産地化の促進につなげるため，アボガド栽培実証ハウス事業が導入されます。やっぱりです

ね，そのように，やっぱり攻めの農業ですよ。やっぱり何がいいか。お隣さんがして良ければ，その後

やるという方法もありますけども，やっぱり奄美市がですね，やっぱり農業に対してやっぱりもうちょ

っと積極的にですね，強い姿勢で臨んでいただきたいと。遊休地がいっぱいあります。もう喉から手が

出るほど，借りたい農家もたくさんいますけども，そういったことを含めて農業戦略に大変期待してお

りますので，よろしくお願いいたします。 

 次の質問に入ります。規格外Ｂ級品のジュース加工整備についてお伺いしますが，昨年度はミカンコ

ミバエの誘殺からタンカンの早い時期の青取り等で樹勢回復がよく，また，例年にない風水害もなく，

想像以上の豊作となり，生産過多による市場にあふれる値崩れの状況と小売店での値下げ競争はこれま

でにも隔年期に起きる現象であります。販路にも限りがあり，個人顧客販売，農協販売，名瀬中央青果

市場等となっていますが，どちらにしても毎年はねられる規格外，Ｂ級品等の対策として，ジュース加

工センターの整備は考えられないか，お伺いいたします。 

 

農政部長（奥 正幸君） 選果場から出される規格外品が出るものに対してジュースの加工整備，加工施

設を造ることができないかという御質問でございますが，選果場において規格外品というのはですね，

毎年共販量の約平均１５パーセントが規格外品ということで出てきております。今後その出荷量の増加

に伴ってですね，その規格外品の取扱い量も当然増加してくるということが予想されております。この

ことから，少しでも農家の所得向上につなげるためにも，規格外品の有効活用を図る必要があると考え

ているところでございます。お尋ねの加工施設整備につきましてはですね，果汁を製造する一次加工場

の整備を考えておりますけれども，選果場の取扱いがですね，不安定で計画するよりこれまでは大きく
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下回っている状況の中で，加工施設の規模など具体的な整備計画などを検討する段階には至っておりま

せんでした，これまでですね。ただ，今回今年度予算のそのタンカンの生産の流通状況などを踏まえま

してですね，この選果場の設置などを含めてですね，構成市町村やら生産農家なども含めてですね，そ

のＪＡの果樹部会という組織などもございます。その中でですね，協議してまいりたいというふうに考

えておりますので，御理解をお願いしたいと思います。 

 

１８番（師玉敏代君） 前向きに設置に向けて整備していくということでよろしいですね。 

 

農政部長（奥 正幸君） 今，具体的にですね，整備をするということではなくてですね，ただまた来年

のタンカンの状況というのがですね，今年は先ほども何度も師玉さんもおっしゃったように，ミカンコ

ミバエが終息をして青取りをして，早期摘果をして勢いがものすごく良くて大豊作になってると。しか

も表年と重なってるというような状況の中で，そういうことでですね，設置に向けて来年以降もまた関

係部局でですね，検討していきたいというふうに考えております。 

 

１８番（師玉敏代君） 是非ですね，加工センター，ジュースセンターはですね，選果場ができた時に同

時に整備してほしいという要望はずっとしてきたんですよ。その後選果場ができた後も何度かこの質問

はしてます。要するに規格外でね，値崩れというのはよくあるんですよ，今回に限ったことじゃないん

ですよ。その度に農家がですね，無料でもうどんどん私のとこもたくさん来ましたよ，無料で。そうい

う状況というのをね，やっぱり物が行き場がない。これを見て行政考えなきゃいけないことなんです

よ。値が崩れるのは行政の責任じゃないですけど，その崩れたことに対して行政はどういうことを対処

していくかというのを考えるのがあなた方の仕事なんですよ。だから広域的にですね，そして専門部

会，果樹部会，その人たちもきっとそう思ってますよ。選果場造る時もやっぱりいろいろ問題ありまし

たよね。だけど造ってしまいましたよ。やっぱりね，選果場の中に加工ジュース，サン奄美さんなんか

せいぜい４トンしかストックしないですよ。もうどんどんミカンが出ていくことの状況を見てね，来年

と言わず早い時期に加工ジュースセンターを造ることをしてほしいんですよ。そんなこと言っていいん

ですか，もう１回。 

 

農政部長（奥 正幸君） 整備を検討するという話の中で，しないということではございません。そのＪ

Ａの果樹部会というのはですね，タンカンのその反省会もあり，出荷協議会もあり，かなりの頻度で協

議会というのがあります。市の組織の中でもそういう組織もあって，作業部会とかですね，同じように

して先ほど生産農家やらＪＡさん，更には構成市町村含めてそういう検討する会というのがございます

んで，決して整備しないということではなく，整備を含めて検討すると，そういう場を設けたいという

ことでございますので，御理解を賜りたいと思います。 

 

１８番（師玉敏代君） 是非ですね，専門部会のある一人の人から電話があったんですね。この間和歌山

県のジュース加工センターの放映があったと。大きな大手な農家ではないんだけど，ミカンて皮をむい

て作るんですよ。もう皮ごと入れる。ジュースを作る，そういうのが機械を導入したということなんで

すよ。私はもう早速そこ行こうかなと思ってるんですよ。そのうち造ってくださるつもりでですね。ま

たその大和村に缶ジュースがありますよね，スモモジュース。やっぱり今からね，世界自然遺産のロゴ

を入れるぐらいの缶ジュースもですね，タンカンジュースもですね，今やっぱり１０リットルぐらいで

もストックして瞬間冷凍できますので，やっぱりどんどんそうして物を作ったら売れるよう，物を作っ

たらジュースができるよという受入れ体制ですよ。是非お願いします。 

 それに引き続き次の質問に移ります。住用・名瀬給食センター（仮称）学校給食地場産活用推進協議

会の設置については，２７年度第２回定例会の一般質問でも触れました。地場産活用，子どもたちの食
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育の観点からも，地場産の食材，野菜，果樹，加工品は既に笠利町の味の郷が笠利給食センターに搬入

し，農家の生産意欲，収入につながっています。朝戸，古見方の遊休地の活用が，地域農業と給食セン

ターのつながり，農家が見える食育にもなります。３，６００食の食材の一翼にもなります。この推進

協議会の設置は建設整備と同時に進めるべきと思いますが，お考えをお示しください。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） ただいまお話のありました学校給食地場産活用推進協議会ですが，

現在生産者の代表，それから組合，流通関係者，ＮＰＯ団体，ほか学校給食関係者など人選を進めてい

るところでございます。年度内には協議会を立ち上げて，地場産物の活用や流通体制のあり方につい

て，また，現状における各学校での取引の状況，それからどういう食材がどの程度流通を月ごと，ある

いは年を通して流通をしているのか，そういった調査も併せて実施をしたいというふうに考えておりま

す。更に前の御質問でもお答えしましたけれども，一般財団法人自治研修機構の方の学校給食に連動し

た地場産池消，食材流通の地域活性化に関する調査研究，共同調査を行う予定にしておりますが，これ

により地場産物の安定的な需要供給を確保をして，地元雇用ですとか農産物等資源の活用を図っていき

たいというふうに考えているところでございます。 

 

１８番（師玉敏代君） この給食センターがまずその４，０００食規模で３，６００食というね，やっぱ

りそのイメージですよ。やっぱり地域の農家の顔が見えるとか，地域農業とね，密着してるとか。食育

ですね，農家の皆さんが作った作物がこの給食センターに流れるというこのイメージはとっても大事だ

と思いますよ，せっかく造るわけですから。やっぱりね，１か所で一括ね，搬入すれば問題ないんでし

ょうけど，私はこれ農業振興につなげたのはですね，是非あの朝戸の近くにできるんであれば，あの辺

の遊休地を活用しながら，農家育成にも当たってほしいと，そういったものもね，大事ではないかとい

うことで今回質問しました。是非ですね，これは大事なことなんです，この給食センター造るにはです

ね。これは最初のお約束ですよ，皆さん。これを作る時にはこれをしますよと。だから私は一番まだ温

かみがあるなと思いますので，やっぱりこの辺は是非進めていただきたいと思います。もう時間かあり

ませんので，次に進みます。 

 では，地域おこし協力隊の活動と隊員増についてお伺いいたします。人口減少克服，地方創生という

構造的な問題の取組みは，就労，結婚，出産，子育てや移住に関する地域住民の希望が叶う環境を整

え，東京一極集中に伴う過疎などの問題を解決し，地域ごとに異なる課題に対してそれぞれの特性に応

じて対処することである。人口減少克服という長い取り組みの着地点の効率的，効果的な社会経済シス

テムに向けて検討する必要があると言っております。その一つが地域おこし協力隊であると思います。

地域おこし協力隊は，過疎地域等に住民票を異動し，地域に居住しながら地域の特性を生かし，地域づ

くり，地域おこし，支援活動を行いながら定住，定着を図る取みであります。移住，定住を前提にして

おります。瀬戸内町は２８年度３名から今年度２９年度４名，旧４か町村に配置し，新たな１名は農業

に特化した隊員である。本市も確実に人口交流，人口増につながる，また，地域活性化の施策として名

瀬地区，笠利地区，住用地区と，また，名瀬地区には６地区あります。その地区別配置は考えられない

のか，お伺いいたします。 

 

市長（朝山 毅君） 地域おこし協力隊の件について私のほうで答弁させていただきます。本市では平成

２８年から地域おこし協力隊として長瀬さん，谷さん，男性で長瀬さん，女性で谷さんのお二人を採用

いたしております。固有名詞を出しますが，お断りをいただいておりますので，あえて申し上げます。

まず男性の長瀬さんが奄美大島全体の観光情報のワンストップサービスを強化する奄美大島ＤＭＯ組織

強化プロジェクトの担当者として，奄美大島観光物産連盟に配置されています。主な業務内容といたし

ましては，来島者へ利便性の向上や情報発信の強化を図るため，当協会のウェブサイトのリニューアル

に取り組んでるところであります。また，女性の谷さんにつきましては，先ほど教育委員会のほうから



 

- 96 - 

 

も事業の概要等についてお話ありましたが，市内の小中学生を対象とした地方創生を担うグローカル人

材育成プロジェクトの担当者として教育委員会に配置されております。着任直後から学校や関係機関な

どを訪問し，世界に発信できるイベントの企画，その発表に向けた準備を行っているところでありま

す。離島にいながらにして夢を実現できるという機運を盛り上げ，将来の奄美市を担う人材の育成に取

り組んでおります。そのようなお二人の地域おこし協力隊としての活動は，本市の移住，定住のみなら

ず，交流人口拡大や議員がおっしゃる人材育成にも着実につながっていくものと認識いたしてるところ

であります。そこで議員の御提案の各地区にということでございますが，類似の例などを見ますと，地

域協力隊自身の熱意があることはもちろんのことでありますが，地元住民との協力体制のマッチング，

そして着任後に隊員が行うミッションを明確に示すことなどがやはり地域おこし隊の成功例と言われて

いるようであります。そのような意味におきまして，本市が現在実施いたしております本気で人口を増

やしたい集落応援事業と併せまして，今後の募集についてはあらゆる皆さん方の意見なども勘案しなが

ら検討してまいりたいと考えておりますので，御理解をいただきたいと思います。 

 

１８番（師玉敏代君） ２名ということで，私はですね，これはまず来ていただく。確かにミッションで

すよね。何をするか，任務だと思います。これは地域おこし協力隊の中でも協議会の中で話が出てると

聞いてます。やっぱりそういうことももちろんですけども，まず奄美に人を呼ぶ。確かに何をするかで

それぞれ特化した役割があると思いますけど，私としてはですね，長野県小川村が２，５００人しかい

ない人口なんですけども，５人，今回夏子どもたちが６年生２３人来たんですね。なぜこんなに多いん

ですかと言ったら，そこで関係者の方が，地域おこし協力隊のお陰ですと言うんですよ。もちろんこの

地域おこし協力隊は独身に限らないんですね。夫婦世帯もおれば家族構成は親子という世帯もあるそう

です。まず来ていただいて，その人が何ができるかという，それは皆さんが面接するでしょうけど，募

集もですね，広げて，奄美に来て一番の手っ取り早い人口の人口増にするこの事業なんですよね。やっ

ぱりそういう意味でもですね，是非やっていただきたいと，増やしてほしいと。やっぱりミッションは

各地域あるんですよ。今市長が言いました集落を本気に人口を増やしたい事業ですよ。これもですね，

そこに地域おこし協力隊がいたら，一緒になって取り組むことはできるんですよ。住民は地域，最近は

何ですか，地域包括ケアシステムづくりで全て地域なんですよ。地域の人は支える人もだんだん少なく

なっている中で，人口が減ってる中で，これも地域で考えましょう，これもやりましょうと言っても，

やはりここでリードする核になる人が地域おこし協力隊だと私は思ってます。そういう意味でもです

ね，やっぱり笠利，住用，名瀬の６地区，そういったとこもですね，だんだん広げてですよ，奄美に来

ていただく，それからですよ。考えればいいんじゃないですか。もう大体やってるんですよ。大分県の

竹田市は２８人います。やっぱり何かと言うとやっぱりいろんな問題もあります。だけど来て良かっ

た，将来ここに定住したいというアンケートも取ってます。やっぱりこういったこともですね，含め

て，この地域おこし協力隊の役割というのはですね，新聞にも載ってましたけども，今回ですね，農水

省の交付金を活用して，それも併せて隊員数が日本で４，１５８人，目標４，０００人を超えたと。高

市早苗相がですね，会見で隊員の活動を円滑にするためのサポート体制強化と任期後の定住につながる

企業支援に取り組みたいと。また，１年から３年の任期中に出産を経験する隊員もいるため，１７年度

からは育児で活動が中断しても，最長１年は任期を延ばせるようにすると。だからいろんなやり方があ

ると思いますね。まずここに定住していくという意味では，この定住促進には地域おこし協力隊という

のは一番呼びやすいと言ったらいけないんですけど，やりやすい事業の取組みだと思いますので，是非

積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 次に，奄美留学，親子山村留学，魅力ある学校づくり事業について，この３件についても昨年１回，

３回定例会で一般質問で触れています。どちらも移住定住につながる施策であり，小規模校，地域の人

口減少，３高校の定員割れ，島内の人口減少に対して島外，県外に働き掛けるものである。どちらにし

てもですね，空き家を含めた，空き家も含めた移住定住の住宅整備は必要であるが，奄美留学，親子山
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村留学，魅力ある事業の活用をどう発信し，奄美市の人口につなげていくのか，お示しいただきたいと

思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それでは移住促進住宅の整備についてということでお答えをいたします。市

のほうでは平成２３年度からですが，地域の活性化とコミュニティの育成ということを目的に，定住促

進住宅の整備を行っております。これまで整備した戸数を少し御紹介いたします。住用地区が４戸，笠

利地区が１１戸，名瀬地区が１８戸，この名瀬地区のうち，地域おこし協力隊には３戸ということで，

鹿児島大学のほうに３戸いうことで含まれておりますので，御了承ください。計３３戸ということにな

ります。そのうち住用地区の２戸と笠利地区の２戸ですが，現在入居者を募集をしてるという現状でご

ざいます。名瀬地区のほうで現在２戸新たに整備をしてるところで，新年度早々には入居者の募集を開

始する予定でございます。定住促進住宅についてですが，奄美市の定住促進住宅の入居者選考委員会に

おいて，地域の活性化を図るため，子育て世帯をまずは優先的に選考しているのが実情でございます。

本市のほうでは今後年次的に住宅改修を行い，定住者への住宅として提供できるように整備を進めてま

いりたいというふうに思います。また，平成２７年度からですが，公益社団法人，これは鹿児島県の宅

建協会ですが，と協定を結んで，市の空き家等有効活用することにより，定住人口の確保と危険廃屋等

の増加を抑制するということで，奄美市の空き家バンク制度というのを実施しております。現在空き家

バンクの登録物件数を御紹介いたしますと，住用地区が１件，笠利地区が４件，名瀬地区が４件の計９

件となっております。そのうち５件は契約済みということでございます。今後この宅建協会とのほうを

連携を更に密にしながら，単身者や夫婦２世帯向けの物件等ニーズに対応できる各物件の登録追加を積

極的に進めていきたいというふうに考えております。なお，来年度ですが，住用町の西仲間地区のほう

で新居の公営住宅を６戸建設する予算を今回の新年度予算に計上してるところでございます。これまで

の定住促進住宅の整備と併せてですね，定住人口の拡大に努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。以上です。 

 

教育長（要田憲雄君） 奄美留学，山村留学についてちょっとお話申し上げたいと存じます。このことに

つきましては，以前にも議員から御質問があったことでございまして，再度申し上げたいと存じます

が，教育委員会としての考え方でございます。教育委員会が現在取り組んでいる事業に，ふるさと体験

留学，それともう一つは特認校制度がございます。これにつきましては，まずふるさと体験留学でござ

いますが，市内の小学校において大規模校の子どもたちが小規模の学校に行って，そこで子どもたちと

交流を図るということでございます。そのことによって，ふるさとの豊かな自然やふるさとの心に触れ

ることで，小規模校及びその地域の活性化につなげる目的も持っているところでございまして，今年度

の反省に立って来年度は更に倍増しようということで，数か月前からその計画をまとめてるところでご

ざいます。また，特認校制度につきましては，芦花部小中学校と崎原小中学校に実際にやってるところ

でございますが，市内の大規模校からバス通学で小規模校に通学をしてると。これは非常に成果が出て

いることでございまして，このことについても今後継続していかなきゃならない事業であるというふう

に考えております。教育委員会としましては，今後も継続してこの事業を通して地域の活性化に積極的

に図ってまいる所存でございます。議員の言われる奄美留学，親子山村留学により，島外から人を呼び

込む施策につきましては，奄美の魅力ある自然環境の中で教育を受けられることもあり，大変意義のあ

ることだというふうにかねがね考えておりまして，県もこの事業を進めるということでございます。私

どもそのことにつきましては，現在学校関係者，保護者，地域住民などで構成された学校活性化委員会

というのを立ち上げまして，特にごく小規模校についてはそのことを進めているところです。そのこと

によって，各校区の特色を生かした移住定住促進につなげられる取組みを現在行っているところでござ

います。また，魅力ある学校づくり事業についても，高校へ学生を呼び込むための事業のあり方等につ

いても，学校側とよく話し合いをして検討してまいりたいと考えているところです。特に大島北高校に



 

- 98 - 

 

つきましては，私が何度か出向きまして，校長先生といろいろ懇談をしながら，できるだけ呼び込むよ

うな条項を作ろうじゃないかということで話し合いも進めていることを御理解ください。以上でござい

ます。 

 

１８番（師玉敏代君） 昨年ですかね，産業建設委員会で島前高校，島根県の海士町，２，５００人です

ね，そこも。そこの島前高校がですね，やっぱり中の半分は県外から来てるんですよね。行きました時

は鹿児島，奄美，鹿児島，鹿児島，福岡，福岡空港から出雲空港，出雲空港から松江市，そこから更に

１時間行って，更に３時間の船を乗るんですね。そういったところになぜ県外から子どもたちが来るの

か。大変興味がありますし，その努力は県の方と協力をやっているというそれだけしか聞いておりませ

んが，やっぱり皆さんいろんな手立てをやってるんですね。そして阿室小学校も言いましたけど，半分

が県外から来てると。その前には住用もありますよ，名瀬もあります。なぜ阿室に行けるのか。やっぱ

りそういったところもですね，やっぱり小規模校で地域で学校がなくなるということは，大変地域にと

って大変なことなんですね。それをやっぱり地域で活性化委員会を立てて，そして今ね，最近は住む住

宅がないと，受け入れる，もういっぱいで。一番は住宅なんですね，何事も。受け入れる住宅整備とい

うのがなければ，人を呼んでも住むことができない。そして手厚いいろんな支援もあると思いますが，

そういう意味で皆さん躍起でやってるんですね。やっぱり人口，黙っていても日本全国皆減るわけです

から，増えるっていうそう簡単じゃないんですよ，人口の増というのはですね。その辺をどのような施

策をどのような手段を活用して移住定住にしていただくかはね，最大限に行政のほうで考えていただき

たいと思います。 

 次に，子育て支援策についてお伺いいたします。現在奄美市に病児・病後児保育の現状と進め方につ

いてということですが，奄美市にその整備はなされているものの，この時期需要に対して病児・病後児

保育サービスが全く追いつかない状況にあります。この現状と今後どう対処していくのか，あればお示

しいただきたいと思います。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） それでは病児・病後児保育の現状と進め方についてお答えいたします。病

児・病後児保育の現状につきましては，現在奄美中央病院への委託事業として，平成２４年３月から実

施しております。定員が３名で，看護師と保育士が保育している状況であります。利用状況について

は，平成２５年度延べ人数でありますが，２０２名，平成２６年度１７６名，平成２７年度１８１名と

なっております。平成２８年度については，１月末現在２９４名の利用となっております。利用者が大

幅に増加している状況であります。その理由については，おたふく風邪が例年と比較して流行したこと

が原因ではないかと推測されます。そのような流行病の場合，病児・病後児保育の利用者が集中してま

いりますので，定員３名以上の利用希望があり，利用できなかったケースもあったのではないかと考え

ているところであります。このような課題については医療機関と連携し，ファミリーサポートセンター

での対応ができないか今後検討してまいりたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

１８番（師玉敏代君） ３名ですよね，あそこはもう定員がですね。とにかくインフルエンザ，おたふ

く，いろいろ病気はあります。病気別に感染しますから別々に確保するわけですよ。だから先ほどファ

ミリーサポートセンターと言いましたので，サポートセンターの会員の子育て支援員さんの中には看護

師さんもいます。元保育士さんもいます。やっぱりですね，そういったできれば地区別ぐらいにほしい

んですね，だから本当は。もう３名ですよ。もう大変なんですよ。病気になったら一人の子どもならい

いけど，多子世帯の家族などはもう全滅ですね。一日，二日は休められるんですよ。やっぱり親に勝る

看病はありませんから，やっぱりその後ですよ，やっぱり病児，その回復期を預けられるその整備をで

すね，是非ファミリーサポートと連携してやれるのであれば，是非そういった活動もですね，笠利，住

用，名瀬６地区の中で約１００名余りの子育て支援員さんがいると聞いてますので，そうした人たちを
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できれば利用して，そういった子育て支援のですね，サポートができるように是非頑張っていただきた

いと思います。 

 では，新入学生に対応した学童保育についてお伺いします。現在８か所の学童保育施設があります。

聞くところによりますと，朝日小が約１００名の入学に対して約６０名ほどの利用者があると伺ってお

ります。新制度のもと，これまで１年から３年生が対象としていましたが，６年生までが利用対象とな

り，ニーズは増えるものと考えられます。この状況に行政としてどのような考えがあるのか，お示しい

ただきたい。また，住用小学校が去年は０入学でしたが，今回５人から６人の入学生がいると聞いてお

ります。そういった中で住用小学校には学童保育の整備がないため，利用したい２名の児童が校区外の

東城校区にあるんですね，その設備が，学童保育の。その校区外の学童保育施設への利用の送迎につい

て方策をお示しいただきたいと思います。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 新入学生に対応した学童保育についてお答えいたします。まず，朝日小学

校に放課後児童クラブは２クラブございます。入所児童数は３８名のクラブと８６名の２クラブがござ

いまして，入所児童数が３８名のクラブは小学校の余裕教室を，８６名のクラブは小学校校庭に設置さ

れた専用施設を利用しております。放課後児童クラブの対象は，小学校６年生までとなっております

が，朝日小学校については利用希望者が多いため，小学校３年生までの受入れに制限し，新入学生に対

応できるよう配慮していると聞いております。朝日小学校については，利用希望者が多いことから，ク

ラブの増設など対応が必要であると考えておりますが，児童数が多く学校施設に余裕がないことから，

民間事業者の活用なども含めて，子ども子育て会議で検討していきたいと思います。 

 次に，住用小学校では平成２５年度に５名が入学予定で，ほとんどが放課後児童クラブの利用を希望

しているとお伺いしております。単独での放課後児童クラブの新設には，運営上厳しい状況であること

から，住用小学校活性化委員会では，東城小学校の保護者で運営しておりますオレンジクラブへの送迎

について要望が来ているところであります。現在この要望を受けて，住用オレンジクラブが学童送迎車

をもって送迎できないか検討しているところでありますので，御理解を賜りたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

１８番（師玉敏代君） 分かりました。住用のほうはですね，前もですね，住用の子どもが来てたんです

よ。個人の車で。そこで働いてる指導員の車で，個人の車で送り迎えに行くんですね。聞くところによ

りますと，燃料代は出るんですよ。だけど個人の車に保険を付けて，そしてその手当てもないというの

もね，その辺もいろんな方法があると思います。中には子育て支援員さんもいます。もしかしたらその

人たちを利用できるのかどうかも含めてですね，是非ですね，せっかくの小さい学校にはそういう整備

がないとなお生徒が減るんですよ。そういうのが重視されると，小さな学校でもこういった学童クラブ

がある，そういったことは大事なことですので，是非積極的に検討していただきたいと思います。 

 次に，庁舎内・事業所保育所の整備についてです。待機児童に対しては今後の考え方であり，企業内

の福利厚生の一環として子育て中の正職員，非常勤，パートタイマーの従業員も働きやすい職場環境づ

くりと，保育所待機児の解消の一助として整備が進められています。奄美市での現状をお示しくださ

い。そして最後に，下の住用町の市保育所が公民館を利用しておりますけども，公民館の利用はしてま

すけども，市集落の皆さんから見ればですね，５，６人の生徒さんがいます。公民館の利用はいいと。

要は，今先ほどありました地域包括ケアシステムづくりの中で，日中の居場所づくり，そのためにです

ね，集落の空き家をどうにかリフォームして利用できないかという相談がありましたので，この二つ一

緒に答弁ください。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 前段の事業所保育整備については私のほうでお答えさせていただきます。

事業所内保育については，奄美市内には医療機関に５か所ございます。主に医療機関に勤めている方が
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利用しているようです。職場と保育施設が一体となっている事業所内保育所のメリットは，子どもを預

けながら安心して仕事に取り組めることだと思います。議員の御指摘するとおり，子育て世代が働きや

すい職場環境づくりと待機児童解消を同時に進めることができる施策であると思います。待機児童対策

については，現在子ども・子育て会議において様々な方から御意見をお伺いして対策を検討していると

ころでございますが，議員の提案も含め，保育環境にも配慮しながらこの問題の解決に向けて取り組ん

でいきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

住用事務所長（松原昇司君） 市保育所でのゆらいどころの点についてお答えさせていただきます。今現

在保育所として利用しておりますが，昼間のほうで利用できる高齢者のゆらいどころの要望につきまし

ては，ゆらう場所を確保することで高齢者が集い，コミュニケーションを取ることで閉じこもりを防

ぎ，元気な人たちになると考えております。現在進めております地域支えづくりの話し合いの中で，集

落の人たちの意見を交えて意見を聞きながら，検討してまいりたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

１８番（師玉敏代君） はい，是非御検討よろしくお願いいたします。 

 以上で一般質問を終わります。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で自民新風会師玉敏代君の一般質問を終結いたします。 

 これにて本日の日程は終了いたしました。 

 明日午前９時３０分本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。（午後５時０１分） 
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議長（竹山耕平君） おはようございます。ただいまの出席議員は２４名であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 本日の議事日程は一般質問であります。 

 日程に入ります。 

 日程第１，一般質問を行います。 

 一般質問は個人質問とし，各自持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたします。なお，重複する質

問事項につきましては，極力避けられますように質問者において御配慮をお願いいたします。また，通

告項目の積み残しのないよう，時間配分を併せてお願いいたします。更に当局に置かれましても，答弁

につきましては時間の制約もありますので，できるだけ簡潔，明瞭に行われますように予めお願いをし

ておきます。 

 通告に従い，順次質問を許可いたします。 

 最初に，公明党 橋口耕太郎君の発言を許可いたします。 

 

１番（橋口耕太郎君） 市民の皆様，議場の皆様，そしてインターネット中継を御覧の日本中，世界中の

皆様，おはようございます。公明党の橋口耕太郎でございます。平成２９年第１回定例会にあたり，一

般質問をさせていただきます。 

 質問に入る前に，少々所見を述べたいと思います。先ほど，市民の皆様，名瀬小学校の児童，職員の

皆様，そして市職員の皆様，それから関係者の皆様とともに本日３月７日，全国で３４か所目となる奄

美群島の国立公園指定の記念セレモニーに参加させていただきました。この国立公園をステップとし

て，来年の世界自然遺産登録へ向け，一層弾みがつくものと思います。まさにこのときに市議会議員と

して市民の皆様や関係者の皆様とともに，このようなセレモニーに参加し奄美がますます発展していく

のを見届けられるという幸運に感謝の気持ちでいっぱいであります。私自身も微力ではありますが，も

っともっと奄美をＰＲできるよう努力してまいります。 

 さて，この３月で市役所を退職される職員の皆様，本当にお疲れ様でした。これまで，市役所におい

てさまざまな経験をし，市政に尽くしてこられたことに敬意を表し，そして感謝を申し上げます。本当

に御苦労様でした。これから，第２の人生がスタートするわけですが，これまでの経験や知識を今度は

一市民の立場で市政に大いに関わっていただきたいと思います。特に懸案となっております，民生委員

の不在地区の解消や自治会の休眠地区，不在地区などの活性化，立ち上げなどに御尽力いただけたらと

思います。また，健康には十分留意され，これからも御指導，御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 さて，今日と明日は県立高校の受験であります。今，まさにそれぞれの志望校で緊張しながらも試験

開始の１０時に向けて集中をしているころだと思います。生徒の皆さんが今までの勉強の成果が十分に

発揮できて，全員が志望校に合格することを願うものであります。 

 さて，来る３月１１日をもって，東日本大震災から丸６年が経過をいたします。今なお約１３万人の

方々が避難生活をし，そのうち約３万５，０００人の方がプレハブの仮設住宅での生活を強いられてい

るという現実があります。私ども公明党は一人ひとりに寄り添いながら，心の復興，人間の復興に引き

続き全力で取り組んでまいります。 

 さて，現在行われている国会の新年度予算案には私ども公明党が推進してきた施策が多数盛り込まれ

ております。その中で二つ御紹介をしたいと思います。一つ目は公明党が半世紀前から訴えてきた返済

の必要のない給付型奨学金の創設であります。二つ目は年金受給資格を得るための加入期間を現行２５

年から１０年へ短縮するものであります。一つ目の返済不用の給付型奨学金は住民税非課税世帯の学生

が基準で，対象者は約２万人。特に児童養護施設や社会的養護を必要とする学生に手厚い支援をすべき
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と強調し，次年度から一部先行して実施することで予算化されました。二つ目の年金加入期間の２５年

から１０年の短縮は，例えばこれまで２４年１１か月年金に加入していても受け取ることができなくて

泣き寝入りをしていた方々を救う法案であります。成立すれば来年の１０月から新たに約６４万人の方

が年金受給できるようになります。このように私ども公明党は未来に希望が持てるような施策，いわゆ

る未来への投資としてそのほかにもさまざまな提案を政府に対して行っており，この姿勢はこれからも

変わることはありません。ここ奄美においても，公明党奄美ティダ委員会を中心に奄美の声が国政に届

く仕組みが年々強化されてきております。これからの奄美の未来のために，未来への投資のために，公

明党の市議団，県議団，国会議員団のネットワークをフルに生かし，情報提供，政策提言を行ってまい

りますので，今後ともよろしくお願いいたします。 

 さて，通告に従いまして質問させていただきます。 

 質問１，介護予防日常生活総合支援事業についてお伺いします。（１），奄美市生活介護員について 

第６期奄美市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の中で，新規事業として介護予防日常生活総合

支援事業，いわゆる総合事業が来月４月１日からスタートをいたします。そこで，①，その生活介護員

の本事業における役割や，また生活介護員のサービスに対する仕事内容なども含め，お示しください。 

 以下の質問からは発言席にて行います。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） おはようございます。それでは，生活介護員の本事業の役割についてお答

えいたします。介護予防日常生活支援総合事業につきましては，平成２９年４月１日からの実施に向け

て，現在準備を行っているところであります。本事業につきましては，要支援１・２認定者及び事業該

当者のうち，訪問介護通所介護の利用については全国一律の予防給付ではなく，市町村の行う地域支援

事業の中で事業を行うことになっております。事業実施に関しては団塊の世代の皆さんが７５歳になら

れる２０２５年までに地域包括ケアシステムを構築することを念頭に事業を組み立てる必要がございま

す。本市におきましても，将来的な超少子高齢化，人口減少，稼働年齢層の減少に備え専門職以外の皆

さんが介護現場で活躍できるための体制づくりに取り組んでいるところであります。議員御案内のとお

り，今回本市におきましては総合事業を実施するにあたり，奄美市生活介護員制度を導入いたしまし

た。これについて，具体的な役割を説明いたしますと，ヘルパー派遣を行う際に専門的な支援が必要な

方はこれまでどおり，有資格者がサービスの支援を行いますが，専門的な知識を必要としない買い物，

掃除，洗濯などについては市の研修を受講した奄美市生活介護員の方に担っていただけるように位置付

けをするものでございます。生活介護員として従事していただくことで，社会参加による介護予防，生

き甲斐づくりの推進，将来的な担い手不足の解消を図られることや，これまで専門職が行っていた簡易

な生活援助について生活介護員の方に担っていただけるように位置付けを行うことにより，専門職の皆

さんがより重点的に専門的な支援が行えるようになるものと期待をしているところであります。 

 

１番（橋口耕太郎君） 身体介護は専門のヘルパーさんにお願いして，それ以外の買い物であるとか，掃

除であるとか，洗濯であるとか，そういった部分を生活介護員の方に担っていただくと，そういう理解

でよろしいですね。 

 次に，（１）の②，この生活介護員がですね，３地区，名瀬・住用・笠利で研修が実施されたと思い

ます。定員が何名いらっしゃって，何名修了されたのか。また，併せて受講者の人数，男女比，年齢等

分かればお示し，お願いいたします。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） ３地区で行われました生活介護員の研修についてでありますが，生活介護

員の研修につきましては，名瀬地区で３回，住用地区で１回，笠利地区で１回，合計５回，１回当たり
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３０名定員で総計１５０名の定員で行ったところでございます。研修受講者は２０代から７０代の総数

７１名で，平均年齢はおよそ６０歳となっております。地区ごとの内訳については名瀬地区５５名，そ

のうち男性７名，女性４８名。住用地区７名，これはすべて女性の方の７名です。笠利地区９名，内訳

といたしまして，男性１名，女性８名となっております。以上です。 

 

１番（橋口耕太郎君） 定員１５０名に対して総数で７１名ということで，約半分なんですけども，総

合，総計で５回実施をされたということでございますが，これは定員に全然達してないわけですけれど

も，そこら辺はどういうふうに捉えたらよろしいですか。周知不足なのか，そこら辺もしお示しできた

らお願いいたします。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） この事業につきましては，社協のほうに委託をして新聞広告等いろいろな

メディアで周知をしたんですが，なかなかなり手というか，奄美市介護生活指導員の業務内容が余り熟

知されてなくて，受講が少なかったのかなという反省をしているところであります。 

 

１番（橋口耕太郎君） 今，介護現場もですね，非常に人が少ない状況で，新聞等でも毎日求人が載って

いるような状況があります。全体的に人手不足も影響してるのかなという気はしますけれども，先ほど

ちょっと，修了者が何名，修了者じゃない，７１名全員修了っていうことで，部長，よろしかったです

か。はい。 

 次に，（１）の③，その生活介護員と各事業所とのマッチングについてお伺いします。その生活介護

員は介護事業所に登録，所属をして活動することが前提だと聞いておりますけれども，その件について

当局として，行政側としてどのような対応を行ったのか，お示しをいただきたいと思います。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 生活介護員と各事業所のマッチングについてでありますが，生活介護員の

研修を終了された皆さんと訪問介護事業所などの合同面談会は名瀬地区で１回，住用地区で１回，笠利

地区で１回，合計３回行ったところでございます。合同面談会の主な目的といたしましては，生活介護

員の皆さんが各事業所の待遇や福利厚生などを聞いていただき，事業所の登録を行うための参考にして

いただくものであります。研修修了者の皆さんが事業所の登録を行うにあたり，今後とも必要な情報提

供を行っていきたいと考えておりますので，御理解賜りたいと思います。 

 

１番（橋口耕太郎君） 合計３回，マッチングの場を設けたということでございますが，実際に何名の方

が所属したかまでは分かりませんか。各介護事業所に登録をされたかっていう人数は分からないでしょ

うか。分からないですね，はい。それぞれの事業所で条件等，確認をして生活介護員の方が御自分の意

志で介護事業所に登録をするという形だと思いますので，なかなか難しい部分もあると思いますが，な

ぜこれらの質問を行ったかと言いますと通所介護，いわゆるデイサービスの事業所さんとか，ホームヘ

ルパーを派遣している事業所の皆さんがですね，これまでとどのように変わっていくのかが非常に不透

明で，実際に来月からこの事業が始まるわけですけれども，始まってみないと分からないとか，とても

不安だとかそういう声を多く聞きました。ホームヘルパーは介護の専門職でありますので，ホームヘル

パーがわざわざ先ほども言いましたけど，訪問しなくても生活介護員で事足りる場合は生活介護員で対

応して，ホームヘルパーさんにはより専門的な技術を，個々のケースに入るということだと思いますけ

れども，私がちょっと心配をしておりますのは，担当されるケアマネジャーの方々がですね，そこら辺

の加減と言いますか，ケアプランの裁量と言いますか，適切にこの総合支援事業を踏まえたケアプラン

が立てられるかどうかということでありますけども，このことについて何か見解があれば，お示しをい

ただきたいと思います。 
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保健福祉部長（吉 冨進君） 議員御指摘のとおり，新しい事業導入にあたり各事業所でも不安の声が聞

かれていることと思いますが，市といたしましてもこれまで５回ほど事業所への説明会を行ってきたと

ころであります。総合事業においては，サービスを利用される方々の身体状況，生活状況はそれぞれ異

なります。そこで，自立支援に向けた適切なケアマネジメントが行えるように，定期的なケアマネジメ

ント検討会を実施するなど，介護支援専門員へのサポートや助言，また必要なサービスが適切に提供さ

れるかを確認するための方策も今後検討してまいりたいと思いますので，御理解を賜りたいと思いま

す。 

 

１番（橋口耕太郎君） はい，分かりました。ぶっちゃけた話をと言ったら言い方変かもしれませんけ

ど，やっぱり通常のヘルパーの事業所収入と生活介護員の事業所収入は多少単価が違いまして，生活介

護員の方が少ないので，事業所さんとしては当然収入が，事業所収入が減ってくるということも不安の

材料の一つだと思います。ですので，しっかりとそこら辺もですね，手当をしていただきたいというふ

うに思います。 

 次に，質問の（２），本事業を先行している他市町村で今後参考にできるような取組があればお示し

をいただきたいと思います。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 本事業において先行している他の市町村の取組についてでありますが，本

市といたしましては国・県の事業説明や情報提供等をもとに，今後の情勢分析などを踏まえ本市なりの

地域包括ケアシステムの構築を行っていく，いく必要があると考えております。本市にとって何が必要

かを常に考え，事業展開を行ってまいりたいと考えており，今回先進地の方でも取り組んでいる生活介

護員や介護予防ケア，ケアマネジメント検討会などを参考にさせていただきました。議員の御質問につ

きましては，可能な限り情報収集を行い，他市町村の取組なども積極的に参考にしているところであり

ます。総合事業導入につきましては，一つの事業だけでは解決できるのではないことから，介護予防の

推進や個別及び地域課題の検討を行う地域ケア会議の開催，地域支え合い体制づくりによる地域づく

り，在宅医療，介護との連携等の推進など事業全体を含めて総合事業の推進，地域包括ケアシステムの

構築を行ってまいりたいと思います。今後とも市民の皆さんと一緒にいつまでも安心して暮らせる地域

づくりを目指していきたいと思いますので，今後とも御協力をよろしくお願いいたします。 

 

１番（橋口耕太郎君） 今，部長からありましたように，奄美市らしいやっぱり取組というのを，こう模

索をしていく中で展開をしていかないといけないと思います。非常に難しい課題だと思いますけれど

も，是非とも情報収集をたくさんしていただいて，いい事業にですね，していただければというふうに

思います。介護保険制度が始まって今年で１８年目になります。また，平成３０年度，再来年度です

ね，医療保険と介護保険の両方の保険制度改正が実施されます。来年度は第７期の高齢者福祉計画の策

定も始まると思います。本市では先ほど部長からありましたように，介護予防を特に重点として取り組

みながら，住み慣れた地域で元気に楽しく過ごすことと。先ほどもありました地域支え合い体制づくり

事業との連携もしっかりと行っていただきたいと思います。奄美市の基本理念であります健康で長寿を

謳歌するまちづくりの達成のために，庁内の関係各課とですね，横断的に施策を検討しながら柔軟に実

施することが大切だというふうに思います。また，もともとの介護保険制度の理念は自立支援でありま

す。この理念，それから奄美市の基本理念を地域で実現するために，これからもさまざまな提案，提言

を行ってまいりたいと思いますので，ともに努力していくことをお約束をしまして次の質問に入りま

す。 

 次に，質問の２，ごみの分別について伺います。我が家では私はですね，毎週月曜日，木曜日，燃え

るごみの日と水曜日の燃えないごみの日のごみの担当をしておりますが，そういう方はこの議場の中に

も多いのではないかというふうに思います。その毎週のごみ捨ての作業の中で，地域住民からいただい
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た素朴な疑問について質問させていただきます。質問の（１），現在のごみの分別の状況についてお伺

いします。①，現在１０種類の分別を行っていますが，現状の分別状況についてお伺いをしたいと思い

ます。その分別がですね，適正にできているか現状をお示しいただきたいと思います。また，品目ごと

の割合も分かればお示しください，よろしくお願いします。 

 

市民部長（前田和男君） おはようございます。答弁の前ですが，先ほどの奄美群島国立公園指定記念セ

レモニーに御出席いただき，ありがとうございました。改めてお礼申し上げます。 

 それでは，答弁させていただきます。分別収集につきましては，議員御案内のとおり，もう御存知の

とおり１０品目に分けて収集を行っているところでございます。分別が適正にされているかとの御質問

ですが，毎週土曜日に行っているペットボトル，ビン類の資源ごみ収集の制度も浸透してきており，そ

のほうについては適正に分別がなされているものと考えております。しかしながら，段ボール，新聞紙

等その他の紙類の分別につきましては，まだまだ改善の余地があると考えております。スプレー缶につ

きましても，収集車において火災が頻発したことから，ペットボトルなどの資源ごみ収集日に回収する

こととしておりますが，未だ不燃ごみの中に混在して排出されているケースが多数見受けられておりま

す。この紙類，スプレー缶の２点に関しましては今年度から回収方法を変更になった，なっているとい

うことから，今後更に広報紙やホームページなどを利用して引き続き周知，浸透を図っていきたいと思

います。 

 次に，分別品目ごとの割合ということですございますが，詳細な品目ごとに算出できないものもござ

いますが，平成２９年２月末の重量で算出された場合ですが，可燃ごみが９０．９３パーセント，不燃

ごみが５．０８パーセント，段ボール・新聞紙・その他紙類で３．０９パーセント，ガラス３品目で

０．５３パーセント，ペットボトルで０．３２パーセント，スプレー缶で０．０５パーセントとなって

おります。この数字からもお分かりになるとおり，可燃ごみの割合が約９割を占めております。大島地

区衛生組合による家庭ごみと事業所ごみを含めたすべてのごみを対象とした組成調査によりますと，可

燃ごみのうち紙ごみが４５パーセント，生ごみが２５パーセント，約７割を占めているということでご

ざいました。紙ごみの分別や生ごみの排出抑制がごみ減量に大きく影響すると考えておりますので，引

き続き市民の皆様に対し分別の徹底や生ごみの堆肥化などに御理解，御協力をお願いしていきたいと考

えております。以上です。 

 

１番（橋口耕太郎君） 詳細に出していただきまして，よく分かりました。 

 次に，②と③を合わせて伺いたいと思います。②，焼却炉の焼却時における炉の適正温度について。

③，その焼却炉に一番負荷をかけている品目を伺いたいと思います。 

 

市民部長（前田和男君） まず，焼却炉の焼却時間による適正温度でございますが，大島地区衛生組合に

確認いたしましたら焼却時の温度が９００度を下回るとダイオキシンが発生する。１，０００度を超え

ると炉に負荷がかかる。ということで，適正温度は９５０度であるということでございました。焼却炉

の管理方法については，焼却時に委託先の作業員が常時モニター監視を行っている。温度も数値化し

て，先ほど申し上げました適正温度の確保に努めているということでございます。また，年２回は焼却

炉を停止して定期点検を行い，その際に必要箇所の耐火補修等を行い，焼却炉の延命化を図っていると

いうことでございます。 

 次に，負荷をかけている品目ということでございますが，一番負荷をかけている品目は廃プラスチッ

ク，ビニール製品ということでございます。この２品目につきましては，いわゆるカロリーの高いごみ

ということで焼却時の温度を上げることから，焼却炉に負荷をかけるということになるということでご

ざいました。以上です。 
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１番（橋口耕太郎君） 適正温度は９５０度で管理をされていると。一番負荷をかけているのが廃プラ，

ビニール類のごみだということが分かりました。 

 では，次に質問の④，新たに分別すべきと考える品目はないですかということですが，先ほど冒頭申

し上げましたけども，ごみ捨て担当の私ですが，その際住民の皆さんから伺った疑問というのが，先ほ

ど出てきました発泡スチロール製のですね，肉や魚などが入っていた皿とか，弁当，総菜のプラスティ

ック容器などがですね，かさばっていて，燃えるごみの中でも多くの量を占めて問題ではないかという

疑問でありました。今までも，質問があったかと，あったかもしれませんけど，私自身は新たに分別す

べきごみではないかと考えているんですが，いかがですか。 

 

市民部長（前田和男君） 本市では平成２７年度に一般廃棄物の収集態勢や処理方法の将来計画に幅広く

市民の声を反映させるべく，商工関係者，消費者代表者などを委員とした奄美市廃棄物減量等推進審議

会による審議を経て，平成２８年３月に奄美市一般廃棄物処理基本計画を定めているところでございま

す。御質問の新たな分別につきましても，審議の中で廃プラスチックなどの分別収集の可能性について

議論がなされたところでございますが，その中で本市が外海離島にあり，奄美大島に廃プラスチックの

リサイクル施設がないということなど，搬出には陸送と合わせて海上輸送費が必要になり割高な輸送コ

ストになること，更に新たな分別収集のために収集態勢の再構築が必要となり，そのことで収集運搬経

費の増額が予想されることなどにより，今回の処理基本計画においては見送られたという経緯がござい

ます。一般廃棄物処理基本計画は１５年計画となっておりますが，５年ごとに見直すことになっており

ます。新たな処理態勢，更に運搬，運送費等の支援制度などが確立された際には再度審議会において検

討したいというふうに考えておりますので，御理解をお願いいたします。以上です。 

 

１番（橋口耕太郎君） 審議会の中で議論はされているけど，施設がない点，割高である点，また再構築

をしなければいけないといろいろ問題があるということで，断念をしているということでございます

が，何か外海離島ですので，これを克服するにはさまざまな課題があると思いますけど，私もまた勉強

して情報提供をしていきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 次に，質問の（２），最終処分場の新建設の基本構想についてお伺いをいたします。前回定例会の同

僚議員への答弁でクリーンセンターは平成９年からの稼働で平成２７年度末の最終処分場への搬出総数

は率にして６３．２パーセントの埋め立て率であるとありました。あと，約１１年，平成３８年度末で

いっぱいになると想定されるという答弁がありました。続けて，答弁で新規クリーンセンターの基本構

想を平成２８年度中に策定とありました。もう，３月に入りましたので，今後のスケジュールや新しい

最終処分場の場所などが大枠で決まってきているのではないかと思いますが，中身についてお示しでき

ることがあればお示しいただきたいと思います。 

 

市民部長（前田和男君） 最終処分場の新建設基本構想についての御質問でございますが，大島地区衛生

組合に確認しましたところ，次期最終処分場の基本構想策定及び処分場建設候補地の基礎資料作成を，

発注はしておりますが，契約期限が平成２９年３月３１日，今月末になっており，まだ納品はされてい

ないということでございました。成果品を受け取り次第，構成市町村への説明，更に大島地区衛生組合

のホームページに公開を行う予定ということでございますので，御理解をお願いいたします。 

 

１番（橋口耕太郎君） 分かってるかなと思って質問したんですが，２９年３月３１日納品ということ

で，分かりました。現クリーンセンターの新設から，もう今年で２０年が経つわけであります。当時の

先輩からちょっとお聞きしますと，新設当時は約１５年で最終処分場がいっぱいになると試算をされて

いたとお聞きをしました。当時は燃えるごみ，燃えないごみ，粗大ごみ，この三つだけしかなかったと

いうふうにも伺いました。しかし，ごみの分別や減量化の効果で，既に試算では１５年で満杯となると
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言われた処分場がもう３８年度末でいくと約３０年延命ができているわけであります。奄美は本日，国

立公園へ指定されました。世界自然遺産登録も見据えて，環境問題，特にごみの問題も先ほど市長も申

し上げておりましたけども，住民が考えるべく非常に重要な課題だと思います。ごみの分別，減量化，

そして普段から環境，ごみに関する意識を市民の皆様が考えること，行政側からの広報，周知などをも

っともっと強化をして，行政，住民が一体となって取り組む事項だと考えております。また，旧名瀬時

代ですかね，制度として導入されました奄美エコマネー，地域通貨の部分もまだまだ頑張っておられる

方は頑張っておられますけど，知らない方は全く知らないという状況があります。是非，この奄美エコ

マネーもですね，もっともっと周知をしていただくことでよりよく，より広く住民の皆様に考えていた

だく機会になるんじゃないかなというふうに思います。先日，新聞で徳之島でボランティア大作戦とし

て合宿中の大学生とＮＰＯ法人が企画をして，約３５０名が参加した大規模な美化作業の様子が大きく

載っておりました。奄美本島でも同様に世界自然遺産登録に向けて，５市町村での合同の企画，あるい

は単独自治体でも構わないので，住民の機運を高める何らかのことを我々議会としても考えていかなけ

ればと個人的には思っております。議会の皆さんも当局の皆さんも，是非お互い知恵を絞り，何か取組

を考えていくことを御提案しながら，次の質問に入ります。 

 次に，質問の３です。児童・生徒の学力についてお伺いをいたします。質問の（１），児童・生徒の

学力向上が本市における教育施策の柱だと思いますが，直近の学力の状況についてお伺いをしたいと思

います。本市では小学校でも中学校でもさまざまな学力調査が実施されていると思います。私も小学校

や中学校の先生方と話をする機会がいろいろありますが，子どもたちは勉強も頑張ってますよという声

をよく聞くようになりました。そこで，この一般質問を通しまして少し詳しく学力調査について質問さ

せていただきます。今回の質問では本市が毎年公表しております県の学習定着度調査について伺いたい

と思います。平成２８年度は既に実施をされ，速報値が出ていると聞いておりますので，その結果につ

いてお示しいただきたいと思います。 

 

教育長（要田憲雄君） お答えを申し上げます。本年度の鹿児島学習定着度調査が１月１８日と１９日の

２日間にわたって実施されました。対象者は小学校５年生と，中学校は１年，２年生の３学年が実施さ

れたということでございます。県教育委員会による結果の公表は明日，３月１０日になると思います

が，正式な数値の比較はまだできておりませんが，県の学力向上支援Ｗｅｂシステムの中で見て，これ

を集計しまして，仮の平均通過率と奄美市の児童・生徒の平均通過率を比較したものを申し上げたいと

存じます。小学校５年生は国語，算数，社会，理科，４教科すべてで県平均と同等，またはそれを上回

る結果になっております。次に，中学校１年生は県平均との差が全教科とも５点以内ということで，か

なり縮まっているというふうに考えております。特に，これまで課題であった理科は県平均との差が縮

まったということは大変大きな成果であるというふうに私自身も考えているところでございます。ま

た，中学２年生の結果につきましては，中学校１年生時の結果とも比較で申しますと，理科，英語２教

科で県との差を縮めているという実情でございます。以上のことからいたしまして，小学校におきまし

てはかなり私どもが推進している授業改善の成果が表れてきたということで，学力の定着が図られてき

ているというふうに認識をしております。中学校におきましては，少しずつ成果が出てきてはおります

が，授業改善の面でまだ十分とは言えないというふうに考えておりますので，今後とも引き続いて学力

向上に向けた取組を徹底してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

１番（橋口耕太郎君） 小学校は全教科で県平均を上回って，中学校は５点以内ってことはもう少し足り

ないということでよろしいですか，はい。ただ，昨日事務局長のお話でも，答弁でも小学校は県平均を

上回っていますが，中学校はこれからも指導，徹底していくというような答弁が昨日ございましたが，

私も娘を，今中学校２年生がおりまして，この学力テストを受けたと思うんですけども，やっぱり小学

校，中学校，この差は，教育長，こうギャップというのはどのように。小学校までは県平均を上回って
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いるのに，中学校になるとやっぱり少し落ちてくるというのは，原因はどこに，どこにあるっていう

か，複雑な原因だと思いますけれども，教育長としてはどのようにお考えですか。 

 

教育長（要田憲雄君） 議員おっしゃるように，さまざまな原因があると思っております。ただ，私ども

毎回それぞれの学校に年間４・５回学校訪問いたしまして，私，直接ですね，小学校と中学校の授業を

見比べながら，先生方の授業の取組，見てまいりました。そうしますと，やっぱり小学校は私どもが進

めております，いわゆるアクティブラーニングっていうやつですね，子どもたちが子どもたち同士で教

え合っているという状況がありますので，理想的な方向だと思っております。中学校の場合は，やっぱ

り専門教科だ，私，自分は教科の免許を持っておって，自分が教え方はうまいんだという思いもあるん

でしょう，いわゆる教え込みというのがあって，まだ私どもが推進している授業改善の，完全にそこま

で至っていないということがあるのではないだろうかと思っておりまして，来年度においては徹底して

そのことを推進してまいるということで考えているところでございます。 

 

１番（橋口耕太郎君） 突然の質問，教育長ありがとうございました。担任制から教科単制，中学校にな

ると教科単制になりますので，そこら辺のギャップも私自身もそういう経験があるので，そうなのかな

という気もしますが，是非先ほど教育長がおっしゃられたことを進めていっていただければと思いま

す。 

 次の，質問の（２），今後更なる学力向上のため，先ほどの御意見と重複もあるかもしれませんけ

ど，本市としてどのように力を入れていくのかをお示しいただきたいと思います。 

 

教育長（要田憲雄君） お答えを申し上げます。先ほどの答弁と重複するかもしれませんが，私ども教育

委員会といたしましては２年前にですね，学力向上対策授業改善五つの方策というものをつくりまし

て，それをすべての学校に，そしてすべての先生方に配布いたしまして，是非この方向で授業を進めて

いただきたいと。いわゆる，どういう方向かと言いますと，教師が一方的に教え込む昔の授業ではなく

て，子どもたち同士で主体的に，能動的に活動するような，そういう授業を進めていただきたいという

ことで，それを徹底してまいりました。今後もそのことが大事だと思っておりまして，そのことを今後

も徹底して進めたいと。来年度，特に学力向上に力を入れていきたいというふうに考えているところで

ございまして，その方策として，今申し上げた授業改善五つの方策を中学校においても徹底してやって

いただくと。そして，教育委員会の私どもの業務の改革もいたしまして，指導する側と管理する側と分

けてありますので，組織改革で，そういう意味では徹底して指導主事を学校に送り込んで，先生方と一

緒に授業研究をやってもらうということを進めてまいりたいと考えております。それから，それぞれの

学校ごとに，教科ごとに数値目標をきちんと，自分の教科はこの点数まで引き上げるんだということで

数値目標をつくっていただくということを考えております。更に，やっぱり一番大事なのは学校で勉強

するだけではなくて，家庭に帰ってどの程度子どもたちが頑張ったのかということが勝負になると思っ

ておりますので，私は来年度最も大事なことは家庭学習の習慣化。習慣化っていうのはやっぱり毎日机

に向かわないと気が済まないという，毎日計画性にやるという，そのことを是非進めていきたいという

ことを考えているところです。それから，もう一つやっぱり読書力ですね。それぞれの学校で，私ども

図書司書もかなり配置をしておりますので，巡回の図書室も配置したわけでございますから，そういう

ことを活用しながら読書活動へも力を入れていきたいと。そして，更にＰＴＡと連携をしながら，先ほ

ど申し上げました家庭学習の習慣化の定着，こういうことを図りながら授業改善を図って，学力向上に

進めてまいりたいと，御理解いただきたいと思います。 

 

１番（橋口耕太郎君） 今，最後におっしゃられた家庭学習の習慣化，私も娘と一緒に晩酌をせずに，勉

強している間は横で読書をしながら取り組んでまいりたいと思います。 



 

- 111 - 

 

 私どもの公明新聞にですね，このような記事がありましたので少し紹介をしたいと思います。２０１

５年に実施された国際数学・理科教育動向調査で日本は算数，数学，理科の全教科で小・中ともに平均

点が前回を上回り，過去最高となったと。国際教育到達度評価学会が調査結果を公表したと。国際比較

で理科の順位は小４が３位，前回４位，中２が２位，前回４位に上昇と。文科省はゆとり教育から転換

した現行の学習指導要領による授業時間と学習内容の増加や全国学力テストを受けた指導の改善，更に

小１の３５人学級導入が功を奏したと分析すると。一方，気がかりな点として，数学や理科に関する調

査で楽しい，得意と答えた中２の割合は国際平均を大きく下回り，小学生では国際平均を上回るほど高

い学習意欲が中学生になると急激に下がる傾向は２００３年以降変わっていないと。要因を分析し更な

る改善につなげる必要があると。次期学習指導要領では先ほど教育長からありましたけども，主体的

に，共同的に学ぶアクティブラーニングを重視する方向が示されていると。学習意欲を高めるための知

的好奇心を刺激する教育方法は一人ひとりの個性や学習の習熟度に応じたきめ細かい指導が必要になる

と。とはいえ，教員は授業以外にも生活指導，保護者対応，事務処理などに忙殺されているのが実情。

世界一忙しい教員とも言われていると。現場の授業の創意工夫を奨励するうえで教員定数の増加やスキ

ルアップへの支援が必要であるとありました。私はＰＴＡの役員をする中で評議委員会でですね，地域

の先輩方に叱られた苦い経験があります。それはですね，学校は勉強を教える場所だと。そのほかのこ

とで先生方を煩わすようなことはさせるなと。各家庭の保護者にそれをしっかり訴えなさいというふう

に言われてお叱りを受けたことがあります。機会あるごとにそれを訴えてまいりましたが，なかなか浸

透させるのが難しいと思った経験があります。しかし，先生方はですね，非常に真面目な方が多いの

で，勉強面以外でも必要であればすぐ対応していただいているのが現状だと思います。もう，先生方に

本当によくしていただいていると思うので，子どもたちがですね，学力でこれで頑張って成果が現れた

ら先生方ももちろん嬉しいですし，必ず子どもたちの学習態度やですね，生活態度に直結してきて，好

循環になっていくと思います。これからも奄美の子どもたち，とても素直でたくさんの可能性を秘めて

いると思いますので，引き続き暖かい御指導をしていただくことをお願いしまして，次の質問に入りま

す。 

 次に，質問の４，市職員のメンタルヘルスについてお伺いします。質問の（１），平成２７年１２月

施行の労働安全衛生法の改正で定められましたストレスチェックについてお伺いをいたします。平成２

７年第４回定例会で私が質問させていただいたことについて，確認の意味で質問をさせていただきま

す。その定例会での答弁では，庁内の安全衛生委員会で審議，承認を得て外部委託先の選定やプライバ

シーの配慮なども考慮し，国の示す目的に合うように慎重に審議していきたいとありました。あれか

ら，１年と少し経過をいたしまして，ストレスチェックなども実施されたと思います。その実施するま

での流れや，ストレスチェックを実施したあとにどのように個人や部，課所へフィードバックして労働

環境の改善に生かされたかどうか，その点についてお示しいただきたいと思います。 

 

市長（朝山 毅君） 橋口議員にお答えいたします。前段の部分について私のほうが概略申し上げます

が，後段の部分については担当部長に委ねますので，御理解をいただきたいと思います。 

 市職員のメンタルヘルス対策についてお答えいたします。市職員の安全と健康を確保することは事業

者としての市の責任であろうかと思います。また，本来の行政目的を達成するうえからも，重要な課題

と考えております。御案内の平成２７年１２月に施行されましたストレスチェック制度につきまして

は，平成２７年度に庁内の安全衛生委員会において本制度の実施方法などを審査し，承認を得たうえで

平成２８年度から正式に取組を始めております。昨年９月にストレスチェックを実施いたしました。そ

の結果を職員個人に通知するとともに，部課長に対してもこの制度に関する研修会を開催したところで

あります。この研修会で各職場におけるストレスチェックの分析結果を配布するとともに，その解説と

他市の先進的な取組を紹介いたしております。今年度から本格実施したばかりでありますので，この制

度が目指す職場環境の構築には未だ改善する部分もあろうかと思います。従って，今後の取組内容を精
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査しながら，よりよい職場づくりに生かしていきたいと考えておりますので，御理解をいただきたいと

思います。以上です。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 失礼しました。私のほうから少し補足をいたしたいと思います。概要につい

ては今，市長が申し上げたとおりです。まず，ストレスチェックの調査の個人の結果についてですが，

これはもう職員のプライバシーの関係もありますので，それに配慮するということで，これは所管する

のは総務課のほうですが，総務課のほうでは直接関与しないということで，豊かな経験と実績のある専

門の産業カウンセラーの方を通じて外部委託をしているというところでございます。次に，実施の流れ

ということで申し上げますが，安全衛生委員会で決定した計画に基づいて，昨年ですね，２８年の８月

に全課長を対象にストレスチェックの実施方法について説明を行いました。更に，９月には全職員に対

して本制度の周知を行ったというとこでございます。ストレスチェックの実施ですが，９月の２３日か

ら３０日の期間に臨時職員を含めた９８７名を対象に実施をしております。回答率が９９．７パーセン

トということで高い回答率でございました。１０月２６日には職員宛にその結果とその説明及び相談で

きる支援先の連絡先，これは産業カウンセラーの先生の連絡先を添えて通知をしたところでございま

す。今後の取組ということで，先ほど市長が申し上げたとおりですが，やっぱり職員の心のケア，健康

のケアというのはひいては市民サービスの向上につながるということでもございますので，ストレスチ

ェックの充実を図りながら引き続き労働環境の改善に努めていきたいというふうに考えております。以

上です。 

 

１番（橋口耕太郎君） ２８年の９月に実施をして，フィードバックもきちんとできているということで

理解をしました。ちなみに，チェック項目数，国は確か５７だったと，５３か５７だったと思います

が，奄美市としてはそのまま使用したんでしょうか。それとも，プラスで使用したか分かりますか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 市のほうではですね，委託先のほうが少し項目を増やすということで，若干

項目を増やした調査をしております。 

 

１番（橋口耕太郎君） 心の問題ももちろんありますけど，これは恐らく環境改善，整理整頓とかです

ね，そういう職場の環境の部分にも配慮っていうか，そういうのもチェックの項目に恐らく入っていた

と思います。何が言いたいかと言いますと，やっぱり先ほど市長もおっしゃっていたとおり，職員が心

身ともに健康でないと，やっぱりいい仕事ができない。しいては市民サービスの向上につながらないと

いうことと，当然つながってくると思います。次の（２）の時間外勤務の質問に移りますが，昨年ので

すね，総務委員会の中で時間外勤務，残業が多い部署などが顕在化をして，地元の新聞で大きく取り上

げられたことがありました。表現が適切だったかどうかはありますけど，市役所内にブラック部署あり

というような記事が載ったと記憶をしています。庁内の労働環境として時間外勤務，残業について減ら

していけるような独自の取組は，実際に行っていらっしゃると思いますが，どのように行っているのか

お示しいただきたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それではですね，お答えいたします。議員も御承知のとおりかと思います

が，国の権限移譲や補助事業の増大で，市民ニーズの多様化，複雑化によって職員が担う業務はますま

す高度化とともに量的にも増加しているという状況であることは，もう議員御案内のとおりでございま

す。そのため，ここ数年大量退職が続いておりまして，職員数が少ない現状で市民サービスの充実を図

りながら，いかに業務の効率化を図っていくかということが大変重要になっております。また，それに

対応する職員の質的な部分も高めていかないというとこでございます。こういう中で，時間外勤務を減

らす本市の取組ということですが，給料日や休日の前日をノー残業デーに設定をいたしまして，職員や
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家族，あるいは友人たちと余暇を有効に活用できるようにということで推進をしているところでござい

ます。また，月８０時間以上の残業が発生した職員に対しては，産業医による健康相談を実施をしてお

ります。残業発生の原因やストレスの状況，あるいは身体状況などを相談できる環境を整備していると

こでございます。そういうことで，職員の健康管理に努めているというところでございます。更に，月

８０時間以上の時間外勤務が数か月続く職員の場合はですね，これは管理者，これ課長，各課長です

が，管理者が業務状況や原因等を把握したうえで改善に向けた計画を策定してもらっています。その結

果を総務課のほうに提出をしていただいて，職場全体としての残業を改善する取組を行っているという

ところでございます。これは言うまでもございませんが，長時間労働は職員の健康に支障をきたす恐れ

がありますので，職員が十分な休暇が取得できるよう，今後も関係各課と連携しながら職員の積極的な

休暇の取得，あるいは残業の縮減に向けた取組に努めていきたいというふうに考えておりますので，御

理解をいただきたいと思います。以上です。 

 

１番（橋口耕太郎君） 給料日，若しくは給料日の前日，ノー残業デーということで推奨をされていると

いうことですが，部長，守られてますか。概ね，感想で構いませんが，お願いします。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 先ほど，答弁の中で８０時間以上というところが，これもう，以前ブラック

企業ということで少し紹介がありましたが，確かにその時点では８０時間以上というのが数人いたこと

は確かでございますが，こういう改善のおかげでかなりと言うか，もうほとんど減っているという状況

ですので，残業は確実に守られているというふうに考えています。以上です。 

 

１番（橋口耕太郎君） ありがとうございました。今，政府でも働き方改革としまして，同一労働，同一

賃金，長時間労働の是正，高齢者就労の促進，柔軟な働き方の推進の四つの柱で議論をして，労働基準

法の改正も視野に入れた議論を本格化させています。これは，昨年大手広告代理店で優秀な若い職員が

職場の劣悪な労働環境を理由に命を絶つという痛ましい事件が発生をしました。もう，この事件だけで

はないですが，これまで同様の事案があって，今後このような事件が２度と発生してはいけないという

強い思いから生まれたものだと認識をしております。時間外労働についても，通常時で月間６０時間，

繁忙期で１００時間などを上限とする案などが，今議論されております。まだまだ議論中であります。

私はそれぞれの部署，課において部課内で調整や話し合いなどの解決できると思っています。先月２４

日から月末の最終金曜日は１５時に仕事をあがって，趣味や買い物，旅行などに時間を充てて消費環境

やリフレッシュなどを狙ったプレミアムフライデーを企業へ推奨して，官民一体となって取り組もうと

いうことも始まりました。とにかく，職場で自分らしく，楽しく仕事をするにはまずまず職場の実態を

正確に把握をして，それぞれのケースに応じて適切に対処していくことがとても大切だと思います。難

しい課題だと思いますけど，各部課長がしっかりと職場を見て，冷静に客観的に職場環境を判断し，ま

た労働環境を常に管理，監督していくことができれば，決してできないことではないと思っておりま

す。市職員の皆さんが個々の能力を最大限発揮できるような職場環境をつくっていただくことをお願い

しまして，私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議長（竹山耕平君） 橋口議員に申し上げておきます。先ほどの橋口議員の新聞記事の掲載についての発

言がありましたが，新聞社から後日掲載に対した，文言に対しての取り消しと言いますか，掲載の訂正

が記載されておりますことを御理解しているということを申し上げておきます。 

 以上で，公明党 橋口耕太郎君の一般質問を終結いたします。 

 暫時，休憩いたします。（午前１０時３１分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午前１０時４５分） 
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 引き続き，一般質問を行います。 

 無所属 戸内恭次君の発言を許可いたします。 

 

９番（戸内恭次君） 市民の皆さん，議場の皆さん，おはようございます。午前中，２番目の一般質問で

ございますが，よろしくお願いします。無所属の戸内恭次でございます。一般質問の前に所見を少し述

べさせてもらいます。 

 朝の国立公園指定のセレモニー，本当にすばらしいと言いますか，観光立島へ向けて第一歩を踏み出

したということで，すばらしいことであるということで郡民の皆さんとともにお慶びを申し上げたいと

思います。関係者の皆さんの御苦労に本当に感謝申し上げます。 

 ところで，世界に目を向けますと本当に混沌としている状況でございます。ＥＵ，米，英国のＥＵ離

脱。想定外のトランプ大統領誕生。そして，また韓国，北朝鮮問題，本当に大変な状況をつい最近，皆

さん感じてると思いますけれども，そういう世界の混乱に惑わされることなく，世界平和であり，また

安定した日本の政治が運営できれば大変いいことだなと思っております。その中で，その若干違った角

度でアメリカについて申し上げますと，偉大なアメリカということをトランプ大統領は言っております

けれども，私は別の角度，角度で偉大なアメリカを感じておりまして，この強大な権力を持ったアメリ

カ大統領に対し，著名人が堂々と反論をし，また司法がノーということをちゃんと言える，そういう司

法権の独立，言論の，また表現の自由をきちっとした，確立された民主国家，アメリカの偉大さを感じ

ているところであります。 

 それでは，本題の一般質問に入ります。第１番目，市民生活に関する件であります。これはもう，一

括して質問をさせていただきます。（１）の文化センターと長浜埠頭間の通路整備について。また，

（２），（３）とございますが，一括して質問をいたします。（２）の洋式トイレ整備について，①，

②，③とございます。（３）は平松コミュニティーセンターの建設についてでございます。一括でござ

いますが，どうぞよろしくお願いをいたします。 

 次の質問からは発言席で行います。よろしくお願いします。 

 （発言する者あり） 

 失礼をいたしました。２番の①屋仁川周辺における整備。②その他公園の整備。③笠利土盛のトイ

レ，シャワー整備の件でございます。３番目は平松コミュニティーセンターの建設についてでございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは，文化センターと長浜埠頭間の通路整備ということでござ

いますが，以前にも議員のほうから御質問をいただいたところでございます。文化センターのほうは奄

美の文化の振興と情報発信の拠点施設として，昭和６２年に建設をされ，平成２７年度末で６６０万人

余りの皆様に御来館をいただき，広く親しまれている施設でございます。奄美文化センターの駐車場に

つきましては，専用駐車場として１２０台が収容が可能となっております。しかしながら，利用者の多

い催し物のとき，収容が間に合わない，できないということで下水道課の施設内，それから長浜地区の

小型船船溜まり，通称長浜埠頭と呼んでいるところですが，これを鹿児島県のほうから臨時に借用をし

て駐車場として利用させていただいているところです。長浜埠頭から文化センターへの近道として利用

されております通用路の整備についてでございますけれども，本市といたしましても利用者の皆さんに

は御不便をおかけしているところだと感じております。そこで，県のほうと相談をいたしまして，文化

センターまでの通路を確保するということで，今年度予算で整備の目途が立ちましたので，長浜埠頭の

一番奥のほう，モクマオウの林を抜ける通路ですが，そこにつきましては堤防本体に手を付けなけれ

ば，市のほうで階段を設置なりしていただくのは構いませんということで，県のほうから許可をいただ
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きましたので，手すり付きの階段，それから夜間の，向こう暗いもんですから，夜間の安全確保という

ことで防犯灯を４基設置をすることにいたしまして，既に工事を発注をしたところです。年度内には完

成をする予定となっておりますので，御理解をいただきたいと思います。以上です。 

 

建設部長（元山末男君） それでは，屋仁川周辺における整備につきまして，通告ではかねく公園という

ことがありましたので，かねく公園に関しまして建て替え，そしてトイレが汚いというお話，そしてト

イレの案内看板の設置，それとですね，観光客のための駐車スペースという質問に対して，まず答弁さ

せていただきます。かねく公園のトイレにつきましてはですね，洋式化できないか，また建て替えをし

たほうがよいのではないかという御質問でありましたが，現在のかねく公園のトイレは平成５年に建築

されておりまして，築２４年が経過しております。耐用年数，このトイレのコンクリート構造物の耐用

年数が５０年であることから，現在のところ建て替えの予定はございません。また，かねく公園は屋仁

川も隣接しており，議員御指摘のとおり，近隣住民以外の方も利用度も高いと考えられますが，現在か

ねく公園には男女別に和式トイレが設置されてるほか，隣接して身障者用トイレとして洋式トイレが設

置されておりますので，洋式トイレを利用される方にも対応できているものと考えております。従いま

して，洋式トイレの整備につきましては，現在洋式トイレが設置されていない公園の整備に取り組んで

まいりたいと考えておりますので，御理解のほどをよろしくお願いいたします。 

 次に，かねく公園のトイレが汚いとのお話でしたが，公園のトイレにつきましては３３か所にありま

す都市公園のトイレを指定管理者であります奄美市開発公社の職員が毎日清掃しております。また，利

用者から汚れ等の連絡があった場合はすぐに対応するようにしており，快適にトイレを利用していただ

くよう努めておりますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 次に，観光客用にトイレの案内看板を設置できないかとの質問でございますが，今後観光客が見込ま

れ，増加が見込まれる中，施設の案内看板等の整備は必要になってくるものと思われますので，トイレ

の案内看板の設置につきましては，今後検討させていただきたいと考えておりますので，御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

 続きまして，トイレを利用する観光客のための駐車スペースの整備でございますが，かねく公園は街

区公園として，主に街区内に居住する市民が利用することを目的とし，徒歩圏内の住民を対象としてお

りまして，駐車スペースは設けておりません。また，トイレを利用される観光客のために駐車スペース

を確保しましても，目的外に駐車されたり，自転車やオートバイなど不法投棄など，本来の目的に合わ

ない使い方が懸念されることから，かねく公園の駐車スペースの整備は難しいものと考えております。 

 続きまして，その他の公園の洋式化されてないトイレについての御質問ですが，現状について御説明

させていただきます。奄美市が設置し，管理している都市公園は４２公園あります。トイレが設置され

ている公園が３３公園ありまして，そのうち１８公園には洋式トイレが設置されておりますが，残りの

１５公園には洋式トイレは設置されておりません。この１５公園，洋式トイレが設置されてない１５公

園への洋式トイレの設置につきましては，中心市街地にある公園のトイレは都市再生整備計画事業にお

いて整備ができないかどうか，またその他の公園のトイレについては公園施設長寿命化対策支援事業等

により整備ができないかどうか，検討を行っているところでございますので，御理解のほどをよろしく

お願いいたします。以上です。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 屋仁川周辺における整備の中でふれ愛パークの御質問がございました。観

光客などトイレが分からない，案内看板を設置したらどうかという御質問にお答えいたします。ふれ愛

パークにつきましては，快適な市民生活環境の向上及び地域商店街の活性化を図ることを目的に整備し

た施設でございます。トイレとしてだけではなく，市民憩いの場として多くの方々に御利用いただいて

いるところです。本施設は平成３年度に全国グッドトイレ１０を受賞するとともに，平成７年度に鹿児

島の建築・まちなみ１０８景優秀賞を受賞するなど，景観的にもすぐれた施設となっております。結果
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として，議員御指摘のとおり，特に観光客などにおいては一見トイレとは解りづらい面もあるかと理解

いたしております。表示板が設置できないかとの御質問でございますが，施設を多くの方々にトイレと

して御利用いただくうえでは効果的であろうと考えており，景観に配慮しながらどのような対応ができ

るのか，今後検討させていただきたいと思います。以上です。 

 

笠利総合支所事務所長（元多政重君） 笠利町土盛海岸のトイレ，シャワー整備についてお答えいたしま

す。奄美群島は現在ＬＣＣ効果，それから国立公園化，その先の世界自然遺産登録の追い風もあり，こ

こ数年来島者が増加しており，そのような状況の中，トイレなどの衛生施設を清潔に保つことは訪れる

観光客への印象に大きな影響を与えるものであります。御提案のありました土盛海岸の現在のトイレの

施設につきましては，本市といたしましても改修について検討した経緯がございます。浄化槽を整備す

る場合の，周りが保安林なために面積確保，それから排水の処理方法などいろいろな課題があり，また

現在のトイレの施設の場所，そちらについても適正かどうか意見が分かれ結論が出ていない状況でござ

います。更に，土盛海岸は景観に大変優れた海岸ではありますが，海難事故が過去に発生している場所

でもあり，本市といたしましても全面的な整備を行っていいのか懸案事項の一つとなっております。し

かしながら，築５年，かなりの年数が経っておりますんで，衛生面についても考慮しながら，洋式トイ

レを含む周りの舗装などについて今後検討してまいりたいと考えております。 

 

市民部長（前田和男君） 平松コミュニティセンターの建設についてお答えさせていただきます。平松自

治会が活発な自治会活動をされており，また平松町の世帯数も名瀬地区の町内会，自治会の中でも多い

ということは私どもも理解しております。平松町の集会施設につきましては，平成２７年１１月に平松

町消防団待機所の建設計画の際，平松町自治会の役員の皆様にお集まりいただき，通常時に待機所を集

会場として使うことを御提案させていただきましたが，面積などの点で御理解いただけなかった経緯が

ございます。また，その際に自治会の皆様からも平松町市有地，コミュニティセンター用地ですね，に

平松町の集会場を建設できないかという声もございました。平松町市有地につきましては，現在具体的

な土地利用計画が策定されていないため，短期的使用条件に貸付を行っているところでございます。利

用状況といたしまして，一部は地域の老人クラブへグラウンドゴルフ用地として，また道路に接する部

分は隣接する事業所及び個人へ月極駐車場として貸し付けております。その他，イベント時の臨時駐車

場や近隣公共工事にかかる資材置き場，現場詰所などでの一時使用も許可しておりますが，いずれも短

期的利用として許可をしている状況でございます。なお，地域内公共施設の未利用状況や集会場として

の利用可能性につきましても，今後調査，検討を進めていきたいと考えておりますので，御理解をお願

いいたします。 

 

笠利総合支所事務所長（元多政重君） 申し訳ございません。先ほど，土盛海岸のトイレを築５年と申し

上げました。平成５年築の誤りでございます。以上です。 

 

９番（戸内恭次君） ありがとうございました。特に長浜埠頭の件につきましては，早速実行いただき感

謝申し上げます。市民の皆さん，提案された市民の皆さんも喜んでいると思います。引き続き，県のほ

うから，３か所お願いをしたところ１か所だけの許可でしたけども，せめて真ん中の正門前に直結でき

るような，そういう道路まで造っていただければありがたいなと思っております。 

 次に，トイレの件についてでございますが，これも徐々に洋式化されておられるということで大変あ

りがたいことだと思います。特に高齢者が使う場合に困るということでございますので，高齢者に優し

いまちづくりの一つとして，是非整備をお願いしたいと思います。 

 土盛の海岸については大変危険な海岸であるということではございますが，危険水域，危険なところ

はちゃんと海水浴が安全にできる施設を造っていただいて，例えばフロートで沖に網を張るとか，人間
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が流されないようにするとかいうこともしたうえで，大いにきれいな海水，きれいな海で泳いでいただ

くという，観光客のおもてなしの一つとして整備をしていただき，そして現在既にある施設をですね，

そう大きな施設を造る必要はありませんから，小ぎれいな施設にしていただければ観光客に喜ばれるだ

ろうと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 平松コミュニティセンターについては，引き続き御検討いただき，実現していただくようにお願いを

申し上げます。 

 次の質問に移ります。教育行政の件でございます。１番の大学誘致についてでございます。先ほど

の，先日の新聞でですね，１２名ほどの審議員の中でこの案について，討論を，議論をしていくという

話でございますが，その１２名の審議員の主な，想定される内容でございますとか，あるいはそれに対

する，この大学誘致に対しての市長の見解でございますとか，またコンサルタントが調査をしまして，

先日発表された範囲の中で結構でございますので，我々議員にお伝えいただけるものがあれば教えてい

ただきたいと思います。お願いします。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，前段の取組について私のほうで答弁させていただき，また審議員の構成

等については担当部長に委ねたいと思いますので，御理解いただきたいと思います。 

 議員お話になりました大学設立に関する事業につきましては，平成２７年度に策定した奄美大島総合

戦略に基づき，大島本島内５市町村連携のもと，平成２８年度から奄美大島大学設立等可能性調査を実

施いたしております。今年度の調査では島内外の高校生などへのアンケート，そして島内高校の進路指

導の先生や民間企業，秋田県庁などへのヒアリング，秋田の国際教養大学への視察等のほか，大学の設

置に関する効果や課題の整理，また設置にかかる費用等について試算するなど，大学設立を検討するた

めに必要な基礎資料の収集，整理を行っているところであります。調査につきましては，今年の３月ま

でを事業期間としておりますので，報告書がまとまり次第公表させていただきたいと考えております。

また，平成２９年度の取組につきましては，今年の基礎調査を踏まえ民間有識者等で構成する検討会議

を立ち上げたいと考えておりますので，この中で大学設立等の可能性について，さまざまな角度から今

後の方向性を議論してまいりたいと考えております。なお，検討会議の委員につきましては，今後島内

５市町村で協議したうえで決定してまいりたいと考えておりますので，御理解いただきたいと思いま

す。いずれにいたしましても，大学設立は奄美に取りまして長年の課題でありますが，一方で実現に向

けては多くの課題があることから，これまで実現に至らなかったことも事実であろうかと思います。今

後とも丁寧に議論を重ねてまいりたいと考えておりますので，御理解をいただきますようお願いいたし

ます。以上であります。 

 

総務部長（東 美佐夫君） ただいま，市長のほうから検討委員会の委員の選定についての，少し答弁が

ございましたが，いずれにしろ教授の確保，大学の運営の方法をどうするかというところで，やはり大

学に詳しい方，先生の方々含めてですね，検討せざるを得ないというふうに思いますが，５市町村のや

っぱり首長さんの皆さんの意向もありますので，その点を踏まえて選定作業を進めていきたいというふ

うに考えています。以上です。 

 

９番（戸内恭次君） 大学っていうのは，奄美にとって本当に夢のようなことでございます。奄美が復帰

前に２年ほど，琉球大学の大島分校があったということでございますので，既に２年間ほど大学が存在

したことがあるということでございます。そういうことでございますが，今のこの昨今の状況から言う

となかなか厳しいという声が大きいわけでございますが，是非実現に向けていただき，活動をお願いし

たいなと思います。その中の一つとして，その各地でシンポジウムを開いて，離島における大学という

ことについての議論をしてみたらどうでしょうかということと，もう一つお尋ねしたいんですが，この

大学設置について，いろいろ新聞等でも出されておりますが，そのゼロからのいわゆる視点でされるの
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か，あるいは今までの流れの中で一定の方向性があるのかどうか，お分かりであれば教えていただきた

いと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） ゼロからというのは，恐らく鹿児島大学とかいろんな既存の大学が分校とし

てというのを踏まえてというふうに理解をしますが，これも文科省の，御存知のとおり，認可制度の大

学ということになるだと，なるだろうというふうに考えています。そういう意味ではいろんな選択肢が

考えられますので，これも先ほど申し上げたとおり，大学の，地元の関係する大学の先生方が多数いら

っしゃいますので，そういう先生方の御意見を踏まえてですね，どういう方向が一番いいのか，２９年

度に議論されるものだと思いますので，そこを踏まえて今後の大学の設置のあり方を方針を出していき

たいというふうになるだろうと思いますので，その点については御理解をいただきたいと思います。 

 

９番（戸内恭次君） ありがとうございます。本当に大変な作業だと思いますので，やはり情熱を持って

この奄美のためにという，大学教授の方もおられるでしょうし，企業家たちもおられるでしょうから，

そういう情熱を持って，この奄美のためにということでその知恵が集結されればありがたいなと思って

おります。 

 次の質問にまいります。（２），中学生の高校スポーツ進学についてでございます。今回は教育長に

発言をいただく機会が多いようでございますが，私のこの質問はですね，奄美市の中学校別の特待生，

特にスポーツにおける特待生として本土のほうに行かれる子どもたちの人数等について把握したいもん

ですから，質問をいたします。よろしくお願いいたします。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君）） それでは，市内の中学校からスポーツの特待生として進学をした

生徒の人数ということでございますので，お答えをいたします。奄美市内の中学校からスポーツ特待制

度を利用した私立高校への進学につきまして，お答えをいたします。奄美市内全体で，平成２８年度，

２３名が特待生として入学をしております。それから，平成２７年度につきましては，２４名が特待生

として進学をしているということでございます。なお，各出身校別のお話については，大体人数が限ら

れてしまうもんですから，この場ではちょっとお答えは差し控えさせていただきたいと思います。申し

訳ございません，御理解ください。 

 

９番（戸内恭次君） 各学校までは必要ないかと思いますが，その進学先ですね。どういう学校が，本土

における学校が特待生として受け入れているのかというのがお分かりであれば教えてください。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 進学をした先の学校につきましては，鹿児島実業，それから樟南，

鹿児島城西，鹿児島中央，鹿児島情報，秀岳館などがございます。以上です。 

 

９番（戸内恭次君） はい，ありがとうございます。その進学先，分かりましたけども，２７年，２８年

でいいんですが，そのどれぐらいの方が進学されているのか，各学校別で人数は分かりませんか。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 先ほども申しましたけれども，進学先の学校についても，人数的に

１人とか２人とかいう話になりますので，この場で各学校と，人数ということはちょっと差し控えさせ

ていただきますが，全体的な話として，種目別でお答えをいたしますと，平成２８年度が女子のバレー

で３名，それからサッカーで６名，野球で１０名，テニス，剣道，柔道，空手，これで各１名というこ

とになります。２７年度については男子のバレーが１名，あとサッカーで６名，野球で５名，レスリン

グで２名，相撲が４名，柔道が２名，陸上が４名というふうな内訳になっております。以上でございま

す。 
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９番（戸内恭次君） はい，ありがとうございます。こういうふうに特待生というふうに言われる，行か

れる種目については大体こう集中しているようでございます。私が申し上げたいのは，このこうした奄

美の優秀な子どもたちが奄美の高校ではなくて，本土の高校に進学をする。それには，特待生という制

度で優遇されておられるということでございますが，こういう高校生がもし地元におられたらどうなの

かなと。地元の高校がインターハイですとか，甲子園とか，そういうふうに行けるようなことにならな

いものかなということで，こういう質問をさせてもらったわけでございますが，ここでお尋ねしたいの

は，高校，いわゆる公立高校ではございますが，県のほうのこれは担当にはなると思いますが，将来県

立高校であってもこの特待生，地元から特待生とか，あるいは特別に推薦をしてもらって地元の高校に

入るとか，そういう可能性はないものかどうか，分かる範囲で結構ですが，お願いします。 

 

教育長（要田憲雄君） 県立の高校につきましてもですね，推薦制のような形で入れる部分もございま

す。要するに，中学校からこの競技に秀でているという前提で推薦書をあげていくわけでございますか

ら，そういう子どもたちも学力の高い子どもたちと同じような形で採用していただくということはござ

いますので，そこは御理解いただきたいと存じます。 

 

９番（戸内恭次君） 実際にその奄美の高校に，奄美市内の中学校からそういうような形で何人ぐらい行

かれたことがあるのか，まだそういう実例はないのか，教えていただければと思います。 

 

教育長（要田憲雄君） 具体的に，どこの学校にということと種目を申し上げることはなかなか難しいわ

けでございますが，毎年何名かずつはそういう子どもがいるということは御理解いただきたいと存じま

す。 

 

９番（戸内恭次君） はい，ありがとうございます。そういう意味では私の認識不足でございましたけれ

ども，奄美の中学校の皆さんが特待生として高校，県立高校にも進学ができるのであるということが分

かりましたので，大いにそういうことをまた宣伝をさせていただきたいと思います。そうして，地元の

ほうで高校も進学をすることができれば，本当にいいなと。そして，地元の高校が力をつけて，そして

そのことによってＰＲ効果もありますので，甲子園に，例えばしょっちゅう行く学校というふうになれ

ばそれを目指して全国から，甲子園に行ける学校ということで子どもたちが集まってくると，そういう

ことは大学においても，設置する大学においてもそうだと思いますが，全国から子どもたちが集まると

いうような機会で人口増加にもつながる。子どもたちの，奄美の子どもたちの夢がまた更に広がるとい

うことで，そういうことをまた目指していただきたいなと思います。 

 次の質問ですが，進学先におけるトラブル，事件発生等があったわけでございますけれども，そのこ

とについて御存知であればコメントをいただきたいと思います。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 進学先でのトラブル等とか，事件発生がないかということでござい

ますけれども，私どものほうで把握ができておりますのは，進学をした先で体調を崩して，十分にクラ

ブ活動ができていないという案件があるということは伺っておりますが，それ以上のことはこちらのほ

うでは把握はできておりません。以上でございます。 

 

９番（戸内恭次君） はい，分かりました。新聞等で紹介されているとおりですね，奄美から進学をした

高校生がですね，向こうのほうで教員とのトラブルがあったということで裁判沙汰になっているってい

う話もありましたので，こういうことがあってはかわいそうだなということも，更にその地元の高校進

学というものを勧める意味でもございます。 
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 次に，３番目。関東，関西中学校におけるスポーツ交流ネットワークの構築について。これはＬＣＣ

効果であると思いますが，鹿児島に行くよりも，下手をしますと船運賃よりもＬＣＣで関東，関西に行

ったほうが，子どもたちがその練習試合にも行けるような，そういう時代になったということからです

ね，こういう関東，関西でも子どもたちが試合に行けるような，また練習ができるような，そういうネ

ットワーク等にづくりの可能性はないのか，お尋ねします。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは，県内ではこれまでスポーツ少年団，あるいは中学生の水

泳部，相撲部による地元との交流を交えた強化合宿等も実施をされております。ただいま，議員のほう

からお話のありました，関東地区や関西地区の中学生とのスポーツ交流ということについては，これま

では実績がない状況でございます。高校，大学のスポーツ合宿については平成２８年度に２２の団体が

実施，あるいは実施予定ということでございます。うち，４団体は高校の野球部，あるいはサッカー部

ということでございます。中学生のスポーツ交流は予定をされておりませんが，平成２８年度において

関東が２校，関西が１校，合計３校が中学，３校の中学校が修学旅行ということで奄美のほうに訪れて

おります。議員がただいまおっしゃいました中学生のスポーツ交流につきましても，ＬＣＣ就航によっ

て可能性は大きくなるというふうに考えております。今後，議員の御提案を含めまして，関東，関西の

関係者や郷友会及び１００人応援団の方々，そういった方々からの，との情報連携を図ることによりま

して，中学生ではなく各種団体との交流も可能になるというふうに考えているところでございます。以

上でございます。 

 

９番（戸内恭次君） はい，ありがとうございます。 

 続きまして，３番，４番一緒に質問させてもらいます。奄美市内の高校への海外留学生受入制度の構

築についてと，４番目，地域振興を担う教育行政について。二つ一緒に，似たようなことかもしれませ

んので。というのは，特徴ある高校をつくることが学生を呼び込むと，それが地域振興に役立つという

ことで，また高校生に対する留学生を受け入れることによって刺激にもなるということでですね，海外

の学生を受け入れるということができないのか。少し聞いた話ではなかなか公立高校においては厳しい

っていう話を聞いておりますので，その点を奄美市サイドで何とか打破できないのかなということでご

ざいます。先日，師玉議員からも海士町視察のことがありましたけれども，やはり特徴ある高校をつく

ることによって，地域の活性化にもつながるということがありましたが，その点について可能性がない

のか，お尋ねします。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 奄美市内の高校への海外からの留学生の受入ということでございま

すが，県の教育庁高校教育課によりますと，平成２８年５月１日現在で鹿児島県立の高等学校で外国か

らの留学生を受けているのは２校で３名というふうに伺っております。その３名の留学期間については

１学期間，あるいは１０か月，１年ということでございまして，今は全員帰国をしているということで

ございます。県の独自での受入制度はないということで，これは各県立高等学校独自の受入ということ

でございます。奄美市内には三つの県立高校がございますが，いずれの高等学校にも受入制度等はな

く，過去３年間に外国からの留学生の受入もないということでございました。今後，関係機関や関係部

署とも連携を深めながら，多くの生徒や学生にとって魅力ある学校づくりを進めて，島外にもアピール

できるようにしてまいりたいと考えておりますので，よろしくお願いをいたします。 

 

９番（戸内恭次君） お答えいただいたように，まだ閉鎖された県立高校であるということが分かったか

なと思います。英語の枠，英語を学ぶにも，そこに本物の英国の方がおり，その英語を使う方がおりと

か，その，そういう身近に友人としてそういう方がおればですね，刺激にもなるであろうかと思います

ので，是非今後教育特区なり，もしつくることができれば，海外からどんどん学生を受け入れるような
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奄美市にしてほしいなと，そういう思います。その一つがですね，その北高のことについてであります

が，もし北高にそういう特色あるもの，提案があったものは相撲の指導者が来て，相撲を北高に行った

ら強くなると，そういったことですとか，そういう特色のある高校づくりを提案もされておりますの

で，それはまた海外からの子ども，受け入れる特色ある高校づくりにも大いに参考になるのではないか

と思いますので，御検討いただければと思います。 

 次に，３番，農業関係についてでございます。（１），ミカンコミバエの防除対策の現状。ミカンコ

ミバエで大変な思いをしたわけでございますが，今現在，ミカンコミバエの防除対策はどういうふうに

対策をしておられるかということでございます。如何でございますか。 

 

農政部長（奥 正幸君） お答えをいたします。ミカンコミバエの防除対策の現状についてでございます

けれども，昨年のミカンコミバエ種群の発生事案を教訓としまして，平成２８年の８月にですね，門司

植物防疫所が新たに定めたミカンコミバエ種群誘殺時の対応マニュアルに沿いまして，現在対策を行っ

ているところでございます。内容といたしましては，ミカンコミバエの誘殺状況を調査するトラップを

ですね，新たに再配置，増設をいたしまして，モニタリング体制を強化しているところでございます。

そのトラップの調査を毎月２回実施するとともにですね，年２回の果実調査を実施をいたして，侵入警

戒体制の強化をしてるところでございます。併せてミカンコミバエ種群の誘殺に備えて，平時よりテッ

クス版及びベイト剤を門司植物防疫所名瀬支所にて備蓄しております。もし，万が一誘殺が確認された

場合には速やかに初動防除を行えるようにしてるところでございます。以上です。 

 

９番（戸内恭次君） はい，ありがとうございます。引き続き，よろしくお願いします。 

 次，農地流動化についてでございます。農地の流動化で一つ大きな障害になるのが相続登記問題でござ

いますが，こういうことについて行政が取り組むことによって，非常にこうやりやすい農地流動化にな

るのかなというふうにも思うですから，このことについて何かいい案はないかお尋ねします。 

 

農業委員会会長（前山重一郎君） 皆さん，おはようございます。ただいまの質問の農地流動化にあたっ

て，相続問題についてお答えいたします。農地流動化にあたって農業委員会総会の中でも最も懸案事項

の一つに，議員御指摘の相続の未登記の問題がございます。公共事業で用地取得する場合には代位権源

として相続登記を公共団体が土地所有者に代わって登記することは可能ではありますが，民間団体等が

開発・利用とする用地取得の場合の相続登記につきましては，土地所有者において処理されるべきもの

で，公共団体が民間に代わって登記を申請するという事例は聞き及んでおりません。相続未登記の問題

は農地の流動化の推進においても大きな支障となっており，農地中間管理事業の賃貸借の場合にはこれ

まで相続人全員の同意が必要となっておりましたが，相続人の過半の同意を得れば利用が可能となるな

どの緩和が図られております。土地売買契約に伴う相続登記，所有権移転登記につきましてはこれまで

どおりで，要件を緩和するという民法改正があったとの情報は現在のところは得ておりません。これら

の課題を踏まえ，農地の流動化が進むよう，国・県への要望を通して改善を求めてまいりたいと考えて

おりますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

 

９番（戸内恭次君） はい，ありがとうございました。私が申し上げたいのは，一定の区域等，行政が何

か施策をしたい場合に一定の区域等について，そういうことをですね，できないものかと思っておりま

したので，質問でございました。 

 ②，農振地における太陽光発電とか風力発電の許可についてでございます。最近，風力発電を大変希

望する人が増えてまいりました。ところが，山の上ですと農振地域があるとか，場所はいいけれどもそ

ういった法的に難しいっていうのがありますので，その地目変更そのものを目的とするわけではなく

て，その一部を利用して，やはり農家としてその土地を利用するためにも経済的な意味合いからも大変



 

- 122 - 

 

いいことになるのではないかと思うんですが，そこらあたりで何かいい方法はないでしょうか，お願い

します。 

 

農政部長（奥 正幸君） はい，お答えいたします。農業振興地域では，市町村が将来的に農業上の利用

を確保すべき土地として指定した区域での農地転用は原則禁止されております。議員お尋ねの農業振興

地域内における太陽光発電，風力発電設備などの再生可能エネルギー施設設備の開発行為についてです

が，当該地域内の農業地における農地転用が原則禁止されているため，これらの開発行為は基本的には

できないことになっております。但しですね，最近支柱を立てて農地の上部空間を利用する，そして営

農をですね，営農を引き続き継続して，太陽光パネルを新たに買い，営農を継続するタイプの太陽光パ

ネルなどが新たに今技術開発されておりましてですね，このようなケースについて農地転用許可の対象

となるか否かを，今明らかにする必要が生じております。このことから，農林水産省では昨年の１１

月，営農型発電設備の実務用Ｑ＆Ａが示され，当該許可制度の取り扱いについて整理がなされたところ

でございます。簡潔に内容を申し上げますと，営農型発電設備を安全に支える支柱として，必要最小限

の構造を用い当該設備を支え，その下では営農を適切に継続することを条件に，この設置について期限

を設けてですね，一時転用許可は出すというものでございます。これにつきましては，昨年末に示され

たこともあり，時期的なものもありますので，今市町村単位で説明等が行われていない状況です。本市

におきましても詳細について把握してないため，今後この件について国・県の御指導，レクチャーをい

ただきながら制度の管理，運用について調査，研究をしていきたいと考えておりますので，御理解を賜

りたいと思います。 

 

９番（戸内恭次君） 一定の方向付けが農水省でなされたということで，大変喜ばしい話でございます。

引き続き風力発電等の支柱のことについて，今は太陽光発電でございますが，風力発電の支柱について

も，いわゆる例えば農業の家計，農業と一緒にやってやるということでできないものか，農振地の転用

を目的とするのではなくて，あくまでも農業に資する，農業経営に資する風力発電と太陽光発電という

ことで許可が出しやすくなればと思いますので，また引き続き御努力をお願いをします。 

 次，観光産業の件でございます。これ，一括してお尋ねします。１番，ＬＣＣ格安航空の継続，維持

及び拡大についてでございます。１，ＬＣＣについて，に対する支援について。特に関西便については

幾らぐらいの支援をしてもらうのかということ。また，各離島間のＬＣＣについて。３番，沖縄，福

岡，鹿児島のＬＣＣについて。４番，ＬＣＣ基金創設についてお尋ねしたいのですが，いかがでしょう

か。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 関西－奄美線に対する支援につきましては，現在閑散期における大都市圏

から奄美地域への交流人口拡大を目的に，交流需要喚起対策特別事業として奄振交付金が活用されてお

りますことから，成田線同様に奄振交付金の活用について現在検討がなされているところでございま

す。具体的な内容につきましては現在調整中と伺っておりますので，御理解を賜りたいと存じます。 

 それから，この支援の期間についてもちょっと御質問があったと伺っておりますが，同事業の継続に

つきましては，現行の奄振法，いわゆる平成３０年度までは継続されるものと理解いたしております

が，その後につきましては次期奄振延長と併せまして，引き続き国・県に要望してまいりたいと考えて

おります。そのほかの支援につきましては，国において航空機燃料税の軽減措置対象路線として，奄

美・成田線が平成２８年度に追加をされております。そのほかですね，奄美大島・喜界島航路対策協議

会においては，奄美空港に離発着する航空会社の負担軽減となるよう，地上支援機材を配備しており，

バニラ・エア社においても現在有効に活用されているところでございます。 

 ２点目の件でございますが，現在奄美群島内の航空路線につきましては，奄美群島１２市町村も出資

する日本エアコミューターが運航しており，外海離島の奄美群島にとって生活路線の安定的な確保と産
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業の振興などにおいて，大変重要な路線となっております。格安航空会社の新規参入につきましては，

民間による市場競争により行われるものと認識いたしておりますが，群島，離島間の路線で現在適用さ

れています運航費の損失補填，こういった各種補助制度がございますが，こういった制度に影響を及ぼ

すことなども含め，生活路線の安定的な確保の観点からも慎重に議論しなければいけない課題であると

考えているところです。 

 次，３点目ですが，他地域からのＬＣＣ就航につきましては，先般松山議員にもお答えいたしました

が，現在新規路線の計画はお伺いいたしておりません。まずは，既存の定期路線を安定的に確保する中

で，交流人口の拡大に向けた取組を進めることが重要であると考えております。 

 それから，④の基金の，ＬＣＣ基金の創設でございますが，現在奄振交付金を活用した交流需要喚起

対策特別事業は移動コストの軽減により，閑散期における大都市圏からの需要喚起と交流人口を拡大

し，一層の競争促進を図ることで更なる移動コストの軽減につなげていくことを事業目的としており，

既存の航空会社２社に対して公平，公正に交付金が配分されているところです。格安航空会社ＬＣＣへ

の基金創設については，公金を一部の営利企業へ投入することが前提と考えられますことから，困難で

あると判断いたしております。このことから，まずは奄振交付金による継続した対応を国・県に要望し

ていきながら，最終的には格安航空会社ＬＣＣの自立促進を図ることが肝要ではないかと考えておりま

す。以上です。 

 

９番（戸内恭次君） はい，ありがとうございました。 

 次に，２番，民泊拡充のための行政の取組についてでございます。これは，３月２６日から関西から

もＬＣＣが飛んでくる。また，その他いろいろと人口が増える要素があるわけでございますので，この

民泊っていうものをもう少し拡充することが大事なことではないかなと思うんですが，それについて行

政が指導をしてもらうような，あるいは何らかの援助とは言いませんが，いわゆるノウハウ提供とかい

うものができないものなのか，お尋ねします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 議員御案内のとおり，民泊につきましてはインバウンドを進める国におい

ても急増する訪日外国人観光客のニーズや大都市圏での宿泊施設不足の状況に対応するため，平成２８

年４月に旅館業法の規制緩和が行われております。本市におきましても，世界自然遺産登録やＬＣＣ就

航を機に，外国人観光客を含めた交流人口増加による宿泊施設の不足が懸念されるところでございま

す。議員御提案の民泊の推進は有効な対策と認識しておりますが，一方で民泊の先行地におきましては

安全性の確保や近隣住民のトラブルなど，民泊推進による新たな課題も抱えているようでございます。

このようなことから，民泊の推進につきましては関係機関と連携し，まずは制度や手続き関係などにつ

いて勉強会やセミナー開催などに向けた取組を検討してまいりたいと考えております。以上です。 

 

９番（戸内恭次君） はい，ありがとうございます。民泊をですね，いろいろ問題はあるようではありま

すが，この緊急な交流人口の増に対応するための一つの施策と思いますので，今後御検討をお願いしま

す。  

 次，３番目，商店街，１６ｍアーケード街の建設についてでございます。この問題についてはです

ね，たびたび提案をしているわけですが，私は基本的にこの活性化というのは，ＬＣＣも就航して皆さ

んお分かりになったと思いますが，本当に人が入り，出入りすることが活性化だというふうに位置付け

てもいいのかなと思います。そういう意味で，商店街も活性化とは何ぞやと言いますと，やっぱり人が

多く出入りすることだと思います。車がたくさん出入りすることが活性化ではないということをはっき

り分かっているわけでございますが，それが未だに車だけを通そうという構想が続いているわけであり

ます。これは是非止めていただきたい。おがみ山トンネルの問題もそうであります。車を通すためのト

ンネルであるということで，この車を通すための便利なトンネルとは言いますけど，便利ではあります
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が必要性は今のところ，三儀山よりもないというふうに私は思いますので，便利なおがみ山よりも必要

な三儀山トンネルを是非通してほしいということを申し上げたいと思っております。そして，このおが

み山トンネルをまずはストップしていただいて，まずその前にやるべきことは，今中心商店街が大変疲

弊しております。そういう意味で，その活性化のためには人が集まる設備をすることだと。そのため

に，私はアーケードを提案をいたしているわけであります。門前町，城下町，人が集まるところから町

はつくられてくるわけです。これは今も昔も変わらないと思っています。駅周辺に商店街ができるわけ

であります。そういうことで，是非とももう一度考えを新たにしていただいて，本当の活性化とは何ぞ

やということをですね，考えていただいて，大きな転換をしていただきたい。アーケードを造りますと

雨の日もですね，しかも１６ｍ大きなアーケードですから，イベントができる，人が集まるということ

で，敢えて皆様が商店を配置するための援助をしなくても，自ずから商店がそこにはついてくるという

ことを思っておりますので，是非お願いをいたします。 

 ３月で退任，退職される皆さんに，楽しい人生を，これから楽しんでいただきたいとエールを送っ

て，私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で，無所属 戸内恭次君の一般質問を終結いたします。 

 暫時，休憩いたします。 

 午後１時３０分，再開いたします。（午前１１時４６分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き，一般質問を行います。 

 日本共産党 﨑田信正君の発言を許可いたします。 

 

１７番（﨑田信正君） こんにちは。日本共産党の﨑田信正です。さて，皆さん最近のニュースを見て感

じることでありますけれども，今この時代にこんな出来事が次から次へとよく出てくるものだと，戸惑

い，驚き，あるいは呆れ果てる，そんな思いを強くしております。そして，何よりも怖いという思いが

一番強くあるわけです。それは，アメリカ大統領にトランプ氏が就任したこと。東京の豊洲市場問題は

議会のあり方についても考えさせられるものであり，石原慎太郎元知事の記者会見の模様を拝見して，

呆れ果て，大阪では森友学園問題です。国有地が格安で売却された事実は驚きであり，そして何よりも

怖いと感じたのは安倍総理の名前が何かと出てくるこの学園でありますが，保育園児に戦前の軍事教育

を彷彿させる異様な教育が行われていることであります。安倍首相は憲法学者の９割以上が憲法違反だ

と指摘をする中，戦争法とも言える安保法制を国民の声を無視して強行採決し，憲法改正が自民党の歴

史的使命だと言っており，これが森友学園の教育方針とだぶり，更に怖さが増幅をしております。この

状況で私たちの奄美を見れば，自衛隊基地の問題，５日付の地元新聞のコラム欄で取り上げられている

オスプレイの問題など，やはり危うさを感じられずにはいられません。日本の針路が誤らないように，

私，微力であっても声を上げ続けていかなければならないと思っております。 

 さて，今，奄美市は成田間のＬＣＣに加え，関西路線の就航や国立公園の指定，そして世界自然遺産

登録へと追い風が吹いていると言われており，市長もフォローの風が吹く時宜をしっかりと捉えと述べ

られておられます。まさに，市民の市政の発展，市民の生活向上に向け取り組んでいただきたいと思い

ます。しかし，フォローの風だけでないのも事実であります。アベノミクスの格差拡大政策，社会保障

の度重なる改悪は低所得者を苦しめており，この人たちへの思いやりあるきめ細かな温かい施策が待ち

望まれております。私はこのような人たちの代弁者としても，議員の責任を果たしていきたいと思って

おります。 

 それでは，通告に従って順次質問をしていきますので，よろしくお願いをいたします。 

 まず，最初に市営住宅について。２階以上に住んでいる人が階下への住み替え希望者の実態調査を行
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い，対策を講じるべきではないかということで質問をいたします。この件につきましては，昨年６月議

会でも質問しており，答弁をいただいたところで時間切れとなりました。突っ込んだ議論にはならなか

ったわけです。この問題を抱えている当人たちにとっては切実な問題であり，１２月議会でも質問通告

を出していたものです。６月議会でいただいた答弁では，平成２２年度から２７年度にかけて１８件が

実現し，今年度は当初段階で５２件の待機があるとのことでした。つまり６年間で１８件ということ

は，１年で３件ということになります。今後，新たな住み替え希望者がなかったとしても，このペース

でいくと１７年かかる計算です。住み替えを希望される方は今，この時点で生活に不便を感じている方

ばかりだと思いますが，何とかしたい，何とかしようとの対策は考えられていないのか，お伺いをいた

します。障害者差別解消法というのもあります。このことについても触れてまいりましたが，解消法で

は合理的配慮の提供を自治体に求めております。障害者が障害のない人と同じことができるように，そ

れぞれの障害に応じて行うことであり，この観点に立って取り組まれるべきだと思いますが，御見解を

お伺いをいたします。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

建設部長（元山末男君） それでは市営住宅の住み替えの件と，障害者差別解消法につきまして答弁させ

ていただきます。 

 市営住宅における住み替え制度につきましては，６月議会におきまして住み替えの待機者数及び実績

並びに既存入居者と新規入居者の方に申し込みの順番で入居していただいていることを答弁させていた

だきました。議員がおっしゃっているとおり，住み替え希望者に対する入居実績は１８件でありました

が，その一方で住み替え案内を差し上げた方が入居を断った件数も，平成１６年度から平成２８年度，

これは２月までの数字でございますが，４９件ございました。このような点も踏まえて，住み替えにつ

いてどのような方法が合理的で公平なのか，今後対策を検討してまいりたいと考えておりますので，御

理解を賜るようお願い申し上げます。また，実際調査の実施につきましては，御提案ございましたが市

としましても住み替えの需要は年々高まっているものと認識しておりますが，受入可能な住宅戸数にも

限りがございまして，すべての御希望にお答えすることは難しいことから，これからも検討課題とさせ

ていただきたいと考えておりますので，御理解をお願いいたします。 

 続きまして，障害者差別解消法，合理的配慮の提供につきましては，国や地方自治体の負担が重すぎ

ない範囲で対応することが求められており，奄美市におきましても障害者を理由とする差別の解消推進

に関する職員対応要領を定めておりまして，その中でさまざまな合理的配慮の具体的な対応を示してい

るところでございます。障害者差別解消法は国や地方自治体の職員及び民間事業者が障害者へ適切に対

応することを定めたものと理解しておりまして，公営住宅の住み替え促進には直接的にはつながるもの

ではないと考えています。しかしながら，高齢者や障害者は暮らしやすい社会の構築を目指していかな

ければならないことに変わりはございませんので，そのような方々の視点に立った施策を検討してまい

りたいと考えております。以上です。 

 

１７番（﨑田信正君） 施策を検討するということで，具体的にどうするかっていう提案はまだされてま

せんよね，まだね。この問題については実は以前から取り上げてきたものであります。合併前の名瀬市

の時代，平成１７年第２回定例会でも質問をいたしました。そのときの建設部長の答弁は年々高齢化が

進み，４・５階に居住されている高齢者，障害の方々について住み替え希望が多く，その対策に苦慮し

てるところであります。高齢者や障害者の方々で階段の上り下りに無理がある方については医師の診断

書を添付していただいて，住み替えを実施しているところでありますというものです。そして，住み替

え希望者はその当時３０名，緊急性の調査等は実施しておりませんが，希望者全員３０名が医師の診断

書を添付して住み替えの順番を待っていただいておりますが，現居住者の移動が少なく，長年待ってい
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ただいているのが実情とのことでしたというのが，もう１０年前の答弁なんですよ。今，同じ質問をし

てですね，やっぱり具体的な対策はないというのが現状だと思うんですね。それを，どのように解決を

していくのか。今，部長も言われましたように，住んでいる人は困っていることは認識されているわけ

ですから，実態調査ということでは，先ほどの答弁でですね，実は住み替え案内をしたけれども４９件

がお断りをしたということです，その理由についてはどんなふうに把握されてるのか，分かれば示して

いただけますか。 

 

建設部長（元山末男君） これ，個別の案件ですので，細かくは理解，了解してませんが，一応部屋のや

っぱり古さ，きれいに改築いたしましてもですね，もっときれいな部屋が入居したいとか，それぞれ希

望がありまして，それによって辞退をしてるものかと理解しております。 

 

１７番（﨑田信正君） 住み替えを希望される方が最初言いましたようにね，その場で困っているという

ことですので，困っている人を優先的に何とかしようというのが必要だと思うんですよね。単なる５階

から１階に替えれば楽だというような形で住み替えということだけではないと思うんですよ。実際に相

談を受けた中ではね，４階に住んでいて，脳梗塞の後遺症があってリハビリに今頑張っているけれど

も，４階の上り下りは大変だと。もう，おまけに危険だと言うんですよね。それはそうだと思います。

住み替え希望を出されているのかと聞いたんですが，これはしてないということでした。今年度，当初

では待機が５２件ということでしたが，実態を調査すればまだまだそういった方はいるのではないかと

思うんです。また，住み替え希望を出していない理由の一つに，市営住宅の場合は原状回復をしなきゃ

いけないと。そのお金が準備できないから希望を出せないんだという方も実際におられます。このよう

な実態を調査することによって，生の声を聞いてですね，その深刻さに触れたときに，本当に真正面か

ら向き合って対策を立てようということになるのではないかなと思います。そうすればですね，市の政

策の優先順位も変わってくるんじゃないかなと思うんですね。是非，変えていただきたいと思うんです

が，そういった意味では実態調査をするべきだと思いますけれども，もう一度御見解をお願いしたい。

実際に住み替えをしている人もそんなに緊急性があるとかないとかいうこともですね，今のところ，結

局住み替え希望をするときには医師の診断書ということを言われてますので，やっぱり緊急性はあるん

だと思うんですけど，４９件もお断りがあったということについては，もっときめ細かな分析は必要か

なと思いますけれども，御見解をお願いいたします。 

 

建設部長（元山末男君） 特に，住み替えにつきましてちょっと説明したいのは，原則として公営住宅間

の転居というのは認められておりません。これは，高齢者，６０歳以上と下肢の障害で階段昇降に支障

がある方のみで住み替えを認めていることで，障害者，高齢者に対しての配慮と考えております。今，

おっしゃいました実態調査の件につきましてですが，担当事務のほうでですね，実態調査といかないま

でも現在の制度で，また補助，改良する部分があればまた改良するなりして対応していきたいと考えて

おりますので，御理解をお願いいたします。 

 

１７番（﨑田信正君） 緊急性ということで，特養に入る場合でも入所判定委員会をやってですね，順位

を決めてやるわけですから，この場合，一般の住宅の空き家待ちと違って実際に障害を持っていて４

階，５階，外に出るのもままならないというような人たちをどう手助け，援助していくかということな

んですよね。ご長寿お達者券というのも，社会に出て活用してもらうためにバスをということですか

ら，それと同じ考えでいけばね，それよりもこっちのほうがまだ緊急性，必要性は強いのかなというふ

うに思います。ですから，是非そういう緊急な人たちにどうするかと。実際に部屋がないときどうする

かと言ったときに，例えば民間の住宅を市営住宅として賃貸契約できないのかとかですね，いろいろ手

を取らないと本当に，この前，５階に住んでいる人が骨折をしてですよ，足の骨折をして，もう上り階
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段，上り下り大変ですから，外出はもう控えてるんだという方もおられますので，そういった人たちの

ために，そういう緊急性の高い人のために民間の空いているアパートとか，そういったところとの賃貸

契約，そういう物件があるかどうか分かりませんが，そういったのも調査をしてですね，できればそう

いった方向でも対応していただければと思いますが，そういった，すぐ今できるできないは言えないと

思いますが，検討する価値はあるのではないかなと思いますがいかがですか。 

 

建設部長（元山末男君） 現在，奄美市には２８３棟，２，２１６戸の市営住宅がありまして，年間で修

繕費，大工さんに対する委託料，その材料費等含めて３，３００万円，約３，３００万円ほど修繕にか

かっております。老朽化が進んでいますので，それに対して１部屋当たりの修繕日数が以前は３日程度

ですが，１週間もかかるぐらい時間がかかっております。それに対して，また入居申し込みに対して入

っていただける，その処理もあります。また，入居されている方のことも考えなければいけないとかあ

りますので，まずはその現在入居されている方，今我々が管理している市営住宅，管理，その付近やは

り集中したいと思いますので，個人の住宅を借りるとかそういうことにはまだ計画しておりません。考

えておりません。以上です。 

 

１７番（﨑田信正君） これは，憲法でいう健康で文化的な最低限の生活をどう提供するのかという行政

側の取組にもかかってくるかと思いますので，市長その辺のところもきちんと頭に入れて，とめておい

ていただいてですね，政策つくっていただきたいというふうに思います。 

 次，空き室ですが，佐大熊市営住宅は上佐大熊でも下佐大熊でもですね，空き室が多くあるとよく耳に

するんですね。いろんな理由でそういう状況になっているというのは推測できますが，そのまま放置さ

れていていいわけはありません。当局としても何らかの対策やどうしようとしているのか，何らかの方

針はお持ちだと思うんですが，まず現状，実態はどうなっているのか，お示しをいただきたいと思いま

す。また，佐大熊住宅のみならず奄美市の市営住宅全体ではどうなっているのか。そして，現在の待機

者数についてもお伺いをいたします。 

 

建設部長（元山末男君） それでは佐大熊市営住宅の空き家の関係と，その他の住宅について答弁させて

いただきます。現在，政策空き家を除いた住宅は奄美市全体で２，１５４戸となっておりまして，地区

ごとの内訳は名瀬地区１，６８１戸，住用地区１３６戸，笠利地区３３７戸であります。この政策空き

家とは主に老朽化等により破損が著しいため，入居者の募集を停止した住宅でございます。入居者募集

の対象となっている住宅で空き家は名瀬地区１３０戸，住用地区１５戸，笠利地区７戸の計１５２戸で

ございます。御質問の佐大熊住宅につきましては，入居者募集対象の空き家が７２戸ございますが，こ

のうち修繕が完了し，入居可能になった１２戸につきましては案内を行っているところであります。議

員も御承知のとおり，佐大熊住宅は建設から半世紀近くが経過し，老朽化が著しく，新規入居に対して

修繕に多大な費用と労力がかかっております。他の団地での修繕との調整を図りながら，佐大熊住宅の

修繕を進めているところでありますので，御理解をお願い申し上げます。なお，その他の団地，入居募

集対象の空き家につきましては，主なもので春日団地が２６戸，浜里団地５戸，知名瀬団地４戸，平田

団地４戸がございますが，これらの団地につきましても修繕が完了し入居が可能になった１４戸につき

ましても，現在案内中でございます。待機者につきましては，現在名瀬地区で５２５人，笠利地区で３

０人となっております。なお，住用地区では入居待機者はございません。依然として入居待機者が多い

状況にありますが，その改善に努めてまいりたいと思いますので，御理解をお願いいたします。 

 

１７番（﨑田信正君） 今，全体で１００軒ぐらいの空き家があると。入居対象，待機者が５００は待っ

てるわけですから，何とか早急に改善できるように努力をしていただきたいと，よろしくお願いしま

す。 
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 次，子どもの実態調査です。子どもの貧困対策についてでありますけど，これまで相談件数とその内

容についてお伺いをしてきました。そして，的確な対策を講じるためにも実態調査は欠かせないものだ

とやはり思います。実態調査が必要ではないかとの質問に対して，県が今アンケート項目の調整中との

答弁をいただいておりますけれども，子どもの時代の貧困というのはその子の人間形成にも大きくかか

わってくるものだと思います。だから，何よりも優先して対策が取られることが重要だと思います。い

つごろ，その実態調査が行う，行われる予定なのか，お伺いをしたいと思います。 

 

福祉事務所長（伊東義久君） 県が実施している鹿児島子ども調査は生活状況や家庭の経済状況を把握

し，今後の施策に生かすことを目的にアンケート調査を実施しており，その進捗状況について確認した

ところ，今年１月に県内の公立小学校，中学校を対象に無作為で抽出してアンケート用紙を配布し，１

月末に回収し現在アンケート項目の内容を集計中とのことです。なお，調査結果については分析が済み

次第，時期を見て公表するとのことでした。以上です。 

 

１７番（﨑田信正君） 今，実態調査は済んだということですね。済んだということは，結局奄美市独自

の調査項目は何ら加味されなかったということでいいんでしょうか。 

 

福祉事務所長（伊東義久君） 県のほうでアンケート調査を実施しておりまして，３２項目に及ぶ調査内

容でございます。さまざまな内容のですね，内容が調査されておりますので，そこら辺についてはです

ね，１月末に集計を行いまして，後日結果を公表するということでございますので，御理解いただきた

いと思います。 

 

１７番（﨑田信正君） はい。また，その結果の内容を見て，今後の対応も考えていきたいというふうに

思います。それで，貧困率というのが出されております。沖縄は貧困率第１位，大阪が第２位なんです

よね。第３位が鹿児島ということになっております。鹿児島県全体で第３位ですから，この奄美，地元

ではどうなっているのかなというのも大変気になるところなんですが，貧困率のデータとなる可処分所

得は中央値，これは１９９７年が２９７万円ということでした。２０１２年には２４４万円に下がって

おります。これはもう，所得の階層そのものが下がってきたということでいいことではないんですが，

奄美では幾らになるのか，子どもの貧困率はどうなるのかを分かれば示していただきたいと。中央値が

２４４万円ということは，それの半分以下が貧困だということですね。１２２万円未満が貧困に属する

ということですので，こういった数字がどうなるのか分かれば，お示しをください。 

 

福祉事務所長（伊東義久君） お答えします。可処分所得の中央値を算出するためには，市民全員の就労

所得，財産所得，公的年金，その他の現金給付及び所得税，住民税，社会保険料などを把握し，各世帯

の世帯人数の平方根で割った等価可処分所得を算出する必要があります。また，子どもの貧困率につき

ましては，等価可処分所得の中央値の２分の１以下の世帯の１７歳以下の人数を算出する必要がありま

す。近年，個人情報化が進み，これらの数値を把握することは非常に困難でありますので，本市におい

ては可処分所得の中央値及び子どもの貧困率の調査を実施しておらず，把握しておりませんので御理解

いただきたいと思います。 

 

１７番（﨑田信正君） なかなかややこしい計算方法ですので，理解はするところですが。だけれども，

何らかの形で奄美市の子どもたちがどういう状況に置かれているかというのは，きちんとしたやっぱり

調査が必要だと思うんですね。それでこそ，的確に敏速に対策が立てられるものと思いますので，よろ

しくお願いいたしたいと思います。本来，子どもの貧困対策，言ったように何よりも優先されなきゃな

りませんが，全国知事会も昨年７月に地方創生の本格実現のための特別決議の中で，特に下記の措置に
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ついて直ちに断行するよう強く求めるとして，１番目に少子化対策及び子どもの貧困対策の抜本強化を

うたってるんですね。昨年６月９日付の地元新聞に子どもの貧困対策で首長連合ですね，全国１６１市

町村集い，設立という見出しの記事がありました。その後もこの首長連合に関する記事を拝見した覚え

がありますが，奄美市はこれに参加しているのか，どのように考えられているのか，見解があればお伺

いをいたします。 

 

福祉事務所長（伊東義久君） お答えします。子どもの未来を応援する首長連合会は子どもの貧困の連鎖

を断ち切る取組を戦略的かつ効果的に実践していくために，他の自治体と連携を図りながら子どもの貧

困問題に対する効果的な取組を進めていくことを目的として設立されています。県内では出水市，日置

市，伊佐市の３市が参加していると聞いていますが，今後については他自治体の動向を踏まえながら検

討してまいりたいと考えています。 

 

１７番（﨑田信正君） 次に，子ども食堂です。文教厚生委員会で昨年の５月に所管事務調査で見てまい

りました。今，各地で子ども食堂が開設されてですね，最近では鹿児島市でも，そして奄美市でも，市

内でもですね，開設をされたと新聞記事にありましたけれども，子どもの居場所として心の安らぎ場所

としても全国的に注目をされているものです。しかし，この設立にあたっては，多くは志を持った人た

ちの熱い思いで運営されているようでありますけれども，もちろん地域や行政の協力も不可欠だと思い

ます。奄美での必要性をどう捉えられているのか，また行政としてどのような支援，援助されているの

か，お伺いをいたします。 

 

福祉事務所長（伊東義久君） はい，お答えします。子ども食堂については全国各地で取組が広がってお

り，県内でもいくつかの自治体において子ども食堂が開設されています。本市においても民間の方が子

ども食堂を昨年１２月に開設し，月１回のペースで続けていく予定と聞いています。子ども食堂の取組

は１人親世帯など，１人で食事をとることが多い子どもや食事を満足にとることができない貧困家庭，

また育児放棄に近い家庭などの子どもたちに居場所を提供する施設で，子どもの貧困における有効な対

策であると考えています。本市においてはひとり親家庭が多いことや，生活保護率が高いことを踏まえ

ますと経済的に困窮している子ども，世帯の子どもが多いと推測されることから，子ども食堂の必要性

は感じています。県内の子ども食堂の状況については志を持った民間の方がボランティアで運営されて

おり，行政からの運営，財源に対する支援は受けていないようです。本市としては民間のこのような活

動を尊重し，見守りながら必要な協力を行っていきたいと考えております。 

 

１７番（﨑田信正君） これは，これからますます広がっていくと思うんですね。そのときに，いろんな

行政の関わり方とかいった事例も出てくるかと思いますので，今部長も答弁されたようにね，本市の状

況から見ればやはり行政がもっともっと関わって，子どもたちを支えていくということが必要かと思い

ますので，これも市長の大きな英断を期待したいというふうに思います。 

 就学援助について，お伺いです。準要保護者に対する就学援助制度についてお伺いをしたいと思いま

す。この件については，２年前の平成２６年の６月議会でも取り上げました。国が就学援助の補助費目

を新たに３費目追加するよう通知をしております。そのときは，支給対象とされていない補助につい

て，鹿児島県内１９市等の動向を見据え対処したいと答弁をされているわけです。２年経った今，どの

ように対処されたのかお伺いをいたします。また，準要保護世帯の認定は市町村が独自に認定基準を決

めることになっておりますけれど，昨年５月３１日付の地元新聞の基準額の表を見れば，奄美市は低い

部類にあるように思われますが，これをどのように考えているのか，お伺いをいたします。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは，お答えをいたします。まず，補助対象の拡大についてと



 

- 130 - 

 

いうことでございますが，現在奄美市の準要保護児童・生徒援助費におきましては，クラブ活動費，そ

れから生徒会費，ＰＴＡ会費，この３項目につきましては補助対象にはなっておりません。平成２７年

度の決算で教育費における扶助費は１億７，０００万円を，７，０００万円余りということになってお

ります。うち，要保護，準要保護児童・生徒援助費は５，８４２万円で，これは一般財源を使って実施

をしているところでございます。現在，支給対象とされていない３項目の補助について試算してみます

と，小・中学校合わせまして，平成２８年度ベースで計算をしますと１，７００万円程度の費用がかか

るという試算になります。これを，実施をするということになりますと，恒久的な財源を確保すること

が必要ということになりますので，慎重に対応をさせていただきたいと考えているところでございま

す。なお，平成２９年度の当初予算におきましては，補助対象の拡大といたしまして，体育実技用具費

を計上をしたところでございます。これは新中学１年生に対しまして，体育実技で必要な柔道着であり

ますとか，剣道の竹刀なりを準備をするのにかかる費用を補助をするものでございます。 

 それと，もう１点の新聞に掲載をされました２７０万円のことについてですが，奄美市の準要保護の

認定の基準というものは市県民税の所得割非課税世帯，それから児童扶養手当の受給世帯，その他教育

委員会が特別な理由により必要と認めた世帯というふうになっておりまして，所得額で判定をしている

わけではございません。このときのこの２７０万円って数字は，私どもで認定を受けております準要保

護世帯の平均所得を出したところ，この数字になったということでございますので，２７０万円が基準

というわけではございませんので，その点は御理解をよろしくお願いをいたします。以上でございま

す。 

 

１７番（﨑田信正君） 今，説明の中で一般財源からということでしたけれども，もともとこれは一般財

源に交付税が算入されているわけですよね。もともと，平成何年のときからかな，一般財源化する，な

ったけれども，それは交付税で算入されているというような前提になっているわけですから，しっかり

子どものために財源を使うということはできる，やってもらいたいというふうに思います。 

 次に，入学準備金です。３月は卒業シーズンで，月が明ければ卒業シーズンということになります。

小学校，中学校の新１年生はまた新しい環境のもとで，希望に満ちた学校生活を夢見ているのではない

かと思います。私もまだ数年先の話でありますけれども，孫の入学時にはランドセルを買うんだという

ことを約束をしている，させられているのか分かりませんが，またこのランドセルがまた高いんです

よ。ぱっと見たら５万，６万ですね。いいのなればもう途方もない額になるわけです。入学準備ともな

れば，ほかに制服などもあります。結構お金がかかるものだと思うんですね。知り合いの人にお下がり

を予約するなど，それなりの対策を立てている方もおられますけれども，生活保護の場合は最低生活を

維持するためのもので，やりくりをしてもまとまったお金を捻出することは容易ではありません。子ど

もの成長は親にとって一番の喜びのはずでありますけれども，一方では苦労も多い。そこで，現在要保

護世帯の新入学児童世帯のために入学準備金が支給されておりますけれども，その額が幾らか。また，

いつ支給されるのか，お伺いをいたします。 

 

福祉事務所長（伊東義久君） お答えいたします。新入学児童・生徒の入学準備金は小学校など入学時に

４万６００円。中学校等入学時に４万７，４００円を３月３日の生活保護支給日に対象世帯へ支給して

おります。以上です。 

 

１７番（﨑田信正君） 生活保護の世帯では３月３日支給，４万円余りですね。これも，数年前からちょ

っと上って４万円ぐらいになっているわけですが，今要保護世帯の入学準備金でお伺いをしましたけれ

ども，同じく準要保護世帯についてはどうなっているのか，お伺いをいたします。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 要保護，準要保護世帯の新入学児童・生徒学用品費につきまして
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は，文部科学省のほうから１月末に単価予定案として通知がきております。改定後の単価は生活保護の

入学準備金と同額でございまして，小学校が４万と６００円。中学校が４万７，４００円ということに

なっております。現在の新入学学用品費の単価と比べますと，ほぼ２倍ということになります。これ

は，支給額が実際必要になる額に対して十分でないとの指摘を受けての国の改定でございます。奄美市

といたしましては，今後単価の決定通知を受けて，改定単価を準要保護単価に適用するのかどうか，ま

た実施時期，そういったことも含めまして関係各課と協議を進めてまいりたいというふうに考えており

ます。新入学児童・生徒学用品費の入学前の支給ということにつきましては，当該学用品費が入学準備

に対する支給であるということを踏まえまして，今年度において入学前支給の方法や支給の時期，また

それに伴う事務手続き，そういったことについて検討をしてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。 

 

１７番（﨑田信正君） これ，支給時期についてはですね，２０１５年の８月に文部科学省初等・中等教

育局長がですね，児童・生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給できるよう通知をしているという

ことで，国会で答弁をされてるんですね。子どものことですから，すぐに対応するという姿勢がやっぱ

り教育委員会のほうでは是非持っていただきたいと。何があっても教育の，子どものためになるんであ

ったら，それはまずやるんだという考えで物事をやってかないと，財源がどうのこうのだと言ってもで

すね，何億円も使うような財源じゃないし，今単価が引きあがったということですから，それなども通

常は５月前後，６月，７月ごろに支給をされているということですから，必要な人はどっかからお金を

借りて準備をするということになるわけですね。そういったことを防ぐためにも，もう２０１５年で通

知を出しているわけですから，１６年，今１７年ですね，１年余りあるわけですから，あったわけです

から，すぐに対応していただきたいというふうに思います。 

 次に，学校給食の無料化についてお伺いをしたいと思います。学校給食は子どもの健康や成長に直接

関わる食を担う大切な制度だと思います。今，給食費を無料，あるいは軽減する取組が全国に広がりを

見せています。昨年１２月の朝日新聞によりますと，給食５５市町村が無償化との大見出しで報道され

ました。例えば，福島県では５９市町村のうち，全額補助が１町あり，一部補助を実施しているところ

が１４町村あります。奄美でもいち早く宇検村が実施をしてるようですが，実施する事態，自治体は更

に増えている状況です。奄美市では学校給食無料化についてはどのように考えられているのか，御見解

をお聞き，お伺いいたします。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは，まず学校給食の無料化につきまして，まず県内自治体の

状況についてお話をさせていただきたいと思います。直近の調査で回答が得られました県内３０市町村

の状況によりますと，奄美市を含む１３市町村が給食費について何らかの補助，あるいは助成を行って

いるということでございます。その中では，先ほど議員のほうからもお話がありました，宇検村の無料

化というのもございます。奄美市の現状といたしましては，準要保護児童・生徒援助費として認定者へ

給食費の７５パーセントを補助をしているところでございます。特別支援教育就学奨励費として特別支

援学級在籍者へ給食費の補助も行っているところです。また，高度へき地児童・生徒援助費として，全

児童・生徒に対し米飯と牛乳代を全額補助をしております。米飯，牛乳代の補助額は年間で１人当たり

小学生で約１万８，０００円。中学生で約２万円の補助額となります。これは月の給食費にいたします

と，およそ１，５００円の補助ということになります。この補助は市の単独予算となっております。平

成２７年度の決算といたしましては，約８，３００万円を支給をしているところでございます。他の市

町村と比較をいたしますと，多くの補助を行っているところでございます。また，準要保護世帯への給

食費の補助は給食費の７５パーセントということでございますが，これを仮に１００パーセントに引き

上げた場合には９５０万円の財源が必要というふうに試算をしております。これが，全児童・生徒の給

食費の無償化ということになりますと，１億４，０００万円の更なる予算の確保が必要ということか
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ら，現段階では非常に厳しい状況というふうに考えております。以上でございます。 

 

１７番（﨑田信正君） これは，子どもの貧困実態調査についていろいろとお伺いをいたしました。子ど

も食堂もそうですし，就学援助の代もそうでありますけどね，全体的に子どもを対象にして，奄美の子

どもたちをどう健全に育成し，そして社会で頑張ってもらえるような道筋を作っていこうかというのは

重要なんですよね。そういった意味では，市長，３期目の出馬表明もされて，実際選挙はどうなるか分

かりませんけどね，子どものことについてはこれまで以上にやはり目をかけていただいてですね，対策

を取られるように要望をしておきたいというふうに思います。 

 次に，介護保険の制度にいきます。介護保険について，まず最初に２の制度改正による市民の負担に

ついてお伺いをいたします。１２月議会では第２次安倍政権下で介護保険，医療保険及び後期高齢者医

療制度での見直しによる影響についてお示しをいただきました。いずれも持続可能な医療保険制度で，

あるいは持続可能な社会保障制度の名のもとに，総じて負担増となっております。特に介護保険の分野

でそれは顕著に表れているように思います。特養ホームへの入所が要介護１からできたものが，原則３

以上となり，現役並み所得の方の介護サービスの負担上限が３万７，２００円から４万４，４００円に

引き上げられているというのが答弁でありました。そして，更に改悪が予定をされており，介護サービ

スの利用者負担が現役並みで３８３万円の年収で３割としたり，現役並み所得者のサービス負担上限額

が４万４，４００円となったところでありますけれども，今後は一般的な課税世帯，第４段階の上限額

が４万４，４００円になるということです。市民の所得階層から思えば，まだ奄美市の場合は影響は小

さいのではないかと思いますけれども，改悪というのは一気に行えば国民の反発を受けますから，でき

るところから，あるいは抵抗の少ないところから始まっていくんですね。これまでの改悪の歴史を冷静

に振り返ってみれば，今この流れを押しとどめておかなければ，この先多くの市民が負担の重さに悲鳴

をあげることになりかねません。これらの改正が実施された場合，奄美市民の影響はどうなるのか，分

かればお示しをいただきたいと思います。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 介護保険制度の制度改正による市民への影響はどうなるかとの御質問でご

ざいますが，議員御指摘のとおり，来年度以降の改正の内容については平成２９年８月から見直しで

は，高額介護サービス費において現行３万７，２００円に設定されている一般的な課税世帯の月額上限

額が４万４，４００円に引き上げられます。また，平成３０年８月からの見直しでは，現役並みに所得

のある方の個人負担額が３割となる予定となっております。現時点において，これらの具体的な対象者

及び影響額などをお示しすることは困難でございますので，御理解を賜りたいとお願いいたしたいと思

います。本市としましては，今後とも被保険者が安心して介護サービスが受けられるよう，制度の安定

的な運営に努めてまいりたいと存じますので，よろしくお願いいたします。 

 

１７番（﨑田信正君） 制度の安定的な運営，必要ですけれども，市民の安心した暮らしも大変，こちら

のほうが優先されなきゃいけないと思います。 

 それで，総合事業，これは４月からいよいよ開始をされます。奄美市は実施を遅らせて準備期間をと

って進めてこられたことから円滑な業務が遂行されるものと思いますが，そうはいってもこれまでのシ

ステムと変更があるのも事実であります。いよいよ，待ったなしの時期を迎えておりますが，午前中の

質疑の中でも，家庭のその人たちが半分しか，まだいないというようなこともありましたけれども，実

際のところですね，総合事業になってこれまでと具体的にどう変わるのか，次の４点についてお伺い，

示していただきたいと思います。第１は介護保険の主人公であります，サービスを必要とした人がサー

ビスを受ける場合はこれまでとどのように変わったのか。第２点はサービスを提供する事業者の側で変

わったことはないのか。第３点は利用者の負担に変化は出てこないのか。そして，第４点，サービスの

低下はあってはならないと思いますが，サービスの質はどうなるのか，この４点についてお伺いをいた
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します。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） それでは，総合事業の４点のサービスについて順を追って御説明させてい

ただきたいと思います。 

 まず，第１点目のサービスを必要とした人がサービスを受ける場合の質問でございますが，総合事業

のサービスを受ける場合についてはこれまで支援認定があり，サービスを受けていた方と新たに窓口に

相談を言った方に分けられます。これまで，サービスを利用されていた方については現在の認定機関の

更新の際にスムーズに移行できるよう，介護支援専門員が利用者の意向の確認を行い，併せて事業所と

連携を取り実施いたします。また，新たに窓口に相談を行った方については身体機能や生活での困りご

となどを確認し，その内容により要介護認定の認定申請を行うのか，基本チェックリストを活用しケア

プラン作成につなげるのか，本人の生活全般を見たうえで自立支援に向けた支援をいっていく予定であ

ります。いずれも，利用者への支障がないよう，取り組んでいきたいと考えております。 

 次に，２点目のサービスを提供する事業所の側での変更点ですが，本市では総合事業を介護予防の推

進，新たな担い手の創出という目標を持って取り組むこととしております。そこで，通所介護事業所に

おいては運動，口腔，栄養に関する研修を受けていただき，事業所における積極的な介護予防事業を導

入し本人の生活力向上を目指すことで介護予防の推進をしていきたいと考えております。また，訪問介

護事業所におきましては，先ほども橋口議員へ答弁でもお答えしましたとおり，安易な生活援助につい

ては本市の研修を受講した奄美市生活介護員に担っていただくことで，新たな担い手の創出を実現した

いと考えております。なお，生活介護員については訪問介護事業所などに登録，雇用していただく形で

実施する予定であります。いずれも，初めての取組となりますので，サービスの低下につながらないよ

う事業所へサポート体制もできるように助言していきたいと思います。 

 ３点目の，利用者の負担についてでありますが，総合事業における自己負担についてはこれまでの制

度を踏襲し１割，または２割負担で実施するとともに，国の基準以下の単価設定としており，利用者負

担の大きな変化はないものと認識しております。 

 ４点目の総合事業によりサービスの低下がないかとの御質問でありますが，サービス開始にあたりま

しては利用者，事業者，介護支援専門員による話し合いや介護予防についての支援ができているかの専

門職による検討会も進めてまいりたいと考えております。総合事業導入につきましては，これまでも他

市町村の状況を参考にしながら準備を進めてまいりましたが，今後取り組む中で更に改善できるところ

はないかとの視点を持ちながら，質の低下とならないよう事業を進めてまいりたいと考えておりますの

で，御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

１７番（﨑田信正君） 総合事業は今，先ほど答弁にもありましたが，基本チェックリストで判断するわ

けですね。総合事業の対象者をそれで選定できるということですが，やっぱり介護認定にまずつなげる

ということが大事だと思うんですね。要介護認定を基本とするということを徹底するべきだと思うんで

すが，それに対して御見解があればお伺いをいたします。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 先ほど申し上げたとおり，要支援１・２，認定，そしてどうしてもやっぱ

り生活態度，度合いとかをチェックリストで選定，判定する，やっぱり認定者が出てきますので，その

点を今後詰めていきたいと思いますので，御理解を賜りたいと思います。 

 

１７番（﨑田信正君） 相談に来られたときにね，介護認定に回すんじゃなくて，もう基本のチェックリ

ストだけで簡単に総合事業ですよということで，資格を持たないボランティアのサービスで間に合わそ

うというようなことにならないように，しっかりとした専門性を発揮してですね，やってもらいたい

と。そうしないと従来のサービスを受けることができないわけですよね。ヘルパーさんのサービスを。
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そういった意味ではそういったことをきちんと考えてやってもらいたいと。それから，処遇改善加算と

いうのが今度新しくできるようですが，４月から実施される総合事業は要支援者の訪問介護と通所介護

を保険給付から外して，報酬や人員基準を切り下げたものになっているわけです。低賃金で介護離職が

問題となってきた介護職員の処遇改善にはこれまでも取り組まれてきておりますが，十分なものではあ

りません。国は来年度に処遇改善で月額平均１万円相当の処遇改善を行うために，臨時の報酬改定を行

うとし，加算の区分を増やすとしております。加算取得には，事業収入は経験や資格，若しくは評価に

応じて昇給する仕組みを設けることが要件となっているようです。奄美市ではすべての事業所で加算の

届けがされるのか，これはどのように見込まれているのか，分かることがあれば教えていただきたいと

思います。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 本市における処遇改善につきましては，加算対象となる事業所ベースでよ

ろしいでしょうか。６８事業所中６１事業所が導入されているという状況でございます。 

 

１７番（﨑田信正君） あと，また積み残しですけれども，予算委員会がありますので，介護保険料，利

用なんかはまさに予算委員会での議論になろうかと思います。小規模修繕業務についても予算書に載っ

ていることですから，そこでも議論できるかと思いますので，私の質問はこれで終わります。ありがと

うございました。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で，日本共産党 﨑田信正君の一般質問を終結いたします。 

 暫時，休憩いたします。（午後２時３０分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午後２時４５分） 

 引き続き一般質問を行います。 

 自由民主党 元野景一君の発言を許可します。 

 

１０番（元野景一君） 皆さん，こんにちは。２日目，お昼の２番手となりました。精一杯努めます。ど

うぞよろしくお願いいたします。平成２９年度第１回奄美市議会定例会にあたり，自由民主党会派元野

景一として一般質問を行いたいと思います。一般質問に入る前に少しばかり所見を述べさせてもらいた

いと思います。 

 奄美は今フォローの風が吹いていると言われます。朝山市長も時折，よく挨拶の中に語られていま

す。確かに，私たち奄美は戦後日本に復帰して以来，これほどの劇的感覚はなかったと思うように私は

感じております。私は今朝の市役所正面玄関前の奄美群島国立公園指定記念セレモニーを見て，そう確

信をいたしました。朝山市長，あなたは昨日の一般質問に３期目に挑む力強い表明をしていただきまし

たと思ったところ，質問と表明が少しトーンがずれたようでありましたので，本日の地元新聞を見て力

強い表明があったということを確信をいたしました。まさに，朝山市長，あなたは強靭で強運な稀にみ

る珍しい宿命を持った政治家なのかもしれません。政治家の評価は歴史の風説に晒されて，耐え忍び，

後世の遥か彼方の物語の中に僅かに語り継がれることなのかもしれませんが，それでも自ら選んでその

道を歩む者として，それはそれで尊い道であることは間違いはありません。力強い，的確な政治手腕の

発揮と輝かしい政治の歩みを期待するものです。それとともに，私たち議会も市民に託された政治，行

政に対するチェック機関としての役割を真摯に果たしていく約束をしながら，通告に沿って一般質問を

進めていこうと思います。 

 今回の質問主題はひたすら市長の政治姿勢についてであります。平成２９年度施政方針と予算編成の

概要を受けて，三つの項目に絞って一般質問をいたしてまいりたいと思います。通告に従って，掘り下

げて質問をいたしますのでよろしくお願いします。 
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 まず，（１）のふるさと納税についてであります。①です。ふるさと納税の現在の状況をお示しくだ

さい。 

 以下は発言席で行いますが，詳しく質問をしますのでよろしくお答えをお願いしたいと思います。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それでは，お答えをいたします。現在の状況ですが，直近の寄附申し額，申

し込みの実績よりお答えをいたします。平成２９年の２月末の現在，寄附申し額は約８，３００万円，

件数で２，７４０件でございます。以上でございます。 

 

１０番（元野景一君） ８，０００万円。目標は１億円を目標に立ててるのは，部長，御存知ですね。確

認したいと思います。８，０００万円を超えたと申し上げました。それは，先だって長浜の御婦人が子

どもたちのために使ってほしいといった，あの御寄附があったと聞き及びでおりますが，その御寄附も

ふるさと納税，この金額に入っておるんですか，入っていないんですか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） ３，０００万円の寄附はですね，この額には入っておりません。 

 

１０番（元野景一君） いない。 

 

総務部長（東 美佐夫君） はい。 

 

１０番（元野景一君） はい，分かりました。それでは，金額，それから件数があったということを確認

しながら，それではですね，寄附者に占めるですね，奄美市出身の割合，奄美市出身はどれだけあった

のか，これをちょっと確認させてください。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 奄美出身の，先ほどの８，３００万円の内訳のほうで申し上げますと，寄附

者に占める出身者の割合は６．４パーセントということになります。数でいくと，先ほどの２，７４０

件の６．４パーセント。失礼，寄附者のですね，寄附者の６．４パーセントで，寄附金に占める出身者

の割合は１６．８パーセントということになっております。以上です。 

 

１０番（元野景一君） ちょっと分かりやすくするために，奄美出身者はどれぐらいの人数であったかと

いうこと，分かりませんですか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 数のほうはですね，ちょっとこっちのほうで控えてないんですが，２，７４

０件ということでございますので，これの６パーセント，１６０件ほどということになります。金額で

申し上げますと１６パーセントですので，１，５００万円程度と，１５０万円程度ということになりま

す。 

 （「１，５００万円」と呼ぶ者あり） 

 １，５００万円ですね。失礼しました，１，５００万円ですね，程度ということになります。 

 

１０番（元野景一君） はい，分かりました。初めてのふるさと納税のこの成果を総務部長が発表してま

すから，緊張してると思いますけどね，私も逆に緊張してるんです。１億を目標あげて，８，０００何

百万円。ここには達成，到達してきてるんだなという思いと，それからその中の奄美出身者がどのぐら

いこのふるさと納税に参加をしてきてるかっていうことの数字を知りたかったから，今のお話を，質問
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をさせてもらったところなんです。それでですね，もう一ついきましょう。申し込み金額のうち，ふる

さと納税の申し込み金額をしましたね。そのうち，奄美市への歳入はどのぐらいになりますか。奄美市

への歳入ですね。それと，もう一つ，もう一つまで一緒にしましょう。全体の申し込み金額の何割が奄

美市の歳入になってくるんですか。そこまで考えてください。お願いします。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 申し込み金額のうち，実際に入金済みの額ですね，先ほど８，３００万円と

いうことで申し上げましたが，入金済みの金額は，これはいわゆる歳入額ということになりますが，

８，２００万円ということになっています。申込額のうち，何割が市の歳入になるかということです

が，委託料を差し引きますので，おおよそ４割が奄美市の実質的な歳入ということになります。以上で

す。 

 

１０番（元野景一君） はい，よく分かりました。 

 さてですね，私たちは，これ実はその市民向けに数字をしっかり出してもらってですね，今のふるさ

と納税の実態がこんなふうになるんだということを分かってもらいたいために一つ一つ確認をしてるん

です。決して意地悪をしとって言っとるんじゃありませんので，確認をお願いしますね。そこでね，ま

ず１億円，目標が１億円ですから，８，０００万円集まったってことは私はかなりの努力をふるさと納

税に，皆さん方が一生懸命になったってことがよくわかります。そこでね，寄附，申し込み金額が約１

億円だとしましたら，奄美市は株式会社ＪＴＢ西日本に幾ら支払うっていう形になりますか。大体の決

算として，幾ら支払うということになりますか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 寄附申し込みの金額が１億円ということで，この場合ポイント制を奄美市は

導入してますので，ポイントにすべて交換されたということを仮定いたしますと，ＪＴＢさんのほうに

支払う金額は返礼品にかかる費用として約５割ですので，約５０パーセントですので，１億円かける５

０パーということで５，０００万円。これがＪＴＢのほうに支払われる額というふうになります。 

 

１０番（元野景一君） そういう形でＪＴＢに５０パー，半分が，５，０００万円が払われるっていうこ

とになりますね。それに，返礼。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それが，５０パーが返礼品の分ということですね。もう一つ，業務委託料が

ございますので，業務委託料が９パーセントということになりますので，１億円かける９パーセントで

９００万円。合わせて５，９００万円ということになります。失礼しました。 

 

１０番（元野景一君） はい，よく分かりました。これは私どものふるさと納税を市長がふるさと納税や

るんだ，プロジェクト推進課をしっかりとつくって，スタートしてのおおよその形，姿だということを

私は市民に向かって，このような形ですよということを示したかったから，こういったふうな質問をさ

せていただきました。 

 ふるさと納税についてですね，②に進みたいと思います。ふるさと納税についてプロジェクト戦略推

進課の展望と課題をお示しください。今，そういった結果を胸に抱いてですね，ふるさと納税推進課が

ですね，どんなふうな展望を描いて，そしてどんなふうな課題を抱えているか，これを私どもにお示し

ください。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 昨年の７月からＪＴＢさんと契約を結んだわけですが，約８か月が経過をし

たということになります。先ほど，２月末で約８，３００万円ということでございましたが，当初の１

億円より若干下回ったということになりました。先日も答弁させていただきましたが，これまでの検証
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と今後の取組を強化する目的で，委託事業者のＪＴＢさんと担当者の協議はですね，地元返礼品を取り

扱う事業者と個別相談会を先月もったところでございます。その結果，反省点ということで，１点目が

まず返礼品が４００種類と多く，特定の商品をＰＲするのが難しかったというのが１点ございます。ま

た，年間を通したエース級の商品がなかったこと。これが２点目ですね。３，昨年の７月のスタートだ

ったということで，パッションフルーツ，奄美はやはり特産になりますパッションフルーツ，マンゴー

などの夏の果実に対応できなかったという点が挙げられるということです。来年度はそれを踏まえて，

奄美らしさを前面に出すようなことで他地域との差別化を図って，取り組んでいきたいというふうに考

えているところです。以上です。 

 

１０番（元野景一君） 今，多分部長がおっしゃったのは，そういったものを踏まえて，課題も恐らくそ

こに含まれていると思いますね。ということは，やはりエース級であるそのタンカンの額がここに入っ

てこないということは，やっぱりタンカンの額が入るとそこはいきますよという自信の現れだと思いま

すんで，期待しておきたいと思います。 

 そこでですね，私が改めてここで１回読み上げますのはね，１１月に久保課長がね，答弁した内容を

ちょっとここで紹介したいと思います。ふるさと納税の進捗をしながらに重要ですから私に読み上げさ

せてください。１２月議会で久保課長が答弁した内容はこんな感じです。業務委託せずに職員によって

事務処理を行っている自治体もございます。これらの自治体はふるさと納税が今ほど注目されていなか

ったころから取り組み始め，独自のシステムを導入するなど時間と予算をかけて試行錯誤のうえ，現在

のような業者の力に頼らない，つまりＪＴＢですね，業者の力に頼らない制度をつくりあげておりま

す。奄美市は今年度からふるさと納税の強化に取り組んでおりますので，早急に事務事業について体制

を立ち上げる必要があると思いますので，既に独自のシステムとサービスを提供している民間業者との

業務委託となりました。これは，ＪＴＢとの業務委託になったということです。奄美群島で実績のある

徳之島や瀬戸内町では，ふるさと納税が今ほど注目されていなかったころからの独自の取組を始めたと

認識しているのですかっていう私の問いかけに，久保課長はそのように認識してるという形の答弁をい

ただきました。これは，何かって言うとやっぱり物産そのものの，瀬戸内は自分たちの持っているもの

に自信がある作物，産品が何点かあって，それを着実に自分のところでふるさと納税にかけていくシス

テムを始めておった。ですから，この金額，数字が出てきたんだっていう答弁です。それと，同じよう

に奄美群島内の中では，やっぱり瀬戸内と徳之島だと思います。これは，やっぱり後ろに産品を抱えて

るっていう強みがあったからでしょうね。そういったことを答弁しておりますが，それを踏まえて，ど

のように，一言，部長，感想を言ってください。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 徳之島とですね，瀬戸内のほうも確かに直営のほうで進めているということ

で認識をしております。ただ，ふるさとチョイスを最初に活用したということは，私どもと同じような

取組だったというふうに聞いております。瀬戸内のほうは，やっぱり養殖マグロですか，こちらのほう

がエース級としてやっぱり売り上げが上がったと。もう一方，徳之島のほうは牛ですね，肉牛と言うん

でしょうか，肉牛のほうが全国的にもやっぱり有名になったということで，そちらのほうで実績がかな

り上がったというふうに認識しております。それを踏まえて，私どものほうも２９年度以降はエースの

パッションフルーツ，果実のほうですね，それを全面的に押し出していきたいというふうに考えている

とこです。以上です。 

 

１０番（元野景一君） はい，部長，ありがとうございました。 

 あのね，ふるさと納税のことについて，最後に③をお尋ねしますが，やっぱり徳之島，奄美群島の中

の町村の中においても徳之島，瀬戸内が先んじて数字を出してきたっていうのはですね，やっぱりその

取組の姿勢がふるさと納税で掴むぞと，ふるさと納税でしっかりと自主財源をつくるぞという思い，そ
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れからふるさと納税で更に自分たちの物産を作り上げていく，そのふるさと納税の力でもって，更に物

産を作り上げていく。その物産を生み出す業者を育てていく。この意欲がね，この二つの町は感覚とし

て違います。是非，そういったことを，是非この機会に奄美市の，総務部長，先頭に立って掴んで確信

していただきたいと思います。それでは，３番に進んでいきます。③です。ふるさと納税の今後をどの

ように予想していられるのか，お示しください。 

 

総務部長（東 美佐夫君） ふるさと納税，制度の今度は予想ということになるかもしれませんが，ふる

さと納税を取り巻く環境はその制度のあり方を含めて変化する可能性があるというふうに考えておりま

す。その変化に対応して，奄美市ふるさと納税という個性を育てていきたいというふうに考えておりま

す。平成２９年度当初予算におきましても，歳入，歳出とも今年度同様の見積りで算出をしております

が，新たに基金を活用して事業のＰＲを今回行っております。奄美市にふるさと納税してよかったと寄

附者の方に感じていただけるような，そんな取組をしてまいりたいというふうに考えております。以上

です。 

 

１０番（元野景一君） その予算を使い道としてはですね，あれですか，ふるさと納税の寄附者をした人

たちに対してのアピールとかいう形で，５，０００何百万円のあの，あの予算ですか。ふるさと納税に

関わる，今，新しい予算としての考えられてるのは。それとも，ふるさと納税で預かった，ふるさと納

税金でもって，この返戻金でふるさと納税のあれが入りますね。その使い道はどんなふうなことを考え

ていらっしゃるんですか。そのふるさと納税で確保した資金でもって。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 昨日の関議員のほうにもお答えをしたしましたが，今回条例のほうで八つの

項目を設けております。人材育成，あるいは世界自然遺産，文化の振興，八つの項目を掲げております

が，その項目に従って活用をし，指定した皆様のほうにはそのＰＲを兼ねて，回答って言うんですか，

こういうことに使いましたということでＰＲをしていきたいというふうに考えているとこです。 

 

１０番（元野景一君） 問題は，使い道は同僚議員のほうからもいろいろ，ここらにも使いたい，こんな

にも使いたい，この希望があるのは当然です。自主財源として，なけなしだけど真心かたそんなふうな

のいただくわけですから，それで項目をあげた奄美市の市政をそれで使いますよっていう形にするの

は，とっても大切なことだと思います。と，しておいてですね，まずは産業育成する。まずは，そのふ

るさと納税でもって，私たちのこの奄美から送り出す物産，産物は何か。これを確立する。これが，一

番弱いんですよ。これが，一番弱い。これを扱うエネルギーのあった商工業が疲弊している。もう，壊

滅している方向に行ってる。そこに，はじめてメスを入れることができるんじゃないかと私は思ってお

るんです。そこでね，③の今後のふるさと納税の今後はどのように予測していますかとか，かなり方法

は違ってくるとは思いますがというお言葉をいただきました。ふるさと納税が，様子が変わってくるか

もしれないという。それはね，少なからず総務部長の不安と期待とどうするかなっていうような悩み

と，そこに入ってきてると思います。多分，ほかの自治体の総務部長も，それから責任者も，恐らくそ

こに気づきながら，全くそこに今どっぷりいきながら，さて国がどのようにふるさと納税を持ってくる

のか，ここにかかっとると思いますが，あなたの率直な感想，それから率直な夢，方向，それを聞かせ

てください。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 制度の変化というのは当然あるかと思います。新聞紙上でも紹介されており

ますが，返礼品を廃止した市町村もあるというふうに聞いておりますし，これはふるさと納税の趣旨に

も，やっぱりかけ離れたということでそういうことが起きたんだろうと思います。都市圏の市町村から

も制度の見直しをという要望も国のほうにあるように聞いております。そういう変化を受けてですが，
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やっぱり続く限りはですね，我々も地場産業振興という観点では進めていかざるを得ないと思いますの

で，そういう意味では事業者の方々と連携をしながらですね，その商品の開発，そして磨きをかけてい

ってですね，ふるさと納税のよさ，そしてふるさとに対する思いを皆さんのほうに我々伝えていくよう

にしていきたいというふうに思います。そのうえで，ふるさと納税が伸びていくことを，我々も期待を

したいというふうに考えています。以上です。 

 

１０番（元野景一君） なかなか，本音の，いや絶対自信がありますという言葉が引き出したかったんで

すけど，そこ，やっぱり流石慎重な総務部長だと思いますが，そのような舵の取り方が私たちの奄美市

を健全に運んでいるのかもしれませんので，応援しますから，是非ふるさと納税にですね，やっぱり奄

美が，特にこういった離島奄美がですね，そして出身者を抱える奄美市がやっぱり最高の，最適のふる

さと納税だというのは自覚のもとに，突っ込んでいく気持ちを是非持っていただきたいと思います。実

はですね，私はふるさと納税の日本一になった平戸市に行ってまいりました。同僚議員４名で行ってま

いりました。あのね，本当に勉強になりましたっていうより，町が違う，違ってる。ふるさと納税で１

４億円，１年に集めたっていうこの自信がですね，町の皆さんにそれが伝わっておる。町の皆さん，一

人ひとりが，レストランのその経営者のそこの口から出てくる言葉が違う。しかも，その１４億円のふ

るさと納税，何に使ったかって言ったら，町，まちなみのもう様子が変わってくる。石積みを全部変え

て，城下町だったその平戸の様子が市庁舎の下の堀，掘割まで変わってきてる。それから，そこに面し

てる通りの商店の色が変わってきてる。そこまで，補助金を出して，ちゃんと昔，イメージある，きち

っとしたきれいな通りにしてるという，流石１４億円の自主財源の現ナマを持ったらですね，いろん

な，それプラスほかのいろんな事業するでしょう。また，政府もそういった意欲のあるところを示し

た，その，言ってみればモデルのその平戸にですね，かなりの好意的なそういったふうな形を知ってる

んじゃないかというような思いまで私はしました。そこでね，もうそれをずっと話していったら，もう

長くなりますので，ちょっとね，皆さんにお示しをしたいと思いますが，この平戸，この本なんです

が，これは平戸市はなぜふるさと納税で日本一になれたのか。これ，これ市長が書いた，黒田市長とい

う市長が書かれた形です。ここの中で注目されるのはね，１人の，このふるさと納税に着目をして，ま

だ市長が気づかないうち，気づいて，そして市民に海産物がたくさんあるとこなんですが，平戸ってい

う，その海産物を持っている１人の業者に接触するんですね。それから，どんどん焚きつけて，その輪

がどんどん広がっていくんです。そして，自分たちのこれは，これを返礼品で送ったらきっとこうなる

だろうっていうな，この夢が市民に出てくるんですね。しかも，それを送り出して回り出すとですね，

そのふるさと納税の返礼品を自分たちに，市役所の職員が買いに来てくれた。はじめて税金を使って自

分たちの商店のところに来て，漁業者，お菓子を作るお店，そこに来てその商品を買ってくれた。この

自信が，この嬉しさがですね，商工業者にとってはたまらなく自信となってるんです。これができるの

は，こんなふうにするのは何かって言いますと，丸投げでＪＴＢに投げとったらこれはできません。や

っぱり，はじめから，瀬戸内がつくったように，徳之島がつくったように，自分たちのその商工業者の

とこに職員が足を運んで，この商品を送ってあげますからと言って，そのふるさと納税の振り込まれた

そのお金で買って，お金を払って，帰ってきてそれを送ってはじめて，この気持ちがつながると私は思

います。私は自分が商売人だったからよく分かる。市役所の職員が私たちの商品を買いに来てくれた，

この喜びは通りの商店街の人たち，聞いてください。もし，そうだったら俺はもっと頑張るなっていう

ぐらいの意欲が出てくると思いますよ。これは，大げさに私がセンセーショナル，言っているからかも

しれませんが。いいですか，そういったように，そういった基本的な仕組み，それをいつ奄美市は整備

をして，そんなふうな方向に持っていくのか，まだ，まだ私たちは無理ですという答弁なのか，ここら

あたり，どのようにお考えかちょっとお聞かせください。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 先ほど申し上げたとおり，８か月ＪＴＢさんとお付き合いしてですね，８か
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月を過ぎました。以前は２，０００万円を超えなかったふるさと納税が，届きはしませんでしたけど

８，０００万円超える状況にあります。こういったのを踏まえて，もう少しＪＴＢさんのアドバイスを

受けながらですね，新しい商品の開発，今後どうすれば伸ばすことができるのか。そういったところ

は，プロはプロのやっぱり知識がありますので，そこを踏まえてもう少しＪＴＢさんのお力をいただき

ながら進めていきたいというふうに考えておりますので，御理解いただきたいと思います。 

 

１０番（元野景一君） はい，部長の気持ちはよく分かります。それはそれとして良としますがね。実は

ですね，平戸はもう既にふるさと納税の今後どうなってくるのか。これがね，一番最初，一番危惧して

るのは平戸のその最初，１４億円を獲得したその課長だったと思います。このあと，平戸どうしたかと

言いますとね，私たちちゃんと質問しました。どこにいらっしゃるんですかって。実はですね，その課

長はクロセケイスケさんという人なんです。クロセさんという人ですか。これは，今トラストバンク，

民間のところですね，その最初私たちの講演もしてくれました，奄美文化センターですね。このスナガ

タマヨさんというところの会社にもう出向しております。市長命令で，２人じゃなくて，そのクロセ課

長は出向して２年間の期限を付けて一応出向しております。私たちのときにいませんでした。今，どこ

に行ってるんですかって言ったらトラストバンクで今一生懸命，官邸も回ってるそうです。ということ

は，菅官房長官のところの本当にこのつながりがものすごく強くて，恐らく菅官房長官も，その実績か

らそのやり方等々に恐らく何らかのことを感じとるんでしょう。このあとのふるさと納税がどんなふう

な形で推移するのか，欠点もいっぱい出てきました。今月号のですね，中央公論に特集号がまたありま

す。ふるさと納税の特集号があります。これには，全国のふるさと納税のもう，ランクがずっとありま

す。都城のトップの４２億円ですよ，１年で。こんな数字もばーっと出てきてます。それのコメントも

ずっと今出ておりますが，その中で既に平戸は何を考えたかって言ったら，自分たちはきっと１位から

落ちるだろうと。１年だけが１位で，そのあとは必ず落ちるだろう。落ちるとしても，自分たちは何位

かなって言ったら，７位，８位このあたりだろうって言ったら，そのとおりなっておりました。その段

階で，ふるさと納税を維持しながら，何を考えたかって言ったら，きっとこのふるさと納税っていう納

税制度は政府としても地方にどう活力を与えながら財源を移していくかっていうことの，中の決め手と

してはやっぱり持っていると思います。これはいっぱい，難点があるからもう止めましょうっていう形

に，判断をして，政府が決めないではまだまだちょっと今のぐらいの調子でやっておりましょうとい

う，市町村の姿勢と，いや先取りして，先に行って，どんなふうに政府がこれからふるさと納税を決め

てくるかを先に調査をして，先に，もしこうなったら，もしこうなったら，もしこうなったらという前

提のもとにずっと研究を進めているところとは大きな差が出てくると私は思います。平戸のこのクロセ

課長はもう既に行って，まだ１年なりますが，もう１年向こうに出向すると思いますよ。民間会社に出

向させて，そしてその情報を得る。これほどのことをやってはじめて，納税，ふるさと納税日本一，つ

まりふるさと納税，納税って思っているから税と思ってますけど，寄附金額をどう集めるかっていうこ

とだと思います。この話を私は聞いてですね，うん流石だと思いました。私たちも，さてこのふるさと

納税がこれから先どうなるかっていうことは，本当私たちも予測ができません。もう，こういうショー

ツで見る限りしかありませんが，私たちはそういったことを調べることができました。もう，既に平戸

はそんなふうな走りをしてるっていうことを思いました。私は，是非そういった何らかの動きをしなく

ちゃならないと思います。あまり，こればっかり入ったらもうあとの項目がなくなりますから，ここで

一応この質問は閉じますが，最後に部長，そういうような形で先にどう進むかっていうことをこれほど

研究をしている平戸がありますが，あなたはどんなふうに思われますか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） まだ，１回転をしてないっていうところがあるので，そこは見ていただきた

いと思いますが，是非その１回転した中でですね，１億届きませんでしたけど，ある程度大きな伸びを

見せたいと思いますので，是非見守っていただきたいというふうに思います。職員も非常にやる気のあ



 

- 141 - 

 

る職員ばかり入ってますので，是非見守っていただきたいと思いますので，よろしくお願いいたしま

す。 

 

１０番（元野景一君） はい，ありがとうございます。大分厳しいことをがんがん言いまして，申し訳な

い。今日は少し穏やかにゆっくり部長と話をしようと思っておりましたけど，ついふるさと納税になり

ますと，私は元来仕事が商売人だったものですから，この機会にこの千載一遇のチャンスにですね，私

たちの奄美市は自主財源をしっかりつくって，そして本当に安心して市民がですね，そしてやっていけ

る，この形をどうしても作りたいっていう思いがして仕方がありません。朝山市長は３期目に向かって

ですね，全力を挙げてそこに取り組む，そういう予感がとてもしますので，私はこのことを申し上げて

おるわけです。 

 それではですね，時間も迫ってきておりますので，次の質問に進みたいと思います。（２）の自衛隊

についてであります。これも，全部市長の政治姿勢についてでありますので，市長，それを踏まえて，

どっかの時点で市長のお言葉をいただければありがたく思います。それではですね，まず（２）の①で

すね，自衛隊と奄美市との諸課題の連絡調整についてという議題にしておきます。これはですね，陸上

自衛隊の駐屯地について，現在敷地造成工事が実施されております。駐屯地や宿舎の整備など，いろい

ろな国や防衛庁との連絡調整，どうしますか，こうしますかっていう形，やっぱり私たちの奄美市にそ

ういうのを造ってくれるわけですから，それに対しては市として私たちはこんなふうにお願いしますと

いうのが当然あって然るべきだし，是非それを私たちの意見を聞いて，どんどん遠慮なく，国の専権事

項だからっていう話とは別です。私たちの奄美市にその自衛隊が来てくれて，そしてそれを実際に敷地

造成工事がもう行われている。そういう中で，連絡調整機構がどの職，どの係でどこにそういうのがあ

って，その体制を整っているのか。自衛隊が来るっていうことは，私たちが，本当に市民が一丸となっ

て誘致したおかげでこのような形ができたわけですから，これを有効に生かすためにはどうしてもそう

いった機構が市役所の中にある，あって然るべきで，どのぐらいの規模でどんなふうな形を体制を整え

られているのか，これをお聞かせいただきたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それでは，お答えいたします。自衛隊配備に伴う市の連絡と調整ということ

ですが，これは災害対策を含めた，本市では地域防災計画を作っております。それに対応する体制とい

うことで，総務課の中の危機管理室，こちらのほうに職員を配置しておりますが，２名の職員と１名の

臨時職員でその対応をしてるというとこでございます。その中で，駐屯地整備の計画，あるいは奄美市

での現場での諸連絡については九州防衛局，そして熊本防衛支局と連携を図りながら対応をしていると

いうところでございます。以上です。 

 

１０番（元野景一君） ２名で対応していらっしゃる。ちょっと，私の感想としては２名で大丈夫ですか

っていう形で，もちろんいろんなあれがあるから，お考えがあるからでしょうけれども，私は正直言っ

てですね，自衛隊誘致が反対をする運動をしてる政治家もいますから，そういうのを含めて，私はその

中で言いますけど，堂々と言いますが，私たちの奄美市議会の中で最大の人数を集めて，誘致を決め

て，いち早く動いた奄美市議会であります。そして，その奄美市議会はやがて自衛隊を支える有志の会

を作り上げて，そしてずっとそれを進めてきておるところです。私はこの自衛隊が奄美に駐屯をしてく

れるっていうことを決めてからですね，私は奄美は本当にこれがフォローの風だと私は思っとるんで

す。奄美を，そこに住んでる住民が安心して近隣が非常に騒ぎが大きくて，ニュースを見ながら，それ

さえもきちっと一番安全な奄美市の中にちゃんと自衛隊が誘致されて，しかも私たちの希望するその誘

致する希望どおり来ていただいて，そしてすぐその設置の工事も始まったという，このことは私たちに

とってみたらこんなにフォローの風はありませんし，またこれほど，本当に真剣に考えていただいた，

防衛庁，国のこの考えに私は敬意を表しておるところなんです。そこでですね，この私たちはもちろ
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ん，国の防衛としての自衛隊のありがたさはまず，まず第一に思いますよ。次はですね，次はやっぱり

私たちが，この島に住んでいる私たちですから，そのことが，自衛隊が来てくれる，３００何名が来て

くれる。その自衛隊が来るということを本当に喜んで有利に使って，そして奄美の私たちの生活も本当

に心から安心をできて，そして高まっていく。この機会にしなくちゃいけないと私は思っとんです。い

いですか，ですから，ここで自衛隊に対してですよ，自衛隊誘致した，そしてもう，既にもう仕事も，

工事も始まりました。敷地造成工事の工期，また地元業者への請負状況，これも既にあると思います。

私たちは聞こえてきません。きっと，あそこがこうだったな，こうだったな，何であそこなのか，こう

なのか，これも分かりません。それはね，もうちゃんと誘致をして，そして自信を持って議会も応援し

て，そして住民も期待して，そうしている奄美市の中においての奄美市は，これをしっかりと住民の希

望として，こんなふうにしてください，こんなふうにしてください，要望がどんどん押して然るべきだ

と思う。というのはですね，私たちは一度自衛隊関係者のほうから聞いたときには，岩国方式というの

があって，その岩国方式はちゃんと履行させて，そして地元が潤っていく。そういう方策もありますの

で，みんなで頑張っていきましょうっていう，エールも私たちはいただいております。そのエールをい

ただいているという，私は前提のもとに言いますが，市がはっきりとその，こうしてほしい，こんなふ

うにしてほしい，私，その業者を全部まとめてでも，この地元業者のこのサイドまで，仕事を降ろして

もらいたい。それは，市が言えないでしょうけども，そういった方向，市としての方法ですね，市民と

しての方向性はどっかに伝えないといけない。そうしないと，自衛隊としてはまだ市民から，奄美市か

ら何も要望もきておりません。どんなんにしようか，ちょっと私たちが先に造ってしまう，こうしてし

まうと，また迷惑をかけたらいけないだろうから，市民の中で意見が揺れたらいけないでしょうから，

このぐらいの細心の注意を払っているのが，私は防衛庁だと思います。ですから，市としてそういった

ふうな形の要望，その他のことができたのか，できるのか，どう考えているのか，ちょっとお答えくだ

さい。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 岩国方式の話については，私どものほうも伺っております。地元の発注に努

めてほしいと，そういう工夫をしてほしいということの言い方が岩国方式だというふうに聞いておりま

す。地域加点を，地域評価を加点するというような方式だそうです。これについては奄美市のほうも導

入されているというふうに聞いております。地元発注の関係ですが，私どものほうも工事が始まる前に

防衛省のほうには地元の協会のほうって言うんですか，地元の発注には是非努めていただきたいという

ことで要望を再三行っているとこでございますので，その結果が現在につながっていると思いますが，

その内訳を少し御紹介いたしますと，今造成工事をしております。五つの工区に分けて発注をされてお

りますが，そのうち四つの工区で地元の建設業者，若しくは建設共同体，ＪＶですね，ＪＶとして地元

業者が請け負っているというような状況でございます。その際には，地元説明会のほうも，これはもう

着工前にもですね，２回ほど地元の業界を集まってもらって説明会も行っておりますし，今後も地元説

明会，発注に向けての説明会っていうのをしていただくようにと要望もしておりますが，するような方

向で防衛省のほうも進めているように聞いております。以上です。 

 

１０番（元野景一君） 是非，その手順でね，細心の，本当にチャンスですので，このときに奄美市の，

地元業者の人たち，大きい小さいを関わらずですね，必ずこう関わっていって，そして仕事は着実にも

らえるようなですね，手配，そのための先頭に立つ，市が先頭に立つ，是非それを私はやっていただき

たい。これに対しては誰も反対しないと思う。みんな，是非地元業者を率先して使ってくれっていう形

の，仕事に対しては，何の反対もないと思います。議会としてもそうだと思います。是非，そうしてい

ただきたいと思います。 

 そこでね，是非，これ今後，今ですね，私が一番心配したのは中心，港町，港工区のあの埋め立てが

今ありますね。それと，私の頭の中でごっちゃになりましてね，自衛隊が既にもう造成が始まってる。
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そうしたら，町で行き交うトラックがですね，見たこともない名前のトラックがもういっぱい走るもん

ですから，こんなに，島以外のね，業者が入ってきて，ばんばん稼いでいったら，私たちの奄美市の業

者はどうなるんだと。しっかりと奄美市の業者を使ってくれよって思ったら，尋ねに行ったら，いやそ

うじゃありませんと。港のその埋め立てがこうこうあって，これはこんなふうに，これはこんなに，そ

して自衛隊の造成のトラックは自衛隊の中で谷があってあのあれがあってっていうところを，平坦地に

して，そして今その工事が，ですから外に出てくるトラックはありませんよ。この説明を受けて，なる

ほどなって思いました。それも地元と連携を踏まえてですね，下請けは下請けでちゃんと出てる形にし

て仕事が入ってますっていう形の，この説明を受けて，少し私自身が安心するんですから，地元住民も

そうだと思います。だから，議会でちゃんと私はこの質問をして，全部に分かってですね，いやそんな

ふうにして進んでるんですよ，この自衛隊が誘致されたっていうことはこれこそフォローの風が，この

件でも吹いてるんですよということを示したかったから，この話をしたかったんです。 

 （発言する者あり） 

 これを，いいですね，よく聞いてください。そして，そのあとです。今度はこれは土木，その他にな

ります。そうしますとね，やがて隊舎の建設もかかってきます。やがて，その場所，その形も関わって

くる。そうしますと，それに対するですね，是非設計，その建物の設計なんてなものは，そんなになん

だかんだってないと思います。地元でそういったふうな形ができるんであれば，すべてこう，公開っ

て，説明会をしてですね，そしてどんなふうに入ってくるのか。そこまでも是非要望する。説明会をし

て，そして地元にある技術であればそれをできるだけ使う。これをね，是非総務部長，会合の中で入れ

てもらいたい。これを思いますが，ちょっと御意見を聞かせてください。設計部門でもあり，こういっ

たふうな形，その他の部分にもずっと下りてくる可能性がありますが，そういった形に要望ができます

か。 

 （「設計ですか」と呼ぶ者あり） 

 いや，設計，その他ずっと細かい業務があると思いますが。 

 

総務部長（東 美佐夫君） どこまで要望できるかちょっと分かりませんが，地元の業界，そういうかか

わりを深く持つように，こちらのほうも要望している段階でございますので，今後ともそういうことで

お願いをしたいと思います。以上です。 

 

１０番（元野景一君） 是非ね，そこは是非細心の注意を払って。その仕事は動き出すことはですね，奄

美市民の中のその豊かさにつながってきますので，是非その線をお願いしたいと思います。 

 ②に進みたいと思います。自衛隊と奄美市における都市計画の課題をどのように考えるか。これを是

非質問していきたいと思います。都市計画，ちょっと違うような感じかもしれません。もし，お分かり

だったらこれで一応お答えしてください。そのあとに，私が答え，質問します。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 市街地の中ですが，末広・港区画整理含めてですね，マリンタウン事業の区

域内含めて，自衛隊のほうからその範囲内の中で防衛省の施設を造るっていう，まだそういうお話は受

けてないところです。 

 

１０番（元野景一君） 実はですね，私どもが自衛隊を支える会，そして自衛隊を誘致する会のその流れ

の中で，みんなメンバーもですね，いろんな話をしたのはですね，この機会に，やっぱり奄美市がその

中心市街地が空洞化しているっていうことは，もう市の当局の皆さんはよく考えていらっしゃるわけで

す。それは，時代がそうだったからでしょうけれども，やっぱり奄美市の中で，皆さん，これは私だけ

の感覚かもしれませんが，私はですね，中心市街地に生まれた人間ですから，あの空洞化がもう本当

に，極端に恐怖です。自衛隊のこの機会に，何らかの形で中心市街地にやっぱり人があのかつてのよう
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に人が集まって，そして近郊に広がっている，この力を示す奄美市をつくっていただきたい，このよう

な思いがありました。これには，自衛隊が誘致される，これは本当の私にとってみたら喜びでした。で

すから，この自衛隊の誘致されて，そしてその家族が来る。この家族の分，配置をどこにするかという

形の私の課題がありました。そうしていくうちに，まず大熊に隊舎が造らなくちゃいけないっていう，

これは自衛隊側の要望としてあって，そしてそこが決まってきます。これは，基地と近いところにやっ

ぱりその駆けつける人たちも必要だから，それも必要だろう。これも１００歩譲って，納得しました。

そして，今度は伊津部，佐大熊地区の併存住宅，その後にはどうかっていう形の可能性が出てきた。私

は，これはとっても，その考えには僕は大賛成なんです。そこです。なぜかって言うと，今の奄美市の

中で小学校の人数を皆さん見てください。一番人数が減っているのが名瀬小学校と伊津部小学校かもし

れません。名瀬小学校なかったら昔のその奄美市が成立した，その復帰当初の人数っていうの，私たち

の時代ですが，何人おったかも分かりません。これは何が基本かって言うと，やっぱり時代が変わって

きたからだ，確かです。各技術が発達してきたから，確かです。大島支庁の家族の宿舎がその後ろにあ

りました。かなりの人数です。それから，測候所の宿舎が，あの測候所の敷地内にたくさんありまし

た。これも，その当時です。そして，あの海上保安，そのほかですね，役所の家族たちの，もうその住

まいがどれほどこの中心市街地にあったこと。これが支えて，そして奄美市のその中心市街地の形成が

なっておったんです。これはもう，お正月の時代になったら肩と肩がもうぶつかって歩けないぐらいな

人波だったんです。そこに踏まえてですね，現在を考えます。どうぞ皆さん，奄美市は何か，もちろん

市長，決して市長に責めてるんじゃないですよ。合併して１０年，均衡ある発展をしよう，そのために

精力，全力を挙げてるのよく分かります。今，直観として，どうも奄美市の，それは民間のあれがその

方向だからでしょうけど，上方と笠利方向に向かって都市が動いているような気がして仕方がありませ

ん。それは，止められない事実かもしれませんけども，ここで是非自衛隊誘致のこのチャンスに，是非

伊津部小学校，名瀬小学校が均衡ある形をして，生徒の確保ができるような，その配置のために自衛隊

の，今いつ，佐大熊，そしてもう一つ可能性があるとしたら，やっぱりこの中心市街地のここのほうに

どう考えるか。こういったふうな形でバランスを取る考え，お考えはないのか。ちょっとその都市計画

全体を含めてですね，お考えがあったらお聞かせください。 

 

市長（朝山 毅君） 自衛隊の，もう時間がないですから，私も元野議員に一言はお話を申し上げないと

大変失礼だと思って立たせていただきます。先ほどのお話については，自衛隊は国家公務員です。そし

て，特に国民に愛される自衛隊。地域住民に慕われる自衛隊，これを基本姿勢にしてると私は思ってお

ります。そういう中において，当該自治体である奄美市において，また瀬戸内町においては，その地域

の主体性を尊重するという姿勢には変わっていないと思ってる。従って，先ほどの造成工事の問題，建

築の問題等についても，私どもはいつも申し上げております。地元雇用，地元受注，この機会だけは失

ってもらっては困るということは常に言っております。そういう中において，私どもが申し上げたこと

が結果としてそのような形になっているということは，これは市民，すべての皆さんの議員がおっしゃ

るように思いであります。そういう形で，今造成工事が進んでると。地域に愛される自衛隊になるため

には，地域の皆さんに信頼される隊員や行動しなければいけないというのが，自衛隊隊員を含め，組織

としてのスタンスだと私は信じておりますから，今そのような形で動いています。そして，基本的な設

計というものについては，やはり特殊性があるであろうと。そのことも含めて，一応すべての基本的な

設計であり，工事であり，これは御本人も考えているだろうと思います。しかし，技術的なこと，また

いろんなことがありますから，また当事者の意見も尊重し理解しなければいけないであろうと私自身思

ってる。という中において，都市区画整理事業ということでの自衛隊の言わば隊舎，宿舎のという，そ

のことによる市内の小・中学校のやはり活性化ということであろうかと思いますが，今先ほど議員がお

っしゃったようなところ，この提案についても市として可能な，求めるような面積，場所等については

申し上げております。ただ，都合によりということもまた否めない事実かも分かりません。そのことに
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よって，バランスが取れるように，地域が活性化なるようにということは誰もが思うことであります

が，自衛隊の都合上，若しくは致し方ないという不可抗力なことがあって，できないこともあるかもし

れません。できるだけ，私どもはバランスの取れた地域が構築できるように，この確かに議員がおっし

ゃるように，議員が育ちなされたあの町は２・３０年前からドーナツ現象が起きております。お店が中

心にあるけれども，住宅は長浜にというような分散化して，都市化を構成，構築してきた歴史的な事実

もありますが，それをもう一度再生するような，中心が収まるようなまちづくりをしたいと思っている

ことは間違いありません。ただ，相手の立場もあるということだけは理解していただきたいと思ってま

す。以上です。 

 

１０番（元野景一君） はい，市長，ありがとうございます。今の言葉で十分です。本当に，やっぱりな

んだかんだ言ってもですね，フォローの風です。自衛隊が来るということは。是非，そういったふうな

形でみんなで協力してね，そして活性化がなるように，是非お願いしたいと思います。 

 最後に，３月で退職される皆さん方，本当に御苦労さんでした。立派なお仕事を私たちは絶対に忘れ

ません。これを誇りに，そしてまた奄美市にお力を貸していただきたいと思います。それから，一つ水

道課，この水道課の皆さん方にお願いがあります。あなた方は一つの事業ですけれども，これは絶好の

チャンスですのでしっかりと頑張って，そしてこの水道を十分に生かして，奄美の人たちをしっかりと

支えるように頑張っていただきたいとエールを送って終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で，自由民主党 元野景一君の一般質問を終結いたします。 

 暫時，休憩いたします。（午後３時４６分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午後４時００分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 自民新風会 西 公郎君の発言を許可いたします。 

 

１４番（西 公郎君） 皆様，こんにちは。自民新風会の西 公郎です。高校受験生たちへエールを送る

とともに，来月より充実した高校生活を送ってもらいたいと思っております。一般質問も残り，私が最

後となりましたが，あと１時間お付き合いいただきたいと思っております。 

 さて，今回の私の一般質問でありますが，世界自然遺産登録に向けての本市の取組についてと，防災

関連，とりわけ去年１２月より運行開始となりましたドクターヘリ関連，地域振興策，大島紬購入助成

金関連，笠利町あやまる岬グラウンドゴルフ場関連，前回からの要望事項であります，学力向上に向け

ての校長室，職員室へのクーラー設置についてであります。時間内で終わりますよう，早速質問してま

いります。 

 １，世界自然遺産登録についてでありますが，粛々と準備が進んでいると思っていますが，去年第４

回定例会において，渡議員の質問でありましたが，金作原への入山ルートが五つのルートが存在すると

答弁されています。（１），交通体系整備等についてどのように考えているのかを伺います。 

 以下の質問は発言席にて行います。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

市民部長（前田和男君） それでは，交通体系の整備ということでお答えいたします。議員御案内のとお

り，金作原へのルートは五つのルートがございます。ガイド業の皆さんを含め，多くの方は知名瀬から

向かうルートを利用しているようでございます。この五つのルートの道路整備につきましては，自然環
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境に与える影響を考え，拡幅や改良等の工事は行わない計画で，現在の道路形態の維持に努め，維持修

繕，災害時の復旧等々を考えているところでございます。参考までに，昨年１０月に公表されました奄

美群島国立公園の公園計画書，これはその時点では環境省原案とにおいては知名瀬から市道奄美中央線

へ至る知名瀬林道を車道事業，知名瀬林道と市道奄美中央線との交差点から金作原までが歩道事業とし

て位置付けられており，いずれも動植物の生息，生育環境に留意し整備，維持管理を図るというふうに

されているところでございます。以上です。 

 

１４番（西 公郎君） （２）についてでありますが，これは私が平成２７年９月，第３回定例会におい

て提言しました知名瀬から金作原入り口へのロープウェイ構想についてです。当時の答弁書を読み上げ

ます。議員御提言の知名瀬から金作原に至るまでをロープウェイにて人を運ぶ，ロープウェイ構想につ

いては壮大でスケール感のある，まさしく観光の目玉と呼べる施設になるであろうと考えます。また，

金作原においては世界遺産登録後の膨大な観光客が押し寄せることが予想されており，交通体系の問題

や利用制限等の必要性も求められていることから，重要地区の保安管理という点におきましても効果が

期待できるものと考えます。金作原地域は遺産登録の重要地区になりますことから，先に述べましたと

おり自然公園法においても地種区分上，上位の保護地区，保護地域となることが予想されます。これら

の地域における環境整備におきましては，国とも十分に協議をする必要もございますし，予算的にも市

単独での事業実施は難しいと考えられますことから，当該地域のロープウェイで結ぶ構想も踏まえ，関

係市町村とも連携を必要になってくると存じます。今後，遺産地区におけるさまざまな整備計画につき

ましては，国・県・地元自治体などで構成されます地域連絡会議において検討されてまいりますので，

このロープウェイ構想につきましても奄美地域の観光の目玉として，また増大するであろう観光客に対

する交通規制の代替手段の一方法として，整備に伴う野生動植物の風致景観への影響も十分に議論しな

がら検討していかなければならないと考えますので，御理解をお願いいたします。ここでありましたと

おり，（２）地域連絡会議において議論等は進んでいるかについてお伺いをいたします。 

 

市民部長（前田和男君） 地域連絡会議での議論ということでお答えさせていただきます。地域連絡会議

は昨年１０月２０日に奄美大島，徳之島，沖縄島北部及び西表島，世界自然遺産候補地の適正な管理の

あり方の検討や関係機関との連絡調整を行うことを目的として設置されており，構成は環境省，林野

庁，鹿児島県，沖縄県，奄美大島５市町村，徳之島３町及び沖縄県の自然遺産候補地４町村となってお

ります。平成２７年９月議会時点では地域連絡会議におきまして整備計画なども議論されると考えてお

りましたが，実際には地域連絡会議では先ほど述べた整備計画等の議論はなされないということとなっ

ております。なお，平成２７年９月に鹿児島県自然保護課が事務局となり，有識者，環境省，林野庁，

鹿児島県，奄美大島５市町村，徳之島３町及び奄美群島広域事務組合が委員となる奄美群島世界自然遺

産候補地保全活用検討委員会が設置されております。世界自然遺産に関連する施設整備につきまして，

この検討会の議論を踏まえ，平成２８年３月に鹿児島県が施設整備基本構想というものを国・県・市町

村・民間事業者が施設整備を行う際の指針として報告書を作成したところでございます。この会議自体

では，現在は県が進める奄美自然遺産トレイル（仮称）の議論が中心となっておりますが，今後世界自

然遺産登録後には具体的な施設整備の議論が出てくることと考えておりますので，御理解をお願いいた

します。 

 

１４番（西 公郎君） ヒアリングが，先々週あり，本市はかつて，職員より知名瀬港との間で金作原を

結ぶロープウェイ構想はという意見がありました。駐車場確保の問題，上下水道整備の問題，私がイメ

ージしてた金作原入り口の道の駅，用地確保の困難性も考えると，若い人たちの柔軟性に大したもんだ

よなと，頭柔らかいよねと痛感，感心したところであります。 

 （３）でありますが，私もこの件も平成２７年９月第３回定例会に質問しております。当時の答弁書
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を抜粋しますと，奄美の自然をより多くの方々に知っていただき，また我々地元住民に取りましても島

共通の宝を見て，触れて，学べる総合的な施設として利用できるよう，地元５市町村連携してアイディ

アを模索してまいりたいと存じますので，御理解をお願いいたしますとあります。（３）のビジターセ

ンター設置等の議論が地域連絡会議において行われたかどうかについてをお伺いいたします。 

 

市民部長（前田和男君） 地域連絡会議のほうでの議論ということで申し上げますと，先ほど答弁させて

いただきましたように，その中では特に施設整備については議論はなされておりません。ビジターセン

ターの定義といたしましては，主としてその公園の地形，地質，動物，植物，歴史等に関し公園利用者

が容易に理解できるよう，解説活動，または実物標本，模型，写真，図表などを用いた展示を行うため

に設けられる施設とされております。施設の運営形態としましては，国直轄，自治体，協議会などとな

っているところでございます。先ほど申し上げましたようにビジターセンターなどの施設整備におきま

して，現在具体的な議論はなされていないのが現状でございますが，本日奄美群島が正式に国立公園に

指定されたことから，国・県において具体的な議論が始まるものと考えております。今後，先ほど述べ

た県の施設整備基本構想を指針として，国・県・市町村・民間団体と連携を図りながら検討を進めてま

いりたいと考えておりますので，御理解をお願いいたします。 

 

１４番（西 公郎君） これはですね，奄美群島国立公園の指定及び公園計画決定案の概要，これは奄美

市のホームページから環境省へのリンクしたものなんですがね，集団施設計画。奄美住用町に集団施設

地域を計画し，住用川及び役勝川の河口に発達するマングローブや亜熱帯広葉樹林等における自然探索

をはじめとする適正利用を推進しますとあるんですね。だから，具体的な議論がないだからで，環境省

は具体的に奄美市住用町にとうたってるのは，これはどういうことです。 

 

市民部長（前田和男君） この計画で記載してる施設については，既存施設であるマングローブパーク，

これを想定，既にあるということで，この計画の中での位置付けを明確にしているということでござい

ます。以上です。 

 

１４番（西 公郎君） 議論もなされていない，御理解をお願いいたします。私に何を理解しろと言って

いるのか。当局と議会は両輪だからと言いながら，提言については議論すらない。私の一般質問は形式

的であったのかなと思っております。もし，これから議論するのであれば，早めの議論の場を開催して

いただくよう，要望しておきます。これは，市民部だけの問題ではなくて，やっぱり農政部，建設部，

商工観光，観光部，やっぱりそういった連携をしながら揉んでいかないと，１部署だけの問題では僕は

ないと思ってるんですよ。これからどうするの，林道も絡んでくる。そんな中，やっぱりそういった議

論する場の立ち上げをですね，早急に要望して次の質問へと移ります。 

 （４）沖縄における交流人口は８００万人とも言われていますが，私自身１，０００万人超えてるん

じゃないかなと思っております。沖縄から奄美への観光客を１０パーセント取り込むことで，８０万人

から１００万人の交流人口の増加が認めることができる。５パーセント取り込むと４０万人から５０万

人の交流人口を増やすことができると思っております。（４）の沖縄路線における利用拡大を含め，本

市としてはどのような考えでいるのかについてお伺いをいたします。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，沖縄・奄美路線の利用拡大の考えについてということでありますので，

私のほうで述べさせていただきます。御案内の今年度から鹿児島県と沖縄県が連携をいたしまして，奄

美群島各島と沖縄県を結ぶ航空航路の移動コストを軽減する交流促進事業が開始されております。本事

業は，地理的，歴史的，文化的につながりの深い両地域において，世界自然遺産登録を見据えながら産

業経済の相互の発展を図るため，住民を含めた交流人口の拡大を目的に事業を展開いたしております。
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また，ＪＡＣによる徳之島，沖永良部島，沖縄の那覇線の開設が新年度に予定されているというような

ことから，世界自然遺産登録が来年の夏に予定される中で，まさに時宜を得たものであり，更なる交流

人口の拡大が期待されてるところであります。また，奄美満喫ツアー助成制度による旅行商品造成にお

きまして，ＦＤＡ，チャーター便による沖縄との周遊型商品や航路を活用した島巡りの旅行商品に対し

て支援を行っております。併せて，世界自然遺産地域を結ぶクルーズ観光客船の誘致についても，国・

県と連携を図りながら取り組んでいるところでございます。議員御提言のとおり，今後は平成３０年に

予定されている世界自然登録に向けて，より連携を強化しながら，奄美，沖縄連携交流促進事業の継

続，拡大はもとより，航空路線の増便や観光客船の誘致など，交通ネットワークの充実にも取り組んで

まいりたいと思います。その中において，先ほど議員が御質問いただきましたビジターセンターについ

ては，公式な議論はなされておりませんが，私は機会あるたびにそのようなことを申し上げておりま

す。そこで，国としての考えはまず自然遺産登録が前提ですよと。これが，向こう１年後，近くとなり

ますので，その後にそのようなビジターセンター，若しくは施設，管理運営上の施設などを造っていく

のが先例のことであると。従って，まず国立公園化という前提条件が今日，皆さんのお力，すべての皆

さんの喜びとして実現しました。そして，夏に調査があり，来年の夏ごろにはその結果が出ると。その

結果を踏まえて確実に自然遺産登録になったという条件のもと，あらゆる保存，景勝していく施設の整

備，管理運営上の施設等の整備等がなされていくということであります。そのことによって，予算化が

なされて事業が整備されていくという手順になっていくと思いますので，議員の御提案が無下にされて

いるということではありません。いろんなことで話し合いの場の提言にもなっているということも御理

解いただきたいと思います。以上です。 

 

１４番（西 公郎君） 確かに，先ほど市長の答弁にありましたとおり，徳之島，沖永良部，那覇を結ぶ

アイランドポッピング路線開設，ＪＡＣが行うようですけど，やはり沖縄からの交流人口を増やすには

こうやってＪＡＣもＪＡＣなりに努力をしてるわけでありましてね，座席数が３６から４８ですか，ち

ょっと少ないなって思いがありますけども，これが順調に８割・９割の利用率で機種が変更となり，市

長言われた満喫ツアー等でですね，沖縄滞在，奄美滞在，そういった旅行プランをね，作ってもらうん

ですよ。そうすることで，地元に金を落とす仕組みをつくる。これは，非常に大事なことと思っていま

すので，是非全力で取り組んでいただきたいと思っております。 

 次に，防災関連についてであります。（１）救急養成の連絡が入り，ドクターヘリ出動要請はどこ

で，誰の判断にて出動を要請するのかについてお伺いをいたします。 

 

総務部参事（小松和行君） 奄美ドクターヘリの出動要請についてでございますが，救急現場へのドクタ

ーヘリの出動要請は原則として消防機関が行います。奄美ドクターヘリの出動要請については１１９番

通報受信時，消防本部，通信指令室の職員が奄美ドクターヘリの養成基準に基づき，通報内容からドク

ターヘリの要請が必要と判断した場合に，基地病院である県立大島病院の運行管理室に出動を要請いた

します。また，救急現場で救急隊が医師による早期治療を要すると判断した場合においても，ドクター

ヘリの出動を要請いたします。以上です。 

 

１４番（西 公郎君） この要請は消防本部の指令にて行ってるっていうことでよろしいですね。この件

は，一般市民の方，僕も知らなかったんですけどね，ドクターヘリサイドで要請をするんじゃないのか

なという勘違いをしてました。やっぱりそれだけ，消防の指令室の重要さが問われる就航になったんで

はないのかなと思っております。 

 次に，（２）ですが，昨日の里議員の質問にて２か月で６０件ということは１日１件の割合で出動し

ていると。これにより，救急救命の必要性っていうか，この就航がですね，いかに群島のためになって

いるかっていうのは表されているのではないかなと思っております。 
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 次に，（３）でありますが，ドクターヘリ出動にてヘリがどうしても学校の校庭等に降りなければい

けないという場合には，消防本部より出動が，救急車とポンプ車，散水車が出なければいけないと思い

ますが，その出動態勢は何名ほどの出動になるのかについてお伺いをいたします。 

 

総務部参事（小松和行君） 奄美ドクターヘリの出動において，ランデブーポイント，救急車とドクター

ヘリが合流する場所のことでございますが，学校の校庭等の場合の出動態勢についてお答えいたしま

す。ドクターヘリ出動の場合，消防本部名瀬消防本書からは原則として救急車と水槽付き消防ポンプ自

動車の２台で，各車両に３名乗車して出動いたします。なお，水槽付き消防ポンプ自動車につきまして

は，ドクターヘリのランデブーポイントにおいて安全に離着陸が行えるように，安全確保や必要に応じ

て散水するためでございます。 

 

１４番（西 公郎君） ということは，ケースによっては６人体制で出動するということですよね。３名

の２台体制ですから。 

 次に，（４）現在の体制にての対応は可能かどうか。私は先月２７日の消防会議でも発言させてもら

いましたが，体制が整っている本部ではかろうじて回すことが可能でしょう。がしかし，笠利・住用，

本市で起きればそこにその人数が一気に出るということになるとですね，もしほかの災害がかち合わな

い，かち合う，絶対にそれだけなんだっていうのは絶対言えないんですね。これが危機管理であると私

は思っております。そこで，今後本部ないし組合の人員の増員が必要でないかと思ってますが，その点

についてお伺いをいたします。 

 

総務部参事（小松和行君） 奄美ドクターヘリの出動時の出動態勢や職員の人員が足りているのかとの御

質問でございますが，議員御承知のとおり，昨年末からの奄美ドクターヘリ運航に伴いまして，分署，

分駐署においてはランデブーポイントに救急車と同時に出動する支援隊の確保等の課題がありますの

で，５月に開催予定しております管内分署，分駐署会において，これまでの出動態勢，現場活動等の事

案を踏まえまして，検討，協議してまいりたいと考えておりますので，御理解をお願いいたします。 

 

１４番（西 公郎君） 是非ですね，一つであれば，やっぱり体制的には何とか回るんですよ。そこで，

緊急の火災が入った，また別個で救急が入る，これは絶対ゼロじゃないんですよ。やっぱりそこらあた

りの，やっぱり生命，財産を守る消防，皆さん２４時間３６５日，これは大変ですよ。やはり，是非と

もですね，そういう議論をしていただいて，隊員の皆様に負荷がかからないよう万全の対策で臨んでも

らいたいと思っております。 

 次に，（５）ドクターヘリの運用規定は日の出から日の入りまでかなと認識しておりますが，今後夜

間緊急搬送体制等，自衛隊の関わる体制はどのようになっていくか，予想についてお伺いをいたしま

す。 

 

総務部参事（小松和行君） 議員御承知のとおり，奄美ドクターヘリの運行時間は原則として午前８時３

０分から日没まででございますので，これ以外の時間帯につきましてはこれまで同様，自衛隊ヘリの出

動に頼る急患搬送体制でございます。なお，昨年の自衛隊ヘリによる急患搬送件数は当消防組合管内に

おいては沖縄陸上自衛隊３３件，鹿屋海上自衛隊は２９件で計６２件でございました。そのうち，奄美

ドクターヘリの運行時間外にあたる急患搬送の件数は２８件となりますので，今年から自衛隊ヘリによ

る急患搬送件数は半減するものと予想しておりますが，いずれにいたしましても今後も特に夜間の県本

土等への自衛隊ヘリによる急患搬送は欠かせない重要なことだと認識しております。 

 

１４番（西 公郎君） 確かに，夜間，天候悪化等によってドクターヘリが飛べない。絶対に自衛隊ヘリ
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での緊急搬送は離島だけに，私もなくなることはないと思っています。ここで，自衛隊ヘリ要請で問題

な点が私はあると思ってますね。それは，要請するまでの時間なんですね。それは，やっぱり我々政治

家も考えなけりゃいけない。行政も行政で，何とか時間短縮できるようにならないかということを模索

しなければいけないと思っています。沖縄は各離島を抱え，沖縄のヘリは１時間ぐらいで来とるはずな

んですよ。鹿屋のヘリは国間の要請が県庁の危機管理室ですか，そこを通す。そこに通すまでに１時間

かかる。それが解決して，向こうからヘリが飛んで，１時間かかる。２時間かかってるんですね。その

間も患者の容体っていうのはよくはならんわけですよ。やはり，離島だけにそういった搬送体制の見直

し，これは絶対に我々は求めていかなければいけないと思ってます。そういうことを要望しながら，次

の質問へと移ります。 

 （６）奄美市消防出初式における自衛隊参加についての件ですが，毎年警察，消防，大島支庁と支署

隊舎として参加してますが，自衛隊への招待状は案内されていたのかどうかについてお伺いをいたしま

す。 

 

総務部参事（小松和行君） 議員御指摘の自衛隊の関係者への奄美市消防出初式の案内についてでござい

ますが，これまでは案内はしておりません。自衛隊ヘリによる県本土等への急患搬送や，特に平成２２

年の奄美豪雨災害においては自衛隊の迅速な対応，支援等には大変感謝しております。平成３１年４月

の奄美駐屯地開設もございますので，来年から奄美市消防出初式への案内をいたします。今後とも地域

における安心・安全なまちづくりの観点から，大規模，広域的な災害対応が可能である自衛隊や防災関

係機関と更に連携強化に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

１４番（西 公郎君） 私自身，今年の１月参加させてもらい，あれ，いないよねと，自衛隊の姿がない

よねと。私自身，感じているのが，今まで自衛隊への案内状を送るタイミングは３度ほどあったのかな

と思っております。先ほど，消防長の言われた２２年の豪雨災害時も一つの転機だったでしょう。２５

年から２６年の県の防災訓練が名瀬港で行われていますよ。そのときも，自衛隊も参加していたはずで

す。それが，２度目のチャンスですね。３度目は，奄美市が自衛隊を誘致したその年度以降ですよ。や

っぱり，そういう節目節目が私自身はあったと思ってます。本市が災害は消防と海保とだけでいいよ

と，消防でいいよと，自衛隊はいらないよと言うのであれば話は別だったんですね。だけど，来年以降

招待状をお届けするということですから，この件は深く突っ込みませんが，是非ともですね，私は前回

若年早期退職の自衛官ＯＢを本市の危機管理室で再雇用したら如何ですかという提案をしてます。やは

り，そういう，私は消防を責めてるわけじゃないですよ。奄美市も責めてるわけじゃない。誰かが気づ

かなかったのかなということを，やはりこう幹部職員おられ，誰かが気づくべきだったんだよなと私は

思っています。そうすることが，やはり施政方針演説で市長も述べられていますよ。自衛隊，陸上自衛

隊の配備につきましては，南西諸島における防衛上の意義や奄美地域における災害への迅速な対応な

ど，地域の安心・安全の確保のため，引き続き国との協力，連携を図ってまいります。やっぱり，こう

やってうたったらですね，やっぱり私が思うのは，うたうのは御自由だが，やってることは違いますよ

ねと。それで，果たして信頼関係が生まれてきますかということを申し上げているつもりで，是非とも

改善，協力，改善回復に是非とも全力で取り掛かっていただければなと思って，次の質問へと移りま

す。 

 ３，地域振興策についてであります。（１）地方再生交付金大島紬購入助成金の効果をどのように分

析しているかについてお伺いをいたします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 今年度創設いたしました本場奄美大島紬購入費助成制度につきましては，

今年の１月で申請受付を締め切り，交付確定額の合計が１３２件の１，３５３万円の見込みとなってお

ります。本助成制度が仕立て代や小物購入を含む費用総額５，４５０万４，０００円の呼び水になった
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ものと理解いたしております。また，事業効果の指標をしております，成人式の紬着用率につきまして

は，今年が奄美市全体で４４．５パーセントとなり，昨年度より８．６パーセント上昇したということ

でございます。本助成制度は産地在庫の対策としても期待しておりますが，まずは産地から大島紬を愛

用し，紬の薫る町としての機運を高めることを第一の目的としておりますので，御理解を賜りたいと存

じます。 

 

１４番（西 公郎君） 次に，概ね効果はあったという認識をされておるという理解でよろしいでしょう

か。（２）の来年以降の予算措置等についてお伺いをいたします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 今申し上げた助成制度の中期的な目標としましては，奄美市攻めの総合戦

略の計画最終年度にあたる平成３１年度に成人式紬着用率５０パーセント達成ということを設定してお

ります。今年度，ポスター掲示などの広報活動や制度利用者による評価や口コミ，あるいは販売会の実

施などにより，初年度から制度が浸透してきたものと理解いたしております。制度の継続と今後のあり

方につきましては，議会の皆様をはじめ幅広く御意見をお伺いし，なお予算執行の状況も踏まえて検討

してまいりたいと考えております。 

 

１４番（西 公郎君） 来年の予算書にもですね，市単体で１，０００万円の予算をあげていますよね。

これが，しばらく続くという認識でよろしいのか，５０パーセントを達成したらそこで打ち切りにする

という考えなのか，いずれかも分かりませんがそこらあたりについてお伺いいたします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 先ほど申し上げたのはですね，私どもとしたら予算編成の問題もあります

けど，３１年度まではまず目標に向けて取り組むと。併せてですね，紬の再生計画を今策定いたしてお

りますが，これが２９年度から５か年計画です。３３年度までという計画を作りますが，私どもとしま

しては平成３１年度，あるいは３３年度までを予定しながら，この目標達成の数値等も見ながらです

ね，検討させていただきたいと考えておりますので，御理解をいただきたいと思います。 

 

１４番（西 公郎君） 次に，（３）浦上町の鹿児島県工業技術センターが奄美市への譲渡があるのかど

うなのか，またあるとしたら今後の活用計画をどのように考えているかについて，お伺いをいたしま

す。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 県の工業技術センター奄美分庁舎につきましては，今年の３月末に本市に

無償譲渡されることとなっており，現在譲与計画書の内容等について最終的な詰めの作業を行ってると

ころでございます。今後の利用計画につきましては，県から大島紬に関する相談業務を引き継ぐほか，

本場奄美大島紬の振興はじめ，地域の活性化のために活用することを目的に庁内での検討と関係機関と

の協議を進めております。現在，計画策定の最終段階に入っております本場奄美大島紬産地再生計画に

おきましても，同施設を大島紬後継者育成の拠点として活用すべきとの内容がまとまる予定であります

ので，議員のこの後継者育成のこと等も含めてですね，しっかりと検討してまいりたいと思います。以

上です。 

 

１４番（西 公郎君） 次に，４番の笠利町あやまる岬グラウンドゴルフ場についてであります。笠利，

あやまる岬グラウンドゴルフ場は公認グラウンドゴルフ場であったんではないかと思ってますが，稼働

年月日と事業費総額は幾らであったかについてお伺いをいたします。 

 

笠利総合支所事務所長（元多政重君） あやまる岬観光公園グラウンドの開設年度と事業費でございます
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が，奄美大島北部の観光振興を目的に健康，スポーツ，交流をテーマとして総事業費１億円で８ホール

２コースを整備し，日本グラウンドゴルフ協会の公認コースとして平成２４年１１月にオープンしたと

ころでございます。 

 

１４番（西 公郎君） （２）の稼働して現在までの利用者状況はどのように推移をしているかについ

て，お伺いをいたします。 

 

笠利総合支所事務所長（元多政重君） 利用状況についてでございますが，平成２４年度１１月からの利

用者数，５か月弱で３，１９１人。利用料収入が１１７万８，０００円。２５年度が９，００１人。３

０５万８，０００円。２６年度が９，５７７人で，２７７万８，０００円。２７年度が１万６３人で３

０７万２，０００円。２８年度につきましては２月１９日現在でございますが，９，７４０人，３００

万３，０００円となっており，年々増加している状況となっております。また，グラウンドゴルフ場の

利用料金につきましては，一般が１人５１０円。一般２０人以上の団体が１人４１０円。８０人以上が

１人２５５円などとなっております。 

 

１４番（西 公郎君） 増加傾向で，すごくですね，僕はもし民間ができた影響等で下がってるんじゃな

いのかなと思ってたんですね。順調と言うか，分かりませんが，ある程度の推移をキープしてるってい

うことで一安心しているところであります。 

 次に，（３）のグラウンドゴルフ場の利用時間，利用可能時間はどのようになっているのかについて

お伺いをいたします。 

 

笠利総合支所事務所長（元多政重君） グラウンドゴルフ場の利用時間につきましては，昨年１０月まで

管理人の勤務時間，午後５時までとなっておりましたので，４時半から片付けをやっていたところでご

ざいますが，昨年１０月からは午前９時半から午後５時まで利用できるよう，管理人の勤務時間を変更

して対応しているところでございます。また，各種大会時におきましては，多数の方が利用される場

合，利用時間，利用開始時間，１時間早めて８時３０分から午後５時までを利用時間としております。

以上です。 

 

１４番（西 公郎君） 私が利用時間にこだわったのはですね，やっぱり冬場は４時半でもこれはもう終

了してしょうがないよね。やっぱり，日没が早まるわけで。サマータイムって言うかですね，春から夏

場にかけては，やはり７時ぐらいまではまだ明るいわけですよ。５時で閉めたりしても，日中のこれ，

炎天下の中で果たしてやるかっていうとですね，厳しいんですよね。それこそ，熱中症になって倒れた

ら一巻の終わりですしね。だから，やっぱりこう利用時間を，やっぱりユーザーっていうか，利用者の

要望に合わせてですね，ちょっと見直すべきではないのかなと。それは，シフト上の問題もあるかも分

かりません。やはり，日が沈みかけてからスタートするということが多いのかなと思ってますし，５時

にやったにしても，やっぱり笠利のほうからはちょっと利用時間が短すぎるよねという意見がありまし

たんで，この点について，できれば夏場，冬場，シフトでですね，やっぱり利用者の利便性を向上を図

ってもらいたいと思ってますが，いかがでしょうか。 

 

笠利総合支所事務所長（元多政重君） 夏場の利用時間でございますけれども，過去に時間延長の要望が

ございまして，平成２６年度と平成２７年度に７月から９月末の間，利用時間を１時間延長し午後６時

までとした経緯がございます。ただ，その延長した期間中の利用実績が平成２６年・平成２７年とも１

５人と少なかったため，現在は夏場の時間延長を実施していないところでございます。また，時間延長

の要望等がございましたら，今後検討してまいりたいと考えております。 
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１４番（西 公郎君） 次に，（４）のあやまるグラウンドゴルフ場における市町村大会や県大会や，あ

るいは県外からのですね，大会等の実績があるのかについて，お伺いをいたします。 

 

笠利総合支所事務所長（元多政重君） 市町村大会，それから県大会の実績でございますけれども，県大

会の実績はございませんが，平成２６年度に第６８回県民体育大会，第５５回大島地区大会が開催され

ております。また，ＪＡＣ主催のＪＡＣ杯グラウンドゴルフ大会，平成２４年から毎年開催されてお

り，福岡・奄美間の直行便を利用したゴルフツアーを組むなど，島外の方々にも多数参加しておりま

す。以上です。 

 

１４番（西 公郎君） 私も，平成２４年当時，あやまる岬公園におけるグラウンドゴルフ場の整備は必

要じゃありませんかという一般質問をやっております。これはやっぱり，昨日も午前中，平川議員のや

っぱり北大島の拠点であるという答弁も，市長のほうもされていたんじゃないかなと思ってますが，私

がイメージしてるのはですね，やっぱり観光船が，大型客船が入るとブースを設けてお迎えするわけ

で，やはり福岡からではなく，やっぱり中部，富士ドリームですよね，そこからのやっぱり満喫ツアー

利用のユーザー確保というかですね，交流人口増加が見込めなかったのかなと。そうすることで，観光

船が入っても１人頭の消費額っていうのは，新聞等にもありましたが２万９，０００円，３万弱ですよ

ね。それは，次の寄港地で使わなければいけない。その次でも使わなければいけない。だけど，チャー

ター便の場合は目的地が，最終目的地が奄美になればですね，１人頭の消費量が９万円とかいう数字が

出とったと認識しております。やっぱり，笠利の地の利を生かすというのは，やっぱり空港であると私

は思っていますし，そういった意味であやまるにブースを設けて，そこで決済をしてもらう，カード決

済してもらう。やっぱり，そういう意味ではやっぱり１支所だけでは非常に厳しいと思ってるんです

ね。やっぱり，それは商工観光部も含め，紬観光課も含め，そういった仕組みをつくることによって，

交流人口が増え，販売組合の不良在庫が２，０００反でしたかね。そこらあたりも一旦吐かせないとで

すね，やっぱりこの紬業界の織工さんたちの賃金っていうのは上んないと私は思っています。これから

も，やっぱりこう各課，調整しながらですね，やはりそういった笠利北部の拠点であるあやまる岬，こ

れからも軽食やトイレとか，整備入ってきますよ。是非ともですね，そういった方向を模索して，笠利

町においてはスーパーも１軒，閉鎖されてますよね。やはり，そういう仕組みをつくって地域に還元す

る，そういうのを是非とも模索しなければ，私はいけないんじゃないかなと思っております。 

 次に，このグラウンドゴルフ場について，外部委託等，指定管理等への変更があり得るのか，そうい

ったのは検討されているかについてお伺いをいたします。 

 

笠利総合支所事務所長（元多政重君） あやまる岬観光公園につきましては，今伐採作業等を直営で行っ

ているところでございます。平成２９年度にあやまる岬観光公園全体の整備が終了する予定になってお

りますので，その後につきましては管理運営について，指定管理等の制度，それから今までどおりの直

営か，トータル的に検討してまいりたいと考えております。 

 

１４番（西 公郎君） 次に，５番の学力向上についてであります。（１），奄美市内校長室，職員室へ

のクーラー未設置地区への今後の予算措置等について，お伺いをいたします。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは，お答えをいたします。奄美市内の２８校のうち，保健

室，図書室，それからパソコン室につきましては全小・中学校でクーラーを整備をつけております。校

長室につきましては未設置でありました８校のうち，今年度３校を整備をしたところです。平成２９年

度におきましても，予算を計上し整備を図っていく予定にしております。職員室につきましては，未設
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置の学校が１５校ございました。２９年度に予算を，これも計上をして，整備を図ってまいります。今

後の予算措置につきましては，教職員の職場環境を整えるということは重要なことであるというふうに

考えておりますことから，計画的に進めてまいりたいというふうに考えております。 

 

１４番（西 公郎君） 来年度の予算でですね，６９０万円ぐらいですか，予算があがってますよ。恐ら

く，あがっとったはずですよ。それは，校長室何校，職員室何校でっていうのは，未整備は分かりまし

たんで，今回予定している学校数をよろしいでしょうか。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それではですね，校長室のほうがですね，４校でございます。職員

室が２校，これを今年度整備をしたいというふうに考えております。 

 

１４番（西 公郎君） っていうことは，来年度予算での設置校数ってのは６校でよろしいですか。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 職員室と校長室が隣接をしている場合には一緒に発注をしたほうが

効果的なもんですから，両方いっぺんに発注をする学校もございますので，学校の数といたしましては

５校ということになります。 

 

１４番（西 公郎君） まあまあこれから見積もりなのか，もう見積もり取っての予算措置なのか，ちょ

っとそこは僕は分かりませんがね，６，５校で６９０万円っていうことは１校１００万円越すわけです

よ。そんぐらい大掛かりなもんになってきますか。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 予算を立てるときに当然見積もりを取っておりますが，職員室の場

合で言いますと通常の職員室で大体１００万円ぐらいかかるということです。職員室の大きな学校の，

教室二つぐらい使うような大きな職員室になると２００万円ぐらいやはりかかるということでございま

すので，その辺は御理解をいただきたいと思います。 

 

１４番（西 公郎君） 来年度予算で教育委員会，現場職であった教育長の意向が強かったのかどうか分

かりませんが，市長の意向が強かったか分かりません。やはり，先ほど局長いわれたとおり，やっぱり

あの夏場暑い日の環境っていうのはですね，本当に大事なことだと私は思ってるんですよ。そんな暑い

中で，教員にやれ，やれ学力上げろ，学力上げろって言って，頑張ると思いませんよね。絶対に思いま

せんよ。やっぱりそういうことで，まだ未設置地区においては，今後補正があるのか分かりませんが，

やはり早めにですね，やっぱりそういう整備を整えて，やっぱりこれからそういうことを行っていけば

ですね，やっぱり教育委員，教育長の言うこともね，教員だっても聞いてく，学校長も言っても無理だ

ったと思いますよ。うん。これは無理でしょう，俺がもし教員だったら，こんな暑いところに来て，こ

んな難儀せないかんのかなと思う教員はいっぱいおったと思いますよ。是非，早めの予算措置で，やっ

ぱりそこらあたりの環境整備を整えてもらいたいと思います。 

 これで，私の一般質問を終わります。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で，自民新風会 西 公郎君の一般質問を終結いたします。 

 これにて，本日の日程は終了いたしました。 

 明日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。（午後５時００分） 
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議長（竹山耕平君） おはようございます。ただいまの出席議員は２４名であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 本日の議事日程は一般質問であります。 

 日程に入ります。 

 日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたし

ます。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように質問者において御配慮をお願

いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう，時間配分をよろしくお願いいたします。更に，

当局におかれましても，答弁につきましては時間の制約もありますので，できるだけ簡潔，明瞭に行わ

れますよう予めお願いをしておきます。 

 通告に従い，順次質問を許可いたします。 

 最初に，自由民主党 林山克巳君の発言を許可いたします。 

 

２番（林山克巳君） 議場の皆さん，市民の皆さん，そしてインターネットを御覧になっておられる日本

中，世界中の皆さん，おはようございます。平成２９年第１回定例議会一般質問，私が１１人目でござ

います。３日目，朝一番の男，自由民主党会派林山克己でございます。 

 質問の前に，少々所見を述べさせていただきます。昨日，市役所正面玄関前で３４番目となる奄美群

島国立公園誕生セレモニーが行われましたが，私なりに４０年前，昭和４０年来なんですが，奄美を思

い出し大変感慨深いものがありました。また，とりわけ住用のマングローブと神秘的な住用の山々が頭

によぎったのも正直な気持ちです。一般質問の中で，住用・笠利の発展なくして奄美市の発展はないと

言ってきました。まさしく，国立公園誕生こそが，またその足跡が近づいてきている証になるんではな

いかと思います。いよいよ，世界自然遺産登録に向けての取組が大事な課題になってきます。市民が一

体になり，案件に取り組む必要があります。今回の質問が私個人で５回目になります。いよいよ，本格

的な政策立案の参考になれるような質問をしていきたいと思います。どうか，当局の皆さん，英知を結

集して奄美市が夢のある町になるようにともに力を合わせていきましょう。 

 それでは，質問に入りますが，私なりに今回の質問は敬天愛人，道の島世界自然遺産登録の旅をテー

マに沿って，産業振興を中心に質問していきたいと思います。１，奄美総合計画後期基本計画につい

て。（１）第２章，第４章について。①，第２章，フリーランス支援事業についてお伺いいたします。

昨年から始まりましたフリーランス支援事業についての検証と予算の内訳と内容，今年も同額５００万

円の予算が付いております。この展望についても伺います。 

 次からの質問は，質問席にして行いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） おはようございます。それでは，林山議員にお答えいたします。本市が取

り組んでおりますフリーランス支援事業は情報通信技術の活用により，仕事機会の創出，移住，定住の

促進，子育て世代の在宅での仕事支援につなげることを目的としております。平成２８年度は都市部や

地元ＩＴ企業と共同し，インターネットで仕事を受注，納品するライターの育成やインターネットを活

用した商品販売のノウハウを取得するための人材，デジタルカメラで撮った写真素材などを販売する人

材の育成に取り組んでおります。人材育成講座受講生の中から仕事を受注し収入を得る方も出てきてお

り，また地元ＩＴ企業の活動により島内外から記事作成の受注も始まっております。平成２９年度につ

きましては，本年度の人材育成の取組を更に充実させ，技術力，専門知識の向上を目指し働く方がより
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収入が得られるよう努めてまいりたいと思います。以上です。 

 

２番（林山克巳君） このフリーランス支援事業については，２回目の質問のとき，私が２回目質問した

ときにも同じような質問をしたと思うんですが，そのときにどうしても奄美市のその生活水準，いろん

な仕事の内容を含めたうえで，このフリーランス事業が本当の意味でこう奄美の新しい産業になるかど

うか，その辺を私尋ねたと思うんですが，フリーランス支援事業自体が，そのときに私が質問したの

は，フリーランス自体が仕事をしながらやるのか，それとももう個人事業主でやり始めるのか，どっち

かっていう話をしたときに，個人事業主っていう話をいたしましたが，今５００万円の予算で，今度５

００万円の予算が付くんですけど，これを本当にどういう形で進めて，今話しましたけど，これが一番

この奄美に適してるって思ってる，考えとは思うんですが，その辺の見解をもう一度お聞かせくださ

い，お願いします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 一つの産業というよりはですね，多様な産業を組み立てるという意味でや

っているわけでございますが，決してこれで専業でやっている方は極一部でございます。従いまして，

ほとんどの方は副業，兼業ということになっているのが実情でございまして，フリーランスそのものを

産業と捉えるよりは，企業に属さないそういった方も一つの仕事のあり方として支援をしていくという

意味で取り組んでいるとこでございます。以上です。 

 

２番（林山克巳君） その内容は分かりました。ただ，その５００万円の予算が付いてるんですから，こ

の５００万円っていうのが本当にどれだけ大きい金額かって言いましたら，普通中小企業，個人事業

主，中小企業でも銀行から資金を借りたりいたしますけど，５００万円借りるのにも相当な労力がいる

んですよね。保証人を付けたりとか，担保を付けたりとか。今ごろ，いろんな借り方でも，借りやすい

ような形になっておりますけど，この５００万円，２年間で１，０００万円ですから，どうしてもこの

お金を投資って言うか，予算を付けるからには，やっぱりそれなりの結果を出さなければいけないと思

うんですよね。今，仕事をしながらでも，その専業，専業ではないって今おっしゃいましたけど，前

は，この前の質問ときは専業っていう話だったんですよね。それはもう，今もう変わったということな

んですかね。答弁をお願いいたします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 私，専業という答弁をした記憶はございませんが，もちろん最終的にです

ね，フリーランスのこのお仕事で生計を立てる方もいらっしゃいます。そのようになるのは，ある意味

で望ましい姿でありますけど，多くの方は兼業，副業で取り組んでいるという意味で申し上げたつもり

ですが，決してフリーランスで専業を目指さないということではございませんが，そうなることももち

ろん望ましいんですけど，兼業，副業の姿も一つのありようとしてそれでいいんじゃないかと思ってい

るとこです。以上です。 

 

２番（林山克巳君） はい，分かりました。いや，もう私は昨年その質問したときにですね，仕事をしな

がらですか。それとも，個人，しなくてもう専門でやるんですかってお尋ねしたとき，私の記憶では，

いや仕事，働きながらではないという話を受けたと私自身は思ったもんですから，今そういうふうに変

わってきたということは，私はものすごく，これはいよいよ本格的にいろんな仕事の，新しい仕事のや

り方としては，これから新しい流れが来るんではないかって思いますんで，すごくいいことだと思いま

す。その中で，もう私がどうしてこれを言うかと言いましたら，仕事の中で各島々をずっと回ったんで

すよ。徳之島，沖永良部，喜界島は研修の中で行ったりしましたけど。そこで，いろいろこう仕事のや

り方，そこで生活をしている方々，いろいろ話をしたんですよね。そしたら，大体所得が２２０万円ぐ

らいですね，平均が。２２０万円。こちらも２２０，奄美市も２２３万円，いろいろ平均ありますけ
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ど，所得がですね，年間の。だけどですね，ほかの島々は奄美でも，笠利の方なんかはそれがあるかも

しれませんけど，農業をしたり，漁業をしたり，特に農業が多いですね。畜産したり，二つ仕事を持っ

てるんですよね，これ。正社員でなりながらでも，これ公務員も一緒です。働きながら，農業してるで

すね。所得が乗っかるんですよ。この二つの仕事が乗っかる，一緒にやるって，言う兼業ですよね。だ

から，収入が高いんですよ。だから，各島々行っても元気がある。ものすごくみんな，そして収入が上

がれば人のこともやれる。人に優しくなれる。だから，本当何が，何か本当，今私島に帰ってきて，こ

の奄美市で何が必要かって思いましたら，やっぱり二つ，三つぐらい仕事せな，できないんですよね，

今の生活水準じゃ。これは，もうずっともう見て回って，聞いて回って，私自身もそう思ってます。そ

う思う，思う中でこのフリーランス支援事業，インターネットを通しての事業なんですが，できれば本

当に新しい枠組みの中で，このフリーランス支援事業，どんどん進めていっていきたいなと思いますの

で，よろしくお願いします。 

 それと，もう一つ。私がここでいいなって思ったの，ある社長さんがやり始めたので，もう新聞出て

ますんで，会社名を言っていいのかちょっと分かりませんが，ある焼酎会社のなんですが，兼業，副業

における取組をやり始めました。これ，ちょっと御存知でしたら，ちょっとお伺いしますが，お願いし

ます。どういうふうなやり方をしてるか，もし御存知でしたら。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 今の御質問ですが，新聞に出た，名前言っていいのかな，町田酒造さんの

働き方の改革の記事だと思いますが，いわゆる兼業，副業，仕事に邪魔にならない，主である仕事に邪

魔にならないような兼業，副業をむしろ推し進めると，そういった意味での記事だったと理解いたして

おります。以上です。 

 

２番（林山克巳君） ありがとうございます。何で，今ちょうどこういう話をしましたかって，先ほどの

質問と一緒で，これからの本当企業形態は，特に奄美なんか，特に一番大事なのはやっぱり仕事をしな

がらでも新しいそういうやり方での労働環境，これがものすごく大事になってくると思うんですよね。

人手不足が今ものすごく言われてますけど，それをできるんでしたら，その社員たちが別の仕事もした

り，いろいろ循環が回って来るんで，ここを是非，やり始めていただきたいって思います。これに関し

ては，もう行政，なかなか民間主導でいくって言いましても，なかなか民間主導では難しいところがあ

りますんで，できれば本当官・民あげてそういう形で進めていただければ，もうありがたいと思います

ので，よろしくお願いいたします。この辺で，この質問は終わりますんで，２番目にいきたいと思いま

す。これからの質問，全部，すべてその産業，新しい事業，そこへ全部つながっていくと思いますの

で，是非よろしくお願いします。 

 ２番目の質問としまして，第４章小学校，中学校の充実について。まず，その前に，その中で学校Ｉ

ＣＴ環境整備事業に１，３１１万円。新しく，今回からですね。それから，教育寄附金学校ＩＣＴなど

整備事業に３，０００万円。これは寄附をいただいたものですね。この２点に関する構想と展望なんで

すが，教育寄附金学校ＩＣＴなどって書いてありますので，これはＩＣＴなどって，この言葉のなどっ

ていうのが，ＩＣＴも使うけどほかにも使う形の意味かなって思うんですが，これを聞く前に一つちょ

っと質問をいたします。電子黒板なんですよね。このＩＣＴ環境整備事業っていうのはですね。私が確

か昨年，何月だったですかね，予算審議の委員会でですかね，電子黒板を何台奄美市は入れてますかっ

てこう尋ねました。そのときはですね，１台，１台，１台だったと思うんですよね。１台か０かどっち

かだったと思うですが，今それが何台か入ってるみたいなので，その電子黒板の，まず電子黒板のこの

意義と必要性と，その電子黒板がどの地域に，どの学校に入っているか，それも含めてお答えしていた

だければありがたいんですが，よろしくお願いします。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは，ただいまの御質問にお答えをいたします。あの，議員の
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お話の中で３，０００万円のところにＩＣＴなどという表現があるということがございましたが，ＩＣ

Ｔ機器のほかに図書を購入することになっておりますので，表現をなどという表現にさせてもらってい

るところです。それから，電子黒板ですが，現在７か所導入をしております。導入先はですね，奄美小

学校，それから大川小学校，崎原小学校，赤木名小学校，節田小学校ということになっております。そ

れとあと，中学校のほうですが６台配備をしておりまして，名瀬中学校，金久中学校，住用中学校，そ

れから赤木名中学校に導入をしているところです。 

 

２番（林山克巳君） はい，その配置は分かりましたが，その２件に関する構想とこれからの展望もお答

えいただ，それと一緒に複式小規模校集合学習事業，２２万８，０００円。昨年もあって今年もこう入

っていますが，この件に関してもちょっとどういう形なの，お伺いします，すいません。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 今後の予定ということですが，国の目標として立てられております

のは，電子黒板については各教室に１台ということでございます。今回，平成２９年度，それから３０

年・３１年度，この３年間で各教室に１台という目標を達成をしたいというふうに考えているところで

す。 

 それから，複式小規模校の集合学習ですが，これは小規模校の児童を１か所に集まっていただいて，

そこで大きな集団の中での学習でありますとか，交流をするということをやっております。そういうこ

とをすることで，視野を広げたり協力し合ったりする態度を養って，集団への適応力を身につけさせる

ことを目的として実施をしております。以上でございます。 

 

２番（林山克巳君） はい，分かりました。もう本当，このＩＣＴ事業，この関連事業はものすごくいろ

いろなところがいろんな小学校，地域が注目しておりまして，御存知と思いますけど，徳之島の母間小

学校。私も新聞とかいろいろので，こう見て聞いてはおりましたが，実際どういうふうに進めていって

るのかを目で見て聞かなければ分からないって思って，行ってきました。その取組も見てきました。翌

日は北海道の氷点下３０何度の小学校地域のあるところと結んでですね，授業を進めるところでした。

本当，このＩＴ，ＩＴ，ＩＣＴ整備，できれば早急に整備していただくのが一番いいんですが，今３年

間で整備するっていう話をお聞きしましたので，私個人としては３年間とは言わず，できれば早急にし

てほしいなっていう気持ちがあります。というのは，何かこういう電子黒板とかいろんなタブレットも

含めて，こういうのを設置するっていうのは，何かのきっかけがあるときじゃなければ，一気にはこう

投入っていうのはできないって思うんですよね。今回，この寄附が，そういう話をしたらいけませんけ

ど，ありがたい寄附がきております。本当に先々投資みたいな形なんですが，何かそういう，そういう

いろんな金額ができたときじゃなければ，そういうのをこう付けていくっていうのは難しいとこもあり

ますんで，できれば前倒しにしていただいてでもこの電子黒板，ＩＣＴ整備事業はやっていただきたい

と思いますので，どうかよろしくお願いいたします。さっき言った複式授業ですね。複式授業がこの奄

美群島は一番学校が多くて，学校が多いと思うんですよ。私も学校の先生，友達なんかいっぱいおるん

でいろんな話を聞きますが，特にまた過疎の地域，複式学級が多い学校も多いんですよね。そういう学

校がやっているのはですね，そういう学年が同じ子同士つなぐんですよね，教室をですね。教室を，生

徒と生徒をつないでいくんですよ。だから，同じその学問のレベルで，少ない学校同士，こう学問がで

きるという。そして，あとはその小さい学校同士が交流して，もう顔も分かってますんで，普段からこ

う見てますから，そういう関係もこう築いていくっていう，そして地域ともこうコミュニティを図って

いくっていうやり方みたいなんですけど。ですから，これが逆に言ったら，さっき言いました，もうこ

のＩＣＴ事業進めることがフリーランス事業にもつながっていき，また新しい産業興すのもそういうこ

とが身についた子どもたちがどんどん増えていけば，新しいいろんな形ででき上っていくと思いますの

で，新たなそのＩＣＴ事業，教育の分野だけっていう形ではないと私は思っていますので，どうかよろ
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しくお願いしたいと思います。教育のほうはこれで，１番の質問はこれで終わりたいと思います。 

 ２番。自主財源。ふるさと納税について。現状の実績と取組についてなんですが，これは昨日です

ね，元野議員，元野先輩から質問がありましたので，大体流れは分かりました。一応，確認で私なりに

一応質問をいたします。２までは，１番・２番は省略しますが，もう一度確認します。平成２９年２月

末で８，３００万円。納付額が。２，７４０件，島出身者が１６パーセント，１，３２８万。入金済み

が８，２００万円。昨日は１億円を基本にしてこう聞きましたが，もうこのままの金額でちょっと聞い

てみます。入金済みが８，２００万円。ＪＴＢ手数料含んで，５９パーセントで４，８３８万円。ＪＴ

Ｂに払うお金がですね。ＪＴＢの手数料として１９パーセント，１，５５８万円がＪＴＢさんが受け取

る側。特産品事業者が３，２８０万円。これで，数字的には間違いありませんかね。一応，確認のよう

ですいません。 

 

総務部長（東 美佐夫君） その数字で間違いございません。 

 

２番（林山克巳君） 私も，昨年からふるさと納税のいろんな質問をいたしました。いよいよ，３月では

終わって，年度が変わっていきます。新しい展望を，昨日も聞いていると思いますが，やはりこのＪＴ

Ｂの１，５５８万円，この手数料っていうのがですね，かなりのやっぱり金額に，金額の負担，負担っ

ていうか，負担を占める割合がやっぱり大きい形になっているというのが分かります。市には３，３６

２万円が納税額として入ってきますが，それを踏まえたうえでちょっとお聞きしたいんですが，ふるさ

とポイント，ＪＴＢがやるふるポ，それとふるさとチョイス。最初，みんなどこでもふるさとチョイス

から始まって，ふるポに入ってくると思いますが，この件に関して，ちょっといろいろ，ふるポとふる

チョの，についてちょっとお話，お伺いしたいんですが，違いとか，お願いします。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それでは，お答えいたします。ふるポと，ふるさとチョイスの関係ですが，

ふるポというのはＪＴＢが運営するふるさと納税のポータルサイトということになります。ふるさとチ

ョイスはトラストバンクが運営するふるさと納税のサイトというふうになります。もう少し，ちょっと

詳しく説明しますと，ふるさとチョイスのほうは商品の紹介を，ホームページで紹介してるということ

で，一般的な事務，発送とか，寄附の取り扱いとかっていうのは各市町村がやっているということにな

ります。ふるポというのは，その市の行っている業務をふるポが代理でやっていくという違いでござい

ます。現在，ふるポの契約している自治体はですね，すべてふるさとチョイスのサイトを通じて寄附の

申し込みの決裁を行っているというところでございます。違いという点で申し上げれば，そういうこと

だと思います。以上です。 

 

２番（林山克巳君） 内容はもう，このいろんな話の中で，答弁の中で理解しております。ただ，やはり

県外の島出身の方とか，いろいろな方々が，まだ今一つそのふるさと納税の仕組みについて分からない

方々が結構いらっしゃいまして，よくどういう仕組みなのかっていうのをよく聞くもんですから質問し

たんですが，このふるポとふるさとチョイス，これで奄美市はもうふるポのみになっておりますが，ふ

るさとチョイスとふるポの中でですね，ちょっと私がちょっと気づいた点を少し話をしたいんですが，

実は昨日元野議員が平戸の話をいたしましたけど，私もどうも現場に行かなければ，ちょっと私自身も

自信がなくて，聞いただけじゃ分からないもんですから，今年１月，鹿児島の研修とそのままついて，

飛行機降りてその足で都城と大崎町まで行ってきました。今の現状とその流れを聞いてき，もう正直に

１人で飛び込んできましたんで，もう自分の思う気持ちを聞いてきました。するとですね，都城はです

ね，そのときちょうど前日に発表があって，７１億円になってるんですよね。そのふるさと納税で，金

額が。平成２７年度が４２億円，２６年度が５億，ここ分かってほしいんですが，２５年度はまだ５０

０万円だったですね。５００万円。本当にこの取組をはか，最初からものすごい取り組んだっていうわ
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けじゃなくて，本当にこの２５年，６年ぐらいから本格的に取り組んでいるんですよね。それも，みん

なで取り組んだわけじゃなくて，あるふるさと推進課のカイさんって人がおって，それと市長，２人で

す，２人。２人で一生懸命進めていって，歯を食いしばって，最初協力したのはＪＡさんの，ＪＡアト

ムっていうスーパーがあるんですけど，そこだけなんですよね。そこと取り組んでいきながら，もうこ

う地道な，しながらやったんで，ふるさとチョイスでそれだけなってます。この７１億円の内訳はです

ね，途中から，平成２７年に１２月に，１２月からふるポがスタートして，１か月で２億円。１か月で

２億円だったですよね。２７年度が１月から１２月，３５億円で全国１位で。ですから，ふるポが，だ

から１か月２億円だから，２４億円として，７１億円から２４億円して，４７億円がふるさとチョイス

です。ふるさとチョイスのふるさと納税の金額なんですよね。ただ，この金額だけが大きいんじゃなく

てですね，このふるさとチョイスっていうのはその手数料もですね，ふるポだと取られるんですけど，

ふるさとチョイスはもうそのままもらえるんですよ。そのときに，何が違うかって言いましたら，この

ふるさと納税，ふるさと納税自体が自主財源を賄うためのふるさと納税っていう考えじゃないんですよ

ね。もう頭のほうから，頭からそうじゃないんです。私は前，昨年質問しましたけど，ふるさと納税は

東京から人とお金の流れを地域，各地方に持っていく，その流れの循環をするのがこのふるさと納税で

あるんではないかっていう話をしたって思うんですが，実はもう本当こう伸びているところを見るとで

すね，もう頭から自主財源で，自主財源で賄おう，自主財源を増やそうって気持ちがないんですよ。何

かって言いましたら，産業を興そうっていうことなんですよね。もう，それ一本です。自主財源って言

いながら，その企業，産業を興す。そこでの産業を興すっていうことだけ。だから，都城なんかはです

ね，２割です，２割。ふるさと納税，２割，市に財源がですよ。あと８割はもう，全て生産者側です。

すると，それはいい商品ができますよ，それは。気持ち的にも余裕があるし。そういうやり方でやって

いきながら，徐々に伸ばしていって，２７年１２月から，今度はいよいよふるポを取り入れてきたんで

すよね。一気に７１億円に伸びてるんです。もちろん，その率が違いますけど。だけど，それはまた両

方交互にこう並行に使いながら，その商品の仕組みも考えながらやってるんですよね。だからもう，そ

れはもう，昨年から私質問しましたけど，もうだけどそれはその各地域のやり方なんで，これは仕方な

いって思うんですよ。ただ，奄美市がふるさと納税でやるからには，もう今ＪＴＢのふるポでやるって

決まった以上，そしたらどうしたらこれが伸びるかを考えないかんと思うですよね。方法は私，だから

今言った，今市に４割，自主財源で入ってるじゃないですか。極端，変な言い方ですけど。それをもう

少しでも，縮めてもいいから，その，何ですかその物産，そのいわゆる事業者ですね，事業者のほうに

特産品事業者のほうに残るように考えなければ，何か本当に今からこれをどうするかを考える，やっぱ

りそういうのを突き止めなければずっと変わらないと思うんですよね。そこをよく考えていただけれ

ば，いろんな展開が聞けると思います。これはもう，私が回ってで，大崎町はふるさとチョイス，同じ

ようにふるポに代わりました。だけど，ふるさとチョイスで余り伸びてないもんですから，２７億円が

１３億円ですかね。大崎町の場合，私もその場，近くにおったもんですから，加工業者じゃないんです

よね，作る会社が。肉とか，いろんな生産者多いんですよ，畜産の町なんで。農業は多いんですが。そ

れを加工したりする会社がないから，それはしょうがないと思うんですよね。それも多分，委託しとっ

たんですよ，別の地域に。そして，商品ができあがっとったりしたんでしょうね。もう間に合わなかっ

たみたいな話をしてます。だから，そういうやり方でいろいろありますので，是非ふるさと納税，自主

財源をもう大事かもしれないけど，まずその，事業者，販売のほうが喜んでくれるような仕組みをつく

ってください。伸びている会社，もう，自分こうして喋ってばっかりいてはいけませんが，今都城がそ

こから何をやり出したかって，するとですね，特産品事業者による自主的に協議会が設立されました。

自主的にです，それは。行政が言ったわけじゃなくて。それから，特産品事業者の負担金のみで運営さ

れた，そこが。特産品事業者負担金のみ。これが面白くてですね，もうそのふるさと納税の先は，別に

このふるチョとかふるポとか関係なく，もう各事業者が楽天でもヤフーでも何でもとにかくそういうあ

れを使ってできるように，もう準備をしてるんですよね，これが。もちろん，ふるさと納税のそこを使



 

- 165 - 

 

うのはもちろんですが。だから，早いうちにもうそういうのをこう着実にどんどん進めていくと思いま

すので，１年間で出るって思いますけど，その辺を考えながら是非事業者のことを考えていただければ

いいなと思います。しゃっと喋りすぎましたけど，その件に関して，ちょっとお伺い，お願いします。 

 

総務部長（東 美佐夫君） いろんなやり方があるんだろうと思います。当初は人の思いを自主財源にと

いうことでスタートしたのがふるさと納税だったんだろうと思います。今，議員がおっしゃるように，

お金の流れを今度は産業振興のほうに，ふるさと納税という，その考え方もまた一つだと思います。組

み合わせでどうするかって言うと，二兎を追うという話になるかもしれませんが，どちらを選択するか

っていうの，またこれ検討せんといかんと思います。昨年の７月から昨日の元野議員のほうでもお答え

をしましたが，スタートしてまだ１回転してない中で，改善点がまだ出てくるだろうと思いますので，

１回転した中でいろんな見直しの点が出てくると思いますので，その中で検討していきたいというふう

に思いますので，御理解をお願いします。 

 

２番（林山克巳君） もう，これはもう，私の思いと，本当に何か参考になって，もし少しでもその中で

変わればいいなって思って質問いたしておりますので，もう是非，ふるさと納税イコール産業が興るよ

うな方向に，事業者がどんどんこう新しい事業ができるような，そこを考えて是非よろしくお願いいた

します。 

 それでは，このふるさと納税に関してはですね，もうそれで質問終わります。３番目にいきますが，

３番目と４番目をですね，ちょっと，議長ちょっと変えたいんですけど，よろしいでしょうか。 

 

議長（竹山耕平君） はい。 

 

２番（林山克巳君） そしたら，３番をあとにしまして，４番を先にいきたいと思います。４番，航空路

と航路について。奄美空港，名瀬港の役割について。１，搭乗率の推移，奄美群島間を含む。これに関

してはですね，市長が施政方針で言いましたけど，いよいよ世界自然遺産登録，それから西郷どん，い

ろいろもう観光客，国体もありますし，もういろいろな案件がいっぱい，ＬＣＣ関西，いろんなたくさ

んの方々が来られると思います。その中で，奄美空港をハブ空港として，その流れの中でですね，どう

しても私自身が腑に落ちない点があって，航空運賃のことなんですが，その件に関してなんですが，ま

ず今話しましたその搭乗率の推移，これをよろしくお願いします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 平成２８年の搭乗率について申し上げます。奄美空港管理事務所の調べに

よりますと，羽田線，搭乗率７５パーセント。伊丹線，搭乗率６９．９パーセント。福岡線，搭乗率７

６．３パーセント。鹿児島線が７０．５パーセント。成田線が８３．７パーセント。それから，群島間

もですかね。群島間ですが，奄美発着，喜界線５９．２パーセント。徳之島線が５７．４パーセント。

沖永良部線が７１パーセント。与論線６２．５パーセント。以上です。 

 

２番（林山克巳君） もう一つ，関連質問で。今回ＪＡＣがですね，新しく新型ＡＴＲ４２‐６００機，

これを投入，いよいよ４月からはじめます。テレビでもメディアでも，その社長の意気込み，そういう

のを放送なっておりました。このＡＴＲ４２，新型機，これについてちょっとお伺いします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） ＪＡＣが新規に導入する機材につきましては，現在保有するサーブ機の経

年化により更新が必要になってきたことから，新機材としてＡＴＲ機を平成２９年４月下旬の運行開始

に向けて導入準備を行っているとこです。今回導入するＡＴＲ機は最新鋭のターボプロップ機で，座席

数もサーブ機の３６席から４８席に増えるということでございます。 



 

- 166 - 

 

 

２番（林山克巳君） いよいよ，もう本当に自然遺産登録に見据えて，いろいろその空の駅，海の駅，い

ろいろな流れの中で，各会社，各航空，船，もうすごいいろいろな計画を立ててきております。その中

でですね，やはりこの奄美が中心になり，いろいろこうたくさんの観光客が入ってきておりますが，私

がちょっと調べたところで，２７年度なんですけど，奄美空港，乗り降りですね，これ６７万８，００

０人乗り降りしてます。奄美空港で，６７万８，０００人。一番ポイントはですね，奄美に何名，何人

が，奄美から外に出るんではなくて，外から奄美に入ってきた，空港に入ってきた人数がですね，成

田・奄美間が５万２，８７６人。東京・奄美，ＪＡＣ，４万３，２１６人。大阪・奄美，４万７，８１

４人，これはＪＡＬですね。それだけでも４万７，０００来てます。大阪から奄美に。福岡・奄美が２

万１，５５５人。鹿児島・奄美が１１万９，５０２名ですね。総勢で３０，総計が２８万４，９６０，

その他５万３，０５３人で３３万８，０１６人が奄美空港に２７年度，降りてるんですよね。その降り

た，降りた，いろいろあります。島の人もおれば，島出身で県外の人も多いし，観光で入ってきた人も

おるんですが，その島に降りてきた人たちが，今度は例えば喜界島，徳之島，沖永良部，与論，ここに

いくその空の運賃，これの運賃をすいませんけど，これ何でって言いましたら，やっぱり今度世界自然

遺産登録もなんですが，産業の循環もですけど，人の流れが回ることによって，いろいろな波及効果が

あるもんですから，そこをちょっと，あのもう簡単にでいいです。通常の，どうしてこれを質問するか

と言いましたら，島に住所があって，離島割引が効く，島の住んでいる人では離島割引が効くんですよ

ね。住所がある人は。だけど，島出身の人で，県外に行って帰って来る人や観光客はその割引が効かな

いんですよね。その辺があるもんですから，そこをちょっと明確にしていただきたいんで，よろしくお

願いします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 奄美大島と群島間の航空，航空路の運賃でよろしいですね。まず，喜界

線。ここが普通運賃がですね，１万７００円で，奄振交付金を使われてますので，離島割引が４，９０

０円。それから，往復割引の片道が７，６５０円というふうになってます。徳之島線。普通運賃が１万

４，９００円。離島割引で６，８５０円。往復割引が片道で１万７５０円。沖永良部線でございます

が，普通運賃１万８，９００円。離島割引で８，６５０円。往復の片道が１万３，５００円。それから

最後に与論線ですが，与論線が普通運賃２万２，０００円。離島割引が１万１００円。往復の片道が１

万５，８００円となっております。以上です。 

 

２番（林山克巳君） 私が本当，思うのはですね，できれば，あとでまたその話はしたいなと思ってたん

ですが，奄美に住んでる，住所がある人もそうなんですが，せっかく世界自然遺産登録まで，西郷どん

で観光客が来る。この人，こういう環境，こういうチャンスに奄美に来た，奄美に来る方々を各離島も

全部循環させるようなそういう流れの中でいくとすると，どうしてもその通常の運賃がですね，やっぱ

りまだ高いんですね。沖縄と石垣島，沖縄と宮古島，石垣島，ちょうど３６０キロ，沖縄・宮古島，４

２０キロぐらいが石垣島ですね。鹿児島から奄美。この奄美の離島間っていうのはこんなに近いのに，

ものすご高いんですね。だから，できればですね，その辺のことがあるもんですから，この離島割引と

その通常のその値段の差をちょっと確認をしたかったもんですから，もう一度，ちょっともう一度確認

をしたいんですが，通常のその観光客なんかが，観光客の方なんかが，一つでいいですよ，観光客の方

なんかが来る場合の運賃を，１か所だけ，徳之島・奄美，１万７５０円が６，８５０円，これは離島割

引ですよね。島の住所がある人たち。通常は１万４，９００円，片道，一般の人は。それでよろしいん

ですかね。ちょっとお願いします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 先ほど申し上げたとおりの数字で，議員もおっしゃったとおりでございま

す。 
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２番（林山克巳君） はい，すいません。もう本当に，これは実は各離島出身の人なんか，県外に出てる

人なんか，観光客の人なんかもそうなんですが，そういう話を聞いたんですよね。とにかく，この離島

間，奄美に来て世界遺産，自然遺産でも回りたい，ほかのとこも回りたい。ただ，だけど通常運賃で往

復で１万４，０００円，２万８，０００円，約３万円。３万円から４万円の運賃をかけてまで各離島に

行けれるかっていったら，なかなか難しいとこがあります。島の住所があって，割引が効きます。だけ

ど，なかなかこの状況の中で，この本当みんな今，さっき言った仕事の関係，賃金の関係も含めたうえ

で，島の住んでいる方々が安いからって言ってよっぽどじゃなければ各島々にはなかなかこの金額で，

安いと言ってもですね，行くことはなかなか難しいんですよね。だから，できれば今回，世界自然遺産

登録も含めて西郷どんも含めて，そうやってたくさんの方々が来られるんで，そこの運賃のところをで

すね，いろいろな方法で何とかできないものか，考えてほしいなと思います。 

 もう一つ，質問，すいませんね。その離島割引運賃，この原資，離島割引運賃の原資はどこから出て

いるのかを，意外と聞いて分からない方，私も分からなかったです。是非，ちょっとお伺いします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） その前にですね，先ほど群島間の航空運賃のお話をいたしましたが，観光

客はですね，都市圏からいらっしゃいますんで，そういった意味では都市圏から鹿児島経由で群島に入

ってきますけど，乗継割引運賃というのも一つ適応されているということは御理解いただきたいと思い

ます。 

 それからですね，今ご質問の，その離島割引の原資でございますが，これは鹿児島県が航空会社に実

施している着陸料の減免，これが原資の大半ということでございます。よろしいですか。 

 

２番（林山克巳君） はい，分かりました。この離島割引はＪＡＣが各空港に止まる。そのためにお金を

払わなきゃいけないんですが，それをもう，ＪＡＣ，県はいらないっていうことで，それでその離島割

引に充ててるっていうことですよね。分かりました。その中で，今こう運賃が下がってきておりますの

で，今本当そういうの，こういう，この時期に何とか先ほども言いましたけど，人の流れと物の流れ

と，そういうのを含めたうえで検討しながら，いろいろどんどん進めていっていただけたらありがたい

なと思いますので，よろしくお願いします。各離島間でこう何名入ってきてるかっていう数字ももう分

かりましたけど，そんなには多くはないんですけど，せっかく世界自然遺産登録，目の前にして，奄美

市がもう引っ張っていくような形で，できればその各離島のことも考えながらやっていくのも一つでは

ないかなと思いますので，そこをよろしくお願いいたします。この質問はこれで終わりにしたいと思い

ます，はい。 

 最後，世界自然遺産登録について。 

 （「３番」と呼ぶ者あり） 

 

議長（竹山耕平君） 入れ替え。質問の入れ替え。 

 

２番（林山克巳君） そうです。すいません。申しわけありません。これを踏まえたうえで，奄美群島成

長戦略ビジョン。（１）奄美群島広域事務組合について。広域事務組合の役割，活動，予算。これはい

ろいろ，新聞とかいろんな中で紹介はされておりますが，ここが一番大事なとこのような，一番大事な

とこと私は個人的には思っております。本当は各市町村，合併したり，いろいろしながら図っていく，

いっているところもありますが，その中で協力しながらやっていく中でのことって思うんですが，これ

をすいませんが，ちょっとこの奄美群島広域事務組合についての役割と活動，それの予算，そして奄美

のほうにどれだけの金額がシフトされているのか，まとめてお伺いいたします。お願いします。 
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市長（朝山 毅君） それでは，林山議員に私も広域事務組合の管理者という立場でございますので，広

域事務組合の予算並びに概要について答弁させていただきます。御案内のとおり，奄美群島広域事務組

合は郡内１２市町村で構成されております。平成２９年度当初予算における市町村負担金につきまして

は，職員の人件費を含む一般会計において７，８８３万６，０００円。奄美群島成長戦略ビジョン実現

事業を含む奄美ティダネシア特別会計において５，９４１万１，０００円。両会計の合計で１億３，８

２４万７，０００円となっておりまして，そのうち奄美市の負担金は３，６８７万９，０００円となっ

ております。市町村負担金の案分方法につきましては，１２市町村の均等割りとそれぞれの人口割で算

出しております。ちなみに，奄美市の負担割合は全体の２６．７パーセント程度となっております。広

域事務組合の役割と位置付けられる共同処理事務につきましては，島々が相乗的に発展するための実施

する振興整備の企画立案と事業の推進及び連絡調整に関するものがあります。具体的に申し上げます

と，奄振事業に関する取りまとめや広域連携事業の推進，町村会並びに議長会に関する事務，場外離着

陸場，ヘリコプターのですね，の管理，そして視聴覚ライブラリーの管理などであります。また，平成

２９年度におきましては奄美群島成長戦略ビジョンの改定作業を実施することになっております。これ

については，毎年我々がつくった成長戦略ビジョンの検証をやっておりますが，今年は奄振法の折り返

し地点でありますし，奄振，２９年のですね。ですから，鹿児島県の総合調査を，次期奄振の継続，ま

た来年度の予算に向けてそれらの調査をすることになっておりますので，県と連携をしながら各種調

査，そして検証，次期奄振の継続に向けての事務作業があります。また，ビジョンを作成，策定いたし

ました平成２４年と同様に，各島で今後のために各分科会をもって，ワークショップをはじめ，いろん

な緻密な事務作業を整えて，理論武装をして時期奄振の継続，改定，充実に向けて，これから平成２９

年度を核としてやっていこうということになっております。そういう中において，新年度，平成２９年

度の特に広域事務組合があつくなっておりますのは非公共事業，その非公共事業の中に，さっき議員が

おっしゃった物流の輸送コスト，そして航路，航空運賃，またその他平張ハウスとかいろんな非公共的

事業については，これらの予算の中に含まれております。これについては，特に広域事務組合が中心に

なって郡内を取りまとめて，県を通し国のほうにしっかりと届けていると。その予算が初めて概算要求

額満額２４億円をいただき，そしてその前の国の第２次補正予算で３億７，０００万円の予算をいただ

いておりますから，重ねて２７億７，０００万円ということで，かつてない事業を，費をいただいて，

これは取りも直さず次期奄振における追い風の予算であっただろう。そのために，なお一層の責任を今

自覚して，これらの予算をしっかりと消化しながら，次期奄振に向けた改定作業，またビジョンを実現

化に向けてやっていこうという状況にあるということを御理解いただきたいと思います。以上です。 

 

２番（林山克巳君） はい，ありがとうございます。３と４を入れ替えましたが，本当に今こそ奄美群島

が一つになって，奄美が，奄美市が引っ張っていって，そしてその流れの中で人の流れと産業が興って

いく。本当，みんなで，各群島力を合わせて夢が持てるようになれば，本当にそれ以上のことはない

な。ちょっとそれが，世界自然遺産登録，そして西郷どん，もうそれが絡んでくると思いますので，ど

うかよろしくお願いします。それと，要望もちょっと言っときますけど，せっかくそういうチャンスが

来てるんで，沖縄みたいにですね，八つの項目でいろいろな税的処置，泡盛酒税，観光地形成促進地域

とか，いろいろあります。情報通信。八つ。そういうのを，いろいろなそういう税的措置もできれば考

えて，一気にいけたらいいなっていう，私のこれは要望なんですが，是非よろしくお願いします。 

 これで，終わりまして，最後５番の質問に入っていきます。世界自然遺産登録について。挨拶で言い

ましたけど，昨日世界自然遺産登録について，世界自然遺産登録のセレモニーがありました。セレモニ

ーじゃない，誕生，昨日ですね。国立公園です，すいません，失礼しました。国立公園の誕生セレモニ

ーがありましたが，本当にすごくもう感動しました。もうなんかいよいよ，いよいよかなっていう気持

ちがありますが，その中で，世界自然遺産登録についてはもう今までほかの議員さんたちがいろいろ聞

いておりますので，一つだけちょっと，ごみのことに関して，どういう対応しているかをちょっと。ツ
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アーガイドに関してもいろいろ新聞とかいろいろなとこでもう出ておりますので，通訳，認定通訳士で

すかね，いろいろありますが，ちょっとごみのことだけ，ついて話しますが，ちょっと私が船の中で，

徳之島に行く途中にですね，明治大学のサークルの，新聞にも出ましたけどごみをずっと拾って，ボラ

ンティアしてずっと回る，明治大学の子と出会うことがありまして，いろいろ話を聞いてきました。笠

利，それから奄美回って，そのあと徳之島回って奄美みたいですね。その中で，その子どもたちがごみ

を拾いながら，各地域と触れ合いながらこうやっているんですが，その，そういういろんな含めたうえ

でのごみのことに関してどうお考えか，ちょっともう，最後にすいません，ちょっとお願いします。 

 

市民部長（前田和男君） ごみということでございますが，現在奄美市ではごみ箱を基本的に設置しない

ということで取り組んでおります。これは，いろんな理由がございますが，一番大きいものはごみが捨

てられる環境をつくるより，ごみ箱を設置しないことで一人ひとりがごみを持ち帰るという意識を醸成

していただきたいと，こういう意識が自然遺産の環境整備につながっていくというふうに考えておりま

すので，よろしくお願いいたします。 

 

２番（林山克巳君） もう，最後はもう残り，もうなくなりましたので，本当，すいません。また，次の

機会にしたいと思いますが，もう是非，世界自然遺産登録に向けて，みんなで力を合わせていけたらな

と，その関連の質問でした。 

 これで，質問終わりたいと思います。以上です。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で，自由民主党 林山克巳君の一般質問を終結いたします。 

 暫時，休憩いたします。（午前１０時３１分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午前１０時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 自民新風会 橋口和仁君の発言を許可いたします。 

 

２０番（橋口和仁君） 市民の皆様，そして議場の皆様，おはようございます。自民新風会の橋口和仁で

ございます。平成２９年度第１回定例会に際し，一般質問を行います。 

 まず，この３月で退職なされます職員の皆様，長年の御労苦，本当にお疲れ様でございました。そし

て，合併後，やがて１１年目に入りますが，この間財政状況，非常に厳しい中，市民生活を第一義と

し，しっかりと市民生活の向上に向けて御尽力をいただきましたこと，改めて敬意と感謝を申し上げさ

せていただきます。これからは奄美市民として，今まで培われてこられました知的財産を通して，地域

活性化に向けて取り組んでいただきますようによろしくお願いをいたします。 

 それでは，早速でございますが福祉行政について質問させていただきます。奄美市の重要な課題の一

つとして，人口減少を，対策が挙げられております。そして，その一環として，結婚から育児まで切れ

目のない支援をすることによって，若い方々が安心して暮らしやすい，住み続けたい地域づくりに向け

て取り組まれるのが少子化対策だと理解しております。そして，その制度は国と地方自治体と連携し

て，地域ごとの重点的に取り組まれ，円滑な施行と必要な財源措置が図られております。その子ども子

育て支援新制度は子ども子育て支援法，認定こども園法の一部改正，子ども子育て支援法及び認定こど

も園法の一部改正法の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律に基づき，作成されたものであり，平

成２７年４月より施行されております。子ども子育て支援新制度の取組については，一つ，質の高い幼

児期の学校教育，保育の総合的な提供。二つ，保育の量的拡大，確保を教育，保育の質的改善。三つ，

地域の子どもを子育て支援の充実を行うことが明記され，各施策に沿って取り組まれております。そし

て，本市においては子ども子育て支援法に基づき，奄美市の各関係計画との整合性を図り，奄美市子ど
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も子育て支援事業計画を平成２６年に策定しております。平成２７年度から平成３１年までの５年間に

わたって実地計画として取り組まれ，この間子ども子育て支援の充実が図られております。まだまだ，

現状としては課題は多く，課題解決に向けてはまだ時間と労力は必要であるものだと認識しておりま

す。そこで，課題の一つが待機児童問題であります。これまでに多くの同僚議員が問うてきたことであ

りますが，再度この問題に対して質問を行います。まずはじめに，待機児童の現状と課題についてであ

ります。昨年保育所の施設整備がなされ，１１５名から平成２９年１月１日時点で６５名と，直近の数

値は変わっていることと思いますが，まだ多くの乳幼児が待機をしているという状況であります。解消

に向けては何が要因なのか，示していただきたいと思います。 

 次回からは発言席にて行います。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） それでは，待機児童の解消に至っていない要因についてお答えいたしま

す。待機児童対策といたしまして，議員おっしゃったとおり，今年度春日保育園の増築と地域型保育事

業の開設により，合わせて９２名の受入枠の拡大を行いました。このようなことから，昨年２月現在は

１１５名の待機児童がいましたが，今年２月現在では４２名と７３名減少させることができました。し

かしながら，依然として待機児童の解消には至っていない状況にあります。待機児童の解消に至らなか

った要因といたしましては，共稼ぎ家庭の増加などによる保育利用ニーズが予測より上回ったことと，

及び保育士の確保などの問題で結果として利用ニーズに対する受入枠の確保ができなかったことが挙げ

られるものと考えております。以上です。 

 

２０番（橋口和仁君） 今，部長のほうから現状と要因ということで示していただきました。昨年，春日

保育所の施設整備と，そしてまた受入枠拡大ということで，４０名と，最終的に，４２名ということで

ありますが，まだまだ潜在的にですね，乳幼児の待機者は結構いる，いらっしゃるんじゃないかなとい

うふうに思っています。そこで，この新制度での保育に関する市町村の役割はということで，改正児童

福祉法において市町村は児童福祉法及び子ども子育て支援法に定めるところにより，保育を必要とする

子どもに対し，保育所において保育しなければならない。また，市町村は認定こども園，家庭的保育事

業等により保育を必要とする子どもに対し，必要な保育を確保するための措置を講じなければならない

とされております。昨年からいろんな市として事業展開されておりますが，まだまだあるという現状の

中で，市として何年度までにこの待機児童を解消されていこうかというのを，ちょっと示していただき

たいと思います。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 待機児童の解消の目途についてお答えいたします。平成２７年度から平成

３１年度までを計画期間とする子ども子育て支援事業計画においては，平成２９年度までに待機児童を

０にする目標を掲げておりました。しかしながら，今年度２月現在で４２名の待機児童がおり，来年度

も解消の見込みが立っていないのが現状であります。このような状況を踏まえ，市内の公立や私立の幼

稚園及び保育所関係者からの待機児童解消に向けたヒアリングを実施いたしました。そして，有効な対

策について幅広く意見を聞いたところ，主な意見といたしましては公立幼稚園の３歳児保育及び預かり

保育の導入，また認定こども園の推進などがありました。現在，子ども子育て会議において，これらの

意見を踏まえ，待機児童解消に向けた対策について検討を進めているところで，有効な対策を取りまと

め平成３０年度を目途に待機児童を解消できるよう，取り組んでまいりたいと思いますので，よろしく

お願いいたします。 

 

２０番（橋口和仁君） はい，分かりました。今，部長のほうから認定こども園，そして預かり保育と，
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通して平成３０年までに待機児童解消ということであり，ありますが，もう一つの課題としてですね，

やっぱりその保育士の確保っていうのがやっぱり課題だと思います。先だって，本土紙において政府が

目指す２０１７年度末の待機児童ゼロ体制には絶望的な見方が出ているという記事が掲載されました。

待機児童対策に対しては非常に厳しいという状況下だと認識しております。そんななかで，達成を危ぶ

む理由として挙げられるのが，保育需要が想定を上回った。保育士不足である。用地，物件の不足が挙

げられております。本市においても同様に保育需要が想定を上回ったことや，保育士不足が挙げられる

のではないかと思います。そして，課題に挙げられている，先ほど話しました保育士不足であります

が，厚労省の試算において，平成２６年度末で約４６．３万人が必要であると，あると。そして，働い

ている現在の保育士さんの数は３７．８万人と，結果として保育士不足は約６．９万人であるとされて

おります。併せてですね，保育士の分野において，いろんな課題がありますが，そこで非常にちょっと

注目されてきたのは，その責任と重さと事故への不安などがね，大きなまた課題であるということで，

保育士不足においては各自治体ごとに大きな課題であるということが改めて認識をさせられていただき

ました。そこで，奄美市がどうなのか。民間施設もありますが，特に公立保育所の保育所の現状と課題

について，保育士確保に向けてどのような取組がなされているのか，その現状と課題についてお示しを

していただきたいと思います。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 公立保育所における保育士の確保に関する現状と課題についてお答えいた

します。公立保育所における保育士の状況については正職員が２３名，臨時職員が４７名となっており

ます。正職が少ない状況でありますので，臨時職員の保育士を確保することが課題と考えております。

しかしながら，保育士不足は議員がおっしゃったとおり全国的な問題ともなっているところで，本市に

おいても確保が難しい状況にありますので，保育士の処遇改善や働きやすい職場の環境づくりなどで保

育士確保に努めてまいりたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

２０番（橋口和仁君） 次の質問に入りますが，今部長のほうからも話が，答弁をしていただきました

が，保育士不足に対しましては非常に厳しいという状況で，そこでですね，改めて保育士の働く場所に

ついて考えてみささせていただきました。日常において，０歳から５歳までの乳児から幼児まで，終日

にわたって預かって保育されております。奄美市の事業計画にも書いてありますが，乳幼児期は子ども

たちが健やかに育ち，生涯に渡る人間形成の基礎を培う重要な時期であり，子どもたちは生活や遊びの

中でさまざまな体験を積み重ね，人として社会で生きていくための目途，目標となることを会得してい

きます。この重要な乳幼児期に子ども一人ひとりがかけがえのない存在として尊重されること，そのよ

さや可能性をのびのびを発揮することを目標として取り組まれております。そのような責任の重さと，

そしてまた，日々のやっぱり事故等もね，やっぱりしっかりとまた考えたときには，非常に責任の重い

職場だと思っております。そこで，この２・３・４，一括してですね，兼ね，いたしますので質問させ

ていただきますが，臨時職員の処遇改善に向けて取り組まれている中で，現状はと。そしてまた，処遇

改善に向けた取組は。更に，民間との給与の格差はどうなるかということで，三つ一緒に答弁をお願い

いたします。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） それでは，②から④まで一括の質問でありますので，まとめてお答えさせ

ていただきたいと思います。 

 民間保育所の保育士の処遇改善については，保育所の運営費として支払われる給付費の処遇改善加算

に国が積極的に取り組んでおり，本市もこれに沿って処遇改善を実施しているところであります。公立

保育所の保育士については保健師や幼稚園教諭など他の職種との賃金のバランスや他自治体の状況を踏

まえながら実施しているところでございます。民間保育士，保育所の保育士の賃金と比較いたしまし

て，格差があるという御指摘でございますが，保育士を確保するためには処遇改善を進めていかなけれ
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ばならないことは重々承知しているところです。このようなことから，今年度非常勤職員の保育士賃金

を値上げして，クラス担任の場合は月額１４万５，０００円。クラス担任でない場合は月額１３万４，

０００円と改善いたしました。昨年度と比較いたしまして，クラス担任で月額１万２，０００円。クラ

ス担任でない場合は月額２，０００円の処遇改善を行っております。更に，新年度におきましてはクラ

ス担任で月額１５万円。クラス担任以外は１３万７，０００円と計画をしているところであります。今

後も保育士の働きやすい職場環境づくりに努めるとともに，保育士の処遇改善については国の動向や近

隣自治体の状況などを勘案しながら努力してまいりたいと考えておりますので，御理解を賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

 

２０番（橋口和仁君） 部長のほうから，今回処置改善ということで，１４万５，０００円から１５万円

と。以前の規定の中でですね，保育士の金額はですね，上がる前が有資格者で１３万２，０００円。そ

して，無資格者で１１万８，０００円だったんですよ。これが，この前聞き取り時のあとに，やっぱり

この改正されてきたということでありますけども，しかし現状としてはまだまだ低いというふうに私は

認識しております。先ほども部長のほうから近隣市町村との動向を見据えてということでありますけ

ど，近隣市町村においてはですね，まず龍郷町が１５万円だと。そして，瀬戸内町が１６万円。大和村

が日額７，５００円。そして，宇検村が８，５００円なんですね。大和村については大体月２５日勤務

ということで，約１８万円。宇検村は約２１万近くなるだろうと思いますが，そういうことを踏まえた

ときにですね，あまりにも，奄美市は低いんですよ，処遇が。国においても，民間において，民間に対

してはしっかりと処遇改善っていうことで交付措置されております。公立，抱えている保育所において

はまだまだ処遇っていうのが非常に低いと。特に奄美の一番大きな奄美市においてはですね，そのあた

りはしっかりと取り組んでいただきたいということでありますので，引き続き処遇に関しては検討して

いただいて，近隣市町村並み以上に，やっぱりその上げていただきたいというふうに思っていますの

で，どうかよろしくお願いします。 

 それでは，次に移らさせていただきたいと思います。次にですね，本市の各学校のＩＣＴ化に向けて

の取組についてお伺いをさせていただきます。文科省においては第２期教育振興計画の中で，平成２６

年度から平成２９年度まで教育ＩＴ化に向けた環境整備４か年計画として，普通教室への電子黒板の常

設化，無線ＬＡＮの整備，稼働式教育用コンピューターの整備を目標とされている，目標とされている

水準が示されております。しかしながら，現状としてはＩＣＴ環境の整備化に向けてはまだまだ自治体

間において整備の開きがあるという状況にあります。昨年１０月に文科省から平成２７年度，学校にお

ける教育の情報化の実態等に関する調査結果として，平成２８年３月現在の確定，市としての各県のＩ

ＣＴ環境整備状況が示されました。ここに，県下各自治体の普通教室への無線ＬＡＮと電子黒板の整備

状況の現状ですが，それによると普通教室の無線ＬＡＮ整備率は全国平均が２６．１パーセント。県下

１９市の中で志布志市と伊佐市が１００パーセント。未だ整備されていない市も３市ありますが，本市

は全国平均よりも低く５パーセントとなっております。また，普通教室への電子黒板の整備率において

も５パーセントと非常に整備率が遅れておりますが，まず１の奄美市の普通教室におけるＩＣＴ環境整

備の状況において，電子黒板の整備状況，校内無線ＬＡＮ整備状況はどこまで進んでいるのか，お示し

をしていただきたいと思います。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは，ただいま御質問のありました電子黒板の整備状況，それ

から校内無線ＬＡＮの整備状況についてお答えをいたします。電子黒板の教室への整備率につきまして

は，現在６パーセントということになっております。それから，校内無線ＬＡＮにつきましては，未整

備でございます。以上でございます。 

 

２０番（橋口和仁君） こっちにですね，第２期振興計画の中で国が示している水準というのがありま
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す。今段階で電子黒板，各教室ＰＣ１台，無線ＬＡＮまで平成２９年度までということで，整備してほ

しいということでされておるんですね。そこで，今現在，先ほど林山議員のほうにも整備されたところ

が何校かということで示していただきましたが，１３校ということで，その１３校において，ちょっと

待ってください，児童・生徒の学習効果はどのようになっているのか。そのあたり，まずお示しをして

いただきたいと思います。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは，御質問にお答えをいたします。まず，電子黒板を使った

授業ですが，動画や画像を簡単に映し出したり，あるいは教科書の資料等を拡大して映し出したりする

ことができるということから，子どもたちの興味，関心を高め，分かりやすく説明することができると

いうことです。また，チョークで黒板に書くようにスクリーンに直接文字や線を書き入れることができ

るということで，また子どもたちのノートを映し出して，自分の考えを発表させたりすることが可能に

なるということから，授業のあらゆる場面での活用が可能だということでございます。実際にＩＣＴ機

器を利用した授業を体験した児童・生徒の感想としましては，スクリーンに教科書や，それからワーク

シートを映し出すことができて，どこに線を引いたらいいのか，今何をしているのかが分かりやすい

と。それから，写真や動画を利用することが増えるので，興味を持って授業に取り組むことができる。

また，自分の書いた図などがそのまま映し出せるので，面白かったというような感想がございます。こ

ういったことで，授業に主体的に参加ができるのじゃないかというふうに考えています。現在のとこ

ろ，台数に限りがございますために，使いたいときに使えなかったり，あるいは移動して設置をするま

でに時間がかかったりするということが課題として学校のほうから報告がされております。今後，各学

級への設置を進めていくことで，課題については改善をしていきたいというふうに考えております。ま

た，電子黒板の活用につきましては，ＩＣＴに詳しい先生方を中心に活用している状況でありますの

で，奄美市ＩＣＴ教育推進委員会を設置をして，教職員の研修のあり方ですとか，あるいは効果的な活

用事例，そういったものを収集，あるいは紹介をするということで，教育の充実を図ってまいりたいと

いうふうに考えているところです。以上です。 

 

２０番（橋口和仁君） 局長のほうから今答弁をしていただきました。方針においては，ちなみにです

ね，普通教室は大体何教室ぐらいあるのか，ちょっと確認させてください。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 学級数はですね，小学校で１５６，それから中学校で６０ございま

す。以上です。 

 

２０番（橋口和仁君） ２１６ですかね。その中で，やっぱりその１３の普通教室に導入されていると。

先ほど課題として移動が大変だということでありますが，もし移動がそのまま固定されて，常設されて

れば，そういう課題っていうのは解消されてきますよね。そこで，子どもたちの意見もございました。

非常に，私もですね，そのＩＣＴ設置された教室にお邪魔させていただいて，その状況を見させていた

だきました。子どもたちが本当に生き生きと，そして今まで先生が黒板で線を書いた時間がですね，今

度は子どもたちを見る時間が多くなってきてんですね。それだけ，やっぱりその効率化，先生方の取組

においてもいいメリットもありますし，それと効率性っていうの，すごく高まったと。一番は，やっぱ

り子どもたちの取りついてくれることが一番大きな課題，よかったという点でございました。先ほど示

していただいたように，動画もありますし，そして静止画，または自分の書いたのをしっかりとまたそ

の黒板にリアル的に映し出さるということで，先生，いろんなメリットあるということが国においても

ですね，しっかりと検証，実証されてるんですね。これを，平成，第２期振興計画の中で，今２６年か

ら２９年まで，こう４年間でしっかりと整備してくれということで，国は謳ってるんですよ。そして，

そのうえで財政措置もされてるんです。財政措置も。改めて，財政課にちょっとお伺いをいたします
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が，交付金の中に教育のこの整備費用が入っているのか，改めてちょっとお伺いさせていただきます。 

 

財政課長（國分正大君） 今，御質問はですね，恐らく地方交付税のことをお聞きになってると思います

が，教育委員会のほうに確認をしましたら，正式にこの学校のＩＣＴ環境整備に地方交付税ということ

で算入という通知はきてないということです。それを踏まえまして，まず地方交付税なんですが，考え

方ですが，地方交付税っていうのは，総務省の自治政策局が交付税の考え方を示しております。これを

説明させてもらいたいんですが，地方交付税はですね，住民税や固定資産税，これと同じようにです

ね，一般財源であるということです。どのように用いるかは地方自治体の裁量権というふうになってお

ります。自治体にはですね，医療，介護，もろもろあります。その中でどのように使うかというのは一

応裁量権ということになっておりますので，御理解をいただきたいと思います。 

 

２０番（橋口和仁君） 今，財政課長からも話がありました。これは，はっきり言って入ってるんですよ

ね。文科省のほうから。こっちのほうに文科省のほうからしっかりと地方交付税っていう形で措置され

てるということで，収入されてるんですよ。あとは，各市町村においての裁量で整備をするかというこ

となんですが，これは２９年度まで，しっかりと整備してくれという，記述，記述化されてるんです

よ。そこでですね，次の質問に入らさせていただきますが，これはちょっと関連いたしますので，二つ

一緒に質問させていただきます。先ほど，２６年から２９年までとなっているが，電子黒板の整備は，

失礼しました，今，違う，計画において電子黒板の整備計画はどのようになっているのか，まず示して

いただけると思います。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） この電子黒板につきましては，３年間に各教室に１台ずつ配置がで

きるようにしたいというふうに，今計画をしているところです。 

 

２０番（橋口和仁君） はい，もう３年間で整備を図るということでありますが，２９年度，３０年度，

そして３１年度，何基ずつ整備されていくんです。それと，どの地域から順に整備されていくのか，そ

こまで示してください。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） ３年間の整備台数自体の資料を今持ち合わせておりませんが，２９

年度の予算で整備をしますと，２学級に１台は配置ができるというふうに思っております。それから，

地区ですが，これは３地区均等に，同時に入れますので，先ほど言ったクラス，２クラスに１台ずつは

配備ができるように，均等に配備をしたいというふうに考えております。 

 

２０番（橋口和仁君） 普通教室が２１０と，約２００普通教室なので，１００教室には配備，導入する

ということなんですね。はい，分かりました。できるだけですね，早期にやっていただきたいというこ

とでありますが，先ほど林山議員のほうからも前倒しで，早期でできないかということでありますけど

も，これ前倒しという考えはないんですかね。２９年度が１００教室でありますけど，あと，あと１０

０教室は残るんですよね。３０年度，３１年度。できればその子どもたちは毎年毎年進級し，また卒業

していきます。その中で，この効果っていうのを実感できない子どもたちも，上がってくるんですよ。

そういうことを考えたときには，早期に導入，入れて，子どもたちの学力向上に向けて取り組む必要が

あるんじゃないかと思っていますが，そのことによって，奄美の子どもたちがね，いろんな情報を入

れ，入れながら，最終的にその奄美の子どもたちを光輝くためには，いろんな，学力向上っていうのは

やっぱり大きな基礎になるものだと思っていますので，そのあとについて，併せてですね，ちょっとお

伺いしたいと思います。 
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教育委員会事務局長（森山直樹君） 私どものほうもできるだけ早急にという考え持っております。それ

と，もう一つ機器を導入をいたしましても，実際現場で使うときに先生方が不慣れでありますと，せっ

かく入れた機器が無駄になりますので，私どもはこの２９年度，先ほど申しましたけども委員会を立ち

上げて，その中で現場でどういう使い方が効果的なのか，そういったことも研修ですとか，そういった

よい事例の，事例を集めるとか，それをまた，先生方にフィードバックをするというふうなことも考え

ておりますので，機器の整備については我々のほうも極力急ぎたいというふうに考えております。以上

です。 

 

２０番（橋口和仁君） できるだけ，早期に導入できるようにお願いをしたいと思います。 

 それでは，次に移らさせていただきます。次にですね，選果場の利用促進に向けてということで，昨

日もちょっと市内のほうで回ってきましたら，各小売り店，またお酒屋さん，また雑貨屋さんも軒並

み，店先にですね，タンカンの箱，袋が並んでおりました。それほど，今のタンカンの生産っていうの

は非常に大きいなっていうふうに感じておりますが，改めてですね，このタンカンについてちょっと質

問させていただきたいと思います。現在，小湊の選果場においては２年振りとなる奄美タンカンの選果

作業が早朝よりフル稼働状態で，選果作業は行われております。集荷されたタンカンの品質において

は，昨年は台風被害もなく全体的に高い品質であるとのことで，ベルトコンベヤーで運び込まれる大小

のタンカンが光センサーを通って，規格どおりに箱に納められ，その量の多さとひっきりなしにタンカ

ンの箱詰め作業に追われている職員の姿に嬉しい思いをいたしたところであります。また，中央青果市

場においては，連日多くの袋詰めのタンカンが市場狭しと出荷され，市場中タンカンの袋の置かれてい

る状況でありました。買受人の方々も２年振りの大量のタンカンの競り買いで活気がみなぎっており，

昨年ミカンコミバエの侵入によって出荷激減したときと違い，一変した状況でもありました。それで

は，１の選果場への利用促進に向けてということで，当初選果場には奄美タンカン出荷協議会，ＪＡ，

構成５市町村の協議のもと，選果場への安定出荷，生産者の経営安定に向け４６０トンの出荷量確保に

向けて，関係団体協力のもと取り組まれるということを認識しております。しかし，平成２４年からこ

のかた，２４年実績で１０９トン，奄美市が３８トン。平成２５年実績で１６０トン，奄美市は９２ト

ン。そして，平成２６年実績で７０トン，奄美市は３２トン。そして，今年の見込みが１９２トンで奄

美市が１１４トンと，委託６５トンと，まだまだ４６０トンに満たない共販量であります。今後の出荷

量確保に向けた取組はどのようにされているのか，お伺いをいたします。 

 

農政部長（奥 正幸君） 選果場への利用促進に向けての今後の取組についてとの御質問でございます

が，答弁いたします。今年産の選果場での取り扱い数量につきましては，約２５７トンでございます

が，その経緯につきましては，昨年の１１月にＪＡが生産農家である果樹部会員から提出された出荷計

画に基づき，集計した数量で，共販量が約１９２トン，委託が約６５トンとなっております。このよう

なことで，各種研修会や生産者を含めた販売促進など，年間を通してＪＡ，市町村，生産者など関係機

関と連携をし，生産振興に努めるとともに，生産者においては選果場規模決定時の生産者自ら申告をい

たしました生産量見込み調査の取り扱い数量っていうものを，まず出荷していただき，またＪＡといた

しましてはこの数量を受け，販売促進の強化に努め，利用促進に努めることが非常に重要であるという

ふうに考えております。以上です。 

 

２０番（橋口和仁君） はい，それでは次の２番のですね，農家所得向上に向けての取組はということ

で，まず農家所得に向けてどのような取組をされているのか，その課題は何なのか，お示しをしていた

だきたいと思います。 

 

農政部長（奥 正幸君） 農家所得向上に向けての今後の取組に対する御質問でございますが，今年産の
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タンカンにつきましては，議員御承知のとおり，ミカンコミバエ発生による早期摘果により樹勢もよ

く，台風等の被害もなかったことから例年にない豊作となっております。これらの中，市場においては

限られた消費人口の中，供給過剰になり，これまで経験のない安値での取引となっており，生産者の皆

さん方には大きな影響を受けてるという状況となっておるのは承知しているとこです。お尋ねの所得安

定に向けての今後の取組についてでございますが，限られた消費の中での市場を中心とする島内流通と

は別にですね，いかに島外へ高値で販売するかが課題であると考えております。その間，今後の対策と

いたしましては，関係機関で実施している各種研修会を通して，生産者自らがその年の生産状況をまず

把握することにより，個人販売向け，共販向け，市場向けに仕分けることが重要であると考えておりま

す。また，それを受けましてＪＡといたしましては，毎年１１月ごろに生産農家である果樹部会員から

出荷計画に基づき，新潟，東京などでの継続的な販売促進を行い，高値での販売に努めることが重要で

あると考えておりますので，御理解をお願いいたします。 

 

２０番（橋口和仁君） 島外に出すっていうことがまた大事であると。そして，併せて生産者のやっぱり

そのほ場のですね，タンカンの量の確保っていうか，どのぐらい今年は確保できるかっていうのをやっ

ぱりしっかりと把握するっていうことは，やっぱり大事っていうことは理解させていただきました。今

回はですね，そのあたりがちょっといろんな面でお互いの情報交換の中ですれ違いがあったのかなとい

うふうに考えておりますが，しっかりとですね，生産者の方々と，そして向き合って，協力をして取り

組んでいただきたいと思います。今，その販路としては，ＪＡへの共販，そして中央市場，青果への出

荷，そして併せて大手の方々においては個人的に個販を持っているわけですね。三つのルートがあるわ

けです。だけれども，一番そのシェア的に，今後タンカンっていうのは増えてくるだろうと予想する中

でですね，一番その今回の状況が，二度と起こらないためにもですね，しっかりとまた共販体制をしっ

かりとやっていただきたいというふうに考えておりますので，そのあたりにおいて，やっぱりそのほ場

のその生産力がどうあるかっていうあたりをね，しっかりと皆さんと話し合いしながら，その体制づく

りを強化していただきたいと思っています。 

 そこで，次にですね，規格外品の対策は課題であろうかと思いますが，以前，聞き取り調査の中で当

局のほうから示していただきましたのは，規格外品が約１５パーセントだということで，これから先こ

の共販量が増えていけば，この量っていうのは必然的に増えてくるわけですよね。そのあたりについ

て，規格外について今後どのように，すいません，現状はどうなのか，そして対策は課題である，現状

についてちょっと示していただきたいと思います。 

 

農政部長（奥 正幸君） 規格外品の現状はどうなっているかという御質問でございますが，答弁いたし

ます。お尋ねの規格外品の現状につきましては，ＪＡでの選果場における割合によりますと，毎年変動

はございますけれども，取り扱い量の約１５パーセント，議員もおっしゃっていましたけれども，１５

パーセントが規格外品となっております。平成２８年度におきましては，１月現在の計画だったんです

けども，約８パーセントの規格外品となっており，約１９２トンの共販取り扱いで換算いたしますと１

５トンの規格外品となります。このＪＡの共販に伴う規格外品につきましては，１１月にですね，販売

促進活動っていうのがＪＡさんやっておりまして，本土業者など８業者に販売を予定をしているという

ところでございます。以上です。 

 

２０番（橋口和仁君） 規格外については，販路があるということでありますが，そこでね，これから先

どんどん規格外品っていうのは増えてくると思います。先般，師玉議員のほうからもありました。加工

施設について次に質問させていただきますが，この三つの件については関連いたしますんで，一緒に質

問させていただきます。まず，加工施設の当初は，選果場と同時に加工施設ということで，加工施設建

設ということで私は認識しておりますが，いつの間にか加工施設っていうのは白紙の状態になっている
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というふうな感じておりますが，その要因は何だったのかということと，加工施設に向けての課題，更

に協議会の立ち上げの計画はないのかということで三つの点についてちょっとお示しいただきたいと思

います。 

 

農政部長（奥 正幸君） 加工施設に向けて，①から②・③，一括して御答弁をいたします。 

 まず，加工施設の建設について，計画白紙になったということではございません。これは平成２３年

度を初年度とする奄美市総合計画の前期基本計画及び平成２８年度を初年度とする後期基本計画の中

に，農産物加工施設を整備し規格外品等を利用した付加価値の高い農業生産を実現し，販売促進と合わ

せ農家所得の向上を図りますとして，今現在でも位置付けられれているとこでございます。 

 課題といたしまして，平成２４年度に整備，供用開始いたしました奄美大島選果場の取り扱い数量

が，販売実績がですね，共販の実績が平成２４年度が１４３トン，うち共販が１０９トン。平成２５年

度が約２５３トン。うち共販が１６１トン。平成２６年度が約１１９トン，うち共販７１トンというこ

とで，平成２６年度まで計画数量，４６２トンということで先ほども答弁したとおり，規模決定のとき

に生産農家，果樹部会の皆さんから出荷見込み計画っていうことでそれぞれ出していただいた数量って

いうのが，この４６２トンなんですね。共販が２０８トンの委託２５４トンと，それでこういうのを出

しますということなんですけれども，それに未だに達してない状況となっているということで，このよ

うな状況の中で加工所の規模決定が今困難であるということ。事業導入し整備した場合における費用対

効果などが見込めない状況の中で，今具体的な整備時期等を協議する段階に至っていない状況にござい

ました。今までですね。ただ，選果場整備時にですね，奄美大島選果場整備協議会っていうのをもちろ

ん設立をいたしまして，その整備に伴う先進地研修など資料，情報収集を実施をし検討を重ねた経緯が

ございます。このようなことからですね，今年産の生産流通状況っていうのをですね，踏まえまして，

将来的にその対策，話し合いの場の設置に向けてですね，早い時期に構成市町村，生産者を含めＪＡ果

樹部会とも協議してまいりたいと考えておりますので，御理解をお願いいたします。以上です。 

 

２０番（橋口和仁君） 部長から早い時期にですね，協議会立ち上げるということでありますので，一つ

よろしくお願いしたいと思います。そしてね，選果場のやっぱり当初の計画の中で，生産者とＪＡ含め

てね，やっぱり４６０トンというのは，お互いやっぱり協定なんですよね。だけれども，実際的には今

年か，１９２トンと，そこまで達していないと。そのあたりをもう一度生産者と膝を交えて，そのとこ

ろまでいくようにしっかりと取り組んでいただきたいと思います。奄美市がですね，生産量の約６割，

７割が持ってるんですよね。昨年の廃棄処分されたタンカン量，約１，５００トンと聞いております，

おります。そのうちの７８０トンが奄美市であると。ですので，約６割，７割は奄美市でありますの

で，奄美市がしっかりと指導をして，話し合いの場，そしてまた生産の方々にもね，そういう話をさせ

ていただきたいと思います。 

 それで，次にですね，今後のタンカン振興についてでございますが，課題となることは何かというこ

とで，ちょっとお示しいただきたいと思います。 

 

農政部長（奥 正幸君） タンカン振興に向けての今後の課題についてでございますが，選果場への安定

的な出荷に伴うブランド化であったり，規格外品を活用した加工場整備などが大きな，タンカン振興に

向けての課題であるというふうに考えております。奄美大島選果場については奄美大島が一体となり，

一元集荷，選果による出荷基準の統一を図り，ブランド産地の形成を図ることを目的に整備しておりま

す。ブランド化につきましては，定時，定量，定数の生産，出荷を基本に消費者ニーズに応えるととも

に，県内の他産地のモデルとなるような優れた産地を鹿児島ブランド推進本部にて決定をし，指定して

おります。各作物の指定基準は異なりますけれども，タンカンにおいてはＪＡ等の系統共販額が約１億

円以上であることがブランドの基準となっております。今年産の計画につきましては，共販量１９２ト
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ンに対して共販額が約８，０００万円となっており，このような取扱量が継続的に見込まれることでブ

ランド化に近づくものと考えております。先ほども述べましたとおり，選果場の決定規模には達してお

りませんが，奄美大島の市町村においてはタンカンが重点作物として位置付けられており，今後面積，

生産量ともに増加するものと考えております。このような状況の中で，奄美大島が一体となり整備し，

広域的な選果場を活用しタンカンの共販体制の確立とブランド化の推進に努めてまいりたいと考えてお

ります。加工場につきましては，の整備につきましては，先ほども述べましたとおり，今年産の流通状

況踏まえましてですね，早い時期に構成市町村，生産者を含めて，ＪＡ果樹部会とも協議してまいりた

いと考えておりますので，御理解をお願いいたします。 

 

２０番（橋口和仁君） 部長のほうから，一元出荷ということで，今後のブランド化に向けて進めていき

たいと。この，幸せの島奄美市攻めの総合戦略の中においてもですね，タンカンのブランド化に，推進

しますということで記述されてるんですよね。先ほど，農協共販額１億円ということで，今現在８，０

００万円と，であれば，２００トンあれば１億円に達するわけですよね。すると，生産農家との協定の

中で４６２トンということはあれば，約毎年，これがしっかりと選果場に共販されてくれば，約２億円

の共販率となる，なると，やっぱりブランド化になるわけですよね。ブランド化になるんですが，その

あたりもね，しっかりとまた進めていきたいということと，先ほど部長のほうからも話がありました

が，協議会を設けるということでありますので，是非ですね，加工施設に向けては去年の，一昨年のミ

カンコミバエの件，そして今回の生産過多によるタンカンの量，それをうまく，踏まえて，一つの時期

だと思っておりますので，早急に加工施設に向けては取り組んでいただきたい。これ，可能性はゼロで

はないですよね。可能，加工施設に向けての計画はゼロではないですよね。それは，コメントでよろし

いですか。 

 

農政部長（奥 正幸君） その建設，整備の可能性ということでございますけれども，もちろんその出荷

額，選果場への出荷額含め，費用対効果っていうのが一番，今の選果場の費用対効果っていうのも国・

県の補助金で整備したものなので，その費用対効果があるのかないのかっていうのが一番大事だろうと

思うんですよね。その選果場，加工場の整備についてもその規模決定時のその出荷額が出てきたとき

に，その規格外の量がこんだけ出ますと。それに伴う，その加工場整備に向けては費用対効果も当然大

丈夫という話の中で，加工場建設っていうのも総合計画の中に位置づけられるということで，今後その

費用対効果，出荷額含めての中で判断されるということで，今整備，絶対大丈夫です，駄目ですってい

う議論は今ではちょっと回答はできないと思います，はい。 

 

２０番（橋口和仁君） できるだけね，建設的に進めていきたい，いただきたいと思います。午前中の林

山議員のほうからもありましたが，やっぱり産業興しして，外貨を稼ぐという点においては，作物なん

かでエースであるタンカン，タンカンを通してやっぱり外貨を稼ぐという取組もやっぱりそれが必要だ

と思っておりますので，是非加工施設については前向きに検討して，早期にまた建設されるように要望

させていただきたいと思います。 

 それで，次の物産連盟との連携でありますが，これは商工部局だと思いますので，商工部局の観点か

らタンカンの今後の販路において，観光物産協会との連携はどうなのか，まずお示しをしていただきた

いと思います。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） タンカンの物産展などにおける販売につきましては，現在広域事務組合と

それから群島観光物産協会の主催によって，都市圏で展開されている奄美の観光と物産展，これの中で

例年２月にですね，福岡での開催時にタンカンは取り扱っているところです。それからですね，奄美大

島観光物産連盟では主催になって，今物産展は開催してないということでございます。それから，農家
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の皆さんがですね，物産連盟に会員に加入することはもちろん可能でございますが，今のところは物産

展は開催してない。会員になったうえで，いろんな研修会やですね，物産展への出店の斡旋などは行い

ますので，そういった意味で連携が取れることがあったら，今後検討してまいりたいと思います。以上

です。 

 

２０番（橋口和仁君） タンカンの販路ということにおいてですね，今ＪＡさんの共販，そして大手農家

さんの個販さんに，中央市場っていうのが三つの販路先がありますけども，またその中でですね，やっ

ぱりどうしても外貨，島内需要ってなると，やっぱり今飽和の状態でありますので，今後将来的にタン

カンの需要が高まってくれば，そのあたりも含めてですね，しっかりとまた連盟としっかりと連携しな

がら，その販路を確保，拡充に向けて取り組んでいただきたいと思います。以上です。 

 それでは，次に移らさせていただきますが，観光振興についてであります。奄美満喫ツアーについ

て，１・２をですね，時間がございますので，この，推移と現状，そしてまた経済効果について示しを

していただきたいと思います。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 満喫ツアーの推移でございますけれども，これは平成２２年のですね，豪

雨災害で影響を受けた観光業への支援策としてまずはスタートしたということでございます。当初は奄

美市単独で実施しておりましたが，平成２４年度に龍郷町，瀬戸内町，宇検村，加わりまして，２５年

度には大和村が加わって現在奄美大島５市町村が連携して取り組んでいるというのが経緯でございま

す。 

 それから，合宿，スポーツ合宿の件ですが，例年おおよそ５９団体，６０団体ぐらいが入ってきてお

ります。２８年度は６８団体を見込んでおりまして，経済効果につきましては，２５年・２６年度，約

１．９億円。２７年度が２．２億円。２８年度は２．８億円を見込んでいるところでございます。以上

です。 

 

２０番（橋口和仁君） 最後のですね，満喫ツアーの今後について，ちょっと時間許せるようでしたら。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 見直しはですね，これ止める止めないのお話をしてるわけではなくて，観

光客が増えましたら満喫ツアーも当然予算が足りなくなる。そういった中で閑散期にしたほうがいいの

か，そういったことを含めて２９年度にちょっと，一旦見直しをさせていただいて，その後検証したう

えでまた中身を詰めていきたいと思いますんで御理解をお願いいたします。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で，自民新風会 橋口和仁君の一般質問を終結いたします。 

 暫時，休憩いたします。 

 午後１時３０分，再開いたします。（午前１１時４６分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き，一般質問を行います。 

 自由民主党 奥 輝人君の発言を許可いたします。 

 

２１番（奥 輝人君） 議場の皆さん，市民の皆さん，こんにちは。きゅうやうがみんしょうら。私は自

由民主党会派の奥 輝人です。一般質問に入ります前に，少々所見を述べたいと思います。 

 まず，本年をもちまして退職されます部課長級の皆さん，今まで奄美市の発展のために御活躍，そし

て御尽力をされたことに心から感謝を申し上げます。奄美市が合併をし，１０年が経過しました。この

間において，奄美市の均衡ある発展と一体感の醸成を基本理念として，あらゆる角度から知恵を出し，
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施策の推進と対策の解消にたゆまない努力を発揮していただきました。群都奄美市がゆるぎなく確実に

構築され，前進してると私は感じています。ありがとうございました。これからは一市民として趣味や

特技を生かしながら，人生を楽しみ，市政に対して大所，高所から御指導，御鞭撻また叱咤激励などよ

ろしくお願い申し上げます。 

 さて，ＴＰＰについてであります。米国の新大統領トランプ政権は１月の３０日に環太平洋連携協定

ＴＰＰからの離脱を表明し，日本を含む参加１１か国に対し離脱を通知する書簡を送り，離脱手続きが

完了したと発表しました。これで米国が参加しないＴＰＰの発行は消滅したことになりました。これま

で，ＴＰＰについて国内では賛成，反対の立場で全国各地で説明会を開催し，意見や要望を聞き取り集

約し，議論を進めてきたところでありました。その結果，農業分野においてはサトウキビを含む重要５

項目の品目が例外扱いが認められ，サトウキビは見直しはなし，牛肉については関税は段階的に縮減

で，最終的に９パーセントまでとなっていました。また，その他の分野においても大筋合意でありまし

た。このように，米国の新大統領トランプ氏が就任したことにより，選挙の公約どおりのシナリオとな

り，トップが変われば政治も変わるの如く，現実になったのであります。ＴＰＰが発行しないとなれ

ば，新たな枠組みでの経済連携協定に向けた取組が加速していくものと思われます。トランプ氏の主張

する２国間での経済連携協定，ＦＴＡやＥＰＡ協定への変換，また東南アジア諸国連合ＡＳＥＡＮの加

盟国による東アジア地域包括的経済連携，ＲＣＥＰの交渉など，ハイレベルでの交渉が予想されると思

われます。これまで，ＴＰＰが大筋合意となった経緯と結果がありますので，日本政府においてはＴＰ

Ｐの中身に準じた交渉を進めていただき，国益を最大限守るという強い姿勢でテーブルについていただ

きたいと思うところであります。今後の動向について，また注目していきたいと思います。 

 次に，昨日に行われました，ＷＢＣワールドベースボールクラシック，日本対キューバ，１１対６で

日本が勝利しました。また今日はですね，オーストラリア戦があります。応援していきたいと思いま

す。世界一を奪還できるように，次の試合も，またその次の試合もですね，勝てるように，侍ジャパン

を応援していきたいと思います。 

 それでは，一般質問に入ります。１，ミカンコミバエ問題について。（１）現在の状況についてであ

ります。昨年の１２月議会の中で同僚議員の質問があり，ミカンコミバエの防除省令廃止後からは誘殺

がないとのことでありましたが，その後の誘殺状況について，現在までどのようであるのかをお聞きし

たいと思います。 

 あとの質問からは発言席で行います。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

農政部長（奥 正幸君） ミカンコミバエの現在の状況について答弁いたします。議員御承知のとおり，

平成２７年に奄美大島本島においてミカンコミバエ種群が発生し，同年１２月に植物防疫法に基づく緊

急防除が始まりました。以降，国・県・関係機関と連携をし，地上及び航空防除，寄主果実除去等の取

組を強力に推進した結果，昨年７月に本種群の根絶を確認し，緊急防除が解除されたわけでございま

す。奄美大島では根絶が確認をされ，緊急防除が解除となったあとも，毎月２回のトラップ調査を実施

しておりますが，今現在ミカンコミバエ種群の誘殺は確認されておりません。以上です。 

 

２１番（奥 輝人君） はい，分かりました。現在のところはトラップにも全然引っかかっていないとい

うことであります。これは一応，オスの成虫でありますけれど，オスはそうやってかかってないという

ことでありますけど，今後はメスのほうですね。一応，メスの成虫もですね，この寿命が１３０日，約

４か月以上生育しますけど，オスがいないっていうことは，本当１４０日，その防除省令からですね，

もう相当な期間，時間が経過されておりますので，多分いないのかなと思いますけど，そこらあたり，

分かればお願いしたいと思います。 
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農政部長（奥 正幸君） メスの状況についてのお尋ねですが，議員御承知のとおり，トラップによる誘

殺については誘引剤を装着し，オスの成虫の有無を調査しております。緊急防除の解除を前にした根絶

の確認については，トラップによる誘殺が平成２７年１２月２１日に，瀬戸内町と宇検村においてそれ

ぞれ１頭の確認を最後に，３世代相当期間誘殺がなかったことに加えて，寄主果実調査においても加計

呂麻島において，平成２８年３月２２日，採取されたばんじろうで寄主果実が確認されて以降，６月ま

でに採取した５１種５万６，３６７の果実について本虫が確認されなかった状況などを踏まえて，有識

者からなるミカンコミバエ種群の緊急防除会議において，これまで講じてきた防除対策については妥当

であり，総合的に検討した結果根絶したものと判断されております。また，オスだけではなく，メスも

含めてミカンコミバエ種群については根絶したということでございます。以上です。 

 

２１番（奥 輝人君） はい，分かりました。これでですね，一応もう農家の方も，もう安心してです

ね，ミカンコミバエの問題に対しては関わりなくですね，気軽にいろんな果樹，作物も作っていけると

思いますので，これ本当喜ばしいことであろうかと思います。 

 さてですね，私去年，去年のその一般質問の中でですね，このミカンコミバエが侵入した経緯です

ね，そこらあたり，一応どのようになっている，どこから入ってきたのか，あたり，ちょっと質問した

ことがありますけど，その後においてですね，その侵入経路とか，そのミカンコミバエが島内に入って

きたその原因なんかがもし分かればですね，答弁していただきたいと思います。 

 

農政部長（奥 正幸君） その侵入の原因については，国もいろいろ調査をやってるというお話でござい

ましたけれども，今現在でもですね，この気象要因，気象要因による台湾からの飛び込みではないかと

言われてはおるんですけれども，今までに特定には至っていないというような状況でございます。 

 

２１番（奥 輝人君） はい，分かりました。昨年は本当，台風もなくですね，その，それはもう，想像

でしかなかったんですけど，台風で運ばれてきたとかいう話もありましたが，本年度，平成２９年度に

関してはまた台風とか来る可能性もまだ，大型台風が来た場合はですね，またそういったミカンコミバ

エが入る可能性もありますので，そこあたりも注視しながら，その入ってくる要因ですね，そこらあた

りもちゃんと検証していただきたいなと思います。 

 それではですね，次に（３）番のマニュアルについていきたいと思います。①の既存のマニュアルに

ついてはですね，ミカンコミバエ防除の流れという見出しで作成であるようですね。第１段階には侵入

警戒調査，通常時。第２段階の初動対応，侵入確認時。第３段階に初動防除，寄生果実確認時。そして

緊急防除，これは国が有識者会議で意見聴取となっていますが，このマニュアルの中身について見直し

があったのかをちょっと聞きたいと思います。 

 

農政部長（奥 正幸君） マニュアルについての見直しがあったかどうかということでございますが，昨

年のミカンコミバエ種群の発生事案を教訓としてですね，これまで農林水産省で重ねてきたミカンコミ

バエ種群の防除対策検討会議の結果を踏まえて，国・県・関係市町村がより一層緊密に連携し，万が一

の事態に適切に対応できるように，平成２８年の８月に門司植物防衛所がミカンコミバエ種群誘殺時の

対応マニュアルという新マニュアルを新たに定めたところでございます。このマニュアルについてはで

すね，平成２８年９月１５日に開催されましたミカンコミバエの今後の防除対策に対する説明会におき

まして，国・県・市町村・奄美大島の果樹生産者などが多数参加する中，説明が行われております。そ

の中で，この中身を聞いた生産者代表の意見といたしましてはですね，現段階ではこのマニュアルで十

分であると。今後も関係機関が緊張感を持ち，防除対策に取り組んでほしいという意見が出されており

ます。お尋ねのこれまでのマニュアルとの比較でございますが，第１段階の平常時におきましては，侵
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入警戒調査用のトラップの数ですね，設置数を増やしたこと，また各植物防疫所にテックス板の備蓄を

し，速やかに初動防除を実施することを盛り込んでおります。更に，一般住民等への情報提供について

は，誘殺状況など概要をホームページで公表することなどが定めております。いずれにしましても今回

の発生及び緊急防除などを教訓として，関係機関と連携し一丸となって迅速に対応してまいりたいとい

うふうに考えております。以上です。 

 

２１番（奥 輝人君） はい，分かりました。一応，新しいマニュアルが作成されたっていうことで，今

部長のほうから答弁がありましたが，更にちょっとですね，ちょっと聞きたいことがありますけれど

も，この第１段階の中ではですね，今までの流れの中ではこのトラップ調査と果実調査のみということ

で，一応通常時ですので，はこの二つの工程がありましたけれど，やはりこの中に，私たち去年から，

去年のこのミカンコミバエ問題の質問の中でですね，もうテックス板までやっぱり設置していただきた

いなと，その第１段階の中で，そういうことも一応要望した記憶がありますので，このテックス板の設

置状況ですね，これはもう本当，新マニュアルの中では，第１段階の中では，もう組み入れられていな

いのか，そこあたりをちょっと聞きたいと思います。 

 

農政部長（奥 正幸君） テックス板の設置につきましてはですね，国のその検討会議の中でもですね，

今は設置はしないというふうになっておりましてですね，今テックス板を設置はしておりませんが，ミ

カンコミバエ種群の誘殺に備えて，通常時，平時よりテックス板とベイト剤っていうのを，門司植物防

疫所の名瀬支所で備蓄をしていると。もし，万が一誘殺が確認された場合には速やかに初動防除を行え

るようにしてるということで，テックス板そのものは設置はしてないんですけども，トラップの数とか

いうのは１．７倍，８倍ぐらい増やしていて，モニタリングの体制を強化しているということで，テッ

クス板は設置はしてございません。 

 

２１番（奥 輝人君） はい，分かりました。一応，そのミカンコミバエがそのトラップに誘殺されて，

そしてその数が増えていけばテックス板，第２段階のですね，初動対応の中で侵入，侵入確認時にはテ

ックス板を設置するということを部長話されていましたけれども，やはり今後のことを考えればです

ね，やっぱり危機感を持って，やっぱりテックス板なんかも常時やっぱりやっていただきたいなという

のが思いであります。去年の石垣に行ったときもですね，やっぱりこれはミカンコミバエが入る，入ら

ないでもですね，石垣島においてはその台湾から近いっていうこともありますけど，年８回のテックス

板を常時やってるということも聞いておりますので，先ほどの答弁の中ではですね，今のところは新マ

ニュアルのとおりでいけば，このテックス板は必要じゃないというので，安心していけるということが

聞けましたので，そこらあたりはまた入ったときには速やかにまたテックス板の設置などをお願いをし

ていきたいなと思います。ここらあたりは新マニュアルに沿ってですね，いってもらいたいと思いま

す。何か，部長。 

 それと，その次のですね，農家への情報伝達っていうことで，ちょっとさっき部長のほうからもちょ

っと話がありましたけど，一応農家の皆さんはそのミカンコミバエについては，今本当気持ち的にも警

戒心がやっぱり強いし，やっぱり危機感も持っていますので，そのミカンコミバエが発生したときのそ

の情報の伝達ですね。そこらあたり，どのような形で農家のほうに周知徹底をさせていくのか，そこら

あたりまでちょっと伺いたいと思います。 

 

農政部長（奥 正幸君） 農家の情報伝達についての御質問でございますが，その情報伝達については通

常時でもですね，誘殺状況やミカンコミバエの発生状況，その情報伝達についてはですね，現在植物防

疫所のホームページでミカンコミバエ種群の誘殺状況を今公開をしてるというとこでございます。この

ミカンコミバエの誘殺の対応マニュアルでは，その誘殺が確認された場合，植物防疫課は誘殺に関する
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情報を収集，分析，整理を行って，原則としてその概要をホームページで公表することになっておりま

すので，またこれは今，公表してるということでございます。 

 

２１番（奥 輝人君） はい，分かりました。一応，この農家への情報伝達ですけども，私の提案ですけ

れど，やはりミカンコミバエがもう発生しても，発生しなくてもですね，やっぱり地元新聞紙，２社あ

りますので，その中にですね，やっぱりミカンコミバエ情報っていうことで，発生する，しない関係な

くですね，今１匹もそうやってトラップにかかっていませんとか，そういった情報を流せばですね，や

っぱりそういった大手農家さんでも，また小規模農家さんでもですね，ミカンコミバエの情報が確実

に，情報が伝達できるのかなと思いますので，そこらあたりをやっていただきたいなと思いますけど，

どうでしょうかね。 

 

農政部長（奥 正幸君） その地元の新聞などに対する掲載につきましてはですね，市の広報の掲載につ

いてはですね，検討してまいりたいと考えておりますが，新聞紙の公表ってなりますと，国・県の情報

をもとに，記事などね，掲載することができるかどうか。市の広報紙での公表っていうのはですね，国

もちろん，今ホームページで公表されているので，それをもとに広報紙などでの掲載っていうのは，当

然検討してまいりたいというふうに考えております。 

 

２１番（奥 輝人君） 是非，検討していただきたいと思います。 

 それではですね，次の⑤番に移りたいと思います。もう，この⑤番っていうのが初動防除，緊急防除

についてであります。昨年はこれまで，これが第３段階ということで，この結果，島外への出荷ができ

なかったということになりました。初動防除についてはですね，寄生果実確認時での取組であり，また

本来ならこの段階になる前にはですね，やはり徹底した予防でこのミカンコミバエを根絶させなければ

いけないということがあります。そういった関係の中でですね，この侵入警戒調査時と初動対応，また

新しくマニュアルがなりましたけれど，一番効果があるのはですね，私もちょっと記憶してるんですけ

ど，航空防除による，例えばそのミカンコミバエが入った場合ですね，航空防除によるその取組が一番

効くのかなという思い，思っております。やはり，ヘリコプターで山，山など人が入らないところなど

にもですね，やっぱり撒かれる，撒くことができますので，本来ならばこういう最終，第３段階のこの

テックス板の撒く，そういったことまで今後は考えたくないんですけど，本当もしあった場合は航空防

除をもう速やかにですね，出動させて，ヘリコプターでの散布ができるような，そういった体制まで，

今後のことを考えてですね，やっていただきたいなと思っておりますが，そこらあたりに対する一応見

解をお願いしたいと思います。 

 

農政部長（奥 正幸君） 初動防除，緊急防除の件でございますけれども，奄美大島に関しましてはこれ

までの誘殺状況や地理的な状況を踏まえますと，今後もミカンコミバエ種群が侵入するリスクが高いと

いうふうに考えられますことから，国や県，周辺町村など関係機関がより一層緊密に連携をし，まずは

侵入警戒調査を徹底し早期発見に努めること。そして，万が一発見された場合は速やかに発生確認の調

査，初動防除を行い，蔓延防止対策に努めてまいりたいと考えております。緊急防除に関して，航空防

除，地上防除についてはですね，当然国・県のほうで市町村に指示があって，地上防除は当然，市町村

協力，業務委託を受けてやるんですけども，航空防除については直接県のほうで，当然行うことになる

だろうと思っております。以上です。 

 

２１番（奥 輝人君） はい，分かりました。一応，もうミカンコミバエ問題についてはですね，もう根

絶されたということで今話がありましたので，もうこのミカンコミバエ問題が今後将来においてです

ね，もう発生しないように，本当期待をしたい，いきたいと思います。この件についてはもうこれで終
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わりたいと思います。 

 それではですね，大きな２番目のもうタンカンの振興についてをお伺いと思います。このタンカンの

振興についてはですね，もう午前中の橋口議員の質問にも少々分かりましたけども，そうなる，そのま

た別な角度からちょっと聞きたいと思います。この①番目のですね，質，量についてあります。量につ

いては午前中の答弁で分かりましたけど，今度は質についてですね，品質についてをちょっと伺いたい

と思いますけれど，もう品質の中でもそのタンカンには，秀と，優と，良ということがあって，規格が

ありまして，その秀にも３エル，２エル，エル，エムまであります。また優にも３エル，２エル，エ

ル，エスというそういった規格あります。また良にもそういうことがあります。そういった規格ありま

すので，その品質の割合ですね，秀，優，良ですね，その３段階に分かれていますけど，そこらあたり

の割合について，本年産のタンカンの状況を教えていただきたいと思います。 

 

農政部長（奥 正幸君） タンカンの品質の割合の話でございますけれども，選果場での秀，優，良，規

格外の品質の割合について，２月２２日現在の共販量取り扱いの数量で説明いたしますと，秀品が全体

の２１．１パーセント。優品が３１．４パーセント。良品が３１．４パーセント。規格外品の割合は全

体の１６．１パーセント。午前中，橋口議員にお話しました規格に８パーセントっていうのはですね，

計画段階の１月現在の出荷協議会でのこの計画での割合。２月に，今の１６．１パーセントっていうの

は，２月２２日現在の実績ですね。での差，数字がちょっと違うということを申し上げたい，しておき

たいと思います。あと，サイズで申し上げますと，３エルが１１．７パーセント，２エルが３５，２パ

ーセント，エルが３７．１パーセント，エムが１６．０パーセントと，２エルとエルの割合が高いよう

な状況になっています。以上です。 

 

２１番（奥 輝人君） はい，分かりました。今，今年のタンカンは豊作ということでありまして，また

品質もこの状況から見えば，規格外が１６．１パーセントということでありますけれど，例年並みって

いうか，いい品質ができているのかなという気がしております。その中でもですね，やっぱり品質って

いうのはクエン酸が１パーセント以下で，あと糖度が１１度以上というのも，いろいろその光センサー

の中ではですね，それも測られていきますので，この選果場を通すタンカンについてはですね，やはり

その品質が本当保たれてる，質のいいタンカンができてるのかなと思っております。その要因ですね。

昨年は全然収穫物については前倒しの特例で，１月からもうタンカンの青刈りをして，したということ

で，樹勢の回復が早かったということでの，今年はいい豊作でもあるし，また質もいいのかなという気

がしてますけど，その青刈りをすることによって樹勢が回復されたっていうことが，午前中の答弁もあ

ったし，この前の師玉議員の答弁の中にもありましたけれども，そこらあたりの要因ですね，質がよか

った要因は，それがやっぱり一番の要因だったのか，ちょっと聞きたいと思います，はい。 

 

農政部長（奥 正幸君） 要因について，昨年度特例でいつもよりも，１月に摘果したということで，昨

年のタンカンはミカンコミバエ緊急防除に伴って，笠利地区の一部は除いてすべて廃棄処分になりまし

た。そのために，例年２月からの収穫になりますが，昨年は緊急防除に伴い特例で早期に摘果を行い，

廃棄処分しております。早期に着荷したことによってですね，樹勢の回復が図られて，着荷量の増加に

つながり，本年度は豊作となっていると。早く摘果したことによって，木に養分が残って，今年はかな

りの大豊作になっているということでございます。以上です。 

 

２１番（奥 輝人君） はい，分かりました。 

 それではですね，一応要因も分かりましたので，それではですね，先ほどのもう秀，優，良のこの単

価ですね，単価が，やっぱり中央青果のそういった新聞紙上を見ればですね，もう本当値崩れを起こし

ているという記事が出てましたけれど，その値崩れが起きているにも関わらず，やっぱり個人，個販と
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か，共販に出した場合はやはり高い値段で売れていると私は思っておりますので，この秀，優，良の単

価については，去年は出てませんけれど，今年，一昨年と比べてどの，どのような単価で今取引がされ

ているのか，農協共販が分かればですね，個販でもいいですし，ちょっと伺いたいと思います，はい。 

 

農政部長（奥 正幸君） タンカンにつきましては，農協における今年度の共販単価につきまして，出荷

協議会にも生産者には説明しているとこでございますけども，販売価格で１キログラム当たり秀品につ

きましては，３エル，２エル，エルが９００円。エムが６５０円から７００円。優品については３エ

ル，２エル，エルが５００円から５５０円。エムが４００円から４５０円。良品につきましては，３エ

ル，２エル，エルが３５０円。エムが３００円となっております。全体平均で，平成２６年度産が１キ

ログラム当たり４１５円。平成２８年度産の目標の単価がですね，１キログラム当たり４１９円となっ

ております。 

 

２１番（奥 輝人君） はい，分かりました。今のは一応選果場を通した，そのタンカンについての単価

だと私は思いますので，本当農家さんにとっても，個販でも共販でもですね，やはりいい単価が，単価

がですね，値段が取れてるなという気がしております。 

 それではですね，次に移りたいんですけども，今後④の農協共販としての課題についてですけども，

そこに移りたいと思います。農協共販の場合にはですね，一応この農協共販っていうのは，やっぱり果

樹部会に参加されてる農家さんがほとんどでありますので，そこらとちょっと，果樹部会に参加されて

いる農家さんと果樹部会に参加されていない農家さんがいますので，そこちょっと聞いていきたいと思

います。今年度の中央青果によりますとですね，２月２４日までには，総量が中央青果に運ばれ，運び

込まれたのが２２０トンを超えてるとのことでした。１日に２０トンの日もあったということで，本当

豊作で実が，値段がですね，値崩れを起こしたということでありました。中央青果へ，市場へ出してい

る農家さんは，ほとんどがですね，奄美農協の果樹部会に参加してない農家さんであります。その農家

さんが一応市場にこのタンカンを出しているということで，１日の数量もですね，いつも新聞の市況を

見ればですね，１月３０日から３月４日まで一応出てますけれど，一日多いときには先ほど言いました

ように，２０トン以上のタンカンが出ております。それも，バラと箱詰めがありますけど，箱詰めの，

バラの場合でも高くてももう３８０円だったのが，２月の１７・８日ごろからは，２月の２１日からは

今度はもう２００円に下がり，そして２月２４日からは，高値がですよ，もう１００円台ということで

あります。これ，やはり量が出てきてるということでの，あります。そういった量が出てば，やっぱり

市場もパンクするということがもうありますので，一応この市場に出す農家さんは果樹部会には一応参

加してない農家さんばかりでありますので，そういった農協共販に引き込む，しっかり農協共販のほう

に参加させるためにはですね，やっぱり果樹部会に参加しなければ，やっぱりいけないなという思いが

しております。また，その果樹部会に参加してない農家さんは，選果場を通せないっていうそういった

デメリットもありますので，そういったことを考えればですね，やっぱり２００，１日１０トンから１

５トン出ておりますので，そこらあたりをやっぱり選果場に持ち込んでいくためには，果樹部会に参加

させて，いろいろな勉強などさせながらですね，良質のいいタンカンを作らなければいけないなと私は

思っておりますので，今後に対して，この果樹部会に参加してない，その一般農家のですね，指導体制

ですね，そこあたりをちょっと聞きたいと思います。 

 

農政部長（奥 正幸君） 生産者にはですね，ＪＡへ共販する農家と地元市場への出荷を中心とする農家

に分かれていると思います。これ，議員がおっしゃったとおりでございます。ＪＡへの共販農家は果樹

部会員として定期的な栽培講習会への参加や巡回指導を通して，栽培技術の向上を図っております。地

元市場への出荷を中心とする農家におきましては，管理の行き届かない果実の持ち込みなどが見受けら

れます。このような状況を踏まえましてですね，市としましても関係機関と連携をし，全農家を対象と
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した適期栽培講習会の開催や巡回指導の実施による栽培技術の底上げを行い，品質の向上に加えＪＡへ

の共販や選果場の利用促進を図ってまいりたいというふうに考えておいります。以上です。 

 

２１番（奥 輝人君） はい，分かりました。取りあえずですね，中央市場に出しているそのタンカンに

ついてですけれども，これはほとんど，いいのもありますけど，やはり規格外がほとんどでありますの

で，やはりその規格外を出すっていうことは，やっぱりＪＡのその果樹部会に参加してなくて，そうい

った栽培講習，巡回し指導，またそういった現地での栽培講習なんか全然受けられ，受けていない農家

のタンカンがほとんどだと私は思ってるんですよ，市場に出しているものは。だから，そこらあたり，

その市場の値崩れを起こす原因はタンカンの量が多いから，値崩れおきますので，できればそういった

果樹部会に参加していない農家さんを部会に入れてですね，選果場を通していけるような，そういった

良質のいいタンカンを作って，今後選果場のその回転もよくし，午前中の話もあったようなブランド化

ですね，そこあたりも目指さなければいけないのかなという思いがしております。それで，一応選果場

通されるような，そういったいい良質のタンカン作りに向けてですよ，農協さんとも一応各関係機関と

もですね，連携を図ってですね，これ奄美市だけでもありませんので，農協共販っていうのはこの龍郷

町も大和村も宇検村も，奄美本島内の農家さんが全部入っておりますので，その中に各市町村のその果

樹部会，かかわる，そういった連携，その職員たちと連携してですね，どうにかそうやって果樹部会に

入って，いろいろな勉強会をしてですね，その栽培技術の向上に向けても取り組めるような体制を築い

ていきたいと思いますけど，各市町村へのですね，またそういった取組などできないのか，そうやって

連携を図ってなるべく選果場に，選果場に持ち込む量が増えていくようにしていただきたいなと思いま

す。選果場の取り扱い量も，当初では４５０トンというそういった数値目標もありましたけど，それに

も全然到達してないのが現状でありますので，今後はブランド化も目指していくと思いますので，奄美

市だけじゃなく，ほかの市町村へも問いかけて，問題提起していただいて，この選果場の利活用に努め

ていただきたいと思いますけれど，そこあたりどうでしょうかね。 

 

農政部長（奥 正幸君） 今，ＪＡの果樹部会に参加してない一般の農家の方々に対する，営農の指導，

研修会を通じたり品質向上に向けた営農指導というものに対してですね，ＪＡさんの果樹の指導員であ

ったり，奄美市の果樹の指導員。また，ＪＡの若手農家のカンキツクラブとかございますんで，そこら

辺でそのＪＡに果樹部会に入っていない，一般の農家の皆さんの営農指導，巡回指導を行うことによっ

て，ＪＡの共販，選果場への出荷量っていうのも今後見込まれるので，当然その一般農家，今果樹部会

に参加されていない農家の皆さんへのその営農指導，巡回指導っていうのも当然指導していかなければ

いけないというふうに考えております。以上です。 

 

２１番（奥 輝人君） はい，分かりました。是非ですね，ＪＡの果樹部会に入れるように，そして品質

のいいタンカンが出荷できるような体制づくり，これ奄美本島内のその５市町村で取り組んでいただき

たいなと思いますので，よろしくお願いしたいと思います。 

 それじゃですね，次にもう（２）番目の，今度はトップセールスマン，市長の開催状況についてであ

りますけど，このようにですね，奄美は果樹のエースのタンカンがあり，また（２）番目とちょっと重

複しますけれど，マンゴーやらパッションなど本当おいしい奄美産が出ております。そこあたりで，今

までですね，一応トップセールスということで市長自らですね，こうやって大都市に向かって，大都

市，また本土でこのタンカンなり，またマンゴーなりパッションフルーツなど，やっぱりトップセール

スの務めをですね，やってきたと思いますけれど，その開催状況など分かればちょっとお願いしたいと

思います。 

 

市長（朝山 毅君） タンカンなど奄美の柑橘類のＰＲということでありますが，議員御承知のとおり，



 

- 187 - 

 

先ほどからお話がありますミカンコミバエについては国・県，そして地元市町村，関係者の皆さんの連

携のもと，対策を講じてきた結果，当初予定よりも早い昨年の７月に規制解除を迎え，２年振りに奄美

タンカンが出荷することができるようになりました。そこで，私は早速大変お世話になっております，

全国各地の奄美関係者，そしてふるさと応援団など含めて，皆さん方に１６０件ほど今年産のタンカン

を送ってまいりました。その結果，大変おいしくてすばらしいというふうな好評をいただいて，今お喜

びの声とともに役所にそれが届いております。奄美のタンカンのすばらしさを各地で御認識なさって，

そして自分たちもこの奄美のタンカンを口伝えで伝えていきたいというふうな声もいただいておるとこ

ろであります。タンカンは私どもの自慢の果実でありますので，今後とも生産者やＪＡとも協力をし

て，選果場を有効に活用しながら奄美のブランド化の確立等を含めて，販路拡大に努めていきたいと考

えております。また，今年も昨年も，昨年はタンカンが出荷できませんでしたけども，一昨年，その

前，東京でちょうど今時分，有楽町の県の遊楽館のところで通りの方々に販売促進のためにやってまい

りました。それと，一昨年はまた同じように，あの国立劇場の近くで徳之島出身の方のお店を借りて，

そこでも販売促進のためにＰＲしてまいったところであります。そのように，時期を選んで，やはりタ

イムリーに私どももその奄美の柑橘類，タンカンを含めＰＲしてまいりたいと思いますので，どうか御

理解をよろしくお願い申し上げます。 

 

農政部長（奥 正幸君） タンカンだけじゃなくて，他の果実，マンゴー，パッションなどの開催状況，

トップセールスの開催状況ということで御答弁いたします。マンゴーにつきましては，笠利地区を中心

にハウスなどの施設において，栽培が盛んに行われており，面積も伸び生産量も増加傾向にございま

す。また，パッションフルーツにつきましても，ハウスなどの施設を活用して研修終了後の就農初期の

所得向上を目的に栽培が行われており，面積，生産量ともに増加しております。しかし，両作物ともＪ

Ａの共販出荷や部会組織が整備されてなく，個人販売や市場出荷，市場出荷が主となっております。今

後，関西空港へのＬＣＣ就航や世界自然遺産登録など，奄美地域が日本をはじめ世界中にクローズアッ

プされることが予想されますことから，量的な確保は当然のことですが，組織や流通体制の整備を図

り，奄美を広くＰＲするのに必要な取組と考えております。関係機関，団体と連携を図り，実施に向け

取り組んでまいりたいと考えておりますので，御理解をお願いします。以上です。 

 

２１番（奥 輝人君） はい，分かりました。はい，市長ありがとうございました。一応，このトップセ

ールスをすることによってですね，もう奄美もタンカンもですけど，もう奄美本島の柑橘類も全部もう

市長の顔で全部売れるということが証明されますので，やはりそういったテレビ等を通じて，市長自ら

こうやって大都市圏に行ったりしてやって，これからやっぱりその生産農家も，市長が来るからって頑

張ってるんだなと言って，いいタンカン，いいミカンを作ってですね，やっぱり市長に頑張ってもらお

うという，そういった気持ちも沸き起こっていきますので，市長自らですね，忙しい公務であるかと思

いますけれど，そこあたり時間を割いてですね，是非ＰＲ活動に，何回でもいいですので是非取り組ん

で，また取り組んでもらいたいと思います。またですね，先ほどの部長のマンゴー，パッションについ

てもですね，これは本当，個人の販売でしか，今果樹部会の中にも入っていませんので，個人販売しか

ありませんので，その個人販売の方々もですね，やっぱり市長やら，またその上の県知事ですね，県知

事あたりに対して，こうやって奄美のマンゴー，パッションも同様にトップセールスしてほしいとい

う，そういった声も聞かれます。これが，なぜならばと言いますと，宮崎県のですね，東国原知事がで

すね，元東国原知事が宮崎県知事のときにですね，宮崎県のマンゴーですね，あのマンゴーをトップセ

ールスしたことにより，その知名度が上がりですね，もうブランド化もされたし，そういった影響力は

とても効果が上がったっていうことでありましたので，そういった奄美の農家もそういったことをやっ

ぱり期待してるという面もありますので，やっぱりこのトップセールスの役割っていうのはやっぱり大

事，重要であるかなっていう気がしておりますので，是非今後もですね，この果樹とあと奄美の農産
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物，水産物，もう果樹だけじゃなくてですね，あらゆるそういった農産物，水産物，加工品においても

ですね，やっぱりＰＲを徹底してもらえたら，やっぱり農家の方も喜ぶと思いますので，よろしくお願

いをしたいと思います。 

 それではですね，もう（４）番の件に入ります。新品種の津之輝の導入についてであります。この特

徴についてはですね，もう一昨日の師玉議員の答弁の中でも部長のほうからいろいろと特徴を答弁して

おります。もう，自分も分かりました。その中でですね，この津之輝が一番奄美に適してるっていうの

は，やっぱり年内出しっていうことで，暮出しっていうことで，ポンカンが暮出しでありますけど，こ

のタンカンとやっぱり収穫時期が重ならないという，そういったメリットがあるということが一つのい

いメリットじゃないかと思っております。また，奄美の自然にもこうやって適しているということもあ

り，この津之輝を振興作物ということで奨励しているということで部長の答弁がありましたけれど，今

後のこの津之輝の導入についてでありますけど，私もですね，今回，２月，１月の末にですね，この津

之輝の，自分も植樹したいっていうことでちょっと農協さんのほうに問い合わせたんですけど，この津

之輝の苗木自体がですね，ないということでありました。どこにこの苗木を注文するのかということ

で，この市の職員とちょっと相談したら，この苗木は佐賀県とか長崎県，向こうから取り寄せてるとい

うことでありました。この津之輝のこれまでの実績としても，答弁の中では約５ヘクタール，もう奨励

されているということで，今奄美市の大手農家などが頻繁にこれを植え付けしております。笠利の農家

とちょっと話もしたんですけど，笠利ではまだこれちょっとまだ分からないということで，ちょっと植

えてないっていう現状でありますけど，今後津之輝がこうやって注目を浴びていくとなればですね，こ

の苗木の確保ですね，この苗木の確保がもう大事になってくるかと思いますので，この苗木の確保，導

入について，今後の確保に向けてですね，どのような取組をしていくのか，産地との連携ですね，そこ

あたりをちょっと聞きたいと思います。 

 

農政部長（奥 正幸君） 津之輝の苗木の確保，導入についてでございますけれども，奄美市におきまし

ては津之輝の普及，面積拡大，生産量の増加を図るため，奄美市重点品目生産拡大対策事業ということ

で，単独で補助事業を創設いたしまして，ＪＡとの連携で平成２５年度から平成２７年度の３年間，苗

木の導入を実施をし，支援してまいりました。補助率は市が３分の１，ＪＡが３分の１，生産者が３分

の１ということの事業でございました。導入実績は全体で１，９９５本，１０アール当たり４０本植栽

することから，議員今お話がございましたように，面積換算で約５ヘクタールになります。このような

ことから，今後ともですね，その生産者の需要調査などを行うとともに，本土の苗木業者との調整を図

りながら，苗木確保に努めてまいりたいというふうに考えておりますので，御理解をお願いをしたいと

思います。 

 

２１番（奥 輝人君） はい，分かりました。一応，平成２６年，２７年がその助成対象，２５年からで

すね，２５年から助成対象だったということですね。その助成対象も来年度，津之輝がやっぱりこうや

ってでてきた場合，２８年度はそれをやっていませんよね。その助成対象，助成にはなってませんよ

ね。２５・２６・２７，３年間を今助成と言っていましたけど，またこの苗木に対して，２９年度から

またこうやってまた普及が拡大していったときに，この苗木に対する助成制度とか，また導入できるの

か，そこあたりは２９年度に向けてのことだけど，どのようになるのかちょっと聞きたいと思います，

はい。 

 

農政部長（奥 正幸君） この津之輝につきましては，先ほど申し上げましたように２５年度から２７年

度ということで補助の対象にしておりました。今，大玉スモモの苗については，未だに助成の今対象と

なっておりまして，今この津之輝に関しましてはですね，そういう本土の苗木業者のまた調整などもあ

りますんで，そこら辺を調整しながら，助成に関しましてはですね，補助に関しましてはまた検討して
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まいりたいというふうに考えております。 

 

２１番（奥 輝人君） はい，分かりました。是非，この津之輝が奄美に定着できるようにですね，行政

とまた業者の方が連携して頑張ってもらいたいと思います。 

 一応，もう１０分も残りましたけれど，私の一般質問はこれで終わりたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で，自由民主党 奥 輝人君の一般質問を終結いたします。 

 暫時，休憩いたします。（午後２時２２分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午後２時４０分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 次は，自由新風会 安田壮平君の発言を許可いたします。 

 

１３番（安田壮平君） 皆様，こんにちは。自民新風会の安田壮平です。一般質問も３日目，最後の登壇

となりました。皆様，大変にお疲れのことと思いますが，春風とともにそれを吹き払えるよう，また新

年度の市政発展に向けて市民の皆様にとって有益な情報を行政当局から引き出すべく，質問や提案をし

ようと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 まずは，今月末で退職される市職員の皆様，長い間のお勤め，本当にお疲れ様でございました。そし

て，ありがとうございました。皆様とともに仕事をさせていただいたこと，忘れることはいたしませ

ん。とは言え，私が申すのもおこがましいのですが，６０歳という年齢はまだまだ若いと思います。定

年の節目に一息つかれたのち，これからも明るい奄美市づくりのパートナーとして再びそのお力をお貸

しいただきますようよろしくお願いいたします。 

 さて，昨日は待ちに待った奄美群島国立公園誕生の日でありました。市役所前での記念セレモニーに

参加して心から嬉しかったです。これは，奄美に住む私たちだけでなく，他地域に住む多くの奄美出身

者の皆様にとりましても，大きな誇りに感じたことでしょう。命賑わう亜熱帯の島，森と海の，海と島

っちゅの暮らしというテーマを見て，先人たちが守り継いできた自然，歴史，文化が一体として評価さ

れたように感じ，これからも自然との共生を大事に開発や現代化とのバランスの取れた発展，繁栄のあ

り方を考えていきたいと思います。そのためにも，奄美らしさ，奄美が奄美であるために必要なことは

何かを常に意識していくことが大切と考えます。国内で３４か所しかない国立公園になったということ

で，私は名実ともにワンランク上の地域を目指していかなければならないと感じています。町中の美化

やごみ出しマナー，猫問題など，足元の課題克服に向けて，民・官挙げて，更に力を入れて取り組んで

いけるよう，これからが世界自然遺産登録に向けた新しいスタートと心得て，お互いに努力していけた

らと存じます。先日発表された新年度予算案は合併後最大と言われた前年度に並ぶ規模となりました。

名瀬本庁舎建て替え，平田浄水場更新，名瀬・住用地区給食センター建設，各観光プロジェクト，ＩＴ

基板整備など前年度から続く大型事業が継続され，将来への積極的な投資がなされます。ソフト面で

も，地方創生関連事業やふるさと納税等活用事業が組まれ，多種多様な事業が展開される予定であり，

自信を持って奄美に吹く追い風を捉えられるよう，民間を主役に行政と議会が力を合わせて進んでいき

たいです。なお，地方創生の目的は国のまち・ひと・しごと創生本部の英語表記から考えるに，人口減

少克服と地域経済活性化であります。そして，地域経済活性化の目指すべきは，奄美市民一人ひとりの

所得の向上，平均所得の向上にあると思います。奄美に根深く横たわる低所得という貧困問題の改善な

くして，奄美の繁栄なし。この追い風を奄美市民一人ひとりの心の豊かさと経済的豊かさに結び付けて

いくことを強く念じて，質問に入ります。 

 まず，基盤産業の振興，育成について。大島５市町村でつくる奄美大島総合戦略の中で雇用創出の方
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向性として，基盤産業という考え方を示し，その意味するところは域外を主たる販売市場とし外貨を獲

得する産業であり，一般的に農林漁業，金へんの鉱業，製造業，宿泊業，運輸業，特に水運などが該当

としています。一方，それに対する概念としての非基盤産業は域内を主たる販売市場とし，域内の経済

活動を支える産業で，建設業，小売業，対個人サービス，公共的サービス，公務，金融，保険業，不動

産業などが該当としており，平成２１年経済センサス基礎調査に基づき全国の市町村別に従業者数から

その相関関係を見ると，基盤産業の従業者数と非基盤産業の従業者数は１対５．５の比例関係にあると

し，これが全国的に見てバランスのとれた状態としています。また，地域の従業者数と人口の関係とし

て，地域の人口は基盤産業の従業者数の１３倍に該当するという計算式を示し，現状の大島の産業構造

は人口規模に対して基盤産業の集積が少ないため，今から４３年後の２０６０年には，基盤産業の従業

者数を７００人程度増やすという方針が掲げられております。これについて，３年後，２０９０年度の

目標値として，農林漁業，製造業，宿泊業，運輸業等の従業者数にかかる５市町村全体の数値が示され

ていますが，奄美市総合戦略の中では，新規就農者数，新規漁業就業者数のみＫＰＩが定められてお

り，その他の業種については示させておりません。この点，本市に落とし込んだ数値目標をどのように

考えるのか，説明が重複する部分は省略してお示しください。 

 次の質問からは発言席にて行います。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 関係式については，議員が御指摘されましたので，ちょっと概略だけ申し上

げますと，平成７２年ですね，４，０５０人を基盤産業従事者数ということで引き上げるということで

ございます。これが７００名増ということですね。このバランスのいい基盤産業と非基盤産業の割合と

いうことで，議員申し上げたとおりですが，１対５．５ということになります。この関係式からいきま

すと，基盤産業の従事者が１人増えること，増えると１３人の人口が増えるということになります。そ

の関係式を用いてということで，もう議員は御承知のとおりかと思いますが，平成７２年の目標人口５

万２，６００人ということにしております。そのときの基盤産業の従事者，従事者数を試算すると４，

０５０人ということで目標値を設定したというとこでございます。これを踏まえて，奄美大島の総合戦

略においては５市町村のそれぞれにおいて，産業特性が異なること，離島共通の戦略として外貨獲得を

主とする観光産業を中心とした雇用創出に力を入れておりますことから，奄美大島におけるその方向性

として，このような目標値を設定していると。先ほど，議員がおっしゃった目標値ですね，ということ

でございます。こうしたことを踏まえて，奄美大島の総合戦略では観光交流プロジェクトで宿泊業，航

空運輸業，運輸業の従業者数を設定してると。産業振興プロジェクトのほうでは農林漁業従事者，従業

者数や製造業の従業者数を数値目標として設定したというところで，基盤産業従事者の確保に向けた取

組を記載したというところでございます。一方で，市の総合戦略のほうですが，こちらのほうは宿泊業

を含む観光産業をはじめとする，各分野において着地型の環境，観光メニュー数，あるいは観光物産

の，観光物産連盟のホームページの閲覧数を製造業，閲覧数を設定しております。製造業のほうでは，

紬の着用率などを設定をしておりますが，これはより具体的で直接的なＫＰＩを設定することで，個別

施策を着実に推進するということで，そのことでひいては大島全体の目標達成に結び付けたいというこ

とで考えているところでございます。 

 次に，市の新規就農者数と新規の漁業就業者数のＫＰＩが５市町村全体の目標値を大きく上回ってる

んじゃないかという御指摘ですが，奄美大島の総合戦略において示している従業者数は，これは退職

者，離職者含めて，新規就業者による増減を考慮したということで，従業者数全体を目標値としてると

いうことでございます。それに対して，市の総合戦略においては，新たに従事する，新規就農者や新規

漁業就業者数を目標値と設定しているというところでございますので，その点でＫＰＩが違ってくると

いうことでございますので，御理解をいただきたいと思います。 
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１３番（安田壮平君） はい，ありがとうございます。２０６０年の目標でありますので，今から４３年

後，私が８０歳を超えるぐらいのときのですね，目標値でありますので，ともすれば無責任になりがち

と言うかですね，目標を見失いがちになってしまうんじゃないかというところを心配するわけでありま

す。奄美市の総合戦略の中では，その農林漁業に関しては，ちゃんとですね，この就業者数の目標があ

るんですから，是非製造業とか，そういう観光関連，運輸とか宿泊とかですね，そういうところもしっ

かり設定をしていただかないと，やっぱりきちんとした責任が果たしていけないんじゃないかなという

ふうにも思います。ちなみに，あと４３年後までに７００人。そのうち，３分の２が奄美市としても，

４６０人，奄美市で，この産業についてこう就業者を増やしていくとすればですね，年間１０人という

ような計算，大雑把に言ってそのような計算にもなりますので，是非大島のですね，総合戦略会議の中

でも，このような御指摘をしていただきたいなというふうに感じます。 

 では，②になりますが，２９年度基盤産業を強化するための地方創生関連の代表的な施策について伺

います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 外貨獲得のための産業基盤強化をするための施策ということで，平成２９年

度，第１次産業の農林漁業のほうですが，青年就農給付金事業，あるいは経営体の育成支援事業，ある

いは漁業担い手育成支援事業などを実施するということにしております。一方，第２次産業の製造業の

ほうですが，本場奄美大島紬の再生支援事業によるジャパンブランドの育成支援や販路開拓などのほ

か，本場奄美大島紬の産地再生計画に基づいた伝統技術の継承等に取り組んでいく事業を組み立ててい

るというとこでございます。もう一つ，宿泊業を含む観光業のほうの第３次産業のほうですが，奄美大

島のＤＭＯ推進事業，あるいは奄美北部観光拠点の施設整備，あるいは航路，航空路運賃軽減の事業な

どによる受入態勢の整備に取り組んでいきたいというふうに考えております。いずれにいたしまして

も，すそ野が広く，外貨獲得につながる観光振興を核に，各産業の成長を促していきたいと。そのこと

で，雇用の創出を図り，ひいては地域の人口増加につなげていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 

１３番（安田壮平君） 確かに，いろいろですね，大事な事業，施策をされていると思います。ここで，

本当強調したいと言うか，申し上げたいのは，是非長期的視点に立って準備をしていっていただきたい

と。地方創生は早ければ３年後には終わるわけでありますので，その後どうなるのかというのは実際に

は分かりません。この地方創生，全部で５年であるわけですが，その中で何か成果を出すことも確かに

求められていて大変だとは思うんですけれども，やっぱりその中で次の，その地方創生が終わったあと

にですね，続く，何かしらその種を撒いていくというか，芽が出るようにしていくということも大事で

はないかと。今，奄美に追い風が吹く，好調な時期だからこそ，是非将来を見据えた投資をしていただ

きたいというふうに思います。ここに挙げた農林漁業，製造業，宿泊業，運輸業などあるんですが，特

にこの製造業に関しては，奄美市で言えば代表的なのはやはり繊維と食品。繊維と言うのは大島紬であ

り，食品と言うのは焼酎であったり，あるいはまた農産物加工，お土産品製造なのだと考えます。私，

約２年前になりますが，２７年６月の定例会で製造業に関連して食との，食品加工業に更に力を入れて

いくことを提案をしましたときに，いただいた答弁は各階各層から幅広い御意見をいただきながら，よ

り実効性の高い具体的な施策を盛り込みたいというふうにいただきました。先日，会派でですね，沖縄

に行きまして，名護市のアグリパークという食のインキュベーション施設を視察してまいりました。笠

利のほうにあるＩＴのインキュベーション施設みたいなんですね，新規立ち上げ者を支援して，そして

数年間でしっかり成果を出して，また次の新しい方にも代わっていただくというような，そういうイン

キュベーション施設で，もちろん，ちょっと沖縄の事例ですので，どこまで参考になるか分からないん

ですけど，ただ文化，食文化的にも，さまざまな食材的にもですね，これは奄美にも生かせる取組があ
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りました。先ほどから同じ会派の議員からですね，そのタンカンの規格外品などをジュース化するとか

ですね，いろいろこう加工に使っていけるようにする，第１次加工もですね，というような話もありま

すが，その果実にこだわらずですね，果実にこだわらず，さまざまな農産品を使ったですね，やっぱり

食品加工業というものを，また今後は是非力を入れていかないといけない分野かなというふうに思いま

すが，この点についてはいかがですか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 食の関係で仕事をつくるということです。恐らく，議員が冒頭で申し上げ，

述べられましたが，人が町をつくり，人が仕事をつくるという意味では，人が大事だというふうに思い

ます。そういう意味では，今後教育，人材育成のほうをやっぱり力を入れていきながら，そういう人を

育てていくというのも大事になろうかと思います。その点で，ツールの一つとしてですが，先ほど，教

育委員会のほうの答弁にもありましたが，給食センターの中で地産地消の協議会をつくるという話が，

答弁がございましたが，こういう中でも食を通して，農産物の拡充を図るということも，これはツール

の一つだろうというふうに思います。その中で，もう一つは直売所。今，３地区にございます。住用・

笠利・名瀬のほうにですね。直売所のほうもだんだんだんだん需要が増えておりますので，こういった

の，こともツールの一つと考えてですね，食のほうでの仕事づくりというのも進めていければなと思い

ます。その中では，やはり教育，人材育成が大事になろうかというふうに思いますので，そういう点で

取組を進めていきたいというふうに思います。以上です。 

 

１３番（安田壮平君） はい，分かりました。奄美市だけでですね，こういった食品加工，大規模な食品

加工センターを持つのが難しければ，これは例えば広域でやる。のちの質問にも関連しますが，広域で

やる方法も考えられると思いますので，是非そこはまた一つの検討課題としていただきたいと。他町村

も含めてですね，そのようなニーズがないか，まずは探っていただきたいなというふうに考えます。 

 続いて，雇用情勢と定住促進について伺いますが，昨今の雇用情勢についての認識はという件で，有効

求人倍率が全国的に高水準となる中，名瀬職安管内でも大幅に改善しており，民・官挙げて雇用創出や

経済活性化に取り組んできた成果だと思われます。その一方で労働力人口の減少から業種によっては人

手不足の面も浮き彫りになってきており，また雇用の質の観点からは他地域と比べて非正規の雇用が多

いのも課題です。これらについて本市としてどのような認識に基づいて，今後の方向性を考えていくの

か，お示しください。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） もう，御承知のことではございますが，平成２１年度に０．２８倍と低迷

していた管内の有効求人倍率は平成２７年度においては０．６８倍と改善され，更に直近の昨年１２月

には０．９２倍と過去最高を更新しているのが現状でございます。このことにつきましては，これまで

本市が取り組んできた緊急雇用創出事業などの実施による雇用対策や観光，情報通信産業など，産業振

興への取組の効果として一定の成果が表れたものと考えております。議員御指摘の労働力人口につきま

しては，平成２２年の国勢調査時，調査時点で２万２，１０３人でございまして，平成１７年の２万

４，２５９人と比較いたしますと２，１５６人，約８．９パーセントの減少となっております。また，

労働力人口の減少に伴う人手不足の問題につきましても，本市が実施した事業所へのアンケート調査で

は特に宿泊，飲食サービス業において現在不足している，今後不足する懸念があると回答した事業所が

約７割との結果も出ており，これ以外に医療福祉，卸小売業，建設業などにおいても今後同様の状況に

なることも予想されます。以上のことから，本市ではこれまで地域求職者を就業させる取組を重点的に

行ってきましたが，今後は事業所において従業員の採用と定着を向上させ，人材の確保を図っていく取

組や労働者にとって魅力ある職場づくりを推進することが重要になってくると認識しております。魅力

ある職場づくりの実現には賃金など処遇に関する課題，労働時間，休暇等に関する課題，従業員のスキ

ルアップ，キャリアアップや福利厚生に関する課題など，多岐にわたる課題解決が必要となります。従
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いまして，今後各関係機関と連携し，これらの課題解決につながる国の各種支援制度の活用促進を図る

とともに，今後の雇用情勢を見極めながら，必要に応じて新たな市独自の支援制度についても検討して

まいりたいと考えております。以上です。 

 

１３番（安田壮平君） はい，ありがとうございます。認識としては非常に共感するものがありまして，

是非そういった国のさまざまな施策ですね。今，まさに働き方改革という大きな旗印を掲げて取り組ん

でいる，そういった施策なども活用して，奄美市にですね，必要なものをやっていただきたいなと思い

ます。雇用の質の問題で言えば，奄美の，この，もうこの管内のですね，求人に関してはパート，非正

規が７割で，正職員というのが３割であると。おおまかに言えば本土と逆の構造になっているというこ

とであります。年収３００万円の壁という言葉がありまして，要は男性のですね，年収が３００万円を

下回ってしますと，その結婚率がですね，非常に大きく下がると。やっぱり３００万円以上稼がないと

ですね，安定して家庭を持って子育てすることは難しいという現実がありまして，これをいかに，この

奄美でですね，冒頭申し上げた平均所得のことも含め，奄美で若い方々がしっかりと稼いでいけるよう

にするかというところ，大事だと思います。林山議員もおっしゃったんですが，一つの会社でそれが難

しいとすれば，やはり兼業，副業などもですね，フリーランスの仕事も含めてですけれども，それを，

兼業，副業を奨励する機運をつくっていく，マッチングを行っていくというのもですね，行政の一つの

大事な役割になるんじゃないかと思います。午前中ありました町田酒造の事例に関してもですね，まさ

に九州経済白書に掲載されるぐらい，九州管内でもですね，トップランナー的な動きをしている企業が

近くにありますので，是非いろいろと意見交換などしていただいて，場合によっては市の総合戦略推進

会議のですね，メンバーに加わっていただくこともですね，一つの選択肢としてですね，考えて取り組

んでいただきたいと思います。労働力不足に関して，いろいろ問題もあるんですが，今後は例えばシル

バーとか，働いてない主婦層の方，外国人の方を労働力としてですね，確保していくことも大事だと思

うんですが，今まさに奄美にいろいろ定住の面，そしてまた，観光の面，追い風が吹いていると言うか

らにはですね，やはりこの転入者に的を絞ってお伺いしたいと思います。 

 ②に移りますが，若者のＵターンを促進するための，戦略的な取組についてですね，お伺いします。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それでは，Ｕターンの促進ということでお答えをいたします。本市の若年層

のＵターンを促進するための施策といたしまして，就職に関する情報の提供，あるいは企業の人事担当

者との交流，面接を目的とした企業ガイダンスを実施をしているとこでございます。このガイダンスは

島内の求職者はもとより，Ｕターン者も対象としておりまして，毎年８月や１月の帰省時期に開催をし

ているところでございます。また，島内外の新規卒業者を対象に，新卒ルーキー家賃補助や本市に居住

をしながら１年間正規雇用をすることになった事業所に対して助成をする，地域産業雇用奨励サポート

補助事業などを実施しております。そのことで，島内からの流出抑制とＵターン促進に取り組んでいる

ところでございます。併せてですが，市内の事業者でインターンシップに参加する大学生を受け入れる

事業所や学生の助成など，学生への助成を行うなど，求職者，求人双方に対する雇用奨励を推進してる

とこでもございます。更に，情報を活用した仕事機会の創出，移住，定住促進，子育て支援を目的にフ

リーランスが最も働きやすい島化計画を平成２７年度に策定をいたしました。これで，ネット環境の整

備や人材育成などを実施することで，自ら仕事を創出するための支援も行っているとこでございます。

一方，住宅確保のほうですが，移住，定住住宅購入費助成制度を設けて，子どものいる世帯に助成金を

加算するなど，子育て世代が帰ってきやすい環境を整えているとこでございます。このほか，農業研修

事業でのＵターンの方が受講するなど，各種施策を通じてＵターン促進につながっているものというふ

うに考えているところです。いずれにしましても，まずは島を離れる子どもたちがふるさとに誇りを，

自信を持つということが大事なことでございますので，いずれは，そういうことでいずれは奄美に帰っ

てくるという意識付けが大変大切です。教育，文化，仕事環境などさまざまな分野が複合的につなが
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り，効果を発揮するものと思いますので，今後とも関係各課と連携しながら事業を効果的に活用して，

Ｕターンの促進に努めていきたいというふうに考えております。以上です。 

 

１３番（安田壮平君） ありがとうございます。戦略的な取組と書いたんですけれども，戦略的という言

葉の意味は長期的，複眼的という意味であります。前にてですね，②と③でＵターンとＩターンを分け

たわけなんですけれども，部長の答弁でですね，確かにいろいろな，さまざまな施策をされているとい

うことであったんですが，正直ＵターンとＩターンを区別してないものもあるなと。部長はお分かりだ

とは思うんですけども，そのように感じます。いかにしてですね，その転入増加，まだ奄美市は人口の

自然現象はもちろん，社会減少，転出のほうが多いわけでありますから，いかにその転出抑制，転入増

加をしていくかということですね，限られた予算，さまざまな資源の制約がある中で，投資対効果を考

える場合はですね，やっぱりＩターン者よりもですね，地元出身者への働きかけがもう最も効果的で効

率的ではないかと考えるわけであります。いかにその，やっぱりその働ける若い世代，１０代後半，２

０代，３０代，４０代，それぐらいの方々に働きかけていくかっていうのをですね，奄美出身の方に働

きかけていくかっていうのを，やっぱりもっとこう的を絞ってですね，やっていくほうが正直かけた費

用に対してですね，そのリターンというものも大きくなるんじゃないかというふうに考えます。そのう

えで一つ，提案したいのが，これ本当に長期的な取組になるとは思うんですが，中高生向けの教育の中

でですね，地域の課題を考えてもらって，その解決策を探る。授業の中で，そういう機会をつくってい

ただくと。それを，こう子どもたち，中学生，高校生たちにですね，考えてもらう中で，自分が目指す

職業とかですね，自分が目指す仕事というのが見えるかもしれませんし，それを身につけてこう将来は

また，一度本土に出たとしても，将来また島に帰ってこようという，そういう動機付けになるんじゃな

いかなというふうに感じます。今，高校において魅力ある学校づくり支援事業というのを取り組んでい

ますが，是非こういう取組もですね，一つ付け加えていただきたいと思うんですが，いかがでしょう

か。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 魅力ある学校づくりのほうでかなり成果をあげてるというふうに思います。

そういう意味では，これ高校生なので，中学生までどうやって広げるかっていうところは教育委員会の

ほうとまた相談をしながら，詰めていきたいというふうに思います。 

 

１３番（安田壮平君） 今，魅力ある学校づくり支援事業はいかに高校の，地元の高校に通う学生を確保

するかというところがとても大事な目的だとは思うんですけども，やっぱりそれにプラスして，いかに

その地元で学んだ子どもたちがですね，将来，なるべく若いうちに奄美に帰ってきていただくかという

観点もとても大事じゃないかなというふうに考えますので，そこはまたいろいろと工夫をお願いしたい

と思います。 

 ③に移りますが，Ｉターンを増加させるための戦略的な取組はということについて伺います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 先ほどはＵターンのほうですが，Ｉターンを増加させるための取組というこ

とでお答えをいたします。移住者を増加させる取組といたしまして，自治体単位での施策には限界があ

るということから，島単位で人口対策を図るため，今回奄美大島の総合戦略を策定したというところで

ございます。この中で移住，定住促進プロジェクトの基本方向に沿って，広域の奄美群島広域事務組合

ですね，を中心に奄美大島内の各自治体が連携して，島外へＵ・Ｉターンの情報発信，移住体験，移住

体験ツアーなどの事業を展開しているところでございます。毎年開催されている，東京池袋で開催され

ておりますが，離島の祭典アイランダーにも参加をし，移住に関するＰＲや定住相談などを行っている

ところでございます。また，広域のほうで各市町村が連携した移住体験ツアーやフリー滞在のプログラ

ムなどを実施しているほか，鹿児島移住，交流フェア，あるいはふるさと回帰フェアｉｎ大阪，東京な
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ど，移住交流フェアへ広域が出店する際に，本市の移住パンフレット等を配布してもらうなど奄美への

移住をＰＲをしているところでございます。本市の移住の相談についてということでございますが，関

東，関西圏からの問い合わせが多く，またほとんどの方が温かいところ，沖縄ほど都会化されていない

ということで奄美を選んでいるようでございます。南の島をターゲットにした移住希望者へのＰＲにつ

きましては，群島１２市町村で活用している移住支援サイトのネリヤカナヤがございますが，この中で

南の島に移住したいをキーワードに，移住者向けの情報発信を行っているところです。このサイトでは

インターネットで南の島，移住という単語を検索しますと上位で検索されるような設定をしておりま

す。そのことで，南の島の移住を希望するときの目に最初に留まるようなサイトになってるというとこ

ろでございます。今後もＩターン増加のために，移住体験の各プログラムを実施や情報発信について広

域などと連携しながらＰＲを進めていきたいというふうに思います。先ほど，ちょっと別ですが，先ほ

ど議員のほうで労働者人口の移住を，移住っていうか，転入を増やしたほうがいいという御指摘がござ

いましたが，何回か申し上げておりますが，２２歳以降ですね，２２歳以降の転出，転入を見てみます

と，平成の２１年以降ですが，転入のほうが増えていると。これはもう，数字で申し上げますと１００

人単位ぐらいで移住，転入のほうが増えておりますので，そういう意味では着実に成果は表れていると

いうふうに思っていますので，その点については御理解をいただきたいと思います。 

 

１３番（安田壮平君） ありがとうございます。Ｉターンについては広域的な取組をし，そして本土のほ

うでも積極的にアピールをしているということでありました。ですね，今本当，日本全国人口減少局面

にある中で，人口が増えている地域のほうが少ないわけで，もう８割方，９割方がですね，人口が減っ

ているという中でＩターンを増加させるというのは非常に難しい課題だというふうには認識をしていま

す。言えば，全国の自治体でですね，人口獲得競争が起こっているわけでありまして，その，それに勝

ち抜くためにある地域では福祉を充実させたりとか，いろいろな取組を行っているんですが，このＩタ

ーンの増加に関しても，これも広域で取り組むという観点をもったうえででもですね，やはり獲得する

対象層やですね，獲得する地域を絞る必要があるんじゃないかと考えていて，これは絞るというのは必

ずしもそれ以外を全部切り捨てるという意味じゃなくてですね，特にそこに力を入れて取り組むと，募

るという意味でありますが，今奄美市がやってる定住促進住宅なども家族世帯を優遇と言うかですね，

家族世帯を中心にその選考過程の中で特に重視をしているという話も伺いましたが，例えば他地域では

ですね，例えば神奈川県の横須賀市はですね，鎌倉市にターゲットを絞って，もう鎌倉市から住民を奪

ってくる施策を取っていまして，例えば鎌倉の主要駅にポスターを貼ったり，あるいはまた鎌倉のタウ

ン誌にですね，横浜の住宅情報などを掲載したりしてですね，横須賀ですね，横須賀住みやすいと，鎌

倉市から横須賀市に移住を促す，そういう取組を行っている自治体もあります。ここだけじゃなくて，

いくつかあるというふうに伺っております。それを考えた場合ですね，奄美がどことこうそういう競合

関係って言いますか，あるかと，奄美がどこから奪ってこれるのかという可能性を探った場合ですね，

僕は例えば沖縄じゃないかと。これは，必ずしも移住，定住者だけでなくて，交流人口に関しても言え

ると思うんですが，交流人口を増やしていくためにも，まずは入り口から，入り口として交流人口を増

やしていくためにも，沖縄に向けてですね，もっとその奄美の存在感というか，奄美にまずは旅行して

くださいというようなＰＲが必要ではないかと。先日，沖縄，那覇空港行ったときですね，奄美のポス

ターというのが１枚も見なかったように思います。何かしら，そのパンフレット的なものもほどんど目

立たなかったなと。せっかくその移動がしやすくなった状況にありますので，やっぱり沖縄でそういう

アピールをしていく必要もあるんじゃないかなと思うんですが，その点はいかがでしょうか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 沖縄がターゲットになるかどうかっていうのは，いろいろあると思います。

事業を組み立てていくっていうのも，一つのこれは大事なことですが，やはり来る側にとってみれば人

の魅力によって引き付けられてくるというところもありますので，事業の組み立て，そして我々受け入
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れる側の人の魅力を高めていくということで，転入者を増やしていくと，移住者を増やしていくという

ことが大事になってくるんじゃないかと思いますので，是非我々職員含めてですね，人の魅力を高めて

いきたいというふうに思いますので，御理解いただきたいと思います。 

 

１３番（安田壮平君） 確かに，人の魅力というのは大事な要素だと思いますので，そこを磨いていくこ

とも大事だとは思います。ただ，沖縄もですね，将来的には，あと数年後には人口が減少するというふ

うに言われていて，沖縄も今後はやっぱり人口確保のために必死になっていくと思います。その中で，

奄美がやっぱり安穏としてるだけでは駄目だろうと。南の島に移住したい，そういう層をですね，やは

り積極的に，戦略的に取り組んでいく必要があると思いますので，そこの組み立て方というのもです

ね，またいろいろ研究していただいて，工夫をしていただければと思います。新年度から国の政策とし

てふるさとワーキングホリデーというようなですね，地方に行って１か月とか数か月働いてみようとい

うような事業も進むようですので，これは是非奄美市も導入を検討していただいて，さまざまな観点か

ら取り組んでいただければと思います。 

 続いて，定住自立圏構想について伺います。その意義と実現に向けた課題は何かというところ。これ

は，この定住自立圏構想もですね，昨年１２月のまち・ひと・しごと創生総合戦略に規定をされていま

すが，本市においてどのように考えていくか，お示しください。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 定住自立圏構想の関係ですが，少しちょっと長くなりますが，この構想の定

義を踏まえて，概要を踏まえてですね，少し答弁させてください。定住自立圏構想は人口５万人以上の

市を中心として，市町村が連携して相互に役割分担をし，連携，協力することにより圏域前提として必

要な生活機能等を確保し，地方における定住の受け皿を形成することを目的に創設された国の制度とい

うことでございます。具体的な自治体連携までの手続きとしては，まずは中心市としての資格を有する

市が地域全体のマネジメント等において中心的な役割を果たす意思等を公表することですが，中心市宣

言というのを行うことになります。近隣の経済，社会，文化または住民生活等において密接な関係を有

する各市町村議会の，これ議決を得たうえでということで，定住自立圏形成協定を締結をするというこ

とになります。更に，具体的な取組を記載する定住自立圏共生ビジョンを策定し，各種連携事業を進め

ることになります。このビジョンに基づいて実施する事業等は，特別交付税は地方債の支援措置がある

ということでございます。現在，総務省の資料によりますと，この構想を持ってビジョンを策定してい

るのは１１０圏域，１１８市だということでございます。本市において，中心市の要件を満たす市とし

て国から示されているところでもありますが，定住自立圏構想の制度が改正される際には，その都度導

入について検討をしてるところでございます。この制度のメリットですが，近隣自治体が連携すること

で圏域全体の活性化が図られるということでございます。本市においても，奄振計画はもとより，大

島，奄美大島の総合戦略は奄美群島成長戦略ビジョンに基づいて，島内５市町村，あるいは群島１２市

町村が連携して広域事業に取り組んでいるとこでございます。それを推進するための財政支援について

は地方創生推進交付金や奄振交付金など，定住自立圏共生ビジョンに対する支援と比較すると充実した

財政支援措置が講じられているというところでございます。そのようなことで，群島の１２市町村，あ

るいは大島の５市町村の取組は全国においても先進地域であり，これらの取組を通じて定住自立圏構想

の目的が達成されているものと考えております。いずれにいたしましても，定住自立圏構想の導入によ

る支援制度の拡充や個別的な具体的な枠組みなどを踏まえて，今後も国の動向を注視しながら検討して

いきたいというふうに考えております。 

 

１３番（安田壮平君） はい，分かりました。奄美市の総合計画にもですね，前期，後期とも定住自立圏

構想の検討というふうに明記をされています。国は今，市町村合併からですね，この定住自立圏構想の

ほうにシフトをして，広域行政を全国各地で推進をさせようとしていると。先ほど，部長のおっしゃっ
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た数字とちょっと違うんですが，今年の１月現在では中心市要件を満たす２４９のうち，もう１３０が

中心市宣言をしてるということで，もう過半数がですね，中心市宣言をしたということであります。確

かに，今奄美市含む奄美大島５市町村は必要に応じて，消防，衛生組合，介護保険の一部事務組合やま

た観光，環境，定住などでですね，広域連携をしていますので，確かにこれ，全国的にも先んじた取組

だと思います。ただ，やはり一つにはその地方創生の，終わったあとですね，見据える必要もあるのか

なと。その大島の，大島版総合戦略というものは残りますので，今後あらゆる政策分野においてです

ね，５市町村間の自治体間連携をよりよくしていく，円滑，スムーズにしていくうえでも，一つ何かし

ら参考になる枠組みかなと思いますので，これは引き続きそういった国の大きな流れ，見ながらです

ね，そして奄美が生かせるさまざまな施策というか，制度というものもしっかり見極めながら，これは

必要に応じて取り組んでいただきたいと思います。これからの奄美市に必要なのはリーダーシップとダ

イバーシティ，これは小池都知事も多く使う言葉でありますが，多様性という意味で，奄美大島，大島

に人がいれば奄美市は潤うという観点でですね，是非この大島から１人でも逃さないという取組をです

ね，いろいろ成長戦略ビジョンはじめ，総合戦略はじめですね，生かして取り組んでいただきたいと思

います。 

 続いて，関連しますが（２）の広域行政推進の観点から，本市の農業研修制度を他町村住民が活用す

ることについての見解をお示しください。 

 

農政部長（奥 正幸君） 本市の農業研修制度を他町村住民が活用することについての見解についての質

問に対して，御答弁いたします。本市の農業研修制度につきましては，本市に住所を有し，研修終了後

に本市において就農することを条件に奄美市農業研究センター及び奄美市笠利営農支援センターにおい

て，農業に関する基礎技術及び知識を習得するための各種研修を１年間実施する制度でございます。ま

た，その研修生が研修終了後，円滑に就農が行えるよう，２年間の各種サポート事業で就農支援も併せ

て実施しているところであります。御質問の本市の農業研修制度を近隣町村の住民が活用することの見

解ということでございますが，本市以外に住所を有し，本市以外で就農するものが本市の研修生として

応募する場合は，原則で申し上げますと本市の研修制度の活用は大変難しいと考えております。しかし

ながら，本市におきましては過去に他の町から研修生の推薦があり，その研修生を受け入れた事例がご

ざいます。このようなことから，奄美大島本島地区における広域行政の推進や農業振興の観点から，近

隣町村から研修生の推薦があれば例外として研修生の受入は可能ではないかと考えているところです。

前回，本市が他の町の研修生を受け入れてから２０数年を経過しており，現時点では他町村からの研修

生の推薦や研修依頼はございませんが，仮にあった場合，他町村に住所を有するものの受入手続きや研

修，就農施設が本市の施設であることから，研修の負担金，研修終了後の就農支援内容など，その協

議，調整が必要であると考えております。今後，具体的に近隣町村から研修生の推薦や研修依頼があっ

た場合は，ほか町村や農業公社など先例地の状況なども踏まえまして，派遣先の自治体とも協議を行

い，本市の研修人員の上限６人の範囲内で検討してまいりたいと考えております。以上です。 

 

１３番（安田壮平君） はい，ありがとうございます。過去にそういう事例があったということで，今後

またもしそういうニーズが生まれたらですね，いろいろ，調整することはたくさんあるけれども，基本

的にその調整をしながら受け入れる方向であるということでよかったなと思うんですが，一つにはです

ね，奄美市と瀬戸内町以外はこういう研修センター，研修制度持たないという状況もありまして，中に

は他町村の事例では，その役場の職員がですね，自分のところではできないから，本土の農業大学校に

行ってくださいというふうに進めたという事例も近年あったようでして，是非この奄美市の限りある受

入枠の中で受入も可能だっていうのをですね，そこはまた農業の何かしら，その広域的な協議体って言

うかですね，話し合いの中でこれまた是非アピールしていただきたいというふうに思います。先ほど申

し上げた，食品加工センターについてもですね，やっぱりこの農業の広域化，広域的な取組で奄美大島
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全体として活性化を図っていくということも，とても大事な観点だろうと思いますので，その一つの事

例になればなというふうに思います。 

 続いて，歴史の活用ということで，小湊フワガネク遺跡の歴史的価値及び今後の活用への取組につい

てお示しください。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは，小湊フワガネク遺跡の学術的な価値と，それから今後の

整備，活用の方向ということでお答えをさせていただきます。まず，小湊フワガネク遺跡は南西諸島特

有の大型の貝類を利用した約１，４００年前の貝製品の生産遺跡ということです。ヤコウガイの製品加

工の一大拠点として注目され，螺鈿の材料としてもしられるヤコウガイの国内産地として，奄美大島の

名前を全国に広めることとなりました。その学術的な重要性から，遺跡は１万２，６００㎡余りありま

すが，これが平成２２年の８月５日に国指定遺跡ということになりました。そして，更に昨年，平成２

８年８月１７日にこの遺跡から出土をしました１，８９８点の出土品が国の重要文化財に指定をされた

ところでございます。平成２８年度，今後の取組ですが，２８年度は文化庁の補助金を利用いたしまし

て，地域の特色ある埋蔵文化財活用事業を導入をしまして，遺跡の所在地であります小湊町内のほうで

シンポジウムを開催をしたところです。また，現地の説明板の新設ですとか，パンフレットの発行など

による啓発活動に取り組んでいるところでございます。更に併せまして，史跡周辺の草木の伐採作業，

これを小湊町内会に委託をして，環境美化活動にも取組をはじめたところです。小湊町内会及び奄美看

護福祉専門学校のほうからは，児童・生徒，あるいは学生，そして住民，観光客がこの遺跡について学

べるガイダンス施設の整備についての要望もいただいているところです。今後，世界自然遺産登録，こ

ういったことを考えますと，市街地のほうから住用町へ移動をするルート沿いにこの遺跡があるという

ことになりますので，この整備活用ということについては観光振興，あるいは地域の活性化という点か

らも大変重要な意味を持つというふうに考えております。平成２９年度につきましては，地域の方々や

小学校，中学校を中心に講座，講演会等の教育普及に，それから先ほど言いました周辺の美化活動に努

めたいというふうに考えておりますが，これはやはり地元の方がその遺跡の価値をやはり理解をして，

これをまた地域の活性化につなげていくというふうな流れをつくりたいというふうに考えているところ

です。平成３０年度以降につきましては，これも文化庁の補助を活用いたしまして，史跡保存活用計画

策定事業，これを行うことにしております。その中で，小湊町内会をはじめといたします関係者の御意

見，そういったものを承りまして，その保存と活用，こういったものの計画を策定をしていきたいとい

うふうに考えております。 

 

１３番（安田壮平君） はい，ありがとうございます。６世紀から１１世紀，１２世紀にかけて，小湊の

あの地が一大生産拠点だったと，工業地帯であったという，とても地域の方にとってはですね，誇らし

い大事な宝だと思います。それを，是非地元の方々と一緒にですね，こう光を当てていただくような取

組を進めていただきたいと思うんですけれども，本遺跡を含めですね，この国立公園指定をはじめ，本

市の歴史，文化，自然環境などについて，市民や観光客などに向けて，奄美市だよりでコラムなど連載

する，連載して発信をしていくということが必要じゃないかなと思います。そのことについてはどのよ

うにお考えでしょうか。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 大変ありがたい御提言だというふうに考えております。この奄美群

島に関するこの歴史や，歴史，文化，自然，これの情報発信につきましては，奄美博物館や歴史民俗資

料館などの展示をはじめ，後援会，シンポジウムの開催と併せまして，旧暦行事のカレンダーですと

か，各種広報紙，それからパンフレットの発行，それとまた，Ｗｅｂミュージアム奄美ということでイ

ンターネットでの活用などでＰＲに努めているところです。平成２９年度から文化財課の職員によりま

す，歴史，文化，自然に関する情報を広報奄美市だよりのほうに執筆，掲載をするということで計画を



 

- 199 - 

 

しているところでございます。以上でございます。 

 

１３番（安田壮平君） それはいい計画だと思いますので，是非進めていただきたいですし，県内他市，

１８市のそういう市の広報を見たところですね，やっぱり半分以上でそういう連載をしていると。市民

向けにそういう普及，啓発を行っているということですので，奄美市だよりが奄美市民にとって一番身

近な広報紙でありますので，是非そこを活用して更にもっと多くの人にですね，多くの市民の皆様，観

光客の皆様にですね，奄美の宝というもの，多様な宝というものを知っていただく努力をお願いしたい

と思います。やはり，この文化財に関して言えば，文化財等，これからはですね，文化財と観光をいか

に結び付けるかというのも大事だと思います。保存，管理もしながら，やはりどう活用するかというの

も大きなテーマになるかと思いますので，そこを，小湊フワガネク以外のさまざまな遺跡とか歴史的な

ものについてもですね，また検討いただければと思います。ちなみに，奄美のそういった遺跡，史跡を

挙げればですね，旧石器時代の土浜ヤーヤ遺跡，土盛キシカワ遺跡から縄文時代の宇宿貝塚，そして小

湊フワガネクは先ほど言った弥生から平安時代の時代ということで，これは本当に，本当にですね，人

類の歴史の歩みが分かる，これぞまさに本物の歴史回廊なんじゃないかなと思います。笠利の歴史回廊

プロジェクトは２９年度で終わるということではあるんですけれども，一旦終了ということにはなるん

ですが，やっぱりそういう，笠利をはじめ，その大島全体でですね，やっぱりそういう取組も，もうま

たここで終わることなく，更に進めていっていただきたいなということを要望して，次の質問に行きま

す。 

 来年の大河ドラマ西郷どん放映に向けた歴史の掘りおこしと活用への取組について伺います。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 平成３０年のＮＨＫ大河ドラマ西郷どんにつきましては，原作者のコメン

トやＮＨＫをはじめ，関係者のロケ地視察などから，西郷や愛加那，西郷が愛加那や２人の子どもと暮

らした謫居地である奄美大島などについて，深く描かれるのではないかと期待しているところでありま

す。現段階でロケ地の詳細は明らかにされておりませんが，本市としましては大河ドラマ西郷どんが奄

美を含め，鹿児島県を舞台とすることから，ロケ地やスケジュールの詳細が確定次第，ロケ対応やエキ

ストラ募集などの協力，また放映後の奄美の魅力発信に向けた取組について，県をはじめ広域事務組合

や群島内の関係市町村などと広域的に連携協力を進めてまいりたいと考えております。このようなこと

から，現時点では本市としての新年度の具体的な事業計画をお示しすることはできませんが，県のほう

ではですね，２９年度におきましても観光鹿児島大キャンペーンという事業の一環として，県内の関係

する市町村がそれぞれ負担金を出しますが，奄美では奄美群島広域事務組合，負担金を出しましてＮＨ

Ｋと連携した広報活動やら，全体的な取組を県のほうではするということでございますので，御理解を

賜りたいと思います。 

 

１３番（安田壮平君） 大島については，龍郷がメインと思われがちですが，奄美市にも西郷さんゆかり

の土地があります。芦花部の南洲神社であったり，また笠利中金久学舎にある，西郷さんが腰を掛けた

床柱などですね，やはりそういうものの説明板，ガイドマップであったり，若しくは幕末維新期ゆかり

の，その時代のですね，白糖工場跡，蘭館山などをライトアップする絶好の機会だと思いますので，し

っかり観光客，そして地元の方に向けてアピールをお願いをしまして，私の一般質問を終わります。あ

りがとうございました。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で，自民新風会 安田壮平君の一般質問を終結いたします。 

 これにて，本日の日程は終了いたしました。 

 明日，午前９時３０分本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。お疲れ様でした。（午後３時４１分） 
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議長（竹山耕平君） おはようございます。ただいまの出席議員は２４名であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 本日の議事日程は一般質問であります。 

 日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたし

ます。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように質問者において御配慮をお願

いいたします。また，通告項目の積み残しのないよう時間配分をよろしくお願いいたします。更に，当

局におかれましても答弁につきましては時間の制約もありますので，できるだけ簡潔明瞭に行われます

ようあらかじめお願いをしておきます。 

 通告に従い，順次質問を許可いたします。 

 最初に，公明党 栄 ヤスエ君の発言を許可いたします。 

 

５番（栄 ヤスエ君） 市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。公明党の栄 ヤスエでございま

す。一般質問も最終日となりました。最後までどうぞよろしくお願いいたします。 

 質問に入る前に，少し所見を述べさせていただきます。はじめに，この３月をもって定年退職をされ

ます職員の皆様，長い間のお勤め，大変にお疲れ様でございました。退職後はお体を大切にされなが

ら，地域コミュニティの中でお力添えをいただきますよう，よろしくお願いいたします。 

 さて３月７日は奄美群島国立公園の誕生という歴史的なセレモニーに立ち会うことができ，私自身，

大変光栄に思います。奄美中が大きな喜びに包まれた１日ではなかったかと思います。来年夏の世界自

然遺産登録へ向けて，環境保全に対する住民意識の啓発などの課題もございますが，国立公園指定を契

機に自然遺産登録への意識醸成のチャンスと捉えてまいりたいと思います。また，毎年３月１日から国

際女性の日である８日までを女性の健康週間とすることは，日本産科婦人科学会，日本産科婦人科医科

会が女性の生涯にわたる生涯健康を支援することを目指し，２００５年から提唱しております。公明党

はこれまで女性特有のがん検診受診率の向上のために無料クーポン券配布や個別に受診を勧奨するコー

ルリコールを推進し，子宮頸がん，そして乳がん検診の受診率アップを進めてまいりました。女性が健

康であらゆる分野で力を最大限に発揮できるようにすることは，活力ある社会の実現に不可欠だと思い

ます。また，鹿児島県議会３月定例会におきまして，私ども公明党の成尾信春県議の乳幼児医療費の窓

口無料化についての質問に対し，三反園知事は，まずは住民非課税世帯の未就学児を対象に，２０１８

年１０月から開始するという方針を示しました。多くの皆様が要望されてこられた窓口無料化が，一部

ではございますが実現できるようになるということです。そして，何と言っても３月１１日は東日本大

震災から６年目を迎えます。被災地の早期復興とともに，被災者の心の復興を祈らずにはおられませ

ん。ここ奄美も南海トラフ地震を想定した日頃からの危機意識と防災意識を持たなければならないと思

います。 

 それでは，一つ目の質問に入ります。一つ目，市民福祉についてということでございますが，（１）

新生児聴覚検査についてでございますが，聴覚の障害を早期に発見し，早期療養につなげるために本市

における新生児の聴覚検査の現状を伺います。一つ目に新生児の聴覚検査の実施の数と保護者が負担し

ている検査の費用について伺います。 

 次の質問からは発言席にて行います。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。それでは，さっそく栄議員にお答えさせていただきます。 



 

- 204 - 

 

 聴覚障害につきましては，早期に発見して適切な療育を支援する，療育を受けることがコミュニケー

ションの形成や言語発達への影響を最小限に抑えることができることから，新生児期に聴覚検査を受け

ることは，早期発見，早期療育の観点から非常に重要と考えております。本市での新生児聴覚検査は，

市内２か所の産婦人科を有する医療機関におきまして，出産時の入院期間内に保護者の同意を得て実施

いたしております。検査実施数につきましては，市町村ごとの集計はしていないということでございま

すので，ただ両病院とも９割以上の方の同意が得られて実施しているということでございます。検査費

用につきましては，現在，保険適用がなく３，０００円程度の全額自己負担となっておりますが，本市

におきましては新年度より助成を行うことといたしております。平成２９年４月１日以降の新生児を対

象に，３，０００円の助成をする予定にいたしております。助成によって，保護者の経済的負担を軽減

することですべての新生児が聴覚検査を受けることができますよう，今後とも検査の重要性を含めて啓

発を図ってまいりたいと考えておりますので，御理解をよろしくお願いいたします。 

 

５番（栄 ヤスエ君） 御答弁ありがとうございます。今，新年度から始まるということで，９０パーセ

ントが受けているということですね。同意をしての受診ということなんですけれども，丸々１００パー

セント自己負担がなくなるということで，またこの９０パーセント，あと残りの１０パーセントの方々

も受けられる体制ができるのではないかと思います。ありがとうございます。 

 次に質問に移りますけれども，検査の方法と要支援というふうに，要支援児の，なった場合ですね，

保護者へのフォローアップというものはどのように行っているかを伺いたいと思います。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） それでは，新生児聴覚検査の検査方法につきましては，初期検査としてお

おむね生後３日以内に出生児がぐっすり寝ている状態で，音に対する脳や内耳の反応を測定いたしま

す。この検査で反応が見られなかった場合には，確認検査として再度検査を行い，更に精密検査が必要

という結果であれば，耳鼻咽喉科精密機関である鹿児島大学病院，もしくは鹿児島市立病院を受診する

ことになります。精密機関では時間をかけて精密検査を繰り返し，必要な養育機関や相談機関につなげ

てまいります。要支援児への保護者へのフォローにつきましては，現在のところ医療機関からの情報も

ないため把握できていないのが現状であります。しかしながら，新年度におきましては先ほども市長が

答弁されたとおりでございますが，助成事業となることから，母子手帳に綴られた聴覚検査受診券によ

って初回検査や確認検査の結果，また，精密検査の必要性の有無が確認できるようになります。今後は

聴覚検査について精密検査が必要となった要支援児が確実に精密検査を受け，必要な療育につながるよ

う，精神面を含めたフォローをしてまいりたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

５番（栄 ヤスエ君） ありがとうございました。今現在はフォローアップはされていないということ

で，病院からの情報提供もないということが現状だと思うんですが，この新年度からはきちんとまた情

報が病院等からも得られて，しっかりとフォローアップできるような体制がしっかりとできるというこ

との認識でよろしいですね。しっかりとまたそのことに関しても，今後の療育に関して，またフォロー

アップをよろしくお願いします。 

 ちょっと余談なんですけれども，母子手帳に，見せていいでしょうか，母子手帳，今手元にあります

けれども，ちょっと私も見たことがなかったので，確認させていただいたら，しっかりとまた聴覚検査

の項目も，先天性代謝異常検査という，２項目載っていましたので，またこの手帳も近々変わるという

ふうにお話を聞いておりますので，中身もまた充実したものになると思いますので，しっかりとまたこ

ういったものが母になる方たちの目に届き，しっかりとまたそういったものが受けられるようにです

ね，していただきたいと思います。ありがとうございます。はい，すみません。 

 次の質問に入らせていただきます。聴覚障害についてでありますけれども，聴覚障害と言っても，ろ

うあ者，また難聴者，中途失聴者というふうに分けられると思うんですけれども，本市における聴覚障
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害者の人数が分かりましたら教えていただきたいと思います。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 本市における聴覚障害者の人数についての御質問ですが，聴覚障害による

身体障害者手帳所持者の人数は４２１名となっております。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁がございますか。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 今，全体の人数については保健福祉部長がお答えをしたところでご

ざいますが，学校現場のほうの人数についても，私の方から説明をさせていただきたいと思います。聴

覚に障害のある児童・生徒に対しましては，その障害の程度に応じまして四つの場が設けられておりま

す。まず，特別支援学校へ行く場合，それから特別支援学級，そして通級指導教室，そして通常の学級

で学ぶという四つございます。本市におきましては，聴覚障害者の児童・生徒に対して特別支援学級と

いうのは設置をしておりません。名瀬小学校のほうに通級指導教室，聞こえの教室が設置をされており

ます。現在，中学生２名が週１回，名瀬小学校に通級をして指導を受けているところです。また，新年

度この４月からはそれに小学１年生が加わることになりますので，合計で新年度は３名がこの学級に通

う予定になっているところです。以上です。 

 

５番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。障害手帳をお持ちの方が４２１名ということで，それぞ

れにろうあ者ですとか，難聴者とか，中途失聴者には分けることはできないということで，もう総数と

いうことですね。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 身体障害者手帳ではですね，ろうあ者，難聴者，中途失聴者の分類はされ

ていませんので，それぞれの人数については把握できない状況でありますので，御理解いただきたいと

思います。 

 

５番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。手帳のお持ちに方は４２１名ということで，学校関係は

今，通級のほう，名瀬小学校に通っていらっしゃる方が，今中学生が２名ということですね。分かりま

した。４月からは小学生が１名ということでありますね。中学２名の方は週に１回，通う，週に何回と

か，どういう形で，通常は普通の学級にいらっしゃって，それから通級ということですよね，週に何回

とか，学級のその中身というんですかね，どういった授業を受けられているかを教えていただきたいと

思います。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 名瀬小学校の通級指導教室のほうには，週に１回通うということに

なっております。 

 （「中身は」と呼ぶ者あり） 

 この学級のほうでは，発音，それから発生の練習，訓練ですね，それから聞き取りの訓練，こういっ

たことを行っているところです。 

 

５番（栄 ヤスエ君） 分かりました。手話とかではなくて，障害の程度によると思うんですけれども，

それによって発音ですとか，発生とか，そういった聞き取りについて，今，その専門家がつかれて，し

っかりとそういった授業をされているということですね。はい，わかりました。 

 あと私がちょっと把握していたのが，ある中学校の方なんですけれども，難聴で補聴器をされてい

て，ろう学校から中学校に上がって来られてということで，特別支援の支援員を付けていたということ

だったんですが，その支援員が別のところに支援が必要になって，支援員がつかなくなったというお話
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を聞かせてもらったもんですから，今，聞こえの教室のほうに来て，しっかりとお二人，対象者になる

生徒さんは，この聞こえの学級で授業を受けているということの認識でよろしいでしょうか。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 通常の学級で通っているときには，特別支援員，支援員を配置して

おりますので，その方がその児童・生徒に対してのフォローをするということになります。 

 

５番（栄 ヤスエ君） 分かりました。学校の学校現場におかれましても，そういった障害を持たれた難

聴ですとか，生徒さんに関しては，しっかりと支援員も付けて，そういった配慮もなされているという

認識でよろしいわけですね。はい，分かりました。ありがとうございます。 

 次の質問に入らせていただきたいと思いますけれども，そういった聴覚障害者の方々のコミュニケー

ションの方法というなんですが，まずはこのコミュニケーションの方法を伺いたいと思います。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 聴覚障害者のコミュニケーション方法につきましては，先天性の聴覚障害

者，中途失聴者，高齢者の難聴者など，障害の内容や程度，聴覚障害が生じた時期により手段は変わっ

てくるものと思っております。本市におきましては，手話通訳士を配置し，重要なコミュニケーション

の一つである手話によるコミュニケーションを行っております。中途失聴者や難聴の高齢者など，手話

を覚えることが難しい聴覚障害者とのコミュニケーションにつきましては，筆談や口を大きく開けてゆ

っくりしゃべるなど，聴覚障害者の程度や場面に応じたコミュニケーションを行っているところであり

ます。 

 

５番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。そうですね，コミュニケーションの方法というのは，本

当に障害のそれぞれお一人お一人，また違ってきますので，その人に合わせた，一人に一人に合わせた

対応というんですか，コミュニケーションの方法があるというのは，もう今のお話の中で認識をさせて

いただきました。その中で，また独語ですとか，発音ですとか，補聴器，手話通訳，また要約筆記，ま

たパソコン文字通訳という，こういったものも項目も入って来ると思いますので，本当にそれぞれに合

わせた，また対応の仕方というのがあると思います。今現在，この障害福祉課の中でコミュニケーショ

ンを取られていると思うんですけれども，そこの中で取られているコミュニケーションというか，意思

疎通ですか，そういったものは，今担当の方とは，どのような形で取られていらっしゃるんでしょう

か。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） まず，窓口に来られた場合に，手話通訳士のほうで手話の通訳できる方は

通訳でやるんですが，いろんな場面があります。介護の認定とかもですね，子どももろうあ者で，お母

さんもろうあ者の場合は，高齢者の調査員と別途にですね，通訳士も行きながら，そういうコミュニケ

ーションで取り組んでいるところでありますので，いろんなケースがございますので，こちらで代表的

なことを申し上げたところであります。 

 

５番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。確かにまた下のほうには通訳士もついていらっしゃると

いうことで，さまざまなコミュニケーションの取り方は専門でいらっしゃると思いますので，分かりま

した。 

 次の質問に入りますけれども，この３番目に手話通訳者についてなんですが，まだ本市におきまして

は手段として手話通訳者派遣事業，そして手話講習会開催事業，そして手話通訳者養成講座開催事業と

いうのをされていると認識しております。この中で養成された手話通訳士，また通訳者，本市の実在数

を伺いたいと思います。 
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保健福祉部長（吉 冨進君） それでは，手話通訳者につきましては，本市では手話通訳派遣事業や手話

通訳養成講座の実施に取り組んでおります。手話通訳者の派遣につきましては，福祉政策課が窓口とな

り，１６人の登録者へ派遣を要請しております。平成２８年度登録者の内訳といたしましては，手話通

訳士が１人，手話通訳者が４人，手話奉仕員が１１名となっております。派遣方法は直接個人に依頼し

ており，派遣実績につきましては，平成２６年度１４３件，平成２７年度１３７件，平成２８年度につ

きましては２９年２月末現在でありますが９８件の実績がございます。派遣内容といたしましては，病

院受診，学校行事参加，日常生活における各種手続などとなっております。 

 手話通訳者の養成につきましては，奄美地区聴覚障害者協会へ講座開催を委託しているところであり

ます。手話通訳養成講座の受講実績につきましては，初級，中級者向けの手話奉仕員修了者が平成２６

年度１６人，平成２７年度１３人，平成２８年度１９人，上級者向けの手話通訳者養成講座修了者が平

成２６年度７名，平成２７年度２人，平成２８年度４人となっております。 

 

５番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。派遣実績としては，本当に１４３，１３７，９８という

ことなんですけれども，その手話通訳者に関しては大きな会合とか，ホールとかで，文化センターとか

である，ああいった大きなところでは市のほうで派遣されているのかと思うんですけれども，見ること

はあるんですけれども，この中で初級，上級という方々がおられるということですね，受講されている

と，そういうことですよね。人数がちょっと少ないのか，ちょっとわからないんですけれども，２８

年，それぞれにそれぞれの年で，新規にこれは受けられて登録されているということでしょうか。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） それぞれ新規で終了する方もいらっしゃいますし，前年度途中でしたの

に，また今年受講しているという方もいらっしゃいます。 

 

５番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。そうしましたら，この人数が今，手話通訳士，そして

者，奉仕員ということで，奄美市には実在されるということですね。はい，分かりました。 

 続きまして，次の質問に入ります。４番目の要約筆記者ということなんですけれども，初めてお耳に

される方もいらっしゃると思います。本市においてはまだ登録者はいないと認識をしております。この

要約筆記は声を文字に変えて伝えることということで，紙に書いたり，オーバーヘッドプロジェクター

ですね，プロジェクターに写して，文字を書いたものをプロジェクターに写して文字を出して見ていた

だくということとか，そういったことで伝える，また手話を使用しない中途失聴者や難聴者への情報手

段ということになります。これは会議などで要約筆記がつきますと，聴覚障害者は会議の状況というも

のを健常者と同等に要約ですので，要約されたものが書かれますので，多数の発言の状況がつかめると

いうことと，また自分も状況がその場で分かりますので，自分の意見もその場で言えるということがで

きます。難聴者の方からお聞きしたんですけれども，その方は補聴器なんですが，鹿児島へ研修を受け

るのに，聞こえないと研修をせっかく行くんですけれども，聞こえないと内容が分からないということ

で，要約筆記の派遣先ということを調べまして，当日二人派遣先にお願いをして，両方に自分を挟んで

両方に座っていただいて，要約筆記をして，内容をその中で知ることができたと話されておりました。

経費は実費だったということなんですけれども，こうした大事な会とか，研修会など，本当に不自由な

思いをされているということを切々とお話をされておりました。先日，そのお話を聞きまして私も要約

筆記の要請をしている鹿児島市の担当課，そして鹿児島市が委託をしている派遣事業をしている鹿児島

市手話通訳者要約筆記者派遣運営協議会の事務所というところを訪れまして，実際にお話を聞かせても

らいました。この養成は，厚生労働省のカリキュラムを，いっぱいありますけれども，カリキュラムを

要約筆記者養成事業で受講をして，また認定試験については県が実施されるということなんですけれど

も，また県におきましては，県視聴覚情報センターが派遣事業を行っております。やはりですね，手話

通訳と同じように，今本当に障害者差別法ができまして，合理的配慮ということで，そういった方々，
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中途で手話が使えない方々も，こういった会議，本当にこういったところにもいないといけないかなと

思うんですけれども，こういったところで内容をしっかりと同時に分かるという，そういった配慮とい

うのはすごく大事だと思います。私もこの前，手話言語条例の勉強会に行かせていただいて，実際に全

日本ろうあ協会の方々のお話も聞きながら，手話通訳と要約筆記を行っている場面を見させていただき

ました。本当に，来られた方々は，本当にそれぞれに障害が，度合いが違って，身障者もいらっしゃい

ましたけれども，同時にその話がしっかりと内容が分かるということで，すごい配慮がされた会合だっ

たんですね。やはりこういったことも奄美市においては，やっぱり福祉の充実ということで，配慮をし

ないといけないというふうに思いますので，ここらへんについて，質問に入りますけれども，手話通訳

と同じく意思疎通支援事業で，この要約筆記者の養成というものは，奄美市ではできないのかをお尋ね

します。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 議員御指摘のとおり，要約筆記は話の内容を文字にして伝達するもので，

手話を話さない中途失聴者などにとっては大きな助けになると考えております。鹿児島県視聴覚障害者

情報センターには，平成２８年度現在３４名の方が要約筆記者として登録されているようですが，本市

におきましては先ほど議員がおっしゃったとおり要約筆記者はいない状況であります。要約筆記者の資

格を取得するためには，講義や実技を８４時間以上受講し，受験に合格する必要があると聞いておりま

す。鹿児島県身体障害者福祉協議会が実施する講義は，２年に１度開催され，平成２６年度から２７年

度の状況は，受講修了者は１４名，そして試験合格者は１名から２名となっている状況だそうです。要

約筆記者を本市で養成できないかということでございますが，要約筆記利用のニーズなどを把握したう

えで検討してまいりたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと思います。 

 

５番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。是非検討していただきたいというふうに思います。必要

なニーズもしっかりと今から調べていただいて，よろしくお願いします。 

 次の質問に入りますけれども，この聴覚障害者への合理的配慮をどのように捉えているかということ

をお伺いしたいと思います。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 聴覚障害者への合理的配慮についてお答えいたします。聴覚障害の程度や

場面によって必要な支援は変わるものと思っております。適切な配慮を受けることにより，聴覚障害者

のある方が自分の力を発揮し，生活していくことができるものと考えております。本市は，手話通訳者

を配置し，行政手続などの支援を行っているところでございます。また，聴覚障害者の日常生活を支援

するために手話通訳者の派遣も行っているところで，これらの支援は今後も継続してまいりたいと思い

ます。更には，手話奉仕員，手話通訳者の養成により手話の普及に努め，それにより聴覚障害者への理

解も深めることができるものと考えております。そのほか，ろうあ者，中途失聴者，難聴の高齢者が聴

覚障害の状態に応じたコミュニケーション手段が選択できるよう，情報の充実に努め支援の方法につい

ても配慮してまいりたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと思います。 

 

５番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。この聴覚障害者にとっての差別ということが，聞こえる

人に比べて周囲と，このコミュニケーションが取れずに，コミュニケーションバリア，情報格差が起因

しているというふうにいわれております。聴覚障害者は見た目では，どうしても障害が分かりにくいた

めに，その障害とか，差別がなかなか理解されにくいといわれます。地域や職場，そして学校などで，

聴覚障害者も聞こえる人たちと一緒に学び，働き，暮らしていること，そして聴覚障害者はたくさんの

中にいても，コミュニケーションが取れずに，やはり孤立してしまうということも，しっかりと理解を

していただきたいと思います。これは本当に当事者の視点に立った福祉政策を，今後も奄美市としてし

ていただきたいと，強く要望いたします。また，学校におかれましても，本市はインクルーシブ教育と
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いうものを実践していると認識しております。学校においても，この児童・生徒への心のバリアフリー

も含めて，広げる教育を要望したいと思いますので，よろしくお願いします。本市におきましては，平

成２９年度が第５期障害者福祉計画の策定の年となっていると思います。こういったことも含めなが

ら，障害者福祉の向上に向けての策定を強く要望したいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 次の質問に入らせていただきます。次は，世界自然遺産登録についてでございますが，もう何かお話

があったと思うんですが，環境省は２月１日，奄美大島，徳之島，沖縄島北部及び西表の世界自然遺産

登録に関する推薦書をユネスコに提出，７日には世界自然遺産登録の前提条件となるべく奄美群島５島

は奄美群島国立公園に指定をされました。今年の夏にはユネスコの諮問機関，国際自然連合ＩＵＣＮの

現地調査による勧告，そして来年の夏には世界遺産委員会による審査があり，登録の可否が判断される

予定としております。登録に関しては，ユネスコの厳しい審査をクリアしなければならないというふう

に認識しておりますが，また，その中でも特別天然記念物のアマミノクロウサギなど，世界的に見ても

類を見ない希少な動植物と，自然生態系をいかに次世代まで伝承し，保護と保全できる体制づくりがで

きるかにかかっていると思います。その中でも，奄美の希少野生動物のアマミノクロウサギ等の脅威と

なっているノネコを，その生息地から排除する対策が喫緊の課題となっていると思います。それと同時

に飼い猫と認識している猫が登録をされずに屋外に出てしまい，ノラネコ，そしてノネコになってしま

わないためにも，飼い主に対して飼い猫の登録など，適正飼養についての周知が徹底されることが望ま

れます。先日はＮＨＫの全国放送でも取り上げられておりましたけれども，この猫問題に民間の立場で

取り組んでいる団体の活動紹介，そしてノラネコが集まっている公園の映像等もリアルに出ておりまし

た。また，徳之島での希少野生動物の生息地に設置していたモニタリング用の自動カメラに，アマミノ

クロウサギをくわえたノネコが初めて確認されたとの写真に衝撃を受けたものです。本市におきまして

は，ＴＮＲ事業として捕獲をし，不妊手術をされたノラネコは一目で分かるように，サクラネコという

か，カットした猫なんですけど，片耳をカットされて捕獲された場所へ戻すという取組をしております

が，このようなノラネコがアマミノクロウサギの生息地でたびたび発見されるという話も中に入ってい

たガイドですとか，マングースバスターズですとか，獣医師の皆さんからもお聞きしております。やっ

ぱり民家と山が近いここ奄美大島においては，ノラネコや外に出てしまう飼い猫でも，簡単に山の中に

入ってしまうという環境にあるのは，実際の問題ですけれども，ここで飼い猫条例が平成２３年に施行

されまして，１０月で６年目になりますけれども，この条例施行当時，私は議員になったばっかりで，

１１月からでしたけれども，猫は外で飼うものと，私も認識をしておりました。そして，不妊手術もせ

ずに猫は家の中を行ったり来たりというか，外を出たり入ったりだったんですけれども，そういう状態

で，幸い我が家の猫は交通事故に遭うことはなかったんですけれども，３匹中２匹は病死をしました。

現在の１匹は奄美市へ登録をいたしまして，識別番号もついた首輪をつけてもらいまして，動物病院で

も奄美市の助成金で去勢手術をいたしました。そして，環境省からの無償でマイクロチップも埋め込ん

でもらいまして，現在は手術をしたことで発情もなくなりまして，マーキングをしなくなりました。お

となしくなりました。すきを見て外に出てしまうことはあるんですけれども，近所を回って必ず自宅へ

帰るという習性がついております。大事な家族の一員として，最後まで責任を持って育てております。

なぜこの飼い猫条例ができたのか，私は最初，分かりませんでした。奄美のやっぱり，今思うには，今

も奄美の希少動物の脅威になる外来種になるノネコになる猫を増やさないという，このためだと私はい

思いました，自然を守るためだということで。奄美市においては，奄美においてはまだまだ飼い猫は終

生飼養をするという認識は薄いというのが現状だと，もう重々分かっております。それの意味でも，市

民の皆様にも，あらゆる場面で合法と認識を深めていただくべく周知をお願いして質問に入らせていた

だきます。 

 本市における飼い猫の現状について，１番目に登録数と市民への登録啓発について伺いたいと思いま

す。 
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市民部長（前田和男君） それでは，まず登録数のほうについてお答えをさせていただきます。直近３年

間ということで，平成２６年度が１，７７６匹，平成２７年度が２，０１６匹，平成２８年度が，これ

が２月末現在でございますが，２，２０３匹となっております。 

 啓発につきましては，従前から申し上げておりますとおり，広報紙，市のホームページ，出前講座，

啓発グッズなどを利用し，普及啓発に努めているところでございます。 

 登録件数は年々増加傾向にあるということで，飼い猫登録という飼い猫条例の一つの趣旨が浸透して

きているのではないかと感じているところでございます。以上です。 

 

５番（栄 ヤスエ君） 年々増えているということですね。３月，４月は住民異動が多くなりますけれど

も，転任の方への周知というのもお願いしたいと思います。そして，市民課や受付窓口でのポスターな

どの掲示は，今現状，いかがでしょうか。 

 

市民部長（前田和男君） まず，住民異動で転入される方につきましては，転入の手続きの際に飼い猫登

録についてのチラシを配布するという形で周知を行っております。市民課のカウンターにつきまして

も，登録を，これは市民も，転入者のみならず，住民の方も含めてですが，カウンターに登録を促すポ

ップスタンドを置いて啓発を行っているところでございます。以上です。 

 

５番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。随時，転入者の方々はですね，結構内地から来られる方

は意識がすごく高い方々が多いと，私は思っておりまして，しっかりとそういったところも周知をです

ね，していただきたいと思います。 

 次の質問に移りますけれども，飼い猫の避妊手術の現状を伺います。登録数に対しての手術数，そし

て助成金を利用した件数，実費でした件数とか，分かりましたら教えてください。 

 

市民部長（前田和男君） 避妊去勢手術済みの飼い猫の数でございますが，まず，２９年，これは１月末

でございます，１，１４２匹となっております。内訳としまして，助成金を利用した手術件数は５０２

件，従いまして実費での手術件数は６４０件というふうに考えているところでございます。以上です。 

 

５番（栄 ヤスエ君） ということは，実費で行っているということもありますので，すごくこういった

意味では意識が大分高く醸成されてきたっという認識でよろしいでしょうかね。はい。 

 ３番目の多頭飼いの飼い主の把握と対応についてでございますが，やっぱり市内を回っていますと，

どうしても数が多くなってしまっている家庭が多々見受けられます。いろいろと獣医師の皆様の協力で

少しずつとか，市民団体の皆様の協力で減らす，そういった活動をされているところもあるんですけれ

ども，実際に市としてどのような対応をされているか伺います。 

 

市民部長（前田和男君） 多頭飼いの飼い主の方への対応ということでございますが，条例に基づいてす

べての飼い主の方に登録の際，含めて適正な飼養をお願いしているところでございます。また，近所と

のトラブル等の連絡相談があった場合には，直接自宅に伺って，避妊去勢手術の助成制度等々も説明さ

せていただいて，責任ある管理をお願いしているところでございます。 

 

５番（栄 ヤスエ君） その多頭飼いをされている方々に，限ってある程度低所得であったりとか，やっ

ぱりお金がなくてできないという方々も多いようでございますので，そこら辺もまた今後，配慮の余地

があると思います。 

 ４番目のマイクロチップを埋め込んだ飼い猫の数を伺いたいと思います。 
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市民部長（前田和男君） 奄美市におけるマイクロチップ装着済みの飼い猫は３３０匹となっておりま

す。環境省のマイクロチップ装着の助成事業を利用したり，個人で装着したものとなっております。２

９年度予算で新たにマイクロチップ装着支援事業の予算を計上しておりますので，このことで更に装着

数の増加ができるのではないかと期待しているところでございます。 

 

５番（栄 ヤスエ君） 分かりました，３３０ということですね。しっかりとまた，新年度そういった予

算を付けていただきましたので，こういったところも，また入口の部分の登録のときには，しっかりと

訴えていただいて，もうその登録とマイクロチップはセットであるというふうに，しっかりと認識をし

ていただきたいと思います。 

 そして２番目の（２）の質問に移りますけれども，飼い猫の適正な飼養及び管理に対して条例改正と

いうことなんですけれども，これは改正に伴い，改正される箇所ということで書いてありますが，お答

えできる分でお願いいたします。 

 

市民部長（前田和男君） 条例改正の内容でございますが，今お話があったマイクロチップ装着の義務化

など，主に努力規定を義務規定に改正した内容となっております。更に，屋外飼養での繁殖制限の措置

の義務化，餌やり禁止条項の対象を市民だけではなく，観光客や市内の通過者も対象とする改正も含め

ております。また，今質問にもございました多頭飼養の制限ということで，５匹以上については許可が

必要となる条項も追加しております。飼い猫条例につきましては，奄美大島５市町村での協議を重ね，

今後更に専門家の方や市民の方々の意見を伺いながら，罰則規定も含め実効性のある条例改正について

議論を進めたいと思っておりますので御理解をお願いいたします。 

 

５番（栄 ヤスエ君） 分かりました。しっかりとお答えいただきましてありがとうございます。おっし

ゃったように実効性のある条例改正ということで，罰則規定もしっかりと組み込んでいただきながら，

改正のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 ３月１日付けの新聞記事で，２８日に大島地域行政懇話会におきまして，奄美大島５市町村では現行

の飼い猫条例の適正飼養や管理について，罰則規定などを盛り込んだ実効性のある条例の制定作業を進

めていると説明。より強力な対策の検討を求める意見が噴出したという記事がございました。本当に５

市町村，しっかりと足並みを揃えていただきまして，本当，実効性ある条例改正ということでお願いし

たいと思います。 

 最後になりますけれども，ノネコ対策についてなんですが，今後の予定として捕獲，順化，譲渡を行

うかということでお聞きしたいんですけれども，ノネコ以外にも民間団体におきましても里親ですと

か，そういった順化して，譲渡までするような民間団体もあります。獣医師の方々もそれぞれに，それ

ぞれの動物病院の中で，個人的，それぞれで努力をされているというのも聞いておりますので，やはり

そういった数的に頭数には限りがあると思いますので，しっかりとした今後の予定として捕獲，順化，

譲渡を行うかということでお伺いしたいと思います。 

 

市民部長（前田和男君） ノネコの捕獲，順化，譲渡ということでございますが，今回奄美大島５市町村

で構成する奄美大島ネコ対策協議会において，ノネコの対策施設として一時収容を考えた施設の整備を

考えております。捕獲した猫につきましては，適性判断，これは病気の有無だとか，人に慣れている

か，こういうことを見てですが，順化，譲渡をどのようにするか，これを含めて現在国・県，５市町

村，民間団体，ボランティアなどで慎重に協議を重ねているところでございます。ノネコ対策としての

方向性，制度の確立を図ってまいりたいと考えております。御理解をお願いいたします。 

 

５番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。②に移りますけれども，この続くと思いますが動物愛護
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センター機能を持った施設の設置予定ということで，新年度の予算におきましては猫対策事業で，概要

としてノネコの一時収容所，さっきおっしゃいましたけれども，整備し，希少動物が生息している地域

からのノネコの排除を行うとしておりますけれども，今後の予定をお伺いしたいと思います。 

 

市民部長（前田和男君） 今回，一時収容施設につきましては，改修の設計，改修を行った上で９月から

運用する予定で進めているところでございます。 

 

５番（栄 ヤスエ君） 分かりました。しっかりとまた整備が大分大きく整いつつあるということで，本

当に安心をいたしておりますけれども，現在，ノネコ問題解決に向けて取り組まれている民間団体は，

猫問題について島民の合意形成を図るために巡回講演をしたりとか，猫の譲渡会，先ほど言いましたけ

ど，譲渡会をしたりするなど，ボランティアでノラネコの不妊手術をしたりとか，本当にもう地道な活

発な地道な活動をされております。今後，民間団体とか，専門家との情報交換，また連携など，大切に

なってくると思いますが，先ほど答弁されましたので，そのとおりしっかりと専門家も交えた今後の取

組をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 最後に次の質問に移りますけれども，生活困窮者自立支援制度についてなですが，２回目の質問とな

りますが，この制度がスタートして２年目になります。私は平成２７年第３回定例会におきまして，本

制度の概要と福祉事務所設置自治体の必須事業である自立相談支援事業と住宅確保給付金の支給の取組

等について質問させていただきました。この法が制定される１年前の９月の新聞報道で，千葉県銚子市

で生活に困窮して家賃を滞納し，県営住宅から強制退去させられる当日，当時中学２年生の一人娘を殺

害したとして起訴されました母親の裁判判決が千葉地裁で言い渡されております。生活困窮，なぜ救え

なかったと大きく取り上げられました。家賃の滞納，督促には事情がある場合は相談に応じるというふ

うに記載されてたと言ったんですけれども，県に家賃の相談はなく，国民健康保険の担当課で短期の被

保険者証の手続きをして，生活保護の担当課にも行ってはいたんだけれども，相談はそのあとその方か

らはなかったと。その母親は複数の相談窓口に行ってはいたんですけれども，問題解決にはいたらなか

った。利用できる制度やサービスはあったとしても，その母親には必要な情報が届いてなかったという

ことの事例でございます。庁内や庁内関係機関との密接な連携がなされていれば，未然に防ぐことがで

きたのではないかと残念な事件でございます。このように支援や体制整備の遅れというのは，特に命に

大きな影響を及ぼす可能性があるということを留意していただきたいと思います。誰でも，ここにいら

っしゃる誰でも，失業や離婚，また病気などが原因で，生活が苦しくなる可能性はあります。暮らしに

困っている人の自立支援の必要性に着目して創設されたのがこの法律でございます。そこで質問でござ

いますが，現在の相談体制の現状について，①相談支援の現状を伺いたいと思います。この平成２２年

度から２７年度からスタートしての相談件数は９９件ということで昨年同僚議員も聞いておりましたけ

れども，平成２８年度の２月現在の相談件数は何件かをお示しください。 

 

福祉事務所長（伊東義久君） 平成２８年度の相談件数は，２月末現在で６３件となっており，主な相談

内容としては収入，生活費に関することが３５件，住まいに関することが５件，仕事探し，就職に関す

ることが４件，病気や健康，障害に関することが３件，その他１６件となっております。以上です。 

 

５番（栄 ヤスエ君） 分かりました。３５件はどういう相談でしたか。 

 

福祉事務所長（伊東義久君） ３５件は収入，生活費に関することが３５件となっております。 

 

５番（栄 ヤスエ君） 分かりました。９９件から６３件ということで，２月現在ですので，３月も入っ

てくるかと思うんですけれども，少ないのか多いのかちょっと分かりませんが，実際生活支援のほうが



 

- 213 - 

 

３５件ということで，数字的には多いということなんですが，実際困窮として相談には来るけれども，

そこがまた生活保護のほうに回ってしまうということもあり得るんですよね。この中で生活保護にいっ

た方というのは。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

福祉事務所長（伊東義久君） ちょっと今，手元に資料がございません，申し訳ありません。 

 

５番（栄 ヤスエ君） 分かりました。やはり生活支援，金銭面での相談のほうが多いのかなと思いまし

て，生活保護に結びつける件数も多いかなと思いましたので尋ねました。ここ，民生委員からの相談の

情報の提供なんですけれども，民生委員の方々からの相談の情報もあったと思うんですが，民生委員の

方からの情報の提供は何件あったのか。また，庁内の連携で相談をしたほうがいいということでつない

でいただいた件数というのは何件だったかお示しください。 

 

福祉事務所長（伊東義久君） 民生委員からの情報提供につながった件数は２件でございます。そして庁

内の連携でつながった件数は６１件で，内訳といたしましては福祉政策課が２９件，保護課が１１件，

国保年金課が９件，その他５課で１２件となっております。以上です。 

 

５番（栄 ヤスエ君） 分かりました。そうですね，民生委員の方々，身近にいらっしゃると思うんで

す，なかなか情報収集ができなかったりとか，相談ができなかったのかなというふうに思います。庁内

の連携が６１件で，ということはそれぞれの窓口でしっかりとキャッチできる体制を今つくっている

と，庁内で横の連携は取れているということの認識でよろしかったですね。また，今後ともそういった

形でしっかりと制度と制度の間から漏れる方々を出さないような，そういった仕組みづくり，情報提供

をですね，しっかりとして，収集もしていただきたいと思います。 

 次の質問に移りますけれども，来年度から始まる任意の支援事業で，一時生活支援事業，そして家計

相談事業，子どもの学習支援事業というのがそれぞれ始まりますけれども，それぞれの事業内容と今後

どのように取り組んでいくかを伺いたいと思います。 

 

福祉事務所長（伊東義久君） お答えいたします。一時生活支援事業，家計相談支援事業，生活困窮世帯

の子どもに対する学習支援事業は，生活困窮者自立支援制度の任意事業の位置付けとなります。本市で

はこれまで必須事業である自立相談支援事業，住居確保給付金事業のみを実施してまいりましたが，生

活困窮者の多様で複合的な課題を解決していく上で，必須事業の実施のみでは対応困難なケースが増え

てきたことから，本事業の実施により新たな支援策を展開しようとするものでございます。各事業の概

要を説明いたしますと，一時生活支援事業はホームレス等の緊急に衣食住の確保が必要な者に対し，一

定期間衣食住等の日常生活に必要な支援を提供しながら，自立に向けた支援を行う事業でございます。

また，当市にはＤＶ被害者に対するシェルターがございませんが，その役割を担うことも可能となって

おり，この場合は当然，議員の御指摘のとおり婦人相談員，民生委員及び各関係機関との連携により，

しっかりと守れる支援体制づくりを行ってまいりたいと考えております。 

 次に，家計相談支援事業につきましては，家計から生活再建を考える者に対し，家計の状況を「見え

る化」し，利用者の家計管理の意欲を引き出しながら，自立に向けた支援を行う事業でございます。具

体的な支援といたしましては，家計表等の作成や出納管理等の家計管理に関する支援，家賃，税金，公

共料金等の滞納解消や債務整理に関する支援，生活福祉資金等のあっせんなどが挙げられます。先ほど

今年度の主な相談内容ですけれども，相談件数の約５割６３件のうち３５件の方が本事業の対象になり

ますので，本事業の実施は生活困窮者の自立支援に非常に効果的であると考えております。 
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 次に，生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業につきましては，貧困の連鎖を防止するため，生

活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援や居場所づくり，養育に関する保護

者への助言を行う事業です。平成２９年度におきましては，名瀬地区１か所，週１回，２時間程度の実

施を考えておりますが，事業の実施状況を評価した上で，改めて事業規模を検討してまいりたいと考え

ております。なお，本事業は適切な運営が確保できると認められる法人などに委託して実施する予定で

あり，企画提案を募集する公募型プロポーザル方式により受託事業者を決定し，準備期間を得て７月頃

から本稼働を予定しておりますので，御理解いただきたいと思います。 

 

５番（栄 ヤスエ君） ありがとうとざいます。必須事業から任意事業までしっかり手厚い体制を整えて

いただきまして，本当にありがとうございます。しっかりとまた支援できる方，支援を受けないといけ

ない方たちの，また情報提供というのも，また必要になってくると思いますので，今後もそれも合わせ

てお願いしたいと思います。 

 必須事業から，また任意事業まで取り入れていただきまして，新年度から事業スタートをされていく

ということですけれども，この学習支援事業においては本事業が地域の拠点となり，地域の子どもを地

域で育てる取組ができたらいいというふうに思います。また，学校や地域とも連携した子どもの居場所

づくりということで，さっきおっしゃっていましたけれども，そういったものにもなればいいかなと思

います。生活困窮者の方は自らＳОＳを発することが難しい方々でありますので，しっかりとまた市の

広報ですとか，しっかり取り上げていただきまして，全世帯に個別に配布するなど周知をしていただき

たいというふうに考えます。早期発見，早期支援につなげる手厚い，また奄美市の取組を今後とも要望

して，私，栄 ヤスエの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で公明党 栄 ヤスエ君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時３０分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。 

 引き続き一般質問を行います。 

 日本共産党 三島 照君の発言を許可いたします。 

 （発言する者あり） 

 

１６番（三島 照君） 最初からやかましいわ。こんにちは。市民の皆さん，議会の皆さん，そしてイン

ターネットで御覧の皆さん，こんにちは。日本共産党の三島 照です。今年で退職される，今年度退職

される職員の皆さん，本当に御苦労さんでした。皆さんには大変お世話になりました。これからは皆さ

んの今まで培われた知恵と経験を活かして地域では皆さんの帰りをお待ちしています。民生委員も自治

会長も不足しています。是非皆さんの力を発揮して地域や後輩のために頑張ってください。 

 さて今，世界中が米国のトランプ大統領のもとで全世界がどうなるのか，とまどっているのが実情で

はないでしょうか。しかし，私はトランプ大統領は，いろいろ問題はあっても堂々とええことも悪いこ

とも，表にさらけ出してそれを米国の国民は，国民の中ではおかしいことはおかしい，声を大にして反

対運動やいろんな行動が行われています。そして，大統領の側近からも，司法長官はあの入国禁止条例

は憲法違反だとして解除するなど，この議会でも皆さんが言われたように米国の大人の民主主義の発展

は敬服するところです。ところが日本では，安倍暴走政治，立憲主義を壊して戦争法の強行採決，沖縄

の辺野古基地建設問題，そして東村高江のオスプレイ基地，着陸基地建設の強行，共謀罪まで持ち出し

てきました。また，安倍政権のもとで軍事費はとうとう５兆円を突破しました。これは海外派兵型の兵

器が目立ち，高額兵器購入のための後年度負担が増え，その結果，社会保障の切り捨ての要因となって

いくことは必至です。日本の話をしている今は。武器輸出三原則の撤廃は２０１４年の４月，そして防
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衛生産技術基盤戦略の策定は２０１４年の６月，防衛装備庁を設置したこれは２００５年の１０月で

す。武器輸出が推進されている，まさに日本が死の商人になることを宣言したに等しく，武器を輸出し

ないことで培ってきた国際的な信頼を自ら損なう道に乗り出したことと言わざるを得ません。なお，防

衛省は２０１４年，大学研究機関との研究協力を本格化させる方針を策定をし，２０１７年度予算の概

算要求で大学研究者を兵器開発に増員するための予算は１８倍に増額させています。またに軍学共同に

よって戦争に加担する過ちを二度と繰り返してはなりません。また，それだけではありません。社会的

には森友学園の問題など，数えればきりがないほどの暴走に対して，政府与党の中で何も言えない，右

向け右の今の日本の政治情勢ほど危険な状態を，戦後最も危険な内閣と言わざるを得ません。日本共産

党はこういう安倍暴走内閣に対し，市民国民と力を合わせて全力で戦ってまいります。そういう安倍内

閣のもとで，この奄美に建設が進んでいる自衛隊基地建設は，一昨日の７日に決まった国立公園，自然

遺産登録の島々には最もふさわしくない施設だと言わざるを得ません。 

 そこで質問に入ります。今，基地整地事業が始まっています。まず，今行われている基地建設整地事

業の進捗状況を示してください。 

 これからは発言席で発言します。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それではお答えいたします。現在，土地造成の工事を進めているところでご

ざいますが，敷地造成の工事については工区ごとに多少の差はございますが，概ね今年の１０月末頃ま

でには工事が完了する予定というふうに伺っております。進捗状況はそういうところでございます。以

上です。 

 

１６番（三島 照君） と同時に，今，さっきの議会でも提案されていますように，これから基地建設の

ための水道管の布設工事が行われていくと思います，２９年以降。それに伴う住民説明会など，私は必

要じゃないかと考えています。それは，いつも発言していますように，この道路は単なる自衛隊だけの

道路ではなく，通勤，通学，奥の龍郷から芦花部，有良の方々の名瀬への仕事や通勤，通学にも使われ

ている道路です。そういう状況の中で，この水道管布設工事に伴う住民への説明会，どのように思って

いるのか。水道工事での片側通行や通行止めや，またこの工事の工事方法，工事日程等も含めて示して

ください。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それではお答えいたします。平成２８年の第４回の定例会でも少し答弁をさ

せていただきましたが，土砂の搬入ですね，関しては敷地内，あるいは隣接する残土処分場との間の移

動のみでございます。伐採した樹木の搬出に８台の車両が１日１回，処分場との往復をしているという

ふうに伺っております。その際にも十分な安全対策を講じるようお願いをしているところでございま

す。 

  水道管の工事ということでございますが，大熊地区に往来する工事車両には，この間の議会でも答弁

を少し申し上げましたが，マリンタウン埋立てに関する工事車両が含まれます。このマリンタウンの終

了が平成２９年の中旬ですね，中旬頃には終了するということになりますので，その結果，工事車両数

がかなり減少するというふうに考えているところです。ただ，一方では駐屯地内の整備，これは隊舎の

整備ですが，これらに関係する工事に関係する資材の搬入が増えるということが想定をされます。現況

との比較で発注時期のずれがありますので想定が難しいところですが，ただ，今後発注予定の工事に係

る車両についても，水道管の布設工事と合わせて，議員のおっしゃるとおり安全対策を喚起するという

点では，大変配慮すべきことだろうというふうに考えております。例えば，通勤通学の時間帯を避ける

などの，そういう調整可能な部分もございますので，今後の発注工事の状況を確認しながらですね，関
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係機関と連携して安全対策に努めてまいりたいというふうに考えております。以上です。 

 

上下水道部長（上島宏夫君） 駐屯地の水道管布設工事については，水源地予定地から駐屯地内の受水槽

までの約５．７キロメートルを予定しております。また，その間に消水ポンプ，中継ポンプ場等の施設

整備も予定しております。時期につきましては，現段階では今年８月頃から平成３１年２月末頃までを

予定しており，議員御指摘の安全面については，他の重なる工事とも連携を図りながら十分配慮する予

定であります。交通安全については新聞公告なり，また交通整理員を配置して配慮していきたいと思い

ますので，御理解のほどよろしくお願いします。 

 

１６番（三島 照君） 部長はいつもね，中でやっているから，ほとんどダンプの出入りはしていません

と言うているけど，見たことはありますか。してないことないですよ。ちょっと待ってよ，まだ。だか

ら，前も言うたように，ちゃんと多いから，ほこりが立つから，今も毎日何台かの散水車が有良から水

をくんで，ほこり立たんように散水工事，それもやっているんですよ。これが今度は今言われたよう

に，８月から３１年まで，あの道路を掘って，掘るいうことは重機も入って行くんですよ，当然。その

間に，通行止めやいろんなもんが，通勤，通学の時間帯をどう避けるか。やっぱり私は一度，それと合

わせて，こぐま商店の前やあの辺のね，通行調査，それであの工事現場の出入口をどれだけ出入りする

か，いつも土砂の中ではガードマンが立っていますから，彼らの意見も聞いたら，出てくるはずなんで

す。やってないでしょう，一つも。そういう意味では，そういう安全対策をきちっと立てていかなけれ

ば，万が一にも何かあったときには，結局その犠牲になるのは市民なんです。昨日のあの先日の元野議

員への答弁でも，市長は自衛隊は地域住民の皆さんとしっかり溶け込んでいける，どこでもそういうふ

うにやっている，そして自治体とは意見交換がいつもできて，何かあればこっちから申し入れもでき

る，そういう状況はできていますという答弁をされます。そのために二人の職員と一人の臨時職員を配

置していると言うたんですよ。答弁されたんです。そういったことを，そういう関係ができているんな

ら，また同じように大熊集会場じゃなくて，やっぱりあそこは大熊住民だけの道路じゃないんですか

ら，やっぱりみんなに分かるように，ちゃんと説明をして，工事の安全対策も含めた対応を検討すべき

だと思うし，そういうための工事日程やそこらの説明をすべきだと思うんです。それまで含めて答弁し

てください。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 現地のほうでの確認ですね，私のほうも議員の御指摘がございましたので，

職員とともにですね，現場のほうに出向いて調査をさせていただきました。造成地のところと残土処分

場の中をですね，半日かけて調査をさせていただきました。やっぱりあの造成地の中のトラックは造成

地から残土処分場の往復をしていると。残土処分場からはマリンタウンのほうにそのトラックが，別の

トラックですよ，別のトラックがマリンタウンのほうの往来をしているということでした。先ほどの伐

採のほうは，当然別のところの処分場のほうに搬入しているということで，そのほこりに対策について

は，議員がおっしゃったとおり，しっかりと散水車でほこりが立たない処置をしていたということで，

確認をしております。そういうところで，今後，先ほど申し上げたとおり，隊舎の整備が始まりますの

で，それのほうについては，自衛隊のほうと，自衛隊というより防衛省のほうですね，防衛省の皆さん

と協議をしながら，先ほど申し上げたとおり，通勤，通学，この点についてはなるべく時間をずらすと

か，そういう工夫をするようにですね，協議を進めていきたいと思いますので，その安全対策について

は十分我々のほうも心がけていきたいというふうに思います。 

 説明会のほうについては，どこまで範囲を広げるかというところはありますが，大熊地区の皆さんに

は何らかの形で説明するような工夫をしていきたいというふうに思っています。以上です。 

 

１６番（三島 照君） さっきも言いましたように，私は大熊地域だけでやるのは当たり前，あんだけの
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工事をやるんですからね，けど，大熊地域の人だけがあそこを使っているんじゃないんで，やっぱり全

市民に向けてそういう，それぐらいの対策は打つべきだと思っているんですよ。それは話し合ったらや

ってやれんことはないんで，それこそ名瀬市内できちっと市民の皆さんに，こういう大々的な工事が入

って，２９年の８月から３１年まで水道工事も続くんですよ。その間にこれから本格的な庁舎の中の建

築工事や，いろんな埋設工事が始まるんですよ。当然，大きなトラック，パイプを積んで運んだり，当

然やるんですよ。そのためには，何もあの大熊だけじゃないんです。トンネルから全部通って行くんで

すから，やっぱり市民も注意の喚起を促す意味でも，やるべきだと思うんですけど，もう一度，答弁

を。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 先ほど申し上げたとおりですが，工事に関して申し上げれば，すべての工事

でそういうふうな説明会というふうになる可能性も出てきますので，自衛隊の工事だから説明会という

ふうな考え方に基づけば，少しやっぱり範囲というんですか，工事の範囲がとめどなく広がるというこ

とにもなりますので，その点については御理解をいただきたいと思いますが，その工事の広報の仕方で

すね，ホームページやら市政だよりを通じてですね，その注意喚起のほうは促していくような工夫はし

たいと思います。以上です。 

 

１６番（三島 照君） 何を言うているのね，いつまでも同じことばっかし言うて。そんなことは承知の

上でね，やっぱりあの道は，今の国道も通るし，通学路でもあるし，また通園，通学の道路でもある。

そういう立場から考えたら，もう一度真剣に考えてみてください。いつでもいいですけど，そこがなけ

ればね，集めたら，またうるさいからと思っているんじゃろ，そういうことを抜きに，あるから言うて

るんやからそれを抜きにきちっと，それぐらいの説明会は市民に向けてやってやるべきだと思います。

はい，市長の見解を。 

 

市長（朝山 毅君） 三島さんがおっしゃることはですね，ついては，総務部長が話したとおりでありま

すが，ただ，今は各種公共事業においては，品確法などに基づいて発注者の責任，そして受注者の責任

がある程度明確になっております。例えば，本市においても庁舎建設をやっております。私どもは近隣

市民に，また特に近隣市民に多くの皆さん方に御迷惑をかけることがないようにという発注者責任を持

って申し上げております。また，受注者においては工事期間中，お隣の皆さん，多くの皆さんにご迷惑

をかけるかもしれないということで，工事期間中のその間のことを近隣の人々に，実はこうこうします

のでと，ずっと回っているようです。これは受注者の責任として，発注者の責任として，そのように互

いに信頼関係に基づいて公共事業はなされていると，私は思っております。そういう意味において，本

工事については国が発注する工事です。そういうことを含め，また市の当該市町村における公共施設の

整備については，広報紙を通したりしてやっていく。我々が発注した工事については，より多くの皆さ

ん方に，例えば本庁舎の建設などについても，検討委員会を作ったり，いろんな形で市民の御意見をい

ただきながら，現在に至っております。そういうことを含めて，やはり発注者責任，受注者責任，そう

いう信頼関係のもとで，ましてや公共工事はなされていると私は信じておりますので，それが当該地域

における水道工事，確かに御迷惑をかける期間があるかと思いますが，そういうことは当該市町村の自

治体のある面においての配慮として，広報紙を通し，また地域住民にこういう期間，こういうことがあ

りますよと，広報して，そして発注者の責任，受注者の責任の中においてやっていかれ，我々は市民の

声を通して，その発注者，受注者に相談をし，また申し入れをすることはやぶさかではありません。こ

れは当然のことだと思っておりますので，公共事業においてすべてのそういうことをやっていくと，こ

れは決してそういう，避けるということではありませんが，際限なく広がってくることも想定されます

ので，よりよく市民に対する説明の機会は持つように，広報などを通して，私どもが発注した工事じゃ

ありませんので，そのことだけはどうか理解の上でお願いしたいと思います。 
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１６番（三島 照君） 市民の声を聞いてと，私も市民ですから，私だけが言っているのと違いますか

ら，発注者に対して，地元自治体として市民からそういう声がありますと，その関連する周辺の大熊だ

けじゃなく，いうことを是非申し入れてください。時間ないし，次いきます。 

 私は今回，公正・公平な行政運営について，ちょっと質問させていただきます。再雇用職員の派遣，

再雇用だけじゃなくて，市職員のＯＢ職員が配置される，そういう中で，そのことが決して悪いとは言

っていません。やっぱり，さっきも言いましたように，長い間，市で働いて，知恵も力もありますか

ら，それをいろんなところで市民のために発揮してもらう，それは大事なことですから，それが問題と

は思っていません。しかし，この間，具体的に言いますと，今現在，例えば医師会系の事業所へのＯＢ

職員が何人配置されているのか。社会福祉協議会へのОＢ職員は何人行っているのか。まず，その人数

だけ，先に聞かせてください。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 配置の状況はですね，もう退職された方々ですので，私どものほうでは把握

はしておりません。再任用の方々の配置は分かりますけど，退職された方は把握をしていないというこ

とで。 

 

１６番（三島 照君） 把握しないでも分かっているよ。何を言うているの。なぜそういうことを今回お

聞きしたかと言いますとね，私は今，介護保険の問題やいろんな問題で若い人たちが事業所を立ち上げ

て一生懸命介護や医療福祉に関わって来ている，そういう中で，介護保険制度がこれから変えられて，

ますます厳しくなっていっているんです。じゃあ，お聞きしたいのは，私が調べたところでは大体５人

ぐらいのОＢが医師会系のすべての職場に在席していると思うんです。そういう流れの中で，平成２５

年だけでも医師会系への随意契約，入札じゃないんです。約８，６２７万９，４１７円，２６年は９，

４１７万７４８円，いうような形でなぜこういうところで随意契約が増えていくのか。その流れを示し

ていただきたい。医師会系の平成２５年から２７年度の随意契約の件数と，その額，その理由，なぜそ

うなのか。社会福祉協議会へはいつも一人しかОＢ職員では行ってないと私は思っていますけど，そう

いう流れの中で，２２年，２３年ぐらいと比べて，額的にも増えていっていると思いますので，やっぱ

りそこのところをなぜそうなったのか，示してください。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 私のほうでは全体のほうをお答えして，個別のほうは所管の部長のほうから

お答えをさせていただきたいと思います。 

 先ほどの，その前に，我々は配置ということでお尋ねがあったので，配置の状況は分かりませんとい

うことでお答えしたところですので，御理解をください。 

 まず，医師会系の随意契約ですが，２５年度が１７件で１億１，７５７万７，０００円，２６年度が

１９件で１億１，８９８万２，０００円，２７年度が１８件で１億１，８２８万２，０００円となって

おります。主な業務ということで，後で答弁があるかと思いますが，予防接種業務や健康審査業務委託

などが挙げられます。 

 次に，社会福祉協議会関係の随意契約ですが，平成２５年度が１６件で６，１４４万９，０００円，

２６年度が１６件で６，８０２万８，０００円，２７年度が１５件で６，２９１万３，０００円となっ

ています。主な業務ですが，食の自立支援事業や身体障害者への訪問入浴サービス事業などが挙げられ

ます。私の方から以上です。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） それでは，大島郡医師会に係る契約内容についてお答えいたします。主な

契約内容につきましては，予防接種及び健診事業でございます。平成２７年度の実績といたしまして

は，予防接種業務が３件の５，７７１万３，０００円，健診に係る業務が１０件の３，４５６万３，０
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００円となっております。これらの契約につきましては，県立大島病院や奄美中央病院を含みます市内

３６医療機関が所属しています大島郡医師会と業務委託契約を締結しております。同会に所属している

各医療機関へは，契約の承諾をいただく形をとっております。また，大島郡医師会に所属していない医

療機関につきましても，予防接種及び健診事業について，個別に契約を行って取り組んでいるところで

あります。 

 次に，奄美市社会福祉協議会に係る契約内容についてお答えいたします。主な契約内容につきまして

は，２支所における「食」の自立委託事業，そのほか身体障害者訪問入浴サービス事業などの委託が主

な内容となっております。平成２７年度における委託実績につきましては，「食」の自立支援事業が

３，４４６万８，０００円，訪問入浴サービス事業委託料として４６０万２，０００円となっておりま

す。「食」の自立支援事業におきましては，対象者に対し配食を行い，食生活の改善と安否確認を行う

ものであります。社会福祉協議会のほかに４か所へも同じ業務で委託を行っており，一つの団体だけに

偏らないように委託業務を実施しているところであります。入浴訪問，身体障害者訪問入浴サービス事

業におきましては，身体障害者の生活を支援するため，訪問により居宅において入浴サービスを提供す

ることにより，身体の清潔の保持，心身機能の維持等を図ることを目的としており，社会福祉協議会の

ほかに訪問入浴の設備を所有している奄美佳南園への委託を行っているところであります。これによ

り，委託料につきましては，各事業の実績に基づき，社会福祉協議会へ委託料を支払っているところで

あり，随意契約について適正な業務を行い，事業の推進を行ってまいりたいと考えておりますので，御

理解を賜りたいと思います。 

 

１６番（三島 照君） いうことは，医師会へということになってはいるけれど，医師会へ加入している

各業界の皆さんにも，医院や病院などにもそれが回って行っているということですか。それでその社協

の食の改善や訪問入浴なども，小さい食の配食やらしている業者もいますよね。そういうところにもこ

れは分配されていっているということですか。役所の会計上，医師会，社会福祉協議会になっているけ

ど，回っているということですね。それがあればまた細かいことは予算委員会がありますから，そこで

お聞きしたいと思います。私はやっぱり今，一番そういう困っているところで，これから訪問看護や要

支援や要介護が保険適用を外されたりしていったときにね，やっぱりそういう小さいところが廃業しな

ければならないようなところに追い込まれるようでは困るなというのがあっての質問です。 

 それじゃ，次に行きます。産業振興についてです。中小企業基本条例は今議会で条例が提案されまし

た。公契約条例の制定に向けた進捗状況と，条例制定にあたっての何か，課題みたいなのが分かれば示

してください。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 先に，私のほうから中小企業，中小企業振興条例についてお答えさせても

らいます。中小企業基本条例につきましては，中小企業基本法及び小規模企業振興基本法の趣旨を踏ま

えるとともに，平成２７年第４回定例会において条例制定の陳情採択がなされたことも受けて，本議会

において中小企業・小規模企業振興条例を上程させていただいたところです。条例の策定に当たりまし

ては，奄美大島商工会議所や奄美商工会などから選任した検討委員会を設置しまして，３回の会議を重

ねてとりまとめを行ったところでございます。本条令においては，中小企業が本市の経済発展に果たす

役割の重要性に鑑み，中小企業の振興を図るための基本理念などを定めるとともに，中小企業者，行

政，関係団体，市民等の役割を明確にすることで，関係機関と市民が一体となって取り組むこととして

いるところです。条例が可決されましたら，新年度において中小企業振興会議を設置し，さまざまな御

意見を伺いながら中小企業の振興に有効な施策についての協議や実施に向けた検討を行ってまいりたい

と考えているところです。以上です。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁漏れはないですか。公契約について。 
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総務部長（東 美佐夫君） 失礼しました。公契約条例については，もう以前から進めている作業です

が，既に庁内検討委員会を立ち上げて議論をしております。この委員会の中で，公契約条例に対する市

民の理解や認識は低いのではないかという意見もありまして，それを踏まえて契約の相手方である各種

団体との勉強会の開催，関西の自治体の視察の調査などを行ったところです。ちなみに，各種団体の勉

強会というところですが，６団体，建友会を含めてですね，指定管理者の管理者の方々含めて６団体の

方々と勉強会を，もう既に終えたところでございます。関西の自治体の調査のほうは，関西のほうで制

定しているところと制定してないところ，議論はしたけど制定してないところ，また，労働報酬の下限

をつくっているところとか，下限を設けてないところ，そういうところを調査をさせてもらったところ

です。その中でですね，見えてきた条例の課題ということで申し上げますと，おおむね９点ほど上げら

れると，今，我々のところでは考えているところです。一つ目が，最低賃金法上の地域別最低賃金との

関係について，自治体ごとの判断がかなり異なっているということ，２点目が条例の適用範囲をどこま

で広げるかということです。例えばどのような業種を対象とするのか。あるいは事業費の金額要件をど

こまで設定するのか。こういうところが少し問題に，課題になると。三つ目が労働報酬の下限額の設

定，先ほどあるところとないところという話をしましたが，その部分をどういうふうに決定するかとい

うところです。四つ目が実効性の確保，要は条例は制定したけど実行できないということになるとよく

ないですので，書類の審査，あるいは立ち入り審査など，調査などまで踏み込むのかどうかというとこ

ろです。五つ目が市もそうですが，契約の相手方である企業の事務の増加が当然見込まれるというとこ

ろ，六つ目が条例の適用の契約従事者，いわゆる市の事業を請け負う事業者ですね，この方々の従業者

とそれ以外の従業者との賃金の格差が生じることで，労働者の選別が生じる懸念があること。七つ目が

同一労働同一賃金が崩れることによって，事業者と労働者への影響がないかということです。これは公

共事業賃金に伴う民間工事が追随して賃上げをすることが考えられますので，その影響が考えられる

と。その結果，市民の負担が増大すると，増加するという懸念もありますので，こういう点が課題と。

八つ目が会社経営と雇用の問題が関係すること。いわゆる賃金上昇によって会社経営が圧迫するんじゃ

ないかということです。九つ目が制定した自治体ごとに取り巻く環境が異なっていますので，どのよう

な経緯で制定にいたったかと，この辺も少し検証しないといけないだろうというふうに考えておりま

す。そういうことで，引き続き検討を重ねていきたいというところで考えているところでございます。

以上です。 

 

１６番（三島 照君） 今，部長答弁された内容については，私も先日各団体と意見交換したときも，き

ちっと公契約条例とはどういうものなのか，自分らに何もかも押しつけられて，窮屈になっていくよう

なね，思いも感じているところもありますので，そこら辺は，やっぱりしっかりとあまり役所用語でも

のを語らずに，普通の言葉で語って理解してもらう努力をしてもらいながら，そうそう時間かかって

も，この制定については島の経済に与える影響も大きいと思いますから，是非その課題の克服に向かっ

て取り組んでください。 

 そういう中で，二つ続けて，今言われましたように，いろんな意味でこの公契約条例や中小企業基本

条例が今回準備されてきてます。そういうのを判断していく上でもね，今，今議会でも貧困の問題やい

ろんな問題が出されました。市民の生活，本当に大変な状況がいっぱいあるんですよね。その辺をどう

見ているのか，まとめて雇用状況をどう分析しているのか，①，②があります。これも今の公契約条例

の中で，やっぱりそういう業界の皆さんは，例えば職人や技術者，これから市長も言われたように，自

衛隊の建設は始まるわ，庁舎建設は始まるわ，給食センターは始まるわ，公民館は始まるわね，いろん

な公共事業が重なってきたときに，本当に職人や雇用をどう確保するか，悩んでいるんですよ。それで

小さいところでいけば，例えば役所の会計の関係で４，５，６，仕事がなくなる。これをできたら，そ

の公契約のいろんな状況の中で，１５か月予算にしてほしいとか，いろんな声があるんです。その辺を
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どういうふうに見ているのか，示してください。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 私のほうからは，まず経済の現状ということでお聞きしていましたので，市

内の経済の現状はどうかというところでお答えをしたいと思います。 

 直近の調査のほうでは鹿児島県のほうが実施しています鹿児島県の消費者購買動向調査というのが３

年に１回実施されておりますので，それを基に少しお答えをして，その直近のほうは，またあとで述べ

たいと思います。 

 この調査は，商圏ごとに分かれて分析をされております。奄美大島の場合は名瀬商圏ということで分

析をされておりますが，直近の平成２７年度の調査で申し上げますと，購買人口が平成２１年が４万

４，９６６人でした。平成２４年が少し伸びまして４万７，１４０人となります。ただ，平成２７年は

下がりまして４万３，０４１人というふうに増加と減少で推移をしております。これの影響をちょっと

見てみますと，下がった現象の影響ですが，旧名瀬市と瀬戸内町が減少しているというところです。一

方で，消費者の地元の購買率の推移というところで見てみますと，平成２４年から平成２７年にかけて

若干の減少はありますが，ほぼ横ばいで推移をしているところです。したがって，地元のほうでの購買

を続けているということが言えるかと思います。一方，通信販売のほうが，やはり離島のほうは多くて

ですね，年に１回以上利用する人が全体の約７割，年５回以上利用する人が全体の３割を超えるという

ことで，やはり離島のそういう状況が見えるということです。この状況は先ほど奄美大島の人口ビジョ

ンを策定したときにアンケートを取りましたが，島内約９，７００名の方と約１，３００の事業所を対

象にアンケートを取りました。その結果，通信販売の利用者は年１回以上が７割以上，月１回以上が約

４割と，やはり同じような傾向を示しているということでございます。これはちょっとまた年度が古い

ですが，平成２６年度の小売業の数字を見てみますと，販売額が平成２４年から平成２６年，若干やっ

ぱり下がっています。ですので，年度は違いますが，そういうことでは消費行動がやっぱり少し落ちて

いるということが言えるかと思います。そこで，平成２８年度一番新しい直近で，島の経済はどうなっ

ているかというところを少し申し上げたいと思います。２８年度の現在の状況ということになります

が，いっぱに現状の景気を示す最も分かりやすい仕様が，議員御存知のように有効求人倍率です。直近

の今年１月の有効求人倍率の数字が０．９７というふうに発表されています。これは先ほどの平成２７

年度の報告で申し上げましたので，平成２７年の同時期，１月の数字で見ますと，０．７８ということ

でございますので，大きく伸びています。そういう意味ではこの有効求人倍率だけで申し上げると景気

は上向いているというふうに言えるかと思います。これを裏付ける数値ということで少し申し上げます

と，まず，中心市街地の通行量調査で，平成２７年より２８年が伸びています。これが一つ。市内の車

両台数保有ですね，個人が台数が平成２７年より２８年が伸びています。三つ目が市内の金融機関の貸

付残高，貸出残高ですか，個人住宅，昨日申し上げた基盤産業の分野で伸びています。四つ目が酒類，

酒ですね，酒の消費量と電力消費量が，これも伸びていますので，そういうことでは市内の景気はやは

り上向きになっているんじゃないかというふうに言えるかと思います。私のほう，全体的には そうい

うことです。以上です。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 有効求人倍率については，総務部長が話したとおりでございますが，事業

所における新規求人数の動向を申し上げますと，平成２２年度が４，５９８人，それから平成２７年度

は５，９９５人と，約１．３倍に増加しております。業種別の新規求人構成比につきましては，医療福

祉が２５．８パーセントと最も高く，次いで卸・小売業が２１．３パーセント，宿泊・飲食サービス業

が１０．９パーセント，建設業が８パーセントなどとなっております。一方，新規求職者数の動向につ

きましては，平成２２年度が７，００８人，それから２７年度は５，４１９人となっておりまして，２

２．７パーセントの減少になっているということで，こういったことに伴い市内の各事業所において

は，今後求人募集を行っても，人材の確保が困難になるケースが増えることが予想され，また，観光客
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の増加などにより卸・小売業，宿泊・飲食サービス業やあるは議員もおっしゃったように大規模な公共

事業による建設業の人材育成なども懸念されるところです。本市といたしましては，新年度以降，国の

採択を目指して実施の準備を進めております実践型地域雇用創造事業において，今後観光客が増加する

ことで各宿泊施設，観光施設，飲食店，バス・タクシー事業所等で必要となる人材の育成を支援し，雇

用の創出を図ってまいりたいと考えております。また，建設業における人材不足においては，専門的な

知識，技能を確保，支援，育成するため，各関係機関と連携し，国の支援制度である建設労働者確保育

成助成金などの活用促進を図ってまいりたいと考えているところです。以上です。 

 

１６番（三島 照君） 上向きだという状況ですけど，その一方で，先ほど言われたように建設やサービ

ス業ではね，人手不足なんです。だから中心商店街でも新規に動きだしたサービス業の関係では，人が

集まらんのでオープンを遅らすとかいう状況も生まれてきているんです。それで国の事業，いろいろ活

用してということなんですけど，私はそういう事業を活用するにしても，本当に実のある活用にしよう

と思ったら，職員の皆さん，市の職員が，市長，全職員を配置して，この全地域のすべての事業所の実

態調査をした上で，そういうのに新しい施策を打つべきだと思いますけど，どうですか。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 議員御提案の全事業所について職員による実態調査ができないかという御

質問でございますが，実態調査を行う目的，内容にもよりますが，施策の立案に反映する目的でござい

ましたら，国・県による各種統計調査をはじめ，市においては総合戦略の策定に当たり，事業所実態調

査を行っており，また，奄美大島商工会議所においては会員実態調査も行っておりますので，既存のデ

ータの活用が可能ではないかと思っております。また，事業者の皆様方からの声を聞く機会といたしま

して，奄美大島商工会議所や奄美商工会においては，融資の相談や申告相談などにおいて多くの事業者

と接しており，本市と商工会議所との意見交換を通して，事業所からの御提案もいただいているところ

でございます。なお，市におきましても，各種会合や融資の相談，支援制度の相談など，多くの事業所

の皆様と直接接する機会に御意見を伺っているところです。全事業所を対象とした実態調査が有効な手

段であることは理解いたしますが，どのような調査が必要とされるのかを踏まえた上で，今後の検討課

題にさせていただきたいと思います。以上です。 

 

１６番（三島 照君） 人の力を借りるのもええことですけど，できるだけ自分らで汗流して取り組ん

で，是非検討してみてください。よそでは１０何万都市でもやっていますから，よろしく。 

 それでは最後に環境問題について質問します。これについては，市長に是非お聞きしたいんです。今

回，新聞などでも報道されていますように，３回住民集会が行われています。そして，署名も当初６，

０００筆を目標にしていた署名も，今では１万筆を超えて広がっています。前回もお話したら，県が許

可するからということなんですけど，その県の許可に対して，私はやっぱり当事者の奄美市として，こ

の廃棄物処理工場建設についての意見書を提出すべきだと思っています。前回は島の業者です。今回は

京都の業者なんです。京都で捨てられないから奄美に持って来るんです。そういうことを踏まえて，市

長は，この平成８年，２０年前の現状と今とは違うんです。部長，この意見書の２ページの水源への影

響のところを，そして最後のページの２番を読んでみてください，どう書いてあるか。それに対する対

応も。 

 

市民部長（前田和男君） 平成８年９月９日に，その当時の名瀬市から鹿児島県知事へ，産業廃棄物処理

施設の設置に係る意見についてという文書を発行しております。今，議員のほうがおっしゃっているの

が，２番の水源への影響についてという部分と，最後の大きい２番ということでございますので，読み

上げてさせていただきます。水源への影響についてという項目につきましては，崎原地区の飲料水は別

の沢の水源であるが，崎原小・中学校のプール（更衣室含む）は，当該田雲川の下流からポンプにより
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取水しているため，水質に関し不安が懸念されるため，建設及び維持管理には十分注意してもらいた

い。取水している川の水質検査を毎年プール開放時に義務付け，場合によってはポンプの移設などの措

置をしてもらいたいと記載しております。２番目に関係地域という項目でございますが，関係地域処理

施設の設置に伴い，生活環境に著しい影響が生じる恐れがあると認める地域の設定の必要性について，

隣接地域は崎原集落となるが，処理場堰堤予定地から直線にしておおよそ３．３キロメートル離れてお

り，また，集落の水道水源も別の沢の水源を利用しているため，生活環境に大きな影響は生じないと思

いますと回答しております。その上で，今回の意見書に関係する分でございますが，この意見書をもと

に平成１１年に許可を受けているということになっています。改めて意見書を出すべきではないかとい

うことに関して言いますと，意見書というのはあくまでも求められたことに対して出すのが意見書とい

う考え方で言いますと難しいのではないかというふうに考えております。しかしながら，市としても事

業者に対しましても，住民の懸念や疑念，これを十分に，に対して十分に答えていただきたいというこ

とは常に要請しております。また，県に対しても事業者への指導監督を強く依頼しているところでござ

いますので，御理解をお願いいたします。 

 

１６番（三島 照君） もう時間ないし，結局市長には何も発言してもらってないですけど，私はこの業

者は京都の業者で，京都伏見の業者なんですよ。なぜここへわざわざ土地を買って廃棄物をということ

になったら，もっと真剣に考えてほしいということを申し入れて終わります。ありがとうございます。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で日本共産党 三島 照君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１１時４６分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き一般質問を行います。 

 公明党 与 勝広君の発言を許可いたします。 

 

７番（与 勝広君） 皆さん，こんにちは。公明党の与 勝広でございます。平成２９年奄美市議会第１

回定例議会一般質問に先立ちまして，所見を述べたいと思います。 

 この３月末日をもちまして退職される職員の皆様，本当に長い間御苦労さまでした。これからは地域

に帰って，これまで行政職として培ってきた知識や経験を存分に活かしていただきたいと思います。ま

た，一市民として議会行政に御指導，御鞭撻を賜りたいと思います。皆様方の今後ますますの御健康と

御多幸を心よりお祈り申し上げます。 

 さて，今年一番の最大の関心事と言いますと，やはりアメリカの４５代トランプ大統領が誕生したこ

とであります。アメリカ第一主義，保護主義を唱え，そして大統領になるや数多くの大統領令を発令し

ております。中でもＴＰＰからの離脱，そしてメキシコとの壁の建設，また，今もって世界に物議を醸

しております一部の地域からの入国拒否など，今から遡ること約１５０数年前に誕生した第１６代リン

カーン大統領は，彼の最初の大統領令は奴隷解放でありました。同じ共和党の大統領としてかくも違う

のかと，大変驚いております。このたびの大統領選挙の私たちの教訓は，これまでアメリカの国民が既

成の政党，政治家に対して抱いていた不平，不満，憤り，怒りをトランプ氏がその受け皿になり，アメ

リカの多くの国民はトランプ氏を大統領に指名をいたしました。これからトランプ氏がハートのエース

になるのか，スペードのエースになるのか，それともジョーカーになるのか，その決め手はやはり国民

の側にあるということを忘れないでいただきたいと思います。 

 翻って，我が日本の政治も，安倍政権が誕生して５年が経過をいたしました。この安定した政権の上

にあぐらをかき，国民の暮らしや生活を肌で感じられないような政権運営をすると，いつか国民からし

っぺ返しがあると，こう思っていただきたいと思います。また，奄美群島内では６市町村において首長
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選挙が行われます。首長，我々議員というのは，雇い主は市民であり，町民であり，村民であるという

ことを私も肝に銘じて初心に返ってさらに頑張ってまいる決意でございます。 

 さて，それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。１番目の市長の政治姿勢について，

（１）でありますが，平成２７年度決算審査を終え，２９年度当初予算にどのように反映されてきたの

か。そして，２８年度予算は攻めの姿勢を貫かれた予算編成でありましたが，同様に２９年度も攻めの

姿勢を貫かれている予算編成であるのか。また，朝山市長にとりましては，２期目の集大成となる平成

２９年度の当初予算でありますが，この朝山市政にとりましての最重要施策は何かについて質問をさせ

ていただきます。 

 その前に，先ほど２７年の決算審査の財政力指数，経常比率，実質公債費比率，また義務的経費，そ

して将来負担比率等々，推移を見ながら質問をしていきたいと思います。財政力指数につきましては，

平成２７年直近の決算では０．２６，これは前年度と同じであります。また，経常収支比率，これにつ

きましては８９．２，前年度が９１．２でありましたので，２．００ポイントの改善がなされておりま

す。また，実質公債費比率につきましては９．５という数字が出ておりますが，これは合併前の平成１

７年から平成２６年までの決算まで２桁でありましたが，２７年の決算で１桁に回復したというのは，

これは大きな第一歩であると，このように思っております。また，将来負担比率が４０．７という数字

が出ていますけれども，これにつきましては，合併直後の平成１８年は１６０．８でありましたので，

あれからこの１０年間で１２０．１ポイント改善がなされております。対前年比といたしますと１７．

１ポイントの改善がなされております。実質公債費比率，将来負担比率とも，ともに改善のあとが見ら

れるといっても，鹿児島の県１９市の中で実質公債費比率が１１位，将来負担比率が１４位という数字

でありますので，まだまだ努力をしていかなければならない。財政改革という終わりのない改革であり

ますので，緊張感を持ってこの改革を成し遂げていかなければならないと思っております。また，単年

度収支，実質収支はともに黒字でありました。 

 続きまして，義務的経費について見たいと思いますけれども，平成２１年から平成２７年まで数字を

見てみたいと思いますが，平成２１年から１６５億９，００２万円，そして平成２２年が１７８億３，

６７０万円，平成２３年が同じく１７８億４，５４９万円，平成２４年に１７９億，これはいつか１８

０億を突破するのではないかといわれておりましたけれども，平成２４年，１７９億８，１６０万円，

平成２５年が１７６億４７３万円，そして平成２６年がピークの１７９億８，８３８万円と，直近の決

算審査では１７４億５，９５８万円と，このように１８０億を突破することはありませんけれども，し

かし，これもしっかりとまた推移を見ていかなければならないと思います。また，中でも人件費につき

ましては，平成２３年度がピークで５１億３，３０６万円，直近の平成２７年は４５億６，９４６万円

と，これにつきましてはこの約５年間の間で５億６，０００万円の人件費の減ということであります

が，これは主に職員の大量退職によるのが主な要因であると，このように思います。 

 扶助費につきましては，平成２１年から平成２２年にかけまして一気に１年間で１２億３，０００万

円の増となっております。また，平成，この扶助費につきましては，いつかは９０億を突破すると言わ

れておりましたけれども，ピークが平成２６年の９１億を超えております。また，平成２７年の直近の

審査では，８９億８，９７５万円とこのようになっております。 

 このように見ますと，義務的経費の推移もやはり予算を編成する上で，少なからず影響があるものだ

と思っております。これからこの義務的経費の中でも扶助費の動向が気になるところであります。そこ

で，昨年２８年度の当初予算につきましては，攻めの姿勢を貫いている予算編成と私は申し上げました

けれども，特に観光に力を入れ，そしてまた子育て支援に力を入れ，仕事づくりに力を入れ，これまで

にない攻めの姿勢の予算編成でありました。昨年１１月２１日に，公明党奄美市議団が平成２９年予算

編成に当たって，２９年度予算編成の要望を５０項目行いました。その冒頭で，私は２８年と同様に２

９年も攻めの姿勢を貫く予算編成をしていただきたい，このように要請をいたしました。今，奄美にと

っては上げ潮のときであり，このときは守りに入るのではなく，しっかりと攻めの姿勢を示すのが大事
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であると，このように思っているからであります。そしてまた，先ほど申しましたように，朝山市長に

とっても２期目の集大成となる予算でありますが，朝山市政にとっての最重要政策は何かと，今冒頭申

し上げましたように，（１）の皆様の，当局の御答弁をお願いしたいと思います。 

 これからの発言は発言席から行いますので，よろしくお願いします。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） 平成２７年度の詳しい決算の評価，講評，そしてまた予算編成の対する御意見等も

賜りました。議員がおっしゃるとおり，昨年が３１７億円を超える当初予算一般会計でいたしました。

今年もほぼ同じ３１７億６，０００万円ほどの予算編成をしたところであります。一般会計，特別会計

合わせて約４９４億円という予算であります。攻めという言葉でございましたが，まさに昨年同様，や

はり攻めの姿で予算編成をしていきたいと同時に，今議員がおっしゃったように，財政の裏付けをしっ

かり歳入の確保をした上で，社会ニーズ，生活ニーズに答えていきたいというふうな予算に心がけたつ

もりであります。そこで，施政方針でも述べましたとおり，平成２９年は国立公園の指定及びその先に

続く世界自然遺産登録のほか，本市が進めてまいりました各種大型事業の完成につながる大変重要な時

期であると位置付けております。そのような中，平成２９年度予算は，本市が目指す将来の姿を達成す

るために策定し，取り組んできた奄美市総合計画，奄美大島総合戦略，奄美市攻めの総合戦略のほか，

成長戦略ビジョン等を念頭に編成をいたしました。特に魅力ある住環境の基本となります本庁舎建設事

業や末広・港土地区画整理事業，マリンタウン事業等の大型プロジェクトの推進や，郡都としての役割

を更に高める広域連携事業の継続的な実施，更には福祉や教育のほか，きめ細かい施策を充実すること

で，本市のさらなるステップアップにつながる予算編成に心がけたところであります。とりわけ議員が

おっしゃるように市長就任以来推進してまいりました雇用の創出，交流人口の拡大，子育て，教育環境

の整備，安全・安心なまちづくり，そして世界自然遺産登録の重点施策の実現に向けた予算編成に心が

けてきたところであります。御理解をいただきたいと思います。 

 

７番（与 勝広君） 今，市長から答弁ありましたように，平成２９年度の当初予算は３１７億６，４０

５万円と，対前年度比の０．０２パーセントの減ということで，７５３万円の減と，昨年の２８年度の

当初予算が３１７億７，１５８万円でありましたので，合併後最大規模の予算編成を構成しておりまし

た。それは，今年もそれに次ぐ予算編成ということになりますので，きちっとしたさまざまな政策を打

ち出している予算編成であると，市長がおっしゃったように攻めの市政の予算編成であると，このよう

に認めたいと思います。 

 話は変わりますけれども，東京などは復活予算というのがあるようですけれども，この復活予算とい

うのは一度決めた予算をあとから政党，会派，またあるいは業界団体の要請によって復活をすると，こ

れが復活予算であります。これはもう東京都の財政事情，あとは特殊事情等によるものだと思いますけ

れども，大体の自治体の場合は各課からヒヤリングをし，それを一つ一つ積み上げて，そしていろんな

角度から議論をし，そしてまた次年度は市長がどのような施政方針を行っていくのかということをいろ

いろ考慮しながらの予算編成になると思います。 

 私ども公明党は，昨年，先ほど申しましたように，１１月２１日に５０項目の予算要望をやりまし

た。これは会派によってばらつきがありますけれども，会派からまた各それぞれの政党から予算の要望

がありますが，その会派からの予算要望に対しまして，当局はどのように具体的に各部署まで降ろし

て，どのように議論されて，それが予算化なるのか。中には時間を経ないとならないものや，すぐでき

るもの等もあると思いますけれども，そこら辺の各政党，各会派からの予算要求に対して，当局はどの

ように取り扱っているのか。そしてまた，どのように政策が実現しているかについて，御答弁をいただ

きたいと思います。 
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総務部長（東 美佐夫君） それではお答えいたします。各会派からの予算の要望の流れ，そして通告の

ほうでは実現率ということまで述べられておりますので，合わせて答弁したいと思います。 

 まず，市長に提出された各会派からの予算要望書は，企画調整課を通して全庁全課のほうへ周知をい

たします。その後の予算計上までの流れは，本市においては議員が申し上げた御案内のとおりでござい

ます。また，御質問の予算要望の実現率ということでは，各会派の共通する事項や個別の事項など多岐

にわたっておりますが，判断が困難な事項も中にはございますので，おおむね実現率で申し上げますと

８割程度は予算への反映がなされているものと，私どもは判断いたしております。 

 限られた財源の中ではありますが，各会派の要望は市民の声を吸い上げられたものだというふうに理

解をしています。したがって，関係課で十分検討の上で実施計画に基づく各種施策の優先順位付けや選

択と周知による効率的，効果的な予算編成に取り組んできたというところでございますので，御理解を

賜りたいと思います。 

 

７番（与 勝広君） 今，部長がおっしゃいましたように，各会派からの予算要望というのは市民の声を

代弁するものだと重く受け止めていただきたいと，これが私は一番言いたかったところであります。一

応，各それぞれ会派，政党会派，いろいろありますけれども，やはり現場に入って市民の暮らしや生活

をしっかりと肌で感じて，そしてそれをいかにして政策を具現化していくかと，こういったことで議員

も通常から頑張っておりますので，そこら辺をしっかり重く受け止めていただきたいと，このような思

いで質問させていただきました。 

 それでは，（２）番の奄美群島復帰６５周年，世界自然遺産登録，そして田中一村生誕１１０周年に

ついて質問をさせていただきます。 

 早いもので，奄美群島も復帰して６５周年と，もう５年前に６０周年をやったのかなと，本当に早

い，月日の早さを感じるものでありますが，また，その中で世界自然遺産登録につきましては，昨年秋

にパブリックコメントをし，一気にこの国立公園化の流れが加速し，また一昨日３月７日は国立公園の

セレモニーもありました。そしてまた，今年はユネスコから奄美に視察に来て，来年の夏には世界自然

遺産登録が実現するのではないかと，このような流れになっております。そこで，私はあえて，ちょう

ど２０１８年，平成３０年は田中一村の生誕１１０周年という節目にも当たります。ちょっと今日は田

中一村のことに絞って質問をさせていただきたいと思います。 

 田中一村は奄美とどのように関係があったのか。また，どのような思いで絵を描いていたのかを，少

し経歴を紹介しながら質問していきたいと思います。田中一村は明治４１年，１９０８年に生まれまし

た。これは栃木県で生まれました。１８歳のときに東京美術学校に入学し，２か月で中退をいたしまし

た。そして，３０歳のときには親戚を頼って千葉県の千葉寺へ姉，妹，祖母と居住いたしました。そし

て，昭和２３年４０歳のときに，雅号を柳一村から田中一村に名前を変えました。そして４７歳になっ

て石川県のほうへ２か月滞在し，九州，そして四国を経て，昭和３３年５０歳のときに奄美に到着いた

しました。そして沖永良部や与論島にも足を伸ばしたといわれています。昭和３４年に国立療養所和光

園の官舎に住みますが，一旦，３５年には千葉のほうに戻って襖絵を製作いたします。そして昭和３６

年，奄美に戻って奄美のあの有屋町の一戸建てに住むようになります。一村の生き方として５年間働い

て，３年間絵を描き続けると。そして田中一村の夢は個展を開くのが夢であったようでありますが，２

年間働いて，その費用を貯めて個展を開きたいと，こういった思いで働いていたそうですが，しかもそ

の夢はかなうことなく昭和５２年９月１１日に心不全でそのまま帰らぬ人となったと，６９歳のときに

亡くなったと。一村の没後，昭和５４年には旧名瀬中央公民館で田中一村遺作展と，遺作展が３日間行

われ，５９年，この５９年あたりから徐々に世間に注目を浴びるようになりました。それはＮＨＫの教

育テレビの日曜美術館で黒潮の画譜，異端の画家，田中一村ということで放映されまして，それから少

しずつ人気が出てくるようになりました。そして２００５年，平成１７年に一村のアダンという映画
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が，一村の生きざまをあらわしたアダンという映画がありまして，これは余談になりますけれども，こ

のアダンという映画の島の娘役として２，０００名の中から同僚議員の娘が最終選考まで残ったとい

う，そういう話も私も聞いて，懐かしくなっておりますけれども，そして平成２２年に一村の長い間の

夢がかなって，千葉県のほうで個展を開くと，一村展を開くと，こういう流れがあります。一村は奄美

の紬工場で働いて，染色工として働きながら，亜熱帯の自然，そして鳥などを描いて，生物多様性をふ

んだんに描かれたのが一村の絵であると，このようなことからしますと，奄美とはやはり切っても切れ

ない，そういう状況にあるのではないかと，平成１３年の９月３０日に一村美術記念館が笠利のほうに

できましたけれども，私はこの復帰６５周年，そして世界自然遺産と合わせての一村のこのイベントが

できないのか，お尋ねしたいと思います。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） ただいま議員のほうからお話しがございましたように，先日，奄美

群島が国立公園に指定をされたところです。また，平成３０年には世界自然遺産登録ということで，日

本中，あるいは世界中の方々から注目をされることになるだろうというふうに考えております。そうい

ったことを受けまして，私どもとしてもそういった方々を受け入れる側といたしまして，十分な準備体

制でありますとか，環境整備をしていく必要はあるというふうに考えております。こういったことが一

過性のブームで終わらせないようにするということでございますので，この奄美群島の歴史，文化，自

然，こういったものの正しい情報を持ち，またそれを発信していく必要があろうかというふうに考えて

おります。 

 今，議員がおっしゃいました，御提案がありました一村に関するイベントについてということでござ

いますが，今現在，我々のほうでそういったイベントというものの案を持っているところではございま

せんけれども，議員の御提案というのも大事な話だと思っていますので，今後検討させていただきたい

というふうに思います。 

 

７番（与 勝広君） 何でここまで一村を紹介し，取り上げているかと言いますと，やはり先ほども申し

ましたように，奄美は２０１８年，世界自然遺産登録に実現する方向でいますけれども，まさにこの世

界自然遺産登録に一村の絵というは，先ほど申しましたように，亜熱帯の自然や鳥，そして生物多様性

がふんだんに描かれた一村の絵でありますので，それを世界自然遺産の全国に進めていく大きなツール

になるのではないかと，このような思いから質問であります。いずれにしても，群島復帰６５周年，世

界自然遺産登録，一村の生誕１１０周年と，プロジェクトをきちっと作って，方向性をきちっと定めて

いただきたいと，このように思っております。 

 例えば，今，有屋のほうに一村終焉の家などもありますけれども，これが世界自然遺産登録になっ

て，またしっかりまたこの一村の絵も世間に流布してきますと，やはりどうしてもそこをきちっと整備

したり，例えば奄美博物館に一村の資料館を造るとか，併設して造るとか，そういう形でいろいろな方

向で観光スポット等も考えられるのではないかと思いますので，そこはこれから検討していただきたい

と思っております。私は一村のこの絵を全国の主要都市で，是非展示会，絵画展をしていただきたいと

思っておりますけれども，これはやはり奄美市だけではどうしてもだめですので，県としっかり連携を

しながら，またじゃあ，その費用はどうなるのかと，その費用につきましては，ふるさと納税を活用し

たりとか，クラウドファンディングと言いまして，インターネットを使って，それに共鳴する方々に募

金を募る方法だとか，いろいろ方法はあるかと思いますが，しっかりと取り組んでいただきたいと，こ

のように思っております。 

 そこで，世界自然遺産登録に向けては，もうこの流れもしっかりできて，私たちも来年の夏には登録

になるんじゃないかと，このような形で推し進めておりますけれども，しかし，翻ってみますと，まだ

これは最終的なこの地権者との最終的な締結がまだできていないという状況等もありますので，しっか

りまた県・国と連携を取って推し進めていただきたいと，このように思っております。 
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 それでは，３番目の質問に移りたいと思います。（３）番目の奄美群島振興開発特別措置法について

の質問に移りたいと思います。平成２９年の奄振予算が２１６億４，０００万円，対前年度比の９５．

５パーセントということで，これはもう議員の方々がもうね，何度も登壇して，交付金につきましては

概算要求どおり２４億円確保できたと。そして，２０１６年の国の第二次補正で３億７，０００万円の

補正が付いたので，総額で２７億７，０００万円の交付金が確定しているということであります。平成

２６年に奄振法改正延長されたときの交付金が２１億３，０００万円ですので，その２１億３，０００

万円という数字からすると，これは大きな伸びがあったと，これはこの交付金が有効に活用されている

という証しではないかと思います。そこで，この平成２９年の奄振予算につきましては，特筆すべき点

は島外から留学生，小中学校の留学生に対して費用の一部を助成すると，こういうのも拡充しておりま

すが，奄振のこの予算の評価，そしてまた，交付金の検証と総括，今，２６年，２７年，２８年，２９

年，もう４度目の奄振の予算が確定し，あと残り１年ということで平成３１年の３月３１日で期限切れ

になりますので，あとしっかりまた次の延長に向けた動きもしていかなければなりません。奄美群島成

長戦略ビジョンの成果と総括について，合わせて御答弁をお願いしたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 交付金の検証と総括，ビジョンの成果と総括ということでございます。まず

１点目の奄振交付金の検証と総括についてでございますが，昨年度の末からでございますが，県が中心

となって奄振計画に基づく事業の成果や現状と課題等について調査分析をし，今後の振興開発の方向性

を明らかにするための奄美群島振興開発総合調査を実施をしているところであります。今回の奄振交付

金の大きな成果は，先日申し上げたとおりでございますが，ソフト予算の大幅な伸びによって群島民が

長年望んできました航路・航空路の運賃低減や，農林水産物輸送コストへの支援が実現したことが，こ

のことが大きな効果であったというふうに考えております。そのほか，広域的なソフト事業や防災事業

の充実が図られるなど，離島における条件不利性の改善や奄美の自立的発展に大きく寄与している点で

あるというふうに考えているところです。特に，今後の世界自然遺産登録など，奄美がまたとない転換

期を迎える中，奄振交付金の果たす役割はますます重要になってくることから，今後，国や県と連携し

更なる充実を図っていきたいというふうに考えております。 

 ２点目の成長戦略ビジョンの関係ですが，有識者で構成する奄美群島成長戦略推進懇話会において，

これは毎年度でございますが，島ごとに評価，検証を行って提言をいただいているところでございま

す。昨年１１月に開催されました懇話会において評価を実施したところですが，奄美大島においては目

標を達成，または概ね達成しているものが約７３パーセント，ほかの島においても概ね達成以上が６割

を占めているとの成果報告がございました。また，懇話会からの提言を踏まえて平成２９年度はビジョ

ンの改定を行う予定となっておりますが，ビジョンの充実を図りながら，群島の更なるステップアップ

につなげたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

７番（与 勝広君） はい，分かりました。奄美群島成長戦略ビジョン，これは本当にこれができたこと

によって奄美の１２市町村が５年間のきちっとした数値目標，そして我が地域は何が足りないのか，何

をして行かなきゃいけないのかという，明確な目標ができたのは，大変大きかったと思います。この奄

美群島成長戦略ビジョンができるまでは，この奄振の予算は１２市町村のどっちかと言いますと予算の

分捕り合戦と言いますか，そういうところが今までありました。この成長戦略ビジョンに沿って，この

５年間，あと１年残っていますけれども，みんながその数値目標をしっかり目標を完遂するまでに頑張

っている様子が手に取るように分かるわけでありますけれども，この奄振の事業というのは，やはり奄

美群島にこれだけの恩恵をもたらしているということを，我々もしっかり自覚しながら進んでいかなき

ゃいけないなと思っております。 

 さて，この３月２６日からですかね，関西奄美のＬＣＣが就航いたします。これにつきましても，公

明党も平成１４年に公明党奄美ティダ委員会というのを奄美に作りまして，連立与党の一翼を担ってい
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るということもありまして，奄美群島民からしっかり意見や要望等を聞いて，県や国にしっかり通して

いこうという組織がありますが，そういった中で我が党の富山議員がしっかりまたＬＣＣ就航について

も石井国土交通大臣と連携を取りながらしっかり推し進めてきたというのもありまして，これは何も我

が党がやったというわけじゃなくて，またさまざまな業界，団体，その動きがあって，そしてしっかり

中央と連携を取ったと，これが大きな成果になったのではないかと思います。そしてまた，世界自然遺

産登録ということで，昨日もありましたけれども，奄美群島アイランドホッピングルート，これは徳之

島から沖永良部を経由して沖縄に行く１時間５０分の航路でありますけれども，こういったのも創設さ

れたというのも，また大きなものではなかろうかと，このように思っております。 

 しっかりまた，この奄振もあと１年ありますけれども，あと１年なのか，もう１年なのか，しっかり

とまたこれから検証すべきものは検証して，前に進むものはしっかり前に進む，そしてその中でこの交

付金の活用等についても更なる交付金の活用等も考えながら進んでいただきたいと要望して，次の質問

に移りたいと思います。 

 ２番目の教育行政についての質問に移りたいと思います。昨年第３回定例議会において，私は教育行

政について質問しましたけれども，時間の配分が少し悪かったせいもありまして，完全な答弁を引き出

せないままに終わってしまいましたので，改めての質問とさせていただきます。（１）番目の教員の仕

事量に対する負担軽減について質問させていただきますが，この教員の仕事量が多いと，この仕事量を

何とか負担を軽減していただきたいという質問でありました。それに対して当局は，教員の本業という

のは，授業を充実させること，そしてまた，子どもたちと向き合う時間を作っていくと，そういった中

で各種調査報告などを見直して，電子メールなどを積極的に活用していくと，そういったことで負担軽

減につながっていくと。そしてまた，平成２５年から出退時刻記録システムというのを導入しているよ

うでございますが，これにつきましては，これは教職員の勤務時間を把握すると，そういったものだと

思いますが，神奈川県の大和市では大和市の全小・中学校において公務支援システムというのを導入し

ているようでございます。今，本市がさまざまな形で負担軽減を行っていると思いますが，これは後ほ

どいじめ問題にもつながると思いますけれども，やはり教員の仕事量を減らして，子どもたちと向き合

う時間を増やしていくことがいじめ問題も減少していくのではないかと，このような観点からの質問で

ございますが，この公務支援システムというのは，これは例えば今日職員間の連携を密にする。そして

学校から家庭，地域の発信を簡素化できると。そして公務分掌が簡略化できると。そしてまた服務や施

設の管理等も簡素化できると，こういった利点があります。この公務支援システム導入について，どの

ような考えを持っているか御答弁をお願いしたいと思います。 

 

教育長（要田憲雄君） 議員御指摘のとおり，教員の仕事量に対する負担軽減を図り，授業の充実や子ど

もと向き合う時間を確保するということは，極めて重要なことでございます。議員御指摘の公務支援シ

ステムについてでございますが，学籍管理，出欠管理，成績整理などの校内の公務情報を一元的に集約

し，それを共有し，再利用をベースに効率的かつ効果的に公務処理ができるシステムということでござ

います。文科省が調べてございますが，全国の約４６パーセントの自治体で，何らかの形で公務支援シ

ステムを導入しているようでございます。そのうち約８７パーセントの自治体で導入の目的が達成，も

しくは改善されたという回答を得ているようでございます。県内におきましては，鹿児島市や霧島市な

ど，７市町が何らかの形で導入しているということを伺っているところでございます。この公務支援シ

ステムの導入に当たってでございますが，特にかなり財政面やセキュリティの問題など，これから幾ら

か解決しなければならない問題や課題がございますので，一つ一つ解決をしながら検討してまいりたい

と考えているところでございます。 

 

７番（与 勝広君） 教育長はよく，学校という現場に入っていると，また学校関係者，また校長などか

らもよく話を伺っております。やっぱり現場第一主義というのは，大変重要であります。先ほども教職
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員の教員の仕事量の負担軽減ということで，今質問しておりますけれども，先ほど来から，例えば今行

っております各調査報告などを軽減している，そして電子メールなどを活用している。また，出退時刻

記録システムなども導入していると，こういった形で昨年３月，答弁いただきました。その導入によっ

て，またそういった負担軽減がどのように，今現場では行われていると認識しているのか，御答弁いた

だきたいと思います。 

 

教育長（要田憲雄君） 私も年に何度か，その都度その都度学校訪問をして，校長，教頭から状況を聞い

たり，あるいは先生方の授業を観察してしたりしながらいるところですが，いくらかは改善していると

いうふうに思っております。ただ，中学校等につきましては，部活動の問題もございまして，必ずしも

そのことが先生方の負担が軽減されているということは，少し気になるところですが，少しずつ改善さ

れているということは御理解を賜りたいと存じます。 

 

７番（与 勝広君） 一気にということには，もちろんいきませんけれども，やはりお互いの連携，教育

現場，また教育委員会，そしてやっぱり現場というのは，もう机上の上では分からないような苦労もあ

りますので，しっかりそこも現場に入ることによって実感できると思いますので，よろしくお願いした

いと思います。 

 それでは，（２）番のいじめ防止対策推進法といじめ調査問題委員会についての質問へ移りたいと思

います。我が党が主導して，平成２５年２０１３年にいじめ防止対策推進法が６月に成立いたしまし

た。平成２５年の６月に。この法案の成立によりまして，全国の学校ではいじめ防止に対する基本方

針，そしていじめ防止に対する組織等が設置されておりますが，本市ではいじめ問題調査委員会という

のが外部から人材を投与して，弁護士，あるいは医療従事者等５名でこの会がありますけれども，これ

はどちらかというと，そのような事案が発生したときに稼働するというような組織でありまして，どち

らかというと出口と言いますかね，だから私は大事なことは，入口をしっかりして防止をするというこ

とが大事だと思いますので，この，例えばこの法案ができまして，例えばいじめに対するアンケート調

査，そしてまた個別面談，あるいは家庭訪問等など，日常的な実態の把握，取組というのはどのように

なっているのかお尋ねしたいと思います。 

 

教育長（要田憲雄君） お答え申し上げます。子どもたちが安全で安心で楽しい学校生活を送るというこ

とは，学校教育の基本でございます。いじめ防止はそういう意味では大変大事な課題であると考えてお

ります。教育委員会といたしましては，いじめ対策推進法が制定された後のことでございますが，学校

に対しましてはいじめ問題を考える週間というのがございますが，これは１回だけではなくて，充実を

図ってくださいということを指導しました。また，年に２回以上無記名によるアンケート調査もやっ

て，実態を是非把握していただきたいということも指導しているところでございまして，それに伴っ

て，更に個別教育相談と言いますが，子どもたちと先生方と向きあって，実際に子供たちからいろんな

そういう問題を引き出すというような，そういうことも含めていじめ等の問題行動が発生した場合に

は，即対応，即実践して解決に向けていくと，これが最も大事なことだということでございまして，私

が校長会，教頭会の度に早期発見，即対応だということをお話を申し上げているところでございます。

また，日常の健康観察の充実はもちろんですが，日記ですとか，子どもたちが書いている日記，あるい

は日直の日誌，週番日誌で学級や個人の様子について把握することも大事だし，特に欠席が２日ぐらい

続いたときには電話連絡だけではなくて，とにかくスクールソーシャルワーカーと一緒になったり，あ

るいは校長，教頭も含めて学級担任が中心になって家庭訪問をして，親身に子どもたちに寄り添って指

導をしていく，解決をしていくと，そういうことが大事だということで，管理職の研修会ですとか，あ

るいは生徒指導の研修会等でお願いをしているところで，指導をしているところでございます。また，

スクールカウンセラーですとか，スクールソーシャルワーカー，あるいは教育相談員など，積極的に活
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用できるように，その相談体制も具体的に整えて，校長会や教頭会でお願いしているということでござ

います。更に，私どもが今進めているのは，情操教育というのは非常に大事でございますから，花いっ

ぱい運動，あるいは歌声の響く学校づくりや，それを波及させて歌声の響く地域づくりも進めていきた

いと。そしてやっぱり子どもたちが認められるように，きちんと教室設営をして，情操教育の充実を図

って，いじめの未然防止策もきちんと進めていっているというふうな御理解賜りたいと存じます。 

 

７番（与 勝広君） 即解決というのが，もちろん理想ではありますけれどもね，そこに行くまではさま

ざまな手を掛け，さまざまな苦労をしなければそうならないと思います。このいじめ防止対策法という

この法律では，まず学校による早期解決，そして更には認知をすると，認知をしていくことがいじめ問

題を解決する第一歩であると。いじめというのは，学校あるいは教室といった密室の中で行われており

まして，なかなか教員が見逃しているケースが多いと，私は思っております。大抵はふざけ遊びなどを

装って行われているために，大人の目から見てもなかなか判断がつきにくいと，そういったいじめとい

う大変現実問題もありますけれども，しっかりこのいじめかどうかという，この判断というのは，被害

者の主観を大切にすると，積極的に認めていくというのが，これが義務付けられておりますけれども，

やはり認知していくためにもしっかり現場でも学校，または教員によっても認知度合いという，またそ

の実態の把握というのが，もちろん温度差もありますし，ばらつきもあると思います。そういった中

で，今行われているとは思いますけれども，更にいじめに対する教員研修，そして更には，このいじめ

というのは，もう担任だけ一人が抱えていく問題ではなく，学校がきちっと共有して，情報を共有して

一緒になってやっていくという，この体制づくりも大事だと思いますが，いかがでしょうか。 

 

教育長（要田憲雄君） お答えを申し上げます。議員のおっしゃるとおり，いじめ問題については，未然

防止はもちろんでございますが，早期発見，即対応，そしてそれによって早期解決を図っていくという

ことは大変重要であるというふうに考えております。私は常に管理職の研修会で指導しておりますこと

は，早期発見，即対応，そして早期解決を図るんだと，このためには，まず学校で管理職と先生方の共

通理解，更に先生同士の連絡相談体制を確実にすると，世にいうホウレンソウと言いますかね，常にそ

ういうことをきちんとしないとなかなかうまくいかないわけでございまして，情報を共有化を図って，

そして生徒指導部会や職員会議でそのことを体制を作り上げるということが大事だと思っているところ

でございます。今，議員もおっしゃったように，いじめは先生方がいないところで大概起こるとの御指

摘もあるわけでございまして，非常に気になるところなんですよね。そういう意味で，いじめの実態調

査につきましては，私も学校でやっているのは無記名アンケートで，あるいは先ほど申し上げましたよ

うに，教育相談等で把握に努めておりますが，特に無記名アンケートにつきましては，子どもたちがい

やなことをされたんだとかという場合もあるわけですよね。そういうところにそのチェック項目に子ど

もたちが書いてくるんです。そういう際には，それぞれの学校において，先ほど申し上げましたよう

に，生徒部会ですとか，職員会議で管理職が中心になって話し合いをしながら，このことは絶対いじめ

だから，きちんと対応しなきゃいかんというふうな状況をつくりだしていくということで，きちんと認

知して，具体的に指導して解決を図っていくというふうなことをしているところでございます。今後，

児童・生徒の家庭状況を含めた生徒理解を深めて，子どもたち一人一人に応じたきめ細かな指導のあり

方を，更に研修を図らなきゃならんということを考えておりますし，私はいつも思うことは，やっぱり

子どもたちの心を育てることは大事だと思うんですね。そういう意味で情操教育だ情操教育だと言って

いるところでございまして，更にそういうところを深めていきたいと考えておりますので，御理解賜り

たいと思います。 

 

７番（与 勝広君） 続いて，①の少年サポートセンターの設置についてお尋ねいたします。これにつき

ましては，中学校で学校を不登校で行かずに卒業し，高校も行かずに，そういった子どもたちがたびた
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び夜間徘徊等をしているのをよく見かけますけれども，広島市では県警と連携を取りながら，行政とい

うのは縦割りでありますのでたらい回しがあるわけですけれども，情報を一元化してしっかり問題解決

に取り組んでいると，少年サポートセンターというのを設置されておりますが，本市ではＮＰＯ法人が

こういった少年に向きあい，寄り添い，そして警察等と連携を取りながらやっておりますけれども，そ

れでもまだまだ根本的な問題解決になっていないと思いますけれども，こういった少年サポートセンタ

ー，しっかりまた本市が取り組んでいく，今ＮＰＯがやっているものをしっかりまたサポートする方法

もありますけれども，これについてどのように考えるのか，御答弁をお願いしたいと思います。 

 

保健福祉部長（吉 冨進君） 少年サポートセンターについてお答えいたします。議員御指摘のとおり，

広島市では広島県警と広島市が連携し，非行防止から立ち直りまでの一貫した支援をワンストップサー

ビス，ワンストップで行っているようでございます。奄美市におきましては，福祉政策課に青少年支援

対策官を配置しておりますが，青少年支援対策官だけではなく，婦人相談員，家庭児童相談員も奄美警

察署と連携して相談者の問題解決に取り組んでいるところでございます。問題行動のある少年につきま

しては，少年だけの問題ではなく，保護者を含めた家庭の問題であると認識しておりますので，福祉政

策課だけではなく保護課や健康増進課，教育委員会など，庁内の各課，関係各課や奄美警察署，大島児

童相談所など，関係機関と情報共有や連携を図りながら，問題解決に取り組んでいるところでございま

す。 

 議員御指摘の少年サポートセンターの設置についてでございますが，関係各課や関係機関と連携を取

りながら，今後検討していかなければならないものと認識しておりますので，御理解いただきたいと思

います。 

 

７番（与 勝広君） もう時間も押していますので，３番目の産業振興についての質問に移りたいと思い

ます。平成２８年度の予算で執行されました地方創生推進費の３４事業３億８，０００万円，これは１

年経過しておりますけれども，この３４事業についてお答えになると，時間も相当かかりますので，こ

の事業につきましては，約１０種類ぐらいに分類されると思います。まず，地域活性化事業，人口流出

抑制事業，人材育成事業，そして定住促進事業，基盤整備事業，中心市街地活性事業，子育て支援事

業，地域雇用サポート事業，待機児童解消事業，観光メニュー造成事業と，このように約１０種類ぐら

いになると思いますけれども，観光振興という，産業振興という観点から，その波及効果，成果につい

て御答弁いただきたいと思います。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 議員御案内のとおり，平成２８年度は地方創生推進費の費目において市民

生活に係る分野から人材育成や雇用対策，産業基盤の整備まで多くの部・課において幅広い事業を行っ

ているところです。それぞれの事業において対象となる分野や内容が異なっておりますが，共通したテ

ーマとしましては奄美市攻めの総合戦略の全体像を実現することにより，人口減少の克服につなげる施

策として実施されたものです。今回の地方創生推進費につきましては，今議会に上程しております補正

予算後の事業費が約４億１，４００万となる見込みでございまして，その多くが物品購入や工事請負

費，委託料等で，市内の事業者に支出される見込みでございます。事業が提供される地域，事業のサー

ビスを受ける方とも本市内であることから，その事業効果も市内の事業者に波及するものと考えている

ところです。以上です。 

 

７番（与 勝広君） 本市では，この数年の間に企業と言いますか，事業を起している方々が若干増えて

いるように見受けられます。こういった起業家，また中小零細企業というのは大変今厳しい状況等の中

で経営運営をしていると思いますけれども，そういった中で，平成２８年度の予算の中に経営安定化資

金利子補給事業というのがありまして，これは一昨年に発生したミカンコミバエに関連する業者を中心
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に利子の補給をして経営の安定を図っていくと，育成をしていくという目的で行われておりますけれど

も，こういった対象になっている中小零細企業はいいんですけれども，それ以外の，三島議員からも先

ほどありましたけれども，やはり中小零細企業というのは，大変厳しい現況に今あると思いますが，こ

の中小零細企業に対して，本市ではどのようにこの現況を認識しているのか，御答弁をいただきたいと

思います。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 奄美大島商工会議所がですね，一昨年度に実施した景況感調査というのが

ございます。この結果を見ますと，５，６年前と比較して良い・大変良いと感じている事業所が１５パ

ーセント，それに対しまして悪い・大変悪いと感じている事業所が５０パーセントとなっております。

また，前年と比較した景況感としましては，良い・大変良いが１７パーセント，悪い・大変悪いと感じ

ている事業所が３４パーセントという結果が出ております。この調査結果は，奄美大島商工会議所の会

員約６００事業所から得た回答でございまして，本市全体における中小企業の現状を把握できるもので

はないかと考えております。 

 この調査結果を分析しますと，本市における中小零細企業の現況としましては，少しずつですが改善

の傾向は見られるものの，依然として厳しい事業所が多い状況にあるのではないかと認識しているとこ

ろです。本市におきましては約９７パーセントが中小企業，あるいは約７５パーセントの事業所が中小

零細企業と推計されておりまして，今度，議会に上程しております中小企業・小規模企業振興条例が可

決されましたら，新年度において中小企業振興会議を設置し，さまざまな御意見を伺いながら有効な施

策について協議，あるいは実施に向けた検討を行ってまいりたいと考えております。以上です。 

 

７番（与 勝広君） もう時間がありませんけれども，２９年度予算に奄美創業塾というのがありまし

て，これはそういったセミナーなどを通じてそういった方々を育成していこうというものでありますけ

れども，地域ベンチャーキャピタルと言いましてね，創業支援機構と言いまして，資金等，そういった

経営ノウハウを一体としたこういった政策もありますので，しっかりまたそれ等も連携しながら取り組

んでいったら，もっともっと中小零細企業もそういった環境づくりをやると，もっとしやすいようなそ

ういう状況になると思いますので，またしっかり取り入れていただきたいと思います。以上で終わりま

す。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で公明党 与 勝広君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時３０分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午後２時４５分） 

 引き続き一般質問を行います。 

 自由民主党 川口幸義君の発言を許可いたします。 

 

１１番（川口幸義君） 市民の皆様，議場の皆様，こんにちは。１８番目に最終の仕上げをしてまいりた

いと思います。この４日間，大変待ち遠しい４日でありましたよ。皆さん，最後までお付き合いのほ

ど，よろしくお願いします。 

 今期で役所を定年を迎えられる皆さん，長い間のお勤め御苦労様でございました。これから皆様方は

定年後は市民の一員として役所で培われた豊富な経験を生かして市民のよきアドバイザーとしてお付き

合いをしていただければありがたいかなと思っております。市民から見れば，皆様方は行政マンとして

市民の最大のサービス業であるということを，皆様方は自覚をなさっておられたからであります。今日

の奄美市の繁栄は皆さんがあってのことであります。どうかこれから時折，市役所などに訪れて後輩た

ちにエールを送っていただきたいと，このように思っております。よろしくお願いします。 



 

- 234 - 

 

 それでは，質問の前に少々，私の所見を述べさせていただきます。さて，日本中がはらはらしながら

見つめていた日米首脳会談が終わりました。結果は想像以上でした。トランプ大統領自ら安倍首相とは

相性がいいと述べ，おられるとおりであります。極めて友好な裏に会談は進んだようであります。両首

脳のフロリダ滞在中，北朝鮮の弾道ミサイル発射という挑発行為に対し，その場で共同記者会見を開催

し，米国は偉大なる同盟国である我が国の日本１００パーセントを支えるとトランプ大統領が発言なさ

れました点，すべてが象徴されています。一部のマスコミにはトランプ大統領の理不尽な発言を糾弾す

べきだという論調もございましたが，首脳会談は討論会ではございません。トランプ大統領は自身を勝

たせてくれた有権者に対してそれに応えるメッセージを送るという面もあるわけであります。大統領就

任したら，直ちに４年後を見据えると言われているとおりであります。行動を取っている面もあるとい

うことです。その間，問題意識を共有しつつ，よりよいアプローチを提案することが肝要ではないでし

ょうか。頭ごなしに相手の主張を否定しても，結果は結びつきません。懐深く構えて，相手を理解し，

ウィンウィンになるより，よいアプローチを提示することが肝要かと思われます。視点で，会談の成果

を見れば，安全保障の面ではかつてはないほどに日米関係の強硬な絆が確認されました。また，日米安

保条約の尖閣諸島へのいかなる現状変更の試みにも，日米は反対するとともに，強い意志を改め，確認

されましたところ，北朝鮮は日本時間の６日午前７時３４分頃，北西部東倉里付近から日本海に向けて

弾道ミサイル４発を発射した。防衛省によると４発は約１，０００キロ飛行し，秋田県男鹿半島から西

に約３００キロの日本海に落下，うち３発は我が国の排他的経済水域内で，残る１発も排他的経済水域

付近だったとの話であります。ミサイル落下は昨年の９月５日以来，政府は厳重抗議をし，安倍晋三首

相は北朝鮮が新たな段階の脅威であることを明確に示すものだと述べ，防衛省は北朝鮮が実践運用能力

を向上させている恐れがあると見て，ミサイルの種類などについて分析を急いで指示をしたという報道

もあります。 

 これより質問に入りたいと思います。１番目に市長の政治姿勢についてであります。（１）３月７

日，第３４番目の国立公園指定を受けまして，奄美や徳之島の世界自然遺産登録に向けた今後の取組に

向けて伺います。①指定地域変更審議についてであります。②土地利用基本計画について伺います。 

 このあとは発言席にて通告に従い，順次，質してまいりたいと思います。当局の誠意ある御答弁を求

めるものであります。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

市民部長（前田和男君） それではお答えいたします。指定地域変更審議と土地利用基本計画についてと

いうことです。順番が逆になりますが，流れとしては土地利用基本計画のほうから先に答弁させていた

だきます。 

 土地利用基本計画とは，国土利用計画のうち全国計画及び都道府県計画を基本として，それぞれの都

道府県の区域について当該地域の土地利用に関する諸計画を総合的に調整するマスタープランというこ

とでございます。この計画の中で，都道府県ごとの県土を都市地域，農業地域，森林地域，自然公園地

域，自然保全地域の五つに区分をされております。それぞれ都市地域が都市計画法，農業地域が農業振

興法，森林地域が森林法，自然公園地域が自然公園法，自然保全地域が自然環境保全法のそれぞれの個

別法で土地の利用に基づき運用されていますが，これを一元的に管理運用することで総合的かつ計画的

な県土の利用が図れることを目的としております。その上で，この国土利用計画につきまして，新たな

設定変更等を行うために，指定地域変更審議というものが設けられているところでございます。以上で

す。 

 

１１番（川口幸義君） 部長，これね，私がこの通告書を出した段階では，まだ国立公園の指定はまだ受

けてなかったので，これを一旦出したんですけれども，だから，この①と②は一緒になって前後して
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も，質問してまいりたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 この２月の３日付けの段階では，まだ大口の地主さんが要するに重要なポイント，４，１００ヘクタ

ールを持っておられて，この方が異論を唱えました。その変更届けについては異論を唱えたわけです

よ。その後，これは一時どうなるかなと，私も心配をしておりました。ところが，鹿児島県の地域課は

一生懸命努力をして，１９日には何とか了承を得て，２０日か２１日付けには了解が得られたという報

道を私は聞いておりますので，これについての裏の話は要りませんので。それでですね，この地域指定

変更についてですけれども，奄美群島では要するに国定公園，奄美群島には国定公園なるのものがね，

３万６，３０６ヘクタールもあるわけです。これを縮小して国立公園に組み入れるものなのか，ここら

辺りちょっとお分かりでしたら。 

 

市民部長（前田和男君） 議員御質問のとおり，今回の地域変更審議につきましては，自然公園地域につ

きまして，従来奄美群島国定公園であった地域を国立公園の地域と国定公園については減，新たに国立

公園になる分を増という形での審議の経緯でございます。以上です。 

 

１１番（川口幸義君） よく分かりました。それでですね，これが要するに国立公園が拡大を更にすると

いうことになるわけですけれども，この国立公園のいわゆるエリアが広くなりますと，これは開発行為

についてはいろいろ制限が加わりますので，例えば第一種地域，重要なポイントについての，例えばこ

こらあたりは通常の立ち入りとか，そういった制限があろうかと思うんですけれども，こういった問題

については，まだ情報がおありでしょうか。 

 

市民部長（前田和男君） 特別保護地域第一種，第二種につきましては，当然，新たな構造物だとか，も

のについては環境省，国の許可等がないと造ることはできないということになりますが，通常の日々の

利用，いわゆる従来やっていた場所については，特別な許可は必要ないということで聞いております。 

 

１１番（川口幸義君） 例えば第一種の指定を受けた場合は，もう当然環境省が管轄すると思うんです

よ。第二種，もうちょっとこの弱い法律の絡んだところについて，例えば地権者が自分の財産がある

と，この森林を一部開発をしたいと，それについては何ヘクタールとか，どの程度だったらいいですよ

という，その面積などが度合いがあろうかと思いますけれども，こういったものは何パーセントぐらい

までは開発ができますよ，これはこういう法律がありますよ，こういう申請がありますというのがござ

いましたら。 

 

市民部長（前田和男君） 通常，１０ヘクタールが一つの目安になっているとは聞いておりますが，今回

の指定に関して，国のほうでは地権者等の意見を聞きながら，最終的な面積については，まだ決まって

いないというふうに，私のほうではまだ情報が入っていない状況でございます。 

 

１１番（川口幸義君） いわゆるそんな法の網が被るということは，自分の財産であってもそう簡単には

開発ができないと，こういった不便な点もあるわけですよね。世界自然遺産登録になって喜んでばかり

はおらない方も中にはいらっしゃると，こういうことですから，こういったものの住み分けなどはです

ね，やっぱり行政が分かりやすく説明をしてですね，する責任があろうかなと，このように思っており

ます。 

 それで，国立公園が指定のエリアがかなり大きくなるわけですが，７万ヘクタール，７万６，０００

ヘクタールぐらいなると思うんですよね。こうなったときに，私は，これは通告には出してないんです

けれども，あなたの所管する，要するにクリーンセンターの最終処分場，管理型があるでしょう。これ

は，通告を出していないから答えなくても結構ですよ，僕一人の思いでしゃべりますので。これが耐用
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年，要するに１０年経つと満杯になるわけだから，これは管理型になっておりますね，管理型。という

ことは，こういった場所の設定は早々動かないと，僕はだめだと思っているんです。心配があってです

ね，国立公園だの，自然公園だのと，いろいろ世界自然遺産登録とか，こういう法の網がどんどん被っ

てくると，今奄美市が広域的にやっているクリーンセンターの最終処分場の管理型の問題について，こ

こらあたりのいわゆる設定をね，早々と，例えば市が，奄美市が持っている土地，それから構成市町村

が持っている大和もあれば，宇検もあれば，こういった方々の持っている土地が同意が要らないよう

な，そういった地域をなるべくね，設定をしてね，やっぱり，もうそろそろね，僕はそれに向けては

ね，準備をした方がいいかなと，僕は思っているんですけれども，それについては，どうですか，部長

はどんな。 

 

市民部長（前田和男君） 先日の橋口耕太郎議員のほうにもお答えしましたが，今，大島地区衛生組合の

ほうで最終処分場のことも含めて調査を行っております。これが今月末までにはきちんと出されるとい

うことで，その中で当然，その最終処分場の新たな計画についても明確になって来ると思いますので，

ただ，いずれにしても，今議員がおっしゃったように，国立公園のエリアの中では現実的な建設は難し

いものと考えておりますので，その辺りも含めて，十分な検討をさせていただきたいと思っています。 

 

１１番（川口幸義君） だからですね，国立公園を指定を受けると，こういった法の網が被ると，なかな

か難しい問題が発生するので，僕はできればこの自然公園をね，あんだけの量を変更するというのも

ね，ちょっと心配したんですけど，例えば国立公園外にそういった場所を設定しようとすると，非常に

無理があると思うんですけど，ここらあたりはまだ，そこまでは話は進めて，これについては通告を出

していませんので，もう答える必要はないと思いますけど，結構ですよ。 

 それで，あのですね，この変更指定についての，これがこの２番になっていると思うんですよね。だ

から，これを，今これは一方的に国のほうから，これとこれとこれは公園に指定するよ，このエリアを

するよという，これの線引きは奄美市とか，いわゆる市町村のこういったところは，我々はこういう，

外したいんだがなという思いなどは，そういった意見などは上げられたんでしょうかね。 

 

市民部長（前田和男君） 今回の国立公園につきましては，昨年の１０月に環境省のほうから原案が示さ

れ，その中でエリアについても示されております。その上でパブリックコメントを受けて，またその該

当するエリアに該当する地権者からの意見等も聴取しているということで聞いておりますので，そこの

辺りは十分に調整されているものと考えております。 

 

１１番（川口幸義君） 今後はですね，こういった問題も十分考慮しながらですね，考えて，いわゆる構

成町村と連携を取りながらですね，この問題についてはお互いに情報の共有をしながら，次の手を打た

なければならないかなと，これはもう避けて通れない問題ですから，私はあえて通告はしてないけれど

も，取り上げました。これについては，これで終わります。 

 大きな２番に入りますが，（１）クルーズ船の寄港についてであります。①鹿児島港，名瀬港とのク

ルーズ船の比較についてですね，年間どれぐらいのクルーズ船が寄港するとか，そういったものの資料

がありましたらお願いします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） まず，鹿児島港と名瀬港の比較をしながら，ちょっと説明させてくださ

い。まず，岸壁の水深でございますが，鹿児島港マリンポート鹿児島の岸壁の水深は９メートルでござ

います。それから，名瀬港観光船バースの岸壁の水深が１０メートルとなっております。それからです

ね，寄港の，現在ですね，名瀬港の観光船バースには７万トンクラスのクルーズ船客船が入港可能でご

ざいます。また一方，鹿児島港のマリンポート鹿児島においては，現在，１１万トンクラスのクルーズ
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客船が入港いたしております。寄港回数でございますが，平成２８年度を申し上げますと，名瀬港のほ

うが今後も含めて９回の見込みでございます。マリンポート鹿児島につきましては２８年度８３回が入

港予定となっております。以上です。 

 

１１番（川口幸義君） 名瀬港はマイナス１０ですか，喫水は。マイナス１０で７万トンの観光船が横付

けできるということ。鹿児島は，これマイナス９で１１万トンが付けることができると，ああそうです

か，よく分かりました。それでですね，これについては８３回と２８回と，９回ね，はい，失礼しまし

た，９回と，こういうことですから，②のいわゆる入港時の下船の人数と，その経済波及効果について

お聞きしたいんですが，これは市長が答えたほうがよさそうじゃないですか。 

 

市長（朝山 毅君） 御指名によりまして，私のほうで答弁させていただきます。まず，入港時の下船人

数と経済波及効果ということでありますが，下船人数についてはクルーズ船の規模により，その都度人

数が異なりますが，平成２８年度の下船人数の合計は，約４，３００人見込みとなっております。観光

客は旅行会社が企画募集をした貸切バス，貸切タクシーを利用し，マングローブパーク等の観光施設を

回る，いわゆるオプショナルツアーへの参加や，個人でタクシーやレンタカーを活用して商店街や観光

施設を回る自由な観光の二つに分かれているようであります。また，観光客はオプショナルツアー先の

観光施設や商店街，観光船バースに設営している物産ブースなどでお土産品等を購入いたしておりま

す。今後は名瀬市街地への集客を目的としたまち歩き事業などを導入いたしまして，中心商店街の更な

る経済波及効果を図ってまいりたいと考えております。 

 なお，波及効果につきましては，今年度９回のクルーズ船客船寄港を予定しており，乗船客約４，３

００名が奄美大島にもたらす経済波及効果はある一定の基準に基づく計算をいたしますと，１億５，２

００万円相当になるであろうというふうに試算をいたしているところであります。御理解をいただきた

いと思います。 

 

１１番（川口幸義君） １億５，２００万円程度のいわゆる経済波及効果と，こういうことですから，や

はり人が出入りをするということは，経済的にもやっぱり金が落ちるということですから，これからも

こういったものを大いにですね，奄美ＰＲをしながら観光船の回数も増やしていければいいかなと，こ

のように思っております。これは，これで一応終わりますが，③の大浜海浜公園についての整備状況に

ついて伺いをいたします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 大浜海浜公園，現在，リニューアル整備工事を進めているところでござい

ます。２６年度から開始いたしまして３０年度に終わる予定で現在進めているところです。ほぼです

ね，小浜のほうはもう終わりに近づいておりまして，小浜のほうは残り，ちょっと張り芝のほうが残っ

ているだけでございます。なお，大浜のほうにつきましては，大浜の道路拡幅工事を現在やっておりま

すが，ちょっと繰り越し事業にもなっておりまして，５月末には完了する予定です。更に２９年度につ

きましては第１駐車場やらトイレ，あるいは休憩所，高倉，ステージの改修，バースハウスの実施設計

まで入りまして，最終であります平成３０年度にバースハウスの新築工事を行う予定にしているところ

です。以上でございます。 

 

１１番（川口幸義君） 作業のほうは一応順調に進んでいるということで理解していますが，それで私が

いつも問題提起している，その海の家の解体については，どのようなめどが立って，いつ頃までに解体

が進んで，新たな工事が発注できるかということを伺いたいと思います。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 大浜海浜公園の海の家につきましては，議員のほうから何度も御質問がご
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ざいましたとおり，土地使用者に対する財産使用許可期限が既に終了しておりまして，ただ，現在営業

は行っていないものの，建物は撤去されていないことから，平成２８年４月以降につきましては，不法

占有の状態が続いておるわけです。建物撤去につきましては，平成２７年１１月から協議指導を続けて

おりますが，口頭での意思表示はあるものの，これまで履行されていないことから，平成２８年１０月

の協議の際に平成２９年，今年の３月に撤去する旨の確約書を提出させておりました。その後も本人と

協議をいたしておりましたが，先日，土地所有者より近日中に店舗内部の物品処分を行い，解体撤去に

取りかかる旨，確認ができたところでございます。なお，昨日も担当が現場を確認いたしたところです

が，現在，土地使用者による物品の処分が既に開始されているというふうに伺っております。以上で

す。 

 

１１番（川口幸義君） いわゆる物品等の搬出はもう済んでいるということですから，いよいよやる気は

あるという理解でよろしいですね。３月いっぱいでは解体が進みそうでしょうか。４月には発注せない

かんでしょう。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 本人と確認いたしましていることはですね，３月の１０日から解体作業に

入って，３月いっぱいでは全て解体撤去するというふうに確認をいたしております。したがいまして，

４月以降は新しい２９年度の事業に予定どおり取りかかる予定でございます。以上です。 

 

１１番（川口幸義君） ４月からですね，２９年度の新しい事業が導入できるということで，大変うれし

く思っております。部長，御苦労さんですね，骨の折れる仕事をよく頑張りました。ほめて上げたいと

思っております。 

 次に，この３番は教育行政についてであります。（１）離島生徒大会の参加助成についてであります

けれども，これは同僚議員の松山議員が詳しく伺いをしておりますので，これについては割愛をしたい

と思いますけれども，ただ一言だけ，この件についてですね，三反園さんが奄美に来られて，私は２回

ほど二人で会って，彼は奄美の離島を回っていらっしゃるから，ああ，奄美も大きいな，川口さん，だ

から，こういう離島の子どもたちは鹿児島で受験をするのも，スポーツするのも，必ずハンディを背負

って行っていると，これを何とかしてもらえんですかと，私は２回言いました。それでも手紙も書いて

出したら，ちゃんと返事をもらいました。やります。新規事業だけど，自分は頑張りますということ

で，きちっとね，約束は守ってくれたので，私も喜んでおります。これについては，一応，質問は割愛

をさせていただきます。 

 問題の大きな４番，と畜場建設についてであります。（１）広域組合の取組とその経緯について伺い

したいと思います。よろしくお願いします。 

 

市民部長（前田和男君） それでは，と畜場建設に向けた広域での取組と経緯についてお答えさせていた

だきます。議員御承知のとおり，奄美大島のと畜場は，本市と瀬戸内町の２か所にございますが，いず

れも建築後４０年以上経過して，老朽化が著しい施設となっております。島の食文化である島豚料理の

継承，更に国立公園指定やその後に続く世界自然遺産登録など，交流人口の増加が予想される中，地元

食材の安定的な供給，更にはお土産品などを考えると新たな施設建設は本市のみならず，奄美大島５市

町村にとり喫緊の課題と考えております。これまでの経緯といたしましては，平成２７年５月に庁内検

討委員会を立ち上げました。更に同年７月には５市町村参加の検討委員会を立ち上げ，５市町村同意の

もと，新たなと畜場建設を目指すこととなりました。その後，協議を重ね，本年１月３０日に奄美大島

食肉センター建設推進協議会を正式に立ち上げ，奄美群島振興開発事業による施設建設に向け準備を進

めているところでございます。御理解をお願いいたします。 
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１１番（川口幸義君） ありがたいですね。これが奄振予算に組み入れようという考えでしょう。それで

ね，奄振予算で，もし組み込むことができなかった場合のことを考えて，私はお伺いしますけれども，

そうなったときには，広域的な取組で負担金も当然要るだろうと思います。できるだけ奄振予算に組み

入れてですね，命を張ってでもこれはやらないといけないと思うんですけれども，そこら辺りの意気込

みを聞かせてください。 

 

市民部長（前田和男君） 当然，先ほど答弁の中でも述べましたように，この施設は島の食文化を含め，

必要な施設だという認識を持っておりますので，まずは奄振獲得に全力投球で向かわさせていただいた

上で，その後はまたいろいろな方と御相談をさせていただきたいと思いますので，よろしくお願い致し

ます。 

 

１１番（川口幸義君） 部長の力強い意気込み，私も安心しました。それでですよ，大体どの程度の額を

見込んで，要求をなさるのか。陳情をなさるのか。それはどれくらいの見込みでやられるんですか。 

 

市民部長（前田和男君） 今回，奄振要望をするに当たっては，ちょうど奄振の事業が平成３０年度まで

が現在の奄振，３１年度からは次期奄振という形になることもありますが，今準備しているのは，まず

基本設計，実施設計の部分で奄振申請を持って行こうと思っております。その額につきましては３，０

００万円程度を見込んでいるところですが，施設建設につきましては今島内の養豚業者，そこの生産量

の今後の見込み，増頭予定ですね，そういうものを含めて，何度かヒアリングをさせていただいており

ます。そういうところで出てきた頭数と，更に加工を含めた増頭計画が可能かどうか，この辺も含めて

農林サイドとも打ち合わせをしながら，施設規模をしっかりと決めていきたいと思っておりますので，

よろしくお願いいたします。 

 

１１番（川口幸義君） これもですね，今，ある業者は鹿児島のほうに年間何百頭，運賃かけても鹿児島

のほうで加工したほうが，衛生上よいということで，そういう方もいらっしゃいますので，もしこの奄

美でこういったと畜場が加工場までセットしてできればですね，また養豚業者が増える可能性は，僕は

十分見込めると思っているんですよ。ということは，世界自然遺産登録に，やっぱりなりますと，どん

どんどんどん本土からいろんなお客さんが奄美に自然を見ながらですね，奄美の自然を見て，手ぶらで

帰るわけにはまいりません。そうすると，奄美の何か特産品を，お土産を持って帰りたいなと思ったと

きに，島のこの黒豚をね，部長はさっきは島豚とおっしゃっているが，黒豚と僕は言いたいんですよ。

これは鹿児島県がみんな黒はとってしまったから，島豚とあなたはおっしゃっているんだけど，もとも

と黒豚は島の黒豚なんだ，ね。だから，手土産に加工場があれば持って帰れる。タンカンは，そういっ

たトケイソウ，こういうのはもう時期的なものだから，その時期に来なければお土産に持って帰れない

でしょう。そうすると，加工場があれば冷凍物が一年中，お土産で持って帰れるという，こういう僕は

考え方を持っていてね，またこれからどんどんどんどんふるさと納税が果敢に攻めていくと，返礼品に

もどんどんこの島豚が使えるのではないかなと，このように思っているから，この加工場については，

と畜場はね，思い切って僕はね，やったほうがいいと思いますよ。こんなちっちゃくなったらだめです

よ，部長。思い切って大きく，それぐらいの規模で頑張ればね，僕はね，将来はまた肉牛，奄美産の肉

牛もブランド化できるかも分からない。沖縄の石垣市はですね，人口８，０００名ぐらいだけど，石垣

牛がどんどん出ておる。毎日あの加工場で２０頭つぶしている，２０頭。だから，奄美大島がやる気さ

えあればね，できないわけはないと僕は思っているんですよ。そういうことで，僕も期待をしながら，

取り組んでまいりたいと思いますが，ひとつよろしくお願いします。あなたがこの役所を定年しない間

に，めどをつけていただきたいと思っております。これについては終わります。 

 次は５番，農業政策についてであります。（１）農業委員会について，いわゆる①農地利用最適化推
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進委員なるものを，今，市民の方がよく理解できていないわけです。新しく法律が変わったらしいねと

はおっしゃるけれども，これについてね，僕がここで質問をすることによって，テレビを見ている方も

いらっしゃるので，分かりやすくですね，ひとつ，この農業委員会のこの農業委員と農地利用適化推進

員についての関わりと，その仕事の内容までよろしくお願いしたいと思います。 

 

農業委員会会長（前山重一郎君） ただいま川口議員の農業委員会についての質問にお答えいたします。

農地利用最適化推進委員は，担当地区での農地利用の最適化の現地活動を主体に行います。その中で，

担い手への農地利用の集積，集約化や耕作放棄地発生防止のための農地の利用状況調査や遊休農地所有

者等への利用意向の確認等を行います。また，新規就農者や参入企業等のために農地のあっせん等を行

います。農業委員会の総会に出席して，農地利用の最適化に関する意見は述べられますが，議決権は有

しておりません。農業委員は，農地の貸借，売買，転用許可案件について，総会において審議，判断を

行います。農地利用集積結果の決定をし，農地中間管理事業への配分計画への意見を付します。また，

遊休農地解消のプロセスとしては，所有者への意向調査や中間管理機構との協議の勧告等を行います。

農地利用最適化推進委員との大きな違いは，農業委員は総会において議決権を有しておりますが，農地

利用最適化推進委員は議決権を有してないことでございます。以上です。 

 

１１番（川口幸義君） よく分かりました。農業委員は，要するに議決権を持って審議をすると，いわゆ

る３条申請なり，５条申請なり，あらゆる農地法に係る審議については農業委員がやりますよと，要す

るに，この農地利用最適化推進委員，これについては，この方々は，いわゆる農業委員の皆さんと，要

するに耕作放棄地についての関わりだけの仕事なのか。ちょっとここのもうひとつ分かりやすくできま

せんか。 

 

農業委員会会長（前山重一郎君） ちょっと農地法になると大変難しくて分かりにくい部分があるかと思

いますけれども，改正農業委員会法の第６条第３項の２に農業委員会は農地法，その他の法令によりそ

の権限に属された事項を処理するほか，その区域内の農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関す

る事務を行うとなっており，その中で，先ほどの担い手への農地利用の集積，集約化等々の業務が任意

業務，やってもよいから必須業務，やらなければならないとして位置付けられましたので，今後一層，

農業委員，推進委員ともども連携を密にしながら，業務を進めてまいりたいと思います。ただ，農業委

員と推進委員は相棒という関わりで，相棒関係ということで努めてまいりたいと思っております。 

 

１１番（川口幸義君） よく分かりました。適化推進委員については，この方々は例えば地元に事情をよ

く分かっていらっしゃる方が，一応推進委員になって，例えば農地の境界の案内をしたり，どこどこに

こういうのがありますよと，こういうのが推進委員のお仕事になるわけですよね。ということは，耕作

放棄地についても，彼らはこの助言をして，いわゆる，これはこのあとになりますけれども，そういう

事業推進役をなさっているという認識でよろしいんですか。 

 

農業委員会会長（前山重一郎君） はい，ただいま議員のおっしゃるとおりでございます。はい。 

 

１１番（川口幸義君） よく分かりました。じゃあ，続きまして（２）農政についてであります。ここに

①，②，農地中間管理事業と，いわゆる県営の中山間地域の総合整備事業について，この二つをできれ

ばセットで話をしても結構ですよ。まず最初に，中間管理についての，その役割ですね。 

 

農政部長（奥 正幸君） 中間管理事業だけでよろしいですか。じゃあ，まず，事業の概要について御説

明いたします。平成２６年度から農地中間管理機構を通しまして，農地の貸し借りを行う新たな仕組み
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が，この農地中間管理事業というのが始まりましたけれども，この事業についてはですね，農地中間管

理機構が農地の所有者から農地を借り受けて，農地借り受けを希望する者を公募，公表し，応募者の中

から適切な相手方を選定した上で，担い手がまとまりのある形で農地を利用できるように配慮して貸し

付ける事業でございます。 

 

１１番（川口幸義君） それでですね，いわゆる中間管理者は，いわゆる個々の農地を皆さんは預かっ

て，貸し借りについて仲介を図ると思うんですけれども，この貸し借りについてですね，いわゆるお年

寄りが農地を持っていても，なかなか農業は自分たちはできないよと，そのかわり中間管理者である奄

美市が仲介をして，大規模農家なり，法人なり，そういった方が農業をやると，そういうことで仲介役

をなさると思うんですけれども，それについては異論はないと思うんですよ。例えば奄美市が中間管理

者として自分たちの農地を第三者に貸して，何千円か地料代が入りましたよと。お年寄りは喜ぶわけ

だ。しかしながら，鹿児島県のいわゆる県営の中山間事業を導入するに当たってですよ，そうなるとこ

れは当然これまでの法律では受益者負担が何割かあるわけですよ。これをやると，またお年寄りは，い

や，私は今まで地料代をもらっていたのに，県営の中山間事業を導入することによって，手出しがでて

きたんだと，こうなったときには，じゃあ，それだったら貸さないよと，やめてくれと，こういう事例

が過去にね，奄美市じゃないですよ，他の町村であったんです。だから，これについて鹿児島県がいわ

ゆる中山間事業を導入しようというときに，どの程度の農地の面積があれば予算を組んでやりましょう

かと，そちらからまたお願い行かなければならんわけでしょう。中山間事業を導入するに当たっては。

それについてはどの程度面積があって，どうしますか。 

 

農政部長（奥 正幸君） 県営中山間地域総合整備事業の，まずその事業の概要の中にですね，その受益

面積がどれだけ必要かというのがございますので，②の県営中山間地域総合整備事業のまず概要を簡単

に説明いたしますけれども，この事業についてはですね，農業生産に必要な土地とか水源などを確保す

るための農地の区画整理，ほ場整備であったり，土層改良などであったり，農道及び農業用排水施設な

ど整備する土地改良事業のひとつであるということでございます。今，奄美市ではですね，住用地区に

おいて県営の中山間地域総合整備事業を今，行っておりますけれども，住用の農業の振興と農村集落の

活性を図るということで，平成２５年度から着手しております。事業主体は鹿児島県で総事業費が約１

１億円，農道や用排水路などの３５の路線を整備をして，平成３０年度まで計画になっております。 

 お尋ねのこの，まず県営中山間事業の採択要件ということで，受益面積については６０ヘクタール以

上というのが基本にございます。住用地区については受益面積は８４．３ヘクタールになっていますけ

れども，基本としてこの県営事業の中山間地域総合整備事業の採択要件としては６０ヘクタール以上

と。ほかにも採択要件等ございますけれどもですね，事業費が８億円以上なければならないとかです

ね，その整備する工種が二つ以上ないといけないとかいうことがございますけれども，受益面積が６０

ヘクタール以上なければならないという採択要件がございます。 

 

１１番（川口幸義君） はい，よく分かりました。それでですね，例えば奄美市が６０ヘクタール超えた

よと，我々は中間管理者として預っているものを県に，これお願いしようと，そうなったときに，先ほ

ど僕が申し上げたお年寄りが，いわゆる受益者負担については，自分たちはノーだと，こういうふうに

言われた場合について，法律が新しく整備されたとは思うんですが，これについての対応の方法があっ

たらおっしゃってください。 

 

農政部長（奥 正幸君） 受益者負担金についてはですね，この県営の土地改良事業，中山間地域総合整

備事業もなんですけれども，事業費のうち国と県の補助金を除いた市が負担する額がございますけれど

も，その額の２分の１以下というのが受益農家，土地所有者などが負担することになっております。そ
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れで，議員からもお話しがございましたように，今後，高齢化の進行に伴ってですね，その農地中間管

理機構への貸し出しというのが増加することが当然見込まれるということで，高齢農家の皆さんは，地

代があればですね，今までの地代があれば，積極的にその機構に農地を貸し付けるんですけれども，そ

の土地改良事業で整備することによって，今言った受益者負担金というのを支払わなければ，もう農地

はもう二度と貸さないということで，この事業も進まない，その基盤整備，土地改良事業も進まないと

いうことなどが考えられます。こういうことでですね，国といたしましてはですね，この平成２９年度

の新しい事業，農地中間管理事業と連携した新事業の創設ということで，土地改良区の見直しを，今改

正案をですね，この国会に今提出しているところでございます。その内容は何かと申しますと，高齢農

家を含め，その離農している方々から農地を集めてですね，担い手農家に貸し出すための農地中間管理

機構が借り入れている農地につきましては，大型土地改良事業，県営中山間事業などの基盤整備の事業

の事業導入もこれ農家，要りませんよ，費用負担，受益者負担金も支払わなくてもいいですよという，

この土地改良事業の整備ができる案というのをですね，今，国会に提出しているというところです。そ

れで，このメリットがかなりあるんですけれども，例えば一つ目として，県営中山間地域総合整備事業

の土地改良事業なんかも，基盤整備が大いに進んでいくと，二つ目には，農地中間管理事業への農地の

預け入れがかなり増えてくると，三つ目は，担い手農家への農用地の流動化が加速してくると，最後に

は耕作放棄地が解消される，解消が加速するというような大きな効果がございましてですね，これを活

気的なこの事業が創設されますと，土地改良事業であったり，担い手農家への農地の流動化が図られて

ですね，本市の農業の振興を図る上でも大いに貢献する大きなこの制度であることからですね，我々も

この制度決定時には農地の所有者への事業内容をですね，周知を図ってですね，事業の推進に努めてま

いりたいというふうに考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

１１番（川口幸義君） ２９年度のいわゆる法案が通れば，いわゆる受益者負担はなくなるという，とて

もいい話が今伺いましたので，それでですね，もしこれを，いわゆる第三者に仲介して農地を貸すと。

そしたらこれは，この新しい法律は要するにこれまでは１，２年経って，きれいに整備したあと，また

荒れ地にして放ったりしおったんですけれども，これからはこの予算を組んで，きれいに整備した農地

については，最低でも５年間は継続してこの農業を続けなければ，補助金は返還せんばならんようなこ

とにもあると思うんですよ。それについては，やっぱり中間管理者機構は努力をしなければいけないと

思いますよ。これ，２，３年経ってね，このものを整備したあとをまた放って，荒れ地にすると，これ

はまた返還せないかん。これがひとつの今後の農地についての流動化の問題だと，私はこのように理解

しておりますので，どうもよくわかりましたので，部長，御苦労さんでございます，ありがとうとざい

ます，よく理解できました。 

 朝山市長の先般同僚議員のお二方の質問で，３期目のいわゆる出馬表明をいたしました。私は新聞を

見て大変うれしく思いましたね。朝早く新聞を手にして見ました。それでですね，私も一度はこのよう

なことを申し上げたと思うんですけれども，８年前から前市長のあとを継いでね，僕はあのときは負の

遺産を引き継いで，朝山市長はかわいそうだなと，自分の体の数倍もの重い荷物を背負って，まるでア

リさんのようだと，私はこのように申したことがあります。今は，先ほど与議員のいろいろ財政事情の

話を伺いしますと，実質公債比率だって，もう一桁になって，もう９．５パーセントも，あの時分は１

５，６パーセントぐらいあったと思うんですよ。だから，市長もかなり努力をなさってですね，借金も

減したし，そして今はハード事業も今着々と進んでおります。それから，来年度は世界自然遺産登録，

その次はまた新たなる，いわゆる奄振の延長もしなければならない，大事な時期でありますので，また

ね，３期も挑戦をして，できるものなら僕は無投票がいいんだなと思うんですけれども，何せこれだけ

は相手がいることですから，私はひょっとしたら市長のライバルになりそうな人はこの議場の中でいら

っしゃるかも分からんですよ。あるともないとも言えない，これが選挙なんです。ですから，引き締め

てですね，その昔，鬼ケ島に桃太郎は猿や犬や雉を連れて鬼退治に行ったんです。今度征伐をして，３



 

- 243 - 

 

期担うようになれば，名前も朝山桃太郎と変えてもらいたいなと，私の思いであります。以上をもちま

して質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で自由民主党 川口幸義君の一般質問を終結いたします。 

 これにて，本日の日程は終了いたしました。 

 明日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。（午後３時４５分） 



 

第 １ 回 定 例 会 

平成 29 年３月 10日 

（第７日目） 
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議長（竹山耕平君） おはようございます。ただいまの出席議員は２４人であります。会議は成立いたし

ました。 

これから本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 本日の議事日程は，お手元に配布してあります議事日程第３号のとおりでありま

す。 

日程に入ります。 

日程第１，議案第１号 平成２８年度奄美市一般会計補正予算第４号についてから議案第１４号大島

農業共済事務組合規約の変更についてまでの１４件について一括して議題といたします。 

各議案に関する各委員長の審査報告を求ます。 

最初に，文教厚生委員長の審査報告を求めます。 

 

文教厚生委員長（渡 雅之君） おはようございます。文教厚生委員会に付託されました案件について報

告申し上げます。文教厚生委員会は，２月２２日の１日間開会し当委員会に付託されました議案第１号

から議案第６号まで及び議案第１３号の７件について審査いたしました。 

７件の議案につきましては，お手元に配布してあります文教厚生委員会審査報告書のとおり，すべて

全会一致で可決すべきものと決しました。それでは議案審査の質疑内容について報告いたします。 

はじめに，議案第１号 平成２８年度奄美市一般会計補正予算（第１号）中，２款総務費，３款民生

費及び４款衛生費について当局より補足説明があり，委員よりハブ買い上げ報償費が減額されたのは報

償金が削られたことが要因なのかとの質疑に，当局より，平成２３年度に１万匹以上の買い上げがあ

り，そのすべてが抱卵しており，それ以降では抱卵は見られないとのこと。また，年度によって捕獲数

にばらつきがあり一概に報奨金の減額が原因とは考え難いとのこと。 

委員より，生活保護費の医療補助費が増加している要因はとの質疑に，当局より，がん患者による入

院延べ件数を上半期で比較すると平成２７年度が３４２件であったのに対し，平成２８年度は３９１件

となり件数で４９件，医療費で３，７００万円ほど増加している。また，更生医療対象と思われる手術

が指定医療機関ではなかったため３件２，０００万円ほど生活保護の医療扶助費から支払いとなったと

のこと。 

委員より，生活保護法第６３条と同法７８条との違いはとの質疑に，当局より，生活保護法第６３条

は，保護受給中に資力が生じたため一括もしくは分割で返還する仕組であり，同法７８条は，資力を隠

して受給するいわゆる不正受給に当たるため支給分を徴収するもので，これも同じく一括もしくは分割

があります。とのこと。 

委員より，国民健康保険のようにレセプト点検等のチェック機能はあるのかとの質疑に，当局より，

保護課でも４名のレセプト点検が配置され平成２７年度は，過誤調整等で約５，５００万円の実績があ

った。とのこと。 

委員より，保育士を確保できなかったことでの影響は，また平成２９年度に待機児童ゼロを目指すと

答弁していたが，保育士の確保をどのように考えているのかとの質疑に，当局より，保育士の確保がで

きなかったことで待機児童が発生した。現在，事業の見直しを行っており子ども子育て会議を開催する

中で平成３０年度に向けみなし保育士の研修を実施して保育士の確保に努めたいとのこと。 

委員より，保育所に再任用の所長が配置されているが，その成果はとの質疑に，当局より再任用所長

を配置することによって前所長を保育現場に配置することで保育士の不足をカバーする効果があった。

また，保育所内の維持管理や地域集落との交流がスムーズになったとのこと。 

委員より，子育て支援員研修内容は県と同じなのか。また，地域の実情は加味されているのかとの質

疑に，当局より，国が作成したカリキュラムを使った研修となっており，その中に保育所で２日間の現

場研修がある。実情に沿った研修となっているとのこと。 
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ほかにも関連質疑がありましたが，この際省略いたします。 

次に，第２表，繰越明許費の教育費及び１０款教育費について，当局より補足説明があり，委員よ

り，教育行政の指定寄附金の詳細はとの質疑に，当局は，昨年２月に尼崎市から本市に転入した８３歳

の女性で書籍や学校の備品等に使ってほしいとの希望です。このことに謝意を込め，まなび福祉フェス

タにおいて市長から感謝状と子供たちからお礼状の贈呈を考えているとのこと。 

委員より，私立幼稚園奨励補助金の減額した理由はとの質疑に，当局は，当初見込みより認定世帯が

２３名減少したためで対象者の支給額が減少したことではないとのこと。 

委員より，県体育大会選手派遣負担金の減額の原因はとの質疑に，当局は，当初２５競技２５０名を

見込んでいたが，結果的にはバレーボール女子，軟式野球そしてラグビー等の団体競技が入賞を郡体で

逃がしたと，また，台風接近により欠場する選手が出たため減額となったとのこと。 

委員より，文化センター音響設備の工事を実施したとのことだが，この工事で終わりなのかとの質疑

に，当局は，経年劣化による改修であると，今後はメインアンプや照明設備をコンピューター制御可能

な機材に切り替えていきたいとのこと。 

 ほかにも関連質疑がありましたが，この際省略いたします。 

次に，議案第２号 奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について，当局より，補足

説明があり，委員より，出産育児一時金１，３４４万円の減額の要因はとの質疑に，当局より，これま

での実績を考慮して当初名瀬で１００件，住用２件，そして笠利１０件の計１１２件を計上していた

が，平成２８年１２月までの支出状況を考慮して今回３２件分を削減して８０件に修正したとのこと。 

ほかにも関連質疑がありましたが，この際省略いたします。 

次に，議案第３号 平成２８年度奄美市国民健康保険直営診療所施設勘定特別会計補正予算（第４

号）について，当局より補足説明があったが，特段の質疑はありませんでした。 

次に，議案第４号 平成２８年度奄美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について，当局

より補足説明がありましたが，特段の質疑はありませんでした。 

次に，議案第５号 平成２８年度奄美市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）について，当局よ

り補足説明があり，委員より，介護サービス等諸費が減額した要因は何かとの質疑に，当局より，過去

２年間の実績で計上した。６５歳以上の第1号被保険者は，昨年度と比べて３４３人増え１万２，９０

５人となったが，しかし介護認定者数は，前年度と比較して１２０人減の２，６４１人となったことが

原因であるとのこと。 

ほかにも関連質疑がありましたが，この際省略いたします。 

次に，議案第６号 平成２８年度奄美市訪問看護特別会計補正予算（第１号）について，当局より，

補足説明があり，委員より，昨年同様に減額補正しているが，その理由は何かとの質疑に，当局より，

前年度実績で予算計上したが，笠利町内に民間の訪問介護ステーションが新たに開設されたのが影響し

たのではないかとのこと。 

ほかにも関連質疑がありましたが，この際省略します。 

次に，議案第１３号 奄美市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例の制定について，当局よ

り補足説明があり，委員より，預かり保育の施設の場所はどこか。また保護者からの要望かとの質疑

に，当局より，場所は朝日小学校裏手にある民家を借りて実施していたが，年度末で明け渡しをするこ

とになった。また保護者からは，引き続き預かり保育を継続してほしいとの要望が強く寄せられた。さ

らに公立幼稚園在り方検討委員会の議論の中でも認定子ども園の移行を前提に新年度から預かり保育を

実施するという決定がなされたとのこと。 

委員より，保育料月額１万２，０００円を超えない額とした根拠は何かとの質疑に，当局より，預か

り保育をしていた事業所の額を基本とし他の事業所とのバランスを考慮した。また通常月と夏休み等々

の長期休暇時期についても保育料の増減を考慮した。 

ほかにも関連質疑がありましたが，この際省略いたします。 
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以上で文教厚生委員会の報告を終わりますが，御質疑がございましたら，ほかの委員の協力を得てお

答えしたいと思います。以上です。 

 

議長（竹山耕平君） 次に，産業建設委員長の審査報告を求めます。 

 

産業建設委員長（多田義一君） おはようございます。御報告申し上げます。産業建設委員会は，２月の

２２日の１日間開会し慎重に審査をいたしました。議案第１号 平成２８年度奄美市一般会計補正予算

（第４号）についてから，議案第１４号 大島農業共済事務組合規約の変更についてまでの６件は，お

手元に配布してあります審査報告書のとおりすべて全会一致にて可決すべきものと決しております。 

 主な質疑を御報告いたします。議案第１号 平成２８年度奄美市一般会計補正予算（第４号）中関係

事項について，はじめに２款総務費，５款労働費，６款農林水産業費及び７款商工費まで，当局より補

足説明を受け，委員より，奄美市経営対策資金利子補助金について質疑があり，本年度実績見込みは５

９事業所，融資額は５億９，３６１万円を見込んでいる。今回の減額は，利子補助は本年度から実施し

た事業であるため利息の１年分が補助対象とならず借り入れた時期から半年や３か月等の補助期間とな

っている事業所もいる。来年度については，本年度対象となっている約６０事業所，新たな新年度借り

入れを行う事業所は対象となるため本年度の予算要求額と同じ程度の実績が見込まれると考えている。

２年間利子補助をする制度であり来年までを予定しているとのこと。 

委員より，林業振興費で松くい虫駆除事業費が減額となっているが，終息に向かっているか。との質

疑があり，松くい虫については，南部のほうから終息に入っており当初予算を組む際には，１１月の時

点で前年をめどに組みますが，今回申請をしたところ減額になった。現在の状況は，住用地区は数年前

から名瀬地区は一昨年から終息に向かっているが枯れた松は，まだ残っている。笠利地区は，まだ進行

しているが，そこが終われば終息に向かうとのこと。 

委員より，農業委員，農地調査推進協力員，農地利用最適化推進員及び地域連携推進員の四つの委員

の業務分担はとの質疑があり，地域連携推進員は，人・農地プランというものがあり，地区の担い手の

農地の集積や遊休地の発生防止について集落と一緒に話し合うための地域連携推進員でありましたが，

昨年４月に改正農業法が施行され農地利用最適化推進員の設置に伴って業務が重複するとのことから地

域連携推進委員は今回廃止となった。 

農地調査推進協力員は，農地利用の調査を行う際，農地が不明な場合に協力をお願いするものであ

る。農業委員は，農地法３条４条５条の審査や現場活動もあるが法律で規定されたものが主であるとの

こと。 

委員より，繰越明許費の森と水のまち住用観光プロジェクト事業と歴史回廊のまち笠利観光プロジェ

クト事業について計画の遅れが懸念されるがとの質疑があり，歴史回廊のまち笠利観光プロジェクトに

ついては，平成２９年度で完了予定である。２８年度事業としてあやまる崎台地にトイレ，休憩施設，

展望デッキ，駐車場，園地の整備を計画している。また，別の事業ではあるが観光案内所と軽食ができ

る施設等を整備予定である。 

森と水のまち住用観光プロジェクトは，平成２５年度から３０年度までの事業であり全体事業費で４

億円を予定している。今回，中核施設の整備について次年度に繰り越すということで２９年度に中核施

設周辺の造成，駐車場の整備を行う計画となっているとのこと。 

また，委員より，６次産業化サポート事業が不採択になった理由はとの質疑があり，九州農政局から

不採択理由を県を通して問い合わせたが，確認できなかった。推測では，この事業が，県をまたいで支

援するという要綱があるため，その辺が評価されなかったのかということと事業者の規模に対して申請

額が大きかったのではないかと考えているとのこと。その他にも質疑がありましたが，省略をさせてい

ただきます。 

次に，４款衛生費，８款土木費及び１１款災害復旧費の補足説明を受け，委員より，急傾斜崩壊対策
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事業について指定箇所に比べて予算が少ないと思う。年間５件はしないと追いつかないのではとの質疑

があり，急傾斜崩壊対策事業は，国の補助事業であり，事業主体は県である。現在，奄美市内での事業

箇所は，３箇所で，予算要求に対して市は１０パーセントの負担をすることとなっており県においてま

だ事業着手していない箇所がかなりあるため県に対して要望しているが，県全体の予算が例年，１億

２，０００万円ほどであるが，今後も要求をしていく。 

また，県単急傾斜地崩壊対策事業費は，１地区の単年度事業費の上限が１，５００万円という上限が

あるため，１か所予算要求をしても，なかなか県が，その半分を負担することができない状況にあるよ

うで，事業要望は，まだまだあるため県に働き掛けていきたいとのこと。そのほかに委員から平田浄水

場工事現場の柵のところから子どもたちが，現場に自由に出入りできるようになっており危険であると

の指摘がありました。そのほか特段の質疑はありませんでした。 

次に，議案第７号平成２８年度奄美市公共下水道事業特別会計補正予算第３号について補足説明を受

け，委員より，工事請負費の２，０００万円について質疑があり赤木名地区の特定環境の事業で補助率

が高率補助５５パーセント，定率補助５０パーセントの二つに分かれており，管路にかかるものは定率

の５０パーセントになるが，処理場内でも直接汚水の処理にかかる分は５５パーセントの高率補助とな

っているため，今回，処理場のうち２億円が高率補助だったが，それを管路に移した場合，補助率が５

パーセント落ちてしまうため，その分１，０００万円補助金が下がり，それを事業費に割り戻すと事業

費に２，０００万円足さないといけないことから今回２，０００万円予算を計上したとのこと。ほかに

も質疑がありましたが，省略をさせていただきます。 

次に，議案第８号 平成２８年度奄美市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）については，

質疑はございませんでした。 

次に，議案第９号 平成２８年度奄美市水道事業会計補正予算（第４号）について補足説明を受け，

委員より，自衛隊基地水道施設に伴う負担金について市の負担はないと答弁したと思うがとの質疑があ

り，自衛隊からの事務費として６パーセントを計上しているが，市が払うものではないとのこと。 

委員より，水道利用料収入の今後の見通しについて質疑があり，現在，９億円程度の収益があるが，

人口問題研究所が，奄美市の人口推計を４８年後には，半分近くの人口になると推測していることか

ら，そのことから収益に見合った施設を造っていかなければいけないということで，まずは容量を小さ

くするためのダウンサイジングを行ったり管についても耐震のものは費用がかかるためメリハリをつけ

て整備しながら適正な運営ができるように，また当然赤字にならないように運営を行っていこうと考え

ているとのこと。 

ほかにも質疑がありましたが，省略をさせていただきます。 

次に，議案第１２号 奄美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について，委員より，実績加算額を定めるとのことだが，どのようなことを想定

しているかとの質疑があり，基礎的な報酬は，現在支払っているが，一応２階建てとなっており成果払

いについてはないとし，１月に前年の１月から１２月の農地集積の成果実績を把握して実績の前年対比

により点数が決まっているため，それに対応する部分と活動実績の場合は，農業経営の意向調査，中間

管理機構との連携，利用状況調査，遊休農地調査，新規参入者への農地のあっせんの部分で計算して上

限を２９万１，０００円とするとのこと。 

その他特段の質疑は，ございませんでした。 

次に，議案第１４号 大島農業共済事務組合規約の変更については質疑は，ございませんでした。 

以上で報告を終わりますが，御質問がございましたら他の委員の協力を得てお答させていただきます

のでよろしくお願いいたします。 

 

議長（竹山耕平君）次に，総務企画委員長の審査報告を求めます。 
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総務企画委員長（橋口和仁君） おはようございます。それでは総務企画委員会に付託されました議案第

１号 平成２８年度奄美市一般会計補正予算（第４号）中，総務企画委員会関係事項について，議案第

１０号 奄美市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて，議案第１１号 奄美市税条例等の一部を改正する条例の制定については，１日間慎重に審査いた

しました。これら議案３件につきましては，お手元に配布してあります総務企画委員会審査報告書のと

おり，すべて原案のとおり可決すべきものと決しました。以下その審査の結果について御報告をいたし

ます。 

議案第１号 平成２８年度奄美市一般会計補正予算（第４号）中，総務企画委員会関係事項について

であります。財政課当局より歳入につきましては，１６款財産収入，１項財産収入，２目利子及び配当

金１億６，６５１万２，０００円は，合併まちづくり基金及び減債基金の国債運用による収入額とのこ

と。税務課分として所得割２，２００万円の増額については，当初予算において納税義務者数所得割額

の伸び率や平成２７年度の実績等を勘案して個人分１４億２７６万９，０００円を見込んでいました

が，１２月末の所得割の実績が当初見込みを上回ったことによる増額とのこと。また法人割２，８００

万円の増額につきましても当初２億１，９２０万７，０００円を計上しておりましたが，１２月末の個

人割の実績が当初見込みを上回ったために増額を補正をしたとのこと。企画調整課所管分として２款総

務費１項総務管理費６目企画費２５節積立金１億９，１８０万円については，過疎対策事業債を過疎地

域自立促進特別事業基金に積み立てるとのこと。 

歳出につきましては，２款１項３目財政管理費，２５節積立金のうち減債基金１億２６１万８，００

０円は，国債の運用分５７１万８，０００円及び公共施設整備基金から名瀬住用学校給食センター建設

費３４０万円及び平田浄水場更新事業出資金９，３５０万円に伴う起債償還金の財源として減債基金に

積み替えるものとのこと。 

次に，地域振興基金３億９，６２２万６，０００円は，教育行政寄附金３，０００万円，世界自然遺

産登録推進基金からの積み替え分２９７万９，０００円及び今回の補正予算編成に伴う剰余額３億６，

３２４ 万７，０００円を平成２９年度以降の地方創生事業等のソフト事業の財源として積み立てると

の補足説明の後に委員より財産運用収入の特定目的基金利子収入を１億６，０８９万４，０００円の近

年の推移はとの質問に対し特定目的基金利子収入は，奄美市合併まちづくり基金で利子国債２口の売却

額２０億８４６万１，５６１円で新たな購入額１８億４，７６７万４，３５５円でその差額１億６，０

７９万４，０００円の収入で平成２６年度が５５２万１，９９４円。平成２７年度が１，１９１万２，

８７６円とのこと。さらに売却は何年後の予定かとの質問に対し売却の予定については，財政課と会計

課と協議をしながら安全な頃を見極めてやっていきたいとのこと。また委員よりふるさと納税は，いく

ら来ているのかとの質疑に対し２月２２日現在のふるさと納税件数は，１，７０２件で，合計金額は

８，２０７万８，６８９円とのこと。 

さらに，ふるさと納税に対し将来を見据えてこのまま続けていく考えなのかとの質疑に対し返礼率も

５０パーセント地場産を使う方向性を変えないでやっていきたいとのこと。 

また他の委員より，コミュニティー助成事業費補助金，市民提案型支援事業費補助金，ふるさと納税

の活用について，また繰越明許費未執行などの質疑がありましたが，この際省略をいたします。 

次に，議案第１０号 奄美市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例の制定について，当局より，議案第１０号 奄美市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正する条例の制定につきましては，行政手続きにおける特定の個人を識別するための

個人番号の利用等に関する法律が改正されたことに伴い行政事務で利用する特定個人情報の範囲を追加

するなど所要の規定を整備しようとするものですとの補足説明の後に委員よりマイナンバーカードの普

及率について質疑があり１月３１日現在県が取りまとめた申請状況は，奄美市で５，３５５件１１．９

７パーセント県内４番目で全国では２２５番目だとのこと。 

その他に質疑がありましたが，この際省略をいたします。 
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次に，議案第１１号 奄美市税条例等の一部を改正する条例の制定について，当局より，議案第１１

号 奄美市税条例等の一部を改正する条例の制定については，消費税率の引き上げの延長に伴う地方税

法等の一部改正により軽自動車税の申請と創設の一致時期の変更。軽自動車経過措置のグリーン化の延

長や住宅取得控除の延長など所要の規定の整備を行うとの説明の後に委員より質疑がありましたが，特

段の質疑はありませんでしたので，この際省略をいたします。 

以上で，総務企画委員会に付託されました議案の審査報告を終わりますが，御質問がございましたら

他の委員の協力を得てお答したいと思います。 

 

議長（竹山耕平君） 以上で各委員長の報告を終わります。これから各委員長の報告に対する質疑に入り

ます。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者多し） 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これから討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者多し） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これから採決いたします。 

議案第１号から議案第１４号までの１４件を一括して採決いたします。 

この１４件に対する各委員長報告は，いずれも原案可決すべきものであります。 

お諮りいたします。 

各委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

御異議なしと認めます。 

よって，議案第１号 平成２８年度奄美市一般会計補正予算（第４号）についてから議案第１４号 

大島農業共済事務組合規約の変更についてまでの１４件について各委員長報告のとおり，いずれも原案

のとおり可決されました。 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 日程第２，陳情第１号 市議会による自衛隊配備に関する説明会開催を求める陳情

及び平成２８年陳情第２号奄美に大学を設置する審議会の発足に関する陳情を一括して議題といたしま

す。 

この陳情２件に関する総務企画委員長の審査報告を求めます。 

 

総務企画委員長（橋口和仁君） おはようございます。それでは総務企画委員会に付託されました陳情に

つきまして，審査の結果について御報告いたします。 

総務企画委員会に付託されました陳情第１号市議会による自衛隊配備に関する説明会開催を求める陳

情については，お手元に配布してあります総務企画委員会審査報告書のとおりであります。以下その審

査の経過について御報告いたします。 

陳情１号は，奄美市議会による奄美市当局を招へいしての自衛隊基地に関する説明会を開催すること

で陳情第１号の陳情者は，奄美市名瀬和光町２－７戦争のための自衛隊配備に反対する奄美ネット代表

城村典文さんであります。委員より陳情事項の奄美市当局を招へいしての自衛隊基地に関する説明会を

開催することに対しては，市議会で説明する立場でないとの意見。また議会が，主催して当局が説明す
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るというところまで議会がすべきなのか。さらに代表者会の総意としてやることは難しいという結論が

出た。さらに議会の中でも自衛隊の配備に対して賛否両論ある中で議会が主催して説明ができるのか。

ということが疑問がある。しかし，誘致に関しては議会で決議をしたことは重要でその経緯を議会が説

明することは大事である。議会が主導であれば当局も参加やぶさかではない。とのことなので，方法論

を探るのもいいのでは。との意見などその他にも意見が出されましたが，この際省略いたします。委員

会での協議の結果，この陳情につきましては，賛成少数という理由でお手元に配布してあります審査報

告書のとおり不採択すべきものと決しました。 

次に，陳情第２号 奄美に大学を設置する審議会の発足に関する陳情についての審査結果は，お手元

に配布してあります総務企画委員会審査報告書のとおりであります。以下その審査の経過について御報

告いたします。陳情事項は，市当局に大学設置を推進するための審議会の設置を働きかけるとのことで

陳情第２号の陳情者は，奄美市名瀬大字小宿３００番地３大津幸夫さんであります。委員より奄美にと

っても大事な取組であると議会として当局に働きかけをしてくれとの陳情であるから取り組むべきであ

る。また可能性調査が，３月で出るのであれば状況を踏まえて判断したほうがいいなど，その他にも意

見が出されましたが，この際省略をいたします。 

委員会での協議の結果，この陳情につきましては，賛成多数という理由でお手元に配布してあります

審査報告書のとおり採択すべきものと決しました。以上をもちまして総務企画委員会に付託されました

陳情の審査内容の報告を終わります。なお質問ございましたら他の委員の協力を得てお答したいと思い

ます。 

 

議長（竹山耕平君） これから委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者多し） 

これをもって質疑を終結いたします。 

これから討論に入ります。 

討論の際は，件名を明らかにしたうえで討論するよう願います。 

通告がありますので順次発言を許可いたします。 

なお，陳情第１号に対する委員長の報告は，不採択とすべきものでありますので採択することに賛成

の討論を先に許可いたします。 

はじめに日本共産党 三島 照君の発言を許可いたします。 

 

１６番（三島 照君） おはようございます。日本共産党の三島 照です。私は，陳情第１号市議会によ

る自衛隊配備に関する説明会開催を求める陳情について採択をすべきとの立場で討論を行います。自衛

隊基地配備にあたっては，市独自の説明会の開催を求めることについてこれまでも何回となく議会で取

り上げられてきました。平成２７年第３回定例会に陸上自衛隊配備部隊ミサイル部隊配備に関する市民

への説明会を奄美市長が開催することを求める陳情が，全会一致で採択されました。これは，平成２６

年８月に市長が，自衛隊基地の受け入れを正式に表明してから１年以上が経過するのに，まともな説明

がなされないことに対して議会としての説明会開催の必要性を認めたものです。そして陳情が採択され

た後，８か月経過した昨年６月ようやく基地建設予定地の近隣地区であり自衛隊宿舎が建設される大熊

地域で開催をされました。しかしこれは，あくまでも防衛省の広報に近い説明会であり，その時に配布

された資料は，奄美大島への部隊配備についてというもので九州防衛局が準備したものでした。そうい

う点では，奄美市が，なぜこの誘致に同意したのか。議会の皆さんが，なぜ誘致を推進し運動してきた

のか。こういった説明も一切まともな説明がなされていません。基地建設に伴う概要について述べてい

るものも，いわば広報に近いもので市民の疑問，不安に十分答えたものとは言えないものでした。その

ために平成２８年第４回定例会に市民生活に密接にかかわっていく重要な施策です。十分な情報提供や



 

- 254 - 

 

意見交換もないままに進められてしまうことでは将来に禍根を残すことにならないのかとの心配から市

長の責任において市民への説明開催を求める請願が提出されました。しかしこれを議会は，今度は不採

択にしました。つまり議会は，市長の説明会は，必要ないと判断した。その前は必要だと判断して陳情

を全会一致で採択した。この問題については，何一つ説明もされていません。議会とは，何ぞやこれは

皆さん，２月の本橋先生を呼んで，みんなが勉強しようと新しい議会に活かそうとそういう中から議会

の改革検討委員会ワーキンググループも立ち上げました。本橋先生は，地方議会というのは，党派政党

にかかわらず市民の要望，市民の声にどう耳を傾けるか。これをいちばんに考えていくべきだという講

演をされたと私は思っています。平成２７年３月全会一致で説明を求めたことに対して昨年の大熊での

説明会で十分とした議会の判断は，果たしてそうでよかったかという私は，疑問が残ります。本橋先生

のあの講演をどう受け止めるのか。それは真剣に議会として考えていかなければならない問題だと思い

ます。 

昨年の議会で不採択とした後の自衛隊基地配備に賛成する人からも最近は，やっぱりもうちょっと教

えてほしい。議会の中でも自衛隊を進める会がつくられて今も度々休憩の合間に相談をしていますけ

ど，そういうことができるんでしたら，そういう建設に賛成してきた方々も含めて説明会をやるべきだ

と私は考えています。この人たちからは，自衛隊基地整備に賛成する人からも何で議会は，反対したの

か。自分たちは，自衛隊基地配備でどうなるのか。基地についてほとんど知らされていない。詳細な説

明がなくてももう少し具体的な説明があってもいいのではないか。こういう声は，今，街の中で広がっ

ています。市長の説明会開催を求める陳情を議会が，不採択とした以上，今回議会に対して求められた

説明会開催は，市民の代表である議員で構成をし言論の府である，良識の府であるべき議会は，真摯に

答える必要があるのではないでしょうか。さらに言えば，議会は，平成２６年第２回定例会で奄美市へ

の陸上自衛隊配備を求める意見書の提出について賛成多数で可決をしているんです。自衛隊を配備して

くれという意見書を議会としても賛成したんです。それなら賛成した理由ぐらい市民に説明をしても然

るべきだと私は考えています。なぜ逃げるのか。後で反対討論あると思いますけど逃げる理由も説明し

てください。このことからも議会には，説明責任があり議会に説明会の開催を求めた今回の陳情に反対

する道理はありません。自衛隊を誘致する奄美市議会有志の会の議員の皆さんにとっても自分たちの思

いを市民に伝える絶好の場所です。そういう知っていただく，なぜ賛成しているか知っていただく機会

にもなるんです。議会全会一致で採択することが議会の本来の姿だと申し上げ多くの議員の皆さんが，

採択に賛成していただくことを訴えて討論を終わります。ありがとうございます。 

 

議長（竹山耕平君） 次に，採択することに反対の討論を許可いたします。自民新風会 多田義一君の発

言を許可いたします。 

 

１９番（多田義一君） おはようございます。それでは陳情第１号市議会による自衛隊配備に関する説明

会開催を求める陳情に対して反対の立場で討論を行います。 

まず冒頭，今，三島議員より逃げているんではないかという言葉でありましたが，決して逃げている

わけではないということを冒頭申し上げまして反対の立場で討論を行います。 

この陳情事項の内容は，前議会でも議論があり各党会派により議論がなされ議会として説明会の開催

は，難しいとの結論が出されたのは皆さん御承知のとおりであります。前回の議論時の背景と今度の陳

情議論時の背景は若干違いますが，いずれにしても反対であることを明確にしたうえで討論をさせてい

ただきます。 

まずは，毎回定例会において一般質問で自衛隊配備の件を取り上げ，議員，市民が疑問に思う点や提

案を行い，奄美市が，現在知り得る情報や考えは，広く市民に発信しています。また議会が，定期的に

行う議会報告会においても自衛隊配備の件での質疑を行っており今後も議会報告会は行っていくため議

会としての役割は，十分に今後も果たしていける点。この陳情内容は，議会が主催をして当局を呼んで
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ほしいとのことでありますが，議会は，依然先ほど三島議員からもありましたとおり議会において全会

一致で当局に対して説明会開催を求める陳情は採択し，その後，昨年６月に奄美市・防衛省との住民説

明会がなされ，多くの市民が参加しメディア等が取り上げ市民の皆様にも多く周知されたこと。また国

際的問題になっている北朝鮮によるミサイル発射は，４発同時に日本海に向け発射し，内３発が，日本

の排他的経済水域に着弾。その内１発は，日本国土沖合２００キロ地点に着水し最も国土に近い距離で

あったという報道が２日前になされました。一歩間違えれば日本国土に着弾し多くの犠牲者を出す大惨

事になりかねない危険な問題であるうえ，中国との尖閣問題や韓国の歴史問題がある日本は，自国民を

守る責務があり唯一自衛隊の存在が，日本国民の暮らしと安全を本気で守る機関であると私は感じてお

ります。そんな情勢の中で奄美市名瀬大熊に自衛隊が，計画的に周辺施設の整備を行っている中，この

時期にきて議会による当局を呼んでの説明会は，新たな情報もなく市民に混乱を招くことになる可能性

が非常に高いと私は判断いたします。 

また理由といたしましては，今，市民団体による寄附活動が始まり，目的は奄美自衛隊基地工事差し

止め仮処分訴訟を目的とした活動で今回の陳情者の方もそのメンバーである以上は，議会は，その目的

が訴訟であるなら司法の場での議論であり，その議論のための手段となりかねないことから，この陳情

は，議会として扱うべき案件ではないと判断をいたしました。以上のことから反対の立場としての議論

を終わりますが，議員の皆さんの賢明な御判断をお願いし討論を終わります。 

 

議長（竹山耕平君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者多し） 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これから採決を行います。採決はこれを分割して行います。 

はじめに，陳情第１号 市議会による自衛隊配備に関する説明会開催を求める陳情を採決いたしま

す。 

本件に対する委員長の報告は不採択とすべきものであります。 

この際念のために申し上げます。 

委員会が不採択の時は，本会議において改めて採否をお諮りすることになっておりますので評決に当

たっては御注意をお願いいたします。 

お諮りいたします。 

本件は，これを採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立少数であります。 

よって，陳情第１号市議会による自衛隊配備に関する説明会開催を求める陳情は，不採択とすること

に決定いたしました。 

次に，平成２８年陳情第２号 奄美に大学を設置する審議会の発足に関する陳情について採決いたし

ます。 

本件に関する委員長報告は，採択すべきものであります。 

お諮りいたします。 

平成２８年陳情第２号は，委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数であります。 

よって，平成２８年陳情第２号 奄美に大学を設置する審議会の発足に関する陳情は，採択すること

に決定いたしました。 

                     ○              
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議長（竹山耕平君） 日程第３，議案第１５号 平成２９年度奄美市一般会計予算についてから議案第３

９号 奄美市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

までの２５件を一括して議題といたします。 

ただいまの議案２５件に対する質疑に入ります。 

なお，議案に対する質疑でありますので所見等を述べないようお願いいたします。通告がありますの

で順次発言を許可いたします。 

はじめに日本共産党 三島 照君の発言を許可いたします。 

 

１６番（三島 照君） こんにちは。日本共産党の三島 照です。私は本日，提案されています議案第２

６号 平成２９年度奄美市水道会計事業予算について（１）資本的収入および支出８ページの第１款２

項１目工事負担金の３億２，９８５万５，０００円の自衛隊駐屯地水道施設整備負担金，排水管等移設

工事負担金について，なぜ負担金なのか。先ほどの産業建設委員長の報告にもありましたように負担金

は，戻ってくるということなんですけど，その後この負担金がまだ新年度予算にも計上される防衛省と

の契約または協議事項があるのか。の点となぜ負担金か。その理由を示してください。 

（２）９ページの１款１項６目朝日地区簡易水道区域拡張事業，ここでは３億１，８１７万６，０００円

とこの差額が発生していることが，もうちょっと分かりません。同じく３３ページ第１款６項１目６節

簡易水道工事負担金，ここでは陸上自衛隊奄美新駐屯地関連として３億２，７００万円。今までの８ペ

ージ９ページでは，３億２，９８７万５，０００円。９ページでは３億１，８１７万６，０００円。こ

こでも差額が出てきていますし，この３３ページでも結局今度は，３億２，７００万円このどういう関

連があるのか。示していただきたい。そして８ページ第１款２項１目工事負担金の３億２，９８７万

５，０００円。９ページの１款１項６目朝日地区水道拡張事業の３億１，８１７万６，０００円とのそ

れぞれの関連，その差額がなぜ発生しているのか。示していただきたいと思います。 

続いて，議案第３６号 奄美市中小企業・小規模企業振興条例の制定についてです。第５条６項につ

いて，この範囲をどのように考えているのか。第１２条について，幅広い分野とは，その範囲をどう考

えているのか。示してください。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

水道課長（山下一弘君） 議案第２６号 平成２９年度奄美市水道事業会計予算について（１）資本的収

入及び支出についてお答いたします。議員御質問の負担金につきましては，私どもが，歳入としていた

だく負担金となっております。自衛隊駐屯地の水道施設整備にかかる負担金につきましては，防衛支局

と締結した覚書に自衛隊駐屯地の施設整備にかかる費用は，原則としてすべて防衛支局の負担とすると

しておりますので，それに沿って負担金として計上しております。 

また，笠利地区における排水管等移設工事負担金につきましては，この事業が水道事業による事業で

はなく笠利地区における下水道事業に伴う排水管移設工事であるため原因者負担として応分の負担をい

ただくこととしております。 

次に，議員御質問の（２）（３）につきまして，まとめてお答いたします。２９年度の自衛隊負担事

業は，３億１，８００万円でこれに単独事業の１７万６，０００円を加えたものが（２）９ページ朝日

地区簡易水道区域拡張事業３億１，８１７万６，０００円となっております。 

次に，２９年度の自衛隊負担事業３億１，８００万円に２８年度に計上していない積み残し分９００

万円を加えたものが（３）①予算書３３ページ簡易水道工事負担金の陸上自衛隊奄美新駐屯地関連３億

２，７００万円となります。 

最後に（３）②予算書８ページ工事負担金３億２，９８７万５，０００円から下水道に伴う移設工事

費工事負担分の２８７万５，０００円と２８年度に計上していない積み残し分９００万円を引きますと
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２９年度の自衛隊負担事業３億１，８００万円となります。この額に単独事業の１７万６，０００円を

加えたものが（３）②９ページ朝日地区簡易水道区域拡張事業３億１，８１７万６，０００円となりま

す。 

陸上自衛隊奄美駐屯地関連３億２，７００万円の内訳についてですが，先ほども御説明いたしました

が，２９年度自衛隊事業３億１，８００万円と２８年度自衛隊事業９００万円となってございます。以

上で答弁を終わります。 

 

商水情報課長（髙 一也君） おはようございます。それでは質問にお答えいたします。議案第３６号 

奄美市中小企業・小規模企業振興条例の制定の中で第５条第６項についての範囲をどのように考えてい

るか。の御質問でございますが，第５条は，市の責務ということで第６項の範囲につきましては，奄美

市が発注するすべての工事や物品及び役務の調達等が対象になるものと考えております。 

受注対象となる事業所といたしましては，指名願いを提出しているすべての事業が対象になるものと

想定をしております。 

次に，同条例の第１２条について幅広い分野とは，どの範囲はどのように考えているのかということ

でございますが，中小企業振興会議の委員として想定している範囲につきましては，中小企業の振興な

どを目的とした法律に基づいて設立された組織の中から委員を選定してまいりたいと考えております。

以上でございます。 

 

１６番（三島 照君） 水道事業の分については，２８年度分と新規２９年度分の不足分がプラスされて

きているということで，細かいことはまた今回は，予算委員会がありますから，そこで議論したいと思

いますし，あと関議員も通告していますので分かりました。 

中小企業振興条例について範囲は，すべてのいうことなんですけど，すべてのということは，例えば

入札資格申請書を出していただければということで，これは一般の一人親方とか一人で電気工事やって

いる人とか室内装飾やっている方とかいろいろあると思うんですよ。そういったことも含めて考えてい

るのか。よその自治体では，既に小規模工事受注登録制度を設定しているところは登録できる方という

条件に入札参加資格者名簿に登録されていない方という項目もつくられている。つまりこれは，ほぼす

べての業者が対象になるということでこの制度が始まっているのだと考えているんですけど，今言われ

た説明は，入札参加資格をということですから奄美市では，これらすべての業者が，対象となるという

そういう解釈でいいのか。先も言いましたように個人で生業を立てているその小さな個人業者ですね，

大工さんや左官屋さんや室内装飾やいろんな個人でやっている業者がいるんですけど，そういう人でも

入札参加資格者がないという人はいないというぐらいすべてということになるのか。入札に参加できな

い場合がそういう人たちにはあるのかどうかいうところだけ，ちょっと確認しておきたいと思います。 

 

商水情報課長（髙 一也君） 先ほども答弁いたしましたが，指名願いを提出しているすべての業者が対

象になるものと考えております。 

 

議長（竹山耕平君） よろしいでしょうか。 

 

１６番（三島 照君） 指名願いを出している業者ということになれば，その小さい全く個人で登録して

仕事やって，今までは，いろんな下請けやらで入ってきたけど，これからは例えば今年度予算の中にも

修繕費やとか事業費とかそういう目に見えない細かい予算がいっぱいあるんですけど，そういう予算に

ついてもそういう今指名業者になっていない小さい業者などにも適用が入札に参加できるのか。そうい

う個人の人たちは入札に参加できない場合が発生するのかっていうことを聞きたいんですけど。 
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商水情報課長（髙 一也君） 先ほども答弁しましたが，指名願いを出しているということで，今，三島

議員がおっしゃられたとおり出されていない方々のできない場合が発生する可能性もあるとは思いま

す。 

 

議長（竹山耕平君） それでは三回目終わりました。再々質疑終わりましたよ。 

（「えっ」と呼ぶ者あり） 

再々質疑は終わりましたよ。 

（「あっ終わった」と呼ぶ者あり） 

それでは暫時休憩いたします。１０時５０分再開いたします。（午前１０時４０分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） それでは再開いたします。（午前１０時５０分） 

次に，社会民主党 関 誠之君の発言を許可いたします。 

 

１５番（関 誠之君） 議場の皆さん，市民の皆さん，おはようございます。社会民主党社民党の関 誠

之でございます。質疑をいたしたいと思います。だいぶ議長が，気を使って休みなどを入れて長くなる

んではないかというふうに思っておりますが，当局の答弁次第でございますのでよろしくお願いをいた

したいと思います。まず，議案第１５号 平成２９年度奄美市一般会計予算について幾つか総括質疑を

させていただきます。 

一つ目は，５８ページの２款１項１５目地方創生推進費，１９節負担金補助及び交付金大学7等設立

可能性調査事業の負担金であります。これは議会の関与をどのような形で私どももやっていかなければ

いけませんけれども，そういった視点で平成２８年度の大学等設立可能性調査事業の論点，骨子の概

略，それを受けて平成２９年度は，行政としては，どのようなことを行っていくのか。お示しをいただ

きたいと思います。 

二つ目は，市民の思いとして昨年の奄美空港ターミナルビル拡張事業負担金ということで今年は，１

億４９２万４，０００円。それに地域総合整備資金貸付金ということで３億円出ておりますけれども，

２と３の関連と事業内容についてお示しをいただきたいと思います。また搭乗口の金属探知機を増やし

て検査入口を早急に２か所とはできないのか。大変混雑をしております。東京便，関西便がいっしょに

なるとまたＬＣＣもいっしょになる時には，大変混雑をしておりますので，そういったところから早々

できないかというのが市民の思いでございます。  

大きな二つ目，６９ページ３款１項１目社会福祉総務費の１３節委託料，生活困窮者自立支援事業，

昨日の栄議員の質問で内容については，よく分かりましたけれども，もう少し掘り下げてお願をしたい

と思います。子どもに対する学習支援の具体的にどのような方法で行っていくのか。学力向上を目指し

ての目的なのか。そして，場所，支援者，対象者，募集方法，利用人数の予測または教育委員会との連

携は，どのようになっているか。お答えいただきたいと思います。 

三つ目，７３ページ３款１項４目老人福祉総務費，１９節負担金補助及び交付金，お達者ご長寿応援

事業，これも内容については一般質問等でよく理解できましたけれども平成２９年度，５００万円ほど

減額になっているということで，その理由。これは高齢者に対する市のいわゆる給付的な事業で単独予

算でありますけれどもメインになる事業ではないかというふうに思っておりますので，そういったこと

について予算の施策等の関連でございます。 

四つ目は，８０ページ３款２項９目地域型保育，１億２，１６０万８，０００円という予算が出てお

りますが，家庭的保育事業また保育所給付負担金等がその内容であると思います。それで昨日も待機児

童の問題，昨年に比べて７３名の減少と，かなり努力をしておりますけど，まだ４０数名の方が待機児

童として残っているということで，昨年，今年，今年度が待機児童ゼロというふうに言いましたけど，

新聞紙上では，来年度に１年繰り延べになったというようなことでありますから目標とした今年度は，
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無理でありましたけれども，そういったことを見ますと目標としたゼロにならなかった理由は，利用希

望者の増加，保育士の確保困難等を挙げておりますけれども利用量の見込みが甘く，３号認定，いわゆ

る０・１・２歳時の確保方策だけに終始していたのではないかと思われますので見解をお示しいただき

たいと思います。 

一般会計最後ですけれども，１１０ページ７款１項３目特産振興費，１９節負担金補助及び交付金，

一般質問でも少しありましたけれども関西奄美会１００周年記念事業負担金，この負担金は，どこにど

う支出するのか。また笠利町佐仁郷友会の８月踊り出演のための旅費がほとんど占めているとの回答で

ありましたけれども，どのような基準で旅費の計算は行われるのか。お示しをいただきたいと思いま

す。 

また，笠利町佐仁郷友会の八月踊り出演は，どのような基準で決定をしたのかを併せてお示しをいた

だきたいと思います。参考までに関西の奄美会の総会の収支決算を調べてみました。７２０万円ほどあ

りまして歳出が５２０万円ほど剰余金が２００万円ということで，関西奄美会そのものの繰越金は２，

０５４万２２５円あるようでございます。そういう中で，この問題の提起は，足元では島尾敏雄生誕１

００周年ということで，それぞれの団体が，そういった取組をするということでしたが，その辺のとこ

ろ，足元にも十分な配慮をしていただきたいなというような思いでございます。 

大きな２．でございますが，議案２６号 平成２９年度奄美市水道会計予算について，１６ページ平

成２８年度奄美市水道事業予定損益計算書において，当年度受益が２億円以上おしていますけれども，

その要因は何であるのか。前年度の純利益は，幾らであったのか。また水道事業，簡易水道共に営業利

益は赤字となっていますけれども，その原因は何であるか。 

二つ目は，３３ページから３６ページ朝日地区簡易水道区域拡張事業３億１，８１７万６，０００

円，先ほど三島議員の質疑にありましたけれども陸上自衛隊奄美新駐屯地関連の３億２，７００万円の

歳入の時期は，いつ頃になるのか。 

三つ目は，工事請負費3億円の送水ポンプ槽・電気室工事，管路工事，既設浄水場整備増補工事の工

事費の概要またタイムスケジュール等をお示しをいただきたいと思います。 

四つ目，平成２８年度委託料１，８００万円委託料６，８６６万円認可料が１，７０３万円実施設計

委託料が５，１３６万円用地購入等の執行状況についてお示しをいただきたいと思います。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

企画調整課長（三原裕樹君） おはようございます。それでは大学等設立可能性調査事業負担金について

お答いたします。この事業につきましては，平成２７年度に策定をいたしました奄美大島総合戦略に基

づき５市町村連携の下，平成２８年度に奄美大島大学設立等可能性調査を実施しているところでござい

ます。本調査は，奄美大島に大学を設立または誘致すること等の可能性について様々な角度から検討す

るための基礎資料を整理する目的で行っております。今年度の調査につきましては，島内外の高校生さ

らには国内すべての大学へのアンケートに加えまして，島内高校の進路指導の先生，民間企業，秋田県

庁へのヒアリングまた秋田の国際教養大学への視察のほか，基本的視点といたしまして奄美大島で育成

すべき人材の明確化，大学設置によって得たい効果と課題の明確化，設置目的と制度の動向を踏まえた

設置運営方法の検討などについて整理をしているところでございます。 

この調査結果を踏まえまして平成２９年度は，民間有識者等で構成をする検討会議を立ち上げること

としておりまして大学設立の可能性について様々な角度から今度の方向性を議論してまいりたいと考え

ているところでございます。以上でございます。 

 

紬観光課長（保浦正博君） おはようございます。お答えします。奄美空港ターミナルビル拡張工事の内

容につきましては，ボーディングブリッジ，手荷物受取レーンの増設並びに出発ロビー，待合室等を拡
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張するとともに国際線チャーター便が就航した際のＣＩＱ検査での対応も可能な施設としております。

今回の拡張工事によりまして従来の施設面積４，４４３平米が約１．７倍の７，５４５平米となりま

す。 

次に，保安検査所につきましては，現在既に２レーン分確保されております。検査機も２台あること

から本予算には，含まれておりません。ただし議員御指摘のとおり混雑の早期の解消については，必要

と考えておりますので市としましても昨年１２月に開催されました奄美地域離島航空路線協議会の中で

各航空会社へ要請をしております。現在，空港ビルターミナル側と航空会社が，調整をしていると伺っ

ております。 

続きまして，まず佐仁郷友会の派遣の旅費の計算につきましては，市の旅費規程に基づいて算定をし

ております。また今回の派遣につきましては，関西奄美会からの地域を代表する伝統芸能をという要請

がありましたことから数々伝統芸能ございますが，お祝いの場にふさわしい八月踊りの中から県の無形

民俗文化財に指定されている佐仁の八月踊り保存会にお願いしたところでございます。 

この負担金につきましては，全国の奄美会と交流を促進しますあまみんちゅ結事業推進協議会に出資

することとしております。以上でございます。 

 

商水情報課長（髙 一也君） それでは１の３の地域総合整備資金貸付について御説明いたします。総合

整備貸付金３億円につきましては，奄美空港ターミナルビル拡張事業に関する地域総合整備資金いわゆ

るふるさと融資を奄美空港ターミナルビル株式会社に貸し付けるものでございます。２８年度今年度に

１億円を計上し２９年度は，３億円の計上で計４億円の貸付金となります。以上でございます。 

 

保護課長（濱田洋一郎君） おはようございます。生活困窮者自立支援事業につきましては，昨日の栄議

員に続いて取り上げていただきましてありがとうございます。今回，新たに三つの任意事業を行いたい

ということで３７１万９，０００円の予算を計上させていただいているところです。関議員お尋ねの生

活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業について具体的にお答え申し上げます。まず，この事業の目

的は，貧困の連鎖を防止するために生活保護世帯の子どもさんを含む生活困窮世帯の子どもに対する学

習支援それと居場所づくり。そして，養育に関する保護者への助言を行うというものでございますの

で，必ずしも学力向上のみを目指すものではございません。しかしながら結果的に学力の向上につなが

るということも実は期待をしているというところでございます。この事業は，全国的に官民一体となっ

た取組が展開されていることが多くて当市におきましても民間団体の協力やお知恵をいただきながら実

施することとしておりまして適切な運営が確保できると認められる法人等に企画提案を募集する公募型

プロポーザル方式によりまして事業を委託して実施する予定にしております。 

予算規模は，３７１万９，０００円のうち１２２万円でございます。これは学習支援員とボランティ

アの人たちに対する報償費それと支援する場所の借り上げ料，あと参考書や問題集を準備するなどの需

用費を積算しています。 

具体的な方法といたしましては，事業の受託者が決定したあとに詳しく詰めていくことになるんです

けれども場所ですが，初期の段階としましては受託者において確保していただいた名瀬地区の１箇所で

学習支援員を２名以上それとボランティアの方々による週１回２時間程度の支援というのを想定してい

るところでございます。 

対象者といたしましては，生活保護世帯，生活困窮世帯，児童扶養手当を受給されている世帯，そし

て準要保護世帯の小・中学生。この事業へ参加することについて保護者の方が許可をしている，同意を

得られている子どもさんたちが対象になります。 

当面は，２０名程度の参加を想定しているところでございます。募集方法につきましては，まず，私

ども保護課で把握をしている生活保護世帯，生活困窮世帯の子どもたちに直接参加を働きかけさせてい

ただいて参加人数や事業の進捗状況を見ながら児童扶養手当を受給されている世帯，そして準保護世帯
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の子どもたちまで対象を広げていけるかどうかというのを見極めていきたいと考えています。 

なお，学習支援の実施や準要保護世帯の子どもたちに対象を広げられるかどうかということに当たっ

ては，教育委員会との連携が不可欠でございますので，そのように認識させていただいていますので支

援を必要とする世帯の情報交換及び支援体制を構築していくためにさらなる連携強化に努めながらこの

事業のよりよい展開を目指してまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上で

す。 

 

高齢者福祉課長（永田孝一君） それでは議員お尋ねのお達者ご長寿応援事業の件についてお答いたしま

す。平成２８年度から実施しておりますお達者ご長寿応援事業は，４月１日を基準日として７５歳以上

の方全員と７０歳から７４歳までの運転免許証自主返納者を対象として一人当たり５，０００円の補助

券を発行しております。この補助券で交通機関や健康増進施設での利用が可能となっております。 

本事業の平成２９年度当初予算額が前年度から減額となりましたのは，平成２８年度当初予算では，

対象者の９割を見込んで計上しておりましたが，現時点での実績を基にですね，対象者の約７割が利用

すると見込んで予算計上を行ったため平成２７年度当初予算と比較して５２６万５，０００円の減額に

なったものでございます。以上です。 

 

福祉政策課長（上野和夫君） １の４になりますが，待機児童対策の見解についてお答します。待機児童

を解消する方策として春日保育園の改修及び地域型保育事業の導入による定員枠の拡大を実施したこと

により昨年度と比較して２月現在の待機児童の人数が７３名減少しました。しかしながら待機児童の解

消には至っておらず現在も４２名の待機児童がいる状況です。 

現在の待機児童の年齢別の内訳は，５歳児が１名。４歳児が１名。３歳児が４名。２歳児が３名。１

歳児が４名。０歳児が２９名と０歳から２歳の年齢に当たる３号認定の子どもの割合が高くなっていま

す。 

御承知のとおり地域型保育事業は，０歳から２歳の子どもが対象の保育施設であるため議員御指摘の

とおり０から２歳の３号認定の子どもの受け皿を重点的に増やしたことになりますが，現在もなお０か

ら２歳児の待機児童の割合が高い結果となっているところでございます。 

待機児童の解消に向けては，児童の年齢も含め保育人数を適切に把握して対策を行っていく必要があ

ると考えているところです。以上です。 

 

水道課長（山下一弘君） （１）２８年度予定損益計算書の御質問にお答えします。前年度の純益であり

ます２７年度純利益は約２億６，０００万円でありご指摘のとおり２８年度の純利益は約２億円落ちる

見込みでございます。その主な原因としましては，平田浄水場更新にかかる除却費や西部地区簡易水道

の一部供用開始による除却費として施設の資産減耗費が昨年度より約１億１，０００万円の費用増とな

ったことがございます。 

また，排水管の管理として給配水管管理図作成業務委託の５，０００万円を新たに費用として計上し

たことや減価償却費の増加も要因となっております。 

上水道事業，簡易水道事業ともに営業利益が赤字になっていることにつきましては，給水収益に対し

減価償却費が約５割を占めること。施設の老朽化による維持管理コストの増加。人口減少に伴う施設利

用率の低下により旧資産規模に見合う給水収益が確保できていない状況が原因であると考えておりま

す。 

次に，朝日地区簡易水道事業区域拡張事業についてお答えします。①歳入の時期につきましては，年

度内の工事負担金は年度内で負担いただくことで協議いたしております。今後も引き続き２９年度内の

早い段階での概算払いで調整いただくようお願いしてまいりますので御理解をいただきますようお願い

いたします。 
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次に，②２９年度における工事概要についてですが，管理棟及び取水ポンプ棟の取水設備に６，００

０万円。除鉄・除マンガンろ過機の増設等の既設浄水設備の機能増補に１億１，０００万円。取水ポン

プ所から既設浄水場までの送水管路工事として１億３，０００万円。合計で３億円の工事費を予定して

おります。 

施工のタイムスケジュールについてですが，実施設計を踏まえて２９年８月頃に発注を行い３０年３

月の竣工を目指しております。 

次に，③２８年度の執行状況についてお答えします。まず，水源試掘調査委託１，８００万円につい

ては，執行済みとなっております。 

次に，認可申請作成業者につきまして１，７０３万円で契約済みとなっており実施設計委託５，１６

３万円につきましては，設計書精査終了後に執行を予定しております。 

用地購入につきましては，不動産鑑定料の２４万７，０００円が執行済みとなっております。以上答

弁終わります。 

 

１５番（関 誠之君） 大学設立可能性調査は，先ほど奄美に大学を設置する審議会の陳情が採択されて

おりますので議会としてもしっかりやっていかなければいけないと，行政がいくら頑張っても議会と歩

調を合わせていかなけりゃいけないだろうということで私どももこのことについては，これからいろい

ろ勉強をしながら設立に向けて頑張ってまいりたいというふうに思っております。 

二つ目のこのビルの拡張については，形がずっと見えておりますからいいとしても，いちばん身近な

いわゆる搭乗口の保安検査，金属探知機，これがもう本当に昼の混雑時期になると，ずーっと並んで入

らなければいけないと，ギリギリ来る人は，もうその間からまた入っていくと。１年余りになるのにそ

の先ほどの回答では，金属探知機は二つあるというようなことを今，答弁しましたが，これについて，

いつ頃これが解消されるのか。これについてお答えをいただきたいというふうに思います。 

生活困窮者自立支援事業，これについては，ぜひ教育委員会と連携をしてですね，これがまた生活困

窮者だけでなくて，やはり寺子屋的なものが市内にできるような形でですね，奄美市内にできるような

形で発展をさせていっていただきたいと。最初は，非常に人数が少ないかもしれません。県下調べてみ

ますと，五つしかまだやっておりませんので，そういう意味から非常に実験的に試行的にやるというこ

とになると思いますが，人数が少ないからといってめげずにですね，毎年毎年増やしていくように努力

をしてほしいということをお願いを申し上げたいと思います。 

お達者ご長寿の関係はですね，私も質問するまで７０歳から７５歳までの免許返納者に対してもこれ

が適用されるということが，よく理解ができていなかったもんですから，ぜひその辺のところは，今，

社会問題にもなっておりますので，しっかりとピーアールをしていただきたいということでございま

す。 

この待機児童の問題。事は非常に簡単ですけど，大変難しいというふうに思っております。何が簡単

かと言いますと，何名の利用する児童，これは教育的な児童数を含めてですけれども受け皿がどれくら

いあって，そこにはみ出るのがいくらいると，それに対してどういう措置をするというふうな形であれ

ば非常に簡単ですけれども，これが保育士の確保の問題そして本当に潜在的な方々もいらっしゃいます

ので，そういったのが読めないということもよく理解をします。しかしながら，この０歳児が多いから

といって，そこだけに終始をすると国の指針としても５年猶予ありますけれども，この小規模保育所で

預かっている子どもたちが，じゃ３歳児になる時には，その地域の保育所と連携をして行く先があると

いうことを前提にやっておりますので，そういったこともしっかりと見据えてですね，その後の対策，

３歳以上の方々の対策もやっていただきたいと，そこで再質問でありますけれども待機児童ゼロに向け

て教育保育量の見込み，また利用状況，確保方策，利用定数について，もし分かる，推測ができるであ

れば教えていただきたいと思います。それと保育量率の目標設定，潜在的な待機児童の見込み等がお分

かりになれば教えていただきたいと思います。そういう中でやはりおおまかに言いますと認定保育所の
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新増設，認定子ども園の移行，地域小規模保育所の増設等々しかなかなか大きな施策としてはできない

わけで，今，朝日幼稚園のいわゆる一時預かりをしてですね，そういったところの解消もしていこうと

しておりますが，この朝日の一時預かりは，よく分かるんですけれども同じ公立で小宿幼稚園そういっ

たところの一時預かり等は，どのような形になっています。ごめんなさい。これは書いてはあったんで

すけれども通告しておりませんので，もし答えになれればお答いただきたいと思います。いわゆる朝日

幼稚園，小宿幼稚園の認定子ども園の移行などについてお聞かせをいただきたいと思います。 

今，答弁がありましたとおり水道事業の本務と言いますか，いわゆる水道事業，簡易水道の営業利益

が，両方赤字になっていると，非常にそういったところで自衛隊の関連が，３億２，７００万円という

ようなことが予算組まれておりますけれども，去年のいわゆる平成２８年度の歳入がもう入らないとい

うことが，この間の答弁で確定をしておりますが，それで平成２８年の奄美市水道事業予定損益計算書

には，平成２８年度の自衛隊の９，７５９万円のプラス人件費６パーセントか分かりませんが，算入さ

れていないようでありますけれども自衛隊からの未収金の負担金は，幾らで算入したら損益計算書の貸

借対照表は，どのように変わるのか。お答えをいただきたいと思います。 

 

議長（竹山耕平君） 答弁を求めます。 

 

紬観光課長（保浦正博君） まず，保安検査所の運用につきましては，日本航空，日本エアコミュータ

ー，琉球エアコミューターそしてバニラエアとこの４社の航空会社が当たっております。先日もちょっ

と施設管理者の空港ビルターミナルに確認したところ，今月中に再度集まってですね，なるべく早い時

期での保安検査所の増設ということに進めたいということをお伺いしております。 以上です。 

 

福祉政策課長（上野和夫君） お答えいたします。まず，教育保育の量の見込み，利用状況，確保方策，

利用定数，保育利用料の目標設定これらにつきましては，平成２７年３月に策定した子ども子育て支援

事業計画の中で人口予測やニーズ調査結果などを基に数値を定めております。これらの数値について見

直しが必要かどうかについては，子ども子育て会議の中で待機児童対策について話し合う中で検討して

いきたいと考えます。 

潜在的な待機児童の見込みにつきましては，その考え方も含めまして今後の検討課題とさせていただ

きたいと思います。 

また，朝日幼稚園の認定子ども園移行につきましては，公立幼稚園のあり方検討委員会，今年度開催

しましたが，その中では，平成３０年度から実施してほしいという方針が出されたところであります。

小宿幼稚園の３歳児及び午後からの一時預かりにつきましても公立幼稚園のあり方検討委員会で議論に

なりましたが，これも今後の検討課題ということにさせていただきたいと思います。 

認可保育所の新増設，認定子ども園への移行，小規模保育所の増設，小宿幼稚園の認定子ども園への

移行などにつきましては，少子化という状況なども勘案し中長期的な対応とさせていただきたいと考え

るところです。以上です。 

 

水道課長（山下一弘君） お答えします。２８年度にもし納入をされない場合は，予算書P１７ページに

記載してあります平成２８年度予定貸借対照表上では，P１７ページの流動資産における現金預金及び

未収金との移動になり流動資産合計には，影響として現れてこないことになります。キャッシュ・フロ

ー計算書におきましては，業務活動によるキャッシュ・フロー項目の未収金が増加することにより資金

期末残高が，未収金増加分減少することになります。以上お答します。 

 

議長（竹山耕平君） 再々質疑はございますか。 
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１５番（関 誠之君） ありがとうございました。ぜひね，１年経って空港の保安検査所の場所を確保し

てあるんですよ。ところが，それがなかなか１年経っても今のままというのは，非常に市民また利用者

にとってですね，大変なこれ負担ですので，是非早急にお願いをしたいと思います。 

あと待機児童の件については，特別委員会の中で少し具体的に議論をしてまいりたいというふうに思

います。 

水道の関係ですけれども，今，回答がありましたとおり入らないことによって現金が減るということ

ですから収入は少なくなるわけですよね。今年度分についても年度内にということでありますけれども

前も申し上げましたが，覚書に書いてあるのは本給水施設整備にかかる費用の支払い方法については，

予算措置の関係から平成２８年度も含めて２８年度は今年度入りませんよと含めて２９年度及び３０年

度に負担するものとし負担割合支払い時期等については後日協議するものとする。というふうに書いて

あります。ですから２８年度については，本来ならば，このキャッシュ・フローなり貸借対照表という

のは，そういうものも含めて予測ですから入らないのであれば，しっかりそのようなものが取られて然

るべきだというふうに私は考えますけれども，そういう中で，この覚書のやり方なんですけれども，こ

れは昭和４５年の６月に山田地区というと団地ですね，そこに排水管が１５０ミリを引く時の覚書とい

うのがありますが，それをちょっと読まさせていただきますが，これ開発公社，甲は市長ですね，乙開

発公社は，市長に対して４５年８月１０日までに金２３０万円を工事負担金として払う。と，概算払い

を先にやるんですよ。そして工事完成後工事負担金を清算するものとする。何べんも言っていますけど

も，これが当たり前の行政の事業の在り方なんですよ。それを自衛隊を誘致するということで，何かし

ら前のめりになって，ちゃんと事務的なものをクリアしながら，それをやっているのかなと，やってい

ないように私は見受けますけれども，そういうことについて結果として１億円近い金が入ってこないわ

けですから，そういった在り方について市長の見解があればお聞かせいただいて私の総括質問を終わり

たいと思います。 

 

市長（朝山 毅君） お答えいたします。意図する答弁になっていない時には，また機会を設けてお話し

たいと思います。まず１点目，利益が昨年に比べて少なくなっている。これは先ほど，課長が話しまし

たように減価償却があるからであります。議員よく御存じのとおり減価償却というのは，営業費用の中

から減価が落ちたものを現金は伴わないが，費用として引き充てて内部留保資金として積み立て次期更

新，次期設備に向けてやっていく費用の計上であります。したがって一種の減価償却費用は，内部留保

資金の積み立てというふうに理解していただきたいと。 

それと覚書の確実性と言いますか，そのことについて，議員がよく御存じのとおり私どもの一般会計

予算においても国・県の支出金をもって予算を計上しております。いわば同じようなことだと。国のま

ず補助金が幾らだということは確定していない。県の補助金も確定していない。しかしルールに則って

応分の負担をしあうと。しかし数字的には確定していないが，予算として私どもは計上している。国も

そうであります。国も想定している。県も想定している。国の予算が正確に決まるのは，５月末６月頃

です。県においても３月末です。しかし我々は今，御審議いただいている。そういうふうに県・国の支

出金と同様に防衛省の会計処理上，負担金として必ず払いますよと国の予算が決まった時にそれ相当の

予算が負担しますというこの覚書。いわば約束というのは信頼性のあるものだと。ただ数字が１円も間

違いなく近似しているかとなると，それは定かではございませんが，ほぼ概算を計算して，これぐらい

の負担だと，そういう割合をまた負担金として想定している。それは未収金でありますので流動資産勘

定として入ってくるものとして資産として未収だというふうに考えていただきたい。そういうことで国

の覚書を信頼して，ちゃんと確実に取れるように，そのための証として覚書があるわけですから国の予

算が決まれば，恐らく当該年度内に支出されるであろう。未収金が収入として入って計算が経理ができ

るということになると思いますので御理解いただきたいと思います。 
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議長（竹山耕平君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者多し） 

これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議題といたしました議案第１５号から議案第３９号までの２５件については，それぞれ１２

人の委員をもって構成する一般会計予算等審査特別委員会及び特別会計予算等審査特別委員会を設置

し，これに付託のうえ審査することにしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

御異議なしと認めます。 

よってただいま議題といたしました議案２５件については，両特別委員会を設置し，これに付託のう

え審査することに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

ただいま設置されました一般会計予算等審査特別委員会の委員に橋口耕太郎君，林山克巳君，松山さ

おり君，津畑 誠君，栄 ヤスエ君，元野景一君，西 公郎君，関 誠之君，三島 照君，師玉敏代

君，平川久嘉君，里 秀和君の１２名をまた特別会計予算等審査特別委員会の委員に大迫勝史君，与 

勝広君，渡 雅之君，戸内恭次君，川口幸義君，竹山耕平君，安田壮平君，﨑田信正君，多田義一君，

橋口和仁君，奥 輝人君，伊東隆吉君の１２名をそれぞれ指名したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

御異議なしと認めます。 

よってただいま申し上げました諸君を先ほど設置されました両特別委員会の委員に指名いたします。 

議案第１５号 平成２９年度 奄美市一般会計予算について，議案第２７号 奄美市一般職非常勤職

員等の任用，勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第３０号 奄美市

技能，労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまで及び議案

第３２号 奄美市ふるさと応援基金条例の制定についてから議案第３９号 奄美市消防団員の定員，任

免，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの以上１３件は，これを一般

会計予算等審査特別委員会に。議案第１６号 平成２９年度奄美市国民健康保険事業特別会計予算につ

いてから議案第２６号 平成２９年度奄美市水道事業会計予算についてまで及び議案第３１号 奄美市

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの以上１２件

は，これを特別会計予算等審査特別委員会にそれぞれ付託いたします。 

両特別委員会の正副委員長の互選のため暫時休憩いたします。（午前１１時３２分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午前１１時４４分） 

先ほど設置されました両特別委員会の正副委員長の互選の結果について報告いたします。 

一般会計予算等審査特別委員会の委員長に西 公郎君，同じく副委員長に栄 ヤスエ君。また特別会

計予算等審査特別委員会の委員長に安田壮平君，同じく副委員長に戸内恭次君。以上のとおりでありま

す。 

お諮りいたします。 

委員会審査及び報告書整理のため，明日３月１１日から３月２３日まで休会としたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

御異議なしと認めます。 

よって，明日３月１１日から３月２３日まで休会とすることに決定いたしました。 
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以上で本日の日程は終了いたしました。 

３月２４日午前９時３０分本会議を開きます。 

本日はこれにて散会いたします。（午前１１時４７分） 
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議長（竹山耕平君） おはようございます。ただいまの出席議員は２４人であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

 本日の議事日程はお手元に配布してあります議事日程第４号のとおりであります。 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 日程に入ります。 

 日程第１，議案第１５号 平成２９年度奄美市一般会計補正予算について，議案第２７号 奄美市一

般職非常勤職員等の任用，勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから，議案第

３０号 奄美市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について

まで及び議案第３２号 奄美市ふるさと応援基金条例の制定についてから議案第３９号 奄美市消防団

員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの以上１３件に

ついて，一括して議題といたします。 

 ただいまの議案１３件に関する委員長の審査報告を求めます。 

 

一般会計予算等審査特別委員会委員長（西 公郎君） おはようございます。自民新風会の西 公郎で

す。平成２９年度奄美市一般会計予算等審査特別委員会報告をさせていただきます。 

 平成２９年奄美市一般会計予算等審査特別委員会は去る３月１３日・１５日・１６日の３日間開会

し，本会議において当委員会に付託されました議案第１５号，議案第２７から３０号，議案第３２から

３９号についての１３件を審査いたしました。審査結果につきましては，お手元に配布しました審査報

告書のとおり，全会一致で可決すべきものと決しております。 

 以下，審査の過程で出されました主な質疑について御報告いたします。 

 質疑に入る前に，１款議会費から２款１項総務管理費及び１１款４項公共施設災害復旧費について

と，平成２９年度予算案説明に基づき，概要説明が出され，委員より輪内地区での防犯カメラ設置場所

等の質疑があり，当局より，具体的にはこれから絞っていくとの答弁がされています。 

 また，委員より，Ｊアラート点検，保守点検で問題点の質疑があり，当局より，去年の訓練では問題

点があった。部品を交換し，先月の訓練では問題は解消しているとの答弁がされています。 

 そのほか，行政協力員，嘱託員，駐在員の報酬について，学校事故調査委員会について，電話交換業

務業務員賃金，地域協議会，自主防災組織補助金，ふるさと納税目標額，歳入歳出予算額のあり方，地

方消費税交付金の動向，積立金等多くの質疑が出されましたがこの際省略いたします。 

 次に，２款２項徴税費から６項監査事務費，事務局費までについて，当局より，補足説明がなされ，

委員より，地質調査の進捗率は名瀬２７．３７パーセント，住用２２．８９パーセント，笠利６３．４

５パーセントで，全体平均３３．４９パーセントだが，事業完了予定と笠利地区の進捗率が高い理由に

ついての質疑があり，当局より，完了見込みは５８年後で，笠利地区は分母が小さいせいもあり，調査

開始の時期も早かったためではないかと思っているとの答弁がなされています。 

 また，委員より，地域割交付金が４００万近く減少した理由についての質疑があり，当局より税の一

部を財源として県が個人県民税に応じて市に配分するという計上で組まれた交付金で，減少した要因は

あくまでも予想ですが，市中銀行の利子が減っている影響と考えてるとの答弁がされています。 

 そのほか，オリジナル婚姻届けの件，監査員の人数，市税滞納の理由や発生した原因，市税の法人

税，個人税，選挙啓発費等多くの質疑がなされましたが，この際省略いたします。 

 次に，３款民生費について，当局より補足説明がなされ，委員より，母子家庭高等訓練，職業訓練促

進給付金等事業についての給付の対象と現在何名在学し，入学希望が何名で卒業生は何名かとの質疑が

あり，当局より，３年間が給付対象で，平成２１年度から実施していて，利用者数は２６名で修了者は

看護師１３名，介護福祉士１名の１４名で，現在給付を受けている方は１１名で入学希望者については

５名より相談を受けているとの答弁がされております。 
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 また，委員より，地域包括センター運営費の２，０４７万円の減額理由についての質疑があり，当局

より，介護支援員の賃金を組んでいたが，総合事業の開始に伴い特別会計に移したのが減額の要因との

答弁がされています。 

 また，委員より，成年後見人制度審判請求助成金と，市民後見人推進事業についての質疑があり，当

局より，成年後見人制度審判請求助成金は平成１９年度以降，今までの実績として１件で現在は申し立

てている事案がある。市民後見人の養成に関しては平成２７年度に４３名中３０名が修了し，平成２８

年度は４３名中２５名が修了しているとの答弁がされています。 

 そのほか，障害，身体障害者日常生活用具給付金，老人保護措置費，生活困窮世帯の子どもに対する

学習委託料，民生員定数，自動車運転免許取得・改造助成金等々多くの質疑がなされましたが，この際

省略いたします。 

 次に，４款衛生費について補足説明がなされ，委員より，子ども医療助成金９，７１８万円について

の質疑があり，当局より，平成２８年度実績では５，０００万円ぐらいの医療費がかかっていて，２７

年度が４，７００万円，２６年度が４，８００万円，２５年度が４，５００万円であったとの答弁がさ

れています。 

 また，委員より，予防接種業務委託費９，０１６万円についての質疑があり，当局より，子ども利用

費は保険が適応する範囲の助成になっている。要望接種のほうは保険適応，適応外になっていて，子ど

も医療費では予防接種のほうは見れないということの答弁がされています。 

 そのほか，奄美和光園将来構想，フッソ塗布業務，大島地区衛生組合負担金，印刷製本費，不法投棄

監視員パトロール員賃金，クリーン監視員報償費，衛生貸付金等々多くの質疑がなされましたが，この

際省略いたします。 

 ３月１５日に，２款１項１５目地方創生推進費について，当局より補足説明がなされ，委員より，フ

リーランス支援事業での結果と成果についての質疑があり，平成２８年度は４回講座，１４回開催して

いる。事業者数は延べ３００人で，全体を受講した方は７３名で，そのあと任意団体のフリーランス協

会へ登録をお願いし，その登録者に対し１年間の実績を調査しているとの答弁がされています。 

 また，委員より，地域型旅行商品造成事業についての質疑があり，当局より，笠利町，住用町集落内

での環境整備，受入態勢の確立でモニターツアーや先進地視察，商品の取組で民泊についても推進して

いく計画との答弁がされています。 

 また，委員より，地と知の，交流拠点整備事業についての質疑があり，当局より，地域住民の世代間

交流による地域と知識の交流で，地元学生と島内外の各種団体による交流によりネットワークを広げる

ことを目的とし，市民協働の推進とグローバル人材の育成を図る事業で安勝町の撚糸工場跡地に交流施

設，会議室，共同調理場のある施設を整備し，市民協働及び地域活動が活発になる施設を整備するもの

との答弁がされています。 

 そのほか，奄美空港ターミナル整備事業，保安検査場増設，働きながら子育てしやすい環境づくり事

業，子育てに優しいまちづくり事業，地域おこし協力隊事業，リュウキュウアユ保護，増殖，普及，啓

発事業，総合戦略推進事業での外部有識者委員選定，農林水産物流通機能活性化事業，名瀬町中心商店

街活性化事業，中心市街地店舗リフォーム補助金，奄美んちゅ結い事業と奄美福祉専門学校事業，支援

事業等々多くの質疑がなされましたが，この際省略いたします。 

 次に，２款１項１６目ふるさと納税等活用事業費について，当局より補足説明がなされ，委員より，

地域ブランド推進事業での１集落１ブランド祭りについての質疑があり，現在奄美市で１９集落，２１

ブランドを指定していて，この事業で２１ブランドを一堂に集め，内外にアピールするイベントを予定

してるとの答弁がされています。 

 また，委員より，マイクロチップ装着支援事業の今年度の予定と現状の装着数についての質疑があ

り，当局より，装着数は３３０匹で，今年度２００匹分の予算を計上してるとの答弁がされています。 

 また，委員より，ふるさと納税では産業育成が優先度が高いのではとの質疑があり，当局より，ふる
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さとの，応援基金条例をつくる中で項目を増やし，８項目にしてきた。ふるさと納税という制度におい

て特産品としてＰＲし返礼品として普及していくことが産業振興につながると考えているとの答弁がさ

れています。 

 そのほか，子育て応援メール事業，奄美・沖縄子ども環境調査隊交流事業，伝統文化保存事業，ふる

さと納税の充当率，世界自然遺産登録推進事業，奄美群島国立公園指定記念イベント負担金，ふるさと

応援基金条例等々多くの質疑がなされましたが，この際省略いたします。 

 次に，５款労働費についての当局の補足説明がなされ，委員より，奄美広域中小企業勤労者福祉サー

ビスセンター負担金についてと今後の方向性，加入事業者数，中小企業退職金共済組合の質疑があり，

当局より，１２市町村が負担をしている。今後の方向性については１２市町村で決めていく。昨年度末

で加入事業者数は６５５で，会員数４，８９０名，退職金共済組合の加入は１９６事業の１，２８４名

が加入しているとの答弁がされています。 

 ほかに，シルバー人材センター運営補助金等の質疑がなされましたが，この際省略いたします。 

 次に，６款１項農業費，４項水産業費と１１款１項農林水産業施設災害復旧費について，当局より補

足説明がなされ，委員より，農林水産物輸送コスト支援事業において，減額の理由と加工品等への支援

はどうなのかという質疑があり，当局より，今年度は天候不良によりクルマエビの空輸が減る見込みの

ため，減額の予想となっている。また，ジュース等は事業者が単価を決めるので，輸送コスト支援には

該当しない。単価が市場で決定される場合には輸送コスト支援の対象となるとの答弁がされています。 

 そのほか，経営体育成支援事業補助金，重点品目生産拡大対策事業補助金，新農産物への計画，カラ

ス小屋捕獲管理業務，奄美市農業研修センター運営交付金，ダム堆砂量測定業務等々多くの質疑があり

ましたが，この際省略いたします。 

 次に，７款商工費について，歳出及び関連する歳入について当局より補足説明がなされ，委員より，

地方交通網形成計画事業負担金についての質疑があり，当局より，法律改正により地方自治体によって

策定可能となり，本市は来年度策定を予定している。実際には業務委託し，現状の課題，地域ニーズの

把握，実態調査，地域公共交通の大きな指針，具体的な目標についての事業であるとの答弁がされてい

ます。 

 また，委員より，関西奄美会１００周年記念事業負担金で３３名の旅費基準についての質疑があり，

当局より，基準は奄美市の職員旅費条例に基づいて設定している。旅費規程の算定にあたってはパック

料金で算定しているとの答弁がされています。 

 そのほか，プレミアム商品券発行事業負担金，本場奄美大島紬再生支援事業負担金における販路拡大

について，地域総合整備資金貸付金，蒲生崎改修について，奄美観光桜マラソン補助金等々多くの質疑

がなされましたが，この際省略いたします。 

 次に，８款土木費，併せて１１款災害復旧費，２項公共土木災害復旧費について当局の補足説明がな

され，委員より，住宅リフォーム助成金は９月でなくなるが補正はどうかとの質疑があり，当局より，

当初予算計上は単独債で計上しますので，これまで同様２，０００万円と定めている。今後，国の景気

対策とか方向付けがあったら市当局へ要望してまいりたいとの答弁がされています。 

 また，委員より，臨時中央道路整備費９，２２０万円について，どの地区，何路線の計画との質疑が

あり，当局より，舗装や側溝の整備事業で，名瀬地区は朝仁３０号ほか７路線，住用地区は市三太郎線

ほか３路線，笠利地区は市道赤木名１号線ほか５路線の整備を行う予定との答弁がされています。 

 また，委員より，末広・港町土地区画整理事業での建物等移転補償はあと何棟残っているのかとの質

疑があり，当局より，平成２８年度末で１２５か所を移動させている。残りは１３棟残っているとの答

弁がされています。 

 そのほか，伐採作業員賃金，市営住宅及び集会場管理人謝金，市道養緑整備費，都市，都市公園施設

長寿命化対策整備費，市営住宅ストック改善事業，地質調査業務，基本設計業務等々多くの質疑があり

ましたがこの際省略いたします。 
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 次に，９款消防費について，歳出及び関連する歳入について当局の補足説明がなされ，委員より，議

案第３９号，奄美市消防団に関する条例の制定について報酬改定に至った背景についての質疑があり，

当局より合併後１０年が経過したのを機会に，県内の消防団報酬の調査を行い，県下の平均に合わせる

形で改正を行ったとの答弁がされています。 

 また，委員より，需用費の増額と消耗品の内容についての質疑があり，当局より，消防団の活動服，

救命胴衣，車両のバッテリー等である。消防団全員に救命胴衣を配布するため，増額となっているとの

答弁がされています。 

 また，委員より，消火困難地域での改善点についての質疑があり，当局より，消火栓の充足率は１０

０パーセント賄えている。道路事情等により困難な地域が何箇所かあるが，消防員が現場を把握，検証

し短時間で消火が可能になるように訓練をしているとの答弁がされています。 

 そのほか，研修旅費の内容，報酬について，各地における消防団の内訳と定員に対する充足率につい

て等々多くの質疑がなされましたが，この際省略いたします。 

 次に，１０款１項教育総務費から４項幼稚園費及び１１款３項文教施設災害復旧費について当局より

補足説明がなされ，委員より，魅力ある学校づくりについての質疑があり，当局より，大島高校に２事

業を採択し，奄美高校に３事業を採択し，大島北高へも３事業を採択している。 

 また，委員より，大島北高への補助金と現状及び定数に関しての質疑があり，当局より，生徒の確保

については大島北高教育振興協議会の中で協議をしている。協議会と地域と連携を図りながら，生徒確

保に努めてまいりたいとの答弁がされています。 

 そのほか，小・中学校でのパソコンの保有台数，授業における成果，学校整備点検，島口伝承活動推

進委員会，奄美市立，公立幼稚園あり方検討委員会，ＡＬＴ派遣報償費，教職員住宅管理の修繕費等々

多くの質疑がなされましたが，この際省略いたします。 

 次に，１０款５項社会教育費から６項保健体育費までについての当局よりの補足説明がなされ，委員

より，給食センター地場産活用推進協議会，給食調理員賃金，今月，給食欠品となった理由等，設計業

務と工事管理業務での委託料の積算根拠等々多くの質疑がなされましたがこの際省略いたします。 

 次に，１２款公債費及び１３款予備費について当局より補足説明がなされ，委員より，予備費流用の

規定，公債費のピーク等について等々，質疑がなされましたが，この際省略いたします。 

 次に，予算書の１０ページ第２表債務負担行為，１１ページ３表地方債及び３ページの一時借入金歳

出予算の流用について当局の補足説明がなされましたが，特段の質疑はなかったところです。 

 なお，議案第３５号 奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

については，審査の際，里委員より本議案に対し附帯決議を提出したいとの提案があり，委員会として

了承しました。この附帯決議については３月１６日委員会において協議いたしました。この議案第３５

号が原案のとおり決した際は，後刻委員長名にて附帯決議の提出を予定していますので，よろしくお願

いいたします。 

 以上で，一般会計予算等審査特別委員会に付託されました議案の審査報告を終わります。 

 なお，質問がありましたら他の委員の協力を得てお答えいたしたいと思います。 

 

議長（竹山耕平君） これから，委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 通告がありましたので，発言を許可いたします。 

 公明党 与 勝広君の発言を許可いたします。 
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７番（与 勝広君） 皆さん，おはようございます。公明党の与 勝広でございます。議案第１５号，平

成２９年度奄美市一般会計予算につきまして，賛成の立場から討論をさせていただきます。 

 平成２９年度奄美市一般会計当初予算，歳入歳出総額が３１７億６，４０５万円となっております。

これは，対前年度当初比に比較しますと，０．０２パーセントの減となっており，金額では７５３万円

の減となりました。昨年，平成２８年度は合併後最大規模の当初予算となり，２９年度はそれに次ぐ大

規模な予算編成となりました。昨年は３１７億７，１５８万円。前年度で５．６パーセントと昨年度か

ら大幅に上がっておりますけども，金額で１６億９，６４６万円が増となっております。平成２９年度

はそれに次ぐ大規模な予算編成となっております。また，２０１６年の３月補正から合わせました１５

か月連続予算といたしましては，２９年度は合併後最大規模の予算となりました。総額で３２２億７，

９８０万円。これは対前年度の１５か月連続費といたしますと，１．３４パーセントの増となっており

ます。また，平成２９年度は地方創生関連事業が大幅に増えました。その主なものといたしましては，

働きながら子育てしやすい環境づくり事業や，また地と知の拠点施設整備事業など，地方創生推進費，

昨年度は地方創生推進費として３４事業，約３億８，０００万円でありました。平成２９年度は地方創

生推進費が３３事業の４億１，９１９万２，０００円となっております。この２９年度当初予算，財政

的な面からも見ますと，平成２８年度から連動しております普通建設事業費，公共大型事業が本庁舎建

設事業，また名瀬地区，住用地区の給食センターなど大型な公共事業が連動しておりまして，平成２９

年度の普通建設事業費が対前年度の８．１パーセントの増となっております。金額にいたしますと５０

億１，８６１万円となっております。また，市債，市の借金でありますけども，４５億９，４７０万円

となっております。２０１６年度の起債高は５３億４，０００万円となっておりますけども，２０１７

年度，平成２９年度は起債が償還を上回ると，これは予定されておりますけども，２０１７年度の起債

が５４億１，０００万円と，このような数字が出ております。また，普通建設事業費のこのような伸

び，また市債が伸びる，このことは以前から分かっており，まさに想定内のことであります。平成２９

年度も２８年同様に攻めの姿勢が貫かれる予算編成であると思います。例えば，平成２８年度から，こ

れまでになく更に一歩踏み込んだ施策として子育て支援，出産育児等，あるいは仕事づくり，観光な

ど，こういった政策は一歩踏み込んだ姿勢でありました。２９年度も同様に踏み込んだ，更に攻めの姿

勢が貫かれている予算編成であると思います。また，２８年同様に地域活性化事業，人口流出抑制事

業，人材育成事業，そして子育て支援対策事業，地域雇用サポート事業，観光メニュー造成事業，定住

基盤事業と，こういった形でさまざまな政策も盛り込まれておる２９年度予算であると評価したいと思

います。２９年度当初予算でありますけども，特筆すべき点は約１億円に迫るふるさと納税を活用した

事業が展開される点であります。総事業で全部で約６，５００万円。１１の事業が展開される予定とな

っております。また，平成２９年度当初予算は世界自然遺産登録実現に向けて，切れ目のない予算編成

となっております。その主なものといたしましては，野猫対策や地域住民の機運醸成を図るための施

策，事業，そして必要な課題解決，解決に向けては２９年度当初予算の段階で十分に措置がされている

ものであると思います。そしてまた，奄美大島ネコ協議会に対する負担金，同貸付金といたしまして

１，２４０万円計上されております。この奄美本島の５市町村でしっかりと連携を取っていこうという

事業であります。また，猫の飼育条例も改正し，マイクロチップの義務化，マイクロチップ支援事業等

も創設される運びとなっております。このマイクロチップ支援等については，ふるさと納税を活用する

事業などであります。また，世界自然遺産推進事業といたしまして，１，１２５万９，０００円，これ

が計上されておりまして，これは主に世界自然遺産登録実現に向けての国立公園化などによる啓発のた

めの看板，のぼり等を作る，製作する予算であり，また更には小・中学生向けの漫画タイプの啓発本な

どを作る予定であります。また，新規事業といたしましては，住用町内における野良猫の生態調査２０

０万円等も計上されております。観光振興につきましては，明後日ＬＣＣが関西・奄美から就航いたし

ます。これにつきましては，我が党もまた業界団体挙げて一生懸命取り組んだ結果，大変喜ばしい結果
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になりました。そしてまた，その世界自然遺産登録実現に向けて，更に交流人口拡大という，そういっ

たものを見据えて，魅力ある観光地づくりのために観光施設の整備や受入態勢等の整備強化などの施策

も盛り込まれております。特に，あやまる岬台地の観光施設整備事業なども創設される予定となってお

ります。平成２９年度予算は，奄振の交付金を活用し，地方創生関連予算を重層的に捉えて編成した予

算であり，また世界自然遺産登録実現へ向けて，世界が誇る奄美市という，こういったものをしっかり

示すための予算であると。また，更にそのステップアップする予算であると，このように思います。最

後になりますけども，市長は今定例議会で３期目の立候補を表明いたしました。今，奄美市，また奄美

群島が抱えるさまざまな問題，課題があります。平成３１年３月３１日付をもって期限切れとなる奄振

の延長，そして成長戦略ビジョンの立て直し，また交付金の活用と総括，そして奄美大島総合戦略の着

実な策定，また世界自然遺産登録に向けての受入態勢の強化等がさまざまあります。また，奄美市の市

長は広域事務組合の管理者として，奄美群島のリーダーシップを執らなければならないと，こういった

こともあります。これからは，奄美市はもちろんでありますけども，奄美本島は一つ，奄美群島は一つ

という思いで，それぞれの町村のそれぞれの独立性，企画力も大事でありますけれども，これから総合

力で押し上げていくことが奄美群島がよくなり，そして奄美市がよくなってくると思っております。こ

のような意味におきましても，さまざまな困難に挑戦する，その姿勢を評価する意味も込めまして，議

案第１５号，平成２９年度奄美市一般会計予算について賛成の討論とさせていただきます。以上です。 

 

議長（竹山耕平君） ほかに，討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，ただいまの議案１３件について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案１３件につきましては，委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第１５号，議案第２７号から議案第３０号まで及び議案第３２号から議案第３９号，失

礼いたしました，議案第３９号までの以上１３件は原案のとおり可決されました。 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 日程第２，発議第１号，議案第３５号 奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてに対する附帯決議についてを議題といたします。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。 

 

一般会計予算等審査特別委員会委員長（西 公郎君） 議案第３５号 奄美市飼い猫の適正な飼養及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する附帯決議。 

 本委員会に付託された議案第３５号 奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定については，条例の目的である市民の動物愛護の意識を高め，飼い猫の野生化及び放し

飼いによるアマミノクロウサギやその他の野生生物への被害を防止し，地域生活環境の向上並びに自然

環境及び生態系の確保を図るために必要な条例改正であると考えます。しかしながら，生態系の専門家

等からは，奄美大島，徳之島，沖縄北部及び西表島の世界自然遺産登録に向けて，希少種の絶滅を懸念

し生態系の保全と野生化した猫，ノネコ対策が喫緊の課題であると指摘があります。ノネコ対策につい

ては，飼い猫の適正な飼養及び管理することにより，ノネコの発生源を断つことができます。貴重な生

態系を保存し，後世に引き継ぐためにも，奄美大島５市町村において関連機関と連携を図り，実効性の

ある取組が重要です。ついては，市において下記の事項の実現を強く要望する。 
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 １，義務規定違反に対する罰則規定等の条例改正について，奄美大島５市町村で協議を行い，実効性

のある条例改正及びノネコ対策について早急に取り組むこと。 

 以上，決議いたします。 

 

議長（竹山耕平君） これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって，質疑を集結いたします。 

 なお，本案は会議規則第３７条第２項の規定により，委員会付託を省略したいと思います。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，採決いたします。 

 発議第１号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，発議第１号，議案第３５号 奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてに対する附帯決議については，原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 なお，ただいま可決されました附帯決議につきましては，これを当局に送付し，その処理の経過と結

果の報告を求めることといたします。 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 日程第３号，議案，議案第１６号，平成２９年度奄美市国民健康保険事業特別会計

予算についてから，議案第２６号，平成２９年度奄美市水道事業会計予算についてまで及び議案第３１

号，奄美市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの，

以上１２件について一括して議題といたします。 

 ただいまの，議案１２件に関する委員長の審査報告を求めます。 

 

特別会計予算等審査特別委員会委員長（安田壮平君） 皆様，おはようございます。平成２９年度特別会

計予算等審査特別委員会の審査について御報告申し上げます。 

 特別会計予算等審査特別委員会は３月１３日と１５日の２日間開会し，本会議において当委員会に付

託されました議案１２件を審査いたしました。１２件の議案につきましては，お手元に配布しました審

査報告書のとおり，２件については賛成多数，１０件については全会一致で原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 以下，主な質疑等について御報告いたします。 

 まず，議案第２３号 平成２９年度奄美市ふるさと創生人材育成資金特別会計予算について，当局の

補足説明があり，歳入歳出それぞれ２，４５８万５，０００円。主な歳出は奨学金貸付金として，２，

３４０万円を教育奨学生５２名分，企業奨学生２名分として計上。主な歳入は貸付者からの返還金を計

上とのこと。 

 委員より質疑があり，基金の現在高や運用について，基金としては今後返還される貸付金１億７，８

６５万３，３４０円，定期預金８，０００万円，現金５，３２９万４，１０５円，繰越額１，１４９万

５５５円の合計３億２，３４３万８，０００円であり，運用収入１０万円は定期預金８，０００万円に

かかる運用利息であるとの答弁でした。 
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 その他，奨学金受給者の中で地元に戻ってくる方の追跡調査を行っているか，島外向けに情報発信し

てはどうか，給付型の創設は検討されたのかなどの質疑がありましたが，この際省略いたします。 

 次に，議案第２４号 平成２９年度奄美市と畜場特別会計予算について。歳入歳出それぞれ８４１万

円。主な歳入はと畜場使用料として，豚２３７万円。ヤギ１７万７，０００円や一般会計繰入金５８５

万８，０００円。主な歳出は施設管理業務委託料２６０万３，０００円とのこと。 

 委員より，本市とと畜場の活用状況について質疑があり，ヤギは島内産では足りないため，本土から

取り寄せている状況であり，豚もこちらを活用されているが，加工の際の衛生面の事情もあり，４００

頭ほどが島外に出ているとの答弁。 

 その他，建設に向けた先進地視察や牛の取り扱いなどについて質疑がありましたが，この際省略いた

します。 

 次に，議案第２１号 平成２９年度奄美市公共下水道事業特別会計予算について。歳入歳出はそれぞ

れ２０億８，２９６万７，０００円。前年度と比較して１億２，２９８万５，０００円の減額であり，

その主な要因は建設費の減額である。主な歳出は名瀬地区と大笠利地区の終末処理場運転業務委託料１

億１，２０７万７，０００円。名瀬地区の終末処理場改築工事業務２億２，０００万円。赤木名地区の

汚水管路敷設工事３億２，２５０万円。公債費の元金利子合計９億６，０３５万７，０００円。主な歳

入は使用料５億２３２万５，０００円。一般会計繰入金５億３，６６６万４，０００円。市債６億７，

５４０万円とのこと。 

 委員より，地方公営企業法適応移行支援業務の委託内容について質疑があり，バランスシート作成の

ための資産の把握，電算システムの移行，条例改正や関係諸機関との調整などのサポートの３点がメイ

ンであり，平成３２年４月に公営企業に移行する予定とのこと。 

 また，その後は下水道料金の変更はあるのかとの質疑に，公営企業移行により民間の経営手法を取り

入れて維持管理を行っていく方針で，将来の更新事業が財政計画と合致するのかを見極めながら，市民

や議会に理解をいただきながら考えていくことになるとの答弁でした。 

 その他，質疑がありましたが，この際省略いたします。 

 次に，議案第２２号 平成２９年度奄美市農業集落排水事業特別会計予算について。歳入歳出はそれ

ぞれ３億２，７７９万８，０００円。前年度と比較して５，６２４万７，０００円の減額で，その主な

要因は建設費の減額である。２９年度中に佐仁地区の供用開始を予定し，また用安地区の測量設計業務

や管路敷設工事を予定しているとのこと。 

 委員より，最適整備構想作成業務について質疑があり，前年度に市内６か所の施設の機能診断を行っ

た結果に基づいて，今年度更新計画を作る予定とのこと。 

 また，市内全域において水洗化率１００パーセントを目指すのであれば，経済的に厳しい家庭への支

援策も必要ではないかとの質疑に，２分の１の工事費補助による合併浄化槽への切り替えを進めている

との答弁でした。 

 その他，質疑がありましたが，この際省略いたします。 

 次に，議案第２６号 平成２９年度奄美市水道事業会計予算について及び議案第３１号 奄美市企業

職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について。当局から収益的収入及

び支出に関して，水道事業収益は１１億８，５５８万７，０００円，水道事業費用は１１億１，４５６

万６，０００円で，差し引き７，１０２万１，０００円が税込みの利益となる。また，資本的収入及び

支出に関して，資本的収入は６億８，０６３万７，０００円，資本的支出は１１億５，９５２万２，０

００円で，差し引き４億７，８８８万５，０００円が不足となるなどの説明ののち，委員より昨年長浜

地区で水道管の破損が２回あったが，原因は解明できたのか。また，他の箇所でも起こる可能性はない

かとの質疑に対し，朝仁トンネル手前の漏水について，土壌分析を行った結果，埋立地のため土壌に塩

分が混じっており，そこに金属の水道管を埋設したため，局所的なピンホールが発生し漏水した。ま

た，交差点の箇所では原因解明を試みたが，管路が屈折しておりさまざまな工作物があり，掘削は困難
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などの事情のため漏水箇所が特定できず，原因解明に至っていない。長浜地区については埋立の関係で

管の腐食や老朽化が進んでいるのではないかということで，現在老朽化の更新計画策定の中で敷設年度

や口径，給水の重要性，土壌の性質等を含めて総合的に優先順位を検討しているとのこと。 

 また，朝日地区簡易水道区域拡張事業について質疑があり，大熊地区に整備される自衛隊駐屯地に毎

日約２００トンの水量を送ってほしいとの要望を受けて，現在民生用として使っている既存の水源，浄

水施設を増補しなければならず，既存設備の改良と自衛隊専用となる駐屯地までの送水管や中継タンク

などの水道施設の整備を行うもの。また，水源から朝日第３浄水場の機能増補分までは朝日地区の民生

用と共用するため，財産は奄美市に帰属し自衛隊の送水ポンプ槽以降の部分は自衛隊の財産に帰属する

との答弁でした。 

 その他，資産減耗費や福祉減免など，多くの質疑がありましたがこの際省略いたします。 

 次に，議案第２５号 平成２９年度奄美市交通災害共済特別会計予算について。歳入歳出はそれぞれ

７１６万円。主な歳入は１万２，５００名分の共済会費収入５００万円と交通災害共済基金，共済基金

からの繰入金２１４万１，０００円。主な歳出は交通災害共済見舞金３６０万円との補足説明ののち，

委員より市職員や議員の加入率を問う質疑について，職員は２７年度決算時で８０．６パーセント，議

員は半数ほどとの答弁がありました。 

 その他，質疑がありましたが，この際省略いたします。 

 次に，議案第１６号 平成２９年度奄美市国民健康保険事業特別会計予算について。歳入歳出はそれ

ぞれ７３億２，２５３万５，０００円で，前年度より３，３２６万３，０００円の減額。主な歳入は国

民健康保険税７億７，４１１万６，０００円。国庫支出金合計２３億２，９０４万３，０００円。県支

出金合計５億４，３４５万６，０００円。共同事業交付金合計１７億６６８万９，０００円。主な歳出

は保険給付費合計４０億６，０１５万５，０００円。共同事業拠出金合計１９億７，６８７万円とのこ

と。 

 委員より，累積赤字約７億５，０００万円の解消をどのように考えているかとの質疑に，国民健康保

険税の収納率向上，医療費の適正化，保健事業の推進の３本柱で取り組んでおり，２７年度決算では約

５，０００万円の解消が図られた。 

 また，３０年度から広域化する際の保険税率についての質疑に，県から来年１月に標準税率が示され

る予定とのこと。 

 更に，キャッシュカードで口座振替手続きができるシステムの導入についての質疑に，２７年度から

新規加入，加入者は口座振替を原則としており，専用の端末にキャッシュカードを通して暗証番号を入

力するだけで，口座振替の受付が完了できるシステムを県内で初めてこの４月から開始するとの答弁で

した。 

 その他，国保税収納率や特定検診受診率など，多くの質疑がありましたがこの際省略いたします。 

 次に，議案第１７号 平成２９年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算について。歳

入歳出はそれぞれ２億４，６８２万６，０００円。 

 委員より，数件の質疑がありましたが，この際省略いたします。 

 次に，議案第１８号 平成２９年度奄美市後期高齢者医療特別会計予算について。歳入歳出はそれぞ

れ４億３，５３７万８，０００円。主な歳入は後期高齢者医療保険料２億５，９５４万９，０００円。

保険基盤安定事業，事業費繰入金１億６，９７５万６，０００円。主な歳出は後期高齢者医療広域連合

納付金４億２，９３０万６，０００円との補足説明ののち，委員より２９年度より実施する保健事業に

ついて質疑があり，被保険者が人間ドックを利用する際の助成金で，国保と同じ内容となり，１日，２

日ドックは７割助成，ペット検診は定額５万円の助成とのこと。 

 その他，９割減免などについて質疑がありましたが，この際省略いたします。 

 次に，議案第２０号 平成２９年度奄美市訪問看護特別会計予算について。歳入歳出はそれぞれ３，

２６７万８，０００円。 
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 委員より数件の質疑がありましたが，この際省略いたします。 

 最後に，議案第１９号 平成２９年度奄美市介護保険事業特別会計予算について。冒頭，配布資料に

沿って２９年度よりはじまる介護予防日常生活支援総合事業の説明があったのち，歳入歳出それぞれ４

８億２７０万６，０００円で前年度比８，４２６万７，０００円の減額。主な歳入は介護保険料７億

５，３０２万３，０００円。国庫支出金１２億９，５１６万円。支払基金交付金１２億３，９８９万

９，０００円。県支出金６億６，９１５万７，０００円。主な歳出は要介護１から５までの方々への介

護サービス等諸費３６億９，２３９万５，０００円。要支援１と２の方々への介護予防サービス等諸費

１億８，５２３万５，０００円。先ほどの介護予防生活支援サービス事業含む地域支援事業費合計２億

６，１２４万１，０００円との補足説明があり，委員より地域支援事業の中の一般介護予防事業を利用

する際の手続きの変更点について質疑があり，この事業は従来の地域の健康教室や体操教室，タラソを

利用した健康づくりなどであるが，これまでの利用者が引き続き参加するにあたって新たな手続きの必

要はなく，新規に相談に来た方がチェックリストに基づき該当した場合にこの事業の利用を勧めること

になる。行政の役割は地域の健康教室などの立ち上げを支援することも含まれるとの答弁でした。 

 また，総合事業の利用が進むと保険料が軽減される可能性があるのではとの質疑に対し，国会の議論

として保険料上昇を抑えるためにも総合事業や地域支え合い体制づくりなどの推進があったことは事実

だが，保険料の見直しについては２９年度に行われる第７期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画

策定会議の中で総合的に判断していくとの答弁でした。 

 その他，成年後見制度など多くの質疑がありましたが，この際省略いたします。 

 以上で，特別会計予算等審査特別委員会の審査報告を終わりますが，御質疑がございましたら他の委

員の協力を得ましてお答えしたいと思います。 

 

議長（竹山耕平君） これから，委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 登壇。それでは，１回目ですので，登壇でお願いいたします。 

 

１５番（関 誠之君） おはようございます。社会民主党，社民党の関 誠之でございます。委員長報告

に対し，議案第２６号，平成２９年度奄美市水道事業会計予算について，若干お尋ねをしたいと思いま

す。なかなか，回答として答えるのが当局との突き合わせもあると思いますので，難しいかも分かりま

せんが，御了承願って質問，質疑をさせていただきます。先ほど，送水管が自衛隊の敷地まで敷設され

ると。そのことについて，このものは自衛隊の財産となるというような報告があったやに聞こえました

けれども，なぜこの自衛隊の財産になるのかということをですね，要するに自衛隊の基地の入り口の止

水栓までは，普通は送水，配水管と言って，水を送る，そのところまでは市の管理で普通やるんですけ

れども，自衛隊の専用という言い方もありましたが，そういうことでなるのか。であれば，何のために

その，いわゆる水を送る区域を変更してですね，やるのか，その辺についての質疑がどのようになされ

たのか，なされてないのか。また，なされてなければ委員長の配慮で是非当局のほうと突き合わせをし

て，その辺のお答えをいただきたいというふうに思います。以上です。 

 

議長（竹山耕平君） 暫時，休憩いたします。 

 概ね，１０時３５分，再開いたします。（午前１０時２５分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午前１０時３５分） 

 

特別会計予算等審査特別委員会委員長（安田壮平君） 先ほど，関議員より質問がございまして，送水管

が自衛隊の敷地まで敷設をされる。それが，なぜ自衛隊の財産になるのか，入り口までは，敷地の入り



 

- 279 - 

 

口までは市の財産じゃないのか。給水区域の変更はどうなるのかなどの質疑がございましたが，委員会

においての質疑を通した内容としましては，その送水ポンプ槽から自衛隊敷地までの水道施設について

は，水道法で言う専用水道というものに該当するということであります。そしてまた，奄美市が建設す

る部分と維持管理する部分は考え方が別であって，今奄美市が建設をして，水源から浄水場の機能増補

までは大熊朝日地区の皆さんと共用をするのでこの部分の財産は奄美市に帰属をする。自衛隊の送水ポ

ンプ槽以降の部分は分水をして，それ以降は自衛隊の専用になりますので自衛隊の財産に帰属をすると

いうことであります。給水区域の変更については，委員会の中で質疑等ございませんでしたので，お答

えすることはできません。以上です。 

 

１５番（関 誠之君） ありがとうございました。大変重要なことだというふうに思いましたんで，私ど

もは特別委員会に出ておりませんし，その辺の議論の経過がしっかりと把握されていなかったもんです

から質問させていただきましたけども，普通は給水区域を変更することによって，配水管的にその自衛

隊の基地の，いわゆる止水栓と言いますか，敷地内のところにある水を開閉する弁でありますけども，

そこから向こうが普通はそれぞれの所有者の財産になるというのが私の今まで勉強した中での感覚でし

たんで，いきなりその上水的にやる，その先の送水のポンプを含めて自衛隊の財産になるというような

報告があったもんですから，少し疑義に思って質問をさせていただきましたんで，本当にその辺のとこ

ろが私の感覚では，まだ自衛隊としっかり詰めてない中での答弁ではなかったかなというような推測も

ありまして，後日そういったことでいろんなトラブルが起こらないような形でやっていただきたいとい

うのが思いでございますから，是非汲み取っていただいて，当局のほうにもしっかりと事業を進めてい

ただきたいというふうに思います。別に賛成をしているわけじゃございませんから，そこのところは理

解をしていただいて，物事の運びの問題でございますから，よろしくお願いをいたしまして終わりたい

と思います。ありがとうございました。 

 

議長（竹山耕平君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 通告がありましたので，発言を許可いたします。 

 日本共産党 崎田信正君の発言を許可いたします。 

  

１７番（崎田信正君） おはようございます。日本共産党の崎田信正です。私は特別会計予算のうち，議

案第１９号 平成２９年度奄美市介護保険事業特別会計予算について，議案第２６号 平成２９年度奄

美市水道事業会計予算についての２件について，反対の立場から討論を行います。 

 まず，議案第１９号 介護保険事業特別会計でありますが，介護保険料は３年ごとの見直しです。平

成２６年，消費税が５パーセントから８パーセントへと増税となった翌年，平成２７年度からの第６期

で基準額が月額５，１００円から６，４００円となっております。これはもう，県下１９市で一番高い

保険料となり，現在に至っているわけです。この間，平成２０年度から実施をされている，７５歳以上

の方が加入する後期高齢者医療保険は，こちらのほうは２年ごとの保険料見直しで，平成２４年・２６

年・２８年ともう３期連続値上げとなっております。保険料は年金から天引きをされておりますけれど

も，その年金は介護保険制度が始まった平成１２年，当時は国民年金の満額支給額は年々その当時も減

額されていたとはいえ，７９万２，１００円でした。しかし，現在更にその減額が進んでおり，７８万

１００円です。この事実に，行政として真摯に向き合い，負担軽減に最大の努力を発揮することが必要

だと思うんです。当初，５段階だった保険料区分は現在９段階に，更に基準額の０．５とした第１段階
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の保険料を０．４５とするなどの改定も実施をされているけれども，保険料の引き上げで負担は増えて

るんです。そのために，各地の自治体では低所得者の生活を守り，応援する立場から独自に保険料軽減

に取り組んでいます。本来，憲法２５条の立場で，これは国のほうがしっかりと財政措置を行って，生

活を脅かすような保険料になることは避けるべきでありますけれども，しかし今重い負担を課せられて

いるのは，今の住民，市民であります。国保税，消費税の負担増があります。国の制度改善を座して待

つのではなく，改善を促すためにも自治体として保険料の軽減策を実施することが必要であります。 

 次に，議案第２６号 水道会計であります。自衛隊関連施設もありますけれども，私はこの間水道会

計については水道料金に消費税課税は相応しくない，市民生活の実態も示し，福祉減免が必要だと申し

上げてまいりました。平田浄水場の更新や長浜町で連続して発生した水道管の漏水問題など，施設の維

持管理に御苦労されていることは承知をしております。それを踏まえて，２９年度予算で示された資料

では，２８年度の予定損益計算書では当年度利益剰余金が３，８７８万９，０００円と例年億を超えて

いる剰余金を計上している状況から見れば，激減だと思います。そして，２９年度予算では，こちらの

ほうは若干回復をし，７，１０２万１，０００円の剰余予算となっておりますけれども，やはり従前よ

りはかなり少ないものであります。とはいえ，７，０００万円でも十分大きな額と思いますけれども，

この減額の要因というのは，通常１００万円から２００万円程度の資産減耗損が２８年度では桁違い，

１億１，２６６万７，０００円。そして，２９年度予算でも１億円を超える額が計上されていることに

よるものです。これが，今後とも続くというものでないことは予算委員会の質疑でも明らかになってお

ります。しかし，市民の生活に目を向けると，有効求人倍率の改善など一部に明るい話題もありますけ

れども，アベノミクスによる貧困と格差の拡大は所得水準の低い奄美には大きな影響をもたらします。

国は消費税を１０パーセントに引き上げる一方，社会保障では更なる負担増を計画をしており，低所得

者対策はますます重要となっております。他の自治体などで実施をされている福祉減免を奄美市でも実

施することは必要です。食料品等の軽減税率が言われておりますけれども，そもそも最低生活費非課税

の原則から水道料金の消費税を認めるわけにはいきません。更には，以前にも指摘をしておりますけれ

ども，１人暮らしの高齢者など利用の少ない人のため，１０立法メートルまでを単位としている水道料

金の体系を区分して，料金負担を軽減することも必要だと申し上げ，反対の討論といたします。 

 

議長（竹山耕平君） ほかに，討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，この議案１２件について採決いたします。 

 採決は分割して行います。 

 まず，議案第１９号 平成２９年度奄美市介護保険事業特別会計予算についてを採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案に関する委員長報告は原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって，議案第１９号は原案のとおり可決されました。 

 次に，議案第２６号 平成２９年度奄美市水道事業会計予算についてを採決いたします。 

 本案に関する委員長報告は原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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 （賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって，議案第２６号は原案のとおり可決されました。 

 次に，議案第１６号 平成２９年度奄美市国民健康保険事業特別会計予算についてから，議案第１８

号 平成２９年度奄美市後期高齢者医療特別会計予算についてまで，議案第２０号 平成２９年度奄美

市訪問看護特別会計予算についてから，議案第２５号 平成２９年度奄美市交通災害共済特別会計予算

についてまで及び議案第３１号 奄美市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてまでの，以上１０件についてを一括して採決いたします。 

 ただいまの議案１０件に関する委員長報告はいずれも原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案１０件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第１６号から議案第１８号まで，議案第２０号から議案第２５号まで及び議案第３１号

の以上１０件については，いずれも原案のとおり可決されました。 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 日程第４，議案第４０号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 

 市長に，提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。ただいま上程されました議案第４０号，教育委員会委員の任

命につきまして，提案理由を御説明申し上げます。 

 教育委員会委員のうち，有村忠洋氏の任期が平成２９年６月２日をもって満了になりますことから，

新たに當郷裕之氏を任命いたしたく，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に

より，議会の同意を求めるものでございます。 

 何とぞ御同意くださいますよう，よろしくお願いを申し上げます。 

 

議長（竹山耕平君） これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は委員会付託を省略いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，採決いたします。 

 この採決は無記名投票をもって行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 
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 （議場閉鎖） 

 ただいまの議長を除く出席議員は２３人であります。 

 投票用紙を配布させます。 

 （投票用紙配布） 

 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 配布漏れなしと認めます。 

 投票箱を検めさせます。 

 （投票箱確認） 

 異常なしと認めます。 

 この際，念のため申し上げます。 

本案を可とする諸君は賛成と，否とする諸君は反対と記載のうえ，点呼に応じて投票を願います。 

 なお，投票中賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は会議規則第７３条第２項の規定に

より，否とみなします。 

 点呼を命じます。 

 （点呼，投票） 

 投票漏れはありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場閉鎖を解きます。 

 （議場開場） 

 開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により，立会人に与 勝広君，多田義一君を指名いたします。 

 両名の立ち合いをお願いいたします。 

 （開票） 

 投票の結果を報告いたします。 

 投票総数２３票，これは，先ほどの議長を除く出席議員数に符号いたします。 

そのうち，賛成２３票，反対０票であります。 

 以上のとおり，賛成多数であります。 

よって，議案第４０号 教育委員会委員の任命については同意することに決定いたしました。 

 暫時，休憩いたします。（午前１０時５４分） 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 再開いたします。（午前１０時５５分） 

 日程第５，発議第２号 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書の提出についてを議題とい

たします。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。 

 

１８番（師玉敏代君） おはようございます。自民新風会の師玉敏代です。地方議会議員の厚生年金への

加入を求める意見書の提出について，提案理由を述べさせていただきます。 

 地方創生が我が国の将来にとって重要な政治課題となり，その実現に向け大きな責任を有する地方議

会の果たすべき役割はますます重要となっている。このような状況の中，地方議会議員はこれまで以上

に地方行政の広範かつ専門的な諸課題について，住民の意向を汲み取り，的確に執行機関の監視や政策

提言等を行うことが求められている。また，地方議会議員は議会活動のほか，地域における住民ニーズ
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の把握等，さまざまな議員活動を行っており，近年においては都市部を中心に専業化が進んでいる状況

にある。一方，統一地方選挙の結果を見ると投票率が低下傾向にあるとともに，無投票当選者の割合が

高くなるなど，住民の関心の低さや地方議会議員の成り手不足が深刻な問題となっている。よって，国

民の幅広い層からの政治参加や地方議会における人材確保の観点から，地方議会議員の厚生年金加入の

ための法整備を早急に実現するよう，強く要望する。 

 以上，地方自治法第９９条の規定に基づき，意見書を提出する。 

 御審議のうえ，議員各位の賛同をよろしくお願いいたしまして，提案理由といたします。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

議長（竹山耕平君） これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから採決を行います。 

 発議第２号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，発議第２号は原案のとおり可決されました。 

 ただいま可決されました意見書の提出先につきましては，議長に一任願います。 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 日程第６，発議第３号 国道５８号おがみ山バイパス事業の早期再開に関する意見

書についてを議題といたします。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。 

 

２３番（里 秀和君） おはようございます。自民新風会の里 秀和です。国道５８号おがみ山バイパス

事業について，早期再開に関する意見書について，提案理由の説明を行います。 

 国道５８号おがみ山バイパスは，奄美群島の中心都市奄美市と大島本島南部地域，結ぶ骨格道路とし

て産業，観光の振興や住民生活の利便性向上を図るうえで重要な路線であります。渋滞緩和，災害時の

代替道路及び中心市街地へのアクセスを目的に，平成１０年に都市計画決定され，平成１４年から国道

５８号おがみ山バイパス事業に着手しております。このような中，平成１９年に奄美まちづくりのあり

方検討委員会が設置され，国道５８号おがみ山バイパス事業及び名瀬港本港地区港湾整備事業等の整備

のあり方が検討なされました。その結果，おがみ山バイパス事業につきましては，全線トンネル案が選

択され，引き続き事業の推進することとし，都市計画変更手続きや必要な調査，設計を実施し，工事の

促進に努めるとの整備方針が示されました。しかしながら，現状は用地買収は８割程度完了しているも

のの，工事は未着手で，空き地のまま放置されている箇所が多く見受けられます。そのため，近隣住民

や多くの市民からも何のための用地買収したのか，防犯や景観，観光振興の観点からも早く工事を進め

てほしいとの意見が多数寄せられており，特に住用町はじめ本島南部の住民の方からも早期の事業推進

への意見が聞かれているところであります。国道５８号おがみ山バイパスは市街地の交通混雑の解消を

はじめ，災害時における避難道路や代替道路として，また現在の国道古見本通りを補完する幹線道路と

して必要不可欠なバイパスであります。また，中心商店街において整備が進む末広・港土地区画整備，
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整理事業は着々と進められている中，名瀬本港地区港湾整備事業とともに３事業一体となった奄美群島

の群都に相応しい総合的なまちづくりの推進が強く求められております。よって，県におかれましては

新たな知事体制のもと，国道５８号バイパスの早期実現に向けて，以下の事項を要望します。 

 １，国道おがみ山バイパス事業の早期完成に向けて，早急に予算の確保を図ること。関係地権者や地

域住民との対話を重んじ，十分な説明を行い，行いながら移転交渉進めること。 

 以上，意見書，提案理由を申し述べましたが，皆様との賛同をよろしくお願いします。 

 

議長（竹山耕平君） これから，本案に対する質疑に入ります。 

 通告がありましたので，発言を許可いたします。 

 

１５番（関 誠之君） おはようございます。社会民主党，社民党の関 誠之でございます。発議３号，

国道５８号おがみ山バイパス事業の早期再開に関する意見書について質疑をさせていただきます。この

発議が議会運営委員会に提案されたのは３月２２日であります。今日が２４日でありますから，僅か２

日の時間しかないという中で，こういった発議がされているということ。そしてまた，この議会運営委

員会の席上に提案者が来ていなかったということもありまして，大変説明不足ではないかというような

ことも含めて，質疑をさせていただきます。 

 まず，第１に議会運営委員会でもほとんどそういった説明がありませんので，発議に至った，３月２

２日，本会議を控えてぎりぎりの時間でありますけれども，発議に至った経緯か背景をお聞かせをいた

だきたいと。また，事業の現況についてお分かりになっている範囲でお示しをいただきたいというのが

１点でございます。 

 二つ目は，６月議会での発議でもよいと私は思いますけども，３月２２日ぎりぎりのところでありま

すから，私どもも議論する暇もありませんでした。それで，なぜ３月議会の最終日が迫った２日前の議

会運営委員会での開催での日程調整になったのかということが二つ目。 

 三つ目は，今まさに議会改革，改革ということで，議会活性化ワーキングチームの中で議会の役割や

議会の活動原則，議員の活動原則が議論されている中，本会議の発議まで，先ほど申し上げたとおり，

２日ちょっとしかないような提案のあり方について，提出者の考え方をお聞かせをいただきたいという

ことでございます。 

 まず，３点についてよろしくお願いをいたします。 

（「議長，暫時休憩」「まずは声出して」と呼ぶ者あり） 

 

２３番（里 秀和君） 関議員のお尋ねの，唐突に時間が短い中でこういう意見書の提出という質問もあ

りましたので，この発議は去年の１２月議会でも，伊東議員発言しておられます。そして，私も本議会

でおがみ山ロード，質問しております。そのうえで，この意見書の中にもありますように，知事が新た

な年度に入って，本年度も予算が付いてないような状態の中で，私は担当者とともにこの４月議会に，

これが，４月の年度に間に合えば，年度はじめに間に合えばいいという考えも持っておりました。それ

が，早く出した理由です。それから。 

（「不在だったやつの説明か，提案者の不在だった」と呼ぶ者あり） 

 提案者の不在っていうのは，議会でも出てくるという要請もなかったし，ありませんでしたし，って

いうことです。よろしいでしょうか。 

（「あとは，６月議会でもよかったんじゃないかっていうのは，さっき言ったとと，用途と同様ってこ

とね」と呼ぶ者あり） 

 この，３月議会は県の４月予算に合わせてでも，要望していこうっていうことです。いいですか。 

（「それでいいです。第３，第３の，あとでまた聞きます。もう１点，もう１点，もう１点。」「最後

の，これ，ワーキンググループ」と呼ぶ者あり） 
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 そのワーキンググループの内容は，まだみんな，私は分かっておりませんが，そのワーキンググルー

プの中でも話で，この発議に対してどうのこうのっていう話じゃないと思います。 

 

議長（竹山耕平君） 関議員。よろしいですか。漏れはありますか。 

 

１５番（関 誠之君） お答えありがとうございました。唐突という言葉を使っておりませんので，そこ

だけは勘違いなさらないように。昨年の１２月議会ということであればね，この間，３月２２日の前に

２回の議会運営委員会，開かれておるわけですよ。やっぱり，そういう中でしっかり提案をして，それ

ぞれの会派で意見の調整や議論をさせるだけの余裕をもってやるべきではないかなというのが私の感想

でありまして，新年度に一時に間に合わせたいということは重々気持ちは伝わっておりますが，それに

しても先ほど言ったように議会運営委員会の本当にそういう気持ちがあればですよ，議会運営委員会に

要請がないから行かなかったというような言い方をされましたけれども，しっかりやはり議会運営委員

会に出て，これはもう議員としてはある意味の常識でありますから，請願をすれば請願の紹介委員とし

て委員会にやはり出ていくわけですから，そういう中で要請がないから来なかったというのも，少し私

は理解が非常にしがたいものがあります。是非，これから先やっぱりこの議会運営のあり方も含めてで

すね，全員がしっかりとそういった発議の場合にはそれぞれの議論の時間的な余裕を与えるというよう

なことを含めて，提案をしていただきたいと。説明不足，今日の南海のコラムにあったのが，まさに書

いてありましたが，いわゆる説明不足が数の力，そういったので押し通していこうというものがあれば

これは民主主義を否定することになるというようなこと，私が言ってるんじゃないですよ，南海のコラ

ムに書いてありましたので，あとでそういったのにつながってこないかと私も大変危惧をしております

ので，是非今後はそういったことのないような形で議運の運営のあり方を考えていただきたいと。 

 そこで，平成１４年の事業着手以来，この事業というのは市民の賛成，反対が大きく分かれ，結論

が，今県のほうでは凍結というふうに出ておりますけれども，市民としても，議会としても，議会は前

に意見書を採択したことがありますけれども，そういう中で非常にデリケートな問題で市民の意見を十

分に，あなた方もこう書いてあるんですよ，地域住民との対話を重んじ十分な説明を行いながら移転交

渉を進めることと，書いてあるんですけれども，私どもにはそういったことが，この議会のやり方です

れば，気持ちが伝わってこない。そういうようなことを含めて，敢えて議会としての事業再開の意見を

採択しようとする目的は何なのか，そういったことがあれば教えていただきたいというふうに思いま

す。議会の決議をすることで市民の総意であるという印象操作的なものをしようというふうに私には見

えますけれども，自衛隊の問題も同じです。やり方が非常に，私から見ればもう少し丁寧に，きめ細や

かにやっていただきたいということを申し上げ，この事業再開の意見書採択しようとする目的は，少し

お聞かせをいただきますか。 

 

２３番（里 秀和君） この意見書の中身のよく読んでいただきたい。これに集約されております。そし

て，現代の奄美市の交通事情を考えますと，朝，夕のラッシュ時には，和光トンネルの中まで長さはつ

ながります。渋滞。また，古見本通りは名中，みどり薬品のあたりまでつながります。こういう状態が

いつまでも続いていいとは思いませんので，早くという思いです。それから，景観的に永田・久里，こ

の港・末広区画整理の先の道路ができないことには，いつまで経っても観光客が来てもあの状態を晒す

ことになる。この状態，一刻も早く改善したいと思っております。そういう思いから，市民の方々もあ

そこを見て何でですか，何で再開しないのっていう声もたくさんありますので，よく理解していただき

たいと思います。その先ほどの議運に来なかったのは，少々私の認識不足で，一言謝っておきます。 

 

議長（竹山耕平君） 再々質疑はございますか。 
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１５番（関 誠之君） ありがとうございます。時代が大分進んできて，進んでって言うよりも何年も経

ってですね，今長浜のあの路線っていうのは，今おっしゃった路線よりもっと渋滞をしておりまして，

やはりそういう時代背景を考えるときに，果たして優先順位として三儀山のトンネル，計画にあるわけ

ですから，そして今，ここで止まっている，止まっているこのものを議員全体でいつまでも前の計画に

固執をして，それを推し進めていいのかどうか，そういったことも含めて市民とまさしく丁寧に議論を

しながら，三儀山先だよねっていうのがあれば，やはり議員としてはそういうものも含めて，私たちは

検討すべきではないかというふうに思いますので，そういった時代の経過，またいつまでもそのところ

にこだわってですね，そこを優先的に考えるのか，意見が分かれるところでありますけれども，そうい

った思いでこの意見書を見させていただきましたので，最後になります。意見書の提出先はどういうと

ころに出そうと，地方自治法９９条でしたかね，で出せることは出せるんですけども，考えておられる

のか，そこを聞いて私の質疑を終わりたいと思います。以上です。 

 

２３番（里 秀和君） 提出先は県の土木部だと認識しております。 

（「知事でしょ」「県知事」と呼ぶ者あり） 

 県知事。先ほどの三儀山の話もありましたが，三儀山は仮称三儀山という話で，このおがみ山は予算

執行して，８割も進んで，今の状態でいいのか，我々は，議員は考えないといけないと思い。優先順位

はおがみ山だと私は思います。 

 

議長（竹山耕平君） ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 通告がありましたので，順次発言を許可いたします。 

 はじめに，日本共産党 三島 照君の発言を許可いたします。 

 

１６番（三島 照君） こんにちは。日本共産党の三島 照です。私は本日上程されています発議３号，

国道５８号おがみ山バイパス事業の早期再開に関する意見書について，反対の立場で討論させてもらい

ます。 

 まず最初に，先ほどからこの事業計画についての問題が提案者からも発言されています。そして，そ

の理由が奄美市の今の交通事情の問題，そして工事が途中で止まっているために景観が悪い，市民や観

光客から見てかっこ悪い，いうことですので，最初にこの事業の経過について，１から言ったら時間か

かりますので，なぜ凍結されたのか。これは，当時の伊藤知事が平成２０年２月４日，すべての資料を

付けてなぜ凍結かという理由をきちっと述べています。まず，第１点は人口減少社会の到来や世界自然

遺産登録に向けた環境への関心の高まり，地方財政の悪化など事業を取り巻く社会経済情勢の大きな変

化。二つ目はおがみ山バイパスのルート上にある，配田ヶ丘について，野生生物の生息し，児童の体験

学習の場となっていることや，校歌に歌われ市民に親しまれて，親しまれていることなど，自然環境，

教育，文化的な観点からさまざまな意見があること。そうして，港湾事業と一体に整備する市開発公社

の背後を埋立地に関する将来の土地需要の状況，動向，こういったもんがこの凍結をしなければならな

い理由になってるんです。そして，これを受けて，平成２１年第１回奄美市都市計画審議会は２１年７

月の２８日の午前１０時から審議会が開かれました。ここでも，凍結の理由を含めて今後の計画につい

ては，奄美市の当時の担当課長から同じような内容で出てます。併せて，先ほどからおがみ山バイパス

と言われてますけど，この事業名は名称を昔は３号，１３号，５号，１６号，永田平田線から新たに都

市計画審議会で，３号，６号，１６号永田平田線へと変更されました。これは，奄美市の都市計画審議

会で決定された中身です。それはなぜかと言うと，結局全線トンネル，いうことが提案されてからで
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す。しかし，この間全線トンネルについては，先ほどのいろんな理由なども含め，そして奄美から約３

０通近い意見書が提出されています。そういったことなども踏まえて，今回の状況がきてるということ

で，確かにいつまでもあの状況で置いてあることについて，市民は何してんのやと，議会は，議員は何

を考えてんやという声も聞こえてきます。しかし，県に，県会議員からはほとんどそういう声は私は聞

こえてきません。これは，県の事業なんです。それが，私のまず第１点の理由です。 

 もう１点は，この発議は先ほども言われましたように，３月２１日の代表者会議の終わりに，明日２

２日，議運を開くことになると思う。なると思うなんです。先ほど，皆さん答弁されましたように，１

２月と３月にやったと言うなら，なぜもっと早くこれを出さなかったんですか。そういう意味で，その

議運のテーマは何ですかと言われて，議長は答えるのにもたもたしてました。しかし，同僚議員のテー

マぐらいはと問いかけて，今回提案された発議第３号の内容だった，いうことが分かったんです。それ

で，なぜ急ぐの，いうことも言いました。６月議会でなくて，なぜ今議会なのか，私は強く疑問に感じ

ています。本来，陳情や請願，更に意見書の提出などは議会招集後開催する議運開催日の前日の午前１

１時までにする，いうのが議会運営委員会の申し合わせ事項です。本議会ではそういう点で考えても，

議案３５号，猫問題に対する陳情が最初，来ました。しかし，これは日程が締め切りだったということ

で要望書に切り替えたという経過があると私は信じてます。 

 （「違う」と呼ぶ者あり） 

 市民から，違うことあらへん，そんなもん，何言うてんの。市民団体から出された陳情は締め切りで

蹴っといて，ほんで開会の２日前になって，恐らくそれが配られるまでほとんどの議員が議会で，議運

でこれが審議，議論されていること知らなかったと思います。それ，提出した皆さんは知っていたでし

ょう。しかし，この３号はそういう意味で，臨時の議運を開催し議運でそのために，議運が全員出席も

できなかった。先ほども言われたように，提案理由の説明もなかった。そういう議運を開催し，議運で

多数を構成する会派の数の力で押し通すことは，これまで私は，旧名瀬市議会でもこの奄美市議会なっ

ても，一度も経験してのない出来事です。私たち市議会は市民に開かれた議会，そうして市民に信頼さ

れる議会を目指して，今議会改革検討委員，ワーキンググループを立ち上げて，その中でこの申し合わ

せ事項や議会条例や議会規則をしっかり審議してる最中なんです。それを，数の力で出せば通るから，

２日前であろうと１日前であろうとやったらええと，そういう審議，この時期にこういうことがやられ

たということ，何のためのワーキンググループか。こういった非民主的と思える議会運営が行われるこ

とに，私は怒りを感じざるを得ません。現在，おがみ山工事は，凍結されていますが，この事業は先ほ

ども言われました，いいも悪いも市の将来に大きな影響を与えるものです。交通事情の話，しました。

しかし，奄美市の将来ビジョンや計画の中では，３０年，４０年後，奄美群島の人口が，奄美本島の人

口が４万から３万台に減る可能性があることが，前回２月中の県での，皆さん途中で帰ったけど，県で

の昼からの講師の講演でも，鹿児島県の自治体が３分の１なくなるいう状況も報告されています。そし

て，調べてもらったら分かりますけど，この計画が出た平成７年，それ以降，奄美市の車両台数は３

５．６パーセント減ってるんです。これから，ますますこれ，その４万人のうちの約３割，４割は後期

高齢者なるんです。計画，見られたでしょ。そういう中で，議会は将来の奄美，２０年，３０年後の奄

美をどう変えるのかを議論し，政策提言していくのが議員の仕事です。そういうときに，今後のことに

もっとしっかりとした議論が必要なとき，もちろん，緊急に意見書や決議を挙げるべき事案も出てくる

でしょう。それは，先ほど採択した猫条例の付帯決議かって，あれは緊急に時間がないから，みんなす

ぐ採用してほしいっていうことで代表者会議で採用したところなんです。そういうのは分かりますか

ら，私は署名しました。そういうこと，あるでしょうもちろん，今後も。しかし，今回の意見書はまと

もに議論すらする時間も与えない，最終本会議直前に提案しなければならない，そういう緊急性には私

は欠けてると思ってます。６月議会でも十分間に合います。恐らく，県議会の日程は御存知だったと思

いますけど，昨日，一昨日で終了したんです。今日，やったって，これは来年度しか，４月以降しかな

りません。そういう乱暴なやり方は私は認めるわけにはまいりません。良識ある議員の態度をしっかり
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示していただくよう，よろしくお願いします。ありがとうございます。終わります。 

（「何をもって反対」と呼ぶ者あり） 

 

議長（竹山耕平君） 次に，無所属 戸内恭次君の発言を許可いたします。 

 

９番（戸内恭次君） おはようございます。無所属の戸内恭次でございます。発議第３号，国道５８号お

がみ山バイパス事業の早期再開に関する意見書について，反対の立場から討論をさせていただきます。

若い議員が多いと思いますので，このおがみ山ルートがどうしてできてきたのか，少しだけ経過を述べ

てみたいと思います。このまちづくりの中におがみ山ルートがあるわけであります。末広本通りの１６

メーター道路もあるわけであります。その計画はですね，構想として実は大津市長時代に既にできてお

りました。あれから，どれだけ時間が経ったでしょうか。朝山市長がもうすぐ２期を務め終わります。

その前が，平田市長ですね。４期されました。その前が成田市長です。そして，その前が豊市長です。

そして，大津市長になるわけですね。もう，どれだけ時間が経ったでしょうか。あの当時は，高度成長

時代か，若しくは少し緩やかに下ってきたときかもしれませんが，まだまだ奄美が人口が増えていくぞ

と，まだ大島紬も景気がよかったもんですから，増えていくよというそういう予測のもとに，あの構

想，まちづくり構想ができたと言われています。その構想の一環として，末広，あの通りが当初３２メ

ーターというとんでもないことをですね，構想があったんですね。それで，住民が立ち上がって，とん

でもない，ここに滑走路でも造るのかということから，徐々に２０メーターに幅が狭まり，そして１６

メーターになって，今１６メーター道路ができていると。そのときに，その延長線におがみ山ルートが

できてきたわけですが，おがみ山ルートとこの末広まちづくりとは整合性がある，いやない，片や国の

事業，片や奄美市の事業，整合性があるなしの議論をしたこともあります。ちょっと，時間いただきま

す。そのようにですね，このおがみ山ルートっていうのは，議論をずっとされてきて，こうできてきて

いるわけですが，私が今言いたいのは，時代の変遷でですね，この一つの公共事業っていうものが大き

く姿を変えてくる，あり方を変えてくるっていうことを分かってほしいと思って言ってるんです。一つ

には，世界自然遺産，これはその当時，全く出てきていない，構想の段階で出てきていない世界自然遺

産ですね。国立公園化も出てきておりませんでした。そういうことで，この事業，自然，世界自然遺産

によって奄美を観光事業で伸ばしていこうと，活性化にしようというのが県の大きな方針であって，こ

れが出てきて，このトンネルが本当に世界自然遺産に沿うもの，見合うものかということが出てきたわ

けであります。一つには，あの和光トンネル，皆さん見られてください。あのトンネルを見られて，確

かに便利です。すばらしいと思います。いい計画をされたと思います。あの風景を皆さんは，これはい

いまちづくりだと，いい風景だとお思いになられますか。あの同じようなトンネルがおがみ山にもでき

るんです。おがみ山は町の中にせり出したような，まさに中心になるようなところに穴をあけてです

ね，暗い穴ですよ，和光トンネルと同じような穴をあけていくわけですよ。中心に立ったときに，和光

トンネルを見る。９０度右にはおがみ山トンネル，こういうトンネルの町がですね，本当に世界自然遺

産に相応しいまちづくりなのかということを思うわけです。それは，時代の変遷で徐々にそうなってき

ているんだということを，是非分かってほしいと思います。敢えて言うならば，どうしてもトンネルが

必要であれば，コースを変える一つの方法もあるのではないかと。おがみ山に風穴をあけるっていうの

は，地域の文化，文化意識，地域住民の意識からしてもですね，そぐわない。地域住民を逆なですると

いうような，そういう意味です。あの地域で言われるのは，おがみ山を触るものには祟りがある。こう

いう迷信でありますが，まことしやかにそういったことを信じている高齢者がいるわけですね。ですか

ら，そういう意味もあって，あの地域に触ることをできるだけしてほしくない。 

 もう１点，あのおがみ山トンネルの出入り口って言うんですか。見てくださいよ，９０度の絶壁で

す。コンクリートでしてありますけれども，あの９０度の絶壁のところに穴をあけてですね，工事振動

でその崖が崩れないかとか，あるいは長い間にわたって，このトンネルに本来行くべき水が，トンネル
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の脇を通っていくことによって空洞化，なりはしないかとか，専門家はいやそうではないと言います

が，しかし自然の怖さは我々が，日本国民が自然の恐ろしさは身に染みて分かっているはずでありま

す。我々議会が早期に開発，早期に再開すれとここで決議して，議会全員が責任をとれるものでもあり

ませんし，もちろん責任を問う人もおりませんけども，道義的責任を負えるものでしょうか。 

 それから，トンネル，世界自然遺産に対する問題点があります。また，地域の住民感情もあります。

また，補償問題も十分なされていない，もちろん凍結しておりますので，それは今からということには

なりますが，住民の気持ちをしっかり汲み取っていない。まだまだ，聞いていない。突如，この問題を

提案されているわけでありまして，私も慌てて反対討論を考えたわけであります。この地域の住民の声

を皆さん聞いてくださいよ。地域の住民の声を聞いて，議会で責任を持って，早期にやってくださいと

言ってくださいよ。地域の住民の声も聞かずして，是非議会でもって地域の住民を呼んで，もう一度話

し合いをしてもらいたいと思います。ところで，県は地域の住民を声を聞くために，何度か説明会をや

っています。私も参加しました。ある程度，説明が進んだ中で，Ｂ ｂｙ Ｃ，いわゆる費用対効果っ

ていうのがですね，半分ぐらいに落ちてきたんですね。住民説明会を何遍かしているうちに，費用対効

果は半分に落ちました。この半分の数字は何かと言いますと，あの当時公共事業をするための費用対効

果は２ポイントですね，２の以下であれば経済，費用対効果が２以下であれば公共事業にはそぐわない

ということを言われておりました。最初，この公共事業が，おがみ山ルートが持ち出されたときは，確

か記憶では４以上あったと思います。ですよね。そういうことで，私の記憶間違いでなければ半分ぐら

いに費用対効果の数値が下がってきた。それから，しばらくしたら凍結になったんですね。そのときは

政権交代をして，おがみ山ルートのトンネルのお金が奄振事業で使われることなく返還されていたんで

す，実は。それを，政権交代で網野子トンネルに回すということで，あれもおがみ山ルート効果なんで

すが，網野子トンネルができあがりました。間に合いましたね，世界自然遺産に，国立公園に。そうい

う意味では，網野子トンネルが一つきっかけになったのも，このおがみ山ルートの問題ではあります

が，本来南大島が要望してるとすれば，網野子トンネルを最初からやるべきだったんですね。そういう

ことが，おがみ山ルートありきでずっとやってきてた。そういったことがですね，今こういう問題も何

かあるたびに出されてしまうのではないかということです。この意見書の中にですね，渋滞緩和ってい

うことがあります。渋滞緩和はなりません。はっきり申し上げます。なぜか。出口が，長浜から一本し

かないからですよ。そこに至る道は古見本通りがあり，支庁通りがあり，その短い間にまだ大きな交差

点を造るんですね。トンネルから抜けてくる道。行先はどこですか。出ていくとこは長浜のトンネルで

すよ。そこに集中するだけで，町の中に車が右往左往するだけですね。プール状態になるわけですね。

そういうことからしてですね，この渋滞緩和にはならないとはっきり申し上げておきますが，敢えて渋

滞緩和を申し上げる，主張されるのであれば，三儀山ルート。もう，皆さんお分かりだと思いますが，

古見本通りを北，何で渋滞しているか。右に回れば和光トンネルに行ける。ところが，前がつかえてる

んですね。行けないです。それは，古見，下方地区に行く，長浜のほうに行くところがつかえているか

らです。それを解消すればですね，十分渋滞緩和になるわけですね。渋滞緩和はおがみ山ルートではな

りません。それは，もう今申し上げたとおり，都会の人がこういう説明すると，これはこんな無駄なこ

とどうしてするんですかと，もう一目瞭然で言います。そういうことで，渋滞緩和にはなりませんが，

三儀山ルートを通したら渋滞緩和になります。是非，その付近も視点を変えていただきたい。実際にや

ってみたら，実際に公共事業をやってみたら意外と違った方向に動いてしまったということはよくある

ことですね。東京の豊洲問題もそうですね。石原知事が今大変窮地に追い込まれておりますが，あれと

全く一緒ですよ。やってはみたが，本来の効果は出せなかったと。奄美市の場合は人がいいからあんま

り責任追及とか，我々議会に対しても責任追及とか言いませんけれども，東京は１００条委員会をやっ

て，まさにそういう強気，数千億の大きな建物建てながら，これを使うか使わないかっていう重大な判

断をしようっていうところまでですね，来ているわけです。 

 次ですね，このもう一つ緊急性ということで言いますと，有良と大熊トンネル，自衛隊誘致を私もそう
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ですが，された方，どうですか，これ緊急性あるんじゃないですか。もうすぐ基地できますよ。災害が

あったときに迂回路として必要だと思っておられるそうですよ。だから，緊急性があるとすれば三儀山

であり，またその大熊トンネルであります。理解いただけましたでしょうか。はい，そういうことで，

そろそろ時間でようでございますので，終わりといたしますが，最後にですね，最後にこの世界自然遺

産に向けた潤いのあるまちづくり，そして観光客がまた来たくなるようなまちづくり。都会と同じよう

な，昔々の古い古いそういうまちづくりではなくて，本当にいらっしゃい，どうぞまたいらっしゃい，

こういうふうなこともできるね，まちづくりをしてほしいために，私は今回，おがみ山トンネルは止め

たほうがいい。考えるなら別のルートで考えてほしいということで，反対の意見を述べさせてもらいま

した。長い間，ありがとうございました。 

 

議長（竹山耕平君） ほかに討論はありませんか。 

 討論がありますので，これを許可いたします。 

  

２４番（伊東隆吉君） 今の聞いたら。皆さん，こんにちは。会派，自由民主党の伊東隆吉です。今回の

出されております国道５８号おがみ山バイパス事業の早期再開に関する意見書について，賛成の立場で

討論をいたしたいと思います。 

 まず，討論の前に，今日のこの討論の反対討論の中に，議会議員，議運への説明等の提出の仕方，あ

り方，こういうことが一応言われております。これは，私も議運の一員であります。元来，その申し合

わせ事項を含めて，議会運営のあり方は当然でありますし，先ほど関議員，そして三島議員も言われた

ことの納得のできるものであるのは私も理解しておりますので，今回のいわゆる議運への出し方に関し

ましては，当然議運のメンバーがその２２日の通告，いわゆる２２日の行いますよという連絡等は前日

の夕刻に近いことにあったというふうに聞いておりますし，当時私も政務調査の出張で，奄美市にはお

りませんでした。従って，その会にも出席することは叶わなかったというのが，これが現実でありま

す。もう少し言わせてもらえれば，この議運は当然やらなければいけないことでありますので，そうい

うやり方も今後は丁寧にいろんな形で進めていくべきだということはですね，議員の１人として，今後

また議運としてしっかりと考えていければと，こうでもっておりますので，関委員と三島議員に対して

は深くその辺は理解をしていただきたいとこのように思っています。なお，この私の討論でございます

けれども，本来ならば三島議員がいつもやかましく言う，いわゆる通告制，申し合わせ事項でなってる

んじゃないかということも当然であります，はい。かつて，１件，２件ほどそういうこともありました

が，今回は今私が縷々説明したとおり，討論のする，作る場の暇もできませんというのが現状です。前

日の正午までというのは，皆様お分かりのように小学校の卒業式です。遠いところにおる人はとてもじ

ゃないが来れないし，議案の審査するにしても議案が何ぞやっていうのも分からないし，分かっても前

日の夜です。こういうことでは，確かに議会運営のあり方がいかがなもんかというふうに指摘されても

納得できるなと思いますので，この辺は今日おられる議会の皆様も理解したうえで，やらないこと，や

れないことはないんです。ただ，やること，こういうふうに，無理やりというふうに言葉が，本来言え

ますけれども，こういう間に合わせなければいけないことが今回発生したということをですね，是非私

は理解する立場で今回お願いしたいと思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

 さて，この事業でございますが，先ほどから皆さんおっしゃっているとおり，戸内議員と私はこの過

去１０何年間，このやり取りをずっとやってまいりました。平成１４年にこの事業が着手してるのも事

実でございます。それから，この事業がずっとしたあと，平成，これ２９年，もう１５年経っておりま

す。平成２２年で用地交渉がいわゆる２１年度・２２年度にストップした，それ以来，７年間何も行わ

れていないとの，これ現状っていうのは皆さんお分かりのとおりでございます。そういう中，いわゆる

この何もないっていうのは，奄振の予算は全部付いてるんです。しかし，このおがみ山バイパスに関し

て予算がゼロベースということでありますので，この予算をどうしても付けなければいけない，こうい
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うことを理解，考えてるからでございます。この間，市民のいろんな要望等を踏まえて，永田橋の整備

がされました。交差点の整備，これは確か議会のほうで意見書も出されて，その結果，県のほうがなる

ほどと理解したうえで，あの永田橋交差点周辺の整備，それができるようなことがなって，あれはあれ

で大変すばらしいことだと思いますし，このことは奄美市議会のほうで決議した内容が県にあがって，

県が理解したから，あの永田橋十字路も拡大し，きれいに整備したっていうことは理解できると思いま

す。何をかいわんや，県はこのおがみ山ルートに関して，これは和光とのつながりもありましょうけれ

ども，これは必要性を感じていると認識したから，あそこでその整備事業にたどり着いたもんだ，この

ように理解しておりますので，こういうのも含めて，市民のことも奄美市もことも，県も一応は考えて

いるっていうことを理解したいと思っております。そういう中，いつまでもこれほっといていいのかと

いうのがありました。先ほど提案者にも述べていただきましたが，久しくこのおがみ山トンネルの件は

私も述べておりませんでした。昨年の１２月の議会で久しぶりに，このおがみ山ルートのことを私は質

問いたしました。この質問に際しまして，当局の答弁は前向きであります。御存知のように，前向きで

あります。やはり，このままではいけないということで，建設部長も力強い，前向きに進めていきたい

ということを１２月議会で述べておられます。私はそういう意味合いにおきまして，今回この，ほって

おくと確かにいろんな論議あるでしょう。しかし，皆様今お分かりのように，３月に国立公園化になり

ました。来年は世界自然遺産の登録が目の前に見えております。そして，更にはこの本庁舎の，今建設

が進んでおります。３０年度末には完成，３１年にはもう皆移るんです。更には，末広土地区画整理事

業，これも３０年には完成，３１年にはもう明らかになるんです。もう一つ言えば，マリンタウン計

画，これも３１年には売買，売却始まります。更にもう一つ，自衛隊です。自衛隊の奄美配備に伴い，

駐屯地の完成が３１年なんです。何をかいわんか，この奄美市，いわゆる群都と言える奄美市の形が，

新たなる形がもうそこまで見えてるんです。これを，自然の問題，いろんな問題，いろいろ論議ありま

しょう。しかしですよ，今人口が疲弊している中におきましても，交流人口を増やそうというふうに当

局も一所懸命やってるんじゃありませんか。外海離島であるからこそ，観光客をどんどん誘致して交流

人口を増やすべきだ。これが本意であります。従って，こういう一つの政策，施策の流れのもと，しっ

かりと踏襲して，この意見を，ちょっと黙って聞いとけ，県のほうにもいかなければいけないとこう思

うからでありますので，一つ御理解をしていただいて，こういうふうに思っております。私はですね，

この，例えばこの決議に関しましては，これは議会だけじゃないんですよ。過去において，これは平成

１４年には，そのいわゆる道路整備に関しても奄美市が，旧名瀬市ですけれども，旧名瀬市の市議会で

もしっかりあげてるんです。道路整備と予算確保，これは国のほうにあげております。その結果が，い

ろんな形で県と奄美で付いているのも，これも実情でございますので，この道路整備っていうのはしっ

かりと，都市マスタープランにも組み込まれておりますので，考えていかなければいけない，これが原

点でございます。そういう中で，この民間はどうあるかっていうことでありますが，民間の経済人の中

の商工，奄美大島商工会議所，この商工会議所においても，もう何年前なりますかね，意見書をちゃん

と県のほうに要望書を提出しております。こういうことを踏まえて，奄美市の経済も含め，そういう方

だと，それが市も含め，議会も含め，これは賛否両論，議会はいろいろありますけれども，決を採って

県にあげて，これを推進しなければいけないっていうのは全員一致していることであることをまず理解

していただきたいと思います。 

 ところで，なぜ今かということでございますが，これは提案者の里議員もおっしゃいました。皆さ

ん，御存知のようにこの件は私先ほど冒頭ずっと申し上げましたが，やらなければいけない。先だっ

て，代表者会議がございました。私は，この全郡議員大会が５月の１８日に与論で開催されます。この

全郡議員大会の場において，奄美市が抱える問題としてこれは全郡に郡都として形を付けなければいけ

ないという思いがあって，会派自民党として，この代表者会に提案をした経緯がございます。これは，

しかしながら代表者会議においては全会一致が望ましいという，そういう一つの形がありましたので，

これはある程度理解はしたということでありましたが，私はなぜこの場であげなければいけないか，そ
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れは新年度予算で，先ほど言われましたけども，この新しい年度におきまして，三反園知事が新たな段

階で奄美をどうにかしようという思いがひしひしと伝わってきているからであります。当然，これから

は奄美の時代というふうに三反園知事もしっかりとおっしゃっています。当選されて，市役所の４階に

来たときに私も提案しました。トンネルのこと，しっかりやってくれと。しっかり提案しました。こう

いうことを含めながら，しかもこの事業は県の主管の事業であります。しっかりとこれをですね，まと

めていただけなければいけないと，こう思っておるからでございます。なお，今回出されるにあたりま

して，私は先だって，昨日，大島支庁の建設部建設課に行きました。どうなってますかと。県の主管で

あるこの事業をほっておくんですかと。大島支庁の担当課，用地買収を含めて２・３人，私は相手して

いただきましたが，現在予算化がされていないので何もできないんですよと。これ，生の声ですよ。 

 （「我々にそういう時間与えてなかったじゃないか」と呼ぶ者あり） 

 それは，説明等はまたあとで言いますけれども，私が今言っていることは，これが現実なんです。そ

のために，どうしたらいいかっていうことで，このこれを早期にあげなければいけない，そのときにで

すよ，奄美市の担当関係とも一緒に足並みを揃えて，この件も進めていきたいとこういうことを申して

おりました。そのあと，市の担当のほうにも確認しましたら，まさにそのとおりで，一緒にやっぱりこ

れは進めていかなければならない，こういうことであります。それはなぜか。皆様御存知のように，平

成２９年度の施政方針，朝山毅市長がしっかりと述べておられるじゃありませんか。平成２９年の施政

方針の中でね，災害に強い道路網及び交通体系の整備で，国道５８号おがみ山ルートの早期整備を県に

対し強く要望してまいりますとこう示してるんです。お分かりだったでしょう。市長自らやるというふ

うに強い姿勢を示してるんですよ，あなた。三島さん，分かりますか。そういうことを鑑みてですね，

今回このおがみ山バイパスルートに関しては当然県の主管でありますけれども，我々奄美市としてもこ

れは看過するわけにはいきません。むしろ，今までこの１５年間になりますけれども，この予算化がさ

れてないこの７年間，やはり敢えて新しい県政の始まりの中で，奄美市議会としてもやっぱり形を詰め

ていかなければいけない，こう思うから今回この，緊急に出された意見書でありますが，今出さなけれ

ば意味がない，このように私は思うのでありますので，どうぞ議員に皆様，御理解していただきまし

て，このおがみ山バイパスの事業がですね，推進ができるよう，そして県のほうが予算化できますよう

にですね，一つお願いをいたしまして，私の賛成の討論といたします。ありがとうございました。 

 （発言する者あり） 

 

議長（竹山耕平君） ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，採決を行います。 

 採決は，起立によって行います。 

 発議第３号を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって，発議第３号は原案のとおり可決されました。 

 ただいま，可決されました意見書の提出先につきましては，議長に一任願います。 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 日程第７，議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第１６５条の規定に基づき，お手元に配布のとおり議員の諸君を第６０回奄美群島市町村議

会議員大会に派遣いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 



 

- 293 - 

 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議員を派遣することに決定いたしました。 

 なお，派遣の内容に変更が生じた場合は，議長に一任願います。 

 お諮りいたします。 

 閉会中に，奄美市議会基本条例第７条に基づく議会報告会を開催するため，奄美市議会会議規則第１

６５条の規定に基づき，議員の諸君をお手元に配布のとおり，名瀬地区，住用地区，笠利地区の各会場

に派遣したいと思います。 

 これに，御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，配布の文書に基づき，議員を派遣することに決定いたしました。 

 なお，派遣の内容に変更が生じた場合は，議長に一任願います。 

                     ○              

議長（竹山耕平君） 日程第８，閉会中の継続審査についてを議題といたします。 

 議会運営委員長及び各常任委員長からお手元に配布してあります文書表のとおり，閉会中の継続審査

及び調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長の申し出のとおり，これを閉会中の継続審査及び調査とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，申し出のとおりこれを閉会中の継続審査及び調査とすることに決しました。 

 以上で，本定例会に付議された事件はすべて議了いたしました。 

 これをもって，平成２９年第１回奄美市議会定例会を閉会いたします。（午後０時０８分） 

                    ○              

 以上，本会議の次第を記載し，相違なかったことを認め，ここに署名する。 

                      奄美市議会議長  竹山 耕平 

                      奄美市議会議員  与  勝弘 

                      奄美市議会議員  関  誠之 

                      奄美市議会議員  里  秀和 
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